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前
文 

こ
の
条
約
の
締
約
国
は
、 

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
の
国

境
を
越
え
る
移
動
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
人
の
健
康
及
び
環

境
に
対
す
る
損
害
の
危
険
性
を
認
識
し
、 

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
発
生
の
増
加
及
び
一
層
の
複

雑
化
並
び
に
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
る
人
の
健
康
及
び
環
境
に
対
す
る
脅
威
の
増
大
に
留

意
し
、 

こ
れ
ら
の
廃
棄
物
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
危
険
か
ら
人
の
健

康
及
び
環
境
を
保
護
す
る
最
も
効
果
的
な
方
法
は
、
こ
れ
ら
の
廃

棄
物
の
発
生
を
量
及
び
有
害
性
の
面
か
ら
最
小
限
度
と
す
る
こ
と

で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
、 

諸
国
が
、
処
分
の
場
所
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
有
害
廃
棄
物
及

び
他
の
廃
棄
物
の
処
理
（
国
境
を
越
え
る
移
動
及
び
処
分
を
含

む
。）
を
人
の
健
康
及
び
環
境
の
保
護
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
と
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
、 

諸
国
が
、
処
分
の
場
所
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
発
生
者
が
有
害

廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
運
搬
及
び
処
分
に
関
す
る
義
務
を
環

境
の
保
護
に
適
合
す
る
方
法
で
履
行
す
る
こ
と
を
確
保
す
べ
き
で

あ
る
こ
と
に
留
意
し
、 

い
ず
れ
の
国
も
、
自
国
の
領
域
に
お
い
て
外
国
の
有
害
廃
棄
物

及
び
他
の
廃
棄
物
の
搬
入
又
は
処
分
を
禁
止
す
る
主
権
的
権
利
を

有
す
る
こ
と
を
十
分
に
認
め
、 

有
害
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
及
び
そ
の
処
分
を
他
の
国

特
に
開
発
途
上
国
に
お
い
て
行
う
こ
と
を
禁
止
し
た
い
と
の
願
望

が
増
大
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
、 

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
は
、
環
境
上
適
正
か
つ
効
率
的

な
処
理
と
両
立
す
る
限
り
、
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
の
発
生
し
た
国
に

お
い
て
処
分
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
、 

こ
れ
ら
の
廃
棄
物
の
発
生
し
た
国
か
ら
他
の
国
へ
の
国
境
を
越

え
る
移
動
は
、
人
の
健
康
及
び
環
境
を
害
す
る
こ
と
の
な
い
条
件

並
び
に
こ
の
条
約
の
規
定
に
従
う
条
件
の
下
で
行
わ
れ
る
場
合
に

限
り
許
可
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、 

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
の
規
制

を
強
化
す
る
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
を
環
境
上
適
正
に
処
理

し
、
及
び
そ
の
国
境
を
越
え
る
移
動
の
量
を
削
減
す
る
た
め
の
誘

因
と
な
る
こ
と
を
考
慮
し
、 

諸
国
が
有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動

に
関
す
る
適
当
な
情
報
交
換
及
び
規
制
を
行
う
た
め
の
措
置
を
と

る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
、 

種
々
の
国
際
的
及
び
地
域
的
な
協
定
が
危
険
物
の
通
過
に
関
す

る
環
境
の
保
護
及
び
保
全
の
問
題
を
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
留

意
し
、 

国
際
連
合
人
間
環
境
会
議
の
宣
言
（
千
九
百
七
十
二
年
ス
ト
ッ

ク
ホ
ル
ム
）、
国
際
連
合
環
境
計
画
（
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
）
管
理
理
事
会
が

千
九
百
八
十
七
年
六
月
十
七
日
の
決
定
十
四―

三
十
に
よ
り
採
択

し
た
有
害
廃
棄
物
の
環
境
上
適
正
な
処
理
の
た
め
の
カ
イ
ロ
・
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
原
則
、
危
険
物
の
運
搬
に
関
す
る
国
際
連
合
専

門
家
委
員
会
の
勧
告
（
千
九
百
五
十
七
年
に
作
成
さ
れ
、
そ
の
後

二
年
ご
と
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。
）、
国
際
連
合
及
び
そ
の
関
連
機

関
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
関
連
す
る
勧
告
、
宣
言
、
文
書
及
び
規

則
並
び
に
他
の
国
際
的
及
び
地
域
的
な
機
関
に
お
い
て
行
わ
れ
た

活
動
及
び
研
究
を
考
慮
し
、 

第
三
十
七
回
国
際
連
合
総
会
（
千
九
百
八
十
二
年
）
に
お
い
て

人
間
環
境
の
保
護
及
び
自
然
資
源
の
保
全
に
関
す
る
倫
理
的
規
範

と
し
て
採
択
さ
れ
た
世
界
自
然
憲
章
の
精
神
、
原
則
、
目
的
及
び

機
能
に
留
意
し
、 

諸
国
が
、
人
の
健
康
の
保
護
並
び
に
環
境
の
保
護
及
び
保
全
に

関
す
る
国
際
的
義
務
の
履
行
に
責
任
を
有
し
、
並
び
に
国
際
法
に

従
っ
て
責
任
を
負
う
こ
と
を
確
認
し
、 

こ
の
条
約
又
は
こ
の
条
約
の
議
定
書
の
規
定
に
対
す
る
重
大
な

違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
条
約
に
関
す
る
関
連
国
際
法
が
適
用

さ
れ
る
こ
と
を
認
め
、 

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
発
生
を
最
小
限
度
と
す
る
た

め
、
環
境
上
適
正
な
廃
棄
物
低
減
技
術
、
再
生
利
用
の
方
法
並
び

に
良
好
な
管
理
及
び
処
理
の
体
制
の
開
発
及
び
実
施
を
引
き
続
き

行
う
こ
と
の
必
要
性
を
認
識
し
、 

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
を
厳
重

に
規
制
す
る
こ
と
の
必
要
性
に
つ
い
て
国
際
的
な
関
心
が
高
ま
っ

て
い
る
こ
と
並
び
に
可
能
な
限
り
そ
の
よ
う
な
移
動
を
最
小
限
度

と
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
認
識
し
、 

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
不
法
な
取
引

の
問
題
に
つ
い
て
懸
念
し
、 

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
を
処
理
す
る
開
発
途
上
国
の
能

力
に
限
界
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、 

現
地
で
発
生
す
る
有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
適
正
な
処

理
の
た
め
、
カ
イ
ロ
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
環
境
保
護
に
関
す
る

技
術
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
管
理
理
事
会
の
決
定
十

四―

十
六
の
精
神
に
従
い
、
特
に
開
発
途
上
国
に
対
す
る
技
術
移

転
を
促
進
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
認
め
、 

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
が
、
関
連
す
る
国
際
条
約
及
び

国
際
的
な
勧
告
に
従
っ
て
運
搬
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、 

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
は
、
こ

れ
ら
の
廃
棄
物
の
運
搬
及
び
最
終
的
な
処
分
が
環
境
上
適
正
で
あ

る
場
合
に
限
り
許
可
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
、 

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
発
生
及
び
処
理
か
ら
生
ず
る



 

 

こ
と
が
あ
る
悪
影
響
か
ら
人
の
健
康
及
び
環
境
を
厳
重
な
規
制
に

よ
っ
て
保
護
す
る
こ
と
を
決
意
し
て
、 

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。 

第
一
条 

条
約
の
適
用
範
囲 

１ 

こ
の
条
約
の
適
用
上
、
次
の
廃
棄
物
で
あ
っ
て
国
境
を
越
え

る
移
動
の
対
象
と
な
る
も
の
は
、
「
有
害
廃
棄
物
」
と
す
る
。 

⒜ 

附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
分
類
に
属
す
る
廃
棄

物
（
附
属
書
Ⅲ
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
特
性
も
有
し
な
い
も
の

を
除
く
。） 

⒝ 

⒜
に
規
定
す
る
廃
棄
物
に
は
該
当
し
な
い
が
、
輸
出
国
、

輸
入
国
又
は
通
過
国
で
あ
る
締
約
国
の
国
内
法
令
に
よ
り
有

害
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
又
は
認
め
ら
れ
て
い
る
廃
棄
物 

２ 

こ
の
条
約
の
適
用
上
、
附
属
書
Ⅱ
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
分

類
に
属
す
る
廃
棄
物
で
あ
っ
て
国
境
を
越
え
る
移
動
の
対
象
と

な
る
も
の
は
、
「
他
の
廃
棄
物
」
と
す
る
。 

３ 

放
射
能
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
に
放
射
性
物
質
に
つ
い

て
適
用
さ
れ
る
国
際
文
書
に
よ
る
規
制
を
含
む
他
の
国
際
的
な

規
制
の
制
度
の
対
象
と
な
る
廃
棄
物
は
、
こ
の
条
約
の
適
用
範

囲
か
ら
除
外
す
る
。 

４ 

船
舶
の
通
常
の
運
航
か
ら
生
ず
る
廃
棄
物
で
あ
っ
て
そ
の
排

出
に
つ
い
て
他
の
国
際
文
書
の
適
用
が
あ
る
も
の
は
、
こ
の
条

約
の
適
用
範
囲
か
ら
除
外
す
る
。 

第
二
条 

定
義 

こ
の
条
約
の
適
用
上
、 

１ 

「
廃
棄
物
」
と
は
、
処
分
が
さ
れ
、
処
分
が
意
図
さ
れ
又
は

国
内
法
の
規
定
に
よ
り
処
分
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
物
質
又

は
物
体
を
い
う
。 

２ 

「
処
理
」
と
は
、
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
収
集
、

運
搬
及
び
処
分
を
い
い
、
処
分
場
所
の
事
後
の
管
理
を
含
む
。 

３ 

「
国
境
を
越
え
る
移
動
」
と
は
、
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃

棄
物
が
、
そ
の
移
動
に
少
な
く
と
も
二
以
上
の
国
が
関
係
す
る

場
合
に
お
い
て
、
一
の
国
の
管
轄
の
下
に
あ
る
地
域
か
ら
、
他

の
国
の
管
轄
の
下
に
あ
る
地
域
へ
若
し
く
は
他
の
国
の
管
轄
の

下
に
あ
る
地
域
を
通
過
し
て
、
又
は
い
ず
れ
の
国
の
管
轄
の
下

に
も
な
い
地
域
へ
若
し
く
は
い
ず
れ
の
国
の
管
轄
の
下
に
も
な

い
地
域
を
通
過
し
て
、
移
動
す
る
こ
と
を
い
う
。 

４ 

「
処
分
」
と
は
、
附
属
書
Ⅳ
に
掲
げ
る
作
業
を
い
う
。 

５ 

「
承
認
さ
れ
た
場
所
又
は
施
設
」
と
は
、
場
所
又
は
施
設
が

存
在
す
る
国
の
関
係
当
局
に
よ
り
、
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃

棄
物
の
処
分
の
た
め
の
作
業
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
又
は
許

可
さ
れ
て
い
る
場
所
又
は
施
設
を
い
う
。 

６ 

「
権
限
の
あ
る
当
局
」
と
は
、
締
約
国
が
適
当
と
認
め
る
地

理
的
区
域
内
に
お
い
て
、
第
六
条
の
規
定
に
従
っ
て
有
害
廃
棄

物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
に
関
す
る
通
告
及

び
こ
れ
に
関
係
す
る
す
べ
て
の
情
報
を
受
領
し
並
び
に
当
該
通

告
に
対
し
回
答
す
る
責
任
を
有
す
る
一
の
政
府
当
局
と
し
て
締

約
国
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。 

７ 

「
中
央
連
絡
先
」
と
は
、
第
十
三
条
及
び
第
十
六
条
に
規
定

す
る
情
報
を
受
領
し
及
び
提
供
す
る
責
任
を
有
す
る
第
五
条
に

規
定
す
る
締
約
国
の
機
関
を
い
う
。 

８ 

「
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
環
境
上
適
正
な
処
理
」

と
は
、
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
か
ら
生
ず
る
悪
影
響
か

ら
人
の
健
康
及
び
環
境
を
保
護
す
る
よ
う
な
方
法
で
こ
れ
ら
の

廃
棄
物
が
処
理
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
実
行
可
能
な

あ
ら
ゆ
る
措
置
を
と
る
こ
と
を
い
う
。 

９ 
「
一
の
国
の
管
轄
の
下
に
あ
る
地
域
」
と
は
、
人
の
健
康
又

は
環
境
の
保
護
に
関
し
、
国
際
法
に
従
っ
て
一
の
国
が
行
政
上

及
び
規
制
上
の
責
任
を
遂
行
す
る
陸
地
、
海
域
又
は
空
間
を
い

う
。 

10 

「
輸
出
国
」
と
は
、
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
自
国

か
ら
の
国
境
を
越
え
る
移
動
が
計
画
さ
れ
又
は
開
始
さ
れ
て
い

る
締
約
国
を
い
う
。 

11 

「
輸
入
国
」
と
は
、
自
国
に
お
け
る
処
分
を
目
的
と
し
て
又

い
ず
れ
の
国
の
管
轄
の
下
に
も
な
い
地
域
に
お
け
る
処
分
に
先

立
つ
積
込
み
を
目
的
と
し
て
、
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物

の
自
国
へ
の
国
境
を
越
え
る
移
動
が
計
画
さ
れ
又
は
行
わ
れ
て

い
る
締
約
国
を
い
う
。 

12 

「
通
過
国
」
と
は
、
輸
出
国
又
は
輸
入
国
以
外
の
国
で
あ
っ

て
、
自
国
を
通
過
す
る
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
国
境

を
越
え
る
移
動
が
計
画
さ
れ
又
は
行
わ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。 

13 

「
関
係
国
」
と
は
、
締
約
国
で
あ
る
輸
出
国
又
は
輸
入
国
及

び
締
約
国
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
ず
通
過
国
を
い
う
。 

14 

「
者
」
と
は
、
自
然
人
又
は
法
人
を
い
う
。 

15 

「
輸
出
者
」
と
は
、
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
輸
出

を
行
う
者
で
あ
っ
て
輸
出
国
の
管
轄
の
下
に
あ
る
も
の
を
い
う
。 

16 

「
輸
入
者
」
と
は
、
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
輸
入

を
行
う
者
で
あ
っ
て
輸
入
国
の
管
轄
の
下
に
あ
る
も
の
を
い
う
。 

17 

「
運
搬
者
」
と
は
、
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
運
搬

を
行
う
者
を
い
う
。 

18 

「
発
生
者
」
と
は
、
そ
の
活
動
が
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃

棄
物
を
発
生
さ
せ
る
者
を
い
い
、
そ
の
者
が
不
明
で
あ
る
と
き

は
、
当
該
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
を
保
有
し
又
は
支
配

し
て
い
る
者
を
い
う
。 

19 

「
処
分
者
」
と
は
、
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
が
そ
の

者
に
対
し
運
搬
さ
れ
る
者
で
あ
っ
て
当
該
有
害
廃
棄
物
又
は
他

の
廃
棄
物
の
処
分
を
行
う
も
の
を
い
う
。 

20 

「
政
治
統
合
又
は
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
」
と
は
、
主
権

国
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
機
関
で
あ
っ
て
、
こ
の
条
約
が
規

律
す
る
事
項
に
関
し
そ
の
加
盟
国
か
ら
権
限
の
委
譲
を
受
け
、

か
つ
、
そ
の
内
部
手
続
に
従
っ
て
こ
の
条
約
の
署
名
、
批
准
、

受
諾
、
承
認
若
し
く
は
正
式
確
認
又
は
こ
れ
へ
の
加
入
の
正
当

な
委
任
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。 

21 

「
不
法
取
引
」
と
は
、
第
九
条
に
規
定
す
る
有
害
廃
棄
物
又

は
他
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
を
い
う
。 

第
三
条 

有
害
廃
棄
物
に
関
す
る
国
内
の
定
義 

１ 

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
締
約
国
と
な
っ
た
日
か
ら
六
箇
月

以
内
に
、
条
約
の
事
務
局
に
対
し
、
附
属
書
Ⅰ
及
び
附
属
書
Ⅱ

に
掲
げ
る
廃
棄
物
以
外
に
自
国
の
法
令
に
よ
り
有
害
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
又
は
定
義
さ
れ
て
い
る
廃
棄
物
を
通
報
し
、
か
つ
、

そ
の
廃
棄
物
に
つ
い
て
適
用
す
る
国
境
を
越
え
る
移
動
の
手
続

に
関
す
る
要
件
を
通
報
す
る
。 

２ 

締
約
国
は
、
更
に
、
１
の
規
定
に
従
っ
て
提
供
し
た
情
報
に

関
す
る
重
要
な
変
更
を
事
務
局
に
通
報
す
る
。 

３ 

事
務
局
は
、
１
及
び
２
の
規
定
に
従
っ
て
受
領
し
た
情
報
を

直
ち
に
す
べ
て
の
締
約
国
に
通
報
す
る
。 



 

 

４ 

締
約
国
は
、
３
の
規
定
に
従
い
事
務
局
に
よ
っ
て
送
付
さ
れ

た
情
報
を
自
国
の
輸
出
者
に
対
し
利
用
可
能
に
す
る
責
任
を
有

す
る
。 

第
四
条 

一
般
的
義
務 

１
⒜ 

有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
処
分
の
た
め
の
輸
入
を

禁
止
す
る
権
利
を
行
使
す
る
締
約
国
は
、
第
十
三
条
の
規
定

に
従
っ
て
そ
の
決
定
を
他
の
締
約
国
に
通
報
す
る
。 

⒝ 

締
約
国
は
、
⒜
の
規
定
に
従
っ
て
通
報
を
受
け
た
場
合
に

は
、
有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
輸
入
を
禁
止
し
て
い

る
締
約
国
に
対
す
る
当
該
有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の

輸
出
を
許
可
せ
ず
、
又
は
禁
止
す
る
。 

⒞ 

締
約
国
は
、
輸
入
国
が
有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の

輸
入
を
禁
止
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
当
該
輸
入
国
が
こ

れ
ら
の
廃
棄
物
の
特
定
の
輸
入
に
つ
き
書
面
に
よ
り
同
意
し

な
い
と
き
は
、
そ
の
輸
入
の
同
意
の
な
い
廃
棄
物
の
輸
出
を

許
可
せ
ず
、
又
は
禁
止
す
る
。 

２ 

締
約
国
は
、
次
の
目
的
の
た
め
、
適
当
な
措
置
を
と
る
。 

⒜ 

社
会
的
、
技
術
的
及
び
経
済
的
側
面
を
考
慮
し
て
、
国
内

に
お
け
る
有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
発
生
を
最
小
限

度
と
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
。 

⒝ 

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
環
境
上
適
正
な
処
理
の

た
め
、
処
分
の
場
所
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
可
能
な
限
り
国

内
に
あ
る
適
当
な
処
分
施
設
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

と
を
確
保
す
る
。 

⒞ 

国
内
に
お
い
て
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
処
理
に

関
与
す
る
者
が
、
そ
の
処
理
か
ら
生
ず
る
有
害
廃
棄
物
及
び

他
の
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
、
並
び
に
汚
染

が
生
じ
た
場
合
に
は
、
人
の
健
康
及
び
環
境
に
つ
い
て
そ
の

影
響
を
最
小
の
も
の
に
と
ど
め
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と

る
こ
と
を
確
保
す
る
。 

⒟ 

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
が
、

こ
れ
ら
の
廃
棄
物
の
環
境
上
適
正
か
つ
効
率
的
な
処
理
に
適

合
す
る
よ
う
な
方
法
で
最
小
限
度
と
さ
れ
、
並
び
に
当
該
移

動
か
ら
生
ず
る
悪
影
響
か
ら
人
の
健
康
及
び
環
境
を
保
護
す

る
よ
う
な
方
法
で
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。 

⒠ 

締
約
国
特
に
開
発
途
上
国
で
あ
る
国
又
は
国
家
群
（
経
済

統
合
又
は
政
治
統
合
の
た
め
の
機
関
に
加
盟
し
て
い
る
も

の
）
に
対
す
る
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
輸
出
は
、

こ
れ
ら
の
国
若
し
く
は
国
家
群
が
国
内
法
令
に
よ
り
こ
れ
ら

の
廃
棄
物
の
す
べ
て
の
輸
入
を
禁
止
し
た
場
合
又
は
こ
れ
ら

の
廃
棄
物
が
締
約
国
の
第
一
回
会
合
に
お
い
て
決
定
さ
れ
る

基
準
に
従
う
環
境
上
適
正
な
方
法
で
処
理
さ
れ
な
い
と
信
ず

る
に
足
り
る
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
許
可
し
な
い
。 

⒡ 

計
画
さ
れ
た
有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越

え
る
移
動
が
人
の
健
康
及
び
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
、
当
該
移
動
に
関
す
る
情
報
が
附
属
書
Ⅴ
Ａ
に

従
っ
て
関
係
国
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
。 

⒢ 

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
が
環
境
上
適
正
な
方
法
で

処
理
さ
れ
な
い
と
信
ず
る
に
足
り
る
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
輸
入
を
防
止
す
る
。 

⒣ 

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
環
境
上
適
正
な
処
理
を

改
善
し
及
び
不
法
取
引
の
防
止
を
達
成
す
る
た
め
、
有
害
廃

棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
に
関
す
る
情

報
の
提
供
そ
の
他
の
活
動
に
つ
い
て
、
直
接
及
び
事
務
局
を

通
じ
、
他
の
締
約
国
及
び
関
係
機
関
と
協
力
す
る
。 

３ 
締
約
国
は
、
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
不
法
取
引
を

犯
罪
性
の
あ
る
も
の
と
認
め
る
。 

４ 

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
こ
の
条

約
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
防
止
し
及
び
処
罰
す
る
た
め
の

措
置
を
含
む
適
当
な
法
律
上
の
措
置
、
行
政
上
の
措
置
そ
の
他

の
措
置
を
と
る
。 

５ 

締
約
国
は
、
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
を
非
締
約
国
へ

輸
出
し
又
は
非
締
約
国
か
ら
輸
入
す
る
こ
と
を
許
可
し
な
い
。 

６ 

締
約
国
は
、
国
境
を
越
え
る
移
動
の
対
象
と
な
る
か
な
ら
な

い
か
を
問
わ
ず
、
南
緯
六
十
度
以
南
の
地
域
に
お
け
る
処
分
の

た
め
の
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
輸
出
を
許
可
し
な
い

こ
と
に
合
意
す
る
。 

７ 

締
約
国
は
、
更
に
、
次
の
こ
と
を
行
う
。 

⒜ 

有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
運
搬
又
は
処
分
を
行
う

こ
と
が
認
め
ら
れ
又
は
許
可
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
ほ
か
、

そ
の
管
轄
の
下
に
あ
る
す
べ
て
の
者
に
対
し
、
当
該
運
搬
又

は
処
分
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。 

⒝ 

国
境
を
越
え
る
移
動
の
対
象
と
な
る
有
害
廃
棄
物
及
び
他

の
廃
棄
物
が
、
こ
ん
包
、
表
示
及
び
運
搬
の
分
野
に
お
い
て

一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
か
つ
認
め
ら
れ
て
い
る
国
際
的
規

則
及
び
基
準
に
従
っ
て
こ
ん
包
さ
れ
、
表
示
さ
れ
及
び
運
搬

さ
れ
る
こ
と
並
び
に
国
際
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
関
連
す
る

慣
行
に
妥
当
な
考
慮
が
払
わ
れ
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
。 

⒞ 

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
に
は
、
国
境
を
越
え
る
移

動
が
開
始
さ
れ
る
地
点
か
ら
処
分
の
地
点
ま
で
移
動
書
類
が

伴
う
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
。 

８ 

締
約
国
は
、
輸
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
有
害
廃
棄
物
又
は
他

の
廃
棄
物
が
輸
入
国
又
は
他
の
場
所
に
お
い
て
環
境
上
適
正
な

方
法
で
処
理
さ
れ
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
。
こ
の
条
約
の
対
象

と
な
る
廃
棄
物
の
環
境
上
適
正
な
処
理
の
た
め
の
技
術
上
の
指

針
は
、
締
約
国
の
第
一
回
会
合
に
お
い
て
決
定
す
る
。 

９ 

締
約
国
は
、
有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え

る
移
動
が
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
限
り
許
可
さ
れ
る
こ
と
を

確
保
す
る
た
め
、
適
当
な
措
置
を
と
る
。 

⒜ 

輸
出
国
が
当
該
廃
棄
物
を
環
境
上
適
正
か
つ
効
率
的
な
方

法
で
処
分
す
る
た
め
の
技
術
上
の
能
力
及
び
必
要
な
施
設
、

処
分
能
力
又
は
適
当
な
処
分
場
所
を
有
し
な
い
場
合 

⒝ 

当
該
廃
棄
物
が
輸
入
国
に
お
い
て
再
生
利
用
産
業
又
は
回

収
産
業
の
た
め
の
原
材
料
と
し
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
場
合 

⒞ 

当
該
国
境
を
越
え
る
移
動
が
締
約
国
全
体
と
し
て
決
定
す

る
他
の
基
準
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
。
た
だ
し
、
当
該
基

準
が
こ
の
条
約
の
目
的
に
合
致
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。 

10 

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
を
発
生
さ
せ
た
国
が
こ
の

条
約
の
下
に
お
い
て
負
う
当
該
有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物

を
環
境
上
適
正
な
方
法
で
処
理
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
義
務

は
、
い
か
な
る
状
況
に
お
い
て
も
、
輸
入
国
又
は
通
過
国
へ
移

転
し
て
は
な
ら
な
い
。 

11 

こ
の
条
約
の
い
か
な
る
規
定
も
、
締
約
国
が
人
の
健
康
及
び

環
境
を
一
層
保
護
す
る
た
め
こ
の
条
約
の
規
定
に
適
合
し
か
つ

国
際
法
の
諸
規
則
に
従
う
追
加
的
な
義
務
を
課
す
る
こ
と
を
妨



 

 

げ
る
も
の
で
は
な
い
。 

12 
こ
の
条
約
の
い
か
な
る
規
定
も
、
国
際
法
に
従
っ
て
確
立
し

て
い
る
領
海
に
対
す
る
国
の
主
権
、
国
際
法
に
従
い
排
他
的
経

済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
お
い
て
国
が
有
す
る
主
権
的
権
利
及
び

管
轄
権
並
び
に
国
際
法
に
定
め
ら
れ
及
び
関
連
す
る
国
際
文
書

に
反
映
さ
れ
て
い
る
航
行
上
の
権
利
及
び
自
由
を
す
べ
て
の
国

の
船
舶
及
び
航
空
機
が
行
使
す
る
こ
と
に
何
ら
影
響
を
及
ぼ
す

も
の
で
は
な
い
。 

13 

締
約
国
は
、
他
の
国
特
に
開
発
途
上
国
に
対
し
て
輸
出
さ
れ

る
有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
量
及
び
汚
染
力
を
減
少
さ

せ
る
可
能
性
に
つ
い
て
定
期
的
に
検
討
す
る
。 

第
五
条 

権
限
の
あ
る
当
局
及
び
中
央
連
絡
先
の
指
定 

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
実
施
を
円
滑
に
す
る
た
め
、
次
の
こ

と
を
行
う
。 

１ 

一
又
は
二
以
上
の
権
限
の
あ
る
当
局
及
び
一
の
中
央
連
絡
先

を
指
定
し
又
は
設
置
す
る
こ
と
。
通
過
国
の
場
合
に
お
い
て
通

告
を
受
領
す
る
た
め
、
一
の
権
限
の
あ
る
当
局
を
指
定
す
る
こ

と
。 

２ 

自
国
に
つ
い
て
こ
の
条
約
が
効
力
を
生
じ
た
日
か
ら
三
箇
月

以
内
に
、
中
央
連
絡
先
及
び
権
限
の
あ
る
当
局
と
し
て
い
ず
れ

の
機
関
を
指
定
し
た
か
を
事
務
局
に
対
し
通
報
す
る
こ
と
。 

３ 

２
の
規
定
に
従
い
行
っ
た
指
定
に
関
す
る
変
更
を
そ
の
決
定

の
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
事
務
局
に
対
し
通
報
す
る
こ
と
。 

第
六
条 

締
約
国
間
の
国
境
を
越
え
る
移
動 

１ 

輸
出
国
は
、
書
面
に
よ
り
、
そ
の
権
限
の
あ
る
当
局
の
経
路

を
通
じ
、
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移

動
の
計
画
を
関
係
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
対
し
通
告
し
又
は

発
生
者
若
し
く
は
輸
出
者
に
通
告
さ
せ
る
。
そ
の
通
告
は
、
輸

入
国
の
受
け
入
れ
可
能
な
言
語
に
よ
り
記
載
さ
れ
た
附
属
書

Ⅴ
Ａ
に
掲
げ
る
申
告
及
び
情
報
を
含
む
。
各
関
係
国
に
対
し
送

付
す
る
通
告
は
、
一
通
の
み
で
足
り
る
。 

２ 

輸
入
国
は
、
通
告
を
し
た
者
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
、
移
動

に
つ
き
条
件
付
若
し
く
は
無
条
件
で
同
意
し
、
移
動
に
関
す
る

許
可
を
拒
否
し
又
は
追
加
的
な
情
報
を
要
求
す
る
旨
を
回
答
す

る
。
輸
入
国
の
最
終
的
な
回
答
の
写
し
は
、
締
約
国
で
あ
る
関

係
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
送
付
す
る
。 

３ 

輸
出
国
は
、
次
の
事
項
を
書
面
に
よ
り
確
認
す
る
ま
で
は
、

発
生
者
又
は
輸
出
者
が
国
境
を
越
え
る
移
動
を
開
始
す
る
こ
と

を
許
可
し
て
は
な
ら
な
い
。 

⒜ 

通
告
を
し
た
者
が
輸
入
国
の
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
て
い

る
こ
と
。 

⒝ 

通
告
を
し
た
者
が
、
廃
棄
物
に
つ
い
て
環
境
上
適
正
な
処

理
が
さ
れ
る
こ
と
を
明
記
す
る
輸
出
者
と
処
分
者
と
の
間
の

契
約
の
存
在
に
つ
き
、輸
入
国
か
ら
確
認
を
得
て
い
る
こ
と
。 

４ 

締
約
国
で
あ
る
通
過
国
は
、
通
告
を
し
た
者
に
対
し
通
告
の

受
領
を
速
や
か
に
確
認
す
る
。
当
該
通
過
国
は
、
更
に
、
通
告

を
し
た
者
に
対
し
、
六
十
日
以
内
に
、
移
動
に
つ
き
条
件
付
若

し
く
は
無
条
件
で
同
意
し
、
移
動
に
関
す
る
許
可
を
拒
否
し
又

は
追
加
的
な
情
報
を
要
求
す
る
旨
を
書
面
に
よ
り
回
答
す
る
。

輸
出
国
は
、当
該
通
過
国
の
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
る
ま
で
は
、

国
境
を
越
え
る
移
動
を
開
始
す
る
こ
と
を
許
可
し
て
は
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
い
か
な
る
時
点
に
お
い
て
も
、
締
約
国
が
、
有

害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
通
過
の
た
め
の
国
境
を
越
え
る

移
動
に
関
し
、
書
面
に
よ
る
事
前
の
同
意
を
一
般
的
に
若
し
く

は
特
定
の
条
件
の
下
に
お
い
て
義
務
付
け
な
い
こ
と
を
決
定
し
、

又
は
事
前
の
同
意
に
係
る
要
件
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
当
該

締
約
国
は
、
第
十
三
条
の
規
定
に
従
い
他
の
締
約
国
に
直
ち
に

そ
の
旨
を
通
報
す
る
。
事
前
の
同
意
を
義
務
付
け
な
い
場
合
に

お
い
て
通
過
国
が
通
告
を
受
領
し
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
輸

出
国
が
当
該
通
過
国
の
回
答
を
受
領
し
な
い
と
き
は
、
当
該
輸

出
国
は
、
当
該
通
過
国
を
通
過
し
て
輸
出
を
行
う
こ
と
を
許
可

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

特
定
の
国
に
よ
っ
て
の
み
有
害
で
あ
る
と
法
的
に
定
義
さ
れ

又
は
認
め
ら
れ
て
い
る
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
の
場
合

に
お
い
て
、 

⒜ 

輸
出
国
に
よ
っ
て
の
み
定
義
さ
れ
又
は
認
め
ら
れ
て
い
る

と
き
は
、
輸
入
者
又
は
処
分
者
及
び
輸
入
国
に
つ
い
て
適
用

す
る
９
の
規
定
は
、
必
要
な
変
更
を
加
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
輸

出
者
及
び
輸
出
国
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

⒝ 

輸
入
国
に
よ
っ
て
の
み
又
は
輸
入
国
及
び
締
約
国
で
あ
る

通
過
国
に
よ
っ
て
の
み
定
義
さ
れ
又
は
認
め
ら
れ
て
い
る
と

き
は
、
輸
出
者
及
び
輸
出
国
に
つ
い
て
適
用
す
る
１
、
３
、

４
及
び
６
の
規
定
は
、
必
要
な
変
更
を
加
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ

輸
入
者
又
は
処
分
者
及
び
輸
入
国
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

⒞ 

締
約
国
で
あ
る
通
過
国
に
よ
っ
て
の
み
定
義
さ
れ
又
は
認

め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
４
の
規
定
を
当
該
通
過
国
に
つ
い

て
適
用
す
る
。 

６ 

輸
出
国
は
、
同
一
の
物
理
的
及
び
化
学
的
特
性
を
有
す
る
有

害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
が
、
輸
出
国
の
同
一
の
出
国
税
関

及
び
輸
入
国
の
同
一
の
入
国
税
関
を
経
由
し
て
、
並
び
に
通
過

の
と
き
は
通
過
国
の
同
一
の
入
国
税
関
及
び
出
国
税
関
を
経
由

し
て
、
同
一
の
処
分
者
に
定
期
的
に
運
搬
さ
れ
る
場
合
に
は
、

関
係
国
の
書
面
に
よ
る
同
意
を
条
件
と
し
て
、
発
生
者
又
は
輸

出
者
が
包
括
的
な
通
告
を
行
う
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

７ 

関
係
国
は
、
運
搬
さ
れ
る
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
に

関
す
る
一
定
の
情
報
（
正
確
な
量
、
定
期
的
に
作
成
す
る
一
覧

表
等
）
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
６
に
規
定
す
る

包
括
的
な
通
告
を
行
う
こ
と
に
つ
き
書
面
に
よ
り
同
意
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

８ 

６
及
び
７
に
規
定
す
る
包
括
的
な
通
告
及
び
書
面
に
よ
る
同

意
は
、
最
長
十
二
箇
月
の
期
間
に
お
け
る
有
害
廃
棄
物
又
は
他

の
廃
棄
物
の
二
回
以
上
の
運
搬
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

９ 

締
約
国
は
、
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え

る
移
動
に
責
任
を
有
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
者
が
当
該
有
害
廃
棄
物

又
は
他
の
廃
棄
物
の
引
渡
し
又
は
受
領
の
際
に
移
動
書
類
に
署

名
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
。
締
約
国
は
、
ま
た
、
処
分
者
が
、

輸
出
者
及
び
輸
出
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
の
双
方
に
対
し
、
当

該
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
を
受
領
し
た
こ
と
を
通
報
し

及
び
通
告
に
明
記
す
る
処
分
が
完
了
し
た
こ
と
を
相
当
な
期
間

内
に
通
報
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
。
こ
れ
ら
の
通
報
が
輸
出

国
に
お
い
て
受
領
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
輸
出
国
の
権
限
の
あ

る
当
局
又
は
輸
出
者
は
、
そ
の
旨
を
輸
入
国
に
通
報
す
る
。 

10 

こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
る
通
告
及
び
回
答



 

 

は
、
関
係
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
非
締
約
国
の
適
当

と
認
め
る
政
府
当
局
に
送
付
す
る
。 

11 
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
い
か
な

る
移
動
も
、
輸
入
国
又
は
締
約
国
で
あ
る
通
過
国
が
義
務
付
け

る
こ
と
の
あ
る
保
険
、
供
託
金
そ
の
他
の
保
証
に
よ
っ
て
担
保

す
る
。 

第
七
条 
締
約
国
か
ら
非
締
約
国
を
通
過
し
て
行
わ
れ

る
国
境
を
越
え
る
移
動 

前
条
１
の
規
定
は
、
必
要
な
変
更
を
加
え
て
、
締
約
国
か
ら
非

締
約
国
を
通
過
し
て
行
わ
れ
る
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の

国
境
を
越
え
る
移
動
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

第
八
条 

再
輸
入
の
義
務 

こ
の
条
約
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
関
係
国
の
同
意

が
得
ら
れ
て
い
る
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え

る
移
動
が
、
契
約
の
条
件
に
従
っ
て
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
に
お
い
て
、
輸
入
国
が
輸
出
国
及
び
事
務
局
に
対
し
て
そ
の

旨
を
通
報
し
た
時
か
ら
九
十
日
以
内
に
又
は
関
係
国
が
合
意
す
る

他
の
期
間
内
に
当
該
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
が
環
境
上
適

正
な
方
法
で
処
分
さ
れ
る
た
め
の
代
替
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
は
、
輸
出
国
は
、
輸
出
者
が
当
該
有
害
廃
棄
物
又
は
他

の
廃
棄
物
を
輸
出
国
内
に
引
き
取
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
こ
の
た

め
、
輸
出
国
及
び
締
約
国
で
あ
る
通
過
国
は
、
当
該
有
害
廃
棄
物

又
は
他
の
廃
棄
物
の
輸
出
国
へ
の
返
還
に
反
対
し
、
及
び
そ
の
返

還
を
妨
害
し
又
は
防
止
し
て
は
な
ら
な
い
。 

第
九
条 

不
法
取
引 

１ 

こ
の
条
約
の
適
用
上
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
有
害
廃

棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
は
、
不
法
取
引

と
す
る
。 

⒜ 

こ
の
条
約
の
規
定
に
従
う
通
告
が
す
べ
て
の
関
係
国
に
対

し
て
行
わ
れ
て
い
な
い
移
動 

⒝ 

関
係
国
か
ら
こ
の
条
約
の
規
定
に
従
う
同
意
が
得
ら
れ
て

い
な
い
移
動 

⒞ 

関
係
国
の
同
意
が
偽
造
、
虚
偽
の
表
示
又
は
詐
欺
に
よ
り

得
ら
れ
て
い
る
移
動 

⒟ 

書
類
と
重
要
な
事
項
に
お
い
て
不
一
致
が
あ
る
移
動 

⒠ 

こ
の
条
約
の
規
定
及
び
国
際
法
の
一
般
原
則
に
違
反
し
て

有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
を
故
意
に
処
分
す
る
こ
と

（
例
え
ば
、
投
棄
す
る
こ
と
。
）
と
な
る
移
動 

２ 

有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
が
輸

出
者
又
は
発
生
者
の
行
為
の
結
果
と
し
て
不
法
取
引
と
な
る
場

合
に
は
、
輸
出
国
は
、
輸
出
国
に
当
該
不
法
取
引
が
通
報
さ
れ

た
時
か
ら
三
十
日
以
内
又
は
関
係
国
が
合
意
す
る
他
の
期
間
内

に
、
当
該
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
に
関
し
次
の
こ
と
を

確
保
す
る
。 

⒜ 

輸
出
者
若
し
く
は
発
生
者
若
し
く
は
必
要
な
場
合
に
は
輸

出
国
が
自
国
に
引
き
取
る
こ
と
又
は
こ
れ
が
実
際
的
で
な
い

と
き
は
、 

⒝ 

こ
の
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
処
分
さ
れ
る
こ
と
。 

こ
の
た
め
、
関
係
締
約
国
は
、
当
該
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃

棄
物
の
輸
出
国
へ
の
返
還
に
反
対
し
、
及
び
そ
の
返
還
を
妨
害

し
又
は
防
止
し
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
が
輸

入
者
又
は
処
分
者
の
行
為
の
結
果
と
し
て
不
法
取
引
と
な
る
場

合
に
は
、
輸
入
国
は
、
当
該
不
法
取
引
を
輸
入
国
が
知
る
に
至

っ
た
時
か
ら
三
十
日
以
内
又
は
関
係
国
が
合
意
す
る
他
の
期
間

内
に
、
輸
入
者
若
し
く
は
処
分
者
又
は
必
要
な
と
き
は
輸
入
国

が
当
該
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
を
環
境
上
適
正
な
方
法

で
処
分
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
こ
の
た
め
、関
係
締
約
国
は
、

必
要
に
応
じ
、
当
該
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
を
環
境
上

適
正
な
方
法
で
処
分
す
る
こ
と
に
つ
い
て
協
力
す
る
。 

４ 

不
法
取
引
の
責
任
を
輸
出
者
若
し
く
は
発
生
者
又
は
輸
入
者

若
し
く
は
処
分
者
の
い
ず
れ
に
も
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
に
は
、
関
係
締
約
国
又
は
適
当
な
と
き
は
他
の
締
約
国
は
、

協
力
し
て
、
輸
出
国
若
し
く
は
輸
入
国
又
は
適
当
な
と
き
は
他

の
場
所
に
お
い
て
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
当
該
有
害
廃
棄
物

又
は
他
の
廃
棄
物
を
環
境
上
適
正
な
方
法
で
処
分
す
る
こ
と
を

確
保
す
る
。 

５ 

締
約
国
は
、
不
法
取
引
を
防
止
し
及
び
処
罰
す
る
た
め
、
適

当
な
国
内
法
令
を
制
定
す
る
。
締
約
国
は
、
こ
の
条
の
目
的
を

達
成
す
る
た
め
、
協
力
す
る
。 

第
十
条 

国
際
協
力 

１ 

締
約
国
は
、
有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
環
境
上
適
正

な
処
理
を
改
善
し
及
び
達
成
す
る
た
め
、
相
互
に
協
力
す
る
。 

２ 

締
約
国
は
、
こ
の
目
的
の
た
め
、
次
の
こ
と
を
行
う
。 

⒜ 

要
請
に
応
じ
、
二
国
間
で
あ
る
か
多
数
国
間
で
あ
る
か
を

問
わ
ず
、
有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
環
境
上
適
正
な

処
理
（
有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
適
切
な
処
理
の
た

め
の
技
術
上
の
基
準
及
び
実
施
方
法
の
調
整
を
含
む
。
）を
促

進
す
る
た
め
、
情
報
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

⒝ 

有
害
廃
棄
物
の
処
理
が
人
の
健
康
及
び
環
境
に
及
ぼ
す
影

響
を
監
視
す
る
こ
と
に
つ
い
て
協
力
す
る
こ
と
。 

⒞ 

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
発
生
を
実
行
可
能
な
限

り
除
去
す
る
た
め
、
並
び
に
有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物

の
環
境
上
適
正
な
処
理
を
確
保
す
る
一
層
効
果
的
か
つ
効
率

的
な
方
法
（
新
た
な
又
は
改
善
さ
れ
た
技
術
の
採
用
が
経
済

上
、
社
会
上
及
び
環
境
上
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
研
究
を

含
む
。）
を
確
立
す
る
た
め
、
新
た
な
環
境
上
適
正
な
廃
棄
物

低
減
技
術
の
開
発
及
び
実
施
並
び
に
既
存
の
技
術
の
改
善
に

つ
き
、
自
国
の
法
令
及
び
政
策
に
従
っ
て
協
力
す
る
こ
と
。 

⒟ 

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
環
境
上
適
正
な
処
理
に

関
係
す
る
技
術
及
び
処
理
方
式
の
移
転
に
つ
き
、
自
国
の
法

令
及
び
政
策
に
従
っ
て
積
極
的
に
協
力
す
る
こ
と
。
ま
た
、

締
約
国
、
特
に
こ
の
分
野
に
お
い
て
技
術
援
助
を
必
要
と
し

及
び
要
請
す
る
締
約
国
の
技
術
上
の
能
力
の
開
発
に
つ
い
て

協
力
す
る
こ
と
。 

⒠ 

適
当
な
技
術
上
の
指
針
又
は
実
施
基
準
の
開
発
に
つ
い
て

協
力
す
る
こ
と
。 

３ 

締
約
国
は
、
第
四
条
２
の
⒜
か
ら
⒟
ま
で
の
規
定
の
実
施
に

つ
い
て
開
発
途
上
国
を
援
助
す
る
た
め
、
適
当
な
協
力
の
た
め

の
手
段
を
用
い
る
。 

４ 

開
発
途
上
国
の
必
要
を
考
慮
し
て
、
公
衆
の
意
識
の
向
上
、

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
発
展
並
び
に

新
た
な
廃
棄
物
低
減
技
術
の
採
用
を
特
に
促
進
す
る
た
め
、
締

約
国
と
関
係
国
際
機
関
と
の
間
の
協
力
が
奨
励
さ
れ
る
。 

第
十
一
条 

二
国
間
の
、
多
数
国
間
の
及
び
地
域
的
な
協
定 



 

 

１ 

第
四
条
５
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
締
約
国
は
、
締
約
国
又

は
非
締
約
国
と
の
間
で
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
国
境

を
越
え
る
移
動
に
関
す
る
二
国
間
の
、
多
数
国
間
の
又
は
地
域

的
な
協
定
又
は
取
決
め
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。た
だ
し
、

当
該
協
定
又
は
取
決
め
は
、
こ
の
条
約
に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ

る
有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
環
境
上
適
正
な
処
理
を
害

す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。当
該
協
定
又
は
取
決
め
は
、

特
に
開
発
途
上
国
の
利
益
を
考
慮
し
て
、
こ
の
条
約
の
定
め
る

規
定
以
上
に
環
境
上
適
正
な
規
定
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

締
約
国
は
、
１
に
規
定
す
る
協
定
又
は
取
決
め
及
び
こ
の
条

約
が
自
国
に
対
し
効
力
を
生
ず
る
に
先
立
ち
締
結
し
た
二
国
間

の
、多
数
国
間
の
又
は
地
域
的
な
協
定
又
は
取
決
め
で
あ
っ
て
、

こ
れ
ら
の
協
定
又
は
取
決
め
の
締
約
国
間
で
の
み
行
わ
れ
る
有

害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
を
規
制
す

る
目
的
を
有
す
る
も
の
を
事
務
局
に
通
告
す
る
。
こ
の
条
約
の

い
か
な
る
規
定
も
、
こ
れ
ら
の
協
定
又
は
取
決
め
が
こ
の
条
約

に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
る
有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
環

境
上
適
正
な
処
理
と
両
立
す
る
限
り
、
こ
れ
ら
の
協
定
又
は
取

決
め
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
国
境
を
越
え
る
移
動
に
影
響
を
及
ぼ

す
も
の
で
は
な
い
。 

第
十
二
条 

損
害
賠
償
責
任
に
関
す
る
協
議 

締
約
国
は
、
有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る

移
動
及
び
処
分
か
ら
生
ず
る
損
害
に
対
す
る
責
任
及
び
賠
償
の
分

野
に
お
い
て
適
当
な
規
則
及
び
手
続
を
定
め
る
議
定
書
を
で
き
る

限
り
速
や
か
に
採
択
す
る
た
め
、
協
力
す
る
。 

第
十
三
条 

情
報
の
送
付 

１ 

締
約
国
は
、
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え

る
移
動
又
は
そ
の
処
分
が
行
わ
れ
て
い
る
間
に
、
他
の
国
の
人

の
健
康
及
び
環
境
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
事
故
が
発

生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
事
故
を
知
る
に
至
っ
た
と
き
は

い
つ
で
も
、
当
該
他
の
国
が
速
や
か
に
通
報
を
受
け
る
こ
と
を

確
保
す
る
。 

２ 

締
約
国
は
、
相
互
に
、
事
務
局
を
通
じ
、
次
の
通
報
を
行
う
。 

⒜ 

権
限
の
あ
る
当
局
又
は
中
央
連
絡
先
の
指
定
の
変
更
に
関

す
る
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
報 

⒝ 

有
害
廃
棄
物
の
国
内
の
定
義
の
変
更
に
関
す
る
第
三
条
の

規
定
に
よ
る
通
報 

ま
た
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
次
の
事
項
を
通
報
す
る
。 

⒞ 

自
国
の
管
轄
の
下
に
あ
る
地
域
に
お
け
る
有
害
廃
棄
物
又

は
他
の
廃
棄
物
の
処
分
を
目
的
と
す
る
輸
入
に
つ
き
全
面
的

又
は
部
分
的
に
同
意
し
な
い
旨
の
決
定 

⒟ 

有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
輸
出
を
制
限
し
又
は
禁

止
す
る
旨
の
決
定 

⒠ 

４
の
規
定
に
従
っ
て
送
付
の
義
務
を
負
う
そ
の
他
の
情
報 

３ 

締
約
国
は
、
自
国
の
法
令
に
従
い
、
事
務
局
を
通
じ
、
第
十

五
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
締
約
国
会
議
に
対
し
、
各
暦
年

の
終
わ
り
ま
で
に
、
次
の
情
報
を
含
む
前
暦
年
に
関
す
る
報
告

を
送
付
す
る
。 

⒜ 

第
五
条
の
規
定
に
従
い
締
約
国
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
権

限
の
あ
る
当
局
及
び
中
央
連
絡
先 

⒝ 

締
約
国
が
関
係
す
る
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
国

境
を
越
え
る
移
動
に
関
す
る
次
の
事
項
を
含
む
情
報 

（ⅰ） 

輸
出
さ
れ
た
有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
量
、
分

類
、
特
性
、
目
的
地
及
び
通
過
国
並
び
に
通
告
に
対
す
る

回
答
に
記
載
さ
れ
た
処
分
の
方
法 

（ⅱ） 
輸
入
さ
れ
た
有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
量
、
分

類
、
特
性
、
発
生
地
及
び
処
分
の
方
法 

（ⅲ） 

予
定
さ
れ
た
と
お
り
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
処
分 

（ⅳ） 

国
境
を
越
え
る
移
動
の
対
象
と
な
る
有
害
廃
棄
物
及

び
他
の
廃
棄
物
の
量
の
削
減
を
達
成
す
る
た
め
の
努
力 

⒞ 

こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
に
締
約
国
が
と
っ
た
措
置
に
関

す
る
情
報 

⒟ 

有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
発
生
、
運
搬
及
び
処
分

が
人
の
健
康
及
び
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
締
約
国
が

作
成
し
た
提
供
可
能
か
つ
適
切
な
統
計
に
関
す
る
情
報 

⒠ 

第
十
一
条
の
規
定
に
従
っ
て
締
結
し
た
二
国
間
の
、
多
数

国
間
の
及
び
地
域
的
な
協
定
及
び
取
決
め
に
関
す
る
情
報 

⒡ 

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
及

び
処
分
が
行
わ
れ
て
い
る
間
に
発
生
し
た
事
故
並
び
に
そ
の

事
故
を
処
理
す
る
た
め
に
と
ら
れ
た
措
置
に
関
す
る
情
報 

⒢ 

管
轄
の
下
に
あ
る
地
域
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
処
分
の
方

法
に
関
す
る
情
報 

⒣ 

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
発
生
を
削
減
し
又
は
無

く
す
た
め
の
技
術
の
開
発
の
た
め
に
と
ら
れ
た
措
置
に
関
す

る
情
報 

⒤ 

締
約
国
会
議
が
適
当
と
認
め
る
そ
の
他
の
事
項 

４ 

特
定
の
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移

動
に
よ
り
自
国
の
環
境
が
影
響
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認

め
る
い
ず
れ
か
の
締
約
国
が
要
請
し
た
場
合
に
は
、締
約
国
は
、

自
国
の
法
令
に
従
い
、
当
該
移
動
に
関
す
る
通
告
及
び
そ
の
通

告
に
対
す
る
回
答
の
写
し
を
事
務
局
に
対
し
送
付
す
る
こ
と
を

確
保
す
る
。 

第
十
四
条 

財
政
的
な
側
面 

１ 

締
約
国
は
、各
地
域
及
び
各
小
地
域
の
特
別
の
必
要
に
応
じ
、

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
を
処
理
し
並
び
に
有
害
廃
棄
物

及
び
他
の
廃
棄
物
の
発
生
を
最
小
限
度
と
す
る
こ
と
に
関
す
る

訓
練
及
び
技
術
移
転
の
た
め
の
地
域
又
は
小
地
域
の
セ
ン
タ
ー

が
設
立
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
同
意
す
る
。
締
約
国
は
、

任
意
の
性
質
を
有
す
る
資
金
調
達
の
た
め
の
適
当
な
仕
組
み
を

確
立
す
る
こ
と
に
つ
い
て
決
定
を
行
う
。 

２ 

締
約
国
は
、
有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え

る
移
動
に
よ
り
又
は
有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
処
分
中

に
発
生
す
る
事
故
に
よ
る
損
害
を
最
小
の
も
の
に
と
ど
め
る
た

め
、
緊
急
事
態
に
お
け
る
暫
定
的
な
援
助
を
行
う
た
め
の
回
転

資
金
の
設
立
を
検
討
す
る
。 

第
十
五
条 

締
約
国
会
議 

１ 

こ
の
条
約
に
よ
り
締
約
国
会
議
を
設
置
す
る
。
締
約
国
会
議

の
第
一
回
会
合
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
事
務
局
長
が
こ
の
条
約
の
効
力

発
生
の
後
一
年
以
内
に
招
集
す
る
。
そ
の
後
は
、
締
約
国
会
議

の
通
常
会
合
は
、
第
一
回
会
合
に
お
い
て
決
定
す
る
一
定
の
間

隔
で
開
催
す
る
。 

２ 

締
約
国
会
議
の
特
別
会
合
は
、
締
約
国
会
議
が
必
要
と
認
め



 

 

る
と
き
又
は
い
ず
れ
か
の
締
約
国
か
ら
書
面
に
よ
る
要
請
の
あ

る
場
合
に
お
い
て
事
務
局
が
そ
の
要
請
を
締
約
国
に
通
報
し
た

後
六
箇
月
以
内
に
締
約
国
の
少
な
く
と
も
三
分
の
一
が
そ
の
要

請
を
支
持
す
る
と
き
に
開
催
す
る
。 

３ 

締
約
国
会
議
は
、
締
約
国
会
議
及
び
締
約
国
会
議
が
設
置
す

る
補
助
機
関
の
手
続
規
則
並
び
に
特
に
こ
の
条
約
に
基
づ
く
締

約
国
の
財
政
的
な
参
加
に
つ
い
て
定
め
る
財
政
規
則
を
コ
ン
セ

ン
サ
ス
方
式
に
よ
り
合
意
し
及
び
採
択
す
る
。 

４ 

締
約
国
は
、
そ
の
第
一
回
会
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
約
の
規

定
の
範
囲
内
で
海
洋
環
境
の
保
護
及
び
保
全
に
関
す
る
責
任
を

果
た
す
上
で
役
立
つ
必
要
な
追
加
的
措
置
を
検
討
す
る
。 

５ 

締
約
国
会
議
は
、
こ
の
条
約
の
効
果
的
な
実
施
に
つ
い
て
絶

え
ず
検
討
し
及
び
評
価
し
、
更
に
、
次
の
こ
と
を
行
う
。 

⒜ 

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
に
よ
る
人
の
健
康
及
び
環

境
に
対
す
る
害
を
最
小
の
も
の
に
と
ど
め
る
た
め
の
適
当
な

政
策
、
戦
略
及
び
措
置
の
調
整
を
促
進
す
る
こ
と
。 

⒝ 

必
要
に
応
じ
、
利
用
可
能
な
科
学
、
技
術
、
経
済
及
び
環

境
に
関
す
る
情
報
を
特
に
考
慮
し
て
、
こ
の
条
約
及
び
そ
の

附
属
書
の
改
正
を
検
討
し
及
び
採
択
す
る
こ
と
。 

⒞ 

こ
の
条
約
の
実
施
並
び
に
第
十
一
条
に
規
定
す
る
協
定
及

び
取
決
め
の
実
施
か
ら
得
ら
れ
る
経
験
に
照
ら
し
て
、
こ
の

条
約
の
目
的
の
達
成
の
た
め
に
必
要
な
追
加
的
行
動
を
検
討

し
及
び
と
る
こ
と
。 

⒟ 

必
要
に
応
じ
、
議
定
書
を
検
討
し
及
び
採
択
す
る
こ
と
。 

⒠ 

こ
の
条
約
の
実
施
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
補
助
機
関
を
設

置
す
る
こ
と
。 

６ 

国
際
連
合
及
び
そ
の
専
門
機
関
並
び
に
こ
の
条
約
の
締
約
国

で
な
い
国
は
、
締
約
国
会
議
の
会
合
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
を
出
席

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
に
関

連
の
あ
る
分
野
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
団
体
又
は
機
関
（
国
内

若
し
く
は
国
際
の
又
は
政
府
若
し
く
は
非
政
府
の
も
の
の
い
ず

れ
で
あ
る
か
を
問
わ
な
い
。
）
で
あ
っ
て
、
締
約
国
会
議
の
会
合

に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
を
出
席
さ
せ
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
事
務
局

に
通
報
し
た
も
の
は
、
当
該
会
合
に
出
席
す
る
締
約
国
の
三
分

の
一
以
上
が
反
対
し
な
い
限
り
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
を
出
席
さ
せ

る
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
。オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
の
出
席
及
び
参
加
は
、

締
約
国
会
議
が
採
択
す
る
手
続
規
則
の
適
用
を
受
け
る
。 

７ 

締
約
国
会
議
は
、
こ
の
条
約
の
効
力
発
生
の
三
年
後
に
及
び

そ
の
後
は
少
な
く
と
も
六
年
ご
と
に
、
こ
の
条
約
の
有
効
性
に

つ
い
て
評
価
を
行
い
、
並
び
に
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
最

新
の
科
学
、
環
境
、
技
術
及
び
経
済
に
関
す
る
情
報
に
照
ら
し

て
有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
の
完

全
な
又
は
部
分
的
な
禁
止
措
置
の
採
用
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。 

第
十
六
条 

事
務
局 

１ 

事
務
局
は
、
次
の
任
務
を
遂
行
す
る
。 

⒜ 

前
条
及
び
次
条
に
規
定
す
る
会
合
を
準
備
し
及
び
そ
の
会

合
の
た
め
の
役
務
を
提
供
す
る
こ
と
。 

⒝ 

第
三
条
、
第
四
条
、
第
六
条
、
第
十
一
条
及
び
第
十
三
条

の
規
定
に
よ
り
受
領
し
た
情
報
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
設
置

さ
れ
る
補
助
機
関
の
会
合
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
並
び
に
適
当

な
場
合
に
は
関
連
す
る
政
府
間
機
関
及
び
非
政
府
機
関
に
よ

り
提
供
さ
れ
る
情
報
に
基
づ
く
報
告
書
を
作
成
し
及
び
送
付

す
る
こ
と
。 

⒞ 

こ
の
条
約
に
基
づ
く
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
行
っ
た
活

動
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
及
び
そ
の
報
告
書
を
締
約
国

会
議
に
提
供
す
る
こ
と
。 

⒟ 

他
の
関
係
国
際
団
体
と
の
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
。
特

に
、
そ
の
任
務
の
効
果
的
な
遂
行
の
た
め
に
必
要
な
事
務
的

な
及
び
契
約
上
の
取
決
め
を
行
う
こ
と
。 

⒠ 

第
五
条
の
規
定
に
従
い
締
約
国
が
指
定
し
た
中
央
連
絡
先

及
び
権
限
の
あ
る
当
局
と
の
間
の
連
絡
を
行
う
こ
と
。 

⒡ 

国
内
の
有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
処
分
の
た
め
に

利
用
可
能
な
締
約
国
の
認
め
ら
れ
た
場
所
及
び
施
設
に
関
す

る
情
報
を
収
集
し
及
び
そ
の
情
報
を
締
約
国
に
送
付
す
る
こ

と
。 

⒢ 

要
請
に
応
じ
、
締
約
国
を
援
助
す
る
た
め
、
次
の
情
報
を

締
約
国
か
ら
受
領
し
、
締
約
国
に
伝
達
す
る
こ
と
。 

技
術
援
助
及
び
訓
練
の
提
供
元 

利
用
可
能
な
技
術
上
及
び
科
学
上
の
ノ
ウ
ハ
ウ 

助
言
及
び
専
門
的
知
識
の
提
供
元 

資
源
の
利
用
可
能
性 

前
記
の
援
助
は
、
次
の
よ
う
な
分
野
を
対
象
と
す
る
。 

こ
の
条
約
の
通
告
制
度
の
運
用 

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
処
理 

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
に
関
す
る
環
境
上
適
正

な
技
術
（
例
え
ば
、
廃
棄
物
低
減
技
術
及
び
廃
棄
物
無

発
生
化
技
術
） 

処
分
能
力
及
び
処
分
場
所
の
評
価 

有
害
廃
棄
物
及
び
他
の
廃
棄
物
の
監
視 

緊
急
事
態
へ
の
対
応 

⒣ 

締
約
国
が
、
有
害
廃
棄
物
又
は
他
の
廃
棄
物
が
環
境
上
適

正
な
方
法
で
処
理
さ
れ
な
い
と
信
ず
る
に
足
り
る
理
由
が
あ

る
場
合
に
お
い
て
要
請
す
る
と
き
は
、
国
境
を
越
え
る
移
動

に
関
す
る
通
告
、
当
該
有
害
廃
棄
物
若
し
く
は
他
の
廃
棄
物

の
運
搬
が
通
告
に
従
っ
て
い
る
こ
と
又
は
当
該
有
害
廃
棄
物

若
し
く
は
他
の
廃
棄
物
の
た
め
に
予
定
さ
れ
て
い
る
処
分
施

設
が
環
境
上
適
正
で
あ
る
こ
と
を
審
査
す
る
こ
と
に
つ
き
当

該
締
約
国
を
援
助
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
必
要
な
技
術

能
力
を
有
す
る
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
又
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会

社
に
関
す
る
情
報
を
当
該
締
約
国
に
提
供
す
る
こ
と
。
こ
の

よ
う
な
審
査
の
費
用
は
、
事
務
局
が
負
担
す
る
も
の
で
は
な

い
。 

⒤ 

不
法
取
引
の
事
実
を
確
認
す
る
た
め
要
請
に
応
じ
締
約
国

を
援
助
し
及
び
不
法
取
引
に
関
し
て
入
手
し
た
情
報
を
関
係

締
約
国
に
対
し
直
ち
に
送
付
す
る
こ
と
。 

⒥ 

緊
急
事
態
が
発
生
し
た
国
に
対
し
迅
速
な
援
助
を
行
う
た

め
、
専
門
家
及
び
機
材
の
提
供
に
つ
き
締
約
国
及
び
権
限
の

あ
る
関
係
国
際
機
関
と
協
力
す
る
こ
と
。 

⒦ 

締
約
国
会
議
が
決
定
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
こ
の
条
約
の

目
的
に
関
係
す
る
他
の
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
。 

２ 

事
務
局
の
任
務
は
、
前
条
の
規
定
に
従
っ
て
開
催
さ
れ
る
締

約
国
会
議
の
第
一
回
会
合
が
終
了
す
る
ま
で
は
、UN

E
P

が
暫
定

的
に
遂
行
す
る
。 

３ 

締
約
国
会
議
は
、
第
一
回
会
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
約
に
基

づ
く
事
務
局
の
任
務
を
遂
行
す
る
意
思
を
表
明
し
た
既
存
の
適



 

 

当
な
政
府
間
機
関
の
中
か
ら
事
務
局
を
指
定
す
る
。
締
約
国
会

議
は
、
ま
た
、
同
会
合
に
お
い
て
、
暫
定
の
事
務
局
が
課
さ
れ

た
任
務
、
特
に1

に
規
定
す
る
任
務
の
実
施
状
況
を
評
価
し
、

及
び
こ
れ
ら
の
任
務
に
適
し
た
組
織
を
決
定
す
る
。 

第
十
七
条 

こ
の
条
約
の
改
正 

１ 

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
改
正
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
し
、
ま
た
、
議
定
書
の
締
約
国
は
、
当
該
議
定
書
の
改

正
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
改
正
に
当
た
っ
て
は
、特
に
、

関
連
の
あ
る
科
学
的
及
び
技
術
的
考
慮
を
十
分
に
払
う
こ
と
と

す
る
。 

２ 

こ
の
条
約
の
改
正
は
、
締
約
国
会
議
の
会
合
に
お
い
て
採
択

す
る
。
議
定
書
の
改
正
は
、
当
該
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
に

お
い
て
採
択
す
る
。
こ
の
条
約
及
び
議
定
書
の
改
正
案
は
、
当

該
議
定
書
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
そ
の
採

択
が
提
案
さ
れ
る
会
合
の
少
な
く
と
も
六
箇
月
前
に
事
務
局
が

締
約
国
に
通
報
す
る
。
事
務
局
は
、
改
正
案
を
こ
の
条
約
の
署

名
国
に
も
参
考
の
た
め
に
通
報
す
る
。 

３ 

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
改
正
案
に
つ
き
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス

方
式
に
よ
り
合
意
に
達
す
る
よ
う
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
払
う
。
コ

ン
セ
ン
サ
ス
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
合
意

に
達
し
な
い
場
合
に
は
、
改
正
案
は
、
最
後
の
解
決
手
段
と
し

て
、
当
該
会
合
に
出
席
し
か
つ
投
票
す
る
締
約
国
の
四
分
の
三

以
上
の
多
数
票
に
よ
る
議
決
で
採
択
す
る
も
の
と
し
、
寄
託
者

は
、
こ
れ
を
す
べ
て
の
締
約
国
に
対
し
批
准
、
承
認
、
正
式
確

認
又
は
受
諾
の
た
め
に
送
付
す
る
。 

４ 

３
に
定
め
る
手
続
は
、議
定
書
の
改
正
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

た
だ
し
、
議
定
書
の
改
正
案
の
採
択
は
、
当
該
会
合
に
出
席
し

か
つ
投
票
す
る
当
該
議
定
書
の
締
約
国
の
三
分
の
二
以
上
の
多

数
票
に
よ
る
議
決
で
足
り
る
。 

５ 

改
正
の
批
准
書
、
承
認
書
、
正
式
確
認
書
又
は
受
諾
書
は
、

寄
託
者
に
寄
託
す
る
。
３
又
は
４
の
規
定
に
従
っ
て
採
択
さ
れ

た
改
正
は
、
改
正
を
受
け
入
れ
た
締
約
国
の
少
な
く
と
も
四
分

の
三
又
は
改
正
を
受
け
入
れ
た
関
連
議
定
書
の
締
約
国
の
少
な

く
と
も
三
分
の
二
の
批
准
書
、
承
認
書
、
正
式
確
認
書
又
は
受

諾
書
を
寄
託
者
が
受
領
し
た
後
九
十
日
目
の
日
に
、
当
該
改
正

を
受
け
入
れ
た
締
約
国
の
間
で
効
力
を
生
ず
る
。
改
正
は
、
他

の
締
約
国
が
当
該
改
正
の
批
准
書
、
承
認
書
、
正
式
確
認
書
又

は
受
諾
書
を
寄
託
し
た
後
九
十
日
目
の
日
に
当
該
他
の
締
約
国

に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
。
た
だ
し
、
関
連
議
定
書
に
改
正
の

発
効
要
件
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
。 

６ 

こ
の
条
の
規
定
の
適
用
上
、
「
出
席
し
か
つ
投
票
す
る
締
約

国
」
と
は
、
出
席
し
か
つ
賛
成
票
又
は
反
対
票
を
投
ず
る
締
約

国
を
い
う
。 

第
十
八
条 

附
属
書
の
採
択
及
び
改
正 

１ 

こ
の
条
約
の
附
属
書
又
は
議
定
書
の
附
属
書
は
、そ
れ
ぞ
れ
、

こ
の
条
約
又
は
当
該
議
定
書
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
も
の
と

し
、「
こ
の
条
約
」
又
は
「
議
定
書
」
と
い
う
と
き
は
、
別
段
の

明
示
の
定
め
が
な
い
限
り
、
附
属
書
を
含
め
て
い
う
も
の
と
す

る
。
附
属
書
は
、
科
学
的
、
技
術
的
及
び
事
務
的
な
事
項
に
限

定
さ
れ
る
。 

２ 

こ
の
条
約
の
追
加
附
属
書
又
は
議
定
書
の
附
属
書
の
提
案
、

採
択
及
び
効
力
発
生
に
つ
い
て
は
、
次
の
手
続
を
適
用
す
る
。

た
だ
し
、
議
定
書
に
当
該
議
定
書
の
附
属
書
に
関
し
て
別
段
の

定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
。 

⒜ 

こ
の
条
約
の
追
加
附
属
書
及
び
議
定
書
の
附
属
書
は
、
前

条
の
２
か
ら
４
ま
で
に
定
め
る
手
続
を
準
用
し
て
提
案
さ
れ

及
び
採
択
さ
れ
る
。 

⒝ 

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
追
加
附
属
書
又
は
自
国
が
締
約

国
で
あ
る
議
定
書
の
附
属
書
を
受
諾
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
、
寄
託
者
が
採
択
を
通
報
し
た
日
か

ら
六
箇
月
以
内
に
、
寄
託
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
通
告
す

る
。
寄
託
者
は
、
受
領
し
た
通
告
を
す
べ
て
の
締
約
国
に
遅

滞
な
く
通
報
す
る
。
締
約
国
は
、
い
つ
で
も
、
先
に
行
っ
た

異
議
の
宣
言
に
代
え
て
受
諾
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
附
属
書
は
、
当
該
締

約
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
。 

⒞ 

こ
れ
ら
の
附
属
書
は
、
寄
託
者
に
よ
る
採
択
の
通
報
の
送

付
の
日
か
ら
六
箇
月
を
経
過
し
た
時
に
、
⒝
の
規
定
に
基
づ

く
通
告
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
の
条
約
又
は
関
連
議
定
書
の
す

べ
て
の
締
約
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
。 

３ 

こ
の
条
約
の
附
属
書
及
び
議
定
書
の
附
属
書
の
改
正
の
提
案
、

採
択
及
び
効
力
発
生
は
、
こ
の
条
約
の
附
属
書
及
び
議
定
書
の

附
属
書
の
提
案
、採
択
及
び
効
力
発
生
と
同
一
の
手
続
に
従
う
。

附
属
書
の
作
成
及
び
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
、
関
連
の
あ

る
科
学
的
及
び
技
術
的
考
慮
を
十
分
に
払
う
こ
と
と
す
る
。 

４ 

附
属
書
の
追
加
又
は
改
正
が
こ
の
条
約
又
は
議
定
書
の
改
正

を
伴
う
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
追
加
さ
れ
又
は
改
正
さ
れ
た

附
属
書
は
、
こ
の
条
約
又
は
当
該
議
定
書
の
改
正
が
効
力
を
生

ず
る
時
ま
で
効
力
を
生
じ
な
い
。 

第
十
九
条 

検
証 

い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
他
の
締
約
国
が
こ
の
条
約
に
基
づ
く
義

務
に
違
反
し
て
行
動
し
又
は
行
動
し
た
と
信
ず
る
に
足
り
る
理
由

が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
事
務
局
に
通
報
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
し
、
そ
の
通
報
を
行
う
と
き
は
、同
時
か
つ
速
や
か
に
、

直
接
又
は
事
務
局
を
通
じ
、
申
立
て
の
対
象
と
な
っ
た
当
該
他
の

締
約
国
に
そ
の
旨
を
通
報
す
る
。
す
べ
て
の
関
連
情
報
は
、
事
務

局
が
締
約
国
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
条 

紛
争
の
解
決 

１ 

こ
の
条
約
又
は
議
定
書
の
解
釈
、
適
用
又
は
遵
守
に
関
し
て

締
約
国
間
で
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
約
国
は
、
交

渉
又
は
そ
の
選
択
す
る
他
の
平
和
的
手
段
に
よ
り
紛
争
の
解
決

に
努
め
る
。 

２ 

関
係
締
約
国
が
１
に
規
定
す
る
手
段
に
よ
り
紛
争
を
解
決
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
紛
争
当
事
国
が
合
意
す
る

と
き
は
、
紛
争
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
付
託
し
又
は
仲
裁
に

関
す
る
附
属
書
Ⅵ
に
規
定
す
る
条
件
に
従
い
仲
裁
に
付
す
る
。

も
っ
と
も
、
紛
争
を
国
際
司
法
裁
判
所
へ
付
託
し
又
は
仲
裁
に

付
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
に
達
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て

も
、
当
該
締
約
国
は
、
１
に
規
定
す
る
手
段
の
い
ず
れ
か
に
よ

り
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
引
き
続
き
努
力
す
る
責
任
を
免
れ
な

い
。 

３ 

国
及
び
政
治
統
合
又
は
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
は
、
こ
の

条
約
の
批
准
、
受
諾
、
承
認
若
し
く
は
正
式
確
認
若
し
く
は
こ

れ
へ
の
加
入
の
際
に
又
は
そ
の
後
い
つ
で
も
、
同
一
の
義
務
を

受
諾
す
る
締
約
国
と
の
関
係
に
お
い
て
紛
争
の
解
決
の
た
め
の



 

 

次
の
い
ず
れ
か
の
手
段
を
当
然
に
か
つ
特
別
の
合
意
な
し
に
義

務
的
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
を
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

⒜ 
国
際
司
法
裁
判
所
へ
の
紛
争
の
付
託 

⒝ 

附
属
書
Ⅵ
に
規
定
す
る
手
続
に
従
う
仲
裁 

そ
の
宣
言
は
、
事
務
局
に
対
し
書
面
に
よ
っ
て
通
告
す
る
も

の
と
し
、
事
務
局
は
、
こ
れ
を
締
約
国
に
送
付
す
る
。 

第
二
十
一
条 
署
名 

こ
の
条
約
は
、
千
九
百
八
十
九
年
三
月
二
十
二
日
に
バ
ー
ゼ
ル

に
お
い
て
、
千
九
百
八
十
九
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
六
月
三

十
日
ま
で
は
ベ
ル
ン
に
あ
る
ス
イ
ス
連
邦
外
務
省
に
お
い
て
、
及

び
千
九
百
八
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
千
九
百
九
十
年
三
月
二
十
二

日
ま
で
は
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
に
あ
る
国
際
連
合
本
部
に
お
い
て
、

国
、
国
際
連
合
ナ
ミ
ビ
ア
理
事
会
に
よ
り
代
表
さ
れ
る
ナ
ミ
ビ
ア

及
び
政
治
統
合
又
は
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
に
よ
る
署
名
の
た

め
に
開
放
し
て
お
く
。 

第
二
十
二
条 

批
准
、
受
諾
、
正
式
確
認
又
は
承
認 

１ 

こ
の
条
約
は
、
国
及
び
国
際
連
合
ナ
ミ
ビ
ア
理
事
会
に
よ
り

代
表
さ
れ
る
ナ
ミ
ビ
ア
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
、
受
諾
さ
れ
又
は

承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
政
治
統
合
又
は
経
済
統

合
の
た
め
の
機
関
に
よ
っ
て
正
式
確
認
さ
れ
又
は
承
認
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
批
准
書
、
受
諾
書
、
正
式
確
認
書
又
は
承

認
書
は
、
寄
託
者
に
寄
託
す
る
。 

２ 

こ
の
条
約
の
締
約
国
と
な
る
１
の
機
関
で
当
該
機
関
の
い
ず

れ
の
構
成
国
も
締
約
国
と
な
っ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
の
条
約

に
基
づ
く
す
べ
て
の
義
務
を
負
う
。
当
該
機
関
及
び
そ
の
一
又

は
二
以
上
の
構
成
国
が
こ
の
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
機
関
及
び
そ
の
構
成
国
は
、
こ
の
条
約
に
基
づ
く
義
務
の

履
行
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
を
決
定
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
機
関
及
び
そ
の
構
成
国
は
、
こ
の
条
約
に
基
づ

く
権
利
を
同
時
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

１
の
機
関
は
、
こ
の
条
約
の
規
律
す
る
事
項
に
関
す
る
当
該

機
関
の
権
限
の
範
囲
を
こ
の
条
約
の
正
式
確
認
書
又
は
承
認
書

に
お
い
て
宣
言
す
る
。
当
該
機
関
は
、
ま
た
、
そ
の
権
限
の
範

囲
の
実
質
的
な
変
更
を
寄
託
者
に
通
報
し
、
寄
託
者
は
、
こ
れ

を
締
約
国
に
通
報
す
る
。 

第
二
十
三
条 

加
入 

１ 

こ
の
条
約
は
、
こ
の
条
約
の
署
名
の
た
め
の
期
間
の
終
了
後

は
、
国
及
び
国
際
連
合
ナ
ミ
ビ
ア
理
事
会
に
よ
り
代
表
さ
れ
る

ナ
ミ
ビ
ア
並
び
に
政
治
統
合
又
は
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
に

よ
る
加
入
の
た
め
に
開
放
し
て
お
く
。
加
入
書
は
、
寄
託
者
に

寄
託
す
る
。 

２ 

１
の
機
関
は
、
こ
の
条
約
の
規
律
す
る
事
項
に
関
す
る
当
該

機
関
の
権
限
の
範
囲
を
こ
の
条
約
へ
の
加
入
書
に
お
い
て
宣
言

す
る
。
当
該
機
関
は
、
ま
た
、
そ
の
権
限
の
範
囲
の
実
質
的
な

変
更
を
寄
託
者
に
通
報
す
る
。 

３ 

前
条
２
の
規
定
は
、
こ
の
条
約
に
加
入
す
る
政
治
統
合
又
は

経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。 

第
二
十
四
条 

投
票
権 

１ 

２
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
条
約
の

各
締
約
国
は
、
一
の
票
を
有
す
る
。 

２ 

政
治
統
合
又
は
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
は
、
第
二
十
二
条

３
の
規
定
及
び
前
条
２
の
規
定
に
よ
り
宣
言
さ
れ
た
そ
の
権
限

の
範
囲
内
の
事
項
に
つ
い
て
、
こ
の
条
約
又
は
関
連
議
定
書
の

締
約
国
で
あ
る
そ
の
構
成
国
の
数
と
同
数
の
票
を
投
ず
る
権
利

を
行
使
す
る
。
当
該
機
関
は
、
そ
の
構
成
国
が
自
国
の
投
票
権

を
行
使
す
る
場
合
に
は
、
投
票
権
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
逆
の
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。 

第
二
十
五
条 

効
力
発
生 

１ 

こ
の
条
約
は
、
二
十
番
目
の
批
准
書
、
受
諾
書
、
正
式
確
認

書
、
承
認
書
又
は
加
入
書
の
寄
託
の
日
の
後
九
十
日
目
の
日
に

効
力
を
生
ず
る
。 

２ 

こ
の
条
約
は
、
二
十
番
目
の
批
准
書
、
受
諾
書
、
承
認
書
、

正
式
確
認
書
又
は
加
入
書
の
寄
託
の
後
に
こ
れ
を
批
准
し
、
受

諾
し
、
承
認
し
若
し
く
は
正
式
確
認
し
又
は
こ
れ
に
加
入
す
る

国
及
び
政
治
統
合
又
は
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
に
つ
い
て
は
、

当
該
国
又
は
当
該
機
関
に
よ
る
批
准
書
、
受
諾
書
、
承
認
書
、

正
式
確
認
書
又
は
加
入
書
の
寄
託
の
日
の
後
九
十
日
目
の
日
に

効
力
を
生
ず
る
。 

３ 

政
治
統
合
又
は
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
に
よ
っ
て
寄
託
さ

れ
る
文
書
は
、
１
及
び
２
の
規
定
の
適
用
上
、
当
該
機
関
の
構

成
国
に
よ
っ
て
寄
託
さ
れ
た
も
の
に
追
加
し
て
数
え
て
は
な
ら

な
い
。 

第
二
十
六
条 

留
保
及
び
宣
言 

１ 

こ
の
条
約
に
つ
い
て
は
、
留
保
を
付
す
る
こ
と
も
、
ま
た
、

適
用
除
外
を
設
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
。 

２ 

１
の
規
定
は
、
こ
の
条
約
の
署
名
、
批
准
、
受
諾
、
承
認
若 

し
く
は
正
式
確
認
又
は
こ
れ
へ
の
加
入
の
際
に
、
国
及
び
政
治

統
合
又
は
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
が
、
特
に
当
該
国
又
は
当

該
機
関
の
法
令
を
こ
の
条
約
に
調
和
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
用
い
ら
れ
る
文
言
及
び
名
称
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
宣
言

又
は
声
明
を
行
う
こ
と
を
排
除
し
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う

な
宣
言
又
は
声
明
は
、
当
該
国
に
対
す
る
こ
の
条
約
の
適
用
に

お
い
て
、
こ
の
条
約
の
法
的
効
力
を
排
除
し
又
は
変
更
す
る
こ

と
を
意
味
し
な
い
。 

第
二
十
七
条 

脱
退 

１ 

締
約
国
は
、
自
国
に
つ
い
て
こ
の
条
約
が
効
力
を
生
じ
た
日

か
ら
三
年
を
経
過
し
た
後
い
つ
で
も
、
寄
託
者
に
対
し
て
書
面

に
よ
る
脱
退
の
通
告
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
条
約
か
ら
脱

退
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

脱
退
は
、
寄
託
者
が
脱
退
の
通
告
を
受
領
し
た
後
一
年
を
経

過
し
た
日
又
は
そ
れ
よ
り
も
遅
い
日
で
あ
っ
て
脱
退
の
通
告
に

お
い
て
指
定
さ
れ
て
い
る
日
に
効
力
を
生
ず
る
。 

第
二
十
八
条 

寄
託
者 

国
際
連
合
事
務
総
長
は
、
こ
の
条
約
及
び
議
定
書
の
寄
託
者
と

す
る
。 

第
二
十
九
条 

正
文 

こ
の
条
約
の
ア
ラ
ビ
ア
語
、
中
国
語
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、

ロ
シ
ア
語
及
び
ス
ペ
イ
ン
語
の
原
本
は
、ひ
と
し
く
正
文
と
す
る
。 

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
正
当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の

条
約
に
署
名
し
た
。 

千
九
百
八
十
九
年
三
月
二
十
二
日
に
バ
ー
ゼ
ル
で
作
成
し
た
。 

 

附
属
書
Ⅰ 

規
制
す
る
廃
棄
物
の
分
類 

廃
棄
の
経
路 

Ｙ
１ 

病
院
、
医
療
セ
ン
タ
ー
及
び
診
療
所
に
お
け
る
医
療
行
為



 

 

か
ら
生
ず
る
医
療
廃
棄
物 

Ｙ
２ 
医
薬
品
の
製
造
及
び
調
剤
か
ら
生
ず
る
廃
棄
物 

Ｙ
３ 
廃
医
薬
品 

Ｙ
４ 

駆
除
剤
及
び
植
物
用
薬
剤
の
製
造
、
調
合
及
び
使
用
か
ら

生
ず
る
廃
棄
物 

Ｙ
５ 

木
材
保
存
用
薬
剤
の
製
造
、
調
合
及
び
使
用
か
ら
生
ず
る

廃
棄
物 

Ｙ
６ 

有
機
溶
剤
の
製
造
、
調
合
及
び
使
用
か
ら
生
ず
る
廃
棄
物 

Ｙ
７ 

熱
処
理
及
び
焼
戻
作
業
か
ら
生
ず
る
シ
ア
ン
化
合
物
を
含

む
廃
棄
物 

Ｙ
８ 

当
初
に
意
図
し
た
使
用
に
適
し
な
い
廃
鉱
油 

Ｙ
９ 

油
と
水
又
は
炭
化
水
素
と
水
の
混
合
物
又
は
乳
濁
物
で
あ

る
廃
棄
物 

Ｙ
10 

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
（
Ｐ
Ｃ
Ｂ
）
、
ポ
リ
塩
化
テ
ル
フ

ェ
ニ
ル
（
Ｐ
Ｃ
Ｔ
）
若
し
く
は
ポ
リ
臭
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
（
Ｐ

Ｂ
Ｂ
）
を
含
み
又
は
こ
れ
ら
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
質

及
び
廃
棄
物
品 

Ｙ
11 

精
製
、
蒸
留
及
び
あ
ら
ゆ
る
熱
分
解
処
理
か
ら
生
ず
る
タ

ー
ル
状
の
残
滓 

Ｙ
12 

イ
ン
キ
、
染
料
、
顔
料
、
塗
料
、
ラ
ッ
カ
ー
及
び
ワ
ニ
ス

の
製
造
、
調
合
及
び
使
用
か
ら
生
ず
る
廃
棄
物 

Ｙ
13 

樹
脂
、
ラ
テ
ッ
ク
ス
、
可
塑
剤
及
び
接
着
剤
の
製
造
、
調

合
及
び
使
用
か
ら
生
ず
る
廃
棄
物 

Ｙ
14 

研
究
開
発
又
は
教
育
上
の
活
動
か
ら
生
ず
る
同
定
さ
れ

て
い
な
い
又
は
新
規
の
廃
化
学
物
質
で
あ
っ
て
、
人
又
は
環

境
に
及
ぼ
す
影
響
が
未
知
の
も
の 

Ｙ
15 

こ
の
条
約
以
外
の
法
的
な
規
制
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な

い
爆
発
性
の
廃
棄
物 

Ｙ
16 

写
真
用
化
学
薬
品
及
び
現
像
剤
の
製
造
、
調
合
及
び
使
用

か
ら
生
ず
る
廃
棄
物 

Ｙ
17 

金
属
及
び
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
表
面
処
理
か
ら
生
ず
る
廃

棄
物 

Ｙ
18 

産
業
廃
棄
物
の
処
分
作
業
か
ら
生
ず
る
残
滓 

次
に
掲
げ
る
成
分
を
含
有
す
る
廃
棄
物 

Ｙ
19 

金
属
カ
ル
ボ
ニ
ル 

Ｙ
20 

ベ
リ
リ
ウ
ム
、
ベ
リ
リ
ウ
ム
化
合
物 

Ｙ
21 

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物 

Ｙ
22 

銅
化
合
物 

Ｙ
23 

亜
鉛
化
合
物 

Ｙ
24 

砒
素
、
砒
素
化
合
物 

Ｙ
25 

セ
レ
ン
、
セ
レ
ン
化
合
物 

Ｙ
26 

カ
ド
ミ
ウ
ム
、
カ
ド
ミ
ウ
ム
化
合
物 

Ｙ
27 

ア
ン
チ
モ
ン
、
ア
ン
チ
モ
ン
化
合
物 

Ｙ
28 

テ
ル
ル
、
テ
ル
ル
化
合
物 

Ｙ
29 

水
銀
、
水
銀
化
合
物 

Ｙ
30 

タ
リ
ウ
ム
、
タ
リ
ウ
ム
化
合
物 

Ｙ
31 

鉛
、
鉛
化
合
物 

Ｙ
32 

ふ
っ
化
カ
ル
シ
ウ
ム
を
除
く
無
機
ふ
っ
素
化
合
物 

Ｙ
33 

無
機
シ
ア
ン
化
合
物 

Ｙ
34 

酸
性
溶
液
又
は
固
体
状
の
酸 

Ｙ
35 

塩
基
性
溶
液
又
は
固
体
状
の
塩
基 

Ｙ
36 

石
綿
（
粉
じ
ん
及
び
繊
維
状
の
も
の
） 

Ｙ
37 

有
機
り
ん
化
合
物 

Ｙ
38 

有
機
シ
ア
ン
化
合
物 

Ｙ
39 

フ
ェ
ノ
ー
ル
、
フ
ェ
ノ
ー
ル
化
合
物
（
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
ー

ル
を
含
む
。） 

Ｙ
40 

エ
ー
テ
ル 

Ｙ
41 

ハ
ロ
ゲ
ン
化
さ
れ
た
有
機
溶
剤 

Ｙ
42 

ハ
ロ
ゲ
ン
化
さ
れ
た
溶
剤
を
除
く
有
機
溶
剤 

Ｙ
43 

ポ
リ
塩
化
ジ
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン
類 

Ｙ
44 

ポ
リ
塩
化
ジ
ベ
ン
ゾ―

パ
ラ―

ジ
オ
キ
シ
ン
類 

Ｙ
45 

こ
の
附
属
書
（
例
え
ば
、
Ｙ
39
及
び
Ｙ
41
か
ら
Ｙ
44
ま

で
）
に
掲
げ
る
物
質
以
外
の
有
機
ハ
ロ
ゲ
ン
化
合
物 

⒜ 

こ
の
条
約
の
適
用
を
容
易
に
す
る
た
め
、
並
び
に
⒝
、
⒞

及
び
⒟
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
附
属
書
Ⅷ
に

掲
げ
る
廃
棄
物
は
、
こ
の
条
約
第
一
条
１
⒜
の
規
定
に
従
い

有
害
な
特
性
を
有
す
る
も
の
と
し
、
及
び
附
属
書
Ⅸ
に
掲
げ

る
廃
棄
物
は
、
こ
の
条
約
第
一
条
１
⒜
の
規
定
の
適
用
を
受

け
な
い
。 

⒝ 

附
属
書
Ⅷ
に
掲
げ
る
廃
棄
物
へ
の
指
定
は
、
特
別
の
場
合

に
は
、
当
該
廃
棄
物
が
こ
の
条
約
第
一
条
１
⒜
の
規
定
に
従

い
有
害
で
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
附
属
書
Ⅲ
を
利

用
す
る
こ
と
を
排
除
し
な
い
。 

⒞ 

附
属
書
Ⅸ
に
掲
げ
る
廃
棄
物
へ
の
指
定
は
、
特
別
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
廃
棄
物
が
附
属
書
Ⅲ
の
特
性
を
示
す
程
度

に
附
属
書
Ⅰ
の
物
を
含
む
と
き
は
、
こ
の
条
約
第
一
条
１
⒜

の
規
定
に
従
い
、
当
該
廃
棄
物
が
有
害
な
特
性
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
を
排
除
し
な
い
。 

⒟ 

附
属
書
Ⅷ
及
び
附
属
書
Ⅸ
は
、
廃
棄
物
の
特
性
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
の
条
約
第
一
条
１
⒜
の
規

定
の
適
用
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。 

 

附
属
書
Ⅱ 

特
別
の
考
慮
を
必
要
と
す
る
廃
棄
物
の
分
類 

Ｙ
46 

家
庭
か
ら
収
集
さ
れ
る
廃
棄
物 

Ｙ
47 

家
庭
の
廃
棄
物
の
焼
却
か
ら
生
ず
る
残
滓 

Ｙ
48 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
廃
棄
物
（
当
該
廃
棄
物
の
混
合
物
を
含

む
も
の
と
し
、
次
の
も
の
を
除
く
。）
（
注
１
、
注
２
） 

こ
の
条
約
の
第
一
条
１
(a)
に
規
定
す
る
有
害
廃
棄
物

で
あ
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
廃
棄
物
（
附
属
書
Ⅷ
Ａ
表
の
関

連
項
目
Ａ
三
二
一
〇
参
照
） 

次
に
掲
げ
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
廃
棄
物
で
あ
っ
て
、
環

境
上
適
正
な
方
法
で
再
生
利
用
す
る
こ
と
（
注
３
）
を
目

的
と
し
、
か
つ
、
ほ
と
ん
ど
汚
染
さ
れ
て
お
ら
ず
、
及
び

他
の
種
類
の
廃
棄
物
を
ほ
と
ん
ど
含
ま
な
い
（
注
４
）
も

の 

主
と
し
て
（
注
５
）
一
の
ハ
ロ
ゲ
ン
化
さ
れ
て
い
な

い
重
合
体
（
次
の
重
合
体
を
含
む
が
、
こ
れ
ら
に
限
定

さ
れ
な
い
。）
か
ら
成
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
廃
棄
物 

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
（
Ｐ
Ｅ
） 

ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
（
Ｐ
Ｐ
） 

ポ
リ
ス
チ
レ
ン
（
Ｐ
Ｓ
） 

ア
ク
リ
ロ
ニ
ト
リ
ル
ブ
タ
ジ
エ
ン
ス
チ
レ
ン
（
Ａ

Ｂ
Ｓ
） 

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
（
Ｐ
Ｅ
Ｔ
） 

ポ
リ
カ
ー
ボ
ネ
ー
ト
（
Ｐ
Ｃ
） 



 

 

ポ
リ
エ
ー
テ
ル 

主
と
し
て
（
注
５
）
一
の
硬
化
し
た
樹
脂
又
は
縮
合

物（
次
の
樹
脂
を
含
む
が
、こ
れ
ら
に
限
定
さ
れ
な
い
。
）

か
ら
成
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
廃
棄
物 

尿
素
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
樹
脂 

フ
ェ
ノ
ー
ル
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
樹
脂 

メ
ラ
ミ
ン
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
樹
脂 

エ
ポ
キ
シ
樹
脂 

ア
ル
キ
ド
樹
脂 

主
と
し
て
（
注
５
）
次
の
一
の
ふ
っ
化
重
合
体
か
ら

成
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
廃
棄
物
（
消
費
者
に
よ
っ
て
捨

て
ら
れ
た
廃
棄
物
を
除
く
。） 

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
レ
ン―
プ
ロ
ピ
レ
ン
（
Ｆ
Ｅ

Ｐ
） 

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
ア
ル
コ
キ
シ
ア
ル
カ
ン 

テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
レ
ン―

パ
ー
フ
ル
オ
ロ

ア
ル
キ
ル
ビ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
（
Ｐ
Ｆ
Ａ
） 

テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
レ
ン―

パ
ー
フ
ル
オ
ロ

メ
チ
ル
ビ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
（
Ｍ
Ｆ
Ａ
） 

ふ
っ
化
ポ
リ
ビ
ニ
ル
（
Ｐ
Ｖ
Ｆ
） 

ふ
っ
化
ポ
リ
ビ
ニ
リ
デ
ン
（
Ｐ
Ｖ
Ｄ
Ｆ
） 

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
（
Ｐ
Ｅ
）、
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
（
Ｐ
Ｐ
）

又
は
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
（
Ｐ
Ｅ
Ｔ
）
か
ら

成
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
廃
棄
物
の
混
合
物
で
あ
っ
て
、
環

境
上
適
正
な
方
法
で
各
物
質
に
分
別
し
、
再
生
利
用
す
る

こ
と
（
注
６
）
を
目
的
と
し
、
か
つ
、
ほ
と
ん
ど
汚
染
さ

れ
て
お
ら
ず
、
及
び
他
の
種
類
の
廃
棄
物
を
ほ
と
ん
ど
含

ま
な
い
（
注
４
）
も
の 

Ｙ
49 

電
気
及
び
電
子
廃
棄
物
（
附
属
書
Ⅷ
Ａ
表
の
関
連
項
目
Ａ

一
一
八
一
参
照
）（
注
７
） 

電
気
機
器
及
び
電
子
機
器
の
廃
棄
物 

電
気
機
器
及
び
電
子
機
器
の
廃
棄
物
で
あ
っ
て
、
附

属
書
Ⅲ
の
特
性
を
示
す
程
度
に
附
属
書
Ⅰ
の
成
分
を
含

ま
ず
、
か
つ
、
こ
れ
ら
に
よ
り
汚
染
さ
れ
て
い
な
い
も

の 

電
気
機
器
及
び
電
子
機
器
の
廃
棄
物
で
あ
っ
て
、
附
属

書
Ⅲ
の
特
性
を
示
す
程
度
に
附
属
書
Ⅰ
の
成
分
を
含
み
又

は
こ
れ
ら
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
部
品
（
例
え
ば
、
特
定
の

回
路
基
板
、
特
定
の
表
示
機
器
）
を
含
ま
な
い
も
の 

電
気
機
器
及
び
電
子
機
器
の
廃
部
品
（
例
え
ば
、
特
定
の

回
路
基
板
、
特
定
の
表
示
機
器
）
で
あ
っ
て
、
附
属
書
Ⅱ
の

他
の
項
目
又
は
附
属
書
Ⅸ
の
項
目
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

ほ
か
、
附
属
書
Ⅲ
の
特
性
を
示
す
程
度
に
附
属
書
Ⅰ
の
成
分

を
含
ま
ず
、
か
つ
、
こ
れ
ら
に
よ
り
汚
染
さ
れ
て
い
な
い
も

の 

注
１ 

Ｙ
48
の
規
定
は
、
二
千
二
十
一
年
一
月
一
日
に
効
力
を

生
ず
る
。 

注
２ 

締
約
国
は
、
こ
の
Ｙ
48
の
規
定
に
関
し
、
一
層
厳
し
い

要
件
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

注
３ 

溶
剤
と
し
て
使
用
し
な
い
有
機
物
の
再
生
利
用
若
し
く

は
回
収
利
用
（
附
属
書
Ⅳ
Ｂ
表
Ｒ
３
）
又
は
必
要
な
と
き

は
、
一
度
限
り
の
一
時
保
管
（
た
だ
し
、
一
時
保
管
後
に

Ｒ
３
に
規
定
す
る
作
業
を
行
い
、
及
び
契
約
に
関
す
る
又

は
関
連
す
る
正
式
な
書
類
に
よ
っ
て
証
明
す
る
こ
と
を
条

件
と
す
る
。） 

注
４ 
「
ほ
と
ん
ど
汚
染
さ
れ
て
お
ら
ず
、
及
び
他
の
種
類 

の
廃
棄
物
を
ほ
と
ん
ど
含
ま
な
い
」
の
語
に
関
し
て
は
、

国
際
規
格
及
び
国
内
規
格
に
お
い
て
、
判
断
の
基
準
を
示

す
こ
と
が
で
き
る
。 

注
５ 

「
主
と
し
て
」
の
語
に
関
し
て
は
、
国
際
規
格
及
び
国

内
規
格
に
お
い
て
、
判
断
の
基
準
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。 

注
６ 

溶
剤
と
し
て
使
用
し
な
い
有
機
物
の
事
前
の
分
別
を
伴

う
再
生
利
用
若
し
く
は
回
収
利
用
（
附
属
書
Ⅳ
Ｂ
表
Ｒ
３
）

又
は
必
要
な
と
き
は
、
一
度
限
り
の
一
時
保
管
（
た
だ
し
、

一
時
保
管
後
に
Ｒ
３
に
規
定
す
る
作
業
を
行
い
、
及
び
契

約
に
関
す
る
又
は
関
連
す
る
正
式
な
書
類
に
よ
っ
て
証
明

す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。） 

注
７ 

Ｙ
49
の
規
定
は
、
二
千
二
十
五
年
一
月
一
日
に
効
力
を

生
ず
る
。 

 

附
属
書

Ⅲ  

有
害
な
特
性
の
表 

国
際
連

合
分
類

区
分

（
注
） 

分
類
記
号 

特 
 
 

性 

１ 

Ｈ
１ 

爆
発
性 

爆
発
性
の
物
質
又
は
廃
棄
物
と

は
、
固
体
又
は
液
体
と
物
質
又
は
廃

棄
物
（
又
は
こ
れ
ら
の
混
合
物
）
で

あ
っ
て
、
化
学
反
応
に
よ
り
そ
れ
自

体
が
周
囲
に
対
し
て
損
害
を
引
き
起

こ
す
よ
う
な
温
度
、
圧
力
及
び
速
度

で
ガ
ス
を
発
生
す
る
こ
と
が
可
能
な

も
の
を
い
う
。 

３ 

Ｈ
３ 

引
火
性
の
液
体 

引
火
性
の
液
体
と
は
、
液
体
、
液

体
の
混
合
物
、
固
体
を
溶
解
し
た
液

体
又
は
懸
濁
液
（
例
え
ば
、
塗
料
、

ワ
ニ
ス
、
ラ
ッ
カ
ー
等
が
該
当
す
る

が
、
危
険
な
特
性
に
よ
り
他
に
分
類

さ
れ
る
物
質
及
び
廃
棄
物
は
、
除

く
。）
で
あ
っ
て
、
密
閉
容
器
試
験
に

お
い
て
摂
氏
六
十
・
五
度
以
下
又
は

開
放
容
器
試
験
に
お
い
て
摂
氏
六
十

五
・
六
度
以
下
の
温
度
で
引
火
性
の

蒸
気
を
発
生
す
る
も
の
を
い
う
（
開

放
容
器
試
験
及
び
密
閉
容
器
試
験
の

結
果
は
、
厳
密
に
同
じ
も
の
で
は
な

い
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
同
一
の
試

験
に
よ
る
個
々
の
結
果
さ
え
も
異
な

る
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ
の
よ
う
な

相
違
を
考
慮
に
入
れ
る
た
め
こ
れ
ら

の
数
値
と
は
異
な
る
基
準
を
設
け
る

こ
と
は
、
こ
の
定
義
の
考
え
方
の
許



 

 

容
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
）。 

４
・
１ 

Ｈ
４
・
１ 

可
燃
性
の
固
体 

固
体
又
は
固
体
廃
棄
物
（
爆
発
性

に
分
類
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ

っ
て
、
運
搬
中
に
起
こ
る
こ
と
の
あ

る
条
件
の
下
で
、
燃
焼
し
や
す
く
又

は
摩
擦
に
よ
り
、
燃
焼
を
引
き
起
こ

し
若
し
く
は
燃
焼
を
助
け
る
も
の 

４
・
２ 

Ｈ
４
・
２ 

自
然
発
火
し
や
す
い
物
質
又
は
廃
棄

物 

運
搬
中
に
お
け
る
通
常
の
条
件
の

下
で
自
然
に
発
熱
す
る
こ
と
に
よ
り

又
は
空
気
と
作
用
し
て
発
熱
す
る
こ

と
に
よ
り
発
火
し
や
す
い
物
質
又
は

廃
棄
物 

４
・
３ 

Ｈ
４
・
３ 

水
と
作
用
し
て
引
火
性
の
ガ
ス
を
発

生
す
る
物
質
又
は
廃
棄
物 

水
と
の
相
互
作
用
に
よ
り
、
自
然

発
火
し
や
す
く
な
り
又
は
危
険
な
量

の
引
火
性
ガ
ス
を
発
生
し
や
す
い
物

質
又
は
廃
棄
物 

５
・
１ 

Ｈ
５
・
１ 

酸
化
性 

そ
れ
自
体
に
は
必
ず
し
も
燃
焼
性
は

な
い
が
、
一
般
的
に
酸
素
を
発
生
す

る
こ
と
に
よ
り
他
の
物
を
燃
焼
さ
せ

又
は
他
の
物
の
燃
焼
を
助
け
る
物
質

又
は
廃
棄
物 

５
・
２ 

Ｈ
５
・
２ 

有
機
過
酸
化
物 

二
価
の―

０―

０―

構
造
を
含
む

有
機
物
質
又
は
廃
棄
物
は
、
発
熱
を

伴
う
自
己
加
速
的
な
分
解
を
行
う
こ

と
の
あ
る
熱
に
対
し
て
不
安
定
な
物

質
で
あ
る
。 

６
・
１ 

Ｈ
６
・
１ 

毒
性
（
急
性
） 

え
ん
下
し
、
吸
入
し
又
は
皮
膚
接

触
し
た
場
合
に
、
死
若
し
く
は
重
大

な
傷
害
を
引
き
起
こ
し
又
は
人
の
健

康
を
害
し
や
す
い
物
質
又
は
廃
棄
物 

６
・
２ 

Ｈ
６
・
２ 

病
毒
を
う
つ
し
や
す
い
物
質 

動
物
若
し
く
は
人
に
疾
病
を
引

き
起
こ
す
こ
と
が
知
ら
れ
若
し
く

は
疑
わ
れ
て
い
る
生
き
た
微
生
物

又
は
そ
の
毒
素
を
含
有
す
る
物
質

又
は
廃
棄
物 

８ 

Ｈ
８ 

腐
食
性 

化
学
作
用
に
よ
り
、
生
体
組
織
に

接
触
し
た
場
合
に
重
大
な
傷
害
を
生

じ
又
は
漏
出
し
た
場
合
に
他
の
物
品

若
し
く
は
運
搬
手
段
に
著
し
い
損
害

を
与
え
若
し
く
は
こ
れ
ら
を
破
壊
す

る
物
質
又
は
廃
棄
物
（
こ
れ
ら
の
物

質
又
は
廃
棄
物
は
、
他
の
有
害
な
作

用
も
引
き
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
。
） 

９ 

Ｈ
１０ 

空
気
又
は
水
と
作
用
す
る
こ
と
に

よ
る
毒
性
ガ
ス
の
発
生 

空
気
又
は
水
と
の
相
互
作
用
に
よ

り
、
危
険
な
量
の
毒
性
ガ
ス
を
発
生

し
や
す
い
物
質
又
は
廃
棄
物 

９ 
Ｈ
１１ 

毒
性
（
遅
発
性
又
は
慢
性
） 

吸
入
し
若
し
く
は
摂
取
し
又
は
皮

膚
に
浸
透
し
た
場
合
に
、
発
が
ん
性

を
含
む
遅
発
性
又
は
慢
性
の
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
の
あ
る
物
質
又
は
廃
棄

物 

９ 

Ｈ
１２ 

生
態
毒
性 

放
出
さ
れ
た
場
合
に
、
生
物
濃
縮

に
よ
り
又
は
生
物
系
に
対
す
る
毒
性

作
用
に
よ
り
、
環
境
に
対
し
即
時
又

は
遅
発
性
の
悪
影
響
を
及
ぼ
し
又
は

及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
物
質
又
は
廃

棄
物 

９ 

Ｈ
１３ 

処
分
の
後
、
何
ら
か
の
方
法
に
よ

り
、
こ
の
表
に
掲
げ
る
特
性
を
有
す

る
他
の
物
（
例
え
ば
、
浸
出
液
）
を

生
成
す
る
こ
と
が
可
能
な
物 

注 

こ
の
分
類
区
分
は
、
危
険
物
の
運
搬
に
関
す
る
国
際
連
合

勧
告
（
千
九
百
八
十
八
年
に
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
の
国
際
連
合

に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
文
書
Ｓ
Ｔ―

Ｓ
Ｇ―

Ａ
Ｃ
・
一
〇―

一 

改
定
第
五
版
）
に
規
定
す
る
有
害
な
特
性
の
分
類
制
度

に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。 

試
験 

あ
る
種
の
廃
棄
物
が
も
た
ら
す
潜
在
的
な
危
害
は
、
ま
だ
完
全

に
立
証
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
危
害
を
定
量
的
に
明
ら
か

に
す
る
試
験
は
、
存
在
し
な
い
。
当
該
廃
棄
物
が
も
た
ら
す
人
又

は
環
境
へ
の
潜
在
的
な
危
害
の
特
性
を
表
す
方
法
を
開
発
す
る
た

め
、
更
に
、
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
標
準
的
な
試
験
は
、
不
純
物

を
含
ま
な
い
物
質
及
び
物
に
関
し
て
開
発
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ

る
。
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
物
が
こ
の
附
属
書
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の

特
性
を
示
す
か
を
決
定
す
る
た
め
、
多
数
の
国
が
、
こ
れ
ら
の
物

に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
国
内
的
な
試
験
を
開
発
し
て

き
た
。 

 

附
属
書
Ⅳ 

処
分
作
業 

Ａ 

資
源
回
収
、
再
生
利
用
、
回
収
利
用
、
直
接
再
利
用

又
は
代
替
的
利
用
の
可
能
性
に
結
び
つ
か
な
い
作
業 

こ
の
Ａ
表
は
、
資
源
回
収
、
再
生
利
用
、
回
収
利
用
、
直
接
再

利
用
又
は
代
替
的
利
用
の
可
能
性
に
結
び
つ
か
な
い
処
分
作
業
で

あ
っ
て
実
際
に
行
わ
れ
る
す
べ
て
の
も
の
を
含
む
。 

Ｄ
１ 

地
中
又
は
地
上
へ
の
投
棄
（
例
え
ば
、
埋
立
て
） 

Ｄ
２ 

土
壌
処
理
（
例
え
ば
、
液
状
又
は
泥
状
の
廃
棄
物
の
土
中

に
お
け
る
生
物
分
解
） 

Ｄ
３ 

地
中
の
深
部
へ
の
注
入
（
例
え
ば
、
井
戸
、
岩
塩
ド
ー
ム

又
は
天
然
の
貯
留
場
所
へ
の
ポ
ン
プ
注
送
が
可
能
な
廃
棄
物

の
注
入
） 

Ｄ
４ 

表
面
貯
留
（
例
え
ば
、
液
状
又
は
泥
状
の
廃
棄
物
を
く
ぼ



 

 

地
、
池
又
は
潟
に
貯
留
す
る
こ
と
。） 

Ｄ
５ 
特
別
に
設
計
さ
れ
た
処
分
場
に
お
け
る
埋
立
て（
例
え
ば
、

ふ
た
を
さ
れ
、
か
つ
、
相
互
に
及
び
周
囲
か
ら
隔
離
さ
れ
て

い
る
遮
水
さ
れ
た
区
画
群
に
埋
め
立
て
る
こ
と
。） 

Ｄ
６ 

海
洋
を
除
く
水
域
へ
の
放
出 

Ｄ
７ 

海
洋
へ
の
放
出
（
海
底
下
へ
の
挿
入
を
含
む
。） 

Ｄ
８ 

こ
の
附
属
書
に
お
い
て
他
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
生
物
学

的
処
理
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
生
ず
る
最
終
的
な
化
合
物
又

は
混
合
物
が
こ
の
Ａ
表
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
作
業
方
法
に

よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の 

Ｄ
９ 

こ
の
附
属
書
に
お
い
て
他
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
物
理
化

学
的
処
理
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
生
ず
る
最
終
的
な
化
合
物

又
は
混
合
物
が
こ
の
Ａ
表
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
作
業
方
法

に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の（
例
え
ば
、
蒸
発
、

乾
燥
、
煆か

焼
、
中
和
、
沈
殿
） 

Ｄ
10 

陸
上
に
お
け
る
焼
却 

Ｄ
11 

海
洋
に
お
け
る
焼
却 

Ｄ
12 

永
久
保
管
（
例
え
ば
、
容
器
に
入
れ
鉱
坑
に
お
い
て
保
管

す
る
こ
と
。） 

Ｄ
13 

こ
の
Ａ
表
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
作
業
に
先
立
つ
調
合

又
は
混
合 

Ｄ
14 

こ
の
Ａ
表
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
作
業
に
先
立
つ
こ
ん

包 

Ｄ
15 

こ
の
Ａ
表
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
作
業
が
行
わ
れ
る
ま

で
の
間
の
保
管 

Ｂ 

資
源
回
収
、
再
生
利
用
、
回
収
利
用
、
直
接
再
利
用

又
は
代
替
的
利
用
に
結
び
つ
く
作
業 

こ
の
Ｂ
表
は
、
有
害
廃
棄
物
で
あ
る
と
法
的
に
定
義
さ
れ
又
は

認
め
ら
れ
て
い
る
物
で
あ
っ
て
、
こ
の
Ｂ
表
に
掲
げ
る
作
業
が
行

わ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
Ａ
表
に
掲
げ
る
作
業
が
行
わ
れ
て
い

た
は
ず
の
も
の
に
関
す
る
す
べ
て
の
作
業
を
含
む
。 

Ｒ
１ 

燃
料
と
し
て
の
利
用
（
直
接
焼
却
を
除
く
。）
又
は
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
得
る
た
め
の
他
の
手
段
と
し
て
の
利
用 

Ｒ
２ 

溶
剤
の
回
収
利
用
又
は
再
生 

Ｒ
３ 

溶
剤
と
し
て
使
用
し
な
い
有
機
物
の
再
生
利
用
又
は
回
収

利
用 

Ｒ
４ 

金
属
及
び
金
属
化
合
物
の
再
生
利
用
又
は
回
収
利
用 

Ｒ
５ 

そ
の
他
の
無
機
物
の
再
生
利
用
又
は
回
収
利
用 

Ｒ
６ 

酸
又
は
塩
基
の
再
生 

Ｒ
７ 

汚
染
の
除
去
の
た
め
に
使
用
し
た
成
分
の
回
収 

Ｒ
８ 

触
媒
か
ら
の
成
分
の
回
収 

Ｒ
９ 

使
用
済
み
の
油
の
精
製
又
は
そ
の
他
の
再
利
用 

Ｒ
10 

農
業
又
は
生
態
系
の
改
良
に
役
立
つ
土
壌
処
理 

Ｒ
11 

Ｒ
１
か
ら
Ｒ
10
ま
で
に
掲
げ
る
作
業
か
ら
得
ら
れ
た
残

滓
の
利
用 

Ｒ
12 

Ｒ
１
か
ら
Ｒ
11
ま
で
に
掲
げ
る
作
業
に
提
供
す
る
た
め

の
廃
棄
物
の
交
換 

Ｒ
13 

こ
の
Ｂ
表
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
作
業
の
た
め
の
物
の

集
積  

附
属
書
Ⅴ

Ａ  

通
告
の
際
に
提
供
す
る
情
報 

１ 

廃
棄
物
の
輸
出
の
理
由 

２ 
廃
棄
物
の
輸
出
者
（
注
１
） 

３ 
廃
棄
物
の
発
生
者
及
び
発
生
の
場
所
（
注
１
） 

４ 

廃
棄
物
の
処
分
者
及
び
実
際
の
処
分
の
場
所
（
注
１
） 

５ 

判
明
し
て
い
る
場
合
に
は
、
予
定
さ
れ
て
い
る
廃
棄
物
の
運

搬
者
又
は
そ
の
委
託
を
受
け
た
者
（
注
１
） 

６ 

廃
棄
物
の
輸
出
国 

権
限
の
あ
る
当
局
（
注
２
） 

７ 

予
定
さ
れ
て
い
る
通
過
国 

権
限
の
あ
る
当
局
（
注
２
） 

８ 

廃
棄
物
の
輸
入
国 

権
限
の
あ
る
当
局
（
注
２
） 

９ 

包
括
的
な
通
告
で
あ
る
か
個
別
的
な
通
告
で
あ
る
か
の
別 

10 

予
定
さ
れ
て
い
る
廃
棄
物
の
発
送
日
及
び
輸
出
の
期
間
並

び
に
予
定
さ
れ
て
い
る
運
搬
経
路
（
入
国
及
び
出
国
の
地
点
を

含
む
。
）（
注
３
） 

11 

予
定
さ
れ
て
い
る
運
搬
手
段
（
道
路
、
鉄
道
、
海
路
、
空
路

及
び
内
水
航
路
） 

12 

保
険
に
関
す
る
情
報
（
注
４
） 

13 

廃
棄
物
の
名
称
及
び
性
状
（
Ｙ
番
号
、
国
際
連
合
番
号
及
び

組
成
（
注
５
）
を
含
む
。
）
並
び
に
そ
の
取
扱
い
の
た
め
の
特
別

の
要
件
（
事
故
の
場
合
の
緊
急
の
措
置
を
含
む
。
）
に
関
す
る
情

報 

14 

予
定
さ
れ
て
い
る
こ
ん
包
の
形
態
（
例
え
ば
、
ば
ら
積
み
、

ド
ラ
ム
缶
入
り
、
タ
ン
カ
ー
） 

15 

重
量
及
び
体
積
の
見
積
り
（
注
６
） 

16 

廃
棄
物
が
発
生
し
た
過
程
（
注
７
） 

17 

附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
附
属
書
Ⅲ
に

よ
る
分
類
（
有
害
な
特
性
、
Ｈ
番
号
及
び
国
際
連
合
分
類
区
分
） 

18 

附
属
書
Ⅳ
に
従
っ
た
処
分
の
方
法 

19 

情
報
が
正
確
で
あ
る
旨
の
発
生
者
及
び
輸
出
者
に
よ
る
申

告 

20 

廃
棄
物
の
処
分
者
か
ら
輸
出
者
又
は
発
生
者
に
送
付
さ
れ

た
情
報
（
施
設
に
関
す
る
技
術
的
な
記
述
を
含
む
。）
で
あ
っ
て
、

当
該
廃
棄
物
が
輸
入
国
の
法
令
に
従
っ
て
環
境
上
適
正
な
方
法

で
処
理
さ
れ
な
い
と
信
ず
る
に
足
り
る
理
由
は
な
い
と
の
処
分

者
の
評
価
の
根
拠
と
な
っ
た
も
の 

21 

輸
出
者
と
処
分
者
と
の
間
の
契
約
に
関
す
る
情
報 

注
釈 

注
１ 

正
式
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
電
話
、
テ
レ
ッ
ク
ス
又
は

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
の
番
号
並
び
に
連
絡
責
任
者
の
氏
名
及
び
住

所
並
び
に
電
話
、
テ
レ
ッ
ク
ス
又
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
の
番
号 

注
２ 

正
式
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
電
話
、
テ
レ
ッ
ク
ス
又
は

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
の
番
号 

注
３ 

複
数
回
の
運
搬
を
対
象
と
す
る
包
括
的
な
通
告
の
場
合
に

お
い
て
、
個
々
の
運
搬
の
予
定
日
又
は
こ
れ
が
不
明
の
と
き

は
、
運
搬
の
予
定
回
数
を
明
記
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。 

注
４ 

関
連
す
る
保
険
の
要
件
に
関
す
る
情
報
並
び
に
輸
出
者
、

運
搬
者
及
び
処
分
者
が
当
該
要
件
を
ど
の
よ
う
に
満
た
し
て

い
る
か
に
関
す
る
情
報 

注
５ 

廃
棄
物
の
取
扱
い
及
び
予
定
さ
れ
て
い
る
処
分
の
方
法
の

双
方
に
お
い
て
当
該
廃
棄
物
が
も
た
ら
す
毒
性
そ
の
他
の
危



 

 

険
性
の
観
点
か
ら
最
も
有
害
な
諸
成
分
の
性
質
及
び
濃
度 

注
６ 
複
数
回
の
運
搬
を
対
象
と
す
る
包
括
的
な
通
告
の
場
合
に

は
、
総
量
の
見
積
り
及
び
個
別
の
運
搬
量
の
見
積
り
の
双
方

を
明
記
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。 

注
７ 

有
害
性
を
評
価
し
及
び
予
定
さ
れ
て
い
る
処
分
作
業
の
妥

当
性
を
判
定
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
に
限
る
。 

 

附
属
書
Ⅴ

Ｂ  
移
動
書
類
に
記
載
す
る
情
報 

１ 

廃
棄
物
の
輸
出
者
（
注
１
） 

２ 

廃
棄
物
の
発
生
者
及
び
発
生
の
場
所
（
注
１
） 

３ 

廃
棄
物
の
処
分
者
及
び
実
際
の
処
分
の
場
所
（
注
１
） 

４ 

廃
棄
物
の
運
搬
者
（
注
１
）
又
は
そ
の
委
託
を
受
け
た
者 

５ 

包
括
的
な
通
告
で
あ
る
か
個
別
的
な
通
告
で
あ
る
か
の
別 

６ 

国
境
を
越
え
る
移
動
の
開
始
の
日
付
並
び
に
廃
棄
物
に
責
任

を
有
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
者
に
よ
る
受
領
の
日
付
及
び
署
名 

７ 

運
搬
手
段
（
道
路
、
鉄
道
、
内
水
航
路
、
海
路
及
び
空
路
）

並
び
に
輸
出
国
、
通
過
国
及
び
輸
入
国
並
び
に
指
定
さ
れ
て
い

る
場
合
に
は
入
国
及
び
出
国
の
地
点 

８ 

廃
棄
物
の
概
要
（
性
状
、
危
険
物
の
運
搬
に
関
す
る
国
際
連

合
勧
告
に
規
定
す
る
正
規
の
品
名
、
国
際
連
合
分
類
区
分
及
び

国
際
連
合
番
号
並
び
に
該
当
す
る
Ｙ
番
号
及
び
Ｈ
番
号
） 

９ 

事
故
の
場
合
の
緊
急
の
措
置
を
含
む
取
扱
い
の
た
め
の
特
別

の
要
件
に
関
す
る
情
報 

10 

こ
ん
包
の
形
態
及
び
数 

11 

重
量
及
び
体
積 

12 

情
報
が
正
確
で
あ
る
旨
の
発
生
者
又
は
輸
出
者
に
よ
る
申

告 

13 

締
約
国
で
あ
る
い
ず
れ
の
関
係
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
か

ら
も
異
議
が
な
い
こ
と
を
示
す
発
生
者
又
は
輸
出
者
に
よ
る
申

告 

14 

指
定
さ
れ
た
処
分
施
設
に
お
い
て
受
領
し
た
旨
の
処
分
者

に
よ
る
証
明
並
び
に
処
分
の
方
法
及
び
処
分
の
予
定
日
の
指
定 

注
釈 

移
動
書
類
に
必
要
な
情
報
は
、
可
能
な
場
合
に
は
、
運
搬
規
則

に
基
づ
く
必
要
な
情
報
と
と
も
に
一
の
書
類
に
統
合
す
る
。
こ
れ

が
可
能
で
な
い
場
合
に
は
、
移
動
書
類
に
必
要
な
情
報
は
、
運
搬

規
則
に
基
づ
く
必
要
な
情
報
と
重
複
す
る
よ
り
は
こ
れ
を
補
完
す

る
も
の
と
な
る
よ
う
に
す
る
。
移
動
書
類
に
は
、
い
ず
れ
の
者
が

情
報
を
提
供
し
及
び
書
式
に
記
入
す
る
か
に
つ
い
て
の
指
示
を
明

記
す
る
。 

注
１ 

正
式
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
電
話
、
テ
レ
ッ
ク
ス
又

は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
の
番
号
並
び
に
緊
急
の
場
合
の
連
絡
責

任
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
電
話
、
テ
レ
ッ
ク
ス
又
は

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
の
番
号 

 

附
属
書
Ⅵ 

仲
裁 

第
一
条 

仲
裁
手
続
は
、
こ
の
条
約
第
二
十
条
に
規
定
す
る
合
意
に
別
段

の
定
め
が
な
い
限
り
、
こ
の
附
属
書
の
次
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の

規
定
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
。 

第
二
条 

申
立
国
で
あ
る
締
約
国
は
、
紛
争
当
事
国
が
、
こ
の
条
約
第
二

十
条
の
２
又
は
３
の
規
定
に
従
っ
て
紛
争
を
仲
裁
に
付
す
る
こ
と

に
合
意
し
た
旨
を
事
務
局
に
通
告
す
る
。
通
告
に
は
、
特
に
、
そ

の
解
釈
又
は
適
用
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
の
条
約
の
条
文
を
含

む
。
事
務
局
は
、
受
領
し
た
情
報
を
こ
の
条
約
の
す
べ
て
の
締
約

国
に
対
し
送
付
す
る
。 

第
三
条 

仲
裁
裁
判
所
は
、
三
人
の
仲
裁
人
で
構
成
す
る
。
各
紛
争
当
事

国
は
、
各
一
人
の
仲
裁
人
を
任
命
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
任
命
さ

れ
た
二
人
の
仲
裁
人
は
、合
意
に
よ
り
第
三
の
仲
裁
人
を
指
名
し
、

第
三
の
仲
裁
人
は
、
当
該
仲
裁
裁
判
所
に
お
い
て
議
長
と
な
る
。

議
長
は
、い
ず
れ
か
の
紛
争
当
事
国
の
国
民
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、

い
ず
れ
か
の
紛
争
当
事
国
の
領
域
に
日
常
の
住
居
を
有
し
て
は
な

ら
ず
、
い
ず
れ
の
紛
争
当
事
国
に
よ
っ
て
も
雇
用
さ
れ
て
は
な
ら

ず
、
及
び
仲
裁
に
付
さ
れ
た
紛
争
を
仲
裁
人
以
外
の
い
か
な
る
資

格
に
お
い
て
も
取
り
扱
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

第
四
条 

１ 

第
二
の
仲
裁
人
が
任
命
さ
れ
た
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
仲
裁

裁
判
所
の
議
長
が
指
名
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
国
際
連
合

事
務
総
長
は
、
い
ず
れ
か
の
紛
争
当
事
国
の
要
請
に
応
じ
、
更

に
二
箇
月
の
期
間
内
に
議
長
を
指
名
す
る
。 

２ 

い
ず
れ
か
の
紛
争
当
事
国
が
要
請
を
受
け
た
後
二
箇
月
以
内

に
仲
裁
人
を
任
命
し
な
い
場
合
に
は
、他
方
の
紛
争
当
事
国
は
、

国
際
連
合
事
務
総
長
に
そ
の
旨
を
通
報
し
、
同
事
務
総
長
は
、

更
に
二
箇
月
の
期
間
内
に
仲
裁
裁
判
所
の
議
長
を
指
名
す
る
。

指
名
の
際
に
、
仲
裁
裁
判
所
の
議
長
は
、
仲
裁
人
を
任
命
し
て

い
な
い
紛
争
当
事
国
に
対
し
、
二
箇
月
以
内
に
仲
裁
人
を
任
命

す
る
よ
う
要
請
す
る
。
当
該
任
命
が
行
わ
れ
る
こ
と
な
く
当
該

期
間
が
経
過
し
た
後
は
、
議
長
は
、
そ
の
旨
を
同
事
務
総
長
に

通
報
し
、
同
事
務
総
長
は
、
更
に
二
箇
月
の
期
間
内
に
当
該
任

命
を
行
う
。 

第
五
条 

１ 

仲
裁
裁
判
所
は
、
国
際
法
及
び
こ
の
条
約
の
規
定
に
従
い
、

そ
の
決
定
を
行
う
。 

２ 

こ
の
附
属
書
の
規
定
に
基
づ
き
構
成
さ
れ
る
仲
裁
裁
判
所
は
、

そ
の
手
続
規
則
を
定
め
る
。 

第
六
条 

１ 

手
続
及
び
実
体
に
関
す
る
仲
裁
裁
判
所
の
決
定
は
、
い
ず
れ

も
そ
の
仲
裁
人
の
過
半
数
に
よ
る
議
決
で
行
う
。 

２ 

仲
裁
裁
判
所
は
、
事
実
を
確
定
す
る
た
め
、
す
べ
て
の
適
当

な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
仲
裁
裁
判
所
は
、
い
ず
れ
か

の
紛
争
当
事
国
の
要
請
に
応
じ
、
不
可
欠
な
保
全
の
た
め
の
暫

定
措
置
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

紛
争
当
事
国
は
、
仲
裁
手
続
の
効
果
的
な
実
施
に
必
要
な
す

べ
て
の
便
益
を
提
供
す
る
。 

４ 

一
の
紛
争
当
事
国
の
欠
席
は
、
仲
裁
手
続
を
妨
げ
る
も
の
で

は
な
い
。 第

七
条 

仲
裁
裁
判
所
は
、
紛
争
の
対
象
で
あ
る
事
項
か
ら
直
接
に
生
ず

る
反
対
請
求
に
つ
い
て
聴
取
し
及
び
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
八
条 

仲
裁
裁
判
所
が
仲
裁
に
付
さ
れ
た
紛
争
の
特
別
の
事
情
に
よ
り

別
段
の
決
定
を
行
う
場
合
を
除
く
ほ
か
、仲
裁
裁
判
所
の
費
用
（
仲

裁
人
の
報
酬
を
含
む
。）
は
、
紛
争
当
事
国
が
均
等
に
負
担
す
る
。



 

 

仲
裁
裁
判
所
は
、
す
べ
て
の
費
用
に
関
す
る
記
録
を
保
持
す
る
も

の
と
し
、
紛
争
当
事
国
に
対
し
て
最
終
的
な
費
用
の
明
細
書
を
提

出
す
る
。 

第
九
条 

い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
紛
争
の
対
象
で
あ
る
事
項
に
つ
き
当
該

仲
裁
の
決
定
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
法
律
上
の
利

害
関
係
を
有
す
る
場
合
に
は
、
仲
裁
裁
判
所
の
同
意
を
得
て
仲
裁

手
続
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
条 

１ 

仲
裁
裁
判
所
は
、
設
置
の
日
よ
り
五
箇
月
以
内
に
そ
の
仲
裁

判
断
を
行
う
。
た
だ
し
、
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
五
箇
月

を
超
え
な
い
期
間
そ
の
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

仲
裁
裁
判
所
の
仲
裁
判
断
に
は
、
理
由
が
付
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
仲
裁
判
断
は
、
最
終
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

紛
争
当
事
国
を
拘
束
す
る
。 

３ 

仲
裁
判
断
の
解
釈
又
は
履
行
に
関
し
紛
争
当
事
国
間
で
生
ず

る
い
か
な
る
紛
争
も
、
い
ず
れ
か
の
紛
争
当
事
国
が
、
当
該
仲

裁
判
断
を
行
っ
た
仲
裁
裁
判
所
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
し
、
ま
た
、
当
該
仲
裁
裁
判
所
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
は
、
最
初
の
も
の
と
同
様
の
方
法
に
よ
り
こ
の
た

め
に
構
成
す
る
別
の
仲
裁
裁
判
所
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

附
属
書
Ⅷ 

Ａ
表 

こ
の
附
属
書
に
掲
げ
る
廃
棄
物
は
、
こ
の
条
約
第
一
条
１
⒜
の

規
定
に
従
い
有
害
な
特
性
を
有
す
る
。
こ
の
附
属
書
に
掲
げ
る
廃

棄
物
へ
の
指
定
は
、
当
該
廃
棄
物
が
有
害
で
な
い
こ
と
を
証
明
す

る
た
め
に
附
属
書
Ⅲ
を
利
用
す
る
こ
と
を
排
除
し
な
い
。 

Ａ
１ 

金
属
の
廃
棄
物
及
び
金
属
を
含
有
す
る
廃
棄
物 

Ａ
一
〇
一
〇 

次
の
い
ず
れ
か
の
金
属
の
廃
棄
物
及
び
当
該
金

属
の
合
金
か
ら
成
る
廃
棄
物
（
Ｂ
表
に
特
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。） 

ア
ン
チ
モ
ン 

砒ひ

素 

ベ
リ
リ
ウ
ム 

カ
ド
ミ
ウ
ム 

鉛 水
銀 

セ
レ
ン 

テ
ル
ル 

タ
リ
ウ
ム 

Ａ
一
〇
二
〇 

次
の
い
ず
れ
か
を
成
分
又
は
汚
染
物
質
と
し
て

含
む
廃
棄
物
（
塊
状
の
金
属
の
も
の
を
除
く
。
） 

ア
ン
チ
モ
ン
、
ア
ン
チ
モ
ン
化
合
物 

ベ
リ
リ
ウ
ム
、
ベ
リ
リ
ウ
ム
化
合
物 

カ
ド
ミ
ウ
ム
、
カ
ド
ミ
ウ
ム
化
合
物 

鉛
、
鉛
化
合
物 

セ
レ
ン
、
セ
レ
ン
化
合
物 

テ
ル
ル
、
テ
ル
ル
化
合
物 

Ａ
一
〇
三
〇 

次
の
い
ず
れ
か
を
成
分
又
は
汚
染
物
質
と
し
て

含
む
廃
棄
物 

砒ひ

素
、
砒ひ

素
化
合
物 

水
銀
、
水
銀
化
合
物 

タ
リ
ウ
ム
、
タ
リ
ウ
ム
化
合
物 

Ａ
一
〇
四
〇 

次
の
い
ず
れ
か
を
成
分
と
し
て
含
む
廃
棄
物 

金
属
カ
ル
ボ
ニ
ル 

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物 

Ａ
一
〇
五
〇 

め
っ
き
汚
泥 

Ａ
一
〇
六
〇 

金
属
の
酸
洗
い
か
ら
生
ず
る
廃
液 

Ａ
一
〇
七
〇 

亜
鉛
精
錬
の
過
程
か
ら
生
ず
る
浸
出
残
滓
並
び

に
ジ
ャ
ロ
サ
イ
ト
、
赤
鉄
鉱
等
の
粉
じ
ん
及
び
汚

泥 

Ａ
一
〇
八
〇 

Ｂ
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
亜
鉛
の
廃
棄
物
の

残
滓
で
、
附
属
書
Ⅲ
の
特
性
を
示
す
の
に
十
分
な

濃
度
で
鉛
及
び
カ
ド
ミ
ウ
ム
を
含
む
も
の 

Ａ
一
〇
九
〇 

絶
縁
銅
線
の
焼
却
か
ら
生
ず
る
灰 

Ａ
一
一
〇
〇 

銅
精
錬
所
の
ガ
ス
処
理
設
備
か
ら
生
ず
る
粉
じ

ん
及
び
残
滓 

Ａ
一
一
一
〇 

銅
の
電
解
精
錬
及
び
電
解
採
取
工
程
か
ら
生
ず

る
使
用
済
み
電
解
液 

Ａ
一
一
二
〇 

銅
の
電
解
精
錬
及
び
電
解
採
取
工
程
に
お
け
る

電
解
液
の
浄
化
設
備
か
ら
生
ず
る
汚
泥
（
陽
極
ス

ラ
イ
ム
を
除
く
。） 

Ａ
一
一
三
〇 

溶
解
し
た
銅
を
含
む
使
用
済
み
エ
ッ
チ
ン
グ
溶

液 

Ａ
一
一
四
〇 

塩
化
第
二
銅
及
び
シ
ア
ン
化
銅
触
媒
の
廃
棄
物 

Ａ
一
一
五
〇 

Ｂ
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
印
刷
回
路
基
板
の

焼
却
か
ら
生
ず
る
貴
金
属
の
灰
（
注
１
） 

Ａ
一
一
六
〇 

鉛
蓄
電
池
の
廃
棄
物
（
破
砕
さ
れ
て
い
る
か
い

な
い
か
を
問
わ
な
い
。） 

Ａ
一
一
七
〇 

分
別
さ
れ
て
い
な
い
電
池
の
廃
棄
物
（
Ｂ
表
に

掲
げ
る
電
池
の
み
の
混
合
物
を
除
く
。
）及
び
Ｂ
表

に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
電
池
の
廃
棄
物
で
、
有
害

な
も
の
と
さ
れ
る
程
度
に
附
属
書
Ⅰ
の
成
分
を

含
む
も
の 

Ａ
一
一
八
〇 

電
気
部
品
及
び
電
子
部
品
の
廃
棄
物
又
は
そ
の

く
ず
（
注
２
）
で
、
Ａ
表
に
掲
げ
る
蓄
電
池
そ
の

他
の
電
池
、
水
銀
ス
イ
ッ
チ
、
陰
極
線
管
そ
の
他

の
活
性
化
ガ
ラ
ス
及
び
Ｐ
Ｃ
Ｂ
コ
ン
デ
ン
サ
ー
を

構
成
物
と
し
て
含
む
も
の
又
は
附
属
書
Ⅲ
に
掲

げ
る
特
性
の
い
ず
れ
か
を
有
す
る
程
度
に
附
属
書

Ⅰ
の
成
分
（
例
え
ば
、
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
水
銀
、
鉛
、

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
）
に
よ
り
汚
染
さ
れ
て
い

る
も
の
（
Ｂ
表
の
関
連
項
目
Ｂ
一
一
一
〇
参
照
）

（
注
３
、
注
４
） 

Ａ
一
一
八
一 

電
気
及
び
電
子
廃
棄
物
（
附
属
書
Ⅱ
の
関
連
項

目
Ｙ
49
参
照
）（
注
５
、
注
６
） 

電
気
機
器
及
び
電
子
機
器
の
廃
棄
物 

電
気
機
器
及
び
電
子
機
器
の
廃
棄
物
で
あ

っ
て
、
附
属
書
Ⅲ
の
特
性
を
示
す
程
度
に
カ



 

 

ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
、
水
銀
、
有
機
ハ
ロ
ゲ
ン
化

合
物
若
し
く
は
他
の
附
属
書
Ⅰ
の
成
分
を
含

み
又
は
こ
れ
ら
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
も
の 

電
気
機
器
及
び
電
子
機
器
の
廃
棄
物
で
あ

っ
て
、
附
属
書
Ⅲ
の
特
性
を
示
す
程
度
に
附

属
書
Ⅰ
の
成
分
を
含
み
又
は
こ
れ
ら
に
よ
り

汚
染
さ
れ
た
部
品
（
次
の
い
ず
れ
か
の
部
品

を
含
む
が
、
こ
れ
ら
に
限
定
さ
れ
な
い
。）
を

含
む
も
の 

Ａ
表
に
掲
げ
る
陰
極
線
管
ガ
ラ
ス 

Ａ
表
に
掲
げ
る
電
池 

水
銀
を
含
有
す
る
ス
イ
ッ
チ
、
ラ
ン
プ
、

蛍
光
管
又
は
表
示
機
器
の
バ
ッ
ク
ラ
イ
ト 

Ｐ
Ｃ
Ｂ
を
含
む
コ
ン
デ
ン
サ
ー 

石
綿
を
含
む
部
品 

特
定
の
回
路
基
板 

特
定
の
表
示
機
器 

臭
素
系
難
燃
剤
を
含
有
す
る
特
定
の
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
部
品 

電
気
機
器
及
び
電
子
機
器
の
廃
部
品
で
あ
っ

て
、
Ａ
表
の
他
の
項
目
に
該
当
す
る
場
合
を
除

く
ほ
か
、
附
属
書
Ⅲ
の
特
性
を
示
す
程
度
に
附

属
書
Ⅰ
の
成
分
を
含
み
又
は
こ
れ
ら
に
よ
り
汚

染
さ
れ
た
も
の 

電
気
機
器
及
び
電
子
機
器
の
廃
棄
物
又
は
廃

部
品
の
処
理
か
ら
生
ず
る
廃
棄
物
（
例
え
ば
、

寸
断
又
は
破
砕
か
ら
生
ず
る
断
片
）で
あ
っ
て
、

Ａ
表
の
他
の
項
目
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
ほ

か
、
附
属
書
Ⅲ
の
特
性
を
示
す
程
度
に
附
属
書

Ⅰ
の
成
分
を
含
み
又
は
こ
れ
ら
に
よ
り
汚
染
さ

れ
た
も
の 

Ａ
一
一
九
〇 

附
属
書
Ⅲ
の
特
性
を
示
す
程
度
に
、
コ
ー
ル
タ

ー
ル
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
、
鉛
、
カ
ド
ミ
ウ
ム
そ
の
他
の
有

機
ハ
ロ
ゲ
ン
化
合
物
又
は
附
属
書
Ⅰ
の
そ
の
他

の
成
分
を
含
み
又
は
こ
れ
ら
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
で
被
覆
さ
れ
又
は
絶
縁
さ
れ
た
金

属
ケ
ー
ブ
ル
廃
棄
物 

注
１ 

Ｂ
表
の
対
象
項
目
（
Ｂ
一
一
六
〇
）
は
、
例
外
を
明

記
し
て
い
な
い
。 

注
２ 

こ
の
項
目
に
は
、
発
電
所
か
ら
生
ず
る
部
品
の
く
ず

は
含
ま
な
い
。 

注
３ 

Ｐ
Ｃ
Ｂ
に
つ
い
て
は
濃
度
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き

五
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の 

注
４ 

Ａ
一
一
八
〇
の
規
定
は
、
二
千
二
十
四
年
十
二
月
三

十
一
日
ま
で
効
力
を
有
す
る
。 

注
５ 

Ａ
一
一
八
一
の
規
定
は
、
二
千
二
十
五
年
一
月
一
日

に
効
力
を
生
ず
る
。 

注
６ 

Ｐ
Ｃ
Ｂ
及
び
Ｐ
Ｂ
Ｂ
に
つ
い
て
は
、
電
気
機
器
及
び

電
子
機
器
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
部
品
又
は
電
気
機
器
及

び
電
子
機
器
の
廃
棄
物
若
し
く
は
廃
部
品
の
処
理
か
ら

生
ず
る
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
濃
度
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に

つ
き
五
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の 

Ａ
２ 

無
機
物
を
主
成
分
と
し
、
金
属
及
び
有
機
物
を
含
む
可
能

性
を
有
す
る
廃
棄
物 

Ａ
二
〇
一
〇 

陰
極
線
管
そ
の
他
の
活
性
化
ガ
ラ
ス
か
ら
生
ず

る
ガ
ラ
ス
の
く
ず 

Ａ
二
〇
二
〇 

液
状
又
は
泥
状
の
無
機
ふ
っ
素
化
合
物
の
廃
棄

物
（
Ｂ
表
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。） 

Ａ
二
〇
三
〇 
触
媒
の
廃
棄
物
（
Ｂ
表
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。） 

Ａ
二
〇
四
〇 

化
学
工
業
の
工
程
か
ら
生
ず
る
石
膏
こ
う
の
廃

棄
物
（
附
属
書
Ⅲ
の
有
害
な
特
性
を
示
す
程
度
に

附
属
書
Ⅰ
の
成
分
を
含
む
場
合
に
限
る
。
）（
Ｂ
表

の
関
連
項
目
Ｂ
二
〇
八
〇
参
照
） 

Ａ
二
〇
五
〇 

石
綿
の
廃
棄
物
（
粉
じ
ん
及
び
繊
維
状
の
も
の
） 

Ａ
二
〇
六
〇 

石
炭
火
力
発
電
所
の
飛
灰
で
附
属
書
Ⅲ
の
特

性
を
示
す
の
に
十
分
な
濃
度
で
附
属
書
Ⅰ
の
物

質
を
含
む
も
の
（
Ｂ
表
の
関
連
項
目
Ｂ
二
〇
五
〇

参
照
） 

Ａ
３ 

有
機
物
を
主
成
分
と
し
、
金
属
及
び
無
機
物
を
含
む
可
能

性
を
有
す
る
廃
棄
物 

Ａ
三
〇
一
〇 

石
油
コ
ー
ク
ス
及
び
ビ
チ
ュ
ー
メ
ン
の
製
造
及

び
処
理
か
ら
生
ず
る
廃
棄
物 

Ａ
三
〇
二
〇 

当
初
に
意
図
し
た
使
用
に
適
し
な
い
廃
鉱
油 

Ａ
三
〇
三
〇 

鉛
ア
ン
チ
ノ
ッ
ク
剤
の
汚
泥
を
含
み
、
こ
れ
か

ら
成
り
又
は
こ
れ
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
廃
棄
物 

Ａ
三
〇
四
〇 

熱
交
換
用
媒
体
と
し
て
使
用
さ
れ
た
液
体
の
廃

棄
物 

Ａ
三
〇
五
〇 

樹
脂
、
ラ
テ
ッ
ク
ス
、
可
塑
剤
及
び
接
着
剤
の

製
造
、
調
合
及
び
使
用
か
ら
生
ず
る
廃
棄
物
（
Ｂ

表
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）（
Ｂ
表
の
関
連
項
目

Ｂ
四
〇
二
〇
参
照
） 

Ａ
三
〇
六
〇 

ニ
ト
ロ
セ
ル
ロ
ー
ス
の
廃
棄
物 

Ａ
三
〇
七
〇 

液
状
又
は
泥
状
の
フ
ェ
ノ
ー
ル
の
廃
棄
物
又
は

フ
ェ
ノ
ー
ル
化
合
物
の
廃
棄
物
（
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ

ー
ル
を
含
む
。
） 

Ａ
三
〇
八
〇 

エ
ー
テ
ル
の
廃
棄
物
（
Ｂ
表
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。） 

Ａ
三
〇
九
〇 

革
の
粉
じ
ん
、
灰
、
汚
泥
及
び
粉
（
六
価
ク
ロ

ム
化
合
物
又
は
駆
除
剤
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）

（
Ｂ
表
の
関
連
項
目
Ｂ
三
一
〇
〇
参
照
） 

Ａ
三
一
〇
〇 

革
又
は
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
レ
ザ
ー
の
削
り
く
ず

そ
の
他
の
廃
棄
物
で
、
革
製
品
の
製
造
に
適
し
な

い
も
の
（
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
又
は
駆
除
剤
を
含

む
も
の
に
限
る
。）（
Ｂ
表
の
関
連
項
目
Ｂ
三
〇
九

〇
参
照
） 

Ａ
三
一
一
〇 

獣
皮
の
廃
棄
物
（
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
、
駆
除

剤
又
は
病
毒
を
う
つ
し
や
す
い
物
質
を
含
む
も
の

に
限
る
。
）（
Ｂ
表
の
関
連
項
目
Ｂ
三
一
一
〇
参
照
） 

Ａ
三
一
二
〇 

寸
断
か
ら
生
ず
る
軽
量
片
（
け
ば
） 

Ａ
三
一
三
〇 

有
機
り
ん
化
合
物
の
廃
棄
物 

Ａ
三
一
四
〇 

ハ
ロ
ゲ
ン
化
さ
れ
て
い
な
い
有
機
溶
剤
の
廃
棄

物
（
Ｂ
表
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。） 

Ａ
三
一
五
〇 

ハ
ロ
ゲ
ン
化
さ
れ
た
有
機
溶
剤
の
廃
棄
物 



 

 

Ａ
三
一
六
〇 

有
機
溶
剤
の
回
収
作
業
か
ら
生
ず
る
非
水
溶
性

の
蒸
留
残
滓
（
ハ
ロ
ゲ
ン
化
さ
れ
て
い
る
か
い
な

い
か
を
問
わ
な
い
。） 

Ａ
三
一
七
〇 

ハ
ロ
ゲ
ン
化
さ
れ
た
脂
肪
族
の
炭
化
水
素
の
製

造
か
ら
生
ず
る
廃
棄
物
（
例
え
ば
、
ク
ロ
ロ
メ
タ

ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
塩
化
ビ
ニ
ル
、
塩
化
ビ

ニ
リ
デ
ン
、
塩
化
ア
リ
ル
及
び
エ
ピ
ク
ロ
ル
ヒ
ド

リ
ン
） 

Ａ
三
一
八
〇 

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
（
Ｐ
Ｃ
Ｂ
）、
ポ
リ
塩
化

テ
ル
フ
ェ
ニ
ル
（
Ｐ
Ｃ
Ｔ
）、
ポ
リ
塩
化
ナ
フ
タ
レ

ン
（
Ｐ
Ｃ
Ｎ
）
又
は
ポ
リ
臭
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
（
Ｐ

Ｂ
Ｂ
）
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
化
合
物
に
類
似
の
ポ

リ
臭
化
化
合
物
を
含
み
、
こ
れ
ら
か
ら
成
り
又
は

こ
れ
ら
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
質
及
び
廃
棄

物
品
で
、
濃
度
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
五
十
ミ

リ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
（
注
１
） 

Ａ
三
一
九
〇 

有
機
物
の
精
製
、
蒸
留
及
び
あ
ら
ゆ
る
熱
分
解

処
理
か
ら
生
ず
る
タ
ー
ル
状
の
残
滓
（
ア
ス
フ
ァ

ル
ト
セ
メ
ン
ト
を
除
く
。） 

Ａ
三
二
〇
〇 

道
路
の
建
設
及
び
維
持
か
ら
生
ず
る
タ
ー
ル
を

含
む
瀝
青
物
（
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
廃
棄
物
）（
Ｂ
表
の

関
連
項
目
Ｂ
二
一
三
〇
参
照
） 

Ａ
三
二
一
〇 

附
属
書
Ⅲ
の
特
性
を
示
す
程
度
に
、
附
属
書
Ⅰ

に
規
定
す
る
成
分
を
含
み
、
又
は
当
該
成
分
に
よ

り
汚
染
さ
れ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
廃
棄
物
（
当
該

廃
棄
物
の
混
合
物
を
含
む
。
）（
附
属
書
Ⅱ
の
関
連

項
目
Ｙ
48
及
び
附
属
書
Ⅸ
Ｂ
表
の
関
連
項
目
Ｂ

三
〇
一
一
参
照
）（
注
２
） 

注
１ 

一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
五
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
の
濃
度
は
、

全
て
の
廃
棄
物
に
対
し
国
際
的
に
実
際
的
な
濃
度
と
考
え

ら
れ
る
。
た
だ
し
、
多
く
の
国
に
お
い
て
、
特
定
の
廃
棄

物
に
つ
き
、
よ
り
低
い
規
制
濃
度
（
例
え
ば
、
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
に
つ
き
二
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。 

注
２ 

Ａ
三
二
一
〇
の
規
定
は
、
二
千
二
十
一
年
一
月
一
日
に

効
力
を
生
ず
る
。 

Ａ
４ 

無
機
物
又
は
有
機
物
の
い
ず
れ
か
を
成
分
と
し
て
含
む
可

能
性
を
有
す
る
廃
棄
物 

Ａ
四
〇
一
〇 

医
薬
品
の
製
造
、
調
剤
及
び
使
用
か
ら
生
ず
る

廃
棄
物
（
Ｂ
表
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。） 

Ａ
四
〇
二
〇 

医
療
及
び
そ
の
関
連
廃
棄
物
（
医
療
、
看
護
、

歯
科
治
療
、
獣
医
科
治
療
又
は
類
似
の
行
為
か
ら

生
ず
る
廃
棄
物
及
び
病
院
そ
の
他
の
施
設
に
お
い

て
患
者
の
検
査
若
し
く
は
治
療
又
は
研
究
事
業
の

間
に
発
生
し
た
廃
棄
物
を
い
う
。
） 

Ａ
四
〇
三
〇 

駆
除
剤
及
び
植
物
用
薬
剤
の
製
造
、
調
合
及
び

使
用
か
ら
生
ず
る
廃
棄
物
（
規
格
外
の
、
使
用
期

限
を
過
ぎ
た
（
注
１
）
又
は
当
初
に
意
図
し
た
使

用
に
適
し
な
い
駆
除
剤
及
び
除
草
剤
の
も
の
を
含

む
。） 

Ａ
四
〇
四
〇 

木
材
保
存
用
薬
剤
の
製
造
、
調
合
及
び
使
用
か

ら
生
ず
る
廃
棄
物
（
注
２
） 

Ａ
四
〇
五
〇 

次
の
い
ず
れ
か
を
含
み
、
こ
れ
か
ら
成
り
又
は

こ
れ
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
廃
棄
物 

無
機
シ
ア
ン
化
合
物
（
貴
金
属
を
含
有
す
る
固

形
状
の
残
滓
で
無
機
シ
ア
ン
化
合
物
を
微
量
に
含

む
も
の
を
除
く
。） 

有
機
シ
ア
ン
化
合
物 

Ａ
四
〇
六
〇 

油
と
水
又
は
炭
化
水
素
と
水
の
混
合
物
又
は
乳

濁
物
で
あ
る
廃
棄
物 

Ａ
四
〇
七
〇 

イ
ン
キ
、
染
料
、
顔
料
、
塗
料
、
ラ
ッ
カ
ー
及

び
ワ
ニ
ス
の
製
造
、
調
合
及
び
使
用
か
ら
生
ず
る

廃
棄
物
（
Ｂ
表
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）（
Ｂ
表

の
関
連
項
目
Ｂ
四
〇
一
〇
参
照
） 

Ａ
四
〇
八
〇 

爆
発
性
の
廃
棄
物
（
Ｂ
表
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。） 

Ａ
四
〇
九
〇 

酸
性
又
は
塩
基
性
の
溶
液
の
廃
棄
物
（
Ｂ
表
の

対
応
項
日
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）
（
Ｂ
表
の
関

連
項
目
Ｂ
二
一
二
〇
参
照
） 

Ａ
四
一
〇
〇 

産
業
排
ガ
ス
浄
化
の
た
め
の
公
害
防
止
装
置
か

ら
生
ず
る
廃
棄
物
（
Ｂ
表
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。） 

Ａ
四
一
一
〇 

次
の
い
ず
れ
か
を
含
み
、
こ
れ
か
ら
成
り
又
は

こ
れ
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
廃
棄
物 

ポ
リ
塩
化
ジ
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン
類 

ポ
リ
塩
化
ジ
ベ
ン
ゾ
｜
パ
ラ
｜
ジ
オ
キ
シ
ン

類 

Ａ
四
一
二
〇 

過
酸
化
物
を
含
み
、
こ
れ
か
ら
成
り
又
は
こ
れ

に
汚
染
さ
れ
て
い
る
廃
棄
物 

Ａ
四
一
三
〇 

包
装
材
又
は
容
器
の
廃
棄
物
で
、
附
属
書
Ⅲ
の

有
害
な
特
性
を
示
す
の
に
十
分
な
濃
度
で
附
属
書

Ⅰ
の
物
質
を
含
む
も
の 

Ａ
四
一
四
〇 

附
属
書
Ⅰ
の
分
類
に
対
応
し
及
び
附
属
書
Ⅲ

の
有
害
な
特
性
を
示
す
化
学
物
質
で
、
規
格
外
の

又
は
使
用
期
限
を
過
ぎ
た
（
注
１
）
も
の
か
ら
成

り
又
は
こ
れ
を
含
む
廃
棄
物 

Ａ
四
一
五
〇 

研
究
開
発
又
は
教
育
上
の
活
動
か
ら
生
ず
る
同

定
さ
れ
て
い
な
い
又
は
新
規
の
廃
化
学
物
質
で
、

人
の
健
康
又
は
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
が
未
知
の
も

の 

Ａ
四
一
六
〇 

Ｂ
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
使
用
済
み
の
活
性

炭
（
Ｂ
表
の
関
連
項
目
Ｂ
二
〇
六
〇
参
照
） 

注
１ 

「
使
用
期
限
を
過
ぎ
た
」
と
は
、
製
造
業
者
が
推
奨

す
る
期
間
内
に
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
い
う
。 

注
２ 

こ
の
項
目
は
、
木
材
保
存
用
薬
剤
で
処
理
さ
れ
た
木

材
を
含
ま
な
い
。 

 

附
属
書
Ⅸ 

Ｂ
表 

こ
の
附
属
書
に
掲
げ
る
廃
棄
物
は
、
附
属
書
Ⅲ
の
特
性
を
示
す

程
度
に
附
属
書
Ⅰ
の
物
を
含
む
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
条
約
第

一
条
１
⒜
に
規
定
す
る
廃
棄
物
に
該
当
し
な
い
。 

Ｂ
１ 

金
属
の
廃
棄
物
及
び
金
属
を
含
有
す
る
廃
棄
物 

Ｂ
一
〇
一
〇 

金
属
及
び
合
金
の
廃
棄
物
で
、
金
属
状
の
及
び



 

 

飛
散
性
を
有
し
な
い
形
状
の
も
の 

貴
金
属
（
金
、
銀
及
び
白
金
族
と
し
、
水
銀
を

除
く
。） 

鉄
鋼
の
く
ず 

銅
の
く
ず 

ニ
ッ
ケ
ル
の
く
ず 

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
く
ず 

亜
鉛
の
く
ず 

す
ず
の
く
ず 

タ
ン
グ
ス
テ
ン
の
く
ず 

モ
リ
ブ
デ
ン
の
く
ず 

タ
ン
タ
ル
の
く
ず 

マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
の
く
ず 

コ
バ
ル
ト
の
く
ず 

ビ
ス
マ
ス
の
く
ず 

チ
タ
ン
の
く
ず 

ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
の
く
ず 

マ
ン
ガ
ン
の
く
ず 

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
の
く
ず 

バ
ナ
ジ
ウ
ム
の
く
ず 

ハ
フ
ニ
ウ
ム
、
イ
ン
ジ
ウ
ム
、
ニ
オ
ブ
、
レ

ニ
ウ
ム
及
び
ガ
リ
ウ
ム
の
く
ず 

ト
リ
ウ
ム
の
く
ず 

希
土
類
金
属
の
く
ず 

ク
ロ
ム
の
く
ず 

Ｂ
一
〇
二
〇 

次
の
清
浄
な
及
び
汚
染
さ
れ
て
い
な
い
金
属

（
合
金
を
含
む
。）
の
く
ず
で
、
最
終
形
状
が
塊

状
の
も
の
（
薄
板
、
板
、
梁
材
、
棒
等
） 

ア
ン
チ
モ
ン
の
く
ず 

べ
リ
リ
ウ
ム
の
く
ず 

カ
ド
ミ
ウ
ム
の
く
ず 

鉛
の
く
ず
（
鉛
蓄
電
池
を
除
く
。
） 

セ
レ
ン
の
く
ず 

テ
ル
ル
の
く
ず 

Ｂ
一
〇
三
〇 

残
滓
を
含
む
耐
火
性
の
金
属 

Ｂ
一
〇
三
一 

モ
リ
ブ
デ
ン
、
タ
ン
グ
ス
テ
ン
、
チ
タ
ン
、
タ

ン
タ
ル
、
ニ
オ
ブ
及
び
レ
ニ
ウ
ム
の
金
属
及
び
合

金
の
廃
棄
物
で
、
金
属
飛
散
性
を
有
す
る
形
状
の

も
の
（
金
属
の
粉
末
）
。（
Ａ
表
項
目
Ａ
一
〇
五
〇

め
っ
き
汚
泥
に
該
当
す
る
廃
棄
物
を
除
く
。） 

Ｂ
一
〇
四
〇 

発
電
用
の
部
品
の
く
ず
で
、
有
害
な
も
の
と
さ

れ
る
程
度
に
潤
滑
油
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
又
は
Ｐ
Ｃ
Ｔ
で
汚

染
さ
れ
て
い
な
い
も
の 

Ｂ
一
〇
五
〇 

非
鉄
金
属
混
合
物
の
重
量
片
の
く
ず
（
附
属
書

Ⅲ
の
特
性
を
示
す
の
に
十
分
な
濃
度
で
附
属
書

Ⅰ
の
物
を
含
む
も
の
を
除
く
。
）（
注
１
） 

Ｂ
一
〇
六
〇 

金
属
状
の
セ
レ
ン
の
廃
棄
物
及
び
テ
ル
ル
の
廃

棄
物
（
粉
末
を
含
む
。） 

Ｂ
一
〇
七
〇 

飛
散
性
を
有
す
る
形
状
の
銅
又
は
銅
合
金
（
附

属
書
Ⅲ
の
特
性
を
示
す
程
度
に
附
属
書
Ⅰ
の
成

分
を
含
む
も
の
を
除
く
。） 

Ｂ
一
〇
八
〇 

亜
鉛
の
灰
及
び
残
滓
（
飛
散
性
を
有
す
る
形
状

の
亜
鉛
合
金
の
残
滓
を
含
む
も
の
と
し
、
附
属
書

Ⅲ
の
特
性
を
示
す
濃
度
で
附
属
書
Ⅰ
の
成
分
を

含
む
も
の
又
は
Ｈ
４
・
３
の
有
害
な
特
性
を
示
す

も
の
を
除
く
。
）（
注
２
） 

Ｂ
一
〇
九
〇 

規
格
に
適
合
す
る
電
池
（
鉛
、
カ
ド
ミ
ウ
ム
又

は
水
銀
を
用
い
て
作
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。
）の
廃

棄
物 

Ｂ
一
一
〇
〇 
金
属
の
溶
解
、
精
錬
及
び
精
製
か
ら
生
ず
る
金

属
を
含
有
す
る
廃
棄
物 

ハ
ー
ド
ジ
ン
ク
ス
ペ
ル
タ
ー 

亜
鉛
を
含
む
ド
ロ
ス 

厚
板
の
亜
鉛
め
っ
き
に
伴
い
上
部
に
生
ず

る
ド
ロ
ス
（
含
有
率
が
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
を

超
え
る
も
の
） 

厚
板
の
亜
鉛
め
っ
き
に
伴
い
下
部
に
生
ず

る
ド
ロ
ス
（
亜
鉛
の
含
有
率
が
九
十
二
パ
ー

セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
） 

亜
鉛
の
ダ
イ
カ
ス
ト
ド
ロ
ス
（
亜
鉛
の
含

有
率
が
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も

の
） 厚

板
の
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
（
連
続
工
程
で

な
い
も
の
）
に
伴
い
生
ず
る
ド
ロ
ス
（
亜
鉛

の
含
有
率
が
九
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る

も
の
） 

亜
鉛
の
ス
キ
ミ
ン
グ 

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
ス
キ
ミ
ン
グ
（
又
は
ス
キ

ム
）（
ソ
ル
ト
ス
ラ
グ
を
除
く
。
） 

銅
の
処
理
又
は
精
錬
を
更
に
行
う
た
め
の
処

理
工
程
か
ら
生
ず
る
ス
ラ
グ
（
附
属
書
Ⅲ
の
有

害
な
特
性
を
示
す
程
度
に

砒ひ

素
、
鉛
又
は
カ

ド
ミ
ウ
ム
を
含
む
も
の
を
除
く
。
） 

銅
の
精
錬
に
用
い
る
耐
火
性
の
内
張
り
（
る

つ
ぼ
を
含
む
。
）
の
廃
棄
物 

貴
金
属
の
精
錬
を
更
に
行
う
た
め
の
処
理
工

程
か
ら
生
ず
る
ス
ラ
グ 

タ
ン
タ
ル
を
含
有
す
る
す
ず
の
ス
ラ
グ
で
、

す
ず
の
含
有
率
が
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の

も
の 

Ｂ
一
一
一
五 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
で
被
覆
さ
れ
又
は
絶
縁
さ
れ
た

金
属
ケ
ー
ブ
ル
廃
棄
物
（
Ａ
表
Ａ
一
一
九
〇
に
含

ま
れ
る
も
の
、
附
属
書
Ⅳ
Ａ
の
作
業
が
予
定
さ
れ

て
い
る
も
の
及
び
い
ず
れ
か
の
段
階
に
お
い
て
野

焼
き
等
規
制
さ
れ
て
い
な
い
熱
処
理
を
伴
う
処
分

作
業
を
除
く
。
） 

Ｂ
一
一
二
〇 

次
の
い
ず
れ
か
を
含
む
使
用
済
み
触
媒
（
触
媒

と
し
て
利
用
さ
れ
る
液
体
を
除
く
。） 

Ａ
表
に
掲
げ
る
触
媒
（
使
用
済
触
媒
、
液
体
の

使
用
済
み
触
媒
そ
の
他
の
触
媒
）
の
廃
棄
物
を
除

く
遷
移
金
属 

ス
カ
ン
ジ
ウ
ム 

チ
タ
ン 

バ
ナ
ジ
ウ
ム 



 

 

ク
ロ
ム 

マ
ン
ガ
ン 

鉄 コ
バ
ル
ト 

ニ
ッ
ケ
ル 

銅 亜
鉛 

イ
ッ
ト
リ
ウ
ム 

ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム 

ニ
オ
ブ 

モ
リ
ブ
デ
ン 

ハ
フ
ニ
ウ
ム 

タ
ン
タ
ル 

タ
ン
グ
ス
テ
ン 

レ
ニ
ウ
ム 

ラ
ン
タ
ノ
イ
ド
（
希
土
類
金
属
） 

ラ
ン
タ
ン 

セ
リ
ウ
ム 

プ
ラ
セ
オ
ジ
ム 

ネ
オ
ジ
ム 

サ
マ
リ
ウ
ム 

ユ
ー
ロ
ピ
ウ
ム 

ガ
ド
リ
ニ
ウ
ム 

テ
ル
ビ
ウ
ム 

ジ
ス
プ
ロ
シ
ウ
ム 

ホ
ル
ミ
ウ
ム 

エ
ル
ビ
ウ
ム 

ツ
リ
ウ
ム 

イ
ッ
テ
ル
ビ
ウ
ム 

ル
テ
チ
ウ
ム 

Ｂ
一
一
三
〇 

貴
金
属
を
含
有
す
る
浄
化
さ
れ
た
使
用
済
み
触

媒 

Ｂ
一
一
四
〇 

貴
金
属
を
含
有
す
る
固
形
状
の
残
滓
で
、
無
機

シ
ア
ン
化
合
物
を
微
量
に
含
む
も
の 

Ｂ
一
一
五
〇 

飛
散
性
を
有
す
る
非
液
状
の
貴
金
属
（
金
、
銀

及
び
白
金
族
と
し
、
水
銀
を
除
く
。）
及
び
当
該
貴

金
属
の
合
金
の
廃
棄
物
で
、
適
切
に
梱
包
さ
れ
及

び
表
示
さ
れ
た
も
の 

Ｂ
一
一
六
〇 

印
刷
回
路
基
板
の
焼
却
か
ら
生
ず
る
貴
金
属
の

灰
（
Ａ
表
の
関
連
項
目
Ａ
一
一
五
〇
参
照
） 

Ｂ
一
一
七
〇 

写
真
用
フ
ィ
ル
ム
の
焼
却
か
ら
生
ず
る
貴
金
属

の
灰 

Ｂ
一
一
八
〇 

ハ
ロ
ゲ
ン
化
銀
及
び
銀
を
含
む
写
真
用
フ
ィ
ル

ム
の
廃
棄
物 

Ｂ
一
一
九
〇 

ハ
ロ
ゲ
ン
化
銀
及
び
銀
を
含
む
写
真
用
の
紙
の

廃
棄
物 

Ｂ
一
二
〇
〇 

鉄
鋼
の
製
造
か
ら
生
ず
る
粒
状
ス
ラ
グ 

Ｂ
一
二
一
〇 

鉄
鋼
の
製
造
か
ら
生
ず
る
ス
ラ
グ
（
二
酸
化
チ

タ
ン
及
び
バ
ナ
ジ
ウ
ム
の
原
料
と
な
る
ス
ラ
グ
を

含
む
。） 

Ｂ
一
二
二
〇 

亜
鉛
の
製
造
か
ら
生
ず
る
ス
ラ
グ
で
、
化
学
的

に
安
定
し
、
鉄
の
含
有
率
が
高
く
（
二
十
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
て
い
る
こ
と
）
、主
と
し
て
建
設
に
関

す
る
工
業
規
格
（
例
え
ば
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
四
三
〇
一
）

に
従
っ
て
処
理
さ
れ
た
も
の 

Ｂ
一
二
三
〇 

鉄
鋼
の
製
造
か
ら
生
ず
る
ミ
ル
ス
ケ
ー
ル 

Ｂ
一
二
四
〇 

酸
化
銅
の
ミ
ル
ス
ケ
ー
ル 

Ｂ
一
二
五
〇 

液
状
物
又
は
他
の
有
害
な
諸
成
分
を
含
ま
な
い

廃
自
動
車 

注
１ 
当
初
附
属
書
Ⅰ
の
物
に
よ
る
汚
染
の
程
度
が
低
い

場
合
で
あ
っ
て
も
、
再
生
工
程
を
含
む
そ
の
後
の
工
程

に
よ
り
断
片
に
お
け
る
当
該
附
属
書
Ⅰ
の
物
の
濃
度

を
著
し
く
高
め
る
こ
と
が
あ
る
。 

注
２ 

亜
鉛
の
灰
の
位
置
付
け
は
、現
在
検
討
さ
れ
て
お
り
、

亜
鉛
の
灰
は
危
険
な
物
品
で
は
な
い
と
い
う
国
際
連
合

貿
易
開
発
会
議
（
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｔ
Ａ
Ｄ
）
の
勧
告
が
あ
る
。 

注
３ 

こ
の
項
目
は
、発
電
か
ら
生
ず
る
く
ず
を
含
ま
な
い
。 

注
４ 

再
利
用
に
は
、
修
理
、
更
新
又
は
改
良
を
含
め
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
し
、主
要
な
再
組
立
を
含
ま
な
い
。 

注
５ 

一
部
の
国
に
お
い
て
は
、
直
接
再
利
用
を
目
的
と
す

る
物
は
、
廃
棄
物
と
み
な
さ
れ
な
い
。 

Ｂ
２ 

無
機
物
を
主
成
分
と
し
、
金
属
及
び
有
機
物
を
含
む
可
能

性
を
有
す
る
廃
棄
物 

Ｂ
二
〇
一
〇 

採
掘
作
業
か
ら
生
ず
る
廃
棄
物
で
、
飛
散
性
を

有
し
な
い
形
状
の
も
の 

天
然
黒
鉛
の
廃
棄
物 

ス
レ
ー
ト
の
廃
棄
物
（
粗
削
り
し
て
あ
る
か

な
い
か
又
は
の
こ
ぎ
り
で
ひ
く
こ
と
そ
の
他
の

方
法
に
よ
り
単
に
切
っ
て
あ
る
か
な
い
か
を
問

わ
な
い
。） 

雲
母
の
廃
棄
物 

白
榴
石
、
ネ
フ
ェ
リ
ン
及
び
ネ
フ
ェ
リ
ン
サ

イ
ア
ナ
イ
ト
の
廃
棄
物 

長
石
の
廃
棄
物 

ほ
た
る
石
の
廃
棄
物 

固
形
状
の
け
い
素
の
廃
棄
物
（
鋳
造
作
業
で

使
用
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。） 

Ｂ
二
〇
二
〇 

飛
散
性
を
有
し
な
い
形
状
の
ガ
ラ
ス
の
廃
棄
物 

ガ
ラ
ス
く
ず
そ
の
他
の
ガ
ラ
ス
の
廃
棄
物
（
陰
極

線
管
そ
の
他
の
活
性
化
ガ
ラ
ス
か
ら
生
ず
る
も
の

を
除
く
。） 

Ｂ
二
〇
三
〇 

飛
散
性
を
有
し
な
い
形
状
の
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
の

廃
棄
物 サ

ー
メ
ッ
ト
（
金
属
と
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
の
複

合
材
）
の
廃
棄
物
及
び
く
ず 

セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
フ
ァ
イ
バ
ー
（
他
に
該
当
す

る
も
の
を
除
く
。） 

Ｂ
二
〇
四
〇 

無
機
物
を
主
成
分
と
す
る
他
の
廃
棄
物 

排
煙
脱
硫
（
Ｆ
Ｇ
Ｄ
）
に
よ
り
生
産
さ
れ
る

部
分
的
に
精
製
さ
れ
た
硫
酸
カ
ル
シ
ウ
ム 

建
物
の
取
り
壊
し
か
ら
生
ず
る
石
膏
こ
う
板

の
廃
棄
物
又
は
プ
ラ
ス
タ
ー
板
の
廃
棄
物 

銅
の
製
造
か
ら
生
ず
る
ス
ラ
グ
で
、
化
学
的

に
安
定
し
、
鉄
の
含
有
率
が
高
く
（
二
十
パ
ー

セ
ン
ト
を
超
え
て
い
る
こ
と
）
、
主
と
し
て
建
設

又
は
研
磨
に
関
す
る
工
業
規
格
（
例
え
ば
Ｄ
Ｉ

Ｎ
四
三
〇
一
及
び
Ｄ
Ｉ
Ｎ
八
二
〇
一
）
に
従
っ

て
処
理
さ
れ
た
も
の 



 

 

固
形
状
の
硫
黄 

カ
ル
シ
ウ
ム
シ
ア
ナ
ミ
ド
の
製
造
か
ら
生
ず

る
石
灰
石
（
水
素
イ
オ
ン
濃
度
指
数
が
九
未
満

の
も
の
） 

塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
塩
化
カ
リ
ウ
ム
及
び
塩

化
カ
ル
シ
ウ
ム 

カ
ー
ボ
ラ
ン
ダ
ム
（
炭
化
け
い
素
） 

壊
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト 

リ
チ
ウ
ム―
タ
ン
タ
ル
及
び
リ
チ
ウ
ム―

二

オ
ブ
を
含
む
ガ
ラ
ス
の
く
ず 

Ｂ
二
〇
五
〇 

石
炭
火
力
発
電
所
の
飛
灰
（
Ａ
表
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）（
Ａ
表
の
関
連
項
目
Ａ
二
〇
六
〇
参

照
） 

Ｂ
二
〇
六
〇 

使
用
済
み
の
活
性
炭
（
飲
料
水
の
処
理
、
食
品

工
業
の
加
工
及
び
ビ
タ
ミ
ン
の
製
造
か
ら
生
ず
る

炭
で
あ
っ
て
附
属
書
Ⅲ
の
特
性
を
示
す
程
度
に

附
属
書
Ⅰ
の
い
ず
れ
の
成
分
も
含
ま
な
い
も
の
）

（
Ａ
表
の
関
連
項
目
Ａ
四
一
六
〇
参
照
） 

Ｂ
二
〇
七
〇 

ふ
っ
化
カ
ル
シ
ウ
ム
の
汚
泥 

Ｂ
二
〇
八
〇 

化
学
工
業
の
工
程
か
ら
生
ず
る
石
膏
の
廃
棄
物

（
Ａ
表
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）（
Ａ
表
の
関
連

項
目
Ａ
二
〇
四
〇
参
照
） 

Ｂ
二
〇
九
〇 

石
油
コ
ー
ク
ス
又
は
ビ
チ
ュ
ー
メ
ン
か
ら
成
る

陽
極
端
で
、
鉄
鋼
又
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
製
造
に

伴
っ
て
使
用
さ
れ
及
び
通
常
の
工
業
規
格
に
従
っ

て
浄
化
さ
れ
た
も
の
（
塩
化
ア
ル
カ
リ
電
解
及
び

冶
や
金
産
業
か
ら
生
ず
る
陽
極
端
を
除
く
。
）の
廃

棄
物 

Ｂ
二
一
〇
〇 

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
水
和
物
の
廃
棄
物
、
酸
化
ア

ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
廃
棄
物
又
は
酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

の
生
産
か
ら
生
ず
る
残
滓
（
ガ
ス
の
浄
化
、
沈
殿

又
は
濾
ろ
過
工
程
に
使
用
さ
れ
た
物
を
除
く
。
） 

Ｂ
二
一
一
〇 

ボ
ー
キ
サ
イ
ト
の
残
滓
（「
赤
泥
」
）（
水
素
イ
オ

ン
濃
度
指
数
が
十
一
・
五
未
満
に
調
整
さ
れ
た
も

の
） 

Ｂ
二
一
二
〇 

酸
性
又
は
塩
基
性
の
溶
液
の
廃
棄
物
で
、
水
素

イ
オ
ン
濃
度
指
数
が
二
を
超
え
十
一
・
五
未
満
の

も
の
の
う
ち
腐
食
性
そ
の
他
の
有
害
性
を
有
し
な

い
も
の
（
Ａ
表
の
関
連
項
目
Ａ
四
〇
九
〇
参
照
） 

Ｂ
二
一
三
〇 

道
路
の
建
設
及
び
維
持
か
ら
生
ず
る
タ
ー
ル
を

含
ま
な
い
瀝
青
物
（
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
廃
棄
物
）（
Ａ

表
の
関
連
項
目
Ａ
三
二
〇
〇
参
照
） 

Ｂ
３ 

有
機
物
を
主
成
分
と
し
、
金
属
及
び
無
機
物
を
含
む
可
能

性
を
有
す
る
廃
棄
物 

Ｂ
三
〇
一
〇 

固
形
状
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
廃
棄
物
（
注
１
） 

次
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
又
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
混

合
物
で
、
他
の
廃
棄
物
と
混
合
さ
れ
て
お
ら
ず
、

か
つ
、
規
格
に
従
っ
て
調
整
さ
れ
た
も
の 

ハ
ロ
ゲ
ン
化
さ
れ
て
い
な
い
重
合
体
及
び
共

重
合
体
の
く
ず
で
、
次
の
も
の
を
含
む
が
こ
れ

ら
に
限
定
さ
れ
な
い
。（
注
２
） 

 

エ
チ
レ
ン 

 

ス
チ
レ
ン 

 

ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン 

 

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト 

 

ア
ク
リ
ロ
ニ
ト
リ
ル 

 

ブ
タ
ジ
エ
ン 

 

ポ
リ
ア
セ
タ
ー
ル 

 
ポ
リ
ア
ミ
ド 

 
ポ
リ
ブ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト 

 

ポ
リ
カ
ー
ボ
ネ
ー
ト 

 

ポ
リ
エ
ー
テ
ル 

 

ポ
リ
フ
ェ
ニ
レ
ン
硫
化
物 

 

ア
ク
リ
ル
重
合
体 

 

ア
ル
カ
ン
Ｃ
１０―
Ｃ
１
３
（
可
塑
剤
） 

 

ポ
リ
ウ
レ
タ
ン
（
Ｃ
Ｆ
Ｃ
ｓ
を
含
む
も
の

を
除
く
。） 

 

ポ
リ
シ
ロ
キ
サ
ン 

 

ポ
リ
メ
タ
ク
リ
ル
酸
メ
チ
ル 

 

ポ
リ
ビ
ニ
ル
ア
ル
コ
ー
ル 

 

ポ
リ
ビ
ニ
ル
ブ
チ
ラ
ー
ル 

 

ポ
リ
ビ
ニ
ル
ア
セ
テ
ー
ト 

次
の
い
ず
れ
か
を
含
む
硬
化
し
た
樹
脂
又
は

縮
合
物
の
廃
棄
物 

 

尿
素
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
樹
脂 

 

フ
ェ
ノ
ー
ル
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
樹
脂 

 

メ
ラ
ミ
ン
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
樹
脂 

 

エ
ポ
キ
シ
樹
脂 

 

ア
ル
キ
ド
樹
脂 

 

ポ
リ
ア
ミ
ド 

次
の
い
ず
れ
か
の
ふ
っ
化
重
合
体
の
廃
棄
物

（
注
３
） 

 

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
レ
ン―

プ
ロ
ピ
レ
ン

（
Ｆ
Ｅ
Ｐ
） 

 

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
ア
ル
コ
キ
シ
ア
ル
カ
ン 

 
 

テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
レ
ン―

パ
ー
フ

ル
オ
ロ
ビ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
（
Ｐ
Ｆ
Ａ
） 

 

テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
レ
ン―

パ
ー
フ

ル
オ
ロ
メ
チ
ル
ビ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
（
Ｍ
Ｆ

Ａ
） 

 

ふ
っ
化
ポ
リ
ビ
ニ
ル
（
Ｐ
Ｖ
Ｆ
） 

 

ふ
っ
化
ポ
リ
ビ
ニ
リ
デ
ン
（
Ｐ
Ｖ
Ｄ
Ｆ
） 

Ｂ
三
〇
一
一 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
廃
棄
物
（
附
属
書
Ⅱ
の
関
連

項
目
Ｙ
48
及
び
附
属
書
Ⅷ
Ａ
表
の
関
連
項
目
Ａ

三
二
一
〇
参
照
）（
注
４
） 

次
に
掲
げ
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
廃
棄
物
で
あ

っ
て
、
環
境
上
適
正
な
方
法
で
再
生
利
用
す
る

こ
と
（
注
５
）
を
目
的
と
し
、
か
つ
、
ほ
と
ん

ど
汚
染
さ
れ
て
お
ら
ず
、
及
び
他
の
種
類
の
廃

棄
物
を
ほ
と
ん
ど
含
ま
な
い
（
注
６
）
も
の 

主
と
し
て
（
注
７
）
一
の
ハ
ロ
ゲ
ン
化
さ

れ
て
い
な
い
重
合
体
（
次
の
重
合
体
を
含
む

が
、
こ
れ
ら
に
限
定
さ
れ
な
い
。
）
か
ら
成
る

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
廃
棄
物 

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
（
Ｐ
Ｅ
） 

ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
（
Ｐ
Ｐ
） 

ポ
リ
ス
チ
レ
ン
（
Ｐ
Ｓ
） 



 

 

ア
ク
リ
ロ
ニ
ト
リ
ル
ブ
タ
ジ
エ
ン
ス
チ 

レ
ン
（
Ａ
Ｂ
Ｓ
） 

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
（
Ｐ 

Ｅ
Ｔ
） 

ポ
リ
カ
ー
ボ
ネ
ー
ト
（
Ｐ
Ｃ
） 

ポ
リ
エ
ー
テ
ル 

主
と
し
て
（
注
７
）
一
の
硬
化
し
た
樹
脂 

 
又
は
縮
合
物
（
次
の
樹
脂
を
含
む
が
、
こ
れ

ら
に
限
定
さ
れ
な
い
。
）か
ら
成
る
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
の
廃
棄
物 

尿
素
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
樹
脂 

フ
ェ
ノ
ー
ル
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
樹
脂 

メ
ラ
ミ
ン
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
樹
脂 

エ
ポ
キ
シ
樹
脂 

ア
ル
キ
ド
樹
脂 

主
と
し
て
（
注
７
）
次
の
一
の
ふ
っ
化
重

合
体
か
ら
成
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
廃
棄
物

（
消
費
者
に
よ
っ
て
捨
て
ら
れ
た
廃
棄
物
を

除
く
。） 

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
レ
ン―

プ
ロ
ピ
レ 

ン
（
Ｆ
Ｅ
Ｐ
） 

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
ア
ル
コ
キ
シ
ア
ル
カ
ン 

テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
レ
ン―

パ
ー 

フ
ル
オ
ロ
ア
ル
キ
ル
ビ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル

（
Ｐ
Ｆ
Ａ
） 

テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
レ
ン―

パ
ー 

 

フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
ビ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル

（
Ｍ
Ｆ
Ａ
） 

ふ
っ
化
ポ
リ
ビ
ニ
ル
（
Ｐ
Ｖ
Ｆ
） 

ふ
っ
化
ポ
リ
ビ
ニ
リ
デ
ン（
Ｐ
Ｖ
Ｄ
Ｆ
） 

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
（
Ｐ
Ｅ
）
、
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン 

（
Ｐ
Ｐ
）
又
は
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー

ト
（
Ｐ
Ｅ
Ｔ
）
か
ら
成
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
廃

棄
物
の
混
合
物
で
あ
っ
て
、
環
境
上
適
正
な
方

法
で
各
物
質
に
分
別
し
、
再
生
利
用
す
る
こ
と

（
注
８
）
を
目
的
と
し
、
か
つ
、
ほ
と
ん
ど
汚

染
さ
れ
て
お
ら
ず
、
及
び
他
の
種
類
の
廃
棄
物

を
ほ
と
ん
ど
含
ま
な
い
（
注
６
）
も
の 

Ｂ
三
〇
二
〇 

紙
、
板
紙
及
び
紙
製
品
の
廃
棄
物 

次
の
物
で
、
有
害
廃
棄
物
と
混
合
さ
れ
て
い

な
い
も
の 

紙
又
は
板
紙
の
廃
棄
物
及
び
く
ず
で
、
次
の

も
の さ

ら
し
て
な
い
紙
又
は
板
紙
の
も
の
及
び
コ

ル
ゲ
ー
ト
加
工
を
し
た
紙
又
は
板
紙
の
も
の 

 

そ
の
他
の
紙
又
は
板
紙
（
主
と
し
て
さ
ら
し

た
化
学
パ
ル
プ
か
ら
製
造
し
た
も
の
に
限
る
も

の
と
し
、
全
体
を
着
色
し
た
も
の
を
除
く
。）
の

も
の 

 

主
と
し
て
機
械
パ
ル
プ
か
ら
製
造
し
た
紙
又

は
板
紙
（
例
え
ば
、
新
聞
、
雑
誌
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
印
刷
物
）
の
も
の 

そ
の
他
の
も
の
（
⑴
積
層
し
た
板
紙
⑵
分
別

さ
れ
て
い
な
い
く
ず
を
含
む
が
、
こ
れ
ら
に
限

定
さ
れ
な
い
。
） 

Ｂ
三
〇
二
六 

液
体
の
た
め
の
混
合
包
装
の
前
処
理
か
ら
生
ず

る
次
の
廃
棄
物
で
あ
っ
て
、
附
属
書I

I
I

の
特
性

を
示
す
の
に
十
分
な
濃
度
で
附
属
書I

の
物
を
含

有
し
な
い
も
の 

分
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
若
干
量
の
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク 

分
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
若
干
量
の
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
が
混
合
し
た
物 

Ｂ
三
〇
二
七 

ラ
ミ
ネ
ー
ト
加
工
さ
れ
た
接
着
性
ラ
ベ
ル
の
廃

棄
物
で
あ
っ
て
、
ラ
ベ
ル
の
生
産
に
使
用
さ
れ
る

原
材
料
を
含
有
す
る
も
の 

Ｂ
三
〇
三
〇 

繊
維
の
廃
棄
物 

次
の
物
で
、
他
の
廃
棄
物
と
混
合
さ
れ
て
お

ら
ず
、
か
つ
、
規
格
に
従
っ
て
調
整
さ
れ
た
も

の 

絹
の
廃
棄
物
（
繰
糸
に
適
し
な
い
繭
、
糸
く

ず
及
び
反
毛
し
た
繊
維
を
含
む
。
） 

 

カ
ー
ド
及
び
コ
ー
ム
の
い
ず
れ
も
し
て
な

い
も
の 

 

そ
の
他
の
も
の 

羊
毛
、
繊
獣
毛
又
は
粗
獣
毛
の
廃
棄
物
（
糸

く
ず
を
含
む
も
の
と
し
、
反
毛
し
た
繊
維
を
除

く
。） 

 

羊
毛
又
は
繊
獣
毛
の
ノ
イ
ル 

 

羊
毛
又
は
繊
獣
毛
の
そ
の
他
の
も
の 

 

粗
獣
毛
の
も
の 

綿
の
廃
棄
物
（
糸
く
ず
及
び
反
毛
し
た
繊
維

を
含
む
。） 

 

糸
く
ず 

 

反
毛
し
た
繊
維 

 

そ
の
他
の
も
の 

亜
麻
の
ト
ウ
及
び
廃
棄
物 

大
麻
（
カ
ナ
ビ
ス
・
サ
テ
ィ
ヴ
ァ
）
の
ト
ウ

及
び
廃
棄
物
（
糸
く
ず
及
び
反
毛
し
た
繊
維
を

含
む
。） 

ジ
ュ
ー
ト
そ
の
他
の
紡
織
用
靱
じ
ん
皮
繊
維

（
亜
麻
、
大
麻
及
び
ラ
ミ
ー
を
除
く
。）
の
ト
ウ

及
び
廃
棄
物
（
糸
く
ず
及
び
反
毛
し
た
繊
維
を

含
む
。） 

サ
イ
ザ
ル
そ
の
他
の
ア
ゲ
ー
ブ
属
の
紡
織
用

繊
維
の
ト
ウ
及
び
廃
棄
物
（
糸
く
ず
及
び
反
毛

し
た
繊
維
を
含
む
。） 

コ
コ
や
し
の
ト
ウ
、ノ
イ
ル
及
び
廃
棄
物（
糸

く
ず
及
び
反
毛
し
た
繊
維
を
含
む
。） 

ア
バ
カ
（
マ
ニ
ラ
麻
又
は
ム
サ
・
テ
ク
ス
テ

ィ
リ
ス
）
の
ト
ウ
、
ノ
イ
ル
及
び
廃
棄
物
（
糸

く
ず
及
び
反
毛
し
た
繊
維
を
含
む
。） 

ラ
ミ
ー
そ
の
他
の
植
物
性
紡
織
用
繊
維
の
ト

ウ
、
ノ
イ
ル
及
び
廃
棄
物
（
糸
く
ず
及
び
反
毛

し
た
繊
維
を
含
む
も
の
と
し
、
他
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
） 

人
造
繊
維
の
廃
棄
物
（
ノ
イ
ル
、
糸
く
ず
及

び
反
毛
し
た
繊
維
を
含
む
。）
で
、
次
の
も
の 

 

合
成
繊
維
の
も
の 

 

人
造
繊
維
の
も
の 



 

 

中
古
の
衣
類
そ
の
他
の
繊
維
製
品 

使
用
さ
れ
た
ぼ
ろ
及
び
く
ず
（
ひ
も
、
綱
若

し
く
は
ケ
ー
ブ
ル
又
は
こ
れ
ら
の
製
品
の
も
の

に
限
る
。
）（
紡
織
用
繊
維
の
も
の
に
限
る
。） 

 

分
別
し
た
も
の 

 

そ
の
他
の
も
の 

Ｂ
三
〇
三
五 

床
を
覆
う
繊
維
の
廃
棄
物
、
カ
ー
ペ
ッ
ト 

Ｂ
三
〇
四
〇 

ゴ
ム
の
廃
棄
物 

他
の
廃
棄
物
と
混
合
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
、

次
の
物 

硬
質
ゴ
ム
（
例
え
ば
、
エ
ボ
ナ
イ
ト
）
の
廃
棄

物
又
は
く
ず 

そ
の
他
の
ゴ
ム
の
廃
棄
物
（
他
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。） 

Ｂ
三
〇
五
〇 

処
理
さ
れ
て
い
な
い
コ
ル
ク
又
は
木
材
の
廃
棄

物 

木
く
ず
（
丸
太
状
、
ブ
リ
ケ
ッ
ト
状
、
ペ
レ
ッ

ト
状
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
形
状
に
凝
結
さ
せ

て
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
） 

コ
ル
ク
く
ず
及
び
破
砕
し
、
粒
に
し
又
は
粉
砕

し
た
コ
ル
ク 

Ｂ
三
〇
六
〇 

農
業
食
品
産
業
か
ら
生
ず
る
廃
棄
物
で
、
病
毒

を
う
つ
し
や
す
い
も
の
で
な
い
も
の 

ぶ
ど
う
酒
か
す 

飼
料
用
に
供
す
る
種
類
の
乾
燥
し
又
は
殺
菌
し

た
植
物
の
廃
棄
物
、
残
滓
及
び
副
産
物
（
ペ
レ
ッ

ト
状
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
も
の
と
し
、

他
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

デ
グ
ラ
ス
及
び
脂
肪
性
物
質
又
は
動
物
性
若
し

く
は
植
物
性
の
ろ
う
の
処
理
か
ら
生
ず
る
残
滓 

骨
及
び
ホ
ー
ン
コ
ア
（
加
工
し
て
な
い
も
の
及

び
脱
脂
し
、
単
に
整
え
、
酸
処
理
し
又
は
脱
膠
こ

う
し
た
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
特
定
の
形
状
に

切
っ
た
も
の
を
除
く
。）
の
も
の 

魚
の
も
の 

カ
カ
オ
豆
の
殻
、
皮
そ
の
他
の
も
の 

農
業
食
品
工
業
か
ら
生
ず
る
そ
の
他
の
も
の

（
人
間
又
は
動
物
に
よ
る
消
費
の
た
め
の
国
内
及

び
国
際
的
要
件
及
び
基
準
に
合
致
す
る
副
産
物
を

除
く
。） 

Ｂ
三
〇
六
五 

動
物
性
又
は
植
物
性
の
食
用
油
脂
及
び
油
の
廃

棄
物
（
揚
げ
油
等
）
で
、
附
属
書
Ⅲ
の
特
性
を
示

さ
な
い
も
の 

Ｂ
三
〇
七
〇 

次
の
廃
棄
物 

人
髪
の
も
の 

わ
ら
の
も
の 

動
物
の
飼
料
用
に
供
す
る
た
め
の
ペ
ニ
シ
リ

ン
の
製
造
か
ら
生
ず
る
不
活
性
化
し
た
菌
類
の

菌
糸
体 

Ｂ
三
〇
八
〇 

ゴ
ム
の
切
り
く
ず
及
び
廃
棄
物 

Ｂ
三
〇
九
〇 

革
製
品
の
製
造
に
適
し
な
い
革
又
は
コ
ン
ポ
ジ

シ
ョ
ン
レ
ザ
ー
の
切
り
く
ず
そ
の
他
の
廃
棄
物

（
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
又
は
駆
除
剤
を
含
む
も
の

及
び
汚
泥
を
除
く
。）
（
Ａ
表
の
関
連
項
目
Ａ
三
一

〇
〇
参
照
） 

Ｂ
三
一
〇
〇 

革
の
粉
じ
ん
、
灰
、
汚
泥
又
は
粉
（
六
価
ク
ロ

ム
化
合
物
又
は
駆
除
剤
を
含
む
も
の
を
除
く
。
）

（
Ａ
表
の
関
連
項
目
Ａ
三
〇
九
〇
参
照
） 

Ｂ
三
一
一
〇 

獣
皮
の
廃
棄
物
（
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
、
駆
除

剤
又
は
病
毒
を
う
つ
し
や
す
い
物
質
を
含
む
も
の

を
除
く
。
）（
Ａ
表
の
関
連
項
目
Ａ
三
一
一
〇
参
照
） 

Ｂ
三
一
二
〇 
食
品
着
色
料
か
ら
成
る
廃
棄
物 

Ｂ
三
一
三
〇 
過
酸
化
物
を
生
成
し
な
い
重
合
体
エ
ー
テ
ル
の

廃
棄
物
及
び
有
害
で
な
い
単
量
体
エ
ー
テ
ル
の
廃

棄
物 

Ｂ
三
一
四
〇 

空
気
タ
イ
ヤ
の
廃
棄
物
（
附
属
書
Ⅳ
Ａ
の
作
業

が
予
定
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
） 

注
１ 

Ｂ
三
〇
一
〇
の
規
定
は
、
二
千
二
十
年
十
二
月
三
十

一
日
ま
で
効
力
を
有
す
る
。 

注
２ 

こ
の
よ
う
な
く
ず
は
、
完
全
に
重
合
化
さ
れ
て
い
る

と
理
解
さ
れ
る
。 

注
３ 

消
費
者
に
よ
っ
て
捨
て
ら
れ
た
廃
棄
物
は
、
こ
の
項

目
か
ら
除
く
。 

廃
棄
物
は
、
混
合
し
て
は
な
ら
な
い
。 

野
外
で
行
う
焼
却
の
方
法
か
ら
生
ず
る
問
題
を
考
慮

す
る
。 

注
４ 

Ｂ
三
〇
一
一
の
規
定
は
、
二
千
二
十
一
年
一
月
一
日

に
効
力
を
生
ず
る
。 

注
５ 

溶
剤
と
し
て
使
用
し
な
い
有
機
物
の
再
生
利
用
又
は

回
収
利
用
（
附
属
書
Ⅳ
Ｂ
表
Ｒ
３
）
又
は
必
要
な
と
き

は
、
一
度
限
り
の
一
時
保
管
（
た
だ
し
、
一
時
保
管
後

に
Ｒ
３
に
規
定
す
る
作
業
を
行
い
、
及
び
契
約
に
関
す

る
又
は
関
連
す
る
正
式
な
書
類
に
よ
っ
て
証
明
す
る
こ

と
を
条
件
と
す
る
）。 

注
６ 

「
ほ
と
ん
ど
汚
染
さ
れ
て
お
ら
ず
、
及
び
他
の
種
類

の 

廃
棄
物
を
ほ
と
ん
ど
含
ま
な
い
」
の
語
に
関
し
て

は
、
国
際
規
格
及
び
国
内
規
格
に
お
い
て
、
判
断
の
基

準
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。 

注
７ 

「
主
と
し
て
」
の
語
に
関
し
て
は
、
国
際
規
格
及
び

国
内
規
格
に
お
い
て
、
判
断
の
基
準
を
示
す
こ
と
が
で

き
る
。 

注
８ 

溶
剤
と
し
て
使
用
し
な
い
有
機
物
の
事
前
の
分
別
を

伴
う
再
生
利
用
若
し
く
は
回
収
利
用
（
附
属
書
Ⅳ
Ｂ
表

Ｒ
３
）
又
は
必
要
な
と
き
は
、
一
度
限
り
の
一
時
保
管

（
た
だ
し
、
一
時
保
管
後
に
Ｒ
３
に
規
定
す
る
作
業
を

行
い
、
及
び
契
約
に
関
す
る
又
は
関
連
す
る
正
式
な
書

類
に
よ
っ
て
証
明
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
） 

Ｂ
４ 

無
機
物
又
は
有
機
物
の
い
ず
れ
か
を
成
分
と
し
て
含
む
可

能
性
を
有
す
る
廃
棄
物 

Ｂ
四
〇
一
〇 

主
と
し
て
水
を
も
と
と
す
る
塗
料
、
ラ
テ
ッ
ク

ス
の
塗
料
、
イ
ン
キ
及
び
硬
化
ワ
ニ
ス
か
ら
成
る

廃
棄
物
（
有
害
な
も
の
と
さ
れ
る
程
度
に
有
機
溶

剤
、
重
金
属
又
は
駆
除
剤
を
含
む
も
の
を
除
く
。）

（
Ａ
表
の
関
連
項
目
Ａ
四
〇
七
〇
参
照
） 

Ｂ
四
〇
二
〇 

樹
脂
、
ラ
テ
ッ
ク
ス
、
可
塑
剤
及
び
接
着
剤
の

製
造
、
調
合
及
び
使
用
か
ら
生
ず
る
廃
棄
物
で
、

Ａ
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
又
は
附
属
書

Ⅲ
の
特
性
を
示
す
程
度
に
溶
剤
そ
の
他
の
汚
染

物
質
を
含
ま
な
い
も
の
（
例
え
ば
、
水
を
も
と
と

す
る
も
の
又
は
カ
ゼ
イ
ン
で
ん
粉
、
デ
キ
ス
ト
リ

ン
、
セ
ル
ロ
ー
ス
エ
ー
テ
ル
若
し
く
は
ポ
リ
ビ
ニ



 

 

ル
ア
ル
コ
ー
ル
を
も
と
と
す
る
膠
こ
う
着
剤
（
Ａ

表
の
関
連
項
目
Ａ
三
〇
五
〇
参
照
） 

 

  

 



 

 

       

○
回
収
作
業
が
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
国
境
を
越

え
る
移
動
の
規
制
に
関
す
る
理
事
会
決
定

（
仮
訳
） 

 

２
０
０
１
年
６
月
１
４
日 

Ｃ
（
２
０
０
１
）
１
０
７
／ 

Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｌ 

 

 

改
正
： 

２
０
０
２
年
２
月
２
５
日 

Ｃ
（
２
０
０
１
）
１
０
７
／
Ａ
Ｄ
Ｄ
１ 

 

２
０
０
４
年
３
月
９
日 

Ｃ
（
２
０
０
４
）
２
０ 

 

２
０
０
５
年
１
１
月
２
５
日 

Ｃ
（
２
０
０
５
）
１
４
１ 

 

２
０
０
８
年
１
１
月
１
８
日 

Ｃ
（
２
０
０
８
）
１
５
６ 

 

２
０
２
１
年
１
月
１
日 

Ｅ
Ｎ
Ｖ
／
Ｅ
Ｐ
Ｏ
Ｃ
／ 

Ｗ
Ｐ
Ｒ
Ｐ
Ｗ
（
２
０
２
０
）
７
／
Ｒ
Ｅ
Ｖ
１ 

２
０
２
５
年
１
月
１
日 

Ｅ
Ｎ
Ｖ
／
Ｅ
Ｐ
Ｏ
Ｃ
／ 

Ｗ
Ｐ
Ｒ
Ｐ
Ｗ
（
２
０
２
４
）
２
／
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｌ 

  

理
事
会
は
、 

１
９
６
０
年
１
２
月
１
４
日
の
経
済
協
力
開
発
機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
）
条
約
第
５
条
ａ
）
を
考
慮
し
； 

回
収
作
業
に
向
け
ら
れ
る
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
の
機

能
的
な
規
制
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す
る
べ
く
改
正
さ
れ
た
、
回
収
作

業
に
向
け
ら
れ
る
廃
棄
物
の
国
家
間
移
動
の
規
制
に
関
す
る
１
９

９
２
年
３
月
３
０
日
の
理
事
会
決
定
［
Ｃ
（
９
２
）
３
９
／
Ｆ
Ｉ

Ｎ
Ａ
Ｌ
］
を
考
慮
し
、 

１
９
９
２
年
５
月
５
日
に
発
効
し
、
そ
の
第
１
条
第
１
項
⒜
に

従
っ
て
有
害
で
あ
る
と
分
類
さ
れ
る
廃
棄
物
及
び
そ
の
第
１
条
第

１
項
⒜
に
該
当
し
な
い
廃
棄
物
の
そ
れ
ぞ
れ
を
リ
ス
ト
化
し
た
附

属
書
Ⅷ
及
び
Ⅸ
を
伴
っ
て
１
９
９
８
年
１
１
月
６
日
に
改
正
さ
れ

た
有
害
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
及
び
そ
の
処
分
の
規
制
に

関
す
る
バ
ー
ゼ
ル
条
約
を
考
慮
し
、 

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
（
以
下
「
加
盟
国
」
と
い
う
。）
の
大
半
及
び

欧
州
共
同
体
が
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
締
約
国
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に

留
意
し
、 

１
９
９
８
年
１
０
月
に
ウ
ィ
ー
ン
で
開
催
さ
れ
た
廃
棄
物
管
理

政
策
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
決
定
［
Ｃ
（
９

２
）
３
９
／
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｌ
］
に
お
け
る
手
続
及
び
規
則
と
、
バ
ー

ゼ
ル
条
約
に
お
け
る
そ
れ
ら
と
を
更
に
調
和
さ
せ
る
こ
と
を
加
盟

国
が
合
意
し
た
こ
と
に
留
意
し
、 

廃
棄
物
か
ら
の
有
価
な
原
材
料
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
回
収
が
国

際
経
済
シ
ス
テ
ム
の
不
可
欠
な
部
分
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う

な
廃
棄
物
の
収
集
及
び
処
理
の
た
め
に
確
立
し
た
国
際
市
場
が
加

盟
国
間
に
存
在
す
る
こ
と
に
留
意
し
、 

更
に
、
加
盟
国
に
お
け
る
多
く
の
産
業
分
野
が
、
環
境
上
適
正

か
つ
経
済
上
効
率
的
な
方
法
で
廃
棄
物
を
回
収
す
る
技
術
を
駆
使

す
る
こ
と
で
資
源
効
率
を
高
め
、
持
続
可
能
な
開
発
に
貢
献
し
て

い
る
こ
と
及
び
廃
棄
物
か
ら
の
回
収
の
促
進
の
た
め
の
更
な
る
努

力
が
必
要
で
あ
り
、
及
び
奨
励
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
確
信

し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
、 

環
境
上
適
正
か
つ
経
済
上
効
率
的
な
廃
棄
物
の
回
収
が
加
盟
国

間
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
を
認
識
し
、 

決
定
［
Ｃ
（
９
２
）
３
９
／
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｌ
］
に
よ
り
確
立
さ
れ

た
機
能
的
な
規
制
シ
ス
テ
ム
が
、
加
盟
国
に
と
っ
て
環
境
上
適
正

か
つ
経
済
上
効
率
的
な
方
法
で
の
回
収
作
業
に
向
け
ら
れ
た
廃
棄

物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
を
規
制
す
る
た
め
の
貴
重
な
枠
組
で
あ

る
こ
と
を
認
識
し
、 

そ
れ
ゆ
え
に
、
バ
ー
ゼ
ル
条
約
第
１
１
条
２
の
下
で
こ
の
協
定

を
継
続
す
る
こ
と
を
希
望
し
、 

加
盟
国
が
、
人
の
健
康
及
び
環
境
の
更
な
る
保
全
の
た
め
に
、

そ
の
管
轄
下
に
あ
る
地
域
内
に
お
い
て
、
こ
の
決
定
に
一
致
し
、

及
び
国
際
法
の
原
則
に
基
づ
い
て
要
件
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
こ

と
を
認
識
し
、 

規
制
シ
ス
テ
ム
の
一
部
原
理
を
進
展
さ
せ
、
及
び
バ
ー
ゼ
ル
条

約
と
の
調
和
を
拡
大
す
る
た
め
に
決
定
［
Ｃ
（
９
２
）
３
９
／
Ｆ

Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｌ
］
を
改
正
す
る
必
要
性
を
認
識
し
、 

環
境
政
策
委
員
会
の
提
案
に
基
づ
い
て
、 

決
定
［
Ｃ
（
９
２
）
３
９
／
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｌ
］
を
次
の
と
お
り
改

正
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。 

 

第
Ⅰ
章 

 

１ 

こ
の
決
定
の
第
２
章
及
び
そ
の
附
属
書
の
規
定
に
基
づ
き
、

加
盟
国
が
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
地
域
内
で
の
回
収
作
業
に
向
け
ら
れ
た
廃

棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
を
規
制
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。 

２ 

環
境
政
策
委
員
会
に
対
し
、
関
連
す
る
他
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
機

関
と
り
わ
け
貿
易
委
員
会
と
協
力
し
て
、
本
規
制
シ
ス
テ
ム
が

環
境
上
適
正
か
つ
経
済
上
効
率
的
な
方
法
で
廃
棄
物
を
回
収
す

る
加
盟
国
の
ニ
ー
ズ
と
両
立
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
よ
う
指
示

す
る
。 

３ 

加
盟
国
に
対
し
、
こ
の
決
定
の
附
属
書
８
の
様
式
を
通
告
書

類
及
び
移
動
書
類
に
使
用
す
る
よ
う
勧
告
す
る
。 

４ 

環
境
政
策
委
員
会
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
て
通
告
書
類
及
び

移
動
書
類
の
様
式
を
改
正
す
る
よ
う
指
示
す
る
。 

５ 

環
境
政
策
委
員
会
に
対
し
、
こ
の
決
定
の
採
択
か
ら
遅
く
と

も
７
年
以
内
に
、
第
Ⅱ
章
Ｂ
⑶
に
基
づ
く
廃
棄
物
リ
ス
ト
を
改

正
す
る
手
続
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
を
指
示
す
る
。 

６ 

加
盟
国
に
対
し
、
こ
の
決
定
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
情
報

及
び
附
属
書
７
に
掲
げ
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
要
請
す
る
。 

７ 

事
務
総
長
に
対
し
、
こ
の
決
定
を
国
際
連
合
環
境
計
画
及
び

バ
ー
ゼ
ル
条
約
事
務
局
に
送
付
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。 

 

第
Ⅱ
章 

 

Ａ
． 

定
義 

こ
の
決
定
の
適
用
上
： 

１ 

「
廃
棄
物
」
と
は
、
他
の
国
際
的
な
協
定
の
適
用
が
あ
る
放

射
性
物
質
以
外
の
物
質
又
は
物
体
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
物
を
い
う
。 

（ⅰ） 

処
分
が
さ
れ
、
又
は
回
収
が
さ
れ
て
い
る
物 

（ⅱ） 

処
分
又
は
回
収
が
意
図
さ
れ
て
い
る
物 

（ⅲ） 

国
内
法
の
規
定
に
よ
り
、
処
分
又
は
回
収
が
義
務
付
け 

ら
れ
て
い
る
物 

２ 

「
有
害
廃
棄
物
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

を
い
う
。 

（ⅰ） 

こ
の
決
定
の
附
属
書
１
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
分
類

に
属
す
る
廃
棄
物
（
こ
の
決
定
の
附
属
書
２
に
掲
げ
る
い



 

 

ず
れ
の
特
性
も
有
し
な
い
物
を
除
く
。） 

（ⅱ）

（ⅰ）
の
廃
棄
物
に
は
該
当
し
な
い
が
、
輸
出
国
、
輸
入
国

又
は
通
過
国
で
あ
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
の
国
内
法
令
に

よ
り
有
害
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
又
は
認
め
ら
れ
て
い
る

廃
棄
物
。
加
盟
国
は
、
自
国
の
法
以
外
の
法
を
執
行
す
る

こ
と
を
要
し
な
い
。 

３ 

「
処
分
」
と
は
、
こ
の
決
定
の
附
属
書
５
Ａ
に
掲
げ
る
作
業

を
い
う
。 

４ 

「
回
収
」
と
は
、
こ
の
決
定
の
附
属
書
５
Ｂ
に
掲
げ
る
作
業

を
い
う
。 

５ 

「
国
境
を
越
え
る
移
動
」
と
は
、
あ
る
加
盟
国
の
管
轄
の
下

に
あ
る
地
域
か
ら
他
の
加
盟
国
の
管
轄
の
下
に
あ
る
地
域
へ
の

あ
ら
ゆ
る
廃
棄
物
の
移
動
を
い
う
。 

６ 

「
回
収
施
設
」
と
は
、
廃
棄
物
を
受
領
し
て
そ
の
回
収
作
業

を
実
施
す
る
た
め
、
輸
入
国
の
国
内
法
に
基
づ
い
て
、
輸
入
国

に
お
い
て
操
業
し
、
又
は
そ
の
操
業
に
つ
い
て
認
可
若
し
く
は

許
可
を
得
て
い
る
施
設
を
い
う
。 

７ 

「
輸
出
国
」
と
は
、
そ
の
国
か
ら
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る

移
動
が
計
画
さ
れ
、
又
は
開
始
さ
れ
た
加
盟
国
を
い
う
。 

８ 

「
輸
入
国
」
と
は
、
そ
の
国
へ
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る

移
動
が
計
画
さ
れ
、
又
は
行
わ
れ
て
い
る
加
盟
国
を
い
う
。 

９ 

「
通
過
国
」
と
は
、
輸
出
国
及
び
輸
入
国
に
該
当
し
な
い
国

で
あ
っ
て
、
そ
の
国
を
通
過
す
る
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移

動
が
計
画
さ
れ
、
又
は
行
わ
れ
て
い
る
加
盟
国
を
い
う
。 

１
０ 

「
関
係
国
」
と
は
、
上
で
定
義
さ
れ
て
い
る
輸
出
国
、
輸

入
国
及
び
通
過
国
を
い
う
。 

１
１ 

「
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
地
域
」
と
は
、
加
盟
国
の
管
轄
の
下
に
あ
る

全
て
の
陸
地
及
び
海
域
を
い
う
。 

１
２ 

「
権
限
あ
る
当
局
」
と
は
、
こ
の
決
定
が
適
用
さ
れ
る
廃

棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
に
対
し
て
管
轄
権
を
有
す
る
関
係

国
の
規
制
当
局
を
い
う
。 

１
３ 

「
者
」
と
は
、
自
然
人
又
は
法
人
を
い
う
。 

１
４ 

「
輸
出
者
」
と
は
、
輸
出
国
の
管
轄
の
下
に
あ
る
者
で
あ

っ
て
、
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
を
開
始
す
る
も
の
又
は

計
画
さ
れ
た
国
境
を
越
え
る
移
動
が
開
始
さ
れ
た
時
点
で
廃
棄

物
の
占
有
そ
の
他
の
形
態
の
法
的
管
理
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。 

１
５ 

「
輸
入
者
」
と
は
、
輸
入
国
の
管
轄
の
下
に
あ
る
者
で
あ

っ
て
、
廃
棄
物
が
輸
入
国
に
お
い
て
受
領
さ
れ
る
時
点
で
当
該

廃
棄
物
の
占
有
そ
の
他
の
形
態
の
法
的
管
理
が
譲
渡
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。 

１
６ 

「
承
認
さ
れ
た
貿
易
業
者
」
と
は
、
加
盟
国
の
管
轄
の
下

に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、関
係
国
の
し
か
る
べ
き
認
可
を
も
っ
て
、

廃
棄
物
を
購
入
し
、
後
に
そ
れ
を
売
却
す
る
こ
と
を
主
た
る
業

務
と
し
て
行
う
も
の
を
い
う
。
承
認
さ
れ
た
貿
易
業
者
は
、
回

収
作
業
に
向
け
ら
れ
た
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
を
取
り

決
め
、
及
び
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

１
７ 

「
発
生
者
」
と
は
、
そ
の
活
動
に
よ
っ
て
廃
棄
物
を
発
生

さ
せ
る
者
を
い
う
。 

１
８ 

「
混
合
廃
棄
物
」
と
は
、
２
種
類
以
上
の
廃
棄
物
を
意
図

的
又
は
非
意
図
的
に
混
合
し
た
結
果
生
ず
る
廃
棄
物
を
い
う
。

た
だ
し
、
２
種
類
以
上
の
廃
棄
物
か
ら
構
成
さ
れ
た
廃
棄
物
で

あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
ご
と
に
分
離
さ
れ
て
い
る
も
の
を

単
一
の
積
荷
と
し
た
場
合
を
除
く
。 

 

Ｂ
．
一
般
規
定 

⑴
条
件 

本
決
定
が
対
象
と
す
る
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
に
対
し
、

以
下
の
条
件
が
適
用
さ
れ
る
： 

⒜ 

廃
棄
物
は
、
そ
の
施
設
に
適
用
さ
れ
る
国
内
法
令
及
び
運

用
に
基
づ
い
て
、
環
境
上
適
正
な
方
法
で
廃
棄
物
を
回
収

し
よ
う
と
す
る
回
収
施
設
内
で
の
回
収
作
業
に
向
け
ら
れ

る
も
の
と
す
る
。 

⒝ 

回
収
作
業
に
向
け
ら
れ
た
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動

に
係
る
契
約
又
は
取
決
め
に
関
わ
る
者
は
、
い
ず
れ
も
国

内
法
令
に
基
づ
い
て
適
切
な
法
的
地
位
を
有
す
る
も
の
と

す
る
。 

⒞ 

国
境
を
越
え
る
移
動
は
、
適
用
さ
れ
る
国
際
的
な
輸
送
に

関
す
る
協
定
の
条
件
の
下
で
実
施
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

⒟ 

非
加
盟
国
を
経
由
す
る
廃
棄
物
の
通
過
は
、
国
際
法
及
び

適
用
さ
れ
る
全
て
の
国
内
法
令
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
と

す
る
。 

⑵
規
制
手
続 

こ
の
よ
う
な
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
に
適
用
さ
れ
る
規

制
の
線
引
き
を
行
う
た
め
、
２
段
階
制
度
を
設
け
る
。 

⒜ 

グ
リ
ー
ン
規
制
手
続 

グ
リ
ー
ン
規
制
手
続
の
対
象
と
な
る
廃
棄
物
は
、
こ
の
決

定
の
附
属
書
３
に
掲
げ
る
廃
棄
物
で
あ
る
。
同
附
属
書
は
、

２
部
か
ら
な
る
。 

・
第
Ⅰ
部
に
は
、
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
附
属
書
Ⅸ
に
掲
げ
る

廃
棄
物
が
含
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て

は
、
こ
の
決
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
注
釈
に
従
う
。 

・
第
Ⅱ
部
に
は
、
こ
の
決
定
の
附
属
書
６
に
お
い
て
引
用

さ
れ
て
い
る
基
準
に
照
ら
し
て
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
が
グ

リ
ー
ン
規
制
手
続
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
追

加
の
廃
棄
物
が
含
め
ら
れ
て
い
る
。 

グ
リ
ー
ン
規
制
手
続
に
つ
い
て
は
、
セ
ク
シ
ョ
ン
Ｃ
に
お

い
て
詳
述
す
る
。 

⒝
ア
ン
バ
ー
規
制
手
続 

ア
ン
バ
ー
規
制
手
続
の
対
象
と
な
る
廃
棄
物
は
、
こ
の
決

定
の
附
属
書
４
に
掲
げ
る
廃
棄
物
で
あ
る
。
同
附
属
書
は
、

２
部
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。 

・
第
Ⅰ
部
に
は
、
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
附
属
書
Ⅱ
及
び
Ⅷ
に

掲
げ
る
廃
棄
物
が
含
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
部
に

つ
い
て
は
、
こ
の
決
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
注
釈
に

従
う
。 

・
第
Ⅱ
部
に
は
、
こ
の
決
定
の
附
属
書
６
に
お
い
て
引
用

さ
れ
て
い
る
基
準
に
照
ら
し
て
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
が
ア

ン
バ
ー
規
制
制
度
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
追

加
の
廃
棄
物
が
含
め
ら
れ
て
い
る
。 

ア
ン
バ
ー
規
制
手
続
に
つ
い
て
は
、
セ
ク
シ
ョ
ン
Ｄ
に
お

い
て
詳
述
す
る
。 

⑶
附
属
書
３
及
び
４
の
廃
棄
物
リ
ス
ト
を
改
正
す
る
た
め
の
手
続 

通
常
は
、
他
の
公
式
な
決
定
が
な
い
ま
ま
、
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の

附
属
書
Ⅸ
に
な
さ
れ
た
改
正
は
こ
の
決
定
の
附
属
書
３
の
第

Ⅰ
部
に
、
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
附
属
書
Ⅱ
及
び
Ⅷ
に
な
さ
れ
た
改

正
は
こ
の
決
定
の
附
属
書
４
の
第
Ⅰ
部
に
、
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の

改
正
（
以
下
単
に
「
改
正
」
と
い
う
。
）
が
同
条
約
の
締
約
国

に
お
い
て
有
効
と
な
る
日
を
も
っ
て
発
効
す
る
こ
と
で
、
そ
れ

ぞ
れ
組
み
込
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
附
属
書
３
又
は
４

の
第
Ⅱ
部
に
つ
い
て
も
、
同
日
を
も
っ
て
適
切
な
変
更
が
自
動

的
に
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

例
外
： 

⒜ 

附
属
書
６
に
掲
げ
ら
れ
た
基
準
に
照
ら
し
改
正
の
対

象
と
な
る
廃
棄
物
に
つ
い
て
異
な
っ
た
規
制
の
水
準
と

す
る
こ
と
が
正
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
加
盟
国
は
、
バ
ー

セ
ル
条
約
締
約
国
会
議
に
よ
っ
て
改
正
が
採
択
さ
れ
て

か
ら
６
０
日
以
内
に
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
事
務
局
に
対
し
て
書
面



 

 

で
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
決
定
の
関

連
す
る
附
属
書
に
含
め
る
こ
と
に
対
す
る
代
替
的
な
提

案
を
行
う
旨
の
異
議
申
立
て
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
事
務
局
に
よ

っ
て
全
て
の
加
盟
国
に
対
し
て
速
や
か
に
伝
達
さ
れ
る

も
の
と
す
る
。 

⒝ 

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
事
務
局
に
異
議
申
立
て
の
通
告
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
こ
の
決
定
の
関
連
す
る
附
属
書
へ
の
関
係
す

る
廃
棄
物
の
組
入
れ
を
留
保
す
る
。
当
該
廃
棄
物
は
、
適

当
な
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
機
関
に
よ
っ
て
異
議
申
立
て
に
係
る

審
査
が
行
わ
れ
る
間
は
、
セ
ク
シ
ョ
ン
６
⒝
及
び
６
⒞
の

規
定
の
対
象
と
な
る
も
の
と
す
る
。 

⒞ 

適
当
な
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
機
関
は
、
異
議
申
立
て
及
び
関
連

す
る
代
替
的
な
提
案
を
速
や
か
に
審
査
し
、
改
正
が
バ
ー

ゼ
ル
条
約
締
約
国
に
対
し
て
有
効
と
な
る
１
か
月
前
ま

で
に
、
結
論
に
達
す
る
も
の
と
す
る
。 

⒟ 

こ
の
期
間
内
に
適
当
な
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
機
関
に
お
い
て

合
意
に
達
し
た
場
合
に
は
、
関
連
す
る
附
属
書
は
、
適
切

に
修
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
修
正
は
、
バ
ー
ゼ
ル

条
約
の
改
正
が
条
約
締
約
国
に
と
っ
て
有
効
と
な
る
時

点
を
も
っ
て
有
効
と
な
る
。 

⒠ 

こ
の
期
間
内
に
適
当
な
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
機
関
に
お
い
て

合
意
に
達
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
改
正
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

の
規
制
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
。
該
当
す

る
廃
棄
物
に
関
し
て
は
、
こ
の
決
定
の
関
連
す
る
附
属
書

は
、
適
切
に
修
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
各
加
盟
国
は
、

国
内
法
令
及
び
国
際
法
に
調
和
す
る
形
で
当
該
廃
棄
物

を
規
制
す
る
権
利
を
有
す
る
。 

⑷
特
例
的
な
国
内
規
制
に
関
す
る
規
定 

ａ
） 

こ
の
決
定
は
、
人
の
健
康
及
び
環
境
を
保
護
す
る
た

め
、
国
内
法
令
及
び
国
際
法
の
原
則
と
適
合
す
る
形
で
、

例
外
的
に
特
定
の
廃
棄
物
に
対
し
て
異
な
っ
た
規
制
を

講
ず
る
こ
と
に
つ
い
て
、
加
盟
国
の
権
利
を
害
す
る
も
の

で
は
な
い
。 

ｂ
） 

し
た
が
っ
て
、
加
盟
国
は
、
グ
リ
ー
ン
規
制
手
続
の

対
象
と
な
る
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
ア
ン
バ
ー
規
制

手
続
の
対
象
廃
棄
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
規
制
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

ｃ
） 

加
盟
国
は
、
ア
ン
バ
ー
規
制
手
続
の
対
象
と
な
る
廃

棄
物
に
つ
い
て
、
国
内
手
続
を
通
じ
た
判
断
に
よ
っ
て
、

こ
の
決
定
の
附
属
書
２
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
有
害
特
定

も
示
さ
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
国
内
法
令
と
適

合
す
る
形
で
、
こ
れ
を
グ
リ
ー
ン
規
制
手
続
の
対
象
廃
棄

物
で
あ
る
と
法
的
に
定
義
し
、
又
は
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
。1 

ｄ
） 

輸
入
国
に
よ
っ
て
の
み
ア
ン
バ
ー
規
制
手
続
の
対
象

と
な
る
廃
棄
物
で
あ
る
と
法
的
に
定
義
さ
れ
又
は
認
め

ら
れ
て
い
る
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
の
場
合
に

お
い
て
、
輸
出
者
及
び
輸
出
国
に
適
用
す
る
セ
ク
シ
ョ
ン

Ｄ
の
要
件
は
、
必
要
な
変
更
を
加
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
輸
入

者
及
び
輸
入
国
に
適
用
す
る
。 

⑸
情
報
提
供
の
要
件 

異
な
っ
た
規
制
水
準
を
適
用
す
る
権
利
を
行
使
す
る
加
盟

国
は
、
特
例
的
に
扱
わ
れ
る
廃
棄
物
及
び
適
用
さ
れ
る
法
令

上
の
要
件
を
列
挙
し
た
上
で
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
事
務
局
に
対
し
て

速
や
か
に
通
報
す
る
も
の
と
す
る
。
あ
る
廃
棄
物
が
こ
の
決

定
の
附
属
書
２
に
掲
げ
ら
れ
た
有
害
特
性
を
１
以
上
有
す
る

か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
試
験
及
び
試
験
手
続

を
規
定
す
る
加
盟
国
は
、
ど
の
よ
う
な
試
験
及
び
試
験
手
続

が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
ま
た
、
可
能
な
場
合

は
、
ど
の
よ
う
な
廃
棄
物
が
そ
の
国
内
手
続
の
適
用
に
基
づ

い
て
有
害
廃
棄
物
で
あ
る
と
法
的
に
定
義
さ
れ
、
又
は
認
め

ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
事
務
局
に
対
し
て
通
報

す
る
も
の
と
す
る
。
上
述
の
全
て
の
情
報
提
供
の
要
件
に
つ

い
て
は
、
こ
の
決
定
の
附
属
書
７
に
お
い
て
特
定
さ
れ
て
い

る
。 

⑹
こ
の
決
定
の
附
属
書
３
又
は
４
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
廃
棄
物 

回
収
作
業
に
向
け
ら
れ
た
廃
棄
物
で
あ
っ
て
、
こ
の
決
定

の
附
属
書
３
又
は
４
に
ま
だ
割
り
当
て
ら
れ
て
い
な
い
も
の

は
、
次
の
条
件
に
従
う
こ
と
で
、
こ
の
決
定
に
従
っ
た
国
境

を
越
え
る
移
動
の
対
象
と
し
て
適
格
な
も
の
と
す
る
。 

ａ
） 

加
盟
国
は
、
そ
の
よ
う
な
廃
棄
物
を
特
定
し
、
適
当

で
あ
る
場
合
は
、
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
関
連
す
る
附
属
書
を

修
正
す
る
た
め
に
、
バ
ー
ゼ
ル
条
約
技
術
作
業
部
会
に
申

請
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

ｂ
） 

い
ず
れ
か
の
リ
ス
ト
に
割
り
当
て
ら
れ
る
ま
で
の
間

は
、
い
か
な
る
国
も
自
国
の
法
以
外
の
法
を
施
行
す
る
義

務
を
負
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
廃
棄
物

は
、
関
係
国
の
国
内
法
令
に
よ
っ
て
廃
棄
物
の
国
境
を
越

え
る
移
動
に
際
し
て
求
め
ら
れ
る
規
制
に
従
う
も
の
と

す
る
。 

ｃ
） 

た
だ
し
、
国
内
手
続

2

及
び
適
用
さ
れ
る
国
際
協
定

を
用
い
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
廃
棄
物
が
こ
の
決
定
の

附
属
書
２
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
有
害
特
性
を
示
す
と

判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
廃
棄
物
は
、
ア
ン
バ
ー
規

制
手
続
の
対
象
と
す
る
。 

⑺ 

混
合
し
、
又
は
変
質
し
た
廃
棄
物
の
発
生
者 

２
以
上
の
廃
棄
物
群
が
混
合
さ
れ
、
若
し
く
は
物
理
的
若

し
く
は
化
学
的
な
変
質
を
も
た
ら
す
作
業
の
対
象
と
な
り
、

又
は
そ
の
両
方
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
作
業
を
実
施

す
る
者
は
、
当
該
作
業
に
よ
っ
て
生
じ
た
新
た
な
廃
棄
物
の

発
生
者
と
み
な
す
。 

⑻ 

混
合
廃
棄
物
に
係
る
手
続 

こ
の
決
定
の
前
文
第
１
１
段
落
に
関
し
、
個
別
の
記
載
が
存

在
し
な
い
混
合
廃
棄
物
は
、
次
の
規
制
手
続
の
対
象
と
す
る
。 

（ⅰ） 

２
以
上
の
グ
リ
ー
ン
廃
棄
物
か
ら
成
る
混
合
物
は
、
そ

の
混
合
物
の
組
成
が
そ
の
環
境
上
適
正
な
回
収
を
阻
害

し
な
い
場
合
に
は
、
グ
リ
ー
ン
規
制
手
続
の
対
象
と
す
る
。 

（ⅱ） 

グ
リ
ー
ン
廃
棄
物
及
び
少
な
か
ら
ぬ
量
の
ア
ン
バ
ー

廃
棄
物
か
ら
成
る
混
合
物
又
は
２
以
上
の
ア
ン
バ
ー
廃

棄
物
か
ら
成
る
混
合
物
は
、
そ
の
混
合
物
の
組
成
が
環
境

上
適
正
な
回
収
を
阻
害
し
な
い
場
合
に
は
、
ア
ン
バ
ー
規

制
手
続
の
対
象
と
す
る
。 

 

Ｃ
．
グ
リ
ー
ン
規
制
手
続 

グ
リ
ー
ン
規
制
手
続
の
対
象
と
な
る
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え

る
移
動
は
、
商
取
引
に
お
い
て
通
常
適
用
さ
れ
る
現
行
の
全
て

の
規
制
の
対
象
と
な
る
。 

グ
リ
ー
ン
規
制
手
続
の
対
象
と
な
る
廃
棄
物
の
リ
ス
ト
（
附

属
書
３
）
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
⒜
こ

の
決
定
の
附
属
書
６
の
基
準
を
考
慮
に
入
れ
た
場
合
に
ア
ン
バ

ー
規
制
手
続
に
服
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
す
る
の
に
十
分

な
程
度
に
ま
で
当
該
廃
棄
物
に
関
連
し
た
危
険
性
が
高
ま
っ
て

お
り
、
又
は
⒝
環
境
上
適
正
な
方
法
で
の
当
該
廃
棄
物
の
回
収

を
阻
害
す
る
程
度
に
ま
で
他
の
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い

る
と
き
は
、
当
該
廃
棄
物
を
グ
リ
ー
ン
規
制
手
続
の
対
象
か
ら

外
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

Ｄ
．
ア
ン
バ
ー
規
制
手
続 

⑴ 

条
件 

⒜
契
約 



 

 

ア
ン
バ
ー
規
制
手
続
の
対
象
と
な
る
廃
棄
物
の
国
境
を
越

え
る
移
動
は
、
輸
出
者
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
、
回
収
施
設
に

お
い
て
終
了
す
る
も
の
と
し
、
書
面
に
よ
る
有
効
な
単
独
若

し
く
は
一
連
の
契
約
又
は
同
一
の
法
的
主
体
に
よ
っ
て
管
理

さ
れ
て
い
る
施
設
間
で
の
同
等
の
取
決
め
で
定
め
ら
れ
た
条

件
に
従
っ
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
許
容
さ
れ
る
。
当
該
契
約

又
は
取
決
め
に
関
わ
る
者
は
、
す
べ
て
適
切
な
法
的
地
位
を

有
す
る
も
の
と
す
る
。 

契
約
書
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
と
す
る
。 

ⅰ
） 

そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
の
廃
棄
物
の
発
生
者
並
び
に
廃

棄
物
及
び
回
収
施
設
に
係
る
法
的
管
理
権
を
有
す
る

者
を
特
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ⅱ
） 

こ
の
決
定
の
関
連
要
件
が
考
慮
さ
れ
、
か
つ
、
契

約
の
全
て
の
当
事
者
を
拘
束
す
る
旨
が
規
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
。 

ⅲ
） 

契
約
の
ど
の
当
事
者
が
次
の
こ
と
を
行
う
の
か
が

特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

（ⅰ）
適
切
な
法
令
を
遵
守
し
た
廃
棄
物
の
代
替
的
な

管
理
（
必
要
で
あ
る
場
合
は
セ
ク
シ
ョ
ン
Ｄ
の
⑶

の
⒜
に
適
合
し
た
廃
棄
物
の
返
還
を
含
む
。
）
に

係
る
責
任
を
引
き
受
け
る
こ
と
。 

（ⅱ）
状
況
に
よ
っ
て
は
セ
ク
シ
ョ
ン
Ｄ
の
⑶
の
⒝
に

適
合
し
た
再
輸
出
の
た
め
の
通
告
を
行
う
こ
と
。 

輸
出
者
は
、
輸
出
国
又
は
輸
入
国
の
権
限
あ
る
当
局
か
ら

の
要
求
に
応
じ
、
契
約
書
又
は
そ
の
一
部
の
写
し
を
提
供
す

る
も
の
と
す
る
。 

上
記
の
規
定
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
契
約
書
に
含
ま
れ

る
情
報
は
、
国
内
法
に
適
合
し
、
及
び
国
内
法
が
定
め
る
範

囲
に
お
い
て
、
極
秘
と
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

⒝
資
力
保
証 

適
切
な
場
合
に
は
、
輸
出
者
又
は
輸
入
者
は
、
国
内
法
又

は
国
際
法
の
要
件
に
従
い
、
国
境
を
越
え
る
移
動
及
び
回
収

作
業
に
関
す
る
取
決
め
が
予
定
ど
お
り
に
実
行
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
、廃
棄
物
の
代
替
的
な
再
生
利
用
、

処
分
そ
の
他
の
環
境
上
適
正
な
管
理
の
手
法
を
図
る
た
め
の

資
力
保
証
を
供
与
す
る
も
の
と
す
る
。 

⒞
試
験
分
析
に
向
け
ら
れ
る
ア
ン
バ
ー
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え

る
移
動 

加
盟
国
は
、
廃
棄
物
の
物
理
的
若
し
く
は
化
学
的
な
特
性

を
評
価
す
る
た
め
又
は
回
収
作
業
の
適
性
を
判
断
す
る
た
め

の
研
究
分
析
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に

は
、
当
該
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
に
つ
い
て
、
ア
ン

バ
ー
規
制
手
続
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に

免
除
さ
れ
る
廃
棄
物
の
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
事
例
に
お

い
て
分
析
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
妥
当
な

最
低
量
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
も
の
と
す
る
が
、
２
５
ｋ
ｇ

を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
分
析
試
料
は
、
適
切
に
梱
包
さ

れ
、
及
び
表
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
決
定
の

第
Ⅱ
章
セ
ク
シ
ョ
ン
Ｂ
の
⑴
の
⒞
及
び
⒟
に
お
い
て
規
定
さ

れ
る
条
件
に
従
う
。
輸
入
国
又
は
輸
出
国
の
権
限
あ
る
当
局

に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
そ
の
国
内
法
令
が
求
め
て

い
る
場
合
に
は
、
輸
出
者
は
、
研
究
試
料
の
国
境
を
越
え
る

移
動
に
つ
い
て
、
当
該
機
関
に
対
し
て
通
報
す
る
も
の
と
す

る
。 

⑵ 

ア
ン
バ
ー
規
制
手
続
の
機
能 

ア
ン
バ
ー
規
制
手
続
に
お
い
て
は
、
次
の
２
つ
の
ケ
ー
ス
に

係
る
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。 

ケ
ー
ス
１
：
個
別
の
国
境
を
越
え
る
移
動
又
は
単
一
の
回

収
施
設
へ
の
数
次
の
積
荷 

ケ
ー
ス
２
：
事
前
同
意
を
得
て
い
る
回
収
施
設
へ
の
国
境

を
越
え
る
移
動 

 
ケ
ー
ス
１
：
個
別
の
国
境
を
越
え
る
移
動
又
は
単
一
の
回
収

施
設
へ
の
数
次
の
積
荷 

⒜ 
輸
出
者
は
、
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
の
開
始
に

先
立
っ
て
、
関
係
国
の
権
限
あ
る
当
局
に
対
し
て
書
面
で

の
通
告
（「
個
別
的
通
告
」）
を
行
う
も
の
と
す
る
。
通
告

書
類
は
、
こ
の
決
定
の
附
属
書
８
Ａ
に
掲
げ
ら
れ
た
全
て

の
情
報
を
含
む
も
の
と
す
る
。
輸
出
国
の
権
限
あ
る
当
局

は
、
国
内
法
に
従
っ
て
、
輸
出
者
に
代
わ
っ
て
自
ら
こ
の

通
告
を
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

⒝ 

国
内
法
の
条
件
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
権
限
あ
る
当
局

が
、
セ
ク
シ
ョ
ン
Ｄ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
契
約
書
の
確
認

を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
確
認
を
適

切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
当
該
契
約
書
又
は

そ
の
一
部
が
通
告
書
類
と
と
も
に
送
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

⒞ 

関
係
国
の
権
限
あ
る
当
局
は
、
通
告
が
完
全
で
な
い
と

き
は
、
追
加
的
な
情
報
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
輸

入
国
の
権
限
あ
る
当
局
及
び
適
当
な
場
合
は
輸
出
国
の
権

限
あ
る
当
局
は
、
⒜
で
示
さ
れ
た
完
全
な
通
告
書
類
を
受

領
し
た
と
き
は
、
通
告
の
受
領
か
ら
３
就
業
日
以
内
に
、

輸
出
者
に
対
し
て
受
領
通
知
を
送
付
す
る
と
と
も
に
、
他

の
全
て
の
関
係
国
の
権
限
あ
る
当
局
に
対
し
て
そ
の
写
し

を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

⒟ 

関
係
国
の
権
限
あ
る
当
局
は
、そ
の
国
内
法
に
基
づ
き
、

企
図
さ
れ
た
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
に
対
し
て
、

３
０
日
以
内
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
反

対
が
可
能
な
こ
の
３
０
日
と
い
う
期
間
は
、
輸
入
国
の
権

限
あ
る
当
局
の
受
領
通
知
の
発
行
の
時
点
か
ら
起
算
す
る
。 

⒠ 

関
係
国
の
権
限
あ
る
当
局
に
よ
る
異
議
申
立
て
は
、
３

０
日
の
期
間
内
に
、
輸
出
者
及
び
他
の
全
て
の
関
係
国
の

権
限
あ
る
当
局
に
書
面
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

⒡ 

異
議
申
立
て
が
な
か
っ
た
場
合（
黙
示
の
同
意
）
に
は
、

３
０
日
の
期
間
が
経
過
し
た
後
に
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え

る
移
動
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
黙
示
の
同
意
は
、

そ
の
３
０
日
の
期
間
の
終
了
か
ら
起
算
し
て
１
暦
年
以
内

に
そ
の
効
力
を
失
う
。 

⒢ 

関
係
国
の
権
限
あ
る
当
局
が
異
議
を
申
し
立
て
ず
、
書

面
に
よ
る
同
意
を
行
う
と
決
定
し
た
場
合
は
、
輸
入
国
の

権
限
あ
る
当
局
の
受
領
通
知
の
発
行
か
ら
起
算
し
て
３
０

日
以
内
に
当
該
同
意
を
発
行
す
る
も
の
と
す
る
。
廃
棄
物

の
国
境
を
越
え
る
移
動
は
、
全
て
の
同
意
が
受
領
さ
れ
た

後
に
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
書
面
の
同
意
の
写
し
は
、

全
て
の
関
係
国
の
権
限
あ
る
当
局
に
送
付
さ
れ
る
も
の
と

す
る
。
書
面
に
よ
る
同
意
は
、
発
行
の
日
か
ら
起
算
し
て

１
暦
年
を
上
限
と
し
て
有
効
と
す
る
。 

⒣ 

異
議
申
立
て
又
は
書
面
に
よ
る
同
意
は
、
郵
送
、
電
子

署
名
付
き
の
電
子
メ
ー
ル
、
電
子
署
名
な
し
の
電
子
メ
ー

ル
及
び
そ
れ
に
続
け
て
の
郵
送
、
又
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
及

び
そ
れ
に
続
け
て
の
郵
送
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

⒤ 

廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
は
、
全
て
の
権
限
あ
る

当
局
の
同
意
（
黙
示
又
は
書
面
に
よ
る
同
意
）
が
有
効
な

期
間
内
に
限
り
、
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

⒥ 

廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
は
、
こ
の
決
定
の
附
属

書
８
Ｂ
に
掲
げ
ら
れ
た
情
報
を
含
ん
だ
移
動
書
類
と
と
も

に
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

⒦ 

回
収
施
設
は
、
廃
棄
物
の
受
領
か
ら
３
日
以
内
に
、
輸

出
者
並
び
に
輸
出
国
、
通
過
国
及
び
輸
入
国
の
権
限
あ
る

当
局
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
一
通
の
署
名
付
き
の
移
動
書
類



 

 

の
写
し
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。
署
名
付
き
の
移
動
書

類
の
写
し
の
受
領
を
希
望
し
な
い
通
過
国
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

事
務
局
に
通
報
す
る
も
の
と
す
る
。
当
該
回
収
施
設
は
、

移
動
書
類
の
原
本
を
３
年
間
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。 

⒧ 

回
収
施
設
は
、
可
能
な
限
り
早
く
、
か
つ
、
回
収
作
業

の
完
了
か
ら
３
０
日
以
内
で
あ
っ
て
、
廃
棄
物
の
受
領
か

ら
１
暦
年
以
内
に
、
郵
送
、
電
子
署
名
付
き
の
電
子
メ
ー

ル
、
電
子
署
名
な
し
の
電
子
メ
ー
ル
及
び
そ
れ
に
続
け
て

の
郵
送
、
又
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
及
び
そ
れ
に
続
け
て
の
郵

送
に
よ
っ
て
、
輸
出
者
並
び
に
輸
出
国
及
び
輸
入
国
の
権

限
あ
る
当
局
に
対
し
て
回
収
証
明
書
を
送
付
す
る
も
の
と

す
る
。 

⒨ 

本
質
的
に
類
似
し
た
廃
棄
物
（
例
え
ば
本
質
的
に
類
似

し
た
物
理
的
及
び
化
学
的
な
特
性
を
有
す
る
廃
棄
物
）
が

周
期
的
に
同
一
の
輸
出
者
に
よ
っ
て
同
一
の
回
収
施
設
へ

と
送
ら
れ
る
場
合
に
は
、
関
係
国
の
権
限
あ
る
当
局
は
、

１
年
を
上
限
と
す
る
期
間
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
数
次

の
積
荷
に
係
る
「
包
括
的
通
告
」
を
受
理
す
る
こ
と
を
選

択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
各
積
荷
は
、
こ
の
決
定
の
附
属

書
８
Ｂ
に
掲
げ
ら
れ
た
情
報
を
含
め
た
当
該
積
荷
に
係
る

移
動
書
類
と
と
も
に
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

⒩ 

⒨
の
受
理
の
撤
回
は
、
関
係
国
の
権
限
あ
る
当
局
か
ら

輸
出
者
に
対
す
る
公
的
な
通
知
を
も
っ
て
行
う
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
規
定
に
基
づ
い
て
既
に
与
え
ら
れ
た
国
境
を

越
え
る
移
動
の
受
理
に
対
す
る
撤
回
の
通
知
は
、
当
該
受

理
を
撤
回
す
る
国
の
権
限
あ
る
当
局
に
よ
っ
て
全
て
の
関

係
国
の
権
限
あ
る
当
局
に
対
し
て
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 

ケ
ー
ス
２
：
事
前
同
意
を
得
て
い
る
回
収
施
設
へ
の
国
境
を

越
え
る
移
動 

⒜ 

輸
入
国
に
お
い
て
特
定
の
回
収
施
設
に
対
す
る
管
轄
権

を
有
す
る
権
限
あ
る
当
局
は
、
特
定
の
回
収
施
設
（
事
前

同
意
を
得
て
い
る
回
収
施
設
）
へ
の
特
定
の
種
類
の
廃
棄

物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
に
つ
い
て
異
議
を
申
し
立
て
な

い
こ
と
と
す
る
旨
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
決

定
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
期
間
内
に
限
定
す
る
こ
と
が
で

き
、
ま
た
、
い
つ
で
も
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

⒝ 

こ
の
仕
組
み
を
選
択
す
る
権
限
あ
る
当
局
は
、
回
収
施

設
の
名
称
、
住
所
、
用
い
ら
れ
る
技
術
、
事
前
同
意
が
適

用
さ
れ
る
廃
棄
物
の
種
類
及
び
適
用
期
間
に
つ
い
て
、
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
事
務
局
に
対
し
て
通
報
す
る
も
の
と
す
る
。
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
事
務
局
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
撤
回
に
つ
い
て
も
通
報
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

⒞ 

そ
の
よ
う
な
施
設
へ
の
全
て
の
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え

る
移
動
に
対
し
て
は
、
ケ
ー
ス
１
の
⒜
、
⒝
及
び
⒞
を
適

用
す
る
。 

⒟ 

輸
出
国
及
び
通
過
国
の
権
限
あ
る
当
局
は
、
そ
の
国
内

法
に
基
づ
き
、
企
図
さ
れ
た
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移

動
に
対
し
て
、
７
就
業
日
以
内
に
異
議
を
申
し
立
て
る
。

反
対
が
可
能
な
こ
の
７
就
業
日
は
、
輸
入
国
の
権
限
あ
る

当
局
の
受
領
通
知
の
発
行
の
時
点
か
ら
起
算
す
る
。
た
だ

し
、
例
外
と
し
て
、
輸
出
国
の
権
限
あ
る
当
局
が
そ
の
国

内
法
の
要
件
を
満
た
す
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
輸
出

者
か
ら
追
加
的
な
情
報
を
受
け
取
る
た
め
に
７
就
業
日
よ

り
も
長
い
時
間
が
必
要
な
場
合
に
は
、
追
加
的
な
時
間
が

必
要
で
あ
る
と
い
う
旨
を
７
就
業
日
以
内
に
輸
出
者
に
対

し
て
通
報
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
追
加
的
な
時
間
は
、

輸
入
国
の
権
限
あ
る
当
局
の
受
領
通
知
の
発
行
の
日
か
ら

起
算
し
て
３
０
日
を
上
限
と
す
る
。 

⒠ 

ケ
ー
ス
１
の
⒠
、
⒡
及
び
⒢
は
、
３
０
日
を
７
就
業
日

と
期
間
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
が
、
⒟
で
規
定
さ
れ
て

い
る
例
外
的
な
場
合
に
は
、
３
０
日
の
期
間
の
ま
ま
適
用

す
る
。 

⒡ 
ケ
ー
ス
１
の
⒣
、
⒤
、
⒥
、
⒦
及
び
⒧
を
適
用
す
る
。 

⒢ 
包
括
的
な
通
告
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
ケ
ー
ス
１
の

⒨
を
適
用
す
る
が
、
例
外
と
し
て
、
積
荷
を
３
年
間
ま
で

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。こ
の
受
理
の
撤
回
に
対
し
て
は
、

ケ
ー
ス
１
の
⒩
を
適
用
す
る
。 

⑶ 

ア
ン
バ
ー
規
制
手
続
の
対
象
と
な
る
廃
棄
物
の
返
還
又
は
再

輸
出
の
義
務 

関
係
国
が
同
意
を
与
え
た
ア
ン
バ
ー
規
制
手
続
の
対
象
と

な
る
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
が
、
不
法
取
引
そ
の
他

の
理
由
に
よ
り
、
契
約
の
条
件
に
従
っ
て
完
了
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
に
は
、
輸
入
国
の
権
限
あ
る
当
局
は
、
輸
出

国
の
権
限
あ
る
当
局
に
対
し
て
速
や
か
に
通
報
す
る
も
の
と

す
る
。
輸
入
国
に
お
い
て
環
境
上
適
正
な
方
法
で
当
該
廃
棄

物
を
回
収
す
る
た
め
に
代
替
的
な
取
決
め
を
交
わ
す
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
場
合
に
応
じ
て
次
の
規
定
を
適

用
す
る
。 

⒜ 

輸
入
国
か
ら
輸
出
国
へ
の
返
還 

輸
入
国
の
権
限
あ
る
当
局
は
、
特
に
廃
棄
物
を
返
還

す
る
理
由
を
示
し
た
上
で
、
輸
出
国
及
び
通
過
国
の
権
限

あ
る
当
局
に
対
し
て
通
報
す
る
も
の
と
す
る
。
輸
出
国
の

権
限
あ
る
当
局
は
、
当
該
廃
棄
物
の
返
還
を
認
め
る
も
の

と
す
る
。
さ
ら
に
、
輸
出
国
及
び
通
過
国
の
権
限
あ
る
当

局
は
、
当
該
廃
棄
物
の
返
還
に
反
対
し
、
又
は
こ
れ
を
妨

害
し
な
い
も
の
と
す
る
。
返
還
は
、
輸
入
国
が
輸
出
国
に

対
し
て
通
報
し
た
時
点
か
ら
９
０
日
以
内
に
、
又
は
関
係

す
る
加
盟
国
が
合
意
す
る
他
の
期
間
内
に
実
施
す
る
も

の
と
す
る
。
新
た
な
通
過
国
が
新
た
な
通
告
を
要
求
す
る

こ
と
が
あ
り
え
る
。 

⒝ 

輸
入
国
か
ら
当
初
の
輸
出
国
以
外
の
国
へ
の
再
輸
出 

ア
ン
バ
ー
規
制
手
続
の
対
象
と
な
る
廃
棄
物
の
輸
入

国
か
ら
の
再
輸
出
は
、
輸
入
国
に
お
け
る
輸
出
者
か
ら
関

係
国
及
び
当
初
の
輸
出
国
へ
の
通
告
に
従
っ
た
場
合
に

限
り
、
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
通
告
及
び
規
制
手
続

は
、
関
係
国
の
権
限
あ
る
当
局
に
関
す
る
規
定
を
当
初
の

輸
出
国
の
権
限
あ
る
当
局
に
も
準
用
す
る
こ
と
と
し
た

上
で
、
セ
ク
シ
ョ
ン
Ｄ
の
⑵
の
ケ
ー
ス
１
の
規
定
に
従
う

も
の
と
す
る
。 

⑷ 

ア
ン
バ
ー
規
制
手
続
の
対
象
と
な
る
廃
棄
物
の
通
過
国
か
ら

の
返
還
の
義
務 

通
過
国
の
権
限
あ
る
当
局
は
、
関
係
国
が
同
意
を
与
え
た

ア
ン
バ
ー
規
制
手
続
の
対
象
と
な
る
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え

る
移
動
が
通
告
及
び
移
動
書
類
の
要
件
と
適
合
し
て
お
ら
ず
、

又
は
不
法
取
引
で
あ
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、
輸
出
国
及
び

輸
入
国
並
び
に
他
の
通
過
国
の
権
限
あ
る
当
局
に
対
し
て
速

や
か
に
通
報
す
る
も
の
と
す
る
。
環
境
上
適
正
な
方
法
で
当

該
廃
棄
物
を
回
収
す
る
た
め
に
代
替
的
な
取
決
め
を
交
わ
す

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
輸
出
国
の
権
限
あ
る
当

局
は
、
当
該
廃
棄
物
に
係
る
積
荷
の
返
還
を
認
め
る
も
の
と

す
る
。 

ま
た
、
輸
出
国
及
び
他
の
通
過
国
の
権
限
あ
る
当
局
は
、

当
該
廃
棄
物
の
返
還
に
反
対
し
、
又
は
こ
れ
を
妨
害
し
な
い

も
の
と
す
る
。
返
還
は
、
通
過
国
が
輸
出
国
に
対
し
て
通
報

し
た
時
点
か
ら
９
０
日
以
内
に
、
又
は
関
係
国
が
合
意
す
る

他
の
期
間
内
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

⑸ 

承
認
さ
れ
た
貿
易
業
者
に
関
す
る
規
定 

⒜ 

承
認
さ
れ
た
貿
易
業
者
は
、
輸
出
者
又
は
輸
入
者
で
あ
る

こ
と
に
伴
う
全
て
の
責
任
を
も
っ
て
廃
棄
物
の
輸
出
者
又



 

 

は
輸
入
者
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

⒝ 
第
Ⅱ
章
の
セ
ク
シ
ョ
ン
Ｄ
の
⑵
の
ケ
ー
ス
１
の
ａ
）
に
お

い
て
求
め
ら
れ
る
通
告
書
類
は
、
第
Ⅱ
章
の
セ
ク
シ
ョ
ン

Ｄ
の
⑴
の
⒜
に
お
い
て
示
さ
れ
た
適
切
な
契
約
が
機
能
し
、

か
つ
、
全
て
の
関
係
国
に
お
い
て
法
的
に
執
行
可
能
で
あ

る
旨
の
輸
入
者
の
署
名
を
添
え
た
宣
言
を
含
め
た
も
の
と

す
る
。 

⑹ 

交
換
（
Ｒ
１
２
）
お
よ
び
集
積
（
Ｒ
１
３
）
の
作
業
に
関
す

る
規
定 

交
換
（
Ｒ
１
２
）
又
は
集
積
（
Ｒ
１
３
）
の
作
業
に
向
け

ら
れ
た
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
に
関
し
て
は
、
ケ
ー

ス
１
の
⒜
か
ら
⒥
ま
で
、⒨
及
び
⒩
を
適
用
す
る
。さ
ら
に
、 

⒜ 

こ
の
決
定
の
附
属
書
５
Ｂ
に
掲
げ
ら
れ
た
Ｒ
１
２
又
は
Ｒ

１
３
の
回
収
作
業
が
実
施
さ
れ
る
施
設
に
廃
棄
物
が
向
け

ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
後
に
附
属
書
５
Ｂ
に
掲
げ
ら
れ

た
Ｒ
１
か
ら
Ｒ
１
１
ま
で
の
回
収
作
業
が
実
施
さ
れ
、
又

は
実
施
さ
れ
う
る
回
収
施
設
に
つ
い
て
も
、
通
告
書
類
に

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

⒝ 

Ｒ
１
２
又
は
Ｒ
１
３
に
係
る
回
収
施
設
は
、
廃
棄
物
を
受

領
し
て
か
ら
３
日
以
内
に
、
輸
出
者
並
び
に
輸
出
国
及
び

輸
入
国
の
権
限
あ
る
当
局
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
一
通
の
署

名
付
き
の
移
動
書
類
の
写
し
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

当
該
施
設
は
、
移
動
書
類
の
原
本
を
３
年
間
保
管
す
る
も

の
と
す
る
。 

⒞ 

Ｒ
１
２
又
は
Ｒ
１
３
に
係
る
施
設
は
、可
能
な
限
り
早
く
、

か
つ
、
Ｒ
１
２
又
は
Ｒ
１
３
に
係
る
回
収
作
業
の
完
了
か

ら
３
０
日
以
内
で
あ
っ
て
、
廃
棄
物
の
受
領
か
ら
１
暦
年

以
内
に
、
郵
送
、
電
子
署
名
付
き
の
電
子
メ
ー
ル
、
電
子

署
名
な
し
の
電
子
メ
ー
ル
及
び
そ
れ
に
続
け
て
の
郵
送
、

又
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
及
び
そ
れ
に
続
け
て
の
郵
送
に
よ
っ

て
、
輸
出
者
並
び
に
輸
出
国
及
び
輸
入
国
の
権
限
あ
る
当

局
に
対
し
て
回
収
証
明
書
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

⒟ 

Ｒ
１
２
又
は
Ｒ
１
３
に
係
る
回
収
施
設
は
、
回
収
用
の
廃

棄
物
を
輸
入
国
に
立
地
す
る
Ｒ
１
か
ら
Ｒ
１
１
ま
で
に
係

る
回
収
施
設
に
引
き
渡
し
た
と
き
は
、
可
能
な
限
り
早
く
、

か
つ
、
遅
く
と
も
当
該
廃
棄
物
の
引
渡
し
か
ら
１
暦
年
以

内
に
、
当
該
施
設
に
お
い
て
廃
棄
物
の
回
収
が
完
了
し
た

旨
の
当
該
Ｒ
１
か
ら
Ｒ
１
１
ま
で
に
係
る
施
設
に
よ
る
証

明
書
を
受
け
取
る
も
の
と
す
る
。
当
該
Ｒ
１
２
又
は
Ｒ
１

３
に
係
る
施
設
は
、
当
該
証
明
書
に
係
る
国
境
を
越
え
る

移
動
を
特
定
し
た
上
で
、
輸
入
国
及
び
輸
出
国
の
権
限
あ

る
当
局
に
対
し
て
即
座
に
適
切
な
証
明
書
を
送
付
す
る
も

の
と
す
る
。 

⒠ 

Ｒ
１
２
又
は
Ｒ
１
３
に
係
る
回
収
施
設
が
、
回
収
の
た
め

の
廃
棄
物
を
次
の
い
ず
れ
か
に
立
地
す
る
Ｒ
１
か
ら
Ｒ
１

１
ま
で
に
係
る
回
収
施
設
に
引
き
渡
し
た
と
き
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
の
通
告
が
求
め
ら
れ
る
。 

ⅰ
） 

当
初
の
輸
出
国
に
立
地
す
る
と
き
は
、
セ
ク
シ
ョ

ン
Ｄ
の
⑵
に
適
合
す
る
新
た
な
通
告 

ⅱ
） 

当
初
の
輸
出
国
以
外
の
第
三
国
に
立
地
す
る
と
き

は
、
セ
ク
シ
ョ
ン
Ｄ
の
⑶
の
⒝
に
適
合
す
る
新
た
な

通
告 

  

附
属
書
１
： 

規
制
す
る
廃
棄
物
の
分
類

3 

 

廃
棄
の
経
路 

 

Ｙ
１ 

病
院
、
医
療
セ
ン
タ
ー
及
び
診
療
所
に
お
け
る
医
療
行
為

か
ら
生
ず
る
医
療
廃
棄
物 

Ｙ
２ 

医
薬
品
の
製
造
及
び
調
剤
か
ら
生
ず
る
廃
棄
物 

Ｙ
３ 
廃
医
薬
品 

Ｙ
４ 
駆
除
剤
及
び
植
物
用
薬
剤
の
製
造
、
調
合
及
び
使
用
か
ら

生
ず
る
廃
棄
物 

Ｙ
５ 

木
材
保
存
用
薬
剤
の
製
造
、
調
合
及
び
使
用
か
ら
生
ず
る

廃
棄
物 

Ｙ
６ 

有
機
溶
剤
の
製
造
、
調
合
及
び
使
用
か
ら
生
ず
る
廃
棄
物 

Ｙ
７ 

熱
処
理
及
び
焼
戻
作
業
か
ら
生
ず
る
シ
ア
ン
化
合
物
を
含

む
廃
棄
物 

Ｙ
８ 

当
初
に
意
図
し
た
使
用
に
適
用
し
な
い
廃
鉱
油 

Ｙ
９ 

油
と
水
又
は
炭
化
水
素
と
水
の
混
合
物
又
は
乳
濁
物
で
あ

る
廃
棄
物 

Ｙ
10 

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
（
Ｐ
Ｃ
Ｂ
）
、
ポ
リ
塩
化
テ
ル
フ

ェ
ニ
ル
（
Ｐ
Ｃ
Ｔ
）
若
し
く
は
ポ
リ
臭
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
（
Ｐ

Ｂ
Ｂ
）
を
含
み
又
は
こ
れ
ら
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物

質
及
び
廃
棄
物
品 

Ｙ
11 

精
製
、
蒸
留
及
び
あ
ら
ゆ
る
熱
分
解
処
理
か
ら
生
ず
る
タ

ー
ル
状
の
残
滓 

Ｙ
12 

イ
ン
キ
、
染
料
、
顔
料
、
ラ
ッ
カ
ー
及
び
ワ
ニ
ス
の
製
造
、

調
合
及
び
使
用
か
ら
生
ず
る
廃
棄
物 

Ｙ
13 

樹
脂
、
ラ
テ
ッ
ク
ス
、
可
塑
剤
及
び
接
着
剤
の
製
造
、
調

合
及
び
使
用
か
ら
生
ず
る
廃
棄
物 

Ｙ
14 

研
究
開
発
又
は
教
育
上
の
活
動
か
ら
生
ず
る
同
定
さ
れ

て
い
な
い
又
は
新
規
の
廃
化
学
品
で
あ
っ
て
、
人
又
は
環

境
に
及
ぼ
す
影
響
が
未
知
の
も
の 

Ｙ
15 

こ
の
条
約
以
外
の
法
的
な
規
制
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な

い
爆
発
性
の
廃
棄
物 

Ｙ
16 

写
真
用
化
学
薬
品
及
び
現
像
剤
の
製
造
、
調
合
及
び
使
用

か
ら
生
ず
る
廃
棄
物 

Ｙ
17 

金
属
及
び
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
表
面
処
理
か
ら
生
ず
る
廃

棄
物 

Ｙ
18 

産
業
廃
棄
物
の
処
分
作
業
か
ら
生
ず
る
廃
棄
物 

 

次
に
掲
げ
る
成
分
を
含
有
す
る
廃
棄
物 

 

Ｙ
19 

金
属
カ
ル
ボ
ニ
ル 

Ｙ
20 

ベ
リ
リ
ウ
ム
、
ベ
リ
リ
ウ
ム
化
合
物 

Ｙ
21 

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物 

Ｙ
22 

銅
化
合
物 

Ｙ
23 

亜
鉛
化
合
物 

Ｙ
24 

砒
素
、
砒
素
化
合
物 

Ｙ
25 

セ
レ
ン
、
セ
レ
ン
化
合
物 

Ｙ
26 

カ
ド
ミ
ウ
ム
、
カ
ド
ミ
ウ
ム
化
合
物 

Ｙ
27 

ア
ン
チ
モ
ン
、
ア
ン
チ
モ
ン
化
合
物 

Ｙ
28 

テ
ル
ル
、
テ
ル
ル
化
合
物 

Ｙ
29 

水
銀
、
水
銀
化
合
物 

Ｙ
30 

タ
リ
ウ
ム
、
タ
リ
ウ
ム
化
合
物 

Ｙ
31 

鉛
、
鉛
化
合
物 

Ｙ
32 

ふ
っ
化
カ
ル
シ
ウ
ム
を
除
く
無
機
ふ
っ
素
化
合
物 

Ｙ
33 

無
機
シ
ア
ン
化
合
物 

Ｙ
34 

酸
性
溶
液
又
は
固
体
状
の
酸 

Ｙ
35 

塩
基
性
溶
液
又
は
固
体
状
の
塩
基 

Ｙ
36 

石
綿
（
粉
じ
ん
及
び
繊
維
状
の
も
の
） 

Ｙ
37 

有
機
り
ん
化
合
物 

Ｙ
38 

有
機
シ
ア
ン
化
合
物 

Ｙ
39 

フ
ェ
ノ
ー
ル
、
フ
ェ
ノ
ー
ル
化
合
物
（
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
ー

ル
を
含
む
。） 

Ｙ
40 

エ
ー
テ
ル 

Ｙ
41 

ハ
ロ
ゲ
ン
化
さ
れ
た
有
機
溶
剤 



 

 

Ｙ
42 

ハ
ロ
ゲ
ン
化
さ
れ
た
溶
剤
を
除
く
有
機
溶
剤 

Ｙ
43 

ポ
リ
塩
化
ジ
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン
類 

Ｙ
44 
ポ
リ
塩
化
ジ
ベ
ン
ゾ-

パ
ラ-

ジ
オ
キ
シ
ン
類 

Ｙ
45 
こ
の
附
属
書
（
例
え
ば
Ｙ
39
及
び
Ｙ
41
か
ら
Ｙ
44
ま

で
）
に
掲
げ
る
物
質
以
外
の
有
機
ハ
ロ
ゲ
ン
化
合
物 

附
属
書
２
： 

有
害
な
特
性
の
リ
ス
ト

4 

 

分
類
番
号

5

：
特
性 

Ｈ
１
：
爆
発
性 

爆
発
性
の
物
質
又
は
廃
棄
物
と
は
、
固
体
又
は
液
体
の
物
質
又

は
廃
棄
物
（
又
は
こ
れ
ら
の
混
合
物
）
で
あ
っ
て
、
化
学
反
応
に

よ
り
そ
れ
自
体
が
周
囲
に
対
し
て
損
害
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
温

度
、
圧
力
及
び
速
度
で
ガ
ス
を
発
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
を

い
う
。 

Ｈ
３
：
引
火
性
の
液
体 

引
火
性
の
液
体
と
は
、
液
体
、
液
体
の
混
合
物
、
固
体
を
溶
解

し
た
液
体
又
は
懸
濁
液
（
例
え
ば
、
塗
料
、
ワ
ニ
ス
、
ラ
ッ
カ
ー

等
が
該
当
す
る
が
、
危
険
な
特
性
に
よ
り
他
に
分
類
さ
れ
る
物
質

及
び
廃
棄
物
は
、
除
く
。）
で
あ
っ
て
、
密
閉
容
器
試
験
に
お
い
て

摂
氏
６
０
．５
度
以
下
又
は
開
放
容
器
試
験
に
お
い
て
摂
氏
６
５
．

６
度
以
下
の
温
度
で
引
火
性
の
蒸
気
を
発
生
す
る
も
の
を
い
う

（
開
放
法
規
試
験
及
び
密
閉
容
器
試
験
の
結
果
は
、
厳
密
に
同
じ

も
の
で
は
な
い
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
同
一
の
試
験
に
よ
る
個
々

の
結
果
さ
え
も
異
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ
の
よ
う
な
相
違
を

考
慮
に
入
れ
る
た
め
こ
れ
ら
の
数
値
と
は
異
な
る
基
準
を
設
け
る

こ
と
は
、
こ
の
定
義
の
考
え
方
の
許
容
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
） 

Ｈ
４
．
１
：
可
燃
性
の
固
体 

固
体
又
は
固
体
廃
棄
物
（
爆
発
性
に
分
類
さ
れ
る
も
の
を
除

く
。）
で
あ
っ
て
、
運
搬
中
に
起
こ
る
こ
と
の
あ
る
条
件
の
下
で
、

燃
焼
し
や
す
く
又
は
摩
擦
に
よ
り
、
燃
焼
を
引
き
起
こ
し
若
し
く

は
燃
焼
を
助
け
る
も
の
。 

Ｈ
４
．
２
：
自
然
発
火
し
や
す
い
物
質
又
は
廃
棄
物 

運
搬
中
に
お
け
る
通
常
の
条
件
の
下
で
自
然
に
発
熱
す
る
こ
と

に
よ
り
又
は
空
気
と
作
用
し
て
発
熱
す
る
こ
と
に
よ
り
発
火
し
や

す
い
物
質
又
は
廃
棄
物 

Ｈ
４
．
３
：
水
と
作
用
し
て
引
火
性
の
ガ
ス
を
発
生
す
る
物
質
又

は
廃
棄
物 

水
と
の
相
互
作
用
に
よ
り
、
自
然
発
火
し
や
す
く
な
り
又
は
危

険
な
量
の
引
火
性
ガ
ス
を
発
生
し
や
す
い
物
質
又
は
廃
棄
物 

Ｈ
５
．
１
：
酸
化
性 

そ
れ
自
体
に
は
必
ず
し
も
燃
焼
性
は
な
い
が
、
一
般
的
に
酸
素

を
発
生
す
る
こ
と
に
よ
り
他
の
物
を
燃
焼
さ
せ
又
は
他
の
物
の
燃

焼
を
助
け
る
物
質
又
は
廃
棄
物 

Ｈ
５
．
２
：
有
機
過
酸
化
物 

二
価
の-

０-

０-

構
造
を
含
む
有
機
物
質
又
は
廃
棄
物
は
、発
熱

を
伴
う
自
己
加
速
的
な
分
解
を
行
う
こ
と
の
あ
る
熱
に
対
し
て
不

安
定
な
物
質
で
あ
る
。 

Ｈ
６
．
１
：
毒
性
（
急
性
） 

え
ん
下
し
、
吸
入
し
又
は
皮
膚
接
触
し
た
場
合
に
、
死
若
し
く

は
重
大
な
傷
害
を
引
き
起
こ
し
又
は
人
の
健
康
を
害
し
や
す
い
物

質
又
は
廃
棄
物 

Ｈ
６
．
２
：
病
毒
を
う
つ
し
や
す
い
物
質 

動
物
若
し
く
は
人
に
疾
病
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
知
ら
れ
若
し

く
は
疑
わ
れ
て
い
る
生
き
た
微
生
物
又
は
そ
の
毒
素
を
含
有
す
る

物
質
又
は
廃
棄
物 

Ｈ
８
：
腐
食
性 

化
学
作
用
に
よ
り
、
生
体
組
織
に
接
触
し
た
場
合
に
重
大
な
傷

害
を
生
じ
又
は
漏
出
し
た
場
合
に
他
の
物
品
若
し
く
は
運
搬
手
段

に
著
し
い
損
害
を
与
え
若
し
く
は
こ
れ
ら
を
破
壊
す
る
物
質
又
は

廃
棄
物
（
こ
れ
ら
の
物
質
又
は
廃
棄
物
は
、
他
の
有
害
な
作
用
も

引
き
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
。） 

Ｈ
１
０
：
空
気
又
は
水
と
作
用
す
る
こ
と
に
よ
る
毒
性
ガ
ス
の
発

生 

空
気
又
は
水
と
の
相
互
作
用
に
よ
り
、
危
険
な
量
の
毒
性
ガ
ス

を
発
生
し
や
す
い
物
質
又
は
廃
棄
物 

Ｈ
１
１
：
毒
性
（
遅
発
性
又
は
慢
性
） 

吸
入
し
若
し
く
は
摂
取
し
又
は
皮
膚
に
浸
透
し
た
場
合
に
、
発

が
ん
性
を
含
む
遅
発
性
又
は
慢
性
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
あ
る

物
質
又
は
廃
棄
物 

Ｈ
１
２
：
生
態
毒
性 

放
出
さ
れ
た
場
合
に
、
生
物
濃
縮
に
よ
り
又
は
生
物
系
に
対
す

る
毒
性
作
用
に
よ
り
、
環
境
に
対
し
即
時
又
は
遅
発
性
の
悪
影
響

を
及
ぼ
し
又
は
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
物
質
又
は
廃
棄
物 

Ｈ
１
３
： 

 
 

 

処
分
の
後
、
何
ら
か
の
方
法
に
よ
り
、
こ
の
表
に
掲
げ
る
特
性

を
有
す
る
他
の
物
（
例
え
ば
浸
出
液
）
を
生
成
す
る
こ
と
が
可
能

な
物 

 

試
験 

 

あ
る
種
の
廃
棄
物
が
も
た
ら
す
潜
在
的
な
危
害
は
、
ま
だ
完
全

に
立
証
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
危
害
を
定
量
的
に
明
ら
か

に
す
る
試
験
は
、
存
在
し
な
い
。
当
該
廃
棄
物
が
も
た
ら
す
人
又

は
環
境
へ
の
潜
在
的
な
危
害
の
特
性
を
表
す
方
法
を
開
発
す
る
た

め
、
更
に
、
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
標
準
的
な
試
験
は
、
不
純
物

を
含
ま
な
い
物
質
及
び
物
に
関
し
て
開
発
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ

る
。
附
属
書
５
Ａ
又
は
５
Ｂ
に
掲
げ
る
処
分
又
は
回
収
が
行
わ
れ

る
物
質
が
、
こ
の
附
属
書
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
特
性
を
示
す
か
を

決
定
す
る
た
め
、
多
数
の
加
盟
国
が
こ
れ
ら
の
物
質
に
つ
い
て
適

用
す
る
こ
と
の
で
き
る
試
験
を
開
発
し
て
き
た
。 

  

附
属
書
３
： 

グ
リ
ー
ン
規
制
手
続
が
適
用
さ
れ
る
廃
棄
物
の
リ
ス
ト 

  

廃
棄
物
が
こ
の
リ
ス
ト
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ

ら
ず
、
⒜
こ
の
決
定
附
属
書
６
の
基
準
を
考
慮
に
い
れ
れ
ば
、
ア

ン
バ
ー
廃
棄
物
リ
ス
ト
へ
の
記
載
を
適
当
と
す
る
に
十
分
な
ほ
ど

当
該
廃
棄
物
の
危
険
性
を
増
大
さ
せ
る
程
度
に
ま
で
他
の
物
質
に

よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
、
⒝
当
該
廃
棄
物
の

環
境
保
全
上
適
正
な
回
収
作
業
を
阻
害
す
る
程
度
に
ま
で
他
の
物

質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
も
の
に
対
し
て
は
、
グ
リ
ー
ン
規

制
手
続
は
適
用
さ
れ
な
い
。 

 

第
Ⅰ
部
： 

バ
ー
ゼ
ル
条
約
附
属
書
Ⅸ
に
掲
げ
る
廃
棄
物 

  

こ
の
決
定
の
目
的
の
た
め
に
、 

 

ａ
） 

バ
ー
ゼ
ル
条
約
附
属
書
Ⅸ
に
あ
る
リ
ス
ト
Ａ
に
関
す

る
注
釈
は
、
こ
の
決
定
附
属
書
４
に
関
す
る
注
釈
と
し
て

理
解
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

ａ
の
２
） 

バ
ー
ゼ
ル
条
約
附
属
書
Ｉ
又
は
Ⅲ
に
あ
る
注
釈

は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
決
定
附
属
書
１
又
は
２
に
関
す
る
注

釈
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

ｂ
） 

バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
Ｂ
１
０
２
０
中
の
用
語
「
塊
状
の

も
の
」
に
は
、
全
て
の
飛
散
性
を
有
し
な
い

6

形
状
の
金

属
ス
ク
ラ
ッ
プ
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。 

ｃ
） 

バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
Ｂ
１
０
３
０
は
、
バ
ー
ゼ
ル
条
約

の
改
正
の
承
認
を
待
っ
て
い
る
と
お
り
、
「
耐
火
性
の
金

属
を
含
む
残
滓
」
と
読
む
も
の
と
す
る
。 



 

 

ｄ
） 

「
銅
の
処
理
か
ら
生
ず
る
ス
ラ
グ
」
等
に
関
す
る
バ

ー
ゼ
ル
条
約
の
Ｂ
１
１
０
０
は
適
用
せ
ず
、
代
わ
り
に
第

２
部
に
あ
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
Ｇ
Ｂ
０
４
０
を
適
用
す
る
も

の
と
す
る
。 

 
 

ｅ
） 
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
Ｂ
２
０
５
０
は
適
用
せ
ず
、
代
わ

り
に
第
２
部
に
あ
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
Ｇ
Ｇ
０
４
０
を
適
用

す
る
も
の
と
す
る
。 

ｆ
） 

バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
Ｂ
３
０
１
１
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟

国
間
で
こ
れ
を
こ
の
決
定
に
組
み
込
む
こ
と
に
つ
い
て

合
意
に
達
し
な
か
っ
た
た
め
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

7

ま
た
、
以
前
の
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
Ｂ
３
０
１
０8

こ
の
決

定
に
引
き
続
き
適
用
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

加
盟
国
間
で
合
意
に
達
し
な
か
っ
た
。
こ
の
状
況
の
結
果

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
加
盟
国
は
、
国
内
法
令
及
び
国
際

法
に
調
和
す
る
形
で
、
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
Ｂ
３
０
１
１
の

対
象
と
な
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
廃
棄
物
を
規
制
す
る
権

利
を
有
す
る
。
加
盟
国
は
、
Ｂ
３
０
１
１
の
対
象
と
な
る

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
廃
棄
物
の
規
制
に
つ
い
て
２
０
２
１

年
１
月
１
５
日
ま
で
に
、
ま
た
、
当
該
規
制
の
将
来
的
な

変
更
に
つ
い
て
適
宜
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
事
務
局
に
対
し
て
通
報

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
事
務
局
は
得
た
情
報

を
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

ｇ
）  

バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
Ｂ
１
１
１
０9

は
適
用
し
な
い
も
の

と
す
る
。 

  

第
Ⅱ
部
： 

次
に
掲
げ
る
廃
棄
物
に
も
グ
リ
ー
ン
規
制
手
続
が
適
用
さ
れ
る
。 

 

金
属
の
溶
解
、
精
錬
又
は
精
製
に
伴
い
生
ず
る
金
属
を
含
む
廃
棄

物 Ｇ
Ｂ
０
４
０ 

 

７
１
１
２ 

２
６
２
０
３
０ 

２
６
２
０
９
０ 

貴
金
属
又
は
銅
の
高
度
精
錬
に
伴
い
生
ず
る
ス
ラ
グ 

 

金
属
を
含
む
そ
の
他
の
廃
棄
物 

Ｇ
Ｃ
０
１
０1

0 
 
 
 
 
 
 

 

金
属
又
は
合
金
の
み
か
ら
成
る
電
気
部
品 

Ｇ
Ｃ
０
２
０1

1 

電
子
ス
ク
ラ
ッ
プ
（
例
え
ば
、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
、
電
子
部
品 

電
線
等
）
及
び
卑
金
属
又
は
貴
金
属
の
回
収
に
適
し
た
規
格
外 

の
電
子
部
品 

Ｇ
Ｃ
０
３
０ 

 

例 

８
９
０
８
０
０ 

 

解
体
さ
れ
る
船
舶
及
び
海
上
浮
体
構
造
物
（
貨
物
及
び
船
舶
の 

運
航
に
伴
い
生
ず
る
物
で
あ
っ
て
危
険
な
物
質
又
は
廃
棄
物
と 

さ
れ
る
も
の
を
除
去
し
た
も
の
に
限
る
。） 

Ｇ
Ｃ
０
５
０ 

使
用
済
み
の
液
体
接
触
分
解
（
Ｆ
Ｃ
Ｃ
）
触
媒
（
例
え
ば
、
酸 

化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
ゼ
オ
ラ
イ
ト
） 

 

非
飛
散
性
形
態
の
ガ
ラ
ス
の
廃
棄
物 

Ｇ
Ｅ
０
２
０ 
 

例 

７
０
０
１ 

例 

７
０
１
９
３
９ 

 

グ
ラ
ス
フ
ァ
イ
バ
ー
の
廃
棄
物 

 

非
飛
散
性
形
態
の
陶
磁
器
の
廃
棄
物 

Ｇ
Ｆ
０
１
０ 

 
成
形
後
焼
成
さ
れ
て
い
る
陶
磁
器
の
廃
棄
物
（
セ
ラ
ミ
ッ
ク
製 

の
容
器
を
含
み
、
使
用
前
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
な
い
。） 

 

無
機
物
を
主
成
分
と
し
、
金
属
又
は
有
機
物
を
含
む
お
そ
れ
の
あ

る
そ
の
他
の
廃
棄
物 

Ｇ
Ｇ
０
３
０ 

 

例 

２
６
２
１ 

 
 

 
 

燃
え
殻
及
び
石
炭
火
力
発
電
所
か
ら
生
ず
る
ス
ラ
グ
タ
ッ
プ 

Ｇ
Ｇ
０
４
０ 

 

例 

２
６
２
１ 

 
 

 
 

石
炭
火
力
発
電
所
か
ら
生
ず
る
飛
灰 

 

固
形
状
の
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類 

Ｇ
Ｈ
０
１
３1

2 
 

３
９
１
５
３
０ 

 
 

例 

３
９
０
４
１
０-

４
０ 

塩
化
ビ
ニ
ル
の
重
合
体 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

な
め
し
処
理
、
皮
革
加
工
又
は
皮
革
利
用
か
ら
生
ず
る
廃
棄
物 

Ｇ
Ｎ
０
１
０ 

 
 

例 

０
５
０
２
０
０ 

 
 
 

 

豚
毛
、
い
の
し
し
の
毛
、
あ
な
ぐ
ま
の
毛
そ
の
他
ブ
ラ
シ
製
造 

用
の
獣
毛
の
廃
棄
物 

Ｇ
Ｎ
０
２
０ 

 

例 

０
５
０
３
０
０ 

 
 
 

 

馬
毛
の
廃
棄
物
（
支
持
物
を
使
用
す
る
こ
と
な
く
、
又
は
支
持

物
を
使
用
し
て
層
状
に
し
て
あ
る
か
否
か
を
問
わ
な
い
。） 

Ｇ
Ｎ
０
３
０ 

 

例 

０
５
０
５
９
０ 

 
 
 

 
 

羽
毛
皮
そ
の
他
の
羽
毛
付
き
の
鳥
の
部
分
、
羽
毛
及
び
そ
の
部

分
（
縁
を
整
え
て
あ
る
か
否
か
を
問
わ
な
い
。
）
並
び
に
鳥
の
綿

毛
の
廃
棄
物
（
単
に
清
浄
に
し
、
消
毒
し
又
は
保
存
の
た
め
に

処
理
し
た
も
の
に
限
る
。） 

 

附
属
書
４
： 

ア
ン
バ
ー
規
制
手
続
が
適
用
さ
れ
る
廃
棄
物
の
リ
ス
ト 

 

第
Ｉ
部
： 

バ
ー
ゼ
ル
条
約
附
属
書
Ⅱ
及
び
Ⅷ
に
掲
げ
る
廃
棄
物 

 

こ
の
決
定
の
目
的
の
た
め
に
、 

 
 

ａ
） 

バ
ー
ゼ
ル
条
約
附
属
書
Ⅷ
に
あ
る
リ
ス
ト
Ｂ
に
関

す
る
注
釈
は
、
こ
の
決
定
附
属
書
３
に
関
す
る
注
釈
と
し

て
理
解
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

ａ
の
２
） 

バ
ー
ゼ
ル
条
約
附
属
書
Ｉ
又
は
Ⅲ
に
あ
る
注

釈
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
決
定
附
属
書
１
又
は
２
に
関
す
る

注
釈
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

ｂ
） 

バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
Ａ
１
０
１
０
中
の
用
語
「
Ｂ
表

（
附
属
書
Ⅸ
）
に
特
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
」
は
、
附
属

書
３
の
第
Ⅰ
部
⒝
に
あ
る
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
Ｂ
１
０
２

０
及
び
そ
の
注
釈
の
両
方
を
言
及
し
た
も
の
と
す
る
。 

 
 

ｃ
） 

バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
Ａ
２
０
６
０
は
適
用
せ
ず
、
代

わ
り
に
附
属
書
３
に
あ
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
Ｇ
Ｇ
０
４
０
を

適
切
な
場
合
に
は
適
用
す
る
。
加
盟
国
は
こ
の
種
類
の
廃

棄
物
を
、
附
属
書
３
又
は
４
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
廃
棄

物
に
関
す
る
こ
の
決
定
第
２
章
Ｂ
条
６
の
規
定
、
及
び
、

附
属
書
３
の
前
書
き
に
基
づ
き
、
規
制
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

 
 

ｄ
） 

バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
Ａ
４
０
５
０
に
は
、
Ｙ
33
の
無



 

 

機
シ
ア
ン
化
合
物
を
含
有
す
る
こ
と
か
ら
、
使
用
済
み
の

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
精
錬
に
用
い
る
電
解
槽
の
内
張
り
を

含
む
も
の
と
す
る
。
シ
ア
ン
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
Ｙ
32
の
ふ
っ
化
カ
ル
シ
ウ
ム
を
除
く
無
機
ふ
っ
素

化
合
物
を
含
有
す
る
こ
と
か
ら
、
使
用
済
み
の
電
解
槽
の

内
張
り
は
第
２
部
の
Ａ
Ｂ
１
２
０
に
該
当
す
る
。 

ｅ
） 

バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
Ａ
３
２
１
０
は
適
用
せ
ず
、
代
わ

り
に
第
２
部
に
あ
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
Ａ
Ｃ
３
０
０
を
適
用
す

る
も
の
と
す
る
。 

ｆ
） 

バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
Ｙ
481

3

は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
間

で
こ
れ
を
こ
の
決
定
に
組
み
込
む
こ
と
に
つ
い
て
合
意
に

達
し
な
か
っ
た
た
め
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る

1
4

。
こ

の
状
況
の
結
果
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
加
盟
国
は
、
国
内

法
令
及
び
国
際
法
に
調
和
す
る
形
で
、
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の

Ｙ
48
の
対
象
と
な
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
廃
棄
物
を
規
制

す
る
権
利
を
有
す
る
。
加
盟
国
は
、
Ｙ
48
の
対
象
と
な
る

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
廃
棄
物
の
規
制
に
つ
い
て
２
０
２
１
年

１
月
１５
日
ま
で
に
、
ま
た
、
当
該
規
制
の
将
来
的
な
変
更

に
つ
い
て
適
宜
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
事
務
局
に
対
し
て
通
報
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
事
務
局
は
得
た
情
報
を
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

ｇ
） 

バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
Ａ
１
１
８
０
は
適
用
し
な
い
も
の

と
す
る

1
5

。
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
Ａ
１
１
８
１
及
び
Ｙ
49
は
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
間
で
こ
れ
ら
を
こ
の
決
定
に
組
み
込
む

こ
と
に
つ
い
て
合
意
に
達
し
な
か
っ
た
。
こ
の
状
況
の
結

果
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
加
盟
国
は
、
国
内
法
令
及
び
国

際
法
に
調
和
す
る
形
で
、
こ
れ
ら
の
対
象
と
な
る
電
気
及

び
電
子
機
器
廃
棄
物
を
規
制
す
る
権
利
を
有
す
る
。
例
え

ば
、
加
盟
国
に
よ
っ
て
は
Ｇ
Ｃ
０
１
０
、
Ｇ
Ｃ
０
２
０
、

Ａ
１
１
８
１
あ
る
い
は
Ｙ
49
を
必
要
に
応
じ
て
適
用
す

る
場
合
が
あ
る
。
加
盟
国
は
、
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
Ａ
１
１

８
１
及
び
Ｙ
49
の
対
象
と
な
る
電
気
及
び
電
子
機
器
廃

棄
物
の
規
制
に
つ
い
て
２
０
２
５
年
１
月
１５
日
ま
で
に
、

ま
た
、
当
該
規
制
の
将
来
的
な
変
更
に
つ
い
て
適
宜
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
事
務
局
に
対
し
て
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
事
務
局
は
得
た
情
報
を
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
で
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 第
Ⅱ
部
： 

 

次
に
掲
げ
る
廃
棄
物
に
も
ア
ン
バ
ー
規
制
手
続
が
適
用
さ
れ

る
： 

 

金
属
を
含
む
廃
棄
物 

Ａ
Ａ
０
１
０ 

 

２
６
１
９
０
０ 

鉄
鋼
業
か
ら
生
ず
る
ド
ロ
ス
、
ス
ケ
ー
ル
そ
の
他
の
廃
棄
物

1
6 

Ａ
Ａ
０
６
０ 

 

２
６
２
０
５
０ 

 

バ
ナ
ジ
ウ
ム
を
含
む
灰
及
び
残
滓

1
7 

Ａ
Ａ
１
９
０ 

 

８
１
０
４
２
０ 

 

例 

８
１
０
４
３
０ 

 

可
燃
性
若
し
く
は
自
然
発
火
性
を
有
す
る
も
の
又
は
水
と
作
用

し
て
、
危
険
な
量
の
可
燃
性
ガ
ス
を
発
生
す
る
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

の
廃
棄
物
及
び
ス
ク
ラ
ッ
プ 

 

無
機
物
を
主
成
分
と
し
、
金
属
又
は
有
機
物
を
含
む
お
そ
れ
の
あ

る
廃
棄
物 

Ａ
Ｂ
０
３
０ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

シ
ア
ン
化
合
物
を
使
用
し
な
い
金
属
の
表
面
処
理
に
伴
い
生
ず

る
廃
棄
物 

Ａ
Ｂ
０
７
０ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
鋳
物
砂 

Ａ
Ｂ
１
２
０ 

 

例 

２
８
１
２
９
０ 

例 

３
８
２
４ 

無
機
ハ
ロ
ゲ
ン
化
合
物
（
他
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。） 

 
 Ａ

Ｂ
１
３
０ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

使
用
済
み
の
ブ
ラ
ス
ト
砂 

Ａ
Ｂ
１
５
０ 

 

例 

３
８
２
４
９
０ 

精
製
さ
れ
て
い
な
い
脱
硫
石
膏
及
び
排
煙
脱
硫
石
膏 

 

有
機
物
を
主
成
分
と
し
、
金
属
又
は
無
機
物
を
含
む
お
そ
れ
の
あ

る
廃
棄
物 

Ａ
Ｃ
０
６
０ 

 

例 

３
８
１
９
０
０ 

 
 

 
 

 

水
圧
液
体 

Ａ
Ｃ
０
７
０ 

 

例 

３
８
１
９
０
０ 

ブ
レ
ー
キ
用
液
体 

Ａ
Ｃ
０
８
０ 

 

例 

３
８
２
０
０
０ 

不
凍
液 

Ａ
Ｃ
１
５
０ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
類 

Ａ
Ｃ
１
６
０ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ハ
ロ
ン
類 

Ａ
Ｃ
１
７
０ 

 

例 

４
４
０
３
１
０ 

 
 
 

 
 

化
学
処
理
さ
れ
た
コ
ル
ク
及
び
木
材
の
廃
棄
物 

Ａ
Ｃ
２
５
０ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

界
面
活
性
剤 

Ａ
Ｃ
２
６
０ 

 

例 

３
１
０
１ 

 
 

 
 

 

豚
の
ふ
ん
尿 

Ａ
Ｃ
２
７
０ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

下
水
汚
泥 

Ａ
Ｃ
３
０
０ 

 

附
属
書
２
の
特
性
を
示
す
程
度
に
、
附
属
書
１
に
規
定
す
る
成

分
を
含
み
、
又
は
当
該
成
分
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
の
廃
棄
物
（
当
該
廃
棄
物
の
混
合
物
を
含
む
。） 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

無
機
物
又
は
有
機
物
を
含
む
お
そ
れ
の
あ
る
廃
棄
物 

Ａ
Ｄ
０
９
０ 

 

例 

３
８
２
４
９
０ 

 
 
 

 

複
写
用
又
は
写
真
用
の
化
学
品
又
は
材
料
の
製
造
、
調
合
又
は

使
用
に
伴
い
生
ず
る
廃
棄
物
（
他
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。） 

Ａ
Ｄ
１
０
０ 

シ
ア
ン
化
合
物
を
使
用
し
な
い
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
表
面
処
理
か

ら
生
ず
る
廃
棄
物 

Ａ
Ｄ
１
２
０ 

 

例 

３
９
１
４
０
０ 

 
 
 

 
 

例 

３
９
１
５ 

イ
オ
ン
交
換
樹
脂 

Ａ
Ｄ
１
５
０ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ろ
材
と
し
て
使
用
さ
れ
た
自
然
由
来
の
有
機
物
（
バ
イ
オ
フ
ィ

ル
タ
ー
等
） 

 



 

 

有
機
物
を
主
成
分
と
し
、
金
属
は
無
機
物
を
含
む
お
そ
れ
の
あ
る

廃
棄
物 

Ｒ
Ｂ
０
２
０ 

 

物
理
化
学
的
に
石
綿
と
性
状
が
類
似
し
て
い
る
セ
ラ
ミ
ッ
ク
フ

ァ
イ
バ
ー 

 

附
属
書
５
．
Ａ
：
処
分
作
業

1
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附
属
書
５
Ａ
は
、
環
境
保
全
の
観
点
か
ら
適
切
で
あ
る
か
否
か
に

か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
行
わ
れ
る
処
分
作
業
の
全
て
の
も
の
を
含

む
。 

 

Ｄ
１ 

地
中
又
は
地
上
へ
の
投
棄
（
例
え
ば
、
埋
立
て
） 

Ｄ
２ 

土
壌
処
理
（
例
え
ば
、
液
状
又
は
泥
状
の
廃
棄
物
の
土
中

に
お
け
る
生
物
分
解
） 

Ｄ
３ 

地
中
の
深
部
へ
の
注
入
（
例
え
ば
、
井
戸
、
岩
塩
ド
ー
ム

又
は
天
然
の
貯
留
場
所
へ
の
ポ
ン
プ
注
送
が
可
能
な
廃
棄
物

の
注
入
） 

Ｄ
４ 

表
面
貯
留
（
例
え
ば
、
液
状
又
は
泥
状
の
廃
棄
物
を
く
ぼ

地
、
池
又
は
潟
に
貯
留
す
る
こ
と
。） 

Ｄ
５ 

特
別
に
設
計
さ
れ
た
処
分
場
に
お
け
る
埋
立
て（
例
え
ば
、

ふ
た
を
さ
れ
、
か
つ
、
相
互
に
及
び
周
囲
か
ら
隔
離
さ
れ
て

い
る
遮
水
さ
れ
た
区
画
群
に
埋
め
立
て
る
こ
と
。） 

Ｄ
６ 

海
洋
を
除
く
水
域
へ
の
放
出 

Ｄ
７ 

海
洋
へ
の
放
出
（
海
底
下
へ
の
挿
入
を
含
む
。） 

Ｄ
８ 

こ
の
附
属
書
に
お
い
て
他
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
生
物
学

的
処
理
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
生
ず
る
最
終
的
な
化
合
物
又

は
混
合
物
が
附
属
書
５
Ａ
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
作
業
方
法

に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
。 

Ｄ
９ 

こ
の
附
属
書
に
お
い
て
他
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
物
理
化

学
的
処
理
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
生
ず
る
最
終
的
な
化
合
物

又
は
混
合
物
が
附
属
書
５
Ａ
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
作
業
方

法
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
。（
例
え
ば
、
蒸

留
、
乾
燥
、
煆
焼
） 

Ｄ
10 

陸
上
に
お
け
る
焼
却 

Ｄ
11 

海
洋
に
お
け
る
焼
却 

Ｄ
12 

永
久
保
管
（
例
え
ば
、
容
器
に
入
れ
鉱
坑
に
お
い
て
保
管 

す
る
こ
と
。） 

Ｄ
13 

附
属
書
５
．
Ａ
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
作
業
に
先
立
つ
調 

合
又
は
混
合 

Ｄ
14 

附
属
書
５
．
Ａ
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
作
業
に
先
立
つ
梱 

 
 

包 

Ｄ
15 

附
属
書
５
．
Ａ
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
作
業
が
行
わ
れ
る 

ま
で
の
間
の
保
管 

  

附
属
書
５
．
Ｂ
：
回
収
作
業

1
9 

 

附
属
書
５
．
Ｂ
は
、
有
害
廃
棄
物
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
又
は
法
的

に
定
義
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
っ
て
、
こ
の
附
属
書
に
掲
げ
る
作
業

が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
附
属
書
５
．
Ａ
に
掲
げ
る
作
業

が
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
の
も
の
に
関
す
る
全
て
の
作
業
を
含
む
。 

 

Ｒ
１ 

燃
料
と
し
て
の
利
用
（
直
接
焼
却
を
除
く
。）
又
は
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
得
る
た
め
の
他
の
手
段
と
し
て
の
利
用 

Ｒ
２ 

溶
剤
の
回
収
又
は
再
生 

Ｒ
３ 

溶
剤
と
し
て
利
用
し
な
い
有
機
物
の
再
生
利
用
又
は
回
収

利
用 

Ｒ
４ 

金
属
及
び
金
属
化
合
物
の
再
生
利
用
又
は
回
収
利
用 

Ｒ
５ 

そ
の
他
の
無
機
物
の
再
生
利
用
又
は
回
収
利
用 

Ｒ
６ 

酸
又
は
塩
基
の
再
生 

Ｒ
７ 

汚
染
の
除
去
の
た
め
に
使
用
し
た
成
分
の
回
収 

Ｒ
８ 
触
媒
か
ら
の
成
分
の
回
収 

Ｒ
９ 
使
用
済
み
の
油
の
精
製
又
は
そ
の
他
の
再
利
用 

Ｒ
10 

農
業
又
は
生
態
系
の
改
良
に
役
立
つ
土
壌
処
理 

Ｒ
11 

Ｒ
１
か
ら
Ｒ
１
０
ま
で
に
掲
げ
る
作
業
か
ら
得
ら
れ
た 

残
滓
の
利
用 

Ｒ
12 

Ｒ
１
か
ら
Ｒ
１
１
ま
で
に
掲
げ
る
作
業
に
提
供
す
る
た 

め
の
廃
棄
物
の
交
換 

Ｒ
13 

附
属
書
５
．
Ｂ
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
作
業
の
た
め
の
物 

の
集
積 

  

附
属
書
６
：
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
危
険
性
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
の
基
準 

 

Ａ
） 

特
性 

 
 

１
）
通
常
、
そ
の
廃
棄
物
は
こ
の
決
定
附
属
書
２
の
有
害
特

性
を
有
し
て
い
る
か
。
さ
ら
に
、
一
以
上
の
加
盟
国
に
お

い
て
有
害
廃
棄
物
で
あ
る
と
法
的
に
定
義
さ
れ
又
は
み
な

さ
れ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
。 

 
 

２
）
そ
の
廃
棄
物
は
典
型
的
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
か
。 

 
 

３
）
そ
の
廃
棄
物
の
物
理
的
状
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。 

 
 

４
）
事
故
的
漏
洩
あ
る
い
は
管
理
の
不
備
の
際
、
浄
化
の
困

難
度
は
ど
れ
ぐ
ら
い
か
。 

５
）
歴
史
的
価
格
変
動
を
考
慮
し
た
際
、
そ
の
廃
棄
物
の
経

済
的
価
値
は
ど
の
程
度
か
。 

 

Ｂ
） 

管
理 

 
 

６
）
そ
の
廃
棄
物
を
回
収
す
る
技
術
力
は
存
在
し
て
い
る
か
。 

 
 

７
）
そ
の
廃
棄
物
の
越
境
移
動
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
伴
う
回

収
作
業
に
よ
り
環
境
へ
の
有
害
な
事
故
が
生
じ
た
こ
と
が

あ
る
か
。 

 
 

８
）
そ
の
廃
棄
物
は
、
定
期
的
に
確
立
さ
れ
た
経
路
に
よ
っ

て
取
引
さ
れ
て
い
る
か
。
ま
た
、
商
業
分
類
に
よ
る
証
明

が
あ
る
か
。 

 
 

９
）
そ
の
廃
棄
物
は
有
効
な
一
つ
の
、
あ
る
い
は
一
連
の
契

約
の
条
件
の
下
で
、
通
常
国
際
間
を
移
動
す
る
か
。 

 
 

10
）
そ
の
廃
棄
物
の
再
生
利
用
及
び
回
収
利
用
の
程
度
は
ど

れ
ぐ
ら
い
か
。
ま
た
、
そ
の
廃
棄
物
の
中
で
回
収
管
理
さ

れ
な
い
部
分
の
割
合
は
ど
れ
ぐ
ら
い
か
。 

 
 

11
）
回
収
作
業
か
ら
生
じ
る
総
合
的
な
環
境
上
の
利
益
は
ど

れ
ぐ
ら
い
か
。 

  

附
属
書
７
：
加
盟
国
よ
り
提
供
さ
れ
る
実
用
的
情
報 

 

⑴ 

権
限
あ
る
当
局
：
回
収
作
業
が
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
越
境
移

動
に
対
し
て
管
轄
権
を
有
す
る
規
当
局
の
住
所
、
電
話
番

号
、
電
子
メ
ー
ル
の
ア
ド
レ
ス
及
び
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
を

記
載
す
る
。
異
な
る
移
動
の
形
態
に
よ
り
別
の
権
限
あ
る

当
局
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
場
合
（
例
：
通
過
の

場
合
に
は
、
輸
出
入
の
場
合
と
は
異
な
る
権
限
あ
る
当
局

と
な
る
場
合
）
に
は
こ
れ
も
記
載
す
る
。
適
用
さ
れ
る
場

合
は
、
国
の
権
限
あ
る
当
局
の
コ
ー
ド
ナ
ン
バ
ー
も
記
載

す
る
。 

 

⑵ 

中
央
連
絡
先
：
個
人
が
望
む
場
合
に
は
、
そ
こ
を
通
じ
て
追

加
的
あ
る
い
は
補
完
的
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

な
通
信
窓
口
の
住
所
、
電
話
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
の
ア
ド

レ
ス
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
等
を
提
供
す
る
。 



 

 

 
⑶ 
受
け
入
れ
可
能
な
言
語
：
通
告
書
類
を
受
け
取
る
権
限
あ
る

当
局
が
理
解
可
能
な
、
輸
出
者
が
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
言
語
を
記
載
す
る
。 

 

⑷ 

要
求
さ
れ
る
輸
出
入
地
：
回
収
作
業
が
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の

輸
送
を
行
う
場
合
、
特
定
の
税
関
を
通
関
し
て
そ
の
管
轄

下
に
あ
る
地
域
か
ら
輸
出
入
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
が
国
内
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
記
載
す
る
。 

 

⑸ 

事
前
の
同
意
が
与
え
ら
れ
て
い
る
回
収
施
設
：
第
Ⅱ
章
Ｄ
条

⑵
の
ケ
ー
ス
２
に
従
っ
て
、
加
盟
国
が
そ
の
管
理
下
に
あ

る
地
域
内
に
、
特
定
の
廃
棄
物
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
一
あ

る
い
は
そ
れ
以
上
の
事
前
の
同
意
が
与
え
ら
れ
て
い
る
回

収
施
設
を
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
記
載
す
る
。
施
設

の
所
在
地
、
事
前
の
同
意
の
有
効
期
限
、
受
け
入
れ
可
能

な
廃
棄
物
の
種
類
及
び
量
に
関
す
る
詳
細
な
情
報
が
判
明

し
た
時
点
で
記
載
す
る
。 

 

⑹ 

分
類
の
相
違
：
こ
の
決
定
Ｂ
条
⑷
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
の

リ
ス
ト
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
附
属
書
３
及
び
４
と
異
な
る
分
類
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
記
載
す
る
こ
と
を
こ
の
条
項
は

意
味
す
る
。 

 

⑺ 

禁
止
事
項
：
加
盟
国
の
適
切
な
国
内
法
規
の
下
で
、
輸
出
入

が
特
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
廃
棄
物
に
関
す
る
情
報
を
提
供

す
る
。 

 

⑻ 

契
約
要
件
：
権
限
あ
る
当
局
が
そ
の
契
約
に
つ
い
て
審
査
す

る
か
否
か
に
つ
い
て
も
含
む
、
輸
出
者
と
輸
入
者
の
間
の

契
約
に
関
す
る
要
件
を
記
載
す
る
。 

 

⑼ 

書
面
に
よ
る
同
意
：
加
盟
国
が
輸
出
あ
る
い
は
輸
入
の
際
に

書
面
に
よ
る
同
意
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
記
載
す
る
。 

 

⑽ 

環
境
上
適
正
な
管
理
に
関
す
る
情
報
：
廃
棄
物
の
環
境
上
適

正
な
管
理
に
関
す
る
国
内
法
令
の
条
項
に
基
づ
く
追
加
的

情
報
を
記
載
す
る
。 

 

⑾ 

輸
出
通
告
：
輸
出
者
の
代
わ
り
に
権
限
あ
る
当
局
が
輸
出
通

告
を
行
う
か
を
記
載
す
る
。 

 

⑿ 

移
動
書
類
：
輸
入
国
に
お
い
て
回
収
施
設
に
よ
り
廃
棄
物
が

受
領
さ
れ
た
旨
記
載
し
た
、署
名
入
り
の
移
動
書
類
の
写
し

を
受
け
取
る
こ
と
を
通
過
国
が
望
ま
な
い
場
合
は
記
載
す

る
。 

 

⒀ 

金
銭
的
要
件
：
加
盟
国
が
回
収
さ
れ
る
廃
棄
物
の
越
境
移
動

の
際
に
金
銭
的
保
証
を
要
求
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
要
件

は
こ
の
項
に
特
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
提
供
さ
れ
る
情

報
に
は
、
と
り
わ
け
、
保
証
の
形
態
（
例
：
保
険
条
項
、

銀
行
の
書
簡
、
証
書
等
）、
補
償
額
（
も
し
あ
れ
ば
最
低
額

及
び
最
高
額
）、
廃
棄
物
の
量
あ
る
い
は
有
害
性
に
よ
り
補

償
が
異
な
る
の
か
、
補
償
さ
れ
る
損
害
を
含
む
も
の
と
す

る
。 

 

⒁ 

関
係
す
る
国
内
法
規
：
こ
の
決
定
の
条
件
に
関
す
る
条
項
を

含
む
関
連
す
る
国
内
法
規
の
引
用
を
記
載
す
る
。 

 

⒂ 

そ
の
他
は
以
下
に
つ
い
て
記
載
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
： 

 
 
 

・
こ
の
決
定
と
国
の
条
項
と
の
相
違
に
関
す
る
追
加
情
報 

 
 
 

・
関
連
す
る
国
内
法
規
の
保
留
修
正 

・
加
盟
国
に
よ
り
適
当
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
そ
の
他
要

件
及
び
事
項 

  

附
属
書
８
：
通
告
書
及
び
移
動
書
類 

 

Ａ
．
通
告
書
類
に
含
ま
れ
る
情
報 

１
）
移
動
書
類
の
連
番
も
し
く
は
他
の
識
別
番
号 

２
）
輸
出
者
の
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
、

電
子
メ
ー
ル
の
ア
ド
レ
ス
及
び
連
絡
責
任
者 

３
）
回
収
施
設
の
名
称
、
住
所
、
電
話
番
号
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
、

電
子
メ
ー
ル
の
ア
ド
レ
ス
及
び
適
用
さ
れ
る
技
術 

４
）
輸
入
者
の
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
及

び
電
子
メ
ー
ル
の
ア
ド
レ
ス 

５
）
予
定
さ
れ
る
運
搬
者
あ
る
い
は
そ
の
代
理
人
の
住
所
、
電
話

番
号
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
の
ア
ド
レ
ス 

６
）
輸
出
国
及
び
所
管
の
権
限
あ
る
当
局 

７
）
通
過
国
及
び
所
管
の
権
限
あ
る
当
局 

８
）
輸
入
国
及
び
所
管
の
権
限
あ
る
当
局 

９
）
個
別
的
通
告
か
包
括
的
通
告
か
。
包
括
的
通
告
で
あ
る
場
合
、

要
請
さ
れ
た
有
効
期
間
。 

10
）
越
境
移
動
開
始
の
予
定
日 

11
）
予
定
さ
れ
る
輸
送
手
段 

12
）
適
用
可
能
な
保
険
も
し
く
は
そ
の
他
の
金
銭
的
保
証
が
、
現

に
有
効
で
あ
る
、
も
し
く
は
将
来
発
効
す
る
こ
と
の
証
明 

13
）
し
か
る
べ
き
リ
ス
ト
（
附
属
書
３
又
は
４
の
第
Ｉ
部
又
は
第

Ⅱ
部
）
へ
の
廃
棄
物
の
種
類
の
指
定
及
び
そ
の
記
述
、
各
推

定
総
量
、
有
害
特
性 

14
）
こ
の
決
定
附
属
書
５
．
Ｂ
に
基
づ
く
回
収
作
業
の
特
定 

15
）
こ
の
決
定
に
よ
り
要
求
さ
れ
て
い
る
書
面
に
よ
る
単
一
あ
る

い
は
一
連
の
契
約
、
も
し
く
は
契
約
相
当
の
取
り
決
め
が
存

在
す
る
こ
と
の
証
明 

16
）
輸
出
者
の
知
る
限
り
に
お
い
て
、
情
報
が
完
全
か
つ
正
確
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
輸
出
者
自
身
に
よ
る
証
明 

 

Ｂ
．
移
動
書
類
に
含
ま
れ
る
情
報 

上
記
Ａ
に
含
ま
れ
る
全
て
の
情
報
に
以
下
の
情
報
を
加
え
る
。 

 

ａ
）
輸
送
が
開
始
さ
れ
た
日 

ｂ
）
運
搬
者
の
名
称
、
住
所
、
電
話
番
号
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
及

び
電
子
メ
ー
ル
の
ア
ド
レ
ス 

ｃ
）
梱
包
の
形
式 

ｄ
）
運
搬
者
に
よ
っ
て
講
じ
ら
れ
る
べ
き
、
あ
ら
ゆ
る
特
別
な
予

防
措
置 

ｅ
）
全
関
係
国
の
権
限
あ
る
当
局
か
ら
何
ら
反
対
が
申
し
立
て
ら

れ
て
い
な
い
と
の
輸
出
者
に
よ
る
宣
言
。
こ
の
宣
言
に
は
輸
出

者
の
署
名
を
必
要
と
す
る
。 

ｆ
）
個
々
の
保
管
の
移
転
に
際
す
る
適
切
な
署
名 

 

Ｃ
．
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
域
内
の
回
収
作
業
に
向
け
ら
れ
る
廃
棄
物
の
国
境

を
越
え
る
移
動
に
お
い
て
推
奨
さ
れ
る
通
告
及
び
移
動
書
類
の
様

式
（
第
Ⅰ
章
パ
ラ
グ
ラ
フ
３
参
照
）
と
こ
れ
ら
の
様
式
の
記
載
指

示 

 

（
略
） 

 

脚
注 

 



 

 

 

 

 
1 

加
え
て
、
特
定
の
加
盟
国
は
有
害
廃
棄
物
と
し
て
規
制
さ
れ
る
か
ど
う
か

を
決
定
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
規
制
を
策
定
し
て
い
る
。 

2 

加
え
て
、
特
定
の
加
盟
国
は
有
害
廃
棄
物
と
し
て
規
制
さ
れ
る
か
ど
う
か

を
決
定
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
規
制
を
策
定
し
て
い
る
。 

3 

こ
の
附
属
書
は
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
附
属
書
Ⅰ
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
。 

4 

分
類
番
号
と
有
害
特
性
は
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
附
属
書
Ⅲ
の
そ
れ
ら
と
同
一

の
も
の
で
あ
る
。 

5 

危
険
物
の
運
搬
に
関
す
る
国
際
連
合
勧
告
に
含
ま
れ
る
有
害
な
特
性
の
分

類
制
度
（
改
定
第
十
一
版
、
国
連
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
千
九
百
九
十
九
年
十
月
）

Ｈ
１
か
ら
Ｈ
９
ま
で
に
対
応
す
る
、
Ｈ
２
、
Ｈ
７
及
び
Ｈ
９
を
含
ま
な
い
の
は

意
図
的
で
あ
る
。
分
類
番
号
Ｈ
10
か
ら
Ｈ
13
は
国
連
分
類
９
に
対
応
す
る
。 

6 

「
飛
散
性
を
有
し
な
い
」
と
は
粉
状
、
泥
状
、
粉
塵
状
若
し
く
は
梱
包
さ

れ
て
い
る
有
害
な
廃
液
を
含
む
固
形
状
の
全
て
の
廃
棄
物
を
含
ま
な
い
。 

7 

適
切
な
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
機
関
は
こ
れ
若
し
く
は
そ
の
代
替
を
決
定
に
組
み
込

む
こ
と
の
合
意
が
達
成
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
二
千
二
十
四
年
末
ま
で
に
見
直

す
べ
き
。 

 
8 

固
形
状
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
廃
棄
物 

次
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
又
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
混
合
物
で
、
他
の
廃
棄
物
と
混

合
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
規
格
に
従
っ
て
調
整
さ
れ
た
も
の 

ハ
ロ
ゲ
ン
化
さ
れ
て
い
な
い
重
合
体
及
び
共
重
合
体
の
く
ず
で
、
次
の
も

の
を
含
む
が
こ
れ
ら
に
限
定
さ
れ
な
い
。
（
※
１
） 

 

エ
チ
レ
ン 

 

ス
チ
レ
ン 

 

ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン 

 

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト 

 

ア
ク
リ
ロ
ニ
ト
リ
ル 

 

ブ
タ
ジ
エ
ン 

 

ポ
リ
ア
セ
タ
ー
ル 

 

ポ
リ
ア
ミ
ド 

 

ポ
リ
ブ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト 

 

ポ
リ
カ
ー
ボ
ネ
ー
ト 

 

ポ
リ
エ
ー
テ
ル 

 

ポ
リ
フ
ェ
ニ
レ
ン
硫
化
物 

 

ア
ク
リ
ル
重
合
体 

 

 

ア
ル
カ
ン
Ｃ
１０―

Ｃ
１
３
（
可
塑
剤
） 

 

ポ
リ
ウ
レ
タ
ン
（
Ｃ
Ｆ
Ｃ
ｓ
を
含
む
も
の
を
除

く
。
） 

 

ポ
リ
シ
ロ
キ
サ
ン 

 

ポ
リ
メ
タ
ク
リ
ル
酸
メ
チ
ル 

 

ポ
リ
ビ
ニ
ル
ア
ル
コ
ー
ル 

 

ポ
リ
ビ
ニ
ル
ブ
チ
ラ
ー
ル 

 

ポ
リ
ビ
ニ
ル
ア
セ
テ
ー
ト 

次
の
い
ず
れ
か
を
含
む
硬
化
し
た
樹
脂
又
は
縮
合
物

の
廃
棄
物 

 

尿
素
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
樹
脂 

 

フ
ェ
ノ
ー
ル
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
樹
脂 

 

メ
ラ
ミ
ン
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
樹
脂 

 

エ
ポ
キ
シ
樹
脂 

 

ア
ル
キ
ド
樹
脂 

 

ポ
リ
ア
ミ
ド 

次
の
い
ず
れ
か
の
ふ
っ
化
重
合
体
の
廃
棄
物
（
※
２
） 

 

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
レ
ン―

プ
ロ
ピ
レ
ン
（
Ｆ
Ｅ

Ｐ
） 

 

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
ア
ル
コ
キ
シ
ア
ル
カ
ン 

 
 

テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
レ
ン―

パ
ー
フ
ル
オ
ロ

ビ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
（
Ｐ
Ｆ
Ａ
） 

 

テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
レ
ン―

パ
ー
フ
ル
オ
ロ

メ
チ
ル
ビ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
（
Ｍ
Ｆ
Ａ
） 

 
ふ
っ
化
ポ
リ
ビ
ニ
ル
（
Ｐ
Ｖ
Ｆ
） 

 

ふ
っ
化
ポ
リ
ビ
ニ
リ
デ
ン
（
Ｐ
Ｖ
Ｄ
Ｆ
） 

※
１ 
こ
の
よ
う
な
く
ず
は
、
完
全
に
重
合
化
さ

れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。 

※
２ 

消
費
者
に
よ
っ
て
捨
て
ら
れ
た
廃
棄
物
は
、

こ
の
項
目
か
ら
除
く
。 

廃
棄
物
は
、
混
合
し
て
は
な
ら
な
い
。 

野
外
で
行
う
焼
却
の
方
法
か
ら
生
ず
る
問
題
を
考

慮
す
る
。 

9 

バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
Ｂ
１
１
１
０
に
つ
い
て
は
、
バ
ー
ゼ
ル
条
約
第
１８
条
第

２
項
（b）
に
基
づ
き
、
一
以
上
の
バ
ー
ゼ
ル
条
約
締
約
国
が
バ
ー
ゼ
ル
条
約
決

議[

Ｂ
Ｃ-

１５
／
１８]

で
言
及
さ
れ
て
い
る
電
気
及
び
電
子
機
器
廃
棄
物
に
係

る
改
正
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
通
報
す
る
場
合
を
除
き
、
２
０
２
５
年
１
月

 

１
日
か
ら
存
在
し
な
い
。 

1
0 

Ｇ
Ｃ
０
１
０
を
こ
の
決
定
に
引
き
続
き
適
用
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
間
で
合
意
に
達
し
な
か
っ
た
。
こ
の
状
況
の
結
果
と
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
加
盟
国
は
、
国
内
法
令
及
び
国
際
法
に
調
和
す
る
形
で
、
こ
れ
の
対

象
と
な
る
電
気
及
び
電
子
機
器
廃
棄
物
を
規
制
す
る
権
利
を
有
す
る
。
例
え
ば
、

加
盟
国
に
よ
っ
て
は
Ｇ
Ｃ
０
１
０
を
必
要
に
応
じ
て
適
用
す
る
場
合
と
、
Ｇ
Ｃ

０
１
０
は
適
用
さ
れ
な
い
と
考
え
る
場
合
が
あ
り
う
る
。 

1
1 

Ｇ
Ｃ
０
２
０
を
こ
の
決
定
に
引
き
続
き
適
用
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
間
で
合
意
に
達
し
な
か
っ
た
。
こ
の
状
況
の
結
果
と
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
加
盟
国
は
、
国
内
法
令
及
び
国
際
法
に
調
和
す
る
形
で
、
こ
れ
の
対

象
と
な
る
電
気
及
び
電
子
機
器
廃
棄
物
を
規
制
す
る
権
利
を
有
す
る
。
例
え
ば
、

加
盟
国
に
よ
っ
て
は
Ｇ
Ｃ
０
２
０
を
必
要
に
応
じ
て
適
用
す
る
場
合
と
、
Ｇ
Ｃ

０
２
０
は
適
用
さ
れ
な
い
と
考
え
る
場
合
が
あ
り
う
る
。 

1
2 

バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
Ｙ
４８
を
こ
の
決
定
に
組
み
込
む
こ
と
に
つ
い
て
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
加
盟
国
間
で
合
意
に
達
し
な
か
っ
た
た
め
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
Ｇ
Ｈ
０
１
３
を
こ
の
決
定
に
引
き
続
き
適
用
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
間
で
合
意
に
達
し
な
か
っ
た
。
こ
の
状
況
の
結
果
と
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
加
盟
国
は
、
国
内
法
令
及
び
国
際
法
に
調
和
す
る
形
で
、
塩
化
ビ
ニ

ル
の
重
合
体
の
廃
棄
物
を
規
制
す
る
権
利
を
有
す
る
。 

1
3 

バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
Ｙ
48
は
Ｇ
Ｈ
０
１
３
に
含
ま
れ
る
廃
棄
物
を
含
む
。 

1
4 

適
切
な
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
機
関
は 

こ
れ
を
若
し
く
は
そ
の
代
替
を
決
定
に

組
み
込
む
こ
と
の
合
意
が
達
成
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
二
千
二
十
四
年
末
ま
で

に
見
直
す
べ
き
。 

1
5 

バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
Ａ
１
１
８
０
に
つ
い
て
は
、
バ
ー
ゼ
ル
条
約
第
18
条
第

2
項
(b)
に
基
づ
き
、
一
以
上
の
バ
ー
ゼ
ル
条
約
締
約
国
が
バ
ー
ゼ
ル
条
約
決

議[

Ｂ
Ｃ-

１５
／
１８]

で
言
及
さ
れ
て
い
る
電
気
及
び
電
子
機
器
廃
棄
物
に
係

る
改
正
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
通
報
す
る
場
合
を
除
き
、
２
０
２
５
年
１
月

１
日
か
ら
存
在
し
な
い
。 

1
6 

こ
れ
は
物
質
が
明
確
に
他
の
箇
所
で
記
載
さ
れ
て
い
な
い
限
り
は
灰
、
残

渣
、
ス
ラ
グ
、
ド
ロ
ス
、
ス
キ
ミ
ン
グ
、
ス
ケ
ー
ル
、
粉
塵
、
粉
、
泥
及
び
ケ

ー
キ
と
い
っ
た
形
状
の
廃
棄
物
を
含
む
。 

1
7 

こ
れ
は
物
質
が
明
確
に
他
の
箇
所
で
記
載
さ
れ
て
い
な
い
限
り
は
灰
、
残

渣
、
ス
ラ
グ
、
ド
ロ
ス
、
ス
キ
ミ
ン
グ
、
ス
ケ
ー
ル
、
粉
塵
、
粉
、
泥
及
び
ケ

ー
キ
と
い
っ
た
形
状
の
廃
棄
物
を
含
む
。 

1
8 

附
属
書
５
Ａ
の
Ｄ
１
か
ら
Ｄ
１５
ま
で
の
言
い
回
し
は
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の

附
属
書
Ⅳ
Ａ
の
そ
れ
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
。 

1
9 

附
属
書
５
Ｂ
の
Ｒ
１
か
ら
Ｒ
１３
ま
で
の
言
い
回
し
は
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の

附
属
書
Ⅳ
Ｂ
の
そ
れ
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
。 

 (

略). 



有害廃棄物の移動及びその処分の規制に関する 

財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め 

 

 財団法人交流協会（以下「交流協会」という。）及び亜東関係協会は、1972 年 12 月 26 日に

締結した「財団法人交流協会と亜東関係協会との間の在外事務所設置に関する取決め」の第３

項(5)、(7)及び(12)に関連し、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関する

バーゼル条約」（以下「バーゼル条約」という。）の趣旨に従い、有害廃棄物の日台間の移動

及びその処分が適切に行われることを確保するため、次に掲げる事項が確保されるために必要

な関係当局の協力が得られるよう相互に協力することに合意した。 

 

１．この取決めの適用範囲は、バーゼル条約第１条に規定する同条約の適用範囲と同一とする。 

２．この取決めの適用上、「有害廃棄物」及び「他の廃棄物」とは、バーゼル条約第１条１及

び２が定めるそれぞれの用語と同一の意義を有する。その他の用語の意義は、バーゼル条

約において当該各用語が規定されている場合には、その用語と同一とする。 

３．有害廃棄物又は他の廃棄物の日台間の移動は、次の原則に従って行われる。 

（１）有害廃棄物又は他の廃棄物を輸出する場合には、バーゼル条約第６条１が規定する内容

に従い、輸出側の協会から輸入側の協会への書面による事前通告及び輸入側の協会から

輸出側の協会への書面による同意を必要とする。バーゼル条約第６条３が規定する内容

に従い、輸出側の協会が同項に規定される事項を書面により確認するまでは、発生者又

は輸出者は、日台間の移動を開始してはならない。両協会は、右書面による同意の発出

を可能な限り迅速に行うよう努める。 

（２）同一の物理的及び化学的特性を有する有害廃棄物又は他の廃棄物が同一の税関を経由し

て同一の処分者に定期的に運搬される場合には、（１）に規定する通告はバーゼル条約

第６条６から同条８までが規定する内容に従い、行うことができる。 

（３）有害廃棄物及び他の廃棄物は、バーゼル条約第４条７が規定する内容に従い、梱包され、

表示され、運搬され及び処分される。 

（４）輸出許可を得て行われる有害廃棄物又は他の廃棄物の日台間の移動が、その有害廃棄物

及び他の廃棄物について環境上適正な処理がされることを明言する輸出者と処分者との

間の契約の条件に従って完了することができない場合には、バーゼル条約第８条が規定

する内容に従う。 

４．両協会は、日台双方の関連法令及び輸出入実績について、それらの法令及び実績にかかる

資料を送付することを含め、定期的に情報交換する。 

５．この取決めに明文の定めのない事項については、バーゼル条約の趣旨が尊重される。 

６．両協会は、この取決めの円滑な実施のために双方が特に必要と認める場合には、所要の調

整を図るために協議し、必要に応じこの取決めを改正する。 

７．この取決めは、２００６年１月１日に効力を生ずるものとし、いずれか一方の協会がこの

取決めを終了させる意思を他方の協会に通告する場合には、当該他方の協会がその通告を

受領した日の後９０日で終了するものとする。終了前に、この取決めにより実施された行

為に如何なる影響をも及ぼすものではない。 

  

 本取決めは日本語及び中国語により作成し、双方の代表は、以上の証拠として、２００５年

１２月１日、東京において、これに署名した。 

 

 

財団法人交流協会代表  服部禮次郎       亜東関係協会代表      羅福全 



・有害廃棄物等の国内処理の原則
・有害廃棄物等を輸出する際の輸入国・通過国への事前通告、同意取得の義務付け
・非締約国との有害廃棄物等の輸出入の禁止
・不法取引が行われた場合等の輸出者による再輸入義務等
・移動書類の携帯等

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律概要

＜バーゼル条約＞

＜特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律＞

国内法の整備

定義 「特定有害廃棄物等」

条約附属書に掲げる有害特性を有する廃棄物等若しくは家庭系の廃棄物又はこれらに類する有害廃棄
物等（廃棄物だけでなく再生資源として利用される各種金属スクラップ等有価物を含むもの。）として条約

の規定に基づき締約国が指定したもの。

基本的事項の公表

経済産業大臣及び環境大臣は、必要な基本的事項を定め、公表するものとする。

① 特定有害廃棄物等を輸出しようとする者は、
外為法に基づく輸出の承認を受ける。

② 環境大臣は、経済産業大臣から環境汚染
を防止するため特に必要があるものについて、
その申請の写しの送付を受け、環境保全上支
障がない旨の確認を行い、経済産業大臣に通
知する。

③ 経済産業大臣は、環境大臣の通知を受け
た後でなければ①の承認をしてはならないもの
とする。

（輸出の承認）

① 特定有害廃棄物等を輸入しようとする者 は、
外為法に基づく輸入の承認を受ける。

② 環境大臣は、必要がある場合には、経済産
業大臣に対し意見を述べることができる。

※ 再生利用等目的輸入事業者が再生利用等
事業者が再生利用等を行うために使用する目的
で特定有害廃棄物等を輸入しようとする場合は、
輸入の承認を不要とする。

（輸入の承認）

特定有害廃棄物等を輸出入する場合において、移動書類を携帯して運搬することを義務付けるとともに、
輸入された特定有害廃棄物等の処分が完了した場合等において、その旨を輸入の相手方、輸出国に通
知するものとする。

（移動書類）

① 経済産業大臣及び環境大臣は、必要があると認めるときは、特定有害廃棄物等を輸出した者等に対し、
 当該特定有害廃棄物等の回収、処分他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

② 経済産業大臣及び環境大臣は、必要があると認めるときは、特定有害廃棄物等を輸入した者等に対し、
 当該特定有害廃棄物等を適正に処分することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

（措置命令）



「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の
範囲等を定める省令（平成30年環境省令第12号）」に基づく規制対象の判断フロー

※１ 別表第三備考１を考慮しないものとする。
※２ 別表第五及び第六に掲げるもののうち、物質名が特定されていない等の一部のものに

ついては、別表第七中欄に掲げる試験により、同表下欄に掲げる性状を示さない場合
には非該当となる。

※３ 別表第四備考１を考慮しないものとする。
※４ これ以外に、 条約附属書Ⅱに掲げる物（家庭系廃棄物、特別な考慮を有するプラス

チック廃棄物及び特別な考慮を有する電気及び電子機器廃棄物）も、特定有害廃棄物
に該当する。

規
制
対
象
外

別表第三＜Bコード＞（規制対象外リスト）に掲げる物※１

例）鉄くず、繊維くず等

規 制 対 象 外 規制対象（特定有害廃棄物等）※４

別表第五、第六
＜Yコード＞ に掲げる 

物（一定以上の鉛、カドミ
ウム等）が付着又は混入

している物※２

別表第四＜Aコード＞
（規制対象リスト）に

掲げる物※３

例）めっき汚泥、鉛蓄
電池、電子・電気機器

リサイクル目的かつOECD
加盟国に向けた輸出

又は
リサイクル目的の輸入

別表第二＜G コード＞
（OECD理事会決定の
グリーン対象物）に

掲げる物
例）電子スクラップ等

該当

別表第一＜D・Rコード＞（処分作業リスト）に掲げる処分作業・再生利用を行う
もの

例）処分作業：埋立、焼却、再生利用：金属回収

該当

該当

非該当

非該当

非該当

該当

別表第五、第六 
＜Yコード＞  に掲げる
物（一定以上の鉛、カド
ミウム等）を含む物

該当非該当 該当

非該当

非該当

該当

規
制
対
象
外

非該当



プラスチックのくず

ハロゲン化されているもの
（一部のふっ化重合体を除く）

規制対象外となるプラスチックのくず（B3011）

・複数のプラスチック樹脂の混
合がないもの

A：汚れが付着していない
B：異物が混入していない
C：単一のプラスチック樹脂
で構成されている

D：リサイクル材料として
加工調整されている

・複数のプラスチック樹脂（PP、
PE、PET）の混合があるもの

A：異物を含まない
B：汚れの付着がない
C：フレーク状になっている

規制対象規制対象外

OECD加盟国向けの
PVCのくずの輸出

プラスチックのくずの該非判断について

非該当該当

該当

該当 非該当

非該当

※ OECD加盟国向けの輸出の場合、PVCのくずはバーゼル法の規制対
象外ではありますが、輸出相手国の法令における扱いについては、
輸出者において確認することが必要です。



 

輸出するときの手続きの流れ 
■特定有害廃棄物等を輸出することとなった段階 

 
 

企業間のやり取り 
企業と政府のやり取り 
政府間のやり取り 

輸出者 輸入者,処分者 

経済産業省 環境省 

輸入国,通過国 

税関 

輸出者 

輸入者 

運搬者 

処分者 

環境省 

【輸出手続の流れ】 

① 外為法に基づく輸出申請 

② 申請書類写し送付 

②’環境汚染に係る確認 

③ 相手国へ通告 

④ 回答の受領 

⑤ 回答の送付 

⑥ 外為法に基づく輸出承認 

⑦ 輸出移動書類の交付申請及

び交付 

⑦’輸出移動書類写しの送付 

⑧ 関税法に基づく輸出申告 

⑨ 関税法に基づく輸出許可 

⑩ 引渡し及び移動書類携帯の

義務 

⑪ 処分完了の通知等 

※ 税関で有害廃棄物でないと主張する場

合、有害性がないことを立証する必要が

あります。 

① 

⑧ 

⑩ 

⑩ 

⑩ 
⑪ 

⑤ 

② 
③ ④ 

契約 

輸出者 
⑪ 

⑥ 
②’ 
 

■特定有害廃棄物等の輸出の準備が完了し、実際に貨物を運

搬しようとする段階 

⑨ 

経済産業省 

⑦ 

⑦ 

⑦’ 



 

 

輸入するときの手続きの流れ 

 
 
 
 

輸出者 輸出国 

輸入者 

経済産業省 環境省 

輸出者 輸出国 

輸入者 

経済産業省 

輸入者 

輸入者 

運搬者 

処分者 

経済産業省 環境省 

【輸入手続の流れ】 

① 移動計画の通告 

①’通告関係書類の提出 

② 通告の写しの送付 

③ 外為法に基づく輸入承認申請 

④ 外為法に基づく輸入承認 

⑤ 輸入承認の通知 

⑥ 同意の回答 

⑦ 輸入移動書類 

⑧ 輸入移動書類の交付申請 

⑨ 輸入移動書類の交付 

⑨’輸入移動書類写しの送付 

⑩ 関税法に基づく輸入申告 

⑪ 関税法に基づく輸入許可 

⑫ 引渡し及び両移動書類携帯の

義務 

⑬ 処分完了の通知等の送付 
⑭ 処分完了の届出 
（⑬で送付した通知の写しを送付） 

企業間のやり取り 
企業と政府のやり取り 
政府間のやり取り 

※ 税関で有害廃棄物でないと主張する

場合、有害性がないことを立証する必要

があります。 

税関 

輸出者等 

環境省 

③ 

⑧ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑫ 
⑬ 

① ⑥ 
② 

⑤ 

⑦ 

⑨’ 

⑭ 

■特定有害廃棄物等が到着し、輸入、運搬及び処分する段階 

■特定有害廃棄物等の輸出が開始された後、輸入申告するまでの

 

■特定有害廃棄物等を輸入することとなった段階 

⑨ 

①’ 
 

契約 

④ 



 

認定制度を利用した輸入手続きの流れ 

 
 
 
 

輸出者 輸出国 

輸入者 

経済産業省 環境省 

輸出者 輸出国 

輸入者 

輸入者 

輸入者 

運搬者 

処分者 

経済産業省 環境省 

【輸入手続の流れ】 

① 移動計画の通告 

② 回答の写しの送付 

③ 同意の回答 

④ 移動書類 

⑤ 移動書類の作成（事業者自ら

行うこと） 

⑥ 関税法に基づく輸入申告 

⑦ 関税法に基づく輸入許可 

⑧ 引渡し・移動書類携帯の義務 

⑨ 処分完了の通知等の送付 
⑩ 年に 1 回処分完了等の届出 
（⑤で作成した移動書類と⑨で送

付した通知の写しを添付） 

企業間のやり取り 
企業と政府のやり取り 
政府間のやり取り 

※認定を受けている事業者が、その認定に

係る特定有害廃棄物等を輸入する場合

は、バーゼル法に係る輸入承認だけでな

く、廃棄物処理法に係る廃棄物の輸入の

許可も不要になります。 

税関 

輸出者等 
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⑧ 

⑧

 ⑨ 

① ③ 

② 

 

④ 

⑩ 

■特定有害廃棄物等が到着し、輸入、運搬及び処分する段階 

■特定有害廃棄物等の輸出が開始された後、輸入申告するまでの間 

■特定有害廃棄物等を輸入することとなった段階 

 
 

契約 

② 

⑤ 

※税関で有害廃棄物でないと主張する場

合、有害性がないことを立証する必要が

あります。 



 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

平
成
四
年
法
律
第
百
八
号)

 
 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
有
害
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
及
び
そ
の
処
分
の
規
制

に
関
す
る
バ
ー
ゼ
ル
条
約(

以
下
「
条
約
」
と
い
う
。)

等
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実
施

を
確
保
す
る
た
め
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
、
輸
入
、
運
搬
及
び
処
分
の
規
制

に
関
す
る
措
置
を
講
じ
、
も
っ
て
人
の
健
康
の
保
護
及
び
生
活
環
境
の
保
全
に
資
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
定
義
等
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
有
害
廃
棄
物
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
物(

船
舶

の
航
行
に
伴
い
生
ず
る
廃
棄
物
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
並
び
に
放
射
性
物
質

及
び
こ
れ
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
除
く
。)

を
い
う
。 

一 

条
約
附
属
書
Ⅳ
に
掲
げ
る
処
分
作
業
（
以
下
「
処
分
」
と
い
う
。
）
を
行
う
た
め

に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
物
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
（
条
約
第
十
一
条
に
規
定
す
る
二
国
間
の
、
多
数
国
間
の
又
は
地
域
的
な
協
定

又
は
取
決
め
（
以
下
「
条
約
以
外
の
協
定
等
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
そ
の
輸
出
、

輸
入
、
運
搬
（
こ
れ
に
伴
う
保
管
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
処
分
に
つ
い
て
規

制
を
行
う
必
要
が
な
い
物
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
） 

イ 

条
約
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
物
の
う
ち
、
条
約
附
属
書
Ⅲ
に
掲
げ
る
有
害
な

特
性
の
い
ず
れ
か
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
処
分
の
目
的
ご
と
に
、
か

つ
、
輸
出
及
び
輸
入
の
別
に
応
じ
て
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の 

ロ 

条
約
附
属
書
Ⅱ
に
掲
げ
る
物 

ハ 

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
条
約
第
三
条
１
又
は
２
の
規
定
に
よ
り
我

が
国
が
条
約
の
事
務
局
へ
通
報
し
た
物 

ニ 

条
約
第
三
条
３
の
規
定
に
よ
り
条
約
の
事
務
局
か
ら
通
報
さ
れ
た
物
で
あ

っ
て
、
当
該
通
報
に
係
る
地
域
を
仕
向
地
若
し
く
は
経
由
地
と
す
る
輸
出
又
は

当
該
地
域
を
原
産
地
、
船
積
地
域
若
し
く
は
経
由
地
と
す
る
輸
入
に
係
る
も
の

と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の 

ホ 

条
約
の
締
約
国
で
あ
る
外
国
（
以
下
こ
の
ホ
に
お
い
て
「
条
約
締
約
国
」
と

い
う
。
）
に
お
い
て
条
約
第
一
条
１
に
規
定
す
る
有
害
廃
棄
物
と
さ
れ
て
い
る

物
で
あ
っ
て
、
当
該
条
約
締
約
国
を
仕
向
地
又
は
経
由
地
と
す
る
輸
出
に
係
る

も
の
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の 

二 

条
約
以
外
の
協
定
等
に
基
づ
き
そ
の
輸
出
、
輸
入
、
運
搬
及
び
処
分
に
つ
い
て

規
制
を
行
う
こ
と
が
必
要
な
物
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
移
動
書
類
」
と
は
、
条
約
附
属
書
Ⅴ
Ｂ
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
条
約
第
四
条
７
(Ｃ)
の
移
動
書
類
及
び
こ
れ
に
類
す
る
書
類
で
あ
っ
て
条

約
以
外
の
協
定
等
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。 

３ 

環
境
大
臣
は
、
第
一
項
第
一
号
イ
、
ニ
及
び
ホ
の
環
境
省
令
を
定
め
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

 

（
基
本
的
事
項
の
公
表
） 

第
三
条 

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
条
約
及
び
条
約
以
外
の
協
定
等(

以
下

「
条
約
等
」
と
い
う
。)

の
的
確
か
つ
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
定
め
て
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

一 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
、
輸
入
、
運
搬
及
び
処
分
に
伴
っ
て
生
ず
る
お
そ

れ
の
あ
る
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
の
施
策
の

実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項 

二 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
、
輸
入
、
運
搬
又
は
処
分
の
事
業
を
行
う
者
が
そ

の
事
業
を
適
正
に
行
う
た
め
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
本
的
な
事
項 

三 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
発
生
の
抑
制
及
び
適
正
な
処
分
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
確

保
す
る
た
め
に
国
民
が
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
本
的
な
事
項 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
、
輸
入
、
運
搬

及
び
処
分
が
適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
重
要
な
事
項 

 

（
輸
出
の
承
認
） 

第
四
条 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿

易
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号)

第
四
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、



 

輸
出
の
承
認
を
受
け
る
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
経
済
産
業
大
臣
は
、
そ
の
輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
に
伴
い
生
ず

る
お
そ
れ
の
あ
る
大
気
の
汚
染
、
水
質
の
汚
濁
そ
の
他
の
環
境
の
汚
染(

以
下
単
に

「
環
境
の
汚
染
」
と
い
う
。)

を
防
止
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
経
済

産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
地
域
を
仕
向
地
と
す
る
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省

令
で
定
め
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
に
つ
い
て
前
項
の
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た

と
き
は
、
そ
の
申
請
書
の
写
し
を
環
境
大
臣
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

環
境
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
と
き
は
、

そ
の
申
請
書
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
に
つ
い
て
環
境
省
令
で
定
め
る
環

境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認

し
、
そ
の
結
果
を
経
済
産
業
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
旨
の
環
境
大
臣
の
通
知
を
受
け
た
後
で
な
け
れ
ば
、
第

一
項
の
輸
出
の
承
認
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
輸
出
移
動
書
類
の
交
付
等
） 

第
五
条 

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
輸
出
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か

に
、
そ
の
承
認
を
受
け
た
者
に
対
し
、
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
係
る
移
動
書
類

(

以
下
「
輸
出
移
動
書
類
」
と
い
う
。)

を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
輸
出
移
動
書
類
を
交
付
し
た
と
き
は
、

当
該
輸
出
移
動
書
類
の
写
し
を
環
境
大
臣
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
輸
出
移
動
書
類
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
輸
出
移
動

書
類
が
汚
損
さ
れ
、
又
は
失
わ
れ
た
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
輸
出
移
動
書
類
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
に
申
請
し
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
輸
出
移
動
書
類
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
前
項
後
段
の
規

定
に
よ
り
輸
出
移
動
書
類
の
再
交
付
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
失
わ
れ
た
輸

出
移
動
書
類
を
回
復
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
当
該
輸
出
移
動
書
類
を
添
付
し
て
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

輸
出
移
動
書
類
の
様
式
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。 

 

（
輸
出
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
） 

第
六
条 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
輸
出
移
動
書
類
が
交
付
さ
れ
た
特
定
有
害
廃
棄

物
等(

関
税
法(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号)

第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
輸

出
の
許
可
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
以
下
「
輸
出
特
定
有
害
廃
棄
物
等
」
と
い
う
。)

の
運
搬
を
行
う
場
合
は
、
当
該
輸
出
移
動
書
類
を
携
帯
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
輸
出
移
動
書
類
を
携
帯
し
て
運
搬
を
行
う
者
は
、
当
該
輸
出

移
動
書
類
に
そ
の
輸
出
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
引
渡
し
を
受
け
た
日
付
そ
の
他
の
経

済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
署
名
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

３ 

輸
出
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
を
行
う
場
合
は
、
当
該
輸
出
特
定
有
害
廃
棄
物

等
に
係
る
輸
出
移
動
書
類
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
従
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
輸
出
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
に
つ
い
て
第
十
七
条
第
一
項
の
規

定
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
法
律
の
政
令
で
定
め
る
規
定
に
よ
る
命
令

が
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
輸
出
移
動
書
類
に
係
る
届
出
） 

第
七
条 

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
輸
出
移
動
書
類
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
次

に
掲
げ
る
場
合
は
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

輸
出
移
動
書
類
を
添
付
し
て
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大

臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

輸
出
移
動
書
類
に
係
る
輸
出
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
又
は
運
搬
を
行
わ
な

い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。 

二 
輸
出
移
動
書
類
に
係
る
輸
出
特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
失
っ
た
と
き
。 

 

（
輸
入
の
承
認
） 

第
八
条 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿



 

易
法
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
輸
入
の
承
認
を
受
け
る
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
、
第
十
五
条
第
一

項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
同
項
の
認
定
に
係
る
条
約
附
属
書
Ⅳ
Ｂ
に
掲
げ
る
処
分

作
業
（
以
下
「
再
生
利
用
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
目
的
で
、
特
定

有
害
廃
棄
物
等
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

環
境
大
臣
は
、
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

経
済
産
業
大
臣
が
前
項
の
承
認
を
行
う
に
際
し
、
事
前
に
、
経
済
産
業
大
臣
に
対
し
、

必
要
な
説
明
を
求
め
、
及
び
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
輸
入
移
動
書
類
の
交
付
等
） 

第
九
条 

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
輸
入
の
承
認
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
承
認
を
受
け
た
者
か
ら
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
係
る
移
動
書
類
の
提
出
を

受
け
た
と
き
は
、
当
該
移
動
書
類
が
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
関
し
条
約
第
六
条

１
の
規
定
に
よ
り
通
告
さ
れ
た
内
容(

同
条
２
又
は
４
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し

て
同
意
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
条
件
を
付
し
た
も
の)

と
一
致
す
る
こ
と
を
確

認
の
上
、
速
や
か
に
、
そ
の
承
認
を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
証
明
す
る
文
書

(

以
下
「
輸
入
移
動
書
類
」
と
い
う
。)

を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
輸
入
移
動
書
類
の
交
付
を
受
け
た
者
又
は
第
十
一
条
の
規
定

に
よ
り
輸
入
移
動
書
類
と
と
も
に
当
該
輸
入
移
動
書
類
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等

を
譲
り
受
け
、
若
し
く
は
そ
の
引
渡
し
を
受
け
た
者(

以
下
「
輸
入
移
動
書
類
の
交
付

を
受
け
た
者
等
」
と
い
う
。)

が
当
該
輸
入
移
動
書
類
を
汚
損
し
、
又
は
失
っ
た
と
き

は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業

大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
輸
入
移
動
書
類

の
交
付
を
受
け
た
者
等
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
経
済
産
業

大
臣
に
申
請
し
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

輸
入
移
動
書
類
の
交
付
を
受
け
た
者
等
は
、
前
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
輸
入
移
動

書
類
の
再
交
付
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
失
っ
た
輸
入
移
動
書
類
を
回
復
す

る
に
至
っ
た
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
輸
入
移
動

書
類
を
添
付
し
て
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

４ 

第
五
条
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
輸
入
移
動
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
九
条
第
一
項
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
又
は
処
分
） 

第
十
条 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
輸
入
移
動
書
類
が
交
付
さ
れ
た
特
定
有
害
廃
棄

物
等(

以
下
「
輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物
等
」
と
い
う
。)

の
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
場

合
は
、
当
該
輸
入
移
動
書
類
を
携
帯
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
輸
入
移
動
書
類
を
携
帯
し
て
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
者
は
、

当
該
輸
入
移
動
書
類
に
そ
の
輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
引
渡
し
を
受
け
た
日
付
そ

の
他
の
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
署
名
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
場
合
は
、
当
該
輸
入
特
定
有

害
廃
棄
物
等
に
係
る
輸
入
移
動
書
類
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
従
っ
て
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

当
該
輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
又
は
処
分
に
つ
い
て
廃
棄
物
の
処
理
及

び
清
掃
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

そ
の
他
輸
入
特

定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
又
は
処
分
の
適
正
な
実
施
が
確
保
さ
れ
る
も
の
と
し

て
政
令
で
定
め
る
法
律
の
政
令
で
定
め
る
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
。 

二 

当
該
輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
又
は
処
分
に
つ
い
て
第
十
七
条
第
二
項

の
規
定
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
法
律
の
政
令
で
定
め
る
規
定
に

よ
る
命
令
が
さ
れ
た
と
き
。 

４ 

輸
入
移
動
書
類
の
交
付
を
受
け
た
者
等
は
、
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
規
定
に
よ

り
、
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
命
令
に
従
っ
て
、
運
搬
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、

当
該
輸
入
移
動
書
類
に
記
載
さ
れ
た
内
容
と
異
な
る
運
搬
を
行
っ
た
と
き
は
、
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届

け
出
て
、
そ
の
書
換
え
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
輸
入
移
動
書
類
の
書
換
え
を
し
た
と
き

は
、
そ
の
旨
を
環
境
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 



 

（
輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
譲
渡
等
） 

第
十
一
条 

輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
譲
り
渡
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
、
又
は
引

き
渡
し
、
若
し
く
は
そ
の
引
渡
し
を
受
け
る
場
合
は
、
当
該
輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物

等
に
係
る
輸
入
移
動
書
類
と
と
も
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
輸
入
移
動
書
類
に
係
る
届
出
） 

第
十
二
条 

輸
入
移
動
書
類
の
交
付
を
受
け
た
者
等
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
経
済

産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
輸
入
移
動
書
類
を
添
付
し

て
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

一 

輸
入
移
動
書
類
に
係
る
輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
を
行
っ
た
と
き
。 

二 

輸
入
移
動
書
類
に
係
る
輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
又
は
処
分
を
行
わ
な

い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。 

三 

輸
入
移
動
書
類
に
係
る
輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
失
っ
た
と
き
。 

２ 

輸
入
移
動
書
類
に
係
る
輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
の
廃
棄
物
（
第
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
単
に
「
廃
棄

物
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
環
境
省
令
」
と
、「
経
済
産
業

大
臣
及
び
環
境
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
環
境
大
臣
」
と
す
る
。 

 

（
通
知
） 

第
十
三
条 

輸
入
移
動
書
類
に
係
る
処
分
を
行
う
者
は
、
当
該
輸
入
移
動
書
類
に
係
る

輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
引
渡
し
を
受
け
た
と
き
、
及
び
当
該
輸
入
移
動
書
類
に

記
載
さ
れ
た
内
容
に
従
っ
て
輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
を
行
っ
た
と
き
は
、

経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
次

に
掲
げ
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
の
相
手
方 

二 

当
該
輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
原
産
地
、
船
積
地
域
又
は
経
由
地
の
権
限
の

あ
る
当
局 

 

（
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
の
認
定
） 

第
十
四
条 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
、
環

境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

当
該
輸
入
の
目
的
が
、
次
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
行
う
当
該
認
定
に

係
る
再
生
利
用
等
で
あ
る
こ
と
。 

二 

当
該
輸
入
を
行
お
う
と
す
る
者
が
、
当
該
輸
入
を
的
確
に
行
う
こ
と
が
で
き
る

者
と
し
て
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
者
で
あ
る
こ

と
。 

三 

当
該
輸
入
及
び
次
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
施
設
へ
の
運
搬
が
、
人
の
健
康
の

保
護
及
び
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
の
な
い
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
、
環
境

省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

２ 

前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
、

環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人
番
号
及
び
代

表
者
の
氏
名 

二 

前
項
第
三
号
に
係
る
次
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
に
関
す
る
事
項 

三 

輸
入
し
よ
う
と
す
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
種
類
及
び
輸
入
の
方
法 

３ 

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
同

項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
認
定
を
す
る
も

の
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
の
認
定
は
、
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
そ

の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

５ 
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
経
済
産
業

大
臣
及
び
環
境
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
変
更
が

経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 



 

６ 

第
三
項
の
規
定
は
、
第
四
項
の
認
定
の
更
新
及
び
前
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
中
「
同
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
、「
第
一
項
各
号
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

７ 

第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
第
五
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省

令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
し
た
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８ 

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
同
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
第
五
項
若
し
く
は
前
項
の

規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

９ 

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
及
び
第
五
項
の
認
定
並
び
に
第
四
項

の
認
定
の
更
新
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

（
再
生
利
用
等
事
業
者
の
認
定
） 

第
十
五
条 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
再
生
利
用
等
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
経
済
産
業

省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
。 

一 

当
該
再
生
利
用
等
を
行
お
う
と
す
る
者
が
、
当
該
再
生
利
用
等
を
的
確
に
行
う

こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
者
で
あ
る
こ
と
。 

二 

当
該
再
生
利
用
等
を
行
お
う
と
す
る
者
が
設
置
し
、
又
は
設
置
し
よ
う
と
す
る

当
該
再
生
利
用
等
を
行
お
う
と
す
る
施
設
及
び
当
該
施
設
に
お
け
る
当
該
再
生

利
用
等
が
、
人
の
健
康
の
保
護
及
び
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
の
な
い
も
の
と
し

て
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

２ 

前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
、

環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人
番
号
及
び
代

表
者
の
氏
名 

二 

再
生
利
用
等
を
行
お
う
と
す
る
施
設 

三 

再
生
利
用
等
を
行
お
う
と
す
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
種
類
及
び
処
理
の
方
法 

３ 

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
同

項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
認
定
を
す
る
も

の
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
の
認
定
は
、
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
そ

の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

５ 

前
条
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
二

項
各
号
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
三
項
の
」
と
、

「
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
四
項
」
と
、「
第
三
項
中
」
と
あ
る
の
は
「
同
条

第
三
項
中
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

６ 

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る

前
条
第
五
項
の
認
定
並
び
に
第
四
項
の
認
定
の
更
新
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令

で
定
め
る
。 

 

（
輸
入
移
動
書
類
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 

第
十
六
条 

前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
に
よ
る
同
項
の
認
定
に
係
る
再
生
利
用

等
に
使
用
す
る
目
的
で
、
第
十
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
特
定
有
害
廃
棄

物
等
を
輸
入
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
第
二
項
前
段
及
び
第
三
項
並
び
に
第

十
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
を
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 



 

 

 

（
措
置
命
令
） 

第
十
七
条 
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
又
は
こ

れ
に
伴
う
運
搬
若
し
く
は
処
分(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸

第
十
条
第
一
項 

第
九
条
第
三
項 

第
九
条
第
二
項
前
段 

当
該
輸
入
移
動
書
類 

  

前
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
輸
入
移
動
書
類
が

交
付
さ
れ
た 

   

当
該
輸
入
移
動
書
類
を

添
付
し
て
、
遅
滞
な
く 

  

失
っ
た
輸
入
移
動
書
類 

 

前
項
後
段
の
規
定
に
よ

り
輸
入
移
動
書
類
の
再

交
付
を
受
け
た
場
合
に

お
い
て
、 

     

輸
入
移
動
書
類
の
交
付

を
受
け
た
者
等 

  

輸
入
移
動
書
類
の
交
付

を
受
け
た
者
等 

  

当
該
輸
入
移
動
書
類 

輸
入
移
動
書
類
と
と
も

に 
   

前
項
の
規
定
に
よ
り
輸

入
移
動
書
類
の
交
付
を

受
け
た
者 

    

当
該
輸
入
特
定
有
害
廃
棄

物
等
に
係
る
移
動
書
類 

 

第
十
四
条
第
一
項
の
認
定

を
受
け
た
者
に
よ
り
輸
入

さ
れ
た 

遅
滞
な
く 

失
っ
た
移
動
書
類 

前
項
前
段
の
場
合
に
お
い

て
汚
損
し
、
若
し
く
は
失

っ
た
移
動
書
類
と
同
一
の

内
容
の
移
動
書
類
を
入
手

し
た
と
き
、
又
は 

 

再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事

業
者
等 
 

再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事

業
者
等 

当
該
移
動
書
類 

当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等

に
係
る
移
動
書
類
と
と
も

に 特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
輸

入
し
た
第
十
四
条
第
一
項

の
認
定
を
受
け
た
者 

第
十
二
条
第
二
項
、
第
十
三

条
、
第
二
十
五
条
第
三
号
及

び
第
二
十
六
条
第
一
号 

第
十
二
条
第
一
項 

第
十
条
第
五
項
、
第
十
一
条

及
び
第
十
二
条
の
見
出
し 

第
十
条
第
四
項 

第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項 

輸
入
移
動
書
類 

輸
入
移
動
書
類
に
係
る 

当
該
輸
入
移
動
書
類 

   

輸
入
移
動
書
類
の
交
付
を

受
け
た
者
等 

  

輸
入
移
動
書
類 

当
該
輸
入
移
動
書
類 

輸
入
移
動
書
類
の
交
付
を

受
け
た
者
等 

輸
入
移
動
書
類 

移
動
書
類 

移
動
書
類
に
係
る 

当
該
再
生
利
用
等
目

的
輸
入
事
業
者
等
が

携
帯
す
る
移
動
書
類 

再
生
利
用
等
目
的
輸

入
事
業
者
等 

移
動
書
類 

当
該
再
生
利
用
等
目

的
輸
入
事
業
者
等
が

携
帯
す
る
移
動
書
類 

   

再
生
利
用
等
目
的
輸

入
事
業
者
等 

  

移
動
書
類 



 

出
等
」
と
い
う
。)

が
こ
の
法
律
の
規
定
又
は
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
四
十
八

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
そ
の
他
の
特
定
有
害
廃

棄
物
等
の
輸
出
等
が
適
正
に
行
わ
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
人
の
健
康
又
は
生
活
環

境
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
特
定

有
害
廃
棄
物
等
を
輸
出
し
た
者
又
は
輸
出
さ
れ
た
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
を
行

う
者
若
し
く
は
そ
の
排
出
者
等(

当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
排
出
し
た
者
を
い
い
、

そ
の
者
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
所
有
し
、

又
は
管
理
し
て
い
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

で
あ
っ
て
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等

の
輸
出
等
が
適
正
に
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
そ
の
責
め
に
帰
す
る
事
由
が
あ
る

も
の
に
対
し
、
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
回
収
又
は
適
正
な
処
分
の
た
め
の
措
置

そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当

該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
等
の
適
正
な
実
施
が
確
保
さ
れ
る
も
の
と
し
て
政
令

で
定
め
る
法
律
の
政
令
で
定
め
る
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

２ 

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
（
廃
棄
物
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
、
次
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
輸
入
、
運
搬
又
は
処
分
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入

等
」
と
い
う
。
）
が
こ
の
法
律
の
規
定
又
は
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
五
十
二
条

の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
そ
の
他
の
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の

輸
入
等
が
適
正
に
行
わ
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る

被
害
を
防
止
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
特
定
有
害
廃
棄

物
等
を
輸
入
し
た
者
又
は
輸
入
さ
れ
た
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
若
し
く
は
処
分

を
行
う
者
に
対
し
、
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
適
正
な
処
分
そ
の
他
の
必
要
な
措

置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物

等
の
輸
入
等
の
適
正
な
実
施
が
確
保
さ
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
法
律
の
政

令
で
定
め
る
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
報
告
徴
収
） 

第
十
八
条 

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に

お
い
て
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
輸
出
し
た
者
、
輸
出
さ
れ
た
特
定
有
害
廃
棄
物
等

の
運
搬
を
行
う
者
又
は
そ
の
排
出
者
等
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、

特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
輸
入
し
た
者
、
輸
入
さ
れ
た
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
若

し
く
は
処
分
を
行
う
者
又
は
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
条
第
一
項
の
認
定

を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
立
入
検
査
） 

第
十
九
条 

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に

お
い
て
、
そ
の
職
員
に
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
輸
出
し
た
者
、
輸
出
さ
れ
た
特
定

有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
を
行
う
者
又
は
そ
の
排
出
者
等
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
所

に
立
ち
入
り
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、

又
は
検
査
の
た
め
に
必
要
な
最
小
限
度
の
分
量
に
限
り
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
を

収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、

そ
の
職
員
に
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
輸
入
し
た
者
、
輸
入
さ
れ
た
特
定
有
害
廃
棄

物
等
の
運
搬
若
し
く
は
処
分
を
行
う
者
又
は
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
条

第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
、
書

類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
検
査
の
た
め
に
必
要

な
最
小
限
度
の
分
量
に
限
り
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
ち
入
る
と
き
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を

携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
の
権
限
は
、
犯

罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 
（
手
数
料
） 

第
二
十
条 
次
に
掲
げ
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

一 

輸
出
移
動
書
類
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 



 

 
 

二 

輸
出
移
動
書
類
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

 
 

三 
輸
入
移
動
書
類
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

 
 

四 
輸
入
移
動
書
類
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

 
 

五 

輸
入
移
動
書
類
の
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

六 

第
十
四
条
第
一
項
の
認
定
又
は
そ
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

七 

第
十
四
条
第
五
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

八 

第
十
五
条
第
一
項
の
認
定
又
は
そ
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

九 

第
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
五
項
の
認
定
を
受
け
よ
う

と
す
る
者 

十 

第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
移
動
書
類
の
書

換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

 

（
審
査
請
求
の
手
続
に
お
け
る
意
見
の
聴
取
） 

第
二
十
一
条 

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決

は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定

に
よ
り
当
該
審
査
請
求
を
却
下
す
る
場
合
を
除
き
、
審
査
請
求
人
に
対
し
、
相
当
な

期
間
を
お
い
て
予
告
を
し
た
上
、
同
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
審
理
員
が
公

開
に
よ
る
意
見
の
聴
取
を
行
っ
た
後
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
意
見
の
聴
取
に
際
し
て
は
、
審
査
請
求
人
及
び
利
害
関
係
人
に
対
し
、
当

該
事
案
に
つ
い
て
証
拠
を
提
出
し
、
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
請
求
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
一
条 
の

規
定
は
適
用
せ
ず
、
同
項
の
意
見
の
聴
取
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項 

か
ら
第
五
項 

ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

第
二
十
二
条 

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
命
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
命
令
で
、
そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ

れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置(

罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。)

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
条
約
附
属
書
Ⅰ
若
し
く
は
条
約
附
属
書
Ⅱ
に

掲
げ
る
物
、
条
約
附
属
書
Ⅲ
に
掲
げ
る
特
性
又
は
処
分
が
条
約
の
定
め
る
手
続
に
よ

り
変
更
さ
れ
た
場
合
の
経
過
措
置
そ
の
他
の
条
約
等
の
実
施
に
伴
い
必
要
と
さ
れ
る

事
項
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
必
要
な
規
定(

罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。)

を

設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
権
限
の
委
任
） 

第
二
十
三
条 

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
は
、
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
経
済
産
業
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
の
権
限
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

（
罰
則
） 

第
二
十
四
条 

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役

若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。 

 

第
二
十
五
条 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
十

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。 

一 

第
五
条
第
三
項
前
段
又
は
第
九
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、

又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者 

二 

第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第

十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者 

三 

第
六
条
第
二
項
又
は
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
輸
出
移
動
書
類
又

は
輸
入
移
動
書
類
に
、
そ
れ
ぞ
れ
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
若
し
く
は
第

十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
の
記
載
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
、

又
は
署
名
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
署
名
を
し
た
者 

 
 

四 
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者 

五 

第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
若
し
く
は
収
去
を
拒
み
、

妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を

せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者 



 

 第
二
十
六
条 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 
第
五
条
第
四
項
、
第
七
条
、
第
九
条
第
三
項
又
は
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
届
出
を
し
、
又
は
輸
出
移
動
書
類
若
し
く
は
輸
入

移
動
書
類
を
添
付
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
輸
出
移
動
書
類
若
し
く
は
虚
偽
の
輸

入
移
動
書
類
を
添
付
し
た
者 

 
 

二 

第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者 

 
 

三 

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
通
知
を
し
た
者 

 

第
二
十
七
条 

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の

従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
前
三
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き

は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科

す
る
。 

 

附 

則 

（
平
成
四
年
十
二
月
十
六
日
法
律
第
百
八
号
）
（
抄
） 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
（
平
成
五
年
一

二
月
一
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則 

（
平
成
二
十
九
年
六
月
十
六
日
法
律
第
六
二
号
） 

  

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
六
条
の
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

（
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
の
承
認
の
申
請
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
特
定

有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
旧
法
」
と

い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後

の
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と
い

う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
と
み
な
す
。 

 

（
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
輸
入
さ
れ
た
旧
法
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
特

定
有
害
廃
棄
物
等
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
旧
特
定
有
害
廃
棄
物
等
」

と
い
う
。
）
又
は
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
旧
法
第
八
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が

輸
入
し
よ
う
と
す
る
当
該
承
認
に
係
る
旧
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
う
ち
、
新
法
第
二

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

「
新
特
定
有
害
廃
棄
物
等
」
と
い
う
。
）
に
該
当
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
特
定

有
害
廃
棄
物
等
と
み
な
す
。 

  
 

（
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 

新
法
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定

は
、
新
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
う
ち
、
旧
特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
該
当
し
な
い
も
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
輸
出
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

  
 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
五
条 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  
 

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
） 

第
六
条 

こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経

過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

  
 

（
検
討
） 

第
七
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
新
法
の

施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
新
法
の
規
定
に
つ
い
て

検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 



 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施

行
令 

（
平
成
五
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
） 

 

内
閣
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法

律
第
百
八
号
）
第
二
条
第
一
項
、
第
十
条
第
三
項
第
一
号
、
第
十
四
条
及
び
第
十
七
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

 

（
船
舶
の
航
行
に
伴
い
生
ず
る
廃
棄
物
） 

 

第
一
条 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
船
舶
の
航
行
に
伴
い
生
ず
る
廃
棄
物
は
、

次
に
掲
げ
る
物
と
す
る
。 

 

一 

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第

百
三
十
六
号
）
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
油
又
は
同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
有

害
液
体
物
質
等
で
あ
っ
て
、
輸
送
活
動
、
漁
ろ
う
活
動
そ
の
他
の
船
舶
の
通
常
の

活
動
に
伴
い
生
ず
る
不
要
な
も
の 

 

二 

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
六
号
に
規
定
す

る
廃
棄
物
で
あ
っ
て
、
船
舶
内
に
あ
る
船
員
そ
の
他
の
者
の
日
常
生
活
に
伴
い
生

ず
る
も
の
又
は
輸
送
活
動
、
漁
ろ
う
活
動
そ
の
他
の
船
舶
の
通
常
の
活
動
に
伴
い

生
ず
る
も
の 

 

 

（
条
約
以
外
の
協
定
等
に
基
づ
き
規
制
を
行
う
必
要
が
な
い
物
） 

第
二
条 

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
物
は
、
経
済
協
力
開
発
機
構
の

回
収
作
業
が
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
の
規
制
に
関
す
る
理
事
会
決

定
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
理
事
会
決
定
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
我
が
国
が
規

制
を
行
う
必
要
が
な
い
物
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
物
と
す
る
。 

２ 

環
境
大
臣
は
、
前
項
の
環
境
省
令
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣

に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
条
約
以
外
の
協
定
等
に
基
づ
き
規
制
を
行
う
こ
と
が
必
要
な
物
） 

 

第
三
条 

法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
物
は
、
理
事
会
決
定
に
基
づ
き

我
が
国
が
規
制
を
行
う
こ
と
が
必
要
な
物
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
物
と
す
る
。 

２ 

環
境
大
臣
は
、
前
項
の
環
境
省
令
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣

に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
又
は
処
分
の
適
正
な
実
施
の
確
保
に
係
る
法
律

の
規
定
） 

 

第
四
条 

法
第
十
条
第
三
項
第
一
号
（
法
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
法
律
は
、
別
表
第
一
の
二
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
の
中
欄
に

掲
げ
る
法
律
と
し
、
同
号
の
政
令
で
定
め
る
規
定
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
法
律

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
規
定
と
す
る
。 

 

（
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
の
認
定
の
有
効
期
間
） 

第
五
条 

法
第
十
四
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
（
第
八
条
第
三
号
に
お
い
て
「
輸

入
事
業
者
の
認
定
の
有
効
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
五
年
と
す
る
。 

 

（
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
の
認
定
証
の
交
付
） 

第
六
条 

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
の
認
定
、
同
条
第

四
項
の
認
定
の
更
新
又
は
同
条
第
五
項
の
変
更
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
経
済
産
業

省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
認
定
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

（
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
の
認
定
証
の
再
交
付
） 

第
七
条 

前
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
定
証
を
汚
損

し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
申
請
し
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
の
認
定
証
の
返
納
） 



 

第
八
条 

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
認
定
証
（
第
四
号
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
回
復
し
た
認
定
証
）
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
返
納

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

法
第
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
認
定
が
取
り
消
さ
れ
た
と

き
。 

二 

法
第
十
四
条
第
一
項
の
認
定
（
同
条
第
四
項
の
認
定
の
更
新
又
は
同
条
第
五
項

の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
）
に
係
る
事
業
を
廃
止
し
た
と
き
。 

三 

輸
入
事
業
者
の
認
定
の
有
効
期
間
が
満
了
し
た
と
き
。 

四 

前
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
再
交
付
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
失
っ

た
認
定
証
を
回
復
す
る
に
至
っ
た
と
き
。 

 

（
再
生
利
用
等
事
業
者
の
認
定
の
有
効
期
間
） 

第
九
条 

法
第
十
五
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
（
第
十
二
条
第
三
号
に
お
い
て

「
再
生
利
用
等
事
業
者
の
認
定
の
有
効
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
五
年
と
す
る
。 

 

（
再
生
利
用
等
事
業
者
の
認
定
証
の
交
付
） 

第
十
条 

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
認
定
、
同
条
第

四
項
の
認
定
の
更
新
又
は
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
四

条
第
五
項
の
変
更
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
認
定
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
再
生
利
用
等
事
業
者
の
認
定
証
の
再
交
付
） 

第
十
一
条 

前
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
定
証
を
汚

損
し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
申
請
し
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 

（
再
生
利
用
等
事
業
者
の
認
定
証
の
返
納
） 

第
十
二
条 

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
認
定
証
（
第
四
号

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
回
復
し
た
認
定
証
）
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
返

納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

法
第
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り

法
第
十
五
条
第
一
項
の
認
定
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。 

二 

法
第
十
五
条
第
一
項
の
認
定
（
同
条
第
四
項
の
認
定
の
更
新
又
は
同
条
第
五
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
五
項
の
変
更
の
認
定
を
含

む
。
）
に
係
る
事
業
を
廃
止
し
た
と
き
。 

三 

再
生
利
用
等
事
業
者
の
認
定
の
有
効
期
間
が
満
了
し
た
と
き
。 

四 

前
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
再
交
付
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
失
っ

た
認
定
証
を
回
復
す
る
に
至
っ
た
と
き
。 

 

（
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
等
の
適
正
な
実
施
の
確
保
に
係
る
法
律
の
規
定
） 

 

第
十
三
条 

法
第
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
法
律
は
、
別
表
第
二
の
中
欄
に
掲

げ
る
法
律
と
し
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
規
定
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
法
律
に

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
規
定
と
す
る
。 

 

 

（
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
等
の
適
正
な
実
施
の
確
保
に
係
る
法
律
の
規
定
） 

 

第
十
四
条 

法
第
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
法
律
は
、
別
表
第
三
の
中
欄
に
掲

げ
る
法
律
と
し
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
規
定
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
法
律
に

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
規
定
と
す
る
。 

 

（
手
数
料
） 

 

第
十
五
条 

法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
別
表
第
四
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
者
が
納
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
同
表
の
第
三
欄
に
定
め
る
金
額
（
電
子
申
請

（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律

第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
し
て
行
う
申
請
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同

表
の
第
四
欄
に
定
め
る
金
額
）
と
す
る
。 

 



 

附 

則 

（
略
） 



 

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
） 

         

 

別
表
第
二
（
第
十
三
条
関
係
） 

  

四 三 二 一 

 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
） 

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
三
百

三
号
） 

火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
） 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
） 

法
律 

第
十
一
条
第
二
項
（
高
圧
ガ
ス
の
製
造
に
係
る

貯
蔵
及
び
導
管
に
よ
る
輸
送
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
条
の
六

第
一
項
（
高
圧
ガ
ス
の
販
売
に
係
る
貯
蔵
及
び

導
管
に
よ
る
輸
送
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

二
十
三
条
又
は
第
二
十
五
条 

第
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
十
五

条
の
二
又
は
第
十
六
条 

第
十
一
条
第
二
項
、
第
二
十
条
第
二
項
又
は
第

二
十
七
条
の
二 

第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
二

条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
四
条

第
十
二
項
、
第
十
四
条
の
四
第
十
二
項
又
は
第

十
九
条
の
三
か
ら
第
十
九
条
の
六
ま
で 

規
定 

五 四 三 二 一 

 

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災

害
の
防
止
に
関
す
る
法
律 

高
圧
ガ
ス
保
安
法 

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法 

火
薬
類
取
締
法 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律 

法
律 

第
三
十
九
条
第
三
項
又
は
第
四
十
条 

第
三
十
九
条 

第
十
五
条
の
三 

第
四
十
五
条
又
は
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項

（
災
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
必
要
な

応
急
の
措
置
に
係
る
部
分
に
限
る
。
） 

第
十
九
条
の
三
か
ら
第
十
九
条
の
六
ま
で 

規
定 



 

 
別
表
第
三
（
第
十
四
条
関
係
） 

                

 

別
表
第
四
（
第
十
五
条
関
係
） 

四 三 二 一 

 

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災

害
の
防
止
に
関
す
る
法
律 

高
圧
ガ
ス
保
安
法 

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法 

火
薬
類
取
締
法 

法
律 

第
三
十
九
条
第
三
項
又
は
第
四
十
条 

第
三
十
九
条 

第
十
五
条
の
三 

第
四
十
五
条
又
は
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
（
災
害

の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
必
要
な
応
急
の
措
置

に
係
る
部
分
に
限
る
。
） 

規
定 

十 九 八 七 六 五 四 三 二 一 

 

法
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

移
動
書
類
の
書
換
え
を
受
け
よ
う

と
す
る
者 

法
第
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
十
四
条
第
五
項
の
認

定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

法
第
十
五
条
第
一
項
の
認
定
又
は

そ
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

法
第
十
四
条
第
五
項
の
認
定
を
受

け
よ
う
と
す
る
者 

法
第
十
四
条
第
一
項
の
認
定
又
は

そ
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

輸
入
移
動
書
類
の
書
換
え
を
受
け

よ
う
と
す
る
者 

 

輸
入
移
動
書
類
の
再
交
付
を
受
け

よ
う
と
す
る
者 

輸
入
移
動
書
類
の
交
付
を
受
け
よ

う
と
す
る
者 

輸
出
移
動
書
類
の
再
交
付
を
受
け

よ
う
と
す
る
者 

輸
出
移
動
書
類
の
交
付
を
受
け
よ

う
と
す
る
者 

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者 

一
万
七
千
五
百
円 

四
万
三
千
五
百
円 

二
十
万
三
千
八
百
円 

二
万
七
千
九
百
円 

三
万
八
千
百
円 

一
万
七
千
五
百
円 

九
千
七
百
円 

一
万
六
千
七
百
円 

九
千
七
百
円 

一
万
二
千
円 

金
額 

一
万
五
千
七
百
円 

三
万
七
千
百
円 

十
九
万
七
千
三
百
円 

二
万
千
七
百
円 

三
万
千
九
百
円 

一
万
五
千
七
百
円 

八
千
三
百
円 

一
万
五
千
三
百
円 

八
千
三
百
円 

一
万
六
百
円 

電
子
申
請
に
よ
る
場

合
に
お
け
る
金
額 



 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則 

（
平
成
五
年
総
理
府
・
厚
生
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
） 

 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
百
八

号
）
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
、
第
十
条
第
二
項
、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。 

 

（
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
地
域
） 

第
一
条 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
地
域
は
、
別
表
第

一
の
中
欄
に
掲
げ
る
地
域
と
す
る
。 

 

（
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
） 

第
二
条 

法
第
四
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
特
定
有
害
廃
棄

物
等
は
、
別
表
第
一
の
中
欄
に
掲
げ
る
地
域
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄

に
掲
げ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
（
同

法
第
十
五
条
の
四
の
七
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

環
境
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
者
が
輸
出
を
し
よ
う
と
す
る
当
該
確
認
に
係
る
も
の
及

び
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
定
有
害
廃

棄
物
等
の
範
囲
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
三
十
年
環
境
省
令
第
十
二
号
）
第
五
条
に

規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

 

（
輸
出
移
動
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
） 

第
三
条 

法
第
六
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該

輸
出
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
引
渡
し
を
受
け
た
日
付
、
運
搬
を
開
始
し
た
日
付
及
び

運
搬
手
段
と
す
る
。 

 

（
輸
出
移
動
書
類
に
係
る
届
出
） 

 

第
四
条 

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
輸
出
移
動
書
類
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、

法
第
七
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
届
出
書

に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
輸
入
移
動
書
類
及
び
移
動
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
） 

第
五
条 

法
第
十
条
第
二
項
（
法
第
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物

等
の
運
搬
を
行
う
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
引
渡
し
を
受

け
た
日
付
、
運
搬
を
開
始
し
た
日
付
及
び
運
搬
手
段
と
す
る
。 

２ 

法
第
十
条
第
二
項
（
法
第
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物
等

の
処
分
を
行
う
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
引
渡
し
を
受
け

た
日
付
及
び
量
並
び
に
処
分
を
予
定
し
て
い
る
日
付
又
は
行
っ
た
日
付
及
び
処
分
の

方
法
と
す
る
。 

 

（
輸
入
移
動
書
類
に
係
る
届
出
） 

第
六
条 

輸
入
移
動
書
類
（
当
該
輸
入
移
動
書
類
に
係
る
輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が

廃
棄
物
処
理
法
第
二
条
第
一
項
の
廃
棄
物
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
を
受
け
た
者
等
は
、
法
第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
様
式
第
二
に
よ
る
届
出
書
に
よ
り
、
第
八
条
第

一
項
に
定
め
る
様
式
第
四
及
び
同
条
第
二
項
に
定
め
る
様
式
第
五
に
よ
る
通
知
書
の

写
し
を
添
付
し
て
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
七
条 
輸
入
移
動
書
類
の
交
付
を
受
け
た
者
等
が
法
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
若
し

く
は
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
、
又
は
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
等
が
移
動
書

類
に
係
る
輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
若
し
く
は
処
分
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な

っ
た
と
き
若
し
く
は
移
動
書
類
に
係
る
輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
失
っ
た
と
き
は
、



 

様
式
第
三
に
よ
る
届
出
書
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
通
知
） 

第
八
条 

輸
入
移
動
書
類
又
は
移
動
書
類
に
係
る
処
分
を
行
う
者
は
、
正
当
な
事
由
の

な
い
限
り
、
当
該
輸
入
移
動
書
類
又
は
当
該
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
等
が
携

帯
す
る
移
動
書
類
（
こ
の
条
に
お
い
て
「
輸
入
移
動
書
類
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
輸

入
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
引
渡
し
を
受
け
た
日
か
ら
三
営
業
日
以
内
に
、
様
式
第
四

に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
、
第
五
条
第
二
項
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
引
渡

し
を
受
け
た
こ
と
を
確
認
す
る
署
名
を
行
っ
た
当
該
輸
入
移
動
書
類
等
の
写
し
を
添

付
し
て
、
法
第
十
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

輸
入
移
動
書
類
又
は
移
動
書
類
に
係
る
処
分
を
行
う
者
は
、
正
当
な
事
由
の
な
い

限
り
、
当
該
輸
入
移
動
書
類
等
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
従
っ
て
輸
入
特
定
有
害
廃
棄

物
等
の
処
分
を
行
っ
た
日
以
後
速
や
か
に
、
遅
く
と
も
当
該
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、

様
式
第
五
に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
、
第
五
条
第
二
項
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
、
か

つ
、
処
分
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
署
名
を
行
っ
た
当
該
輸
入
移
動
書
類
等
の
写
し
を

添
付
し
て
、
法
第
十
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
者
は
、
そ
の
通
知
書
の
写
し
（
輸
入
移
動
書

類
又
は
移
動
書
類
の
写
し
を
含
む
。
）
を
、
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
輸
入
を
行
お
う
と
す
る
者
の
基
準
） 

第
九
条 

法
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準

は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

当
該
申
請
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識

及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

二 

当
該
申
請
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
を
的
確
に
、
か
つ
、
継
続
し
て

行
う
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。 

三 

当
該
輸
入
を
行
お
う
と
す
る
者
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

イ 

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け

る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者 

ロ 

法
、
廃
棄
物
処
理
法
そ
の
他
生
活
環
境
の
保
全
を
目
的
と
す
る
法
令
で
別
表

第
二
に
掲
げ
る
も
の
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
法
令
に
基
づ
く
処
分
若
し
く
は
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七

十
七
号
。
第
三
十
二
条
の
三
第
七
項
及
び
第
三
十
二
条
の
十
一
第
一
項
を
除
く
。

以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五

号
）
第
二
百
四
条
、
第
二
百
六
条
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
八
条
の
二
、
第
二

百
二
十
二
条
若
し
く
は
第
二
百
四
十
七
条
の
罪
若
し
く
は
暴
力
行
為
等
処
罰

ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
の
罪
を
犯
し
、
罰
金
の
刑
に

処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た

日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者 

ハ 

法
第
十
四
条
第
八
項
（
法
第
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
廃
棄
物
処
理

法
第
七
条
の
四
第
一
項
（
同
項
第
四
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
若
し
く
は
第

二
項
若
し
く
は
同
法
第
十
四
条
の
三
の
二
第
一
項
（
同
項
第
四
号
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
十
四
条
の
六
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消

さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者 

ニ 

当
該
申
請
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
に
関
し
不
正
又
は
不
誠
実

な
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
者 

 

（
輸
入
及
び
法
第
十
五
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
施
設
へ
の
運
搬
の
基
準
） 

第
十
条 

法
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
は
、
次
の
よ
う
に
行
う
こ
と
。 

イ 
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

ロ 

運
搬
に
伴
う
悪
臭
、
騒
音
又
は
振
動
に
よ
っ
て
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障

が
生
じ
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 



 

ハ 

運
搬
車
、
運
搬
船
及
び
運
搬
容
器
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が
飛
散
し
、
及

び
流
出
し
、
並
び
に
悪
臭
が
漏
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
の
た
め
の
施
設
を
設
置
す
る
場
合
に
は
、
生
活
環

境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

三 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。 

イ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
周
囲
に
囲
い
（
保
管
す
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
荷

重
が
直
接
当
該
囲
い
に
か
か
る
構
造
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
荷
重
に

対
し
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

保
管
の
場
所
か
ら
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
及
び
地
下
に

浸
透
し
、
並
び
に
悪
臭
が
発
散
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

ハ 

騒
音
又
は
振
動
に
よ
っ
て
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う

に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
性
状
、
数
量
又
は
運

搬
の
方
法
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
、
人
の
健
康
の
保
護
及
び
環
境
保
全
上
の
支
障

が
無
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

五 

当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
等
目
的
の
輸
入
に
際
し
て
他
の
法
令
に
基
づ
く
行

政
庁
の
許
可
、
認
可
、
承
認
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
以
下
「
許
可
等
」

と
い
う
。
）
を
必
要
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
許
可
等
を
得
て
い
る
こ
と
。 

 

（
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
の
認
定
の
申
請
に
係
る
書
類
） 

第
十
一
条 

法
第
十
四
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
六
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
十
四
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 

一 

輸
入
す
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
係
る
再
生
利
用
等
を
行
お
う
と
す
る
再
生
利

用
等
事
業
者
の
認
定
証
の
写
し
及
び
当
該
認
定
を
受
け
た
再
生
利
用
等
事
業
者

と
の
輸
入
す
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
係
る
再
生
利
用
等
に
関
す
る
契
約
書
又

は
そ
れ
に
相
当
す
る
書
類 

二 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
定
款
又
は
寄
付
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明

書 

三 

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
住
民
票
の
写
し 

四 

申
請
者
が
第
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ

と
を
誓
約
す
る
書
面 

五 

過
去
に
法
第
八
条
の
経
済
産
業
大
臣
の
輸
入
承
認
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書

類
及
び
当
該
承
認
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
直
前
三
年
間
の
輸
入
実
績
又

は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
行
為
の
業
務
経
歴
を
記
載
し
た
書
類 

六 

当
該
申
請
に
係
る
輸
入
の
事
業
の
開
始
に
要
す
る
資
金
の
総
額
及
び
そ
の
資
金

の
調
達
方
法
を
記
載
し
た
書
類 

七 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借

対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
当
該
法
人
設
立
の
日
以
後
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に

お
け
る
も
の
に
限
る
。
） 

八 

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
資
産
に
関
す
る
調
書 

九 

当
該
申
請
に
係
る
輸
入
事
業
計
画
書
（
輸
入
予
定
数
量
を
含
む
。
） 

十 
 

当
該
申
請
に
係
る
運
搬
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
の
基
準
に
適
合

す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類 

十
一 

当
該
申
請
に
係
る
運
搬
を
他
の
事
業
者
に
行
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
運

搬
を
行
う
者
の
名
簿
及
び
当
該
運
搬
を
行
う
者
が
前
条
の
基
準
に
適
合
す
る
こ

と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類 

十
二 

認
定
に
係
る
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
他
の
法
令
に
基

づ
く
行
政
庁
の
許
可
等
を
得
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
許
可
等
を
得
て
い

る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

十
三 

そ
の
他
法
第
十
四
条
第
一
項
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
の
認
定
の
参
考
と
な
る
書
類
及
び
図
面 

 

（
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
の
認
定
の
更
新
の
申
請
） 

第
十
二
条 

法
第
十
四
条
第
四
項
の
認
定
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
認

定
の
有
効
期
間
満
了
の
日
六
十
日
前
ま
で
に
、
前
条
第
一
項
の
申
請
書
に
同
条
第
二

項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
、
認
定
証
及
び
認
定
に
係
る
実
績
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付

し
て
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
の
変
更
の
認
定
の
申
請
） 



 

第
十
三
条 

法
第
十
四
条
第
五
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第

七
に
よ
る
申
請
書
に
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
平
成
五
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
に
規
定
す

る
認
定
証
及
び
当
該
変
更
に
係
る
第
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

て
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
変
更
の
認
定
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
） 

第
十
四
条 

法
第
十
四
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る

軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人
番
号
及
び
代

表
者
の
氏
名
の
変
更 

二 

輸
入
す
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
の
方
法
の
変
更 

 

（
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
の
廃
止
の
届
出
） 

第
十
五
条 

再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
は
、
そ
の
認
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
廃
止
し
よ
う
と
す
る
日
の
十
日
前
ま
で
に
、
様
式
第
八
に
よ
る

届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
軽
微
な
変
更
の
届
出
） 

第
十
六
条 

法
第
十
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
当
該
変
更
の
日
か

ら
十
日
（
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
十
日
）
以
内
に
、

様
式
第
九
に
よ
る
届
出
書
に
当
該
変
更
に
係
る
第
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書

類
を
添
付
し
て
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
の
認
定
証
） 

第
十
七
条 

令
第
六
条
に
規
定
す
る
認
定
証
の
様
式
は
、
様
式
第
十
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
認
定
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事

項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
様
式
第
十
一
に
よ
る
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境

大
臣
に
提
出
し
、
認
定
証
の
書
換
え
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
の
認
定
証
の
再
交
付
の
申
請
） 

第
十
八
条 

令
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
再
交
付
の
申
請
は
、
様
式
第
十
二
に
よ
る
申
請

書
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
認
定
証
が
汚
損
さ
れ
た
た
め
に
再
交
付
の
申
請
を
行
う
と
き
は
、
当
該
認
定

証
を
当
該
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
報
告
） 

第
十
九
条 

再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
は
、
毎
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
に
、
そ
の

前
年
に
お
け
る
そ
の
認
定
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
及
び
運
搬
に
関
し
、

当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
係
る
再
生
利
用
等
事
業
者
ご
と
に
様
式
第
十
三
に
よ
る

報
告
書
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
報
告
書
に
は
、
輸
入
し
た
特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
係
る
有
害
廃
棄
物
の
国

境
を
越
え
る
移
動
及
び
そ
の
処
分
の
規
制
に
関
す
る
バ
ー
ゼ
ル
条
約
（
以
下
「
条
約
」

と
い
う
。
）
第
六
条
１
の
規
定
に
よ
る
通
告
の
書
面
の
写
し
及
び
当
該
特
定
有
害
廃
棄

物
等
に
係
る
移
動
書
類
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
再
生
利
用
等
を
行
お
う
と
す
る
者
の
基
準
） 

第
二
十
条 

法
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
基

準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
等
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

二 

当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
等
を
的
確
に
、
か
つ
、
継
続
し
て
行
う
に
足
り
る

経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。 

三 

当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
等
を
自
ら
行
う
者
で
あ
る
こ
と
。 

四 

当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
等
を
行
お
う
と
す
る
者
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
こ
と
。 

イ 
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け

る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者 

ロ 

法
、
廃
棄
物
処
理
法
そ
の
他
生
活
環
境
の
保
全
を
目
的
と
す
る
法
令
で
別
表

第
二
に
掲
げ
る
も
の
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
法
令
に
基
づ
く
処
分
若
し
く
は
暴



 

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
違
反
し
、
又

は
刑
法
第
二
百
四
条
、
第
二
百
六
条
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
八
条
の
二
、
第

二
百
二
十
二
条
若
し
く
は
第
二
百
四
十
七
条
の
罪
若
し
く
は
暴
力
行
為
等
処

罰
ニ
関
ス
ル
法
律
の
罪
を
犯
し
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ

り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者 

ハ 

法
第
十
四
条
第
八
項
（
法
第
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
、
廃
棄
物
処
理
法
第

七
条
の
四
第
一
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
若
し
く
は
第
二
項
若
し

く
は
同
法
第
十
四
条
の
三
の
二
第
一
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
若

し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
十
四
条
の
六
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十

三
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消

し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者 

ニ 

当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
等
に
関
し
不
正
又
は
不
誠
実
な
行
為
を
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
者 

 

（
再
生
利
用
等
を
行
お
う
と
す
る
施
設
及
び
当
該
施
設
に
お
け
る
当
該
再
生
利
用
等

の
基
準
） 

第
二
十
一
条 

法
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
等
を
行
お
う
と
す
る
施
設
及
び
再
生
利
用
等
が
次

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

イ 

自
重
、
積
載
荷
重
そ
の
他
の
荷
重
、
地
震
力
及
び
温
度
応
力
に
対
し
て
構
造

耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
理
に
伴
い
生
ず
る
排
ガ
ス
、
排
水
及
び
残
さ
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
排
ガ
ス
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
施
設
に
お
い
て
使
用

す
る
薬
剤
等
に
よ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
及
び
施
設
等
の
腐
食
を
防
止
す
る

た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

ハ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
飛
散
及
び
流
出
並
び
に
悪
臭
の
発
散
を
防
止
す
る

た
め
に
必
要
な
構
造
の
も
の
で
あ
り
、
又
は
必
要
な
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
。 

ニ 

著
し
い
騒
音
及
び
振
動
を
発
生
し
、
周
囲
の
生
活
環
境
を
損
な
わ
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。 

ホ 

施
設
か
ら
排
ガ
ス
等
を
排
出
す
る
場
合
は
、
人
の
健
康
の
保
護
及
び
生
活
環

境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る

こ
と
。 

ヘ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
受
入
設
備
及
び
処
理
さ
れ
た
特
定
有
害
廃
棄
物
等

の
貯
留
設
備
が
、
施
設
の
処
理
能
力
に
応
じ
、
十
分
な
容
量
を
有
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。 

ト 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
保
管
は
、
周
囲
に
囲
い
（
保
管
す
る
特
定
有
害
廃
棄

物
等
の
荷
重
が
直
接
当
該
囲
い
に
か
か
る
構
造
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
荷
重
に
対
し
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
て

い
る
場
所
で
行
う
こ
と
。 

チ 

イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
性
状
、
数

量
、
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
方
法
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
、
人
の
健
康
の
保

護
及
び
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
が
講

じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

二 

当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
等
に
際
し
て
、
他
の
法
令
に
基
づ
く
行
政
庁
の
許

可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
許
可
等
を
得
て
い
る
こ
と
。 

 

（
再
生
利
用
等
事
業
者
の
認
定
の
申
請
に
係
る
書
類
） 

第
二
十
二
条 

法
第
十
五
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
十
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
十
五
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画 

イ 

事
業
計
画
の
概
要 

ロ 
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
等
の
内
容
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

⑴ 
再
生
利
用
等
を
行
う
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
種
類
、
性
状
及
び
予
定
輸
入

数
量 

⑵ 

再
生
利
用
等
の
方
法 



 

⑶ 

再
生
利
用
等
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
（
以
下
「
再
生
品
」
と
い
う
。
）
の

種
類
及
び
性
状 

ハ 
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
等
に
係
る
事
務
所
及
び
事
業
場
の
所
在
地 

ニ 
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
等
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
他
の
法
令
に
基
づ
く

行
政
庁
の
許
可
等
を
得
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
許
可
等
に
係
る
事
業

の
範
囲
又
は
施
設
の
種
類 

ホ 

当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
等
の
用
に
供
す
る
全
て
の
施
設
に
関
す
る
次

に
掲
げ
る
事
項 

⑴ 

施
設
の
設
置
の
場
所 

⑵ 

施
設
の
種
類 

⑶ 

施
設
の
処
理
能
力 

⑷ 

施
設
の
位
置
及
び
構
造 

⑸ 

施
設
の
維
持
管
理
の
方
法 

二 

当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
等
を
行
う
特
定
有
害
廃
棄
物
等
及
び
再
生
品
の
性

状
を
明
ら
か
に
す
る
書
類 

三 

当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
等
に
伴
い
生
ず
る
も
の
（
再
生
品
を
除
く
。
）
の
種

類
、
性
状
、
数
量
及
び
処
理
方
法
を
記
載
し
た
書
類 

四 

申
請
者
が
当
該
施
設
の
所
有
権
を
有
す
る
こ
と
（
所
有
権
を
有
し
な
い
場
合
に

は
、
当
該
施
設
を
使
用
す
る
権
原
を
有
す
る
こ
と
）
を
証
す
る
書
類 

五 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明

書 

六 

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
住
民
票
の
写
し 

七 

申
請
者
が
第
二
十
条
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を

誓
約
す
る
書
面 

八 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借

対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
当
該
法
人
設
立
の
日
以
後
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に

お
け
る
も
の
に
限
る
。
） 

九 

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
資
産
に
関
す
る
調
書 

十 

法
第
八
条
に
基
づ
き
輸
入
さ
れ
た
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
再
生
利
用
等
の
直
前

三
年
間
の
実
績
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
処
理
の
実
績
を
示
す
書
類 

十
一 

当
該
申
請
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
等
の

直
前
三
年
間
の
実
績
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
処
理
の
実
績
を
示
す
書
類 

十
二 

当
該
申
請
に
係
る
再
生
利
用
等
を
行
お
う
と
す
る
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に

す
る
平
面
図
、
立
面
図
、
構
造
図
、
処
理
工
程
図
、
設
計
計
算
書
及
び
当
該
施
設

の
付
近
の
見
取
図 

十
三 

施
設
を
設
置
し
て
い
る
場
合
に
は
、
排
ガ
ス
中
の
ば
い
煙
量
及
び
ば
い
煙
濃

度
並
び
に
排
水
の
汚
染
状
態
（
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三

十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
汚
染
状
態
を
い
う
。
）
を
記
載
し
た
書
類 

十
四 

認
定
に
係
る
再
生
利
用
等
に
関
す
る
他
の
法
令
に
基
づ
く
行
政
庁
の
許
可
等

を
得
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
許
可
等
を
得
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

十
五 

そ
の
他
法
第
十
五
条
第
一
項
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
の
認
定
の
参
考
と
な
る
書
類
及
び
図
面 

 

（
再
生
利
用
等
事
業
者
の
認
定
の
更
新
の
申
請
） 

第
二
十
三
条 

法
第
十
五
条
第
四
項
の
認
定
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該

認
定
の
有
効
期
間
満
了
の
日
前
六
十
日
ま
で
に
前
条
第
一
項
の
申
請
書
に
同
条
第
二

項
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

（
再
生
利
用
等
事
業
者
の
変
更
の
認
定
の
申
請
） 

第
二
十
四
条 

法
第
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第

五
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
五
に
よ
る
申
請
書
に
令

第
十
条
に
規
定
す
る
認
定
証
及
び
当
該
変
更
に
係
る
第
二
十
二
条
第
二
項
各
号
に
掲

げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 
（
変
更
の
認
定
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
） 

第
二
十
五
条 

法
第
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第

五
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。 



 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人
番
号
及
び
代

表
者
の
氏
名
の
変
更 

二 
再
生
利
用
等
を
行
お
う
と
す
る
施
設
の
構
造
並
び
に
再
生
利
用
等
を
行
お
う
と

す
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
種
類
及
び
処
理
の
方
法
で
あ
っ
て
、
人
の
健
康
の
保

護
及
び
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
な
い
も
の
の
変
更 

 

（
再
生
利
用
等
事
業
者
の
廃
止
の
届
出
） 

第
二
十
六
条 

再
生
利
用
等
事
業
者
は
、
そ
の
認
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
廃
止
し
よ
う
と
す
る
日
の
十
日
前
ま
で
に
、
様
式
第
十
六
に
よ
る
届
出

書
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
軽
微
な
変
更
の
届
出
） 

第
二
十
七
条 

法
第
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第

七
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
当
該
変
更
の
日
か
ら
十
日
（
登
記
事
項
証
明

書
を
添
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
十
日
）
以
内
に
、
様
式
第
十
七
に
よ
る
届
出

書
に
当
該
変
更
に
係
る
第
二
十
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
経

済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
再
生
利
用
等
事
業
者
の
認
定
証
） 

第
二
十
八
条 

令
第
十
条
に
規
定
す
る
認
定
証
は
、
様
式
第
十
八
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
認
定
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
法
第
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
行
っ
た
と
き
は
、

様
式
第
十
九
に
よ
る
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
、
当
該
変

更
に
係
る
認
定
証
の
書
換
え
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
再
生
利
用
等
事
業
者
の
認
定
証
の
再
交
付
の
申
請
） 

第
二
十
九
条 

令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
証
の
再
交
付
の
申
請
は
、
様
式
第
二

十
に
よ
る
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
認
定
証
が
汚
損
さ
れ
た
た
め
に
再
交
付
の
申
請
を
行
う
と
き
に
は
、
当
該
認

定
証
を
当
該
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
移
動
書
類
に
係
る
届
出
） 

第
三
十
条 

法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
読
み
替
え
後
の
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
毎
年
二
月
二
十
八
日

ま
で
に
、
そ
の
前
年
に
お
け
る
そ
の
認
定
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
再
生
利
用

等
に
関
し
、
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
係
る
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
（
再

生
利
用
等
を
行
っ
た
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
他
の
再
生
利
用
等
事
業
者
に
搬
出

し
た
場
合
に
は
、
当
該
他
の
再
生
利
用
等
事
業
者
を
含
む
。
）
ご
と
に
様
式
第
二
十
一

に
よ
る
報
告
書
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
報
告
書
に
は
、
再
生
利
用
等
を
行
っ
た
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
第
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
様
式
第
四
に
よ
る
通
知
書
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
五

に
よ
る
通
知
書
及
び
移
動
書
類
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
身
分
を
示
す
証
明
書
） 

第
三
十
一
条 

法
第
十
九
条
第
三
項
の
証
明
書
の
様
式
は
、
様
式
第
二
十
二
の
と
お
り

と
す
る
。 

              



 

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
二
条
関
係
） 

                  

別
表
第
二
（
第
九
条
、
第
二
十
条
関
係
） 

  

附 

則 

（
略
） 

二 一 

 
前
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
地

域
以
外
の
地
域 

経
済
協
力
開
発
機
構
の
我

が
国
以
外
の
加
盟
国 

地
域 

全
て
の
特
定
有
害
廃
棄
物
等 

条
約
附
属
書
Ⅳ
Ｂ
に
掲
げ
る
処
分
作
業
を
行
う
た

め
に
輸
出
さ
れ
る
鉛
蓄
電
池
（
破
砕
さ
れ
て
い
る
か

否
か
を
問
わ
な
い
。
） 

 
条
約
附
属
書
Ⅳ
Ａ
に
掲
げ
る
処
分
作
業
を
行
う
た

め
に
輸
出
さ
れ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等 

  

特
定
有
害
廃
棄
物
等 

九 八 七 六 五 四 三 二 一 

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
五
号
） 

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
） 

浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
） 

振
動
規
制
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
） 

悪
臭
防
止
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
一
号
） 

水
質
汚
濁
防
止
法 

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百

三
十
六
号
） 

騒
音
規
制
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
） 

大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
） 







Certification 

Address: 

Name of the certified organization: 
Name of the official representative 

of the corporate: 

 We hereby certify you as having obtained the approval as set forth in Paragraph 1 of Article 14 
of the Basel Act in Japan, for the import of hazardous wastes shown in 5 for the purpose of the-
ir appropriate and safe transport to recovery/recycling/reclamation operators listed in 6 without  
harming human health or the living environment. 

 Date (year/month/day) 

(Minister of Economy, Trade and Industry)

(Minister of the Environment)

Name and address, or company number and name of the representative person that obtains the
 certification 

 Date of certification 

 Certification number 

 Expiration date 

 Type of hazardous wastes that can be imported for recovery/recycling/reclamation 

   Name of the certified person pursuant to Paragraph 1 of Article 15 of the Basel Act in  
Japan, who intends to conduct recovery/recycling/reclamation, which is the stated purpose for the

 import.  

書替え→書換えに修正

明子 圓尾
ハイライト表示





Certification

Address: 

Name of the certified organization: 
Name of the official representative 

of the corporate:

We hereby certify you as having obtained the approval as set forth in Paragraph 1 of Article 15 of the 
Basel Act in Japan, for the recovery/recycling/reclamation of hazardous wastes listed in 5, without harming 
human health or the living environment.

 Date (year/month/day) 

(Minister of Economy, Trade and Industry)

(Minister of the Environment)

Name and address, or company number and name of the representative person that obtains the 
certification

 Date of certification

 Certification number

 Expiration date 

 Type of hazardous wastes certified for recovery/recycling/reclamation

 Method of recovery/recycling/reclamation

 Products of the recovery/recycling/reclamation

 Location/Address of the facility for the recovery/recycling/reclamation 

 Recycling capacity of the facility for the recovery/recycling/reclamation

第15条第１号→第15条第１項

書替え→書換え

明子 圓尾
ハイライト表示

明子 圓尾
ハイライト表示





 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
く
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
範
囲
等
を
定
め
る
省
令 

（
平
成
三
十
年
六
月
十
八
日 

環
境
省
令
第
十
二
号
） 

 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
六
十
二
号
）
及
び
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制

に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平

成
三
十
年
政
令
第
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等

の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
百
八
号
）
及
び
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸

出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
の
規
定

に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規

制
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
範
囲
等
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。 

 

（
用
語
の
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等

の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に

よ
る
。 

 

（
理
事
会
決
定
に
基
づ
き
我
が
国
が
規
制
を
行
う
必
要
が
な
い
物
） 

第
二
条 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
物
は
、
我
が
国
か
ら
経
済

協
力
開
発
機
構
の
我
が
国
以
外
の
加
盟
国
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
我
が
国
に
経
済
協
力

開
発
機
構
の
我
が
国
以
外
の
加
盟
国
か
ら
輸
入
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

有
害
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
及
び
そ
の
処
分
の
規
制
に
関
す
る
バ
ー
ゼ

ル
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
附
属
書
Ⅳ
Ｂ
に
掲
げ
る
処
分
作
業
と
し
て

別
表
第
一
の
二
の
項
中
欄
に
掲
げ
る
処
分
作
業
を
行
う
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、

別
表
第
二
中
欄
に
掲
げ
る
も
の 

二 

経
済
協
力
開
発
機
構
の
回
収
作
業
が
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動

の
規
制
に
関
す
る
理
事
会
決
定
第
Ⅱ
章
Ｄ
⑴
（
c
）
に
基
づ
く
分
析
試
験
（
第
四

条
第
二
項
に
お
い
て
単
に
「
分
析
試
験
」
と
い
う
。
）
を
行
う
た
め
の
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
重
量
が
二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

（
以
下
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
」
と
い
う
。
）
を
五
十
ｐ
ｐ
ｍ
（
百
万
分
率
）
以
上
含
む
も
の

を
除
く
。
） 

 

（
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
範
囲
） 

第
三
条 

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
物
の
う
ち
輸
出
に
係
る

も
の
は
、
別
表
第
三
中
欄
に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、

か
つ
、
別
表
第
四
中
欄
、
別
表
第
五
上
欄
若
し
く
は
別
表
第
六
上
欄
に
掲
げ
る
物
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
い
ず
れ
か
を
含
む
も
の
（
法
第
二
条
第
一
項

第
一
号
本
文
の
政
令
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

 

第
四
条 

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
物
の
う
ち
輸
入
に
係
る

も
の
は
、
別
表
第
三
中
欄
に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、

か
つ
、
別
表
第
四
中
欄
、
別
表
第
五
上
欄
若
し
く
は
別
表
第
六
上
欄
に
掲
げ
る
物
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
い
ず
れ
か
を
含
む
も
の
（
法
第
二
条
第
一
項

第
一
号
本
文
の
政
令
に
定
め
る
も
の
及
び
経
済
協
力
開
発
機
構
の
我
が
国
以
外
の
加

盟
国
以
外
の
国
か
ら
我
が
国
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
第
二
条
第
一
号
又
は

第
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

２ 

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
条
約
附
属
書
Ⅱ
に
掲
げ
る
物
の
う
ち
、
輸
入
に
係

る
も
の
で
あ
っ
て
、
分
析
試
験
を
行
う
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
重
量
が
二
十
五

キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
該
当
し
な
い
も
の

と
み
な
す
。 

 

（
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
外
国
に
お
い
て
有
害
廃
棄
物
と
さ
れ
て
い
る
物
） 

第
五
条 

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
ホ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
物
は
、
中
華
人
民
共
和

国
香
港
特
別
行
政
区
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
香
港
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
条
約



 

第
一
条
１
に
規
定
す
る
有
害
廃
棄
物
と
さ
れ
て
い
る
モ
ニ
タ
ー
（
第
三
条
に
掲
げ
る

物
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
香
港
を
輸
出
の
仕
向
地
又
は
経
由
地
と
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
） 

第
六
条 

法
第
四
条
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。 

一 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
（
分
析
試
験
を
行
う
た
め
の
も
の
を
除
く
。
）

の
処
分
（
処
分
の
た
め
の
運
搬
及
び
こ
れ
に
伴
う
保
管
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

を
行
う
場
合 

次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
措
置 

イ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
を
行
お
う
と
す
る
者
が
、
次
に
掲

げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

⑴ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
を
的
確
に
行
う
に
足
り
る
経
理

的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。 

⑵ 

輸
出
の
相
手
国
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
て
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
相
当
す

る
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
輸
出
の
相
手
国
の
環
境
関
連
法
令
の
規
定
に
違
反

し
て
罰
金
の
刑
に
相
当
す
る
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た

日
か
ら
五
年
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
。 

⑶ 

輸
出
の
相
手
国
の
環
境
関
連
法
令
に
関
す
る
違
反
又
は
他
の
法
令
の
重
大

な
違
反
が
な
い
こ
と
。 

⑷ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
を
行
う
に
当
た
り
、
輸
出
の
相

手
国
に
お
い
て
必
要
な
許
可
等
を
受
け
て
い
る
こ
と
。 

⑸ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
に
関
し
、
不
正
又
は
不
誠
実
な

行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
で

な
い
こ
と
。 

ロ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
が
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

る
こ
と
。 

⑴ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
な
い
よ
う
に

必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

⑵ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
に
伴
う
悪
臭
、
騒
音
又
は
振
動

に
よ
っ
て
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
が
講

じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

⑶ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
を
行
う
施
設
が
、
当
該
特
定
有

害
廃
棄
物
等
の
量
に
対
し
て
十
分
な
処
分
能
力
を
有
す
る
こ
と
。 

⑷ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
に
伴
い
生
じ
る
排
ガ
ス
、
排
水

及
び
残
さ
が
、
我
が
国
に
お
い
て
人
の
健
康
の
保
護
及
び
生
活
環
境
の
保
全

上
の
観
点
か
ら
求
め
ら
れ
る
水
準
を
下
回
ら
な
い
方
法
に
よ
り
処
分
さ
れ
る

こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

⑸ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
を
行
う
施
設
に
お
い
て
、
人
の

健
康
の
保
護
及
び
生
活
環
境
の
保
全
上
の
観
点
か
ら
我
が
国
に
お
い
て
必
要

と
な
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

⑹ 

⑴
か
ら
⑸
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物

等
が
、
我
が
国
に
お
い
て
人
の
健
康
の
保
護
及
び
生
活
環
境
の
保
全
上
の
観

点
か
ら
求
め
ら
れ
る
水
準
並
び
に
条
約
第
四
条
二
⒠
に
基
づ
き
決
定
さ
れ
た

基
準
を
下
回
ら
な
い
方
法
に
よ
り
処
分
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
こ
と
。 

⑺ 

そ
の
他
条
約
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実
施
及
び
輸
出
の
相
手
国
に
お
け
る
人

の
健
康
の
保
護
及
び
生
活
環
境
の
保
全
上
の
観
点
か
ら
必
要
な
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

二 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
（
分
析
試
験
を
行
う
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）

の
処
分
を
行
う
場
合 

次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
措
置 

イ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
を
行
お
う
と
す
る
者
が
、
次
に
掲

げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

⑴  

輸
出
の
相
手
国
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
て
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
相
当

す
る
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
輸
出
の
相
手
国
の
環
境
関
連
法
令
の
規
定
に

違
反
し
て
罰
金
の
刑
に
相
当
す
る
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な

く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
。 

⑵  
輸
出
の
相
手
国
の
環
境
関
連
法
令
に
関
す
る
違
反
又
は
他
の
法
令
の
重

大
な
違
反
が
な
い
こ
と
。 



 

ロ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
が
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

る
こ
と
。 

⑴ 

当
該
輸
出
の
目
的
が
、
条
約
附
属
書
Ⅳ
に
掲
げ
る
処
分
作
業
と
し
て
別
表

第
一
に
掲
げ
る
処
分
作
業
に
係
る
分
析
試
験
を
行
う
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

⑵ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
分
析
試
験
が
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等

及
び
そ
の
他
の
廃
棄
物
の
発
生
を
最
小
限
度
に
す
る
た
め
、
環
境
上
適
正
な

廃
棄
物
低
減
技
術
、
再
生
利
用
の
方
法
並
び
に
良
好
な
管
理
及
び
処
分
の
体

制
の
開
発
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

⑶ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
量
が
、
分
析
試
験
に
必
要
な
最
小
限

度
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

⑷ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
分
析
試
験
に
伴
い
生
じ
る
残
さ
が
、

輸
出
の
相
手
国
に
お
い
て
人
の
健
康
の
保
護
及
び
生
活
環
境
の
保
全
上
の
観

点
か
ら
求
め
ら
れ
る
水
準
を
下
回
ら
な
い
方
法
に
よ
り
処
分
さ
れ
る
こ
と
が

確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

⑸ 

そ
の
他
条
約
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実
施
及
び
輸
出
の
相
手
国
に
お
け
る
人

の
健
康
の
保
護
及
び
生
活
環
境
の
保
全
上
の
観
点
か
ら
必
要
な
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

（
環
境
大
臣
の
確
認
書
類
） 

第
七
条 

法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
確
認
を
行
う
た
め
の
書
類
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

一 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
（
分
析
試
験
を
行
う
た
め
の
も
の
を
除
く
。
）
の
輸
出
を
行

う
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
を
行
お
う
と
す
る
者
が
前
条
第

一
号
イ
⑵
及
び
⑶
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面 

ロ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
を
行
お
う
と
す
る
者
が
法
人
で

あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益

計
算
書 

ハ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
を
行
お
う
と
す
る
者
が
個
人
で

あ
る
場
合
に
は
、
資
産
に
関
す
る
調
書 

ニ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
を
行
お
う
と
す
る
施
設
の
処
分

能
力
及
び
直
前
三
年
間
の
処
分
実
績
並
び
に
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処

分
計
画
に
関
す
る
書
類 

ホ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
性
状
を
明
ら
か
に
す
る
書
類 

ヘ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
を
行
お
う
と
す
る
施
設
の
概
要

に
関
す
る
書
類 

ト 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
生
じ
た
施
設
の
排
出
工
程
図 

チ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
を
行
お
う
と
す
る
施
設
の
構
造

を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、
構
造
図
、
処
分
工
程
図
及
び
設
計
計
算

書
並
び
に
当
該
施
設
の
付
近
の
見
取
図 

リ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
に
伴
い
生
ず
る
排
ガ
ス
、
排
水
及

び
残
さ
の
処
分
を
行
お
う
と
す
る
全
て
の
施
設
に
関
す
る
施
設
の
処
分
能
力

及
び
施
設
の
処
分
方
式
に
関
す
る
書
類 

ヌ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
に
伴
い
生
ず
る
排
ガ
ス
、
排
水
及

び
残
さ
に
含
ま
れ
る
有
害
物
質
の
濃
度
を
記
載
し
た
書
類 

ル 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
を
行
お
う
と
す
る
者
が
輸
出
の

相
手
国
に
お
い
て
必
要
な
許
可
等
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

ヲ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
に
関
し
て
遵
守
す
べ
き
輸
出
の
相
手
国
の
法

令
を
記
載
し
た
書
面 

ワ 

そ
の
他
条
約
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実
施
及
び
輸
出
の
相
手
国
に
お
け
る
人

の
健
康
の
保
護
及
び
生
活
環
境
の
保
全
上
の
観
点
か
ら
必
要
な
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類 

カ 

そ
の
他
必
要
な
書
類 

二 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
（
分
析
試
験
を
行
う
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
の
輸
出
を
行

う
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 
輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
を
行
お
う
と
す
る
者
が
前
条
第

二
号
イ
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面 

ロ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
分
析
試
験
の
目
的
、
方
法
、
工
程
図
及

び
期
間
を
記
載
し
た
書
類 



 

ハ 

輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
量
が
分
析
試
験
に
必
要
な
最
小
限
度

の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

ニ 
輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
に
伴
い
生
ず
る
残
さ
の
処
分
方

法
を
記
載
し
た
書
類 

ホ 

そ
の
他
条
約
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実
施
及
び
輸
出
の
相
手
国
に
お
け
る
人

の
健
康
の
保
護
及
び
生
活
環
境
の
保
全
上
の
観
点
か
ら
必
要
な
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類 

へ 

そ
の
他
必
要
な
書
類 

 

（
輸
入
移
動
書
類
の
交
付
を
受
け
た
者
に
係
る
届
出
） 

第
八
条 

輸
入
移
動
書
類
（
当
該
輸
入
移
動
書
類
に
係
る
輸
入
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）

第
二
条
第
一
項
の
廃
棄
物
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交

付
を
受
け
た
者
等
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
様
式

第
一
に
よ
る
届
出
書
に
よ
り
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
総
理
府
、
厚
生
省
、
通
商
産
業
省
令
第
一
号
。
以
下
「
施

行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
に
定
め
る
様
式
第
四
及
び
同
条
第
二
項
に
定
め

る
様
式
第
五
に
よ
る
通
知
書
の
写
し
を
添
付
し
て
、
環
境
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

第
九
条 

輸
入
移
動
書
類
の
交
付
を
受
け
た
者
等
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
又

は
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
様
式
第
二
に
よ
る
届
出
書
に
よ
り
、
環
境
大
臣

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
等
に
係
る
届
出
） 

第
十
条 

再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
等
（
当
該
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
等

が
携
帯
す
る
移
動
書
類
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
の
廃
棄
物
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
は
、
法
第
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
一
項
第

一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
毎
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
に
、
そ
の
前
年
に
お
け
る

当
該
認
定
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
再
生
利
用
等
に
関
し
、
当
該
特
定
有
害
廃

棄
物
等
に
係
る
再
生
利
用
等
事
業
者
ご
と
に
施
行
規
則
第
三
十
条
第
一
項
に
定
め
る

様
式
第
二
十
一
に
よ
る
届
出
書
に
よ
り
、
施
行
規
則
第
八
条
第
一
項
に
定
め
る
様
式

第
四
及
び
同
条
第
二
項
に
定
め
る
様
式
第
五
に
よ
る
通
知
書
の
写
し
を
添
付
し
て
、

環
境
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
一
条 

再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
等
は
、
法
第
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
様

式
第
二
に
よ
る
届
出
書
に
よ
り
、
環
境
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
権
限
の
委
任
） 

第
十
二
条 

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
環
境
大
臣
の
権
限

は
、
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲

げ
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
環
境
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

一 

法
第
七
条
に
規
定
す
る
権
限 

二 

法
第
十
二
条
（
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
権
限 

三 

法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
権
限 

四 

法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
権
限 

五 

法
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限 

六 

令
第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
権
限 

七 

施
行
規
則
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
権
限 

八 

施
行
規
則
第
二
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限 

 
 

 
 

附 

則 

（
略
） 

 

 



 
別
表
第
一 

一 

                                  

二 

条
約
附
属
書
Ⅳ
Ａ
に
掲
げ
る
処
分
作
業
に
該
当

す
る
も
の 

一 
地
中
又
は
地
上
へ
の
投
棄  

二 
土
壌
処
理 

三 

地
中
の
深
部
へ
の
注
入 

四 

表
面
貯
留 

五 

特
別
に
設
計
さ
れ
た
処
分
場
に
お
け
る
埋

立
て 

六 

海
洋
を
除
く
水
域
へ
の
放
出 

七 

海
洋
へ
の
放
出
（
海
底
下
へ
の
挿
入
を
含

む
。
） 

八 

生
物
学
的
処
理
（
こ
の
表
に
お
い
て
他
に
規

定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、

そ
の
結
果
生
ず
る
最
終
的
な
化
合
物
又
は
混

合
物
が
こ
の
項
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
作
業

方
法
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も

の 

九 

物
理
化
学
的
処
理
（
こ
の
表
に
お
い
て
他
に

規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、

そ
の
結
果
生
ず
る
最
終
的
な
化
合
物
又
は
混

合
物
が
こ
の
項
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
作
業

方
法
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も

の 

十 

陸
上
に
お
け
る
焼
却 

十
一 

海
洋
に
お
け
る
焼
却 

十
二 

永
久
保
管 

十
三 

第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
四
号

又
は
第
十
五
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
作
業

に
先
立
つ
調
合
又
は
混
合 

十
四 

第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
又
は
第
十

五
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
作
業
に
先
立
つ

こ
ん
包 

十
五 

第
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る

い
ず
れ
か
の
作
業
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
の

保
管 

条
約
附
属
書
Ⅳ
Ｂ
に
掲
げ
る
再
生
利
用
に
該
当

す
る
も
の 

一 

燃
料
と
し
て
の
利
用
（
直
接
焼
却
を
除
く
。
）

そ
の
他
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
生
さ
せ
る
た
め

の
手
段
と
し
て
の
利
用 

二 

溶
剤
の
回
収
利
用
又
は
再
生 

三 

溶
剤
と
し
て
使
用
し
な
い
有
機
物
の
再
生

   

Ｄ
一 

 

Ｄ
二 

 

Ｄ
三 

 

Ｄ
四 

 

Ｄ
五 

  

Ｄ
六 

 

Ｄ
七 

  

Ｄ
八 

      

Ｄ
九 

      

Ｄ
一
〇 

 

Ｄ
一
一 

 

Ｄ
一
二 

 

Ｄ
一
三 

   

Ｄ
一
四 

   

Ｄ
一
五 

    

Ｒ
一 

    

Ｒ
二 

 

Ｒ
三 

利
用
又
は
回
収
利
用 

四 

金
属
又
は
金
属
化
合
物
の
再
生
利
用
又
は

回
収
利
用 

五 

無
機
物
（
前
号
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。
）
の

再
生
利
用
又
は
回
収
利
用 

六 

酸
又
は
塩
基
の
再
生 

七 

汚
染
の
除
去
の
た
め
に
使
用
し
た
成
分
の

回
収 

八 

触
媒
か
ら
の
成
分
の
回
収 

九 

使
用
済
み
の
油
の
精
製
又
は
そ
の
他
の
再

利
用 

十 

農
業
又
は
生
態
系
の
改
良
の
た
め
の
土
壌

処
理 

十
一 

第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
い

ず
れ
か
の
作
業
か
ら
得
ら
れ
た
残
滓
の
利
用 

十
二 

第
一
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る

い
ず
れ
か
の
作
業
に
提
供
す
る
た
め
の
廃
棄

物
の
交
換 

十
三 

第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る

い
ず
れ
か
の
作
業
の
た
め
の
物
の
集
積 

  

Ｒ
四 

  

Ｒ
五 

  

Ｒ
六 

 

Ｒ
七 

  

Ｒ
八 

 

Ｒ
九 

  

Ｒ
一
〇 

  

Ｒ
一
一 

   

Ｒ
一
二 

   

Ｒ
一
三 

備
考 下

欄
に
掲
げ
る
符
号
は
、
条
約
附
属
書
Ⅳ
の
番
号
で
あ
る
。 

 
別
表
第
二 

一 

 

二 

          

三 四 

 

五 

 

貴
金
属
又
は
銅
の
高
度
製
錬
に
伴
い
生
ず
る

ス
ラ
グ
で
あ
っ
て
金
属
を
含
む
も
の 

金
属
を
含
む
物
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
物 

一 

金
属
の
み
か
ら
成
る
電
気
部
品 

二 

プ
リ
ン
ト
配
線
基
板
、
電
子
部
品
、
電
線

そ
の
他
の
電
子
ス
ク
ラ
ッ
プ
又
は
規
格
外

の
電
子
部
品
で
あ
っ
て
卑
金
属
又
は
貴
金

属
の
回
収
に
適
し
た
も
の 

三 

解
体
さ
れ
る
船
舶
又
は
海
上
浮
体
構
造

物
（
貨
物
及
び
船
舶
の
運
行
に
伴
い
生
ず
る

物
を
除
去
し
た
も
の
に
限
る
。） 

四 

使
用
済
み
の
流
動
触
媒
（
液
体
で
あ
る
も

の
を
除
く
。
） 

グ
ラ
ス
フ
ァ
イ
バ
ー 

成
形
後
焼
成
さ
れ
て
い
る
陶
磁
器
の
く
ず
（
セ

ラ
ミ
ッ
ク
製
の
容
器
を
含
む
。） 

無
機
物
を
主
成
分
と
し
、
金
属
又
は
有
機
物
を

含
む
お
そ
れ
の
あ
る
物
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ

Ｇ
Ｂ
〇
四
〇 

  

Ｇ
Ｃ
〇
一
〇 

Ｇ
Ｃ
〇
二
〇 

   

Ｇ
Ｃ
〇
三
〇 

  

Ｇ
Ｃ
〇
五
〇 

 

Ｇ
Ｅ
〇
二
〇 

Ｇ
Ｆ
〇
一
〇 

   

     

六 七 

         

る
物 

一 

燃
え
殻
又
は
ス
ラ
グ
タ
ッ
プ
か
ら
排
出

さ
れ
る
ス
ラ
グ
（
石
炭
火
力
発
電
所
か
ら
生

ず
る
も
の
に
限
る
。
） 

二 

石
炭
火
力
発
電
所
か
ら
生
ず
る
飛
灰 

塩
化
ビ
ニ
ル
の
重
合
体
の
く
ず 

な
め
し
処
理
、
皮
革
加
工
又
は
皮
革
利
用
か
ら

生
ず
る
物
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
物 

一 

豚
毛
、
い
の
し
し
の
毛
、
あ
な
ぐ
ま
の
毛

そ
の
他
の
ブ
ラ
シ
製
造
用
の
獣
毛
の
く
ず 

二 

馬
毛
の
く
ず 

三 

羽
毛
皮
そ
の
他
の
羽
毛
付
き
の
鳥
の
部

分
、
羽
毛
若
し
く
は
そ
の
部
分
（
加
工
し
て

い
な
い
も
の
又
は
単
に
清
浄
に
し
、
消
毒
し

若
し
く
は
保
存
の
た
め
に
処
理
し
た
も
の

に
限
る
。
）
又
は
鳥
の
綿
毛
（
加
工
し
て
い

な
い
も
の
又
は
単
に
清
浄
に
し
、
消
毒
し
若

し
く
は
保
存
の
た
め
に
処
理
し
た
も
の
に

限
る
。） 

 

Ｇ
Ｇ
〇
三
〇 

  

Ｇ
Ｇ
〇
四
〇 

Ｇ
Ｈ
〇
一
三 

  

Ｇ
Ｎ
〇
一
〇 

 

Ｇ
Ｎ
〇
二
〇 

Ｇ
Ｎ
〇
三
〇 

    

備
考 １ 

三
の
項
又
は
四
の
項
に
掲
げ
る
物
に
つ
い
て
は
飛
散
性
を
有
す
る

も
の
を
除
く
。 

２ 

各
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
符
号
は
、
理
事
会
決
定
附
属
書
３
の
番
号
で

あ
る
。 

３ 

こ
の
表
に
掲
げ
る
物
に
は
、
別
表
第
五
又
は
別
表
第
六
に
掲
げ
る
物

の
い
ず
れ
か
が
付
着
し
、
又
は
混
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、
条
約
附
属
書

Ⅲ
に
掲
げ
る
特
性
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
物
を
含
ま
な
い
も
の
と

す
る
。 

  
 



 
別
表
第
三 

一 

                                      

金
属
（
金
属
化
合
物
を
含
む
。
第
十
二
号
イ
又
は

別
表
第
四
の
一
の
項
第
六
号
を
除
き
、
以
下
同

じ
。
）
又
は
金
属
を
含
む
物
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ

る
物 

一 

次
に
掲
げ
る
金
属
の
く
ず
（
金
属
状
で
あ
っ

て
飛
散
性
を
有
し
な
い
も
の
に
限
る
。） 

イ 

貴
金
属
（
金
、
銀
又
は
白
金
族
（
い
ず
れ

か
の
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
に
限
り
、

水
銀
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
除

く
。
）
の
く
ず 

ロ 

鉄
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
む
。）
の
く

ず 

ハ 

銅
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
む
。）
の
く

ず 

ニ 

ニ
ッ
ケ
ル
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
む
。）

の
く
ず 

ホ 

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含

む
。
）
の
く
ず 

ヘ 

亜
鉛
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
の

く
ず 

ト 

す
ず
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
の

く
ず 

チ 

タ
ン
グ
ス
テ
ン
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含

む
。
）
の
く
ず 

リ 

モ
リ
ブ
デ
ン
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含

む
。
）
の
く
ず 

ヌ 

タ
ン
タ
ル
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
む
。）

の
く
ず 

ル 

マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含

む
。
）
の
く
ず 

ヲ 

コ
バ
ル
ト
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
む
。）

の
く
ず 

ワ 

ビ
ス
マ
ス
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
む
。）

の
く
ず 

カ 

チ
タ
ン
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）

の
く
ず 

ヨ 

ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含

む
。
）
の
く
ず 

タ 

マ
ン
ガ
ン
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
む
。）

    

Ｂ
一
〇
一
〇 

                                  

                                        

の
く
ず 

レ 

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含

む
。
）
の
く
ず 

ソ 

バ
ナ
ジ
ウ
ム
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含

む
。
）
の
く
ず 

ツ 

ハ
フ
ニ
ウ
ム
、
イ
ン
ジ
ウ
ム
、
ニ
オ
ブ
、

レ
ニ
ウ
ム
又
は
ガ
リ
ウ
ム
（
い
ず
れ
か
の
合

金
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
の
く
ず 

ネ 

ト
リ
ウ
ム
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
む
。）

の
く
ず 

ナ 

希
土
類
金
属
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含

む
。
）
の
く
ず 

ラ 

ク
ロ
ム
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）

の
く
ず 

二 

次
に
掲
げ
る
金
属
の
く
ず
で
あ
っ
て
清
浄

な
も
の
（
薄
板
、
板
、
角
材
、
棒
そ
の
他
塊
状

の
も
の
で
あ
っ
て
、
別
表
第
五
又
は
別
表
第
六

に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も

の
に
限
る
。
） 

イ 

ア
ン
チ
モ
ン
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含

む
。
）
の
く
ず 

ロ 

ベ
リ
リ
ウ
ム
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含

む
。
）
の
く
ず 

ハ 

カ
ド
ミ
ウ
ム
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含

む
。
）
の
く
ず 

ニ 
鉛
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
む
。）
の
く

ず
（
別
表
第
四
の
一
の
項
第
十
六
号
に
掲
げ

る
物
を
除
く
。） 

ホ 

セ
レ
ン
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）

の
く
ず 

ヘ 

テ
ル
ル
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）

の
く
ず 

三 

耐
火
性
金
属
（
残
滓
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）

の
く
ず 

四 

モ
リ
ブ
デ
ン
、
タ
ン
グ
ス
テ
ン
、
チ
タ
ン
、

タ
ン
タ
ル
、
ニ
オ
ブ
若
し
く
は
レ
ニ
ウ
ム
又
は

こ
れ
ら
の
合
金
で
、
飛
散
性
を
有
す
る
も
の

（
別
表
第
四
の
一
の
項
第
五
号
に
掲
げ
る
物

を
除
く
。
） 

五 

発
電
に
用
い
ら
れ
る
部
品
の
く
ず
（
別
表
第

              

Ｂ
一
〇
二
〇 

                 

Ｂ
一
〇
三
〇 

 

Ｂ
一
〇
三
一 

    

Ｂ
一
〇
四
〇 

                                        

六
第
二
十
五
号
ハ
に
掲
げ
る
物
（
Ｐ
Ｃ
Ｂ
又
は

ポ
リ
塩
化
テ
ル
フ
ェ
ニ
ル
（
以
下
「
Ｐ
Ｃ
Ｔ
」

と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
該
当
せ

ず
、
か
つ
、
潤
滑
油
（
別
表
第
五
第
八
号
又
は

別
表
第
六
に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
ま
な
い
も
の
に
限

る
。
） 

六 

非
鉄
金
属
の
混
合
物
か
ら
成
る
重
量
片
の

く
ず
（
別
表
第
六
に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
も
の
に
限
る
。
） 

七 

金
属
セ
レ
ン
又
は
金
属
テ
ル
ル
の
く
ず
（
粉

末
状
の
も
の
を
含
む
。） 

八 

銅
又
は
銅
合
金
で
あ
っ
て
飛
散
性
を
有
す

る
も
の
（
別
表
第
六
に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
も
の
に
限
る
。） 

九 

亜
鉛
を
含
む
灰
又
は
残
滓
（
亜
鉛
合
金
の
残

滓
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
飛
散
性
を
有
す
る
も

の
（
別
表
第
六
に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
も
の
又
は
別
表
第
七
の
五
の
項
中

欄
に
掲
げ
る
試
験
に
お
い
て
同
項
下
欄
に
掲

げ
る
性
状
を
示
す
こ
と
の
な
い
も
の
に
限

る
。
） 

十 

分
別
さ
れ
た
電
池
（
不
良
品
で
あ
る
も
の
を

除
く
。
）
の
く
ず
（
別
表
第
六
第
八
号
、
第
十
一

号
又
は
第
十
三
号
に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
も
の
に
限
る
。） 

十
一 

金
属
の
溶
解
、
製
錬
又
は
精
製
に
伴
い
生

ず
る
金
属
を
含
む
物
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る

物 イ 

ハ
ー
ド
ジ
ン
ク
ス
ペ
ル
タ
ー 

ロ 

亜
鉛
を
含
む
ド
ロ
ス
で
あ
っ
て
次
に
掲

げ
る
物 

⑴ 

厚
板
の
亜
鉛
め
っ
き
に
伴
い
め
っ
き

槽
の
上
部
に
生
ず
る
ド
ロ
ス
（
亜
鉛
を

九
十
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
も
の

に
限
る
。
） 

⑵ 

厚
板
の
亜
鉛
め
っ
き
に
伴
い
め
っ
き

槽
の
下
部
に
生
ず
る
ド
ロ
ス
（
亜
鉛
を

九
十
二
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
も

の
に
限
る
。
） 

       

Ｂ
一
〇
五
〇 

  

Ｂ
一
〇
六
〇 

 

Ｂ
一
〇
七
〇 

  

Ｂ
一
〇
八
〇 

      

Ｂ
一
〇
九
〇 

   

Ｂ
一
一
〇
〇 

             



 

                                        

⑶ 

亜
鉛
を
用
い
た
ダ
イ
カ
ス
ト
操
作
に

伴
い
生
ず
る
ド
ロ
ス
（
亜
鉛
を
八
十
五

重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
も
の
に
限

る
。
） 

⑷ 

厚
板
の
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
に
伴
い
生

ず
る
ド
ロ
ス
（
バ
ッ
チ
操
作
に
伴
い
生

ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
亜
鉛
を
九
十
二

重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
も
の
に
限

る
。
） 

⑸ 

亜
鉛
の
ス
キ
ミ
ン
グ 

ハ 

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
ス
キ
ミ
ン
グ
（
ソ
ル
ト

ス
ラ
グ
を
除
く
。
） 

ニ 

銅
の
精
錬
に
伴
い
生
ず
る
ス
ラ
グ
で
あ

っ
て
更
に
精
錬
す
る
た
め
の
も
の
（
別
表
第

六
第
六
号
、
第
八
号
又
は
第
十
三
号
に
掲
げ

る
物
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
に

限
る
。） 

ホ 

銅
の
精
錬
に
用
い
ら
れ
る
耐
火
性
の
ラ

イ
ニ
ン
グ
（
る
つ
ぼ
を
含
む
。） 

ヘ 

貴
金
属
の
精
錬
に
伴
い
生
ず
る
ス
ラ
グ

で
あ
っ
て
更
に
精
錬
す
る
た
め
の
も
の 

ト 

タ
ン
タ
ル
又
は
そ
の
化
合
物
を
含
む
す

ず
ス
ラ
グ
（
す
ず
の
含
有
量
が
〇
・
五
重
量

パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の
に
限
る
。
） 

十
二 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
で
被
覆
さ
れ
又
は
絶
縁

さ
れ
た
金
属
ケ
ー
ブ
ル
廃
棄
物
（
別
表
第
四
の

一
の
項
第
十
九
号
に
含
ま
れ
る
も
の
又
は
別

表
第
一
の
一
の
項
の
作
業
若
し
く
は
処
分
作

業
の
い
ず
れ
か
の
段
階
に
お
い
て
、
廃
棄
物
の

処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五

年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一

号
若
し
く
は
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
以
外

の
熱
処
理
を
伴
う
処
分
作
業
が
予
定
さ
れ
て

い
る
も
の
を
除
く
。
） 

十
三 

使
用
済
み
の
触
媒
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ

る
物
（
液
状
の
も
の
を
除
く
。） 

イ 

遷
移
金
属
の
触
媒
で
あ
っ
て
次
の
い
ず

れ
か
を
含
む
も
の
（
別
表
第
四
の
一
の
項
第

十
四
号
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。） 

⑴ 

ス
カ
ン
ジ
ウ
ム 

                        

Ｂ
一
一
一
五 

          

Ｂ
一
一
二
〇 

     

                                        

⑵ 

チ
タ
ン 

⑶ 

バ
ナ
ジ
ウ
ム 

⑷ 

ク
ロ
ム 

⑸ 

マ
ン
ガ
ン 

⑹ 

鉄 

⑺ 

コ
バ
ル
ト 

⑻ 

ニ
ッ
ケ
ル 

⑼ 

銅 

⑽ 

亜
鉛 

⑾ 

イ
ッ
ト
リ
ウ
ム 

⑿ 

ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム 

⒀ 

ニ
オ
ブ 

⒁ 

モ
リ
ブ
デ
ン 

⒂ 

ハ
フ
ニ
ウ
ム 

⒃ 

タ
ン
タ
ル 

⒄ 

タ
ン
グ
ス
テ
ン 

⒅ 

レ
ニ
ウ
ム 

ロ 

希
土
類
金
属
の
触
媒
で
あ
っ
て
次
の
い

ず
れ
か
を
含
む
も
の 

⑴ 

ラ
ン
タ
ン 

⑵ 

セ
リ
ウ
ム 

⑶ 

プ
ラ
セ
オ
ジ
ム 

⑷ 

ネ
オ
ジ
ム 

⑸ 

サ
マ
リ
ウ
ム 

⑹ 

ユ
ー
ロ
ピ
ウ
ム 

⑺ 
ガ
ド
リ
ニ
ウ
ム 

⑻ 
テ
ル
ビ
ウ
ム 

⑼ 

ジ
ス
プ
ロ
シ
ウ
ム 

⑽ 

ホ
ル
ミ
ウ
ム 

⑾ 

エ
ル
ビ
ウ
ム 

⑿ 

ツ
リ
ウ
ム 

⒀ 

イ
ッ
テ
ル
ビ
ウ
ム 

⒁ 

ル
テ
チ
ウ
ム 

十
四 

貴
金
属
を
含
む
使
用
済
み
の
触
媒
で
あ

っ
て
清
浄
な
も
の 

十
五 

貴
金
属
を
含
む
固
形
状
の
残
滓
（
別
表
第

六
第
十
五
号
に
掲
げ
る
物
に
該
当
し
な
い
も

の
に
限
る
。
） 

十
六 

飛
散
性
を
有
し
、
か
つ
、
液
状
で
な
い
貴

金
属
（
金
、
銀
又
は
白
金
族
（
い
ず
れ
か
の
合

                                  

Ｂ
一
一
三
〇 

 

Ｂ
一
一
四
〇 

  

Ｂ
一
一
五
〇 

 

                            

二 

           

金
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
に
限
り
、
水
銀
（
合

金
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
除
く
。）
で
あ
っ

て
、
適
切
に
こ
ん
包
さ
れ
、
か
つ
、
内
容
物
を

表
示
し
た
も
の 

十
七 

プ
リ
ン
ト
配
線
基
板
の
焼
却
に
伴
い
生

ず
る
貴
金
属
を
含
む
灰
（
別
表
第
六
に
掲
げ
る

物
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
に
限

る
。
） 

十
八 

写
真
用
フ
ィ
ル
ム
の
焼
却
に
伴
い
生
ず

る
貴
金
属
を
含
む
灰 

十
九 

ハ
ロ
ゲ
ン
化
銀
又
は
銀
を
含
む
写
真
用

フ
ィ
ル
ム 

二
十 

ハ
ロ
ゲ
ン
化
銀
又
は
銀
を
含
む
写
真
用

印
画
紙 

二
十
一 

鉄
又
は
鉄
鋼
の
製
造
に
伴
い
生
ず
る

粒
状
ス
ラ
グ 

二
十
二 

鉄
又
は
鉄
鋼
の
製
造
に
伴
い
生
ず
る

ス
ラ
グ
（
二
酸
化
チ
タ
ン
又
は
バ
ナ
ジ
ウ
ム
の

原
料
と
な
る
ス
ラ
グ
を
含
む
。） 

二
十
三 

亜
鉛
の
製
造
に
伴
い
生
ず
る
ス
ラ
グ

（
化
学
的
に
安
定
し
、
か
つ
、
鉄
を
二
十
重
量

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
も
の
で
あ
っ
て
、
主
と

し
て
建
設
用
に
加
工
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
） 

二
十
四 

鉄
又
は
鉄
鋼
の
製
造
に
伴
い
生
ず
る

ミ
ル
ス
ケ
ー
ル 

二
十
五 

酸
化
銅
の
ミ
ル
ス
ケ
ー
ル 

二
十
六 

廃
自
動
車
（
液
状
の
物
を
除
去
し
た
も

の
に
限
る
。
） 

無
機
物
を
主
成
分
と
し
、
金
属
又
は
有
機
物
を
含

む
お
そ
れ
の
あ
る
物
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
物 

一 

採
掘
作
業
に
伴
い
生
ず
る
物
で
あ
っ
て
次

に
掲
げ
る
物
（
飛
散
性
を
有
し
な
い
も
の
に
限

る
。
） 

イ 

天
然
黒
鉛 

ロ 

粘
板
岩
（
粗
削
り
し
て
あ
る
か
否
か
又
は

の
こ
ぎ
り
で
ひ
く
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に

よ
り
切
断
し
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
な

い
。
） 

ハ 

雲
母 

ニ 

白
榴
石
、
ネ
フ
ェ
リ
ン
又
は
ネ
フ
ェ
リ
ン

    

Ｂ
一
一
六
〇 

   

Ｂ
一
一
七
〇 

 

Ｂ
一
一
八
〇 

 

Ｂ
一
一
九
〇 

 

Ｂ
一
二
〇
〇 

 

Ｂ
一
二
一
〇 

  

Ｂ
一
二
二
〇 

   

Ｂ
一
二
三
〇 

 

Ｂ
一
二
四
〇 

Ｂ
一
二
五
〇 

   

Ｂ
二
〇
一
〇 

         



 

                                        

サ
イ
ア
ナ
イ
ト 

ホ 

長
石 

ヘ 

ほ
た
る
石 

ト 

固
形
状
の
珪
素
（
鋳
造
操
作
で
用
い
ら
れ

る
も
の
を
除
く
。
） 

二 

カ
レ
ッ
ト
そ
の
他
の
ガ
ラ
ス
の
く
ず
（
ブ
ラ

ウ
ン
管
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
ガ
ラ
ス
の
く

ず
を
除
き
、
飛
散
性
を
有
し
な
い
も
の
に
限

る
。
） 

三 

セ
ラ
ミ
ッ
ク
の
く
ず
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ

る
物
（
飛
散
性
を
有
し
な
い
も
の
に
限
る
。
） 

イ 

サ
ー
メ
ッ
ト
の
く
ず 

ロ 

セ
ラ
ミ
ッ
ク
フ
ァ
イ
バ
ー
（
こ
の
表
又
は

別
表
第
四
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。
） 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
物
以
外
の
無
機
物
を
主

成
分
と
す
る
物
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
物 

イ 

排
煙
脱
硫
石
膏
（
精
製
さ
れ
た
も
の
に
限

る
。
） 

ロ 

石
膏
ボ
ー
ド
（
工
作
物
の
除
去
に
伴
い
生

ず
る
も
の
に
限
る
。
） 

ハ 

銅
の
製
造
に
伴
い
生
ず
る
ス
ラ
グ
（
化
学

的
に
安
定
し
、
か
つ
、
鉄
を
二
十
重
量
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
含
む
も
の
で
あ
っ
て
、
主
と
し

て
建
設
用
又
は
研
磨
用
に
加
工
さ
れ
た
も

の
に
限
る
。
） 

ニ 

固
形
状
の
硫
黄 

ホ 

カ
ル
シ
ウ
ム
シ
ア
ナ
ミ
ド
の
製
造
に
伴

い
生
ず
る
石
灰
（
水
素
イ
オ
ン
濃
度
指
数
が

九
・
〇
未
満
の
も
の
に
限
る
。） 

ヘ 

塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
塩
化
カ
リ
ウ
ム
又
は

塩
化
カ
ル
シ
ウ
ム 

ト 

炭
化
珪
素 

チ 

コ
ン
ク
リ
ー
ト 

リ 

リ
チ
ウ
ム
及
び
タ
ン
タ
ル
又
は
リ
チ
ウ

ム
及
び
ニ
オ
ブ
を
含
む
ガ
ラ
ス
の
く
ず 

五 

石
炭
火
力
発
電
所
か
ら
生
ず
る
飛
灰
で
あ

っ
て
、
別
表
第
六
に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
も
の 

六 

飲
料
水
の
処
理
又
は
食
品
工
業
若
し
く
は

ビ
タ
ミ
ン
類
の
製
造
の
工
程
に
お
い
て
使
用

     

Ｂ
二
〇
二
〇 

   

Ｂ
二
〇
三
〇 

    

Ｂ
二
〇
四
〇 

                    

Ｂ
二
〇
五
〇 

  

Ｂ
二
〇
六
〇 

 

                          

三 

             

さ
れ
た
活
性
炭 

七 

泥
状
の
ふ
っ
化
カ
ル
シ
ウ
ム 

八 

化
学
工
業
の
反
応
の
過
程
か
ら
生
ず
る
石

膏
（
別
表
第
四
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。） 

九 

石
油
コ
ー
ク
ス
又
は
ビ
チ
ュ
ー
メ
ン
か
ら

成
る
陽
極
端
で
あ
っ
て
、
鉄
鋼
又
は
ア
ル
ミ
ニ

ウ
ム
の
製
造
の
過
程
に
お
い
て
使
用
さ
れ
、
か

つ
、
再
生
利
用
す
る
た
め
に
清
浄
に
さ
れ
た
も

の
（
塩
化
ア
ル
カ
リ
電
解
又
は
冶
金
工
業
に
お

い
て
使
用
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
） 

十 

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
水
和
物
若
し
く
は
酸
化
ア

ル
ミ
ニ
ウ
ム
又
は
酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
製

造
に
伴
い
生
ず
る
残
滓
（
ガ
ス
の
浄
化
、
凝
集

又
は
ろ
過
の
過
程
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
も

の
を
除
く
。
） 

十
一 

赤
泥
（
ボ
ー
キ
サ
イ
ト
の
残
滓
で
あ
っ

て
、
水
素
イ
オ
ン
濃
度
指
数
が
十
一
・
五
未
満

に
調
整
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。） 

十
二 

水
素
イ
オ
ン
濃
度
指
数
が
二
・
〇
を
超
え

十
一
・
五
未
満
の
液
体
（
別
表
第
五
若
し
く
は

別
表
第
六
に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
も
の
又
は
別
表
第
七
の
八
の
項
中
欄

に
掲
げ
る
試
験
に
お
い
て
同
項
下
欄
に
掲
げ

る
性
状
を
示
す
こ
と
の
な
い
も
の
に
限
る
。
） 

十
三 

道
路
の
建
設
又
は
維
持
か
ら
生
ず
る
タ

ー
ル
を
含
ま
な
い
歴
青
物 

有
機
物
を
主
成
分
と
し
、
金
属
又
は
無
機
物
を
含

む
お
そ
れ
の
あ
る
物
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る

物 

一 

次
に
掲
げ
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
く
ず 

イ 

次
に
掲
げ
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
く
ず
で

あ
っ
て
、
別
表
第
一
の
二
の
項
第
三
号
に
掲

げ
る
処
分
作
業
（
再
生
利
用
す
る
た
め
に
調

製
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
が
予
定
さ
れ
、

か
つ
、
ほ
と
ん
ど
汚
染
さ
れ
て
い
な
い
も
の 

⑴ 

主
と
し
て
次
に
掲
げ
る
重
合
体
（
ハ

ロ
ゲ
ン
化
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限

る
。）
の
み
か
ら
成
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の

く
ず 

(

ⅰ)
 

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
（
別
名
Ｐ
Ｅ
）

 

Ｂ
二
〇
七
〇 

Ｂ
二
〇
八
〇 

 

Ｂ
二
〇
九
〇 

     

Ｂ
二
一
〇
〇 

    

Ｂ
二
一
一
〇 

  

Ｂ
二
一
二
〇 

     

Ｂ
二
一
三
〇 

    

Ｂ
三
〇
一
一 

          

                                        

の
く
ず 

(

ⅱ)
 

ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
（
別
名
Ｐ
Ｐ
）

の
く
ず 

(

ⅲ)
 

ポ
リ
ス
チ
レ
ン
（
別
名
Ｐ
Ｓ
）

の
く
ず 

(

ⅳ)
 

ア
ク
リ
ロ
ニ
ト
リ
ル
ブ
タ
ジ
エ

ン
ス
チ
レ
ン
（
別
名
Ａ
Ｂ
Ｓ
）
の

く
ず 

(

ⅴ)
 

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー

ト
（
別
名
Ｐ
Ｅ
Ｔ
）
の
く
ず 

(

ⅵ)
 

ポ
リ
カ
ー
ボ
ネ
ー
ト
（
別
名
Ｐ

Ｃ
）
の
く
ず 

(

ⅶ)
 

ポ
リ
エ
ー
テ
ル
の
く
ず 

(

ⅷ)
 
(

ⅰ)

か
ら(

ⅶ)

ま
で
に
掲
げ
る

物
以
外
の
重
合
体
（
ハ
ロ
ゲ
ン
化

さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の

く
ず 

⑵ 

主
と
し
て
次
に
掲
げ
る
樹
脂
又
は
縮

合
物
（
硬
化
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の

み
か
ら
成
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
く
ず 

(

ⅰ)
 

尿
素
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
樹
脂

（
別
名
ユ
リ
ア
樹
脂
）
の
く
ず 

(

ⅱ)
 

フ
ェ
ノ
ー
ル
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ

ド
樹
脂
（
フ
ェ
ノ
ー
ル
樹
脂
）
の

く
ず 

(

ⅲ)
 

メ
ラ
ミ
ン
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

樹
脂
（
別
名
メ
ラ
ミ
ン
樹
脂
）
の

く
ず 

(

ⅳ)
 

エ
ポ
キ
シ
樹
脂
の
く
ず 

(

ⅴ)
 

ア
ル
キ
ド
樹
脂
の
く
ず 

(

ⅵ)
 
(

ⅰ)

か
ら(

ⅴ)

ま
で
に
掲
げ
る

物
以
外
の
樹
脂
又
は
縮
合
物
（
硬

化
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
く
ず 

⑶ 

主
と
し
て
次
に
掲
げ
る
ふ
っ
素
化
重

合
体
の
み
か
ら
成
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の

く
ず
（
製
造
さ
れ
て
か
ら
輸
出
又
は
輸

入
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
使
用
さ
れ
た
こ

と
が
な
い
も
の
に
限
る
。
） 

(

ⅰ)
 

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
レ
ン―

プ

ロ
ピ
レ
ン
（
別
名
Ｆ
Ｅ
Ｐ
）
の
く

                                        



 

                                        

ず 

(

ⅱ)
 

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
ア
ル
コ
キ
シ
ア

ル
カ
ン
の
く
ず
（
テ
ト
ラ
フ
ル
オ

ロ
エ
チ
レ
ン―

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
ア

ル
キ
ル
ビ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名

Ｐ
Ｆ
Ａ
）
及
び
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ

エ
チ
レ
ン―

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
メ
チ

ル
ビ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名
Ｍ
Ｆ

Ａ
）
を
含
む
。） 

(

ⅲ)
 

ふ
っ
化
ポ
リ
ビ
ニ
ル
（
別
名
Ｐ

Ｖ
Ｆ
）
の
く
ず 

(

ⅳ)
 

ふ
っ
化
ポ
リ
ビ
ニ
リ
デ
ン
（
別

名
Ｐ
Ｖ
Ｄ
Ｆ
）
の
く
ず 

ロ 

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
（
別
名
Ｐ
Ｅ
）
、
ポ
リ
プ

ロ
ピ
レ
ン
（
別
名
Ｐ
Ｐ
）
又
は
ポ
リ
エ
チ
レ

ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
（
別
名
Ｐ
Ｅ
Ｔ
）
の
み

か
ら
成
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
く
ず
の
混
合

物
で
あ
っ
て
、
別
表
第
一
の
二
の
項
第
三
号

に
掲
げ
る
処
分
作
業
（
再
生
利
用
す
る
た
め

に
調
製
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）
が
予
定
さ

れ
、
か
つ
、
ほ
と
ん
ど
汚
染
さ
れ
て
い
な
い

も
の 

二 

紙
、
板
紙
又
は
紙
製
品
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ

る
物
（
別
表
第
五
又
は
別
表
第
六
に
掲
げ
る
物

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
に
限
る
。
） 

イ 

さ
ら
し
て
い
な
い
紙
若
し
く
は
板
紙
又

は
コ
ル
ゲ
ー
ト
加
工
を
し
た
紙
若
し
く
は

板
紙 

ロ 

紙
又
は
板
紙
（
主
と
し
て
さ
ら
し
た
化
学

パ
ル
プ
か
ら
製
造
し
た
も
の
に
限
り
、
全
体

を
着
色
し
た
も
の
を
除
く
。
） 

ハ 

主
と
し
て
機
械
パ
ル
プ
か
ら
製
造
し
た

紙
又
は
板
紙 

ニ 

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
物
以
外
の
物

（
ラ
ミ
ネ
ー
ト
板
紙
又
は
分
別
さ
れ
て
い

な
い
も
の
を
含
む
。
） 

三 

液
体
の
た
め
の
混
合
包
装
の
前
処
理
か
ら

生
ず
る
次
に
掲
げ
る
物
で
あ
っ
て
、
条
約
附
属

書
Ⅲ
の
特
性
を
示
す
の
に
十
分
な
濃
度
で
別

表
第
五
又
は
別
表
第
六
に
掲
げ
る
物
を
含
有

                      

Ｂ
三
〇
二
〇 

             

Ｂ
三
〇
二
六 

   

                                        

し
な
い
も
の 

イ 

分
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
少
量
の
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク 

ロ 

分
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
少
量
の
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
が
混
合

し
た
物 

四 

ラ
ミ
ネ
ー
ト
加
工
さ
れ
た
接
着
性
ラ
ベ
ル

の
製
造
に
伴
い
生
ず
る
物
で
あ
っ
て
、
ラ
ベ
ル

の
製
造
に
使
用
さ
れ
る
原
材
料
を
含
有
す
る

も
の 

五 

次
に
掲
げ
る
繊
維
の
く
ず
で
あ
っ
て
、
再
生

利
用
す
る
た
め
に
調
整
さ
れ
た
も
の
（
次
に
掲

げ
る
物
以
外
の
物
が
付
着
し
、
又
は
混
入
し
て

い
る
も
の
を
除
く
。
） 

イ 

絹
の
く
ず
（
操
糸
に
適
し
な
い
繭
、
糸
く

ず
又
は
反
毛
し
た
繊
維
を
含
む
。
）
で
あ
っ

て
次
に
掲
げ
る
物 

⑴ 

カ
ー
ド
又
は
コ
ー
ム
し
て
い
な
い
物 

⑵ 

⑴
に
掲
げ
る
物
以
外
の
物 

ロ 

羊
毛
、
繊
獣
毛
又
は
粗
獣
毛
の
く
ず
（
糸

く
ず
を
含
み
、
反
毛
し
た
繊
維
を
除
く
。
）

で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
物 

⑴ 

羊
毛
又
は
繊
獣
毛
の
ノ
イ
ル 

⑵ 

羊
毛
又
は
繊
獣
毛
の
く
ず 

⑶ 

粗
獣
毛
の
く
ず 

ハ 
綿
の
く
ず
（
糸
く
ず
又
は
反
毛
し
た
繊
維

を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
物 

⑴ 

糸
く
ず 

⑵ 

反
毛
し
た
繊
維 

⑶ 

⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
物
以
外
の
物 

ニ 

亜
麻
の
ト
ウ
又
は
く
ず 

ホ 

大
麻
（
カ
ナ
ビ
ス
・
サ
テ
ィ
ヴ
ァ
）
の
ト

ウ
又
は
く
ず
（
糸
く
ず
又
は
反
毛
し
た
繊
維

を
含
む
。
） 

ヘ 

ジ
ュ
ー
ト
そ
の
他
の
紡
織
用
靱(
じ
ん)

皮
繊
維
（
亜
麻
、
大
麻
又
は
ラ
ミ
ー
を
除

く
。
）
の
ト
ウ
又
は
く
ず
（
糸
く
ず
又
は
反

毛
し
た
繊
維
を
含
む
。） 

ト 

サ
イ
ザ
ル
そ
の
他
の
ア
ゲ
ー
ブ
属
の
紡

織
用
繊
維
の
ト
ウ
又
は
く
ず
（
糸
く
ず
又
は

      

Ｂ
三
〇
二
七 

   

Ｂ
三
〇
三
〇 

                             

                                        

反
毛
し
た
繊
維
を
含
む
。
） 

チ 

コ
コ
や
し
の
ト
ウ
、
ノ
イ
ル
又
は
く
ず

（
糸
く
ず
又
は
反
毛
し
た
繊
維
を
含
む
。
） 

リ 

ア
バ
カ
（
マ
ニ
ラ
麻
又
は
ム
サ
・
テ
ク
ス

テ
ィ
リ
ス
）
の
ト
ウ
、
ノ
イ
ル
又
は
く
ず（
糸

く
ず
又
は
反
毛
し
た
繊
維
を
含
む
。
） 

ヌ 

ラ
ミ
ー
そ
の
他
の
植
物
性
紡
織
用
繊
維

の
ト
ウ
、
ノ
イ
ル
又
は
く
ず
（
糸
く
ず
又
は

反
毛
し
た
繊
維
を
含
み
、
他
の
号
、
他
の
項

又
は
別
表
第
四
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。） 

ル 

人
造
繊
維
の
く
ず
（
ノ
イ
ル
、
糸
く
ず
又

は
反
毛
し
た
繊
維
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
次

に
掲
げ
る
物 

⑴ 

合
成
繊
維
製
の
物 

⑵ 

再
生
繊
維
又
は
半
合
成
繊
維
製
の
物 

ヲ 

中
古
の
衣
類
そ
の
他
の
中
古
の
繊
維
製

品 

ワ 

ね
ん
糸
、
ひ
も
、
綱
若
し
く
は
ケ
ー
ブ
ル

の
ぼ
ろ
又
は
く
ず
（
紡
織
用
繊
維
の
も
の
に

限
る
。）
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
物 

⑴ 

分
別
さ
れ
た
物 

⑵ 

⑴
に
掲
げ
る
物
以
外
の
物 

六 

カ
ー
ペ
ッ
ト 

七 

ゴ
ム
の
く
ず
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
物
（
ゴ

ム
の
く
ず
以
外
の
も
の
が
付
着
し
、
又
は
混
入

し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
） 

イ 

硬
質
ゴ
ム
の
く
ず 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
物
以
外
の
物
（
他
の
号
、
他

の
項
又
は
別
表
第
四
に
掲
げ
る
物
を
除

く
。
） 

八 

天
然
の
コ
ル
ク
又
は
木
材
の
く
ず
で
あ
っ

て
次
に
掲
げ
る
物 

イ 

木
材
の
く
ず
（
丸
太
状
、ブ
リ
ケ
ッ
ト
状
、

ペ
レ
ッ
ト
状
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
形
状

に
凝
結
さ
れ
て
あ
る
か
否
か
を
問
わ
な

い
。
） 

ロ 

破
砕
し
、
粒
に
し
、
又
は
粉
砕
し
た
コ
ル

ク
の
く
ず 

九 

食
品
工
業
に
お
い
て
生
ず
る
物
で
あ
っ
て

次
に
掲
げ
る
物
（
病
毒
を
移
し
や
す
い
物
質
を

                      

Ｂ
三
〇
三
五 

Ｂ
三
〇
四
〇 

      

Ｂ
三
〇
五
〇 

       

Ｂ
三
〇
六
〇 

 



 

                                        

含
む
も
の
を
除
く
。
） 

イ 

ぶ
ど
う
酒
か
す 

ロ 

飼
料
の
用
に
供
す
る
種
類
の
植
物
の
く

ず
又
は
植
物
性
副
産
物
で
あ
っ
て
乾
燥
又

は
殺
菌
さ
れ
た
も
の
（
ペ
レ
ッ
ト
状
で
あ
る

か
否
か
を
問
わ
な
い
も
の
と
し
、
他
の
号
、

他
の
項
又
は
別
表
第
四
に
掲
げ
る
物
を
除

く
。
） 

ハ 

デ
グ
ラ
ス
（
脂
肪
性
物
質
又
は
動
物
性
若

し
く
は
植
物
性
の
ろ
う
の
処
理
に
伴
い
生

ず
る
残
滓
を
い
う
。
） 

ニ 

骨
又
は
ホ
ー
ン
コ
ア
の
く
ず
（
加
工
し
て

い
な
い
も
の
又
は
脱
脂
し
、
単
に
整
え
、
酸

処
理
し
、
若
し
く
は
脱
膠
し
た
も
の
に
限

り
、
特
定
の
形
状
に
切
っ
た
も
の
を
除
く
。） 

ホ 

魚
の
く
ず 

ヘ 

カ
カ
オ
豆
の
殻
、
皮
そ
の
他
の
く
ず 

ト 

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
物
以
外
の
物 

十 

動
物
性
又
は
植
物
性
の
食
用
油
脂
で
あ
っ

て
、
条
約
附
属
書
Ⅲ
の
特
性
を
有
し
な
い
も

の 

十
一 

次
に
掲
げ
る
物 

イ 

人
髪
の
く
ず 

ロ 

わ
ら
く
ず 

ハ 

ペ
ニ
シ
リ
ン
の
製
造
に
伴
い
生
ず
る
真

菌
類
の
菌
糸
体
で
あ
っ
て
、
飼
料
の
用
に
供

す
る
も
の
（
滅
菌
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
） 

十
二 

ゴ
ム
の
切
片
又
は
く
ず 

十
三 

革
製
品
の
製
造
に
適
し
な
い
革
又
は
合

成
皮
革
の
く
ず
（
泥
状
の
も
の
を
除
き
、
動
植

物
若
し
く
は
ウ
イ
ル
ス
の
防
除
に
用
い
ら
れ

る
殺
菌
剤
、
殺
虫
剤
、
殺
鼠
剤
、
除
草
剤
そ
の

他
の
薬
剤
（
以
下
「
駆
除
剤
」
と
い
う
。）
を
含

ま
な
い
も
の
又
は
別
表
第
六
第
三
号
に
掲
げ

る
物
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
に
限

る
。
） 

十
四 

革
の
ダ
ス
ト
、
灰
、
汚
泥
又
は
粉
（
駆
除

剤
を
含
ま
な
い
も
の
又
は
別
表
第
六
第
三
号

に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も

の
に
限
る
。
） 

                  

Ｂ
三
〇
六
五 

  

Ｂ
三
〇
七
〇 

     

Ｂ
三
〇
八
〇 

Ｂ
三
〇
九
〇 

       

Ｂ
三
一
〇
〇 

   

            

四 

   

十
五 

獣
皮
の
く
ず
（
病
毒
を
移
し
や
す
い
物
質

若
し
く
は
駆
除
剤
を
含
ま
な
い
も
の
又
は
別

表
第
六
第
三
号
に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
も
の
に
限
る
。
） 

十
六 

食
品
着
色
料
か
ら
成
る
物 

十
七 

過
酸
化
物
を
生
成
し
な
い
重
合
体
エ
ー

テ
ル
又
は
単
量
体
エ
ー
テ
ル
（
別
表
第
六
第
二

十
一
号
に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
も
の
に
限
る
。
） 

十
八 

空
気
タ
イ
ヤ
（
別
表
第
一
の
一
の
項
に
掲

げ
る
処
分
作
業
が
予
定
さ
れ
た
も
の
を
除

く
。
） 

無
機
物
又
は
有
機
物
を
含
む
お
そ
れ
の
あ
る
物

で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
物 

一 

主
と
し
て
水
性
塗
料
、
ラ
テ
ッ
ク
ス
塗
料
、

イ
ン
キ
若
し
く
は
硬
化
ワ
ニ
ス
か
ら
成
る
物

で
あ
っ
て
、
駆
除
剤
を
含
ま
な
い
も
の
又
は
別

表
第
六
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
、
第
二
十

二
号
若
し
く
は
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
物
の

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の 

二 

樹
脂
、
ラ
テ
ッ
ク
ス
、
可
塑
剤
、
糊
又
は
接

着
剤
（
以
下
「
樹
脂
等
」
と
い
う
。
）
の
製
造
、

調
合
又
は
使
用
に
伴
い
生
ず
る
物
で
あ
っ
て
、

別
表
第
五
又
は
別
表
第
六
に
掲
げ
る
物
の
い

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の 

Ｂ
三
一
一
〇 

   

Ｂ
三
一
二
〇 

Ｂ
三
一
三
〇 

   

Ｂ
三
一
四
〇 

    

Ｂ
四
〇
一
〇 

     

Ｂ
四
〇
二
〇 

    

備
考 

１ 

こ
の
表
に
掲
げ
る
物
に
は
、
別
表
第
五
又
は
別
表
第
六
に
掲
げ
る
物
の
い

ず
れ
か
が
付
着
し
、
又
は
混
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、
別
表
第
五
又
は
別
表

第
六
に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
物
を
含
ま

な
い
も
の
と
す
る
。 

２ 

下
欄
に
掲
げ
る
符
号
は
、
条
約
附
属
書
Ⅸ
の
番
号
で
あ
る
。 

  



  
別
表
第
四 

一 

                                     

金
属
又
は
金
属
を
含
む
物
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る

物 一 
次
の
い
ず
れ
か
の
金
属
か
ら
成
る
物 

イ 

ア
ン
チ
モ
ン
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
み
、

別
表
第
三
の
一
の
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
物

を
除
く
。
） 

ロ 

砒ひ

素
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
む
。） 

ハ 

ベ
リ
リ
ウ
ム
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
み
、

別
表
第
三
の
一
の
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
物

を
除
く
。
） 

ニ 

カ
ド
ミ
ウ
ム
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
み
、

別
表
第
三
の
一
の
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
物

を
除
く
。
） 

ホ 

鉛
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
み
、
別
表
第
三

の
一
の
項
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。
） 

ヘ 

水
銀
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
） 

ト 

セ
レ
ン
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
み
、
別
表

第
三
の
一
の
項
第
二
号
ホ
又
は
同
項
第
七
号

に
掲
げ
る
物
を
除
く
。） 

チ 

テ
ル
ル
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
み
、
別
表

第
三
の
一
の
項
第
二
号
ヘ
又
は
同
項
第
七
号

に
掲
げ
る
物
を
除
く
。） 

リ 

タ
リ
ウ
ム
（
合
金
で
あ
る
も
の
を
含
む
。） 

二 

次
の
い
ず
れ
か
を
含
む
物
（
塊
状
の
金
属
で
あ

る
も
の
を
除
く
。
） 

イ 

ア
ン
チ
モ
ン
又
は
ア
ン
チ
モ
ン
化
合
物 

ロ 

ベ
リ
リ
ウ
ム
又
は
ベ
リ
リ
ウ
ム
化
合
物 

ハ 

カ
ド
ミ
ウ
ム
又
は
カ
ド
ミ
ウ
ム
化
合
物 

ニ 

鉛
又
は
鉛
化
合
物 

ホ 

セ
レ
ン
又
は
セ
レ
ン
化
合
物
（
別
表
第
三
の

一
の
項
第
七
号
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。） 

ヘ 

テ
ル
ル
又
は
テ
ル
ル
化
合
物
（
別
表
第
三
の

一
の
項
第
七
号
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。） 

三 

次
の
い
ず
れ
か
を
含
む
物 

イ 

砒ひ

素
又
は

砒ひ

素
化
合
物 

ロ 

水
銀
又
は
水
銀
化
合
物 

ハ 

タ
リ
ウ
ム
又
は
タ
リ
ウ
ム
化
合
物 

四 

次
の
い
ず
れ
か
を
含
む
物 

  

Ａ
一
〇
一
〇 

                    

Ａ
一
〇
二
〇 

         

Ａ
一
〇
三
〇 

   

Ａ
一
〇
四
〇 

                                        

イ 

金
属
カ
ル
ボ
ニ
ル 

ロ 

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物 

五 

め
っ
き
汚
泥 

六 

金
属
の
酸
洗
い
に
伴
い
生
ず
る
液
体 

七 

亜
鉛
精
錬
の
過
程
か
ら
生
ず
る
浸
出
残
滓
又

は
ジ
ャ
ロ
サ
イ
ト
、
赤
鉄
鉱
等
の
ダ
ス
ト
若
し
く

は
汚
泥 

八 

別
表
第
三
に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
亜
鉛
の
残
滓
で
あ
っ
て
、
別
表
第
六
第
八

号
又
は
第
十
三
号
に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の 

九 

絶
縁
し
た
銅
線
の
焼
却
に
伴
い
生
ず
る
灰 

十 

銅
の
製
錬
所
の
排
ガ
ス
処
理
設
備
か
ら
生
ず

る
ダ
ス
ト
又
は
残
滓 

十
一 

銅
の
電
解
精
錬
又
は
電
解
採
取
工
程
に
伴

い
生
ず
る
使
用
済
み
の
電
解
液 

十
二 

銅
の
電
解
精
錬
又
は
電
解
採
取
工
程
に
お

け
る
電
解
液
の
浄
化
に
伴
い
生
ず
る
汚
泥
（
陽
極

ス
ラ
イ
ム
を
除
く
。
） 

十
三 

溶
解
し
た
銅
を
含
む
使
用
済
み
の
エ
ッ
チ

ン
グ
溶
液 

十
四 

塩
化
第
二
銅
又
は
シ
ア
ン
化
銅
触
媒 

十
五 

プ
リ
ン
ト
配
線
基
板
の
焼
却
に
伴
い
生
ず

る
貴
金
属
を
含
む
灰
（
別
表
第
六
に
掲
げ
る
物
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。） 

十
六 
鉛
蓄
電
池
又
は
無
停
電
電
源
装
置
（
破
砕
さ

れ
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
な
い
。
） 

十
七 

分
別
さ
れ
て
い
な
い
電
池
（
別
表
第
三
の
一

の
項
第
十
号
に
掲
げ
る
電
池
の
み
の
混
合
物
を

除
く
。）
又
は
、
同
号
に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
電
池
で
あ
っ
て
別
表
第
六
に
掲

げ
る
物
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

十
八 

電
気
及
び
電
子
機
器
、
電
気
及
び
電
子
機
器

の
部
品
又
は
こ
れ
ら
の
く
ず
で
あ
っ
て
次
に
掲

げ
る
物
（
別
表
第
三
の
一
の
項
第
五
号
に
掲
げ
る

物
を
除
く
。
） 

イ 

第
十
六
号
若
し
く
は
第
十
七
号
に
掲
げ
る

蓄
電
池
そ
の
他
の
電
池
、
水
銀
ス
イ
ッ
チ
、
ブ

ラ
ウ
ン
管
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
ガ
ラ
ス
又

は
コ
ン
デ
ン
サ
（
Ｐ
Ｃ
Ｂ
を
含
む
も
の
に
限

  

Ａ
一
〇
五
〇 

Ａ
一
〇
六
〇 

Ａ
一
〇
七
〇 

  

Ａ
一
〇
八
〇 

   

Ａ
一
〇
九
〇 

Ａ
一
一
〇
〇 

 

Ａ
一
一
一
〇 

 

Ａ
一
一
二
〇 

  

Ａ
一
一
三
〇 

 

Ａ
一
一
四
〇 

Ａ
一
一
五
〇 

  

Ａ
一
一
六
〇 

 

Ａ
一
一
七
〇 

    

Ａ
一
一
八
一 

       

                                        

る
。
）
を
構
成
部
品
と
し
て
含
む
物 

ロ 

別
表
第
六
に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の 

ハ 

ユ
ニ
ッ
ト
形
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
（
ウ

ィ
ン
ド
形
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
又
は
室

内
ユ
ニ
ッ
ト
が
壁
掛
け
形
若
し
く
は
床
置
き

形
で
あ
る
セ
パ
レ
ー
ト
形
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ

ョ
ナ
ー
に
限
る
。
） 

ニ 

電
気
冷
蔵
庫
又
は
電
気
冷
凍
庫 

ホ 

電
気
洗
濯
機
又
は
衣
類
乾
燥
機 

ヘ 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
の
う
ち
、
次
に
掲
げ

る
物 

⑴ 

プ
ラ
ズ
マ
式
の
も
の
又
は
液
晶
式
の
も

の
（
電
源
と
し
て
一
次
電
池
又
は
蓄
電
池
を

使
用
し
な
い
も
の
に
限
り
、
建
築
物
に
組
み

込
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も

の
を
除
く
。
） 

⑵ 

ブ
ラ
ウ
ン
管
式
の
も
の 

ト 

電
動
ミ
シ
ン 

チ 

電
気
グ
ラ
イ
ン
ダ
ー
、
電
気
ド
リ
ル
そ
の
他

の
電
動
工
具 

リ 

電
子
式
卓
上
計
算
機
そ
の
他
の
事
務
用
電

気
機
械
器
具 

ヌ 

ヘ
ル
ス
メ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
計
量
用
又
は

測
定
用
の
電
気
機
械
器
具 

ル 

電
動
式
吸
入
器
そ
の
他
の
医
療
用
電
気
機

械
器
具 

ヲ 

フ
ィ
ル
ム
カ
メ
ラ 

ワ 

磁
気
デ
ィ
ス
ク
装
置
、
光
デ
ィ
ス
ク
装
置
そ

の
他
の
記
憶
用
電
気
機
械
器
具 

カ 

ジ
ャ
ー
炊
飯
器
、
電
子
レ
ン
ジ
そ
の
他
の
台

所
用
電
気
機
械
器
具
（
ニ
に
掲
げ
る
物
を
除

く
。
） 

ヨ 

扇
風
機
、
電
気
除
湿
機
そ
の
他
の
空
調
用
電

気
機
械
器
具
（
ハ
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。
） 

タ 

電
気
ア
イ
ロ
ン
、
電
気
掃
除
機
そ
の
他
の
衣

料
用
又
は
衛
生
用
の
電
気
機
械
器
具
（
ホ
に
掲

げ
る
物
を
除
く
。
） 

レ 

電
気
こ
た
つ
、
電
気
ス
ト
ー
ブ
そ
の
他
の
保

温
用
電
気
機
械
器
具 

                                        



 

                                      

二 

 

ソ 

ヘ
ア
ド
ラ
イ
ヤ
ー
、
電
気
か
み
そ
り
そ
の
他

の
理
容
用
電
気
機
械
器
具 

ツ 

電
気
マ
ッ
サ
ー
ジ
器 

ネ 

ラ
ン
ニ
ン
グ
マ
シ
ン
そ
の
他
の
運
動
用
電

気
機
械
器
具 

ナ 

電
気
芝
刈
機
そ
の
他
の
園
芸
用
電
気
機
械

器
具 

ラ 

蛍
光
灯
器
具
そ
の
他
の
電
気
照
明
器
具 

ム 

電
話
機
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
そ
の
他
の
有

線
通
信
機
械
器
具 

ウ 

携
帯
電
話
端
末
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
そ
の
他
の
無

線
通
信
機
械
器
具 

ヰ 

ラ
ジ
オ
受
信
機
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信

機
（
ヘ
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。） 

ノ 

デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
、
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
、
デ
ィ

ー
・
ブ
イ
・
デ
ィ
ー
・
レ
コ
ー
ダ
ー
そ
の
他
の

映
像
用
電
気
機
械
器
具 

オ 

デ
ジ
タ
ル
オ
ー
デ
ィ
オ
プ
レ
ー
ヤ
ー
、
ス
テ

レ
オ
セ
ッ
ト
そ
の
他
の
電
気
音
響
機
械
器
具 

ク 

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ 

ヤ 

プ
リ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
印
刷
用
電
気
機
械

器
具 

マ 

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
そ
の
他
の
表
示
用
電
気
機

械
器
具 

ケ 

電
子
書
籍
端
末 

フ 

電
子
時
計
又
は
電
気
時
計 

コ 

電
子
楽
器
又
は
電
気
楽
器 

エ 

ゲ
ー
ム
機
そ
の
他
の
電
子
玩
具
又
は
電
動

式
玩
具 

テ 

給
湯
器 

ア 

配
電
盤 

十
九 

附
属
書
Ⅲ
の
特
性
を
有
す
る
程
度
に
、
コ

ー
ル
タ
ー
ル
、
五
十
ｐ
ｐ
ｍ
以
上
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
、
鉛
、

カ
ド
ミ
ウ
ム
そ
の
他
有
機
ハ
ロ
ゲ
ン
化
合
物
そ

の
他
別
表
第
五
若
し
く
は
別
表
第
六
に
掲
げ
る

物
を
含
み
、
又
は
こ
れ
ら
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
で
被
覆
さ
れ
、
又
は
絶
縁
さ
れ
た
金

属
ケ
ー
ブ
ル 

無
機
物
を
主
成
分
と
し
、
か
つ
金
属
又
は
有
機
物
を

含
む
お
そ
れ
の
あ
る
物
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
物 

                               

Ａ
一
一
九
〇 

        

              

三 

                         

一 

ブ
ラ
ウ
ン
管
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
ガ
ラ
ス

の
く
ず 

二 

液
状
又
は
泥
状
の
無
機
ふ
っ
素
化
合
物
（
別
表

第
三
の
二
の
項
第
七
号
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。） 

三 

触
媒
（
一
の
項
第
十
四
号
並
び
に
別
表
第
三
の

一
の
項
第
十
三
号
又
は
第
十
四
号
に
掲
げ
る
物

を
除
く
。
） 

四 

化
学
工
業
の
反
応
の
過
程
か
ら
生
ず
る
石
膏

で
あ
っ
て
、
別
表
第
六
に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の 

五 

石
綿
（
粉
じ
ん
又
は
繊
維
状
の
も
の
に
限
る
。） 

六 

石
炭
火
力
発
電
所
か
ら
生
ず
る
飛
灰
で
あ
っ

て
、
別
表
第
六
に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の 

有
機
物
を
主
成
分
と
し
、
金
属
又
は
無
機
物
を
含
む

お
そ
れ
の
あ
る
物 

一 

石
油
コ
ー
ク
ス
又
は
ビ
チ
ュ
ー
メ
ン
の
製
造

又
は
処
理
に
伴
い
生
ず
る
物 

二 

当
初
に
意
図
し
た
使
用
に
適
し
な
い
鉱
油
又

は
こ
れ
を
含
む
空
気
圧
縮
機
（
冷
却
装
置
を
有
す

る
も
の
に
限
る
。
） 

三 

鉛
ア
ン
チ
ノ
ッ
ク
剤
を
含
む
物 

四 

熱
交
換
用
媒
体
と
し
て
使
用
さ
れ
た
液
体 

五 

樹
脂
等
の
製
造
、
調
合
又
は
使
用
に
伴
い
生
ず

る
物
（
別
表
第
三
の
四
の
項
第
二
号
に
掲
げ
る
物

を
除
く
。
） 

六 

ニ
ト
ロ
セ
ル
ロ
ー
ス 

七 

液
状
又
は
泥
状
の
フ
ェ
ノ
ー
ル
又
は
フ
ェ
ノ

ー
ル
化
合
物
（
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル
を
含
む
。） 

八 

エ
ー
テ
ル
類
（
別
表
第
三
の
三
の
項
第
十
七
号

に
掲
げ
る
物
を
除
く
。） 

九 

革
の
ダ
ス
ト
、
灰
、
汚
泥
又
は
粉
（
駆
除
剤
を

含
む
も
の
又
は
別
表
第
六
第
三
号
に
掲
げ
る
物

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

十 

革
製
品
の
製
造
に
適
し
な
い
革
又
は
合
成
皮

革
の
く
ず
（
駆
除
剤
を
含
む
も
の
又
は
別
表
第
六

第
三
号
に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
に
限
る
。） 

十
一 

獣
皮
の
く
ず
（
病
毒
を
移
し
や
す
い
物
質
若

し
く
は
駆
除
剤
を
含
む
も
の
又
は
別
表
第
六
第

Ａ
二
〇
一
〇 

 

Ａ
二
〇
二
〇 

 

Ａ
二
〇
三
〇 

  

Ａ
二
〇
四
〇 

  

Ａ
二
〇
五
〇 

Ａ
二
〇
六
〇 

    

Ａ
三
〇
一
〇 

 

Ａ
三
〇
二
〇 

  

Ａ
三
〇
三
〇 

Ａ
三
〇
四
〇 

Ａ
三
〇
五
〇 

  

Ａ
三
〇
六
〇 

Ａ
三
〇
七
〇 

 

Ａ
三
〇
八
〇 

 

Ａ
三
〇
九
〇 

  

Ａ
三
一
〇
〇 

   
Ａ
三
一
一
〇 

 

                       

四 

三
号
に
掲
げ
る
物
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。） 

十
二 

シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
ダ
ス
ト 

十
三 

有
機

燐り

ん

化
合
物 

十
四 

有
機
溶
剤
（
ハ
ロ
ゲ
ン
化
さ
れ
た
も
の
を
除

く
。
） 

十
五 

ハ
ロ
ゲ
ン
化
さ
れ
た
有
機
溶
剤 

十
六 

有
機
溶
剤
の
回
収
作
業
に
伴
い
生
ず
る
非

水
溶
性
の
蒸
留
残
滓 

十
七 

ハ
ロ
ゲ
ン
化
さ
れ
た
脂
肪
族
炭
化
水
素
の

製
造
に
伴
い
生
ず
る
物 

十
八 

Ｐ
Ｃ
Ｂ
、
Ｐ
Ｃ
Ｔ
、
ポ
リ
塩
化
ナ
フ
タ
レ
ン

（
別
名
Ｐ
Ｃ
Ｎ
）
又
は
ポ
リ
臭
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

（
以
下
「
Ｐ
Ｂ
Ｂ
」
と
い
う
。）
若
し
く
は
こ
れ
ら

に
類
す
る
ポ
リ
臭
化
化
合
物
を
五
十
ｐ
ｐ
ｍ
以

上
含
む
物 

十
九 

有
機
物
の
精
製
、
蒸
留
又
は
熱
分
解
処
理
に

伴
い
生
ず
る
タ
ー
ル
状
の
残
滓
（
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

セ
メ
ン
ト
を
除
く
。
） 

二
十 

道
路
の
建
設
又
は
維
持
か
ら
生
ず
る
タ
ー

ル
を
含
む
歴
青
物 

二
十
一 

別
表
第
六
に
掲
げ
る
物
を
含
み
、
若
し
く

は
こ
れ
ら
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

の
く
ず
又
は
こ
れ
ら
の
混
合
物 

無
機
物
又
は
有
機
物
を
含
む
お
そ
れ
の
あ
る
物
で

あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
物 

一 

医
薬
品
の
製
造
、
調
剤
又
は
使
用
に
伴
い
生
ず

る
物
（
別
表
第
三
の
三
の
項
第
十
一
号
ハ
に
掲
げ

る
物
を
除
く
。） 

二 

医
療
又
は
こ
れ
に
関
連
す
る
行
為
に
伴
い
生

ず
る
物
（
医
療
、
看
護
、
歯
科
治
療
、
獣
医
科
治

療
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
に
伴
い
生

ず
る
も
の
又
は
患
者
の
検
査
若
し
く
は
治
療
若

し
く
は
研
究
に
伴
い
病
院
そ
の
他
の
施
設
か
ら

生
ず
る
も
の
に
限
る
。） 

三 

駆
除
剤
若
し
く
は
植
物
の
生
理
機
能
の
増
進

若
し
く
は
抑
制
に
用
い
ら
れ
る
成
長
促
進
剤
、
発

芽
抑
制
剤
そ
の
他
の
薬
剤
（
以
下
「
植
物
用
薬
剤
」

と
い
う
。）
の
製
造
、
調
合
若
し
く
は
使
用
に
伴

い
生
ず
る
物
又
は
殺
虫
剤
若
し
く
は
除
草
剤
で

あ
っ
て
、
不
良
品
で
あ
る
も
の
、
製
造
者
が
定
め

 

Ａ
三
一
二
〇 

Ａ
三
一
三
〇 

Ａ
三
一
四
〇 

 

Ａ
三
一
五
〇 

Ａ
三
一
六
〇 

 

Ａ
三
一
七
〇 

 

Ａ
三
一
八
〇 

    

Ａ
三
一
九
〇 

  

Ａ
三
二
〇
〇 

 

Ａ
三
二
一
〇 

    

Ａ
四
〇
一
〇 

  

Ａ
四
〇
二
〇 

     

Ａ
四
〇
三
〇 

     



 

る
使
用
期
間
内
に
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
若

し
く
は
当
初
に
意
図
し
た
使
用
に
適
し
な
い
も

の 
四 
木
材
保
存
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
防
腐
剤
、
防

虫
剤
そ
の
他
の
薬
剤
（
以
下
「
木
材
保
存
用
薬
剤
」

と
い
う
。）
の
製
造
、
調
合
又
は
使
用
に
伴
い
生

ず
る
物 

五 

次
に
掲
げ
る
物 

イ 

無
機
シ
ア
ン
化
合
物
を
含
む
物
（
別
表
第

三
の
一
の
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
物
を
除

く
。
） 

ロ 

有
機
シ
ア
ン
化
合
物
を
含
む
物 

六 

油
と
水
若
し
く
は
炭
化
水
素
と
水
と
の
混
合

物
又
は
乳
濁
液 

七 

イ
ン
キ
、
染
料
、
顔
料
、
塗
料
、
ラ
ッ
カ
ー
又

は
ワ
ニ
ス
（
以
下
「
イ
ン
キ
等
」
と
い
う
。
）
の
製

造
、
調
合
又
は
使
用
に
伴
い
生
ず
る
物
（
別
表
第

三
の
四
の
項
第
一
号
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。
） 

八 

爆
発
性
を
有
す
る
物
（
別
表
第
三
に
掲
げ
る
物

又
は
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

四
十
九
号
）
第
二
条
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

九 

酸
性
又
は
塩
基
性
の
液
体
（
別
表
第
三
の
二
の

項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。
） 

十 

ば
い
煙
処
理
施
設
か
ら
生
ず
る
物
（
別
表
第
三

の
二
の
項
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。
） 

十
一 

次
の
い
ず
れ
か
を
含
む
物 

イ 

ポ
リ
塩
化
ジ
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン
類 

ロ 

ポ
リ
塩
化
ジ
ベ
ン
ゾ―

パ
ラ―

ジ
オ
キ
シ

ン
類 

十
二 

過
酸
化
物
を
含
む
物 

十
三 

包
装
又
は
容
器
（
別
表
第
五
又
は
別
表
第
六

に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に

限
る
。） 

十
四 

化
学
薬
品
（
不
良
品
で
あ
る
も
の
又
は
製
造

者
が
定
め
る
使
用
期
間
内
に
使
用
さ
れ
て
い
な

い
も
の
に
限
る
。）
を
含
む
物
（
別
表
第
五
又
は

別
表
第
六
に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
に
限
る
。
） 

十
五 

研
究
開
発
又
は
教
育
上
の
活
動
か
ら
生
ず

る
同
定
さ
れ
て
い
な
い
、
又
は
新
規
の
化
学
物
質

   

Ａ
四
〇
四
〇 

   

Ａ
四
〇
五
〇 

    

Ａ
四
〇
六
〇 

 

Ａ
四
〇
七
〇 

   

Ａ
四
〇
八
〇 

  

Ａ
四
〇
九
〇 

 

Ａ
四
一
〇
〇 

 

Ａ
四
一
一
〇 

   

Ａ
四
一
二
〇 

Ａ
四
一
三
〇 

   

Ａ
四
一
四
〇 

    

Ａ
四
一
五
〇 

 

で
あ
っ
て
、
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
及
ぼ
す

影
響
が
未
知
の
も
の 

十
六 

使
用
済
み
の
活
性
炭
（
別
表
第
三
の
二
の
項

第
六
号
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。） 

  

Ａ
四
一
六
〇 

 

備
考 １ 

こ
の
表
に
掲
げ
る
物
に
は
、
別
表
第
五
又
は
別
表
第
六
に
掲
げ
る
物

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
物
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。 

２ 

下
欄
に
掲
げ
る
符
号
は
、
条
約
附
属
書
Ⅷ
の
番
号
で
あ
る
。 

 

別
表
第
五 

一 

病
院
、
診
療
所
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二

十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保

健
施
設
、
同
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
、

助
産
所
若
し
く
は
獣
医
療
法
（
平
成
四
年
法
律
第
四
十
六

号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
施
設
に
お
け
る
医

療
行
為
若
し
く
は
検
査
又
は
衛
生
検
査
所
に
お
け
る
検
査

か
ら
生
ず
る
物 

二 

次
に
掲
げ
る
物 

イ 

医
薬
品
の
製
造
又
は
輸
入
に
伴
い
生
ず
る
物 

ロ 

販
売
又
は
授
与
の
目
的
で
行
う
医
薬
品
の
調
剤
に
伴

い
生
ず
る
物 

三 

廃
医
薬
品 

四 
次
に
掲
げ
る
物 

イ 
駆
除
剤
若
し
く
は
植
物
用
薬
剤
の
製
造
又
は
こ
れ
ら

の
輸
入
に
伴
い
生
ず
る
物 

ロ 

販
売
又
は
授
与
の
目
的
で
行
う
駆
除
剤
又
は
植
物
用

薬
剤
の
調
合
に
伴
い
生
ず
る
物 

ハ 

駆
除
剤
若
し
く
は
植
物
用
薬
剤
の
販
売
又
は
こ
れ
ら

の
使
用
に
伴
い
生
ず
る
物 

五 

次
に
掲
げ
る
物 

イ 

木
材
保
存
用
薬
剤
の
製
造
又
は
輸
入
に
伴
い
生
ず
る

物 

ロ 

販
売
又
は
授
与
の
目
的
で
行
う
木
材
保
存
用
薬
剤
の

調
合
に
伴
い
生
ず
る
物 

ハ 

木
材
保
存
用
薬
剤
の
販
売
又
は
使
用
に
伴
い
生
ず
る

物 

六 

次
に
掲
げ
る
物 

イ 

有
機
溶
剤
の
製
造
又
は
輸
入
に
伴
い
生
ず
る
物 

ロ 

販
売
又
は
授
与
の
目
的
で
行
う
有
機
溶
剤
の
調
合
に

伴
い
生
ず
る
物 

Ｙ
一 

      

Ｙ
二 

   

Ｙ
三 

Ｙ
四 

      

Ｙ
五 

      

Ｙ
六 

   

ハ 

有
機
溶
剤
の
販
売
又
は
使
用
に
伴
い
生
ず
る
物 

七 

当
初
に
意
図
し
た
使
用
に
適
し
な
い
鉱
油 

八 

油
と
水
若
し
く
は
炭
化
水
素
と
水
と
の
混
合
物
又
は
乳

濁
物 

九 

精
製
、
蒸
留
又
は
熱
分
解
処
理
に
伴
い
生
ず
る
タ
ー
ル

状
の
残
滓 

十 

次
に
掲
げ
る
物 

イ 

イ
ン
キ
等
の
製
造
又
は
輸
入
に
伴
い
生
ず
る
物 

ロ 

販
売
又
は
授
与
の
目
的
で
行
う
イ
ン
キ
等
の
調
合
に

伴
い
生
ず
る
物 

ハ 

イ
ン
キ
等
の
販
売
又
は
使
用
に
伴
い
生
ず
る
物 

十
一 

次
に
掲
げ
る
物 

イ 

樹
脂
等
の
製
造
又
は
輸
入
に
伴
い
生
ず
る
物 

ロ 

販
売
又
は
授
与
の
目
的
で
行
う
樹
脂
等
の
調
合
に
伴

い
生
ず
る
物 

ハ 

樹
脂
等
の
販
売
又
は
使
用
に
伴
い
生
ず
る
物 

十
二 

次
に
掲
げ
る
施
設
に
お
け
る
研
究
開
発
又
は
教
育
上

の
活
動
か
ら
生
ず
る
同
定
さ
れ
て
い
な
い
、
又
は
新
規
の

化
学
物
質
で
あ
っ
て
、
人
の
健
康
及
び
生
活
環
境
に
及
ぼ

す
影
響
が
未
知
の
も
の 

イ 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
試
験
研
究
機
関 

ロ 

大
学
、
短
期
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
又
は
そ

の
附
属
試
験
研
究
機
関 

ハ 

学
術
研
究
又
は
製
品
の
製
造
若
し
く
は
技
術
の
改

良
、
考
案
若
し
く
は
発
明
に
係
る
試
験
研
究
を
行
う
試

験
研
究
所 

十
三 

爆
発
性
を
有
す
る
物
（
火
薬
類
取
締
法
第
二
条
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。） 

十
四 

次
に
掲
げ
る
物 

イ 

感
光
乳
剤
、
現
像
薬
、
定
着
薬
、
補
力
剤
、
減
力
剤
、

調
色
剤
、
洗
浄
剤
そ
の
他
の
写
真
用
化
学
薬
品
若
し
く

は
写
真
用
の
物
品
（
以
下
「
写
真
用
化
学
薬
品
等
」
と
い

う
。
）
の
製
造
又
は
こ
れ
ら
の
輸
入
に
伴
い
生
ず
る
物 

ロ 

販
売
又
は
授
与
の
目
的
で
行
う
写
真
用
化
学
薬
品
等

の
調
合
に
伴
い
生
ず
る
物 

ハ 

写
真
用
化
学
薬
品
等
の
販
売
又
は
使
用
に
伴
い
生
ず

る
物 

十
五 

金
属
又
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
表
面
処
理
に
伴
い
生
ず

る
物 

十
六 

事
業
活
動
に
伴
い
生
ず
る
物
を
用
い
た
別
表
第
一
に

 

Ｙ
八 

Ｙ
九 

 

Ｙ
一
一 

 

Ｙ
一
二 

    

Ｙ
一
三 

    

Ｙ
一
四 

         

Ｙ
一
五 

 

Ｙ
一
六 

        

Ｙ
一
七 

 

Ｙ
一
八 



 

掲
げ
る
処
分
作
業
に
伴
い
生
ず
る
物 

 
備
考 １ 

こ
の
表
に
掲
げ
る
物
に
は
、
第
六
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
、
第
十
四

号
、
第
十
五
号
又
は
第
十
六
号
に
掲
げ
る
物
で
あ
っ
て
、
別
表
第
七
の

中
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
試
験
に
お
い
て
も
当
該
試
験
の
区
分
に
応
じ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
性
状
を
示
す
こ
と
の
な
い
も
の
を
含
ま
な
い
も

の
と
す
る
。 

２ 

下
欄
に
掲
げ
る
符
号
は
、
条
約
附
属
書
Ⅰ
の
分
類
記
号
で
あ
る
。 

  

別
表
第
六 

一 

金
属
カ
ル
ボ
ニ
ル
を
含
む
物
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
物 

イ 

鉄
カ
ル
ボ
ニ
ル
、
ニ
ッ
ケ
ル
カ
ル
ボ
ニ
ル
又
は
メ
チ

ル
シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ジ
エ
ニ
ル
マ
ン
ガ
ン
ト
リ
カ
ル
ボ
ニ

ル
を
〇
・
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
物 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
金
属
カ
ル
ボ
ニ
ル
以
外
の
金
属
カ
ル
ボ

ニ
ル
を
含
む
物 

二 

ベ
リ
リ
ウ
ム
元
素
を
〇
・
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含

む
物 

三 

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
を
含
む
物
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る

物 イ 

塩
化
ク
ロ
ミ
ル
、
ク
ロ
ム
酸
、
ク
ロ
ム
酸
亜
鉛
、
ク
ロ

ム
酸
亜
鉛
カ
リ
ウ
ム
、
ク
ロ
ム
酸
カ
リ
ウ
ム
、
ク
ロ
ム
酸

カ
ル
シ
ウ
ム
、
ク
ロ
ム
酸
銀
、
ク
ロ
ム
酸
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ

ム
、
ク
ロ
ム
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
ク
ロ
ム
酸
鉛
、
ク
ロ
ム
酸

バ
リ
ウ
ム
、
ク
ロ
ム
酸
ビ
ス
マ
ス
、
ク
ロ
ム
硫
酸
、
三
酸

化
ク
ロ
ム
、
四
塩
基
性
ク
ロ
ム
酸
亜
鉛
、
重
ク
ロ
ム
酸
ア

ン
モ
ニ
ウ
ム
、
重
ク
ロ
ム
酸
カ
リ
ウ
ム
、
重
ク
ロ
ム
酸
ナ

ト
リ
ウ
ム
又
は
硫
酸
モ
リ
ブ
デ
ン
酸
ク
ロ
ム
酸
鉛
を

〇
・
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
物 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
以
外
の
六
価
ク
ロ

ム
化
合
物
を
含
む
物 

ハ 

別
表
第
一
の
一
の
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は

同
表
の
二
の
項
第
十
号
に
掲
げ
る
処
分
作
業
を
行
う
た

め
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
物
で
あ
っ
て
次
に

掲
げ
る
物 

⑴ 
 

固
形
状
で
あ
っ
て
、
平
成
三
年
環
境
庁
告
示
第
四

十
六
号
（
以
下
「
土
壌
環
境
基
準
告
示
」
と
い
う
。
）

別
表
の
環
境
上
の
条
件
（
六
価
ク
ロ
ム
に
係
る
も
の

Ｙ
一
九 

     
Ｙ
二
〇 

 

Ｙ
二
一 

                   

に
限
る
。
）
に
適
合
し
な
い
物 

⑵ 

液
状
で
あ
っ
て
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
（
昭

和
四
十
六
年
総
理
府
令
、
通
商
産
業
省
令
第
二
号
）
第

六
条
の
二
に
規
定
す
る
要
件
（
六
価
ク
ロ
ム
に
係
る

も
の
に
限
る
。）
に
該
当
す
る
物 

ニ 

ハ
に
掲
げ
る
処
分
作
業
以
外
の
処
分
作
業
を
行
う
た

め
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
物
で
あ
っ
て
次
に

掲
げ
る
物 

⑴ 

固
形
状
で
あ
っ
て
、
金
属
等
を
含
む
産
業
廃
棄
物

に
係
る
判
定
基
準
を
定
め
る
総
理
府
令
（
昭
和
四
十

八
年
総
理
府
令
第
五
号
。
以
下
「
産
業
廃
棄
物
判
定
基

準
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
三
に
掲
げ
る
基
準
（
六
価

ク
ロ
ム
化
合
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
に
適
合
し
な

い
物 

⑵ 

液
状
で
あ
っ
て
、
排
水
基
準
を
定
め
る
総
理
府
令

（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第
三
十
五
号
。
以
下
「
排

水
基
準
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
基
準
（
六

価
ク
ロ
ム
化
合
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
し

な
い
物 

四 

銅
化
合
物
を
含
む
物
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
物 

イ 

ア
セ
ト
亜

砒ひ

酸
銅
、
Ｎ
・
‘

Ｎ―

エ
チ
レ
ン
ビ
ス
（
サ

リ
チ
リ
デ
ン
ア
ミ
ナ
ト
）
銅
（
Ⅱ
）
、
塩
化
第
一
銅
、
塩

化
第
二
銅
、
シ
ア
ン
化
銅
、
シ
ア
ン
化
銅
ナ
ト
リ
ウ
ム
、

銅
エ
チ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン
、
砒ひ

酸
銅
又
は
硫
酸
銅
を
〇
・

一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
物 

ロ 

塩
化
第
二
銅
二
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
、
塩
化
第
二
銅
カ
リ

ウ
ム
、
酢
酸
第
二
銅
、
シ
ア
ン
化
銅
カ
リ
ウ
ム
、
硝
酸
銅
、

炭
酸
銅
、
チ
オ
シ
ア
ン
酸
第
一
銅
、
ピ
ロ
リ
ン
酸
第
二

銅
、
ふ
っ
化
第
二
銅
又
は
よ
う
化
第
一
銅
を
一
重
量
パ

ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
物 

ハ 

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
銅
化
合
物
以
外
の
銅
化
合
物
を

含
む
物 

ニ 

別
表
第
一
の
二
の
項
第
十
号
に
掲
げ
る
処
分
作
業
を

行
う
た
め
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
物
（
固
形
状

の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
土
壌
環
境
基
準
告
示
別

表
の
環
境
上
の
条
件
（
銅
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
適

合
し
な
い
も
の 

五 

亜
鉛
化
合
物
を
含
む
物
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
物 

イ 

亜
ジ
チ
オ
ン
酸
亜
鉛
、
亜

砒ひ

酸
亜
鉛
、
塩
化
亜
鉛
、

シ
ア
ン
化
亜
鉛
又
は

砒ひ

酸
亜
鉛
を
〇
・
一
重
量
パ
ー
セ

                   

Ｙ
二
二 

                 

Ｙ
二
三 

  

ン
ト
以
上
含
む
物 

ロ 

塩
素
酸
亜
鉛
、
過
酸
化
亜
鉛
、
過
マ
ン
ガ
ン
酸
亜
鉛
、

ク
ロ
ム
酸
亜
鉛
、
珪け

い

ふ
っ
化
亜
鉛
、
酢
酸
亜
鉛
、
ジ
エ

チ
ル
亜
鉛
、
ジ
メ
チ
ル
亜
鉛
、
シ
ュ
ウ
酸
亜
鉛
、
臭
素
酸

亜
鉛
、
硝
酸
亜
鉛
、
チ
オ
シ
ア
ン
酸
亜
鉛
、
ピ
ロ
リ
ン
酸

亜
鉛
、
ふ
っ
化
亜
鉛
、
メ
チ
ル
ジ
オ
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
亜

鉛
、
硫
酸
亜
鉛
、
燐り

ん

化
亜
鉛
又
は

燐り

ん

酸
亜
鉛
を
一
重
量

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
物 

ハ 

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
亜
鉛
化
合
物
以
外
の
亜
鉛
化
合

物
を
含
む
物 

六 

砒ひ

素
又
は

砒ひ

素
化
合
物
を
含
む
物
で
あ
っ
て
次
に
掲

げ
る
物 

イ 

砒ひ

素
元
素
を
〇
・
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
物 

ロ 

別
表
第
一
の
一
の
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は

同
表
の
二
の
項
第
十
号
に
掲
げ
る
処
分
作
業
を
行
う
た

め
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
物
で
あ
っ
て
次
に

掲
げ
る
物 

⑴ 

固
形
状
で
あ
っ
て
、
土
壌
環
境
基
準
告
示
別
表
の

環
境
上
の
条
件
（
砒ひ

素
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
適

合
し
な
い
物 

⑵ 

液
状
で
あ
っ
て
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
第

六
条
の
二
に
規
定
す
る
要
件
（
砒ひ

素
又
は
そ
の
化
合

物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
物 

ハ 

ロ
に
掲
げ
る
処
分
作
業
以
外
の
処
分
作
業
を
行
う
た

め
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
物
で
あ
っ
て
次
に

掲
げ
る
物 

⑴ 

固
形
状
で
あ
っ
て
、
産
業
廃
棄
物
判
定
基
準
令
別

表
第
三
に
掲
げ
る
基
準
（
砒ひ

素
又
は
そ
の
化
合
物
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
し
な
い
物 

⑵ 

液
状
で
あ
っ
て
、
排
水
基
準
令
別
表
第
一
に
掲
げ

る
基
準
（
砒ひ

素
又
は
そ
の
化
合
物
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
適
合
し
な
い
物 

七 

セ
レ
ン
又
は
セ
レ
ン
化
合
物
を
含
む
物
で
あ
っ
て
次
に

掲
げ
る
物 

イ 

セ
レ
ン
元
素
を
〇
・
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む

物 

ロ 

別
表
第
一
の
一
の
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は

同
表
の
二
の
項
第
十
号
に
掲
げ
る
処
分
作
業
を
行
う
た

め
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
物
で
あ
っ
て
次
に

掲
げ
る
物 

          

Ｙ
二
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Ｙ
二
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⑴ 

固
形
状
で
あ
っ
て
、
土
壌
環
境
基
準
告
示
別
表
の

環
境
上
の
条
件
（
セ
レ
ン
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に

適
合
し
な
い
物 

⑵ 
液
状
で
あ
っ
て
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
第

六
条
の
二
に
規
定
す
る
要
件
（
セ
レ
ン
又
は
そ
の
化

合
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
物 

ハ 

ロ
に
掲
げ
る
処
分
作
業
以
外
の
処
分
作
業
を
行
う
た

め
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
物
で
あ
っ
て
次
に

掲
げ
る
物 

⑴ 

固
形
状
で
あ
っ
て
、
産
業
廃
棄
物
判
定
基
準
令
別

表
第
三
に
掲
げ
る
基
準
（
セ
レ
ン
又
は
そ
の
化
合
物

に
係
る
も
の
に
限
る
。）
に
適
合
し
な
い
物 

⑵ 

液
状
で
あ
っ
て
、
排
水
基
準
令
別
表
第
一
に
掲
げ

る
基
準
（
セ
レ
ン
又
は
そ
の
化
合
物
に
係
る
も
の
に

限
る
。）
に
適
合
し
な
い
物 

八 

カ
ド
ミ
ウ
ム
又
は
カ
ド
ミ
ウ
ム
化
合
物
を
含
む
物
で
あ

っ
て
次
に
掲
げ
る
物 

イ 

カ
ド
ミ
ウ
ム
元
素
を
〇
・
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

含
む
物 

ロ 

別
表
第
一
の
一
の
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は

同
表
の
二
の
項
第
十
号
に
掲
げ
る
処
分
作
業
を
行
う
た

め
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
物
で
あ
っ
て
次
に

掲
げ
る
物 

⑴ 

固
形
状
で
あ
っ
て
、
土
壌
環
境
基
準
告
示
別
表
の

環
境
上
の
条
件
（
カ
ド
ミ
ウ
ム
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
適
合
し
な
い
物 

⑵ 

液
状
で
あ
っ
て
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
第

六
条
の
二
に
規
定
す
る
要
件
（
カ
ド
ミ
ウ
ム
又
は
そ

の
化
合
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
物 

ハ 

ロ
に
掲
げ
る
処
分
作
業
以
外
の
処
分
作
業
を
行
う
た

め
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
物
で
あ
っ
て
次
に

掲
げ
る
物 

⑴ 

固
形
状
で
あ
っ
て
、
産
業
廃
棄
物
判
定
基
準
令
別

表
第
三
に
掲
げ
る
基
準
（
カ
ド
ミ
ウ
ム
又
は
そ
の
化

合
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
し
な
い
物 

⑵ 

液
状
で
あ
っ
て
、
排
水
基
準
令
別
表
第
一
に
掲
げ

る
基
準
（
カ
ド
ミ
ウ
ム
又
は
そ
の
化
合
物
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
に
適
合
し
な
い
物 

九 

ア
ン
チ
モ
ン
元
素
を
〇
・
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含

む
物 

               

Ｙ
二
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Ｙ
二
七 

 

十 

テ
ル
ル
元
素
を
〇
・
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
物 

十
一 

水
銀
又
は
水
銀
化
合
物
を
含
む
物
で
あ
っ
て
次
に
掲

げ
る
物 

イ 

水
銀
元
素
を
〇
・
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
物 

ロ 

別
表
第
一
の
一
の
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は

同
表
の
二
の
項
第
十
号
に
掲
げ
る
処
分
作
業
を
行
う
た

め
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
物
で
あ
っ
て
次
に

掲
げ
る
物 

⑴ 

固
形
状
で
あ
っ
て
、
土
壌
環
境
基
準
告
示
別
表
の

環
境
上
の
条
件
（
総
水
銀
又
は
ア
ル
キ
ル
水
銀
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
し
な
い
物 

⑵ 

液
状
で
あ
っ
て
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
第

六
条
の
二
に
規
定
す
る
要
件
（
水
銀
、
ア
ル
キ
ル
水
銀

そ
の
他
の
水
銀
化
合
物
又
は
ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物

に
係
る
も
の
に
限
る
。）
に
該
当
す
る
物 

ハ 

ロ
に
掲
げ
る
処
分
作
業
以
外
の
処
分
作
業
を
行
う
た

め
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
物
で
あ
っ
て
次
に

掲
げ
る
物 

⑴ 

固
形
状
で
あ
っ
て
、
産
業
廃
棄
物
判
定
基
準
令
別

表
第
三
に
掲
げ
る
基
準
（
ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物
又

は
水
銀
若
し
く
は
そ
の
化
合
物
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
適
合
し
な
い
物 

⑵ 

液
状
で
あ
っ
て
、
排
水
基
準
令
別
表
第
一
に
掲
げ

る
基
準
（
水
銀
、
ア
ル
キ
ル
水
銀
そ
の
他
の
水
銀
化
合

物
又
は
ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
適
合
し
な
い
物 

十
二 

タ
リ
ウ
ム
元
素
を
〇
・
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含

む
物 

十
三 

鉛
又
は
鉛
化
合
物
を
含
む
物
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る

物 イ 

鉛
元
素
を
〇
・
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
物 

ロ 

別
表
第
一
の
一
の
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は

同
表
の
二
の
項
第
十
号
に
掲
げ
る
処
分
作
業
を
行
う
た

め
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
物
で
あ
っ
て
次
に

掲
げ
る
物 

⑴ 

固
形
状
で
あ
っ
て
、
土
壌
環
境
基
準
告
示
別
表
の

環
境
上
の
条
件
（
鉛
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
に
適
合

し
な
い
物 

⑵ 

液
状
で
あ
っ
て
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
第

六
条
の
二
に
規
定
す
る
要
件
（
鉛
又
は
そ
の
化
合
物

Ｙ
二
八 

Ｙ
二
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Ｙ
三
〇 

 

Ｙ
三
一 

           

に
係
る
も
の
に
限
る
。）
に
該
当
す
る
物 

ハ 

ロ
に
掲
げ
る
処
分
作
業
以
外
の
処
分
作
業
を
行
う
た

め
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
物
で
あ
っ
て
次
に

掲
げ
る
物 

⑴ 

固
形
状
で
あ
っ
て
、
産
業
廃
棄
物
判
定
基
準
令
別

表
第
三
に
掲
げ
る
基
準
（
鉛
又
は
そ
の
化
合
物
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
し
な
い
物 

⑵ 

液
状
で
あ
っ
て
、
排
水
基
準
令
別
表
第
一
に
掲
げ

る
基
準
（
鉛
又
は
そ
の
化
合
物
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
適
合
し
な
い
物 

十
四 

ふ
っ
化
カ
ル
シ
ウ
ム
を
除
く
無
機
ふ
っ
素
化
合
物
を

含
む
物
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
物 

イ 

珪け

い

ふ
っ
化
水
素
酸
、
五
ふ
っ
化
臭
素
、
三
ふ
っ
化
臭

素
、
三
ふ
っ
化
ほ
う
素
二
水
和
物
、
二
ふ
っ
化
カ
リ
ウ

ム
、
二
ふ
っ
化

燐り

ん

酸
、
ふ
っ
化
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
、
ふ
っ

化
カ
リ
ウ
ム
、
ふ
っ
化
ク
ロ
ム
、
ふ
っ
化
水
素
、
ふ
っ
化

水
素
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
、
ふ
っ
化
水
素
酸
、
ふ
っ
化
ナ
ト
リ

ウ
ム
、
フ
ル
オ
ロ
ス
ル
ホ
ン
酸
、
フ
ル
オ
ロ

燐り

ん

酸
、
ヘ

キ
サ
フ
ル
オ
ロ

燐り

ん

酸
又
は
ほ
う
ふ
っ
化
水
素
酸
を
〇
・

一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
物 

ロ 

珪け

い

ふ
っ
化
亜
鉛
、
珪け

い

ふ
っ
化
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
、
珪け

い

ふ

っ
化
カ
リ
ウ
ム
、
珪け

い

ふ
っ
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
珪け

い

ふ
っ
化

バ
リ
ウ
ム
、
珪け

い

ふ
っ
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
、
珪け

い

ふ
っ
化
マ

ン
ガ
ン
、
五
ふ
っ
化
よ
う
素
、
ふ
っ
化
水
素
カ
リ
ウ
ム
、

ふ
っ
化
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
ふ
っ
化
第
一
す
ず
、
ふ
っ
化

バ
リ
ウ
ム
、
ほ
う
ふ
っ
化
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
、
ほ
う
ふ
っ
化

カ
リ
ウ
ム
、
ほ
う
ふ
っ
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
ほ
う
ふ
っ
化
マ

グ
ネ
シ
ウ
ム
又
は
ほ
う
ふ
っ
化
リ
チ
ウ
ム
を
一
重
量
パ

ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
物 

ハ 

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
無
機
ふ
っ
素
化
合
物
以
外
の
無

機
ふ
っ
素
化
合
物
を
含
む
物 

十
五 

無
機
シ
ア
ン
化
合
物
を
含
む
物
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ

る
物 

イ 

シ
ア
ン
化
亜
鉛
、
シ
ア
ン
化
カ
リ
ウ
ム
、
シ
ア
ン
化

銀
、
シ
ア
ン
化
臭
素
、
シ
ア
ン
化
水
素
、
シ
ア
ン
化
水
素

酸
、
シ
ア
ン
化
第
二
水
銀
、
シ
ア
ン
化
第
二
水
銀
カ
リ
ウ

ム
、
シ
ア
ン
化
銅
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
シ
ア
ン
化
ナ
ト
リ
ウ

ム
、
シ
ア
ン
化
鉛
又
は
シ
ア
ン
化
ニ
ッ
ケ
ル
を
〇
・
一
重

量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
物 

ロ 

シ
ア
ン
化
カ
ル
シ
ウ
ム
、
シ
ア
ン
化
コ
バ
ル
ト
カ
リ
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ウ
ム
、
シ
ア
ン
化
第
一
金
カ
リ
ウ
ム
、
シ
ア
ン
化
銅
、
シ

ア
ン
化
銅
カ
リ
ウ
ム
、
シ
ア
ン
化
ニ
ッ
ケ
ル
カ
リ
ウ
ム
、

シ
ア
ン
化
白
金
バ
リ
ウ
ム
又
は
シ
ア
ン
化
バ
リ
ウ
ム
を

一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
物 

ハ 

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
無
機
シ
ア
ン
化
合
物
以
外
の
無

機
シ
ア
ン
化
合
物
を
含
む
物 

ニ 

別
表
第
一
の
一
の
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は

同
表
の
二
の
項
第
十
号
に
掲
げ
る
処
分
作
業
を
行
う
た

め
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
物
で
あ
っ
て
次
に

掲
げ
る
物 

⑴ 

固
形
状
で
あ
っ
て
、
土
壌
環
境
基
準
告
示
別
表
の

環
境
上
の
条
件
（
シ
ア
ン
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に

適
合
し
な
い
物 

⑵ 

液
状
で
あ
っ
て
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
第

六
条
の
二
に
規
定
す
る
要
件
（
シ
ア
ン
化
合
物
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
物 

ホ 

ニ
に
掲
げ
る
処
分
作
業
以
外
の
処
分
作
業
を
行
う
た

め
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
物
で
あ
っ
て
次
に

掲
げ
る
物 

⑴ 

固
形
状
で
あ
っ
て
、
産
業
廃
棄
物
判
定
基
準
令
別

表
第
三
に
掲
げ
る
基
準
（
シ
ア
ン
化
合
物
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
に
適
合
し
な
い
物 

⑵ 

液
状
で
あ
っ
て
、
排
水
基
準
令
別
表
第
一
に
掲
げ

る
基
準
（
シ
ア
ン
化
合
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に

適
合
し
な
い
物 

十
六 

水
素
イ
オ
ン
濃
度
指
数
が
二
・
〇
未
満
又
は
十
一
・

五
を
超
え
る
物
（
固
形
状
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
固

形
状
の
も
の
と
蒸
留
水
と
が
重
量
比
一
対
三
に
な
る
よ
う

に
混
合
し
、
そ
の
混
合
液
の
水
素
イ
オ
ン
濃
度
指
数
が
二
・

〇
未
満
又
は
十
一
・
五
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
） 

十
七 

石
綿
（
粉
じ
ん
又
は
繊
維
状
の
も
の
に
限
る
。
）
を
含

む
物 

十
八 

有
機

燐り

ん

化
合
物
を
含
む
物
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る

物 イ 

ア
ジ
ン
ホ
ス―

エ
チ
ル
、
ア
ジ
ン
ホ
ス―

メ
チ
ル
、
ア

ル
キ
ル
ア
リ
ー
ル
ジ
チ
オ

燐り

ん

酸
亜
鉛
（
炭
素
数
が
七
か

ら
十
六
ま
で
の
も
の
に
限
る
。）
、
ア
ル
キ
ル
ジ
チ
オ

燐り

ん

酸
亜
鉛
（
炭
素
数
が
三
か
ら
十
四
ま
で
の
も
の
に
限

る
。）
、
イ
ソ
キ
サ
チ
オ
ン
、
イ
ソ
チ
オ
エ
ー
ト
、
イ
ソ
デ

シ
ル
ジ
フ
ェ
ニ
ル
ホ
ス
フ
ェ
ー
ト
、
イ
ソ
フ
ェ
ン
ホ
ス
、

                         

Ｙ
三
四
、

Ｙ
三
五 

   

Ｙ
三
六 

 

Ｙ
三
七 

       

エ
ジ
フ
ェ
ン
ホ
ス
、
エ
チ
オ
ン
、
エ
チ
ル
チ
オ
メ
ト
ン
、

エ
ト
エ
ー
ト
メ
チ
ル
、
エ
ト
プ
ロ
ホ
ス
、
塩
化
ジ
メ
チ
ル

チ
オ
ホ
ス
ホ
リ
ル
、
エ
ン
ド
チ
オ
ン
、
オ
キ
シ
ジ
ス
ル
ホ

ト
ン
、
オ
キ
シ
ジ
メ
ト
ン
メ
チ
ル
、
オ
メ
ト
エ
ー
ト
、
カ

ル
ボ
フ
ェ
ノ
チ
オ
ン
、
キ
ナ
ル
ホ
ス
、
ク
マ
ホ
ス
、
グ
リ

ホ
サ
ー
ト
、
ク
ル
ホ
メ
ー
ト
、
ク
レ
ジ
ル
ジ
フ
ェ
ニ
ル
ホ

ス
フ
ェ
ー
ト
、
ク
ロ
ト
キ
シ
ホ
ス
、
ク
ロ
ル
チ
オ
ホ
ス
、

ク
ロ
ル
ピ
リ
ホ
ス
、
ク
ロ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ン
ホ
ス
、
ク
ロ
ル

メ
ホ
ス
、
サ
リ
チ
オ
ン
、
ジ
ア
リ
ホ
ス
、
ジ
エ
チ
ル
＝
四

―

ニ
ト
ロ
ベ
ン
ジ
ル
ホ
ス
ホ
ナ
ー
ト
、
ジ
エ
チ
ル
パ
ラ

ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
チ
オ
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト
（
別
名
パ
ラ
チ

オ
ン
）、
ジ
オ
キ
サ
チ
オ
ン
、
ジ
ク
ロ
ト
ホ
ス
、
ジ
ク
ロ

フ
ェ
ン
チ
オ
ン
、
ジ
ク
ロ
ル
ボ
ス
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
ホ

ス
フ
ィ
ン
、
ジ
チ
オ
ピ
ロ
リ
ン
酸
テ
ト
ラ
エ
チ
ル
、
ジ
フ

ェ
ニ
ル―

二
・
四
・
六―

ト
リ
メ
チ
ル
ベ
ン
ゾ
イ
ル
ホ
ス

フ
ィ
ン―

オ
キ
シ
ド
、
ジ
メ
チ
ル
エ
チ
ル
メ
ル
カ
プ
ト

エ
チ
ル
チ
オ
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト
（
別
名
メ
チ
ル
ジ
メ
ト

ン
）
、
エ
チ
ル
パ
ラ
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
チ
オ
ノ
ベ
ン
ゼ
ン

ホ
ス
ホ
ネ
イ
ト
（
別
名
Ｅ
Ｐ
Ｎ
）
、
ジ
メ
チ
ル
パ
ラ
ニ
ト

ロ
フ
ェ
ニ
ル
チ
オ
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト
（
別
名
メ
チ
ル
パ
ラ

チ
オ
ン
）
、
ジ
メ
チ
ル
ヒ
ド
ロ
ホ
ス
フ
ァ
イ
ト
、
ジ
メ
ト

エ
ー
ト
、
ジ
メ
ト
ン―

Ｏ―

メ
チ
ル
、
ジ
メ
ト
ン―

Ｓ―

メ
チ
ル
、
ジ
メ
ホ
ッ
ク
ス
、
シ
ュ
ラ
ー
ダ
ン
、
ス
ル
プ
ロ

ホ
ス
、
ダ
イ
ア
ジ
ノ
ン
、
チ
オ
ナ
ジ
ン
、
チ
オ
メ
ト
ン
、

デ
メ
フ
ィ
オ
ン
、
テ
メ
ホ
ス
、
テ
ル
ブ
ホ
ス
、
ト
リ
（
一

―

ア
ジ
リ
ジ
ニ
ル
）
ホ
ス
フ
ィ
ン
オ
キ
サ
イ
ド
、
ト
リ
ア

ゾ
ホ
ス
、
ト
リ
ア
ミ
ホ
ス
、
ト
リ
エ
チ
ル
ホ
ス
フ
ェ
ー

ト
、
ト
リ
キ
シ
リ
ル
ホ
ス
フ
ェ
ー
ト
、
ト
リ
ク
ロ
ル
ホ

ン
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
ナ
ー
ト
、
ト
リ
ス
（
一―

ア
ジ
リ
ジ
ニ

ル
）
ホ
ス
フ
ィ
ン
サ
ル
フ
ァ
イ
ド
、
ト
リ
ス
（
四―

メ
ト

キ
シ―

三
・
五―

ジ
メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
ホ
ス
フ
ィ
ン
、

ト
リ
チ
オ

燐り

ん

酸
Ｓ
・
Ｓ
・
Ｓ―
ト
リ
ブ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
、

ト
リ
ブ
チ
ル
ホ
ス
フ
ェ
ー
ト
、
ナ
レ
ッ
ド
、
バ
ミ
ド
チ
オ

ン
、
パ
ラ
オ
キ
ソ
ン
、
パ
ラ
チ
オ
ン
、
ピ
ラ
ゾ
キ
ソ
ン
、

ピ
ラ
ゾ
ホ
ス
、
ピ
リ
ミ
ホ
ス
エ
チ
ル
、
フ
ェ
ナ
ミ
ホ
ス
、

フ
ェ
ニ
ト
ロ
チ
オ
ン
、
フ
ェ
ン
カ
プ
ト
ン
、
フ
ェ
ン
ス
ル

ホ
チ
オ
ン
、
フ
ェ
ン
チ
オ
ン
、
フ
ェ
ン
ト
エ
ー
ト
、
プ
ロ

ト
エ
ー
ト
、
プ
ロ
パ
ホ
ス
、
ヘ
キ
サ
メ
チ
ル
ホ
ス
ホ
ル
ト

リ
ア
ミ
ド
、
ヘ
プ
テ
ノ
ホ
ス
、
ホ
サ
ロ
ン
、
ホ
ス
フ
ァ
ミ

ド
ン
、
ホ
ス
ホ
ラ
ン
、
ホ
ス
ホ
ン
酸
水
素
ジ
ブ
チ
ル
、
ホ

                                        

ス
ホ
ン
酸
水
素
ジ
メ
チ
ル
、
ホ
ス
ホ
ン
酸
ト
リ
エ
チ
ル
、

ホ
ス
ホ
ン
酸
ト
リ
メ
チ
ル
、
ホ
ス
メ
ッ
ト
、
ホ
ノ
ホ
ス
、

ポ
リ
オ
レ
フ
ィ
ン
チ
オ
ホ
ス
ホ
ン
酸
バ
リ
ウ
ム
塩
、
ホ

ル
モ
チ
オ
ン
、
ホ
レ
ー
ト
、
マ
ラ
チ
オ
ン
、
メ
カ
ル
バ
ム
、

メ
タ
ミ
ド
ホ
ス
、
メ
チ
ダ
チ
オ
ン
、
メ
チ
ル
ト
リ
チ
オ

ン
、
メ
チ
ル
パ
ラ
チ
オ
ン
、
メ
ナ
ゾ
ン
、
メ
ビ
ン
ホ
ス
、

メ
ホ
ス
ホ
ラ
ン
、
モ
ノ
ク
ロ
ト
ホ
ス
、
四

燐り

ん

酸
ヘ
キ
サ

エ
チ
ル
、
燐り

ん

酸
一
水
素
ジ
イ
ソ
オ
ク
チ
ル
、
燐り

ん

酸
ト
リ

ア
リ
ル
、
燐り

ん

酸
ト
リ
エ
チ
ル
、
燐り

ん

酸
ト
リ
ス
（
イ
ソ
プ

ロ
ピ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
、
燐り

ん

酸
ト
リ
ス
（
二
・
三―

ジ
ブ
ロ

モ
プ
ロ
ピ
ル
）
又
は
燐(

り
ん)

酸
ト
リ
ト
リ
ル
を
〇
・
一

重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
物 

ロ 

Ｉ
Ｂ
Ｐ
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｐ
、
ア
ミ
ド
チ
オ
エ
ー
ト
、
亜

燐り

ん

酸
ト
リ
エ
チ
ル
、
亜

燐り

ん

酸
ト
リ
メ
チ
ル
、
Ｅ
Ｓ
Ｐ
、
エ

チ
ル―

二
・
四―

ジ
ク
ロ
ル
フ
ェ
ニ
ル
チ
オ
ノ
ベ
ン
ゼ

ン
ホ
ス
ホ
ナ
ー
ト
、
エ
ト
リ
ム
ホ
ス
、
塩
化
ジ
エ
チ
ル
チ

オ
ホ
ス
ホ
リ
ル
、
オ
ク
チ
ル
ジ
フ
ェ
ニ
ル
ホ
ス
フ
ェ
ー

ト
、
ク
ロ
ル
ピ
リ
ホ
ス
メ
チ
ル
、
シ
ア
ノ
ホ
ス
、
ジ
ア
ル

キ
ル
ジ
チ
オ

燐り

ん

酸
、
ジ
エ
チ
ル
（
一
・
三―

ジ
チ
オ
シ

ク
ロ
ペ
ン
チ
リ
デ
ン
）―

チ
オ
ホ
ス
ホ
ル
ア
ミ
ド
、
ジ
エ

チ
ル
パ
ラ
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
ス
ル
ホ
ニ
ル
チ
オ
ホ
ス
フ

ェ
ー
ト
、
ジ
エ
チ
ル―

Ｓ―

ベ
ン
ジ
ル
チ
オ
ホ
ス
フ
ェ

ー
ト
、
ジ
エ
チ
ル―

四―

メ
チ
ル
ス
ル
フ
ィ
ニ
ル
フ
ェ

ニ
ル―

チ
オ
ホ
ス
フ
ェ
ー
ト
、
二
・
三―

ジ―

（
ジ
エ
チ

ル
ジ
チ
オ
ホ
ス
ホ
ロ
）―

パ
ラ
ジ
オ
キ
サ
ン
、
ジ
メ
チ
ル

ビ
ン
ホ
ス
、
ジ
メ
チ
ル―

［
二―

（
‘

一―

メ
チ
ル
ベ
ン

ジ
ル
オ
キ
シ
カ
ル
ボ
ニ
ル
）―

一―

メ
チ
ル
エ
チ
レ
ン
］

ホ
ス
フ
ェ
ー
ト
、
ジ
メ
ト
ン
、
ジ
メ
ト
ン―

Ｏ
、
Ｄ
Ｍ
Ｃ

Ｐ
、
テ
ト
ラ
エ
チ
ル
ピ
ロ
ホ
ス
フ
ェ
ー
ト
、
テ
ミ
ビ
ン
ホ

ス
、
ト
リ
オ
ク
チ
ル
ホ
ス
フ
ェ
ー
ト
、
ト
リ
ス
（
ク
ロ
ロ

エ
チ
ル
）
ホ
ス
フ
ェ
ー
ト
、
ト
リ
ス
（
β―

ク
ロ
ロ
プ

ロ
ピ
ル
）
ホ
ス
フ
ェ
ー
ト
、
ト
リ
ス
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ピ
ル

ホ
ス
フ
ェ
ー
ト
、
ト
リ
ブ
チ
ル
ホ
ス
フ
ィ
ン
、
ト
リ
ブ
ト

キ
シ
エ
チ
ル
ホ
ス
フ
ェ
ー
ト
、
ト
リ
メ
チ
ル
ホ
ス
フ
ェ

ー
ト
、
ビ
ア
ラ
ホ
ス
、
Ｂ
Ｅ
Ｂ
Ｐ
、
ピ
ペ
ロ
ホ
ス
、
ピ
ラ

ク
ロ
ホ
ス
、
ピ
リ
ダ
フ
ェ
ン
チ
オ
ン
、
フ
ェ
ニ
ル
ホ
ス
ホ

ラ
ス
チ
オ
ジ
ク
ロ
ラ
イ
ド
、
フ
ェ
ニ
ル
ホ
ス
ホ
ン
酸
ジ

ク
ロ
ラ
イ
ド
、
ブ
タ
ミ
ホ
ス
、
プ
ロ
チ
オ
ホ
ス
、
プ
ロ
フ

ェ
ノ
ホ
ス
、
ブ
ロ
ペ
タ
ン
ホ
ス
、
ブ
ロ
モ
ホ
ス
エ
チ
ル
、

ホ
ス
チ
ア
ゼ
ー
ト
、
メ
ス
ル
フ
ェ
ン
ホ
ス
、
メ
チ
ル
シ
ク

                                        



 

ロ
ヘ
キ
シ
ル―

四―

ク
ロ
ル
フ
ェ
ニ
ル
チ
オ
ホ
ス
フ
ェ

ー
ト
又
は
レ
プ
ト
ホ
ス
を
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含

む
物 

ハ 
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
有
機

燐り

ん

化
合
物
以
外
の
有
機

燐り

ん

化
合
物
を
含
む
物 

ニ 

別
表
第
一
の
一
の
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は

同
表
の
二
の
項
第
十
号
に
掲
げ
る
処
分
作
業
を
行
う
た

め
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
物
で
あ
っ
て
次
に

掲
げ
る
物 

⑴ 

固
形
状
で
あ
っ
て
、
土
壌
環
境
基
準
告
示
別
表
の

環
境
上
の
条
件
（
有
機

燐り

ん

に
係
る
も
の
に
限
る
。）
に

適
合
し
な
い
物 

⑵ 

液
状
で
あ
っ
て
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
第

六
条
の
二
に
規
定
す
る
要
件
（
有
機

燐り

ん

化
合
物
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
物 

ホ 

ニ
に
掲
げ
る
処
分
作
業
以
外
の
処
分
作
業
を
行
う
た

め
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
物
で
あ
っ
て
次
に

掲
げ
る
物 

⑴ 

固
形
状
で
あ
っ
て
、
産
業
廃
棄
物
判
定
基
準
令
別

表
第
三
に
掲
げ
る
基
準
（
有
機

燐り

ん

化
合
物
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
に
適
合
し
な
い
物 

⑵ 

液
状
で
あ
っ
て
、
排
水
基
準
令
別
表
第
一
に
掲
げ

る
基
準
（
有
機

燐り

ん

化
合
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
に

適
合
し
な
い
物 

十
九 

有
機
シ
ア
ン
化
合
物
を
含
む
物
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ

る
物 

イ 

ア
イ
オ
キ
シ
ニ
ル
、
ア
ク
リ
ロ
ニ
ト
リ
ル
、
ア
ジ
ポ
ニ

ト
リ
ル
、
ア
セ
ト
ン
シ
ア
ノ
ヒ
ド
リ
ン
、
二
・
‘

二―

ア

ゾ
ビ
ス
［
二―

（
ヒ
ド
ロ
キ
シ
メ
チ
ル
）
プ
ロ
ピ
オ
ニ
ト

リ
ル
］
、
二
・
‘

二―

ア
ゾ
ビ
ス
（
二―

メ
チ
ル
ブ
チ
ロ

ニ
ト
リ
ル
）
、
二―

ア
ミ
ノ―

五―

（
二―

ク
ロ
ロ―

四

―

ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
ア
ゾ
）―

四―

メ
チ
ル―

三―

チ

オ
フ
ェ
ン
カ
ル
ボ
ニ
ト
リ
ル
、
二―

イ
ソ
シ
ア
ナ
ト―

二―

メ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン―

一
・
三―

ジ
イ
ル
＝
ビ
ス
（
三

―

ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ノ
ア
ー
ト
）、
イ
ソ
シ
ア
ン
酸
シ
ク
ロ

ヘ
キ
シ
ル
、
イ
ソ
シ
ア
ン
酸
メ
チ
ル
、
イ
ソ
ホ
ロ
ン
ジ
イ

ソ
シ
ア
ナ
ー
ト
、
エ
チ
レ
ン
シ
ア
ノ
ヒ
ド
リ
ン
、
三―

ク

ロ
ロ―

四―

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
イ
ソ
シ
ア
ナ
ー
ト
、
シ

ア
ナ
ジ
ン
、
シ
ア
ナ
ミ
ド
、
二―

シ
ア
ノ
ア
ク
リ
ル
酸
＝

二―

メ
ト
キ
シ
エ
チ
ル
、
α―

シ
ア
ノ―

三―

フ
ェ
ノ

                      

Ｙ
三
八 

                 

キ
シ
ベ
ン
ジ
ル
＝
ビ
ス
（
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
）
メ
チ

ル
＝
一―

（
三
・
四―

イ
ソ
プ
ロ
ピ
リ
デ
ン
）
ブ
テ
ン―

一
・
四―

ジ
カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
、
シ
ア
ン
化
ブ
ロ
モ
ベ

ン
ジ
ル
、
シ
ア
ン
化
ベ
ン
ジ
ル
、
ジ
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト

（
別
名
ト
リ
レ
ン
ジ
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト
）
、
ジ
ク
ロ
ロ
フ

ェ
ニ
ル
イ
ソ
シ
ア
ナ
ー
ト
、
二
・
六―

ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゾ

ニ
ト
リ
ル
、
四―

（
二
・
六―

ジ
シ
ア
ノ―

四―

ニ
ト
ロ

フ
ェ
ニ
ル
ア
ゾ
）―

三―

メ
チ
ル―

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
エ
チ
ル

ア
ニ
リ
ン
、
ジ
フ
ェ
ニ
ル
メ
タ
ン―

四
・
‘

四―

ジ
イ
ソ

シ
ア
ナ
ー
ト
、
シ
ペ
ル
メ
ト
リ
ン
、
三
・
‘

三―

ジ
メ
チ

ル―

四
・
‘

四―

ビ
フ
ェ
ニ
レ
ン
ジ
イ
ソ
シ
ア
ナ
ー
ト
、

三
・
‘

三―

ジ
メ
チ
ル
ビ
フ
ェ
ニ
ル―

四
・
‘

四―

ジ
イ

ル
＝
ジ
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト
、
ト
リ
メ
チ
ル
ヘ
キ
サ
メ
チ

レ
ン
ジ
イ
ソ
シ
ア
ナ
ー
ト
、
ト
リ
レ
ン
ジ
イ
ソ
シ
ア
ナ

ー
ト
、
一
・
五―

ナ
フ
タ
レ
ン
ジ
イ
ル
＝
ジ
イ
ソ
シ
ア
ネ

ー
ト
、
四―

ニ
ト
ロ
安
息
香
酸
＝
［
四―

（
二
・
二―

ジ

シ
ア
ノ
ビ
ニ
ル
）
フ
ェ
ニ
ル
］、
四―

（
四―

ニ
ト
ロ
フ

ェ
ニ
ル
ア
ゾ
）―

Ｎ―

（
二―

シ
ア
ノ
エ
チ
ル
）―

Ｎ―

（
二―

ア
セ
ト
キ
シ
エ
チ
ル
）
ア
ニ
リ
ン
、
三―

ニ
ト
ロ

ベ
ン
ゾ
ニ
ト
リ
ル
、
フ
ェ
ニ
ル
イ
ソ
シ
ア
ナ
ー
ト
、
フ
ェ

ン
プ
ロ
パ
ト
リ
ン
、
ｏ―

フ
タ
ロ
ジ
ニ
ト
リ
ル
、
プ
ロ
ピ

オ
ニ
ト
リ
ル
、
ブ
ロ
モ
キ
シ
ニ
ル
、
三―

｛
Ｎ―

ベ
ン
ジ

ル―

四―

［
（
二―

シ
ア
ノ―

四―

ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）

ジ
ア
ゼ
ニ
ル
］
ア
ニ
リ
ノ
｝
プ
ロ
パ
ン
酸
＝
二―

オ
キ
ソ

プ
ロ
ピ
ル
、
ベ
ン
ゾ
ニ
ト
リ
ル
、
ポ
リ
メ
チ
レ
ン
ポ
リ
フ

ェ
ニ
ル
イ
ソ
シ
ア
ナ
ー
ト
、
マ
ロ
ノ
ニ
ト
リ
ル
、
メ
タ
ク

リ
ロ
ニ
ト
リ
ル
又
は
ラ
ク
ト
ニ
ト
リ
ル
を
〇
・
一
重
量

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
物 

ロ 

四―

［
六―

（
ア
ク
リ
ロ
イ
ル
オ
キ
シ
）
ヘ
キ
シ
ル
オ

キ
シ
］―

四―

シ
ア
ノ
ビ
フ
ェ
ニ
ル
、
ア
セ
ト
ニ
ト
リ

ル
、
ア
ゾ
ジ
イ
ソ
ブ
チ
ロ
ニ
ト
リ
ル
、
二
・
‘

二―

ア
ゾ

ジ
（
二
・
四―

ジ
メ
チ
ル
バ
レ
ロ
ニ
ト
リ
ル
）
、
二
・
‘

二

―

ア
ゾ
ジ
（
二
・
四―

ジ
メ
チ
ル―
四―

メ
ト
キ
シ
バ
レ

ロ
ニ
ト
リ
ル
）
、
一
・
‘

一―

ア
ゾ
ジ―
（
ヘ
キ
サ
ヒ
ド

ロ
ベ
ン
ゾ
ニ
ト
リ
ル
）、
四
・
四―

ア
ゾ
ビ
ス
（
四―

シ

ア
ノ
吉
草
酸
）、
イ
ソ
シ
ア
ン
酸
イ
ソ
ブ
チ
ル
、
イ
ソ
シ

ア
ン
酸
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
、
イ
ソ
シ
ア
ン
酸
エ
チ
ル
、
イ
ソ

シ
ア
ン
酸
ブ
チ
ル
、
イ
ソ
シ
ア
ン
酸―

ｔ
ｅ
ｒ
ｔ―
ブ

チ
ル
、
イ
ソ
シ
ア
ン
酸
プ
ロ
ピ
ル
、
イ
ソ
チ
オ
シ
ア
ン
酸

メ
チ
ル
、
イ
ソ
ブ
チ
ロ
ニ
ト
リ
ル
、
Ｎ―

［
（
Ｒ
Ｓ
）―

                                        

シ
ア
ノ
（
チ
オ
フ
ェ
ン―

二―

イ
ル
）
メ
チ
ル
］―

四―

エ
チ
ル―

二―

（
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）―

一
・
三―

チ
ア
ゾ

ー
ル―

五―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
、
二―

シ
ア
ノ―

Ｎ―

メ
チ
ル―

二―

［
三―

（
二
・
四
・
六―

ト
リ
オ
キ
ソ
テ

ト
ラ
ヒ
ド
ロ
ピ
リ
ミ
ジ
ン―

五
（
二
Ｈ
）―

イ
リ
デ
ン
）

―

二
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

一
Ｈ―

イ
ソ
イ
ン
ド
ー
ル―

一―

イ
リ
デ
ン
］
ア
セ
ト
ア
ミ
ド
、
Ｎ―

（
四―

シ
ア
ノ

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル―

五―

メ

チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
、
シ
ア
ノ
酢

酸
エ
チ
ル
、
Ｃ
Ｙ
Ｐ
、
三
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ―

‘

二―

シ

ア
ノ―

一
・
二―

チ
ア
ゾ
ー
ル―

五―

カ
ル
ボ
キ
サ
ニ

リ
ド
、
シ
ハ
ロ
ト
リ
ン
、
シ
フ
ェ
ノ
ト
リ
ン
、
シ
フ
ル
ト

リ
ン
、
二
・
三―

ジ
ブ
ロ
ム
プ
ロ
ピ
オ
ニ
ト
リ
ル
、
二―

ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
ア
セ
ト
ニ
ト
リ
ル
、
Ｔ
Ｃ
Ｈ
、
テ
レ
フ

タ
ロ
ニ
ト
リ
ル
、
ト
ラ
ロ
メ
ト
リ
ン
、
二
・
二
・
二―

ト

リ
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
ル
＝
［（
一
Ｓ
）―

シ
ア
ノ―

二―

メ

チ
ル
プ
ロ
ピ
ル
］
カ
ル
バ
マ
ー
ト
、
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ

ル
フ
ェ
ニ
ル
イ
ソ
シ
ア
ナ
ー
ト
、
三―

（
Ｎ―

ニ
ト
ロ
ソ

メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
プ
ロ
ピ
オ
ニ
ト
リ
ル
、
フ
ェ
ン
バ
レ
レ

ー
ト
、
ブ
チ
ロ
ニ
ト
リ
ル
、
フ
ル
バ
リ
ネ
ー
ト
、
三―

ブ

ロ
モ―

一―

（
三―

ク
ロ
ロ
ピ
リ
ジ
ン―

二―

イ
ル
）―

Ｎ―

［
四―

シ
ア
ノ―

二―

メ
チ
ル―

六―

（
メ
チ
ル
カ

ル
バ
モ
イ
ル
）
フ
ェ
ニ
ル
］―

一
Ｈ―

ピ
ラ
ゾ
ー
ル―

五

―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
、
ヘ
キ
サ
メ
チ
レ
ン
ジ
イ
ソ
シ
ア

ナ
ー
ト
、
‘

四―

メ
チ
ル―

二―

シ
ア
ノ
ビ
フ
ェ
ニ
ル
、

メ
ト
キ
シ
メ
チ
ル
イ
ソ
シ
ア
ナ
ー
ト
又
は
モ
ノ
ク
ロ
ロ

酢
酸―

二―

シ
ア
ノ
エ
チ
ル
ア
ミ
ド
を
一
重
量
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
含
む
物 

ハ 

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
有
機
シ
ア
ン
化
合
物
以
外
の
有

機
シ
ア
ン
化
合
物
を
含
む
物 

二
十 

フ
ェ
ノ
ー
ル
又
は
フ
ェ
ノ
ー
ル
化
合
物
を
含
む
物
で

あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
物 

イ 

二―

ア
ミ
ノ
ア
ン
ト
ラ
キ
ノ
ン
、
四―

（
四―

ア
ミ

ノ―

三―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
）―

七―

メ
ト
キ
シ
キ

ノ
リ
ン―

六―

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
、
七―

ア
ミ
ノ―

四

―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

二―

ナ
フ
タ
レ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
、
六

―

（
四―

ア
ミ
ノ
フ
ェ
ノ
キ
シ
）
ビ
フ
ェ
ニ
ル―

三―

ア
ミ
ン
、
ア
ル
キ
ル
サ
リ
チ
ル
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
（
炭
素

数
が
十
三
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）、
ア
ル
キ
ル
サ
リ
チ

ル
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
（
炭
素
数
が
十
一
以
上
の
も
の
に
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限
る
。）
、
安
息
香
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
ｏ―

エ
チ
ル
フ
ェ

ノ
ー
ル
、
（
±
）―

一
・
‘

一―

（
エ
チ
レ
ン
）
ビ
ス

（
一
・
二
・
三
・
三
ａ
・
七
ａ―

η―

一
Ｈ―

イ
ン

デ
ニ
ル
）
ジ
フ
ェ
ノ
キ
シ
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
（
Ⅳ
）
、

（
±
）―

一
・
‘

一―

（
エ
チ
レ
ン
）
ビ
ス
（
一
・

二
・
三
・
三
ａ
・
七
ａ―

η
―

一
Ｈ―

イ
ン
デ
ニ
ル
）

ジ
フ
ェ
ノ
キ
シ
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
（
Ⅳ
）
、
オ
ク
チ
ル
＝

三―

［
五―

ｔ
ｅ
ｒ
ｔ―

ブ
チ
ル―

三―

（
二
・
Ｈ―

ベ
ン
ゾ
ト
リ
ア
ゾ
ー
ル―
‘

二―

イ
ル
）―

四―

ヒ
ド

ロ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
］
プ
ロ
ピ
オ
ナ
ー
ト
、
カ
ル
ボ
リ
ッ

ク
オ
イ
ル
、
キ
シ
レ
ノ
ー
ル
、
八―

キ
ノ
リ
ノ
ー
ル
、

ク
レ
ゾ
ー
ル
、
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
コ
ー
ル
タ
ー

ル
、
サ
リ
チ
ル
酸
イ
ソ
ア
ミ
ル
、
サ
リ
チ
ル
酸
メ
チ

ル
、
三―

（
Ｎ―

シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
ア
ミ
ノ
）
フ
ェ
ノ

ー
ル
、
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
二
・
四―
ジ
ク
ロ
ロ

―

三―

メ
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
二
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ
フ

ェ
ノ
キ
シ
酢
酸
ジ
エ
チ
ル
ア
ミ
ン
塩
、
二
・
四―

ジ
ク

ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
酢
酸
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
塩
、
二
・
四

―

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
酢
酸
ト
リ
イ
ソ
プ
ロ
パ
ノ
ー

ル
ア
ミ
ン
塩
、
ジ
ニ
ト
ロ―

ｏ―

ク
レ
ゾ
ー
ル
、
ジ
ニ

ト
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
ジ
ノ
セ
ブ
、
ジ
ノ
セ
ブ
ア
セ
タ
ー

ト
、
ジ
ノ
テ
ル
ブ
、
ジ
ノ
テ
ル
ブ
ア
セ
タ
ー
ト
、
一
・

四―

ジ
ヒ
ド
ロ―

九
・
十―

ジ
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ア
ン
ト
ラ

セ
ン
、
二―

（
チ
オ
シ
ア
ナ
ト
メ
チ
ル
チ
オ
）
ベ
ン
ゾ

チ
ア
ゾ
ー
ル
、
一―

タ
ー
シ
ャ
リ―

ブ
チ
ル―

三―

（
二
・
六―

ジ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル―

四―

フ
ェ
ノ
キ
シ
フ

ェ
ニ
ル
）
チ
オ
尿
素
（
別
名
ジ
ア
フ
ェ
ン
チ
ウ
ロ

ン
）
、
ド
デ
シ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
ド
デ
シ
ル
フ
ェ
ノ
キ

シ
ベ
ン
ゼ
ン
ジ
ス
ル
ホ
ン
酸
塩
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ

ー
ル
、
ニ
ト
ロ
ク
レ
ゾ
ー
ル
、
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル
、

六―

（
二―

ニ
ト
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
）―

一
Ｈ
・
三
Ｈ―

ベ
ン
ゾ
［
ｄ
ｅ
］
イ
ソ
ク
ロ
メ
ン―

一
・
三―

ジ
オ

ン
、
ノ
ニ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
ノ
ニ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
ポ
リ

エ
ト
キ
シ
ラ
ー
ト
（
エ
ト
キ
シ
ル
基
の
数
が
四
か
ら
十

二
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）、
ピ
ク
リ
ン
酸
、
ビ
ナ
パ
ク

リ
ル
、
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
二―

［（
四―

フ
ェ
ノ
キ
シ
フ

ェ
ニ
ル
）
ア
ミ
ノ
］
マ
ロ
ン
酸
ジ
エ
チ
ル
、
四―

フ
ェ

ノ
キ
シ
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
ブ
チ
ル
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ア
ニ
ソ
ー

ル
（
別
名
Ｂ
Ｈ
Ａ
）
、
ｐ―

ｔ
ｅ
ｒ
ｔ―

ブ
チ
ル
フ
ェ

ノ
ー
ル
、
二―

フ
ラ
ン
カ
ル
ボ
ニ
ル
＝
ク
ロ
リ
ド
、
ヘ

                                        

プ
タ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
、
ヘ
プ
チ
ル―

一

―

［
二
・
五―

ジ
メ
チ
ル―

四―

（
二―

メ
チ
ル
フ
ェ

ニ
ル
ア
ゾ
）
］
フ
ェ
ニ
ル
ア
ゾ―

二―

ナ
フ
ト
ー
ル
、

ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ

ー
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム
塩
、
ポ
リ
オ
レ
フ
ィ
ン
フ
ェ
ノ
ー
ル

ア
ミ
ン
（
炭
素
数
が
二
十
八
か
ら
二
百
五
十
ま
で
の
も

の
に
限
る
。）
、
メ
ジ
ノ
テ
ル
ブ
、
二―

［
（
二―

メ
ト

キ
シ
フ
ェ
ノ
キ
シ
）
メ
チ
ル
］
オ
キ
シ
ラ
ン
又
は
硫
化

ア
ル
キ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
カ
ル
シ
ウ
ム
塩
（
炭
素
数
が
八

か
ら
四
十
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）
を
〇
・
一
重
量
パ

ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
物 

ロ 

ア
ゾ
イ
ッ
ク
染
料
、
二―

ア
ミ
ノ―

四―

ク
ロ
ロ
フ

ェ
ノ
ー
ル
、
ア
ミ
ノ
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
二―

エ
チ
ル―

三
・

七―

ジ
メ
チ
ル―

六―

［
四―

（
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
ト
キ

シ
）
フ
ェ
ノ
キ
シ
］―

四―

キ
ノ
リ
ル=

メ
チ
ル
＝
カ
ル

ボ
ナ
ー
ト
、
ク
ロ
ロ
ク
レ
ゾ
ー
ル
、
ジ
ア
ゾ
ジ
ニ
ト
ロ
フ

ェ
ノ
ー
ル
、
Ｃ
Ｐ
Ｍ
Ｃ
、
ジ
ニ
ト
ロ―

ｏ―

ク
レ
ゾ
ー
ル

ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
塩
、
ジ
ニ
ト
ロ―

ｏ―

ク
レ
ゾ
ー
ル
ナ

ト
リ
ウ
ム
塩
、
二
・
四―

ジ
ニ
ト
ロ―

六―

シ
ク
ロ
ヘ
キ

シ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
ジ
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル
の
ア
ル
カ

リ
金
属
塩
類
、
二
・
四―

ジ
ニ
ト
ロ―

六―

（
一―

メ
チ

ル
プ
ロ
ピ
ル
）―

フ
ェ
ノ
ー
ル
、
ジ
ニ
ト
ロ
レ
ゾ
ル
シ
ノ

ー
ル
、
Ｄ
Ｎ
Ｃ
Ｐ
、
二
・
四
・
六―

ト
リ
（
ジ
メ
チ
ル
ア

ミ
ノ
メ
チ
ル
）
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
ト
リ
ニ
ト
ロ―

ｍ―

ク
レ

ゾ
ー
ル
、
ト
リ
ニ
ト
ロ
レ
ソ
ル
シ
ノ
ー
ル
、
β―

ナ
フ

ト
ー
ル
、
ピ
ク
リ
ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
、
ヒ
ド
ロ
キ
ノ

ン
、
ｐ―
フ
ェ
ノ
ー
ル
ス
ル
ホ
ン
酸
又
は
レ
ゾ
ル
シ
ノ

ー
ル
を
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
物 

ハ 

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
フ
ェ
ノ
ー
ル
化
合
物
以
外
の
フ

ェ
ノ
ー
ル
化
合
物
を
含
む
物 

二
十
一 

エ
ー
テ
ル
を
含
む
物
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
物 

イ 

ア
ジ
ピ
ン
酸
ジ
ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
シ
ル
、
Ｎ―

｛
五―

ア

セ
チ
ル
ア
ミ
ノ―

四―

［（
二―

ク
ロ
ロ―

四
・
六―

ジ

ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
ジ
ア
ゼ
ニ
ル
］―
二―
メ
ト
キ
シ
フ

ェ
ニ
ル
｝―

Ｎ―

（
二―

エ
ト
キ
シ―

二―
オ
キ
ソ
エ
チ

ル
）
グ
リ
シ
ン
メ
チ
ル
、
ア
セ
ト
ク
ロ
ー
ル
、
ｏ―
ア
ニ

シ
ジ
ン
、
ｔ
ｅ
ｒ
ｔ―

ア
ミ
ル
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
、
二―

（
二―

ア
ミ
ノ
エ
ト
キ
シ
）
エ
タ
ノ
ー
ル
、
二―

［
六―

［
四―

［
四―

［
六―

ア
ミ
ノ―

五―

（
二―

カ
ル
ボ
キ

シ―

ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
ア
ゾ
）―

一―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―
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三―

ス
ル
ホ―

二―

ナ
フ
チ
ル
ア
ゾ
］―

三―

メ
ト
キ

シ
フ
ェ
ニ
ル
］―

二―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
ア
ゾ
］―

二

―

ア
ニ
リ
ノ―

五―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

七―

ス
ル
ホ―

一

―

ナ
フ
チ
ル
ア
ゾ
］―

一
・
四―

ベ
ン
ゼ
ン
ジ
ス
ル
ホ
ン

酸
＝
四
ナ
ト
リ
ウ
ム
塩
、
三―

［
六―

［
四―

［
四―

［
六

―

ア
ミ
ノ―

五―

（
二―

カ
ル
ボ
キ
シ―

ニ
ト
ロ
フ
ェ

ニ
ル
ア
ゾ
）―

一―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

三―

ス
ル
ホ―

二

―

ナ
フ
チ
ル
ア
ゾ
］―

三―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
］―

二

―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
ア
ゾ
］―

四―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

五―

（
ｐ―

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
ス
ル
ホ
ニ
ル
ア
ミ
ノ
）―

二
・
七―

ナ
フ
タ
レ
ン
ジ
ス
ル
ホ
ン
酸
＝
三
ナ
ト
リ
ウ

ム
塩
、
二―

ア
ミ
ノ―

四
・
六―

ジ
メ
ト
キ
シ
ピ
リ
ミ
ジ

ン
、（
六
Ｒ
・
七
Ｒ
）―

七―

［（
Ｚ
）―

二―

（
二―

ア

ミ
ノ
チ
ア
ゾ
ー
ル―

四―

イ
ル
）―

二―

メ
ト
キ
シ
イ

ミ
ノ
ア
セ
ト
ア
ミ
ド
］―

三―

［（
五―

メ
チ
ル―

二
Ｈ

―

テ
ト
ラ
ゾ
ー
ル―

二―

イ
ル
）
メ
チ
ル
］―

八―

オ
キ

ソ―

五―

チ
ア―

一―

ア
ザ
ビ
シ
ク
ロ
［
四
・
二
・
〇
］

オ
ク
タ―

二―

エ
ン―

二―

カ
ル
ボ
ン
酸
＝
ビ
バ
ロ
イ

ル
オ
キ
シ
メ
チ
ル
、
一―

ア
ミ
ノ―

四―

ヒ
ド
ロ
キ
シ

―

九
・
十―

ジ
オ
キ
ソ―

九
・
十―

ジ
ヒ
ド
ロ
ア
ン
ト
ラ

セ
ン―

二
・
三―

ジ
カ
ル
ボ
ン
酸
無
水
物
、
五―

ア
ミ
ノ

―

三―

（
二―

フ
ェ
ノ
キ
シ
エ
ト
キ
シ
）―

一
Ｈ―

ピ
ラ

ゾ
ー
ル
、
‘

五―

ア
ミ
ノ―

二―

メ
ト
キ
シ―

四
・
四―

ジ
メ
チ
ル―

三―

オ
キ
ソ
ペ
ン
タ
ン
ア
ニ
リ
ド
＝
硫
酸

塩
、
α―

［
一―

［（
ア
リ
ル
オ
キ
シ
）
メ
チ
ル
］―

二

―

（
ノ
ニ
ル
フ
ェ
ノ
キ
シ
）
エ
チ
ル
］―

ω―

ヒ
ド
ロ

キ
シ
ポ
リ
（
オ
キ
シ
エ
チ
レ
ン
）（
重
合
度
が
一
か
ら
百

ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）
、
ア
リ
ル
グ
リ
シ
ジ
ル
エ
ー
テ

ル
、
ア
ル
カ
リ
ル
ポ
リ
エ
ー
テ
ル
（
炭
素
数
が
九
か
ら
二

十
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）
、
ア
ル
キ
ル
ア
リ
ー
ル
ポ
リ

エ
ー
テ
ル
（
炭
素
数
が
九
か
ら
二
十
ま
で
の
も
の
に
限

る
。）
、
長
鎖
ア
ル
キ
ル
ア
リ
ー
ル
ポ
リ
エ
ー
テ
ル
（
炭
素

数
が
十
一
か
ら
二
十
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）
、
一―

エ

チ
ル―

六―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

五―

［
（
四―

メ
ト
キ
シ―

二―

ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
ジ
ア
ゼ
ニ
ル
］―

四―

メ
チ
ル

―

二―

オ
キ
ソ―

一
・
二―

ジ
ヒ
ド
ロ
ピ
リ
ジ
ン―

三

―

カ
ル
ボ
ニ
ト
リ
ル
、
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
エ
チ
レ
ン

グ
リ
コ
ー
ル
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
エ
ー
テ
ル
、
エ
チ
レ
ン
グ

リ
コ
ー
ル
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
、
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー

ル
メ
チ
ル
ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
、
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル

                                        



 

モ
ノ
ア
ク
リ
レ
ー
ト
、
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
エ

チ
ル
エ
ー
テ
ル
、
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
エ
チ
ル

エ
ー
テ
ル
ア
セ
タ
ー
ト
、
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ

ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
、
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
ブ
チ

ル
エ
ー
テ
ル
ア
セ
タ
ー
ト
、
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ

ノ
プ
ロ
ピ
ル
エ
ー
テ
ル
、
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ

メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
、
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
メ
チ

ル
エ
ー
テ
ル
ア
セ
タ
ー
ト
、
四
・
‘

四―

（
エ
チ
レ
ン
ジ

オ
キ
シ
）
ジ
ア
ニ
リ
ン
、
四―

（
二―

エ
ト
キ
シ
エ
チ
ル
）

―

二
・
三―

キ
シ
リ
ル
＝
二
・
二―

ジ
メ
ト
キ
シ
エ
チ
ル

＝
エ
ー
テ
ル
、
Ｎ―

［
一―

（
エ
ト
キ
シ
カ
ル
ボ
ニ
ル
）

―

三―

オ
キ
ソ―

三―

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
ピ
ル
］
ア
ラ
ニ

ン
、
三―

エ
ト
キ
シ
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
エ
チ
ル
、
二
・
三―

エ
ポ
キ
シ―

一―

プ
ロ
パ
ノ
ー
ル
、
α―
二
・
三―

エ

ポ
キ
シ
プ
ロ
ポ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル―

ω―

ヒ
ド
ロ
ポ
リ

｛
二―

（
二
・
三―

エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ポ
キ
シ
）
ベ
ン
ジ
リ

デ
ン―

二
・
三―

エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ポ
キ
シ
フ
ェ
ニ
レ

ン
｝（
重
合
度
が
一
か
ら
七
ま
で
の
も
の
に
限
る
。）
、
四

―

（
二
・
三―

エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ポ
キ
シ
）―

二―

メ
チ
ル

―

一
・
二―

ヒ
ド
ロ
イ
ソ
キ
ノ
リ
ン―

一―

オ
ン
、
エ
ン

ド
タ
ー
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
二―

｛［
二―

（
オ
キ
シ
ラ
ン

―

二―

イ
ル
メ
ト
キ
シ
）
プ
ロ
ポ
キ
シ
］
メ
チ
ル
｝
オ
キ

シ
ラ
ン
、
一―

（
オ
キ
シ
ラ
ン―

二―

イ
ル
メ
ト
キ
シ
）

ヘ
キ
サ
ン
、
カ
ル
ボ
フ
ラ
ン
、
二
・
‘

二―

ｐ―

キ
シ
リ

レ
ン―

ビ
ス
オ
キ
シ
（
エ
チ
レ
ン
＝
ｐ―

ク
ロ
ロ
フ
ェ

ニ
ル
＝
エ
ー
テ
ル
）
、
ク
マ
フ
リ
ル
、
ｐ―

ク
レ
シ
ジ
ン
、

ｐ―

（
二―

ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
ア
ニ
ソ
ー
ル
、
ク
ロ
ロ
ジ

メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
、
七―

（
四―

ク
ロ
ロ
ブ
ト
キ
シ
）
キ

ノ
リ
ン―

二
（
一
Ｈ
）―

オ
ン
、（
Ｓ
・
Ｅ
）―

Ｎ―

［
四

―

（
三―

ク
ロ
ロ―

四―

フ
ル
オ
ロ
ア
ニ
リ
ノ
）―

七―

（
オ
キ
ソ
ラ
ン―

三―

イ
ル
オ
キ
シ
）
キ
ナ
ゾ
リ
ン―

六―

イ
ル
］―

四―

（
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
ブ
タ―

二―

エ
ン
ア
ミ
ド
＝
ジ
マ
レ
ア
ー
ト
、
四―

ク
ロ
ロ
ベ
ン
ジ

ル―

四―

エ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
、
ｍ―

ク
ロ

ロ
メ
チ
ル
ア
ニ
ソ
ー
ル
、
酢
酸
＝
二
・
三―

エ
ポ
キ
シ
プ

ロ
ピ
ル
、
酢
酸
＝
二―

（
二
・
三―

エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
）

―

六―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
、
サ
フ
ロ
ー
ル
、
一
・
二―

酸
化
ブ
テ
ン
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
ジ
ア
ニ
シ
ジ
ン
、
四
・

四―

ジ
ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
、
ジ
イ
ソ
ブ
チ

ル
ス
ズ
オ
キ
サ
イ
ド
、
ジ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
エ
ー
テ
ル
、
ジ

                                        

エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
、
ジ
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
ジ
ブ
チ

ル
エ
ー
テ
ル
、
ジ
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
エ
チ
ル

エ
ー
テ
ル
ア
セ
タ
ー
ト
、
ジ
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ

ノ
ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
ア
セ
タ
ー
ト
、
ジ
エ
チ
レ
ン
グ
リ

コ
ー
ル
モ
ノ
プ
ロ
ピ
ル
エ
ー
テ
ル
、
ジ
エ
チ
レ
ン
グ
リ

コ
ー
ル
モ
ノ
ヘ
キ
シ
ル
エ
ー
テ
ル
、
ジ
エ
チ
レ
ン
グ
リ

コ
ー
ル
モ
ノ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
、
ジ
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ

ー
ル
モ
ノ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
ア
セ
タ
ー
ト
、
ジ
エ
ポ
キ

シ
ブ
タ
ン
、
ジ
オ
キ
サ
カ
ル
ブ
、
一
・
四―

ジ
オ
キ
サ
ン
、

シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン―

一
・
四―

ジ
カ
ル
ボ
ン
酸
＝
ビ
ス

（
エ
ト
キ
シ
メ
チ
ル
）、
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン―

一
・
四―

ジ
カ
ル
ボ
ン
酸
＝
水
素
＝
エ
ト
キ
シ
メ
チ
ル
、
二―

（
シ

ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
オ
キ
シ
メ
チ
ル
）
オ
キ
シ
ラ
ン
、
ジ
（
ク

ロ
ロ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
）
エ
ー
テ
ル
、
ジ
（
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）

エ
ー
テ
ル
、
一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ―

一―

エ
ト
キ
シ
エ
タ

ン
、
一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ―

三―

（
二―

ク
ロ
ロ―

一
・

一
・
二―

ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
ト
キ
シ
）
プ
ロ
パ
ン
、
三
・

‘

三―

ジ
ク
ロ
ロ―

四
・
‘

四―

ジ
ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル

エ
ー
テ
ル
、
ジ
ク
ロ
ロ
ハ
イ
ド
ロ
キ
ノ
ン
ジ
メ
チ
ル
エ

ー
テ
ル
、
一
・
三―

ジ
ク
ロ
ロ―

二―

メ
ト
キ
シ―

五―

ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、
ジ
ナ
ト
リ
ウ
ム
＝
六―

（
四―

ア
ミ

ノ―

二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
ア
ゾ
）―

三―

［
四―

（
四―

ア
ミ
ノ―

二―

ス
ル
ホ
ナ
ト
フ
ェ
ニ
ル

ア
ゾ
）―

二
・
五―

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
ア
ゾ
］―

四

―
ヒ
ド
ロ
キ
シ―

二―

ナ
フ
タ
レ
ン
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト
、

ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
、
ジ
プ
ロ
ピ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル

モ
ノ
ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
、
ジ
プ
ロ
ピ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル

モ
ノ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
、
ジ
ペ
ン
チ
ル
エ
ー
テ
ル
、
脂
肪

族
ア
ル
コ
ー
ル
ポ
リ
エ
ト
キ
シ
ラ
ー
ト
（
ア
ル
コ
ー
ル

の
炭
素
数
が
十
二
か
ら
十
五
ま
で
の
も
の
で
あ
っ
て
、

エ
ト
キ
シ
ル
基
の
数
が
一
か
ら
十
一
ま
で
の
も
の
に
限

る
。）
、
脂
肪
族
ア
ル
コ
ー
ル
ポ
リ
エ
ト
キ
シ
ラ
ー
ト
（
ア

ル
コ
ー
ル
の
炭
素
数
が
十
二
か
ら
十
五
ま
で
の
も
の
で

あ
っ
て
、
重
合
度
が
二
十
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
、
脂
肪

族
ア
ル
コ
ー
ル
ポ
リ
エ
ト
キ
シ
ラ
ー
ト
（
ア
ル
コ
ー
ル

の
炭
素
数
が
十
三
か
ら
十
五
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）
、

脂
肪
族
ア
ル
コ
ー
ル
ポ
リ
エ
ト
キ
シ
ラ
ー
ト
（
セ
コ
ン

ダ
リ
ア
ル
コ
ー
ル
で
そ
の
炭
素
数
が
六
か
ら
十
七
ま
で

の
も
の
で
あ
っ
て
、
エ
ト
キ
シ
ル
基
の
数
が
三
か
ら
十

二
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）、
ジ
メ
チ
ル
＝
［
四―

（
メ
ト

                                        

キ
シ
カ
ル
ボ
ニ
ル
）―

二―

ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
］
マ
ロ
ナ

ー
ト
、
三
・
四―

ジ
メ
ト
キ
シ
ベ
ン
ゾ
イ
ル
＝
ク
ロ
リ

ド
、
ス
チ
レ
ン
オ
キ
サ
イ
ド
、
石
油
エ
ー
テ
ル
、
テ
ト
ラ

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
、
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
フ
ラ
ン
、
テ
ト

ラ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
、
テ
レ
フ
タ
ル
酸
ビ

ス
（
二―

エ
チ
ル
ヘ
キ
シ
ル
）
、
テ
レ
フ
タ
ル
酸
ビ
ス

（
二
・
三―

エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
）
、
ド
デ
シ
ル
フ
ェ
ノ

キ
シ
ベ
ン
ゼ
ン
ジ
ス
ル
ホ
ン
酸
塩
、
ド
ラ
ゾ
キ
ソ
ロ
ン
、

ト
リ
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
、

ト
リ
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
、

一
・
三
・
五―

ト
リ
オ
キ
サ
ン
、
二
・
四
・
六―

ト
リ
ス

（
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
）―

一
・
三
・
五―

ト
リ
オ
キ
サ
ン
、

三
・
三
・
三―

ト
リ
フ
ル
オ
ロ―

一
・
二―

エ
ポ
キ
シ
プ

ロ
パ
ン
、
ト
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
メ
チ
ル

エ
ー
テ
ル
、
ト
リ
メ
チ
ロ
ー
ル
プ
ロ
パ
ン
ポ
リ
エ
ト
キ

シ
ラ
ー
ト
、
五―

［
Ｎ
・
Ｎ―

ビ
ス
（
二―

ア
セ
ト
キ
シ

エ
チ
ル
）
ア
ミ
ノ
］―

二―

（
二―

ブ
ロ
モ―

四
・
六―

ジ
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
ア
ゾ
）―

四―

メ
ト
キ
シ
ア
セ
ト

ア
ニ
リ
ド
、
‘

五―

［
Ｎ
・
Ｎ―

ビ
ス
（
二―

ア
セ
チ
ル

オ
キ
シ
エ
チ
ル
）
ア
ミ
ノ
］―

‘

二―

（
二―

ブ
ロ
モ―

四
・
六―

ジ
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
ア
ゾ
）―

‘

四―

メ
ト
キ

シ
ア
セ
ト
ア
ニ
リ
ド
、
‘

五―

［
ｎ
・
ｎ―

ビ
ス
［
二―

（
イ
ソ
ブ
ト
キ
シ
カ
ル
ボ
ニ
ル
オ
キ
シ
）
エ
チ
ル
］
ア
ミ

ノ
］―

‘

四―

メ
ト
キ
シ―

二―

（
五―

ニ
ト
ロ―

二―

チ
ア
ゾ
リ
ル
ア
ゾ
）
ア
セ
ト
ア
ニ
リ
ド
、
一
・
六―

ビ
ス

（
二
・
三―

エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ポ
キ
シ
）
ナ
フ
タ
レ
ン
、
四
・

四―

ビ
ス
（
二
・
三―

エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ポ
キ
シ
）
ビ
フ
ェ

ニ
ル
、
一
・
一―

ビ
ス
［
ｐ―

（
二
・
三―

エ
ポ
キ
シ
プ

ロ
ポ
キ
シ
）
フ
ェ
ニ
ル
］
エ
タ
ン
、
一
・
三―

ビ
ス
（
オ

キ
シ
ラ
ニ
ル
メ
チ
ル
）―

五―

メ
チ
ル―

一
・
三
・
五―

ト
リ
ア
ジ
ン―

二
・
四
・
六
（
一
Ｈ
・
三
Ｈ
・
五
Ｈ
）―

ト
リ
オ
ン
、
一
・
一―

ビ
ス
［
ｐ―

（
三―

ク
ロ
ロ―

二

―

ヒ
ド
ロ
キ
シ
プ
ロ
ポ
キ
シ
）
フ
ェ
ニ
ル
］
エ
タ
ン
、
ビ

ス
（
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
）
エ
ー
テ
ル
、
四
・
六―

ビ
ス
（
ジ

フ
ル
オ
ロ
メ
ト
キ
シ
）―

二―

メ
チ
ル
チ
オ
ピ
リ
ミ
ジ

ン
、
ビ
ス
（
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
）
オ
キ
シ
ド
、
ビ
ス
（
ビ

ニ
ル
ス
ル
ホ
ニ
ル
メ
チ
ル
）
エ
ー
テ
ル
、
ビ
ス
フ
ェ
ノ
ー

ル
Ａ
ジ
グ
リ
シ
ジ
ル
エ
ー
テ
ル
、
ビ
ス
フ
ェ
ノ
ー
ル
Ｆ

ジ
グ
リ
シ
ジ
ル
エ
ー
テ
ル
、
一―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

Ｎ―

（
二―

ヒ
ド
ロ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
）―

四―

［
二―

（
四―

                                        



 

ニ
ト
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
）
エ
ト
キ
シ
］―

二―

ナ
フ
ト
ア
ミ

ド
、
六―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

二
Ｈ―

ピ
ラ
ン―

三
（
六
Ｈ
）

―
オ
ン
、
一―

（
四―

ヒ
ド
ロ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ

―
二―

エ
ン―

一―

オ
ン
、
二―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

四―

（
メ
チ
ル
チ
オ
）
酪
酸
、
ビ
ニ
ル
イ
ソ
ブ
チ
ル
エ
ー
テ

ル
、
ビ
ニ
ル
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
、
フ
ェ
ニ
ル
グ
リ
シ
ジ
ル

エ
ー
テ
ル
、
三―
フ
ェ
ニ
ル―

七―

［
四―

（
テ
ト
ラ
ヒ

ド
ロ
フ
ル
フ
リ
ル
オ
キ
シ
）
フ
ェ
ニ
ル
］―

一
・
五―

ジ

オ
キ
サ―

ｓ―

イ
ン
ダ
セ
ン―

二
・
六―

ジ
オ
ン
、（
Ｒ

Ｓ
）―

一―

（
四―

フ
ェ
ノ
キ
シ
フ
ェ
ノ
キ
シ
）―

二―

プ
ロ
パ
ノ
ー
ル
、
フ
タ
ル
酸―
二―

ヒ
ド
ロ
キ
シ
エ
ト

キ
シ
エ
チ
ル
、
ブ
タ
ン
酸
＝
（
Ｒ
）―
（
－
）―

二
・
三

―

エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
、
ブ
タ
ン
酸
＝
（
Ｓ
）―

（
＋
）

―

二
・
三―

エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
、
ブ
チ
ル
グ
リ
シ
ジ
ル

エ
ー
テ
ル
、
二―

ｔ
ｅ
ｒ
ｔ―

ブ
チ
ル―

六―
ニ
ト
ロ

―

五―

［
ｐ―

（
一
・
一
・
三
・
三―

テ
ト
ラ
メ
チ
ル
ブ

チ
ル
）
フ
ェ
ノ
キ
シ
］
ベ
ン
ゾ
オ
キ
サ
ゾ
ー
ル
、
ブ
チ
ル

ヒ
ド
ロ
キ
シ
ア
ニ
ソ
ー
ル
、
ｔ
ｅ
ｒ
ｔ―

ブ
チ
ル
＝
ｐ

―

ビ
ニ
ル
フ
ェ
ニ
ル
＝
エ
ー
テ
ル
、
γ―

ブ
チ
ロ
ラ
ク

ト
ン
、
ブ
ト
キ
シ
ル
、
四―

フ
ル
オ
ロ―

二―

メ
ト
キ
シ

―

一―

ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、
ブ
ル
シ
ン
、
フ
ル
フ
ラ
ー

ル
、
フ
ル
フ
リ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
β―

プ
ロ
ピ
オ
ラ
ク

ト
ン
、
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
＝
二
・
三―

エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ピ

ル
、
プ
ロ
ピ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
ア
セ

タ
ー
ト
、
プ
ロ
ピ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
ア
ル
キ
ル
エ

ー
テ
ル
、
プ
ロ
ピ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
メ
チ
ル
エ
ー

テ
ル
ア
セ
タ
ー
ト
、
プ
ロ
ポ
キ
ス
ル
、
一―

ブ
ロ
モ―

四

―

（
二
・
二―

ジ
メ
ト
キ
シ
エ
ト
キ
シ
）―

二
・
三―

ジ

メ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
、
六―

ブ
ロ
モ―

二―

メ
ト
キ
シ
ピ

リ
ジ
ン―

三―

ア
ミ
ン
、
ヘ
キ
サ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ェ
ニ
ル

エ
ー
テ
ル
、
ベ
ン
ジ
ル
エ
ー
テ
ル
、
五―

ベ
ン
ジ
ル―

三

―

フ
リ
ル
メ
チ
ル
＝
（
一
Ｒ
Ｓ
）―

シ
ス―

ト
ラ
ン
ス―

二
・
二―

ジ
メ
チ
ル―

三―

（
二―

メ
チ
ル
プ
ロ
パ―

一

―

エ
ニ
ル
）
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン
カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
（
別

名
レ
ス
メ
ト
リ
ン
）
、
ペ
ン
タ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー

テ
ル
、
ポ
リ
ア
ル
キ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
ポ
リ
オ
ー
ル
、
ポ
リ

ア
ル
キ
レ
ン
グ
ル
コ
ー
ル
モ
ノ
ア
ル
キ
ル
エ
ー
テ
ル

（
炭
素
数
が
一
か
ら
六
ま
で
の
も
の
で
あ
っ
て
、
重
合

度
が
二
か
ら
八
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）
、
ポ
リ
ア
ル
キ

レ
ン
グ
ル
コ
ー
ル
モ
ノ
ア
ル
キ
ル
エ
ー
テ
ル
ア
セ
タ
ー

                                        

ト
（
炭
素
数
が
一
か
ら
六
ま
で
の
も
の
で
あ
っ
て
、
重
合

度
が
二
か
ら
八
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）
、
ポ
リ
エ
チ
レ

ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
ア
ル
キ
ル
エ
ー
テ
ル
、
一―

メ
チ

ル―

二―

（
オ
キ
シ
ラ
ン―

二―

イ
ル
メ
ト
キ
シ
）
ベ
ン

ゼ
ン
、
メ
チ
ル
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
、
メ
チ
ル
＝
ヒ

ド
ロ
キ
シ
（
メ
ト
キ
シ
）
ア
セ
タ
ー
ト
、
メ
チ
ル―

ｔ
ｅ

ｒ
ｔ―

ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
、
一―

メ
チ
ル―

二―

モ
ル

ホ
リ
ノ
エ
チ
ル
＝
二―

モ
ル
ホ
リ
ノ
エ
チ
ル
＝
エ
ー
テ

ル
、
四―

メ
ト
キ
シ―

二
・
‘

二
・
‘

四―

ト
リ
メ
チ
ル

ジ
フ
ェ
ニ
ル
ア
ミ
ン
、
一―

（
四―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ノ
キ

シ
）―

二―

（
二―

メ
チ
ル
フ
ェ
ノ
キ
シ
）
エ
タ
ン
、
六

―

メ
ト
キ
シ―

一
・
三―

ベ
ン
ゾ
チ
ア
ゾ
ー
ル―

二―

ア
ミ
ン
、
四―

（
二―

メ
ト
キ
シ―

一―

メ
チ
ル
エ
ト
キ

シ
）―

二―

メ
チ
ル
ベ
ン
ゾ
イ
ル
＝
ク
ロ
リ
ド
、
モ
ル
ホ

リ
ン
、
レ
ゾ
ル
シ
ノ
ー
ル
ジ
グ
リ
シ
ジ
ル
エ
ー
テ
ル
又

は
ロ
テ
ノ
ン
を
〇
・
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
物 

ロ 

ア
セ
タ
ー
ル
、
ア
ニ
ソ
ー
ル
、
ア
ベ
ル
メ
ク
チ
ン
Ｂ
一

ａ
、
ア
ベ
ル
メ
ク
チ
ン
Ｂ
一
ｂ
、
Ｎ―

ア
ミ
ノ
プ
ロ
ピ
ル

モ
ル
ホ
リ
ン
、
ア
リ
ル
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
、
エ
チ
ル
プ
ロ

ピ
ル
エ
ー
テ
ル
、
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
ジ
エ
チ
ル
エ

ー
テ
ル
、
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
ジ
グ
リ
シ
ジ
ル
エ
ー

テ
ル
、
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
ジ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
、
三

―

エ
ト
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ン
、
一
・
二―

エ
ポ
キ
シ―

三―

エ
ト
キ
シ
プ
ロ
パ
ン
、
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
ビ
ニ
ル
エ

ー
テ
ル
、
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
、
ジ
ア
リ
ル

エ
ー
テ
ル
、
ジ
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
ジ
メ
チ
ル
エ
ー

テ
ル
、
ジ
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
ブ
チ
ル
エ
ー
テ

ル
、
ジ―

二―
エ
ト
キ
シ
エ
チ
ル
パ
ー
オ
キ
シ
ジ
カ
ー

ボ
ネ
ー
ト
、
三
・
三―
ジ
エ
ト
キ
シ
プ
ロ
ペ
ン
、
ジ
エ
ト

キ
シ
メ
タ
ン
、
一
・
三―
ジ
オ
キ
サ
ン
、
ジ
オ
キ
ソ
ラ
ン
、

ジ
ケ
テ
ン
（
安
定
化
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
量
の
安
定

剤
を
含
有
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
、
二
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ

ピ
ラ
ン
、
ジ
フ
ェ
ニ
ル
サ
ル
フ
ァ
イ
ド
、
ジ
ブ
チ
ル
エ
ー

テ
ル
、
ジ
プ
ロ
ピ
ル
エ
ー
テ
ル
、
ジ
メ
チ
ル
ジ
エ
ト
キ
シ

シ
ラ
ン
、
ジ
メ
チ
ル
ジ
オ
キ
サ
ン
、
ジ―

メ
ト
キ
シ
イ
ソ

プ
ロ
ピ
ル
パ
ー
オ
キ
シ
ジ
カ
ー
ボ
ネ
ー
ト
、
一
・
一―

ジ

メ
ト
キ
シ
エ
タ
ン
、
ジ―

メ
ト
キ
シ
ブ
チ
ル
パ
ー
オ
キ

シ
ジ
カ
ー
ボ
ネ
ー
ト
、
二
・
二―

ジ
メ
ト
キ
シ
プ
ロ
パ

ン
、
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
フ
ル
フ
リ
ル
ア
ミ
ン
、
ト
リ
グ
リ
コ

ー
ル
ジ
ク
ロ
ラ
イ
ド
、
ト
リ
ニ
ト
ロ
ア
ニ
ソ
ー
ル
、
ト
リ

                                        

ニ
ト
ロ
フ
ェ
ネ
ト
ー
ル
、
ニ
ト
ロ
ア
ニ
ソ
ー
ル
、
ネ
オ
ペ

ン
チ
ル
グ
リ
コ
ー
ル
ジ
グ
リ
シ
ジ
ル
エ
ー
テ
ル
、
フ
ェ

ネ
チ
ジ
ン
、
フ
ェ
ネ
ト
ー
ル
、
フ
ェ
ノ
キ
シ
エ
チ
ル
ア
ク

リ
レ
ー
ト
、
ブ
チ
ル
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
、
ブ
チ
ル
メ
チ
ル

エ
ー
テ
ル
、
フ
ラ
ン
、
フ
ル
フ
リ
ル
ア
ミ
ン
、
フ
ル
フ
リ

ル
メ
ル
カ
プ
タ
ン
、
二―

ブ
ロ
モ
エ
チ
ル
エ
チ
ル
エ
ー

テ
ル
、
ベ
ン
フ
ラ
カ
ル
ブ
、
メ
タ
ク
リ
ル
酸
テ
ト
ラ
ヒ
ド

ロ
フ
ル
フ
リ
ル
、
メ
チ
ラ
ー
ル
、
メ
チ
ル
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ

フ
ラ
ン
、
二―

メ
チ
ル
フ
ラ
ン
、
メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
ル
エ
ー

テ
ル
、
Ｓ―

メ
チ
ル―

Ｎ―

［（
メ
チ
ル
カ
ル
バ
モ
イ
ル
）

―

オ
キ
シ
］―

チ
オ
ア
セ
ト
イ
ミ
デ
ー
ト
、
三―

メ
チ
ル

―

三―

メ
ト
キ
シ
ブ
タ
ノ
ー
ル
、
Ｎ―

メ
チ
ル
モ
ル
ホ

リ
ン
、
四―

メ
ト
キ
シ―

四―

メ
チ
ル
ペ
ン
タ
ン―

二

―

オ
ン
、
五―

メ
ト
キ
シ―

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
メ
チ
ル
ト
リ
プ

タ
ミ
ン
、
五―

メ
ト
キ
シ―

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
メ
チ
ル
ト
リ
プ

タ
ミ
ン
塩
酸
塩
又
は
一―

（
四―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）

ピ
ペ
ラ
ジ
ン
一
塩
酸
塩
を
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含

む
物 

ハ 

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
エ
ー
テ
ル
以
外
の
エ
ー
テ
ル
を

含
む
物 

二
十
二 

ハ
ロ
ゲ
ン
化
さ
れ
た
有
機
溶
剤
を
含
む
も
の
で
あ

っ
て
次
に
掲
げ
る
物 

イ 

ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
、
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン
、
ク
ロ
ロ
ベ
ン

ゼ
ン
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、
四
塩
化
炭
素
、
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ

ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
、
ジ
ク

ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ

ン
、
ジ
ブ
ロ
モ
エ
タ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
テ
ト

ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ブ
ロ
モ
エ
タ
ン
、
テ
ト
ラ

ブ
ロ
モ
メ
タ
ン
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ

チ
レ
ン
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
二
・

三―

ト
リ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
、
一
・
二
・
四―

ト
リ
ク
ロ

ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、
ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
又
は
ペ
ン
タ
ク

ロ
ロ
エ
タ
ン
を
〇
・
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
物 

ロ 

一
・
一―

ジ
ク
ロ
ロ―

一―

ニ
ト
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
四

―

ジ
ク
ロ
ロ
ブ
タ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
ン
又
は
ブ
ロ

モ
ホ
ル
ム
を
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
物 

ハ 

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
以
外
の
ハ
ロ
ゲ
ン
化

さ
れ
た
有
機
溶
剤
を
含
む
物 

ニ 

別
表
第
一
の
一
の
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は

同
表
の
二
の
項
第
十
号
に
掲
げ
る
処
分
作
業
を
行
う
た

                  

Ｙ
四
一 

                     



 

め
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
物
で
あ
っ
て
次
に

掲
げ
る
物 

⑴ 

固
形
状
で
あ
っ
て
、
土
壌
環
境
基
準
告
示
別
表
の

環
境
上
の
条
件
（
四
塩
化
炭
素
、
一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ

エ
タ
ン
、
一
・
一―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
三―

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
、
シ
ス―

一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ

レ
ン
、
一
・
一
・
一―

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一
・

二―

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
又
は
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

ン
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
し
な
い
物 

⑵ 

液
状
で
あ
っ
て
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
第

六
条
の
二
に
規
定
す
る
要
件
（
四
塩
化
炭
素
、
一
・
二

―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

ン
、
一
・
三―

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ

ン
、
シ
ス―

一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
一
・
一―

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ

ン
、
一
・
一
・
二―

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
又
は
ト
リ
ク

ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
に
該
当
す
る

物 

ホ 

ニ
に
掲
げ
る
処
分
作
業
以
外
の
処
分
作
業
を
行
う
た

め
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
物
で
あ
っ
て
次
に

掲
げ
る
物 

⑴ 

固
形
状
で
あ
っ
て
、
産
業
廃
棄
物
判
定
基
準
令
別

表
第
三
に
掲
げ
る
基
準
（
四
塩
化
炭
素
、
一
・
二―

ジ

ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・

三―

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
、
シ
ス

―

一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
ト
ラ
ン
ス―

一
・

二―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

ン
、
一
・
一
・
一―

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一
・

二―

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
又
は
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

ン
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
し
な
い
物 

⑵ 

液
状
で
あ
っ
て
、
排
水
基
準
令
別
表
第
一
に
掲
げ

る
基
準
（
四
塩
化
炭
素
、
一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、

一
・
一―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
三―

ジ
ク
ロ
ロ

プ
ロ
ペ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
、
シ
ス―

一
・
二―

ジ

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・

一
・
一―

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一
・
二―

ト
リ

ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
又
は
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
に
係
る

も
の
に
限
る
。）
に
適
合
し
な
い
物 

二
十
三 

有
機
溶
剤
（
ハ
ロ
ゲ
ン
化
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

                                     

Ｙ
四
二 

  

を
含
む
物
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
物 

イ 

ア
ク
ロ
レ
イ
ン
、
ア
ジ
ピ
ン
酸
ジ
イ
ソ
ノ
ニ
ル
、
ア
セ

ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
、
ア
セ
ト
酢
酸
エ
チ
ル
、
ア
セ
ト
酢
酸
メ

チ
ル
、
ア
セ
ト
フ
ェ
ノ
ン
、
ア
セ
ト
ン
、
ア
ニ
リ
ン
、
ア

リ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
ア
ル
キ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
、
安
息
香
酸
ベ

ン
ジ
ル
、
安
息
香
酸
メ
チ
ル
、
イ
ソ
ア
ミ
ル
ア
ル
コ
ー

ル
、
イ
ソ
オ
ク
タ
ノ
ー
ル
、
イ
ソ
オ
ク
タ
ン
、
イ
ソ
ノ
ニ

ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
イ
ソ
ブ
タ
ノ
ー
ル
、
イ
ソ
ブ
チ
ル
ア
ミ

ン
、
イ
ソ
ブ
チ
ル
メ
チ
ル
ケ
ト
ン
、
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ

ン
、
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
シ
ク

ロ
ヘ
キ
サ
ン
、
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ト
ル
エ
ン
、
イ
ソ
プ
ロ
ピ

ル
メ
チ
ル
ケ
ト
ン
、
イ
ソ
ペ
ン
タ
ン
、
イ
ソ
ペ
ン
テ
ン
、

イ
ソ
酪
酸
、
エ
タ
ノ
ー
ル
ア
ミ
ン
、
エ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン
、

エ
チ
ル
ア
ミ
ン
、
エ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
、
Ｎ―

エ
チ

ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
ア
ミ
ン
、
エ
チ
ル
ト
ル
エ
ン
、
二―

エ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ー
ル
、
Ｎ―

エ
チ
ル
ブ
チ
ル
ア
ミ
ン
、
エ

チ
ル
ブ
チ
ル
ケ
ト
ン
、
二―

エ
チ
ル―

三―

プ
ロ
ピ
ル

ア
ク
ロ
レ
イ
ン
、
エ
チ
ル
プ
ロ
ピ
ル
ケ
ト
ン
、
二―

エ
チ

ル
ヘ
キ
サ
ノ
ー
ル
、
二―

エ
チ
ル
ヘ
キ
シ
ル
ア
ミ
ン
、
エ

チ
ル
ペ
ン
チ
ル
ケ
ト
ン
、
エ
チ
ル
メ
チ
ル
ケ
ト
ン
、
エ
チ

レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
、
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
ジ
ア
セ
タ

ー
ト
、
エ
チ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン
、
オ
ク
タ
ノ
ー
ル
、
オ
ク
タ

ン
、
オ
ク
テ
ン
、
ぎ
酸
、
ぎ
酸
イ
ソ
ブ
チ
ル
、
ぎ
酸
ブ
チ

ル
、
ぎ
酸
メ
チ
ル
、
キ
ノ
リ
ン
、
グ
リ
オ
キ
サ
ー
ル
、
ク

レ
ゾ
ー
ル
、
ク
ロ
ト
ン
ア
ル
デ
ヒ
ド
、
コ
ハ
ク
酸
ジ
メ
チ

ル
、
酢
酸
、
酢
酸
イ
ソ
ブ
チ
ル
、
酢
酸
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
、

酢
酸
イ
ソ
ペ
ン
チ
ル
、
酢
酸
エ
チ
ル
、
酢
酸
二―

エ
チ
ル

ブ
チ
ル
、
酢
酸
オ
ク
チ
ル
、
酢
酸
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
、
酢

酸
デ
シ
ル
、
酢
酸
ト
リ
デ
シ
ル
、
酢
酸
ノ
ニ
ル
、
酢
酸
ビ

ニ
ル
、
酢
酸
二―

フ
ェ
ニ
ル
エ
チ
ル
、
酢
酸
ブ
チ
ル
、
酢

酸―

ｓ
ｅ
ｃ―

ブ
チ
ル
、
酢
酸
プ
ロ
ピ
ル
、
酢
酸
ヘ
キ
シ

ル
、
酢
酸―

ｓ
ｅ
ｃ―

ヘ
キ
シ
ル
、
酢
酸
ヘ
プ
チ
ル
、
酢

酸
ベ
ン
ジ
ル
、
酢
酸
ペ
ン
チ
ル
、
酢
酸―

ｓ
ｅ
ｃ―

ペ
ン

チ
ル
、
酢
酸
メ
チ
ル
、
酢
酸
メ
チ
ル
ペ
ン
チ
ル
、
酸
化
メ

シ
チ
ル
、
ジ
イ
ソ
ブ
チ
ル
ア
ミ
ン
、
ジ
イ
ソ
ブ
チ
ル
ケ
ト

ン
、
ジ
イ
ソ
プ
ロ
パ
ノ
ー
ル
ア
ミ
ン
、
ジ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル

ア
ミ
ン
、
Ｎ
・
Ｎ―

ジ
エ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン
、
ジ
エ
チ
ル
ア

ミ
ノ
エ
タ
ノ
ー
ル
、
ジ
エ
チ
ル
ア
ミ
ン
、
ジ
エ
チ
レ
ン
ト

リ
ア
ミ
ン
、
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ー
ル
、
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ

ン
、
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
、
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
ア
ミ
ン
、
シ

                                        

ク
ロ
ヘ
プ
タ
ン
、
シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ン
、
シ
ク
ロ
ペ
ン
テ

ン
、
ジ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
ア
ミ
ン
、
ジ
ブ
チ
ル
ア
ミ
ン
、

ジ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ン
、
ジ
ペ
ン
テ
ン
、
Ｎ
・
Ｎ―

ジ
メ
チ

ル
ア
セ
ト
ア
ミ
ド
、
Ｎ
・
Ｎ―

ジ
メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン
、
ジ

メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
ア
ゾ
ベ
ン
ゼ
ン
、
二―

ジ
メ
チ
ル
ア
ミ

ノ
エ
タ
ノ
ー
ル
、
二
・
六―

ジ
メ
チ
ル―

四―

ヘ
プ
タ
ノ

ー
ル
、
Ｎ
・
Ｎ―

ジ
メ
チ
ル
ホ
ル
ム
ア
ミ
ド
、
シ
メ
ン
（
オ

ル
ト
異
性
体
、
メ
タ
異
性
体
及
び
パ
ラ
異
性
体
を
含
む

も
の
で
あ
っ
て
、
メ
タ
異
性
体
が
六
十
九
重
量
パ
ー
セ

ン
ト
以
下
か
つ
パ
ラ
異
性
体
が
二
十
七
重
量
パ
ー
セ
ン

ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
、
シ
ュ
ウ
酸
ジ
エ
チ
ル
、
シ
ョ

ウ
脳
油
、
水
素
化
テ
ル
フ
ェ
ニ
ル
、
ス
チ
レ
ン
、
ス
テ
ア

リ
ン
酸
ブ
チ
ル
、
ス
ル
ホ
ラ
ン
、
石
油
ナ
フ
サ
、
石
油
ベ

ン
ジ
ン
、
セ
バ
シ
ン
酸
ジ
メ
チ
ル
、
ソ
ル
ベ
ン
ト
ナ
フ

サ
、
炭
酸
ジ
エ
チ
ル
、
炭
酸
ジ
メ
チ
ル
、
デ
カ
ノ
ー
ル
、

デ
セ
ン
、
テ
ト
ラ
エ
チ
レ
ン
ペ
ン
タ
ミ
ン
、
テ
ト
ラ
ヒ
ド

ロ
ナ
フ
タ
レ
ン
、
テ
レ
ピ
ン
、
ド
デ
カ
ノ
ー
ル
、
一―

ド

デ
シ
ル
ア
ミ
ン
、
ト
リ
エ
タ
ノ
ー
ル
ア
ミ
ン
、
ト
リ
エ
チ

ル
ア
ミ
ン
、
ト
リ
エ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
、
ト
リ
エ
チ
レ
ン
テ

ト
ラ
ミ
ン
、
ト
リ
ブ
チ
ル
ア
ミ
ン
、
ト
リ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ

ン
、
二
・
二
・
四―

ト
リ
メ
チ
ル―

一
・
三―

ペ
ン
タ
ン

ジ
オ
ー
ル
ジ
イ
ソ
ブ
チ
ラ
ー
ト
、
ト
ル
イ
ジ
ン
、
ナ
フ
タ

レ
ン
、
ニ
ト
ロ
エ
タ
ン
、
ニ
ト
ロ
キ
シ
レ
ン
、
ｏ―

ニ
ト

ロ
ト
ル
エ
ン
、
ニ
ト
ロ
プ
ロ
パ
ン
、
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、

ニ
ト
ロ
メ
タ
ン
、
乳
酸
エ
チ
ル
、
乳
酸
ブ
チ
ル
、
二
硫
化

炭
素
、
ノ
ナ
ノ
ー
ル
、
ノ
ナ
ン
、
ノ
ネ
ン
、
パ
ラ
ア
ル
デ

ヒ
ド
、
パ
ル
ミ
チ
ン
酸
メ
チ
ル
、
バ
レ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド
、

ピ
コ
リ
ン
、
四―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

四―

メ
チ
ル―

二―

ペ
ン
タ
ノ
ン
、
ピ
ネ
ン
、
ピ
リ
ジ
ン
、
フ
ェ
ニ
ル
エ
チ
ル

ア
ル
コ
ー
ル
、
一―

フ
ェ
ニ
ル―

一―

キ
シ
リ
ル
エ
タ

ン
、
ブ
タ
ノ
ー
ル
、
二―

ブ
タ
ノ
ー
ル
、
フ
タ
ル
酸
ジ
ア

ル
キ
ル
、
フ
タ
ル
酸
ビ
ス
（
ジ
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
）、

フ
タ
ル
酸
ブ
チ
ル
ベ
ン
ジ
ル
、
ブ
タ
ン
ジ
オ
ー
ル
、
ブ
チ

ル
ア
ミ
ン
、
ｓ
ｅ
ｃ―

ブ
チ
ル
ア
ミ
ン
、
ｔ
ｅ
ｒ
ｔ―

ブ

チ
ル
ア
ミ
ン
、
ブ
チ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド
、
一
・
三―

プ
ロ
パ

ン
ス
ル
ト
ン
、
プ
ロ
ピ
オ
ン
ア
ル
デ
ヒ
ド
、
プ
ロ
ピ
オ
ン

酸
、
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
ア
ミ
ル
、
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
エ
チ
ル
、

プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
ブ
チ
ル
、
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸―

ｎ―

ペ
ン

チ
ル
、
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
メ
チ
ル
、
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ン
、
ヘ

キ
サ
ノ
ー
ル
、
ヘ
キ
サ
ン
、
ヘ
キ
セ
ン
、
ヘ
プ
タ
ノ
ー
ル
、

                                        



 

ヘ
プ
タ
ン
、
ヘ
プ
テ
ン
、
ベ
ン
ジ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
ベ
ン

ゼ
ン
、
一
・
三―

ペ
ン
タ
ジ
エ
ン
、
ペ
ン
タ
ノ
ー
ル
、
ペ

ン
タ
ン
、
ペ
ン
テ
ン
、
シ
ス―

二―

ペ
ン
テ
ン
、
ト
ラ
ン

ス―
二―

ペ
ン
テ
ン
、
ホ
ル
ム
ア
ミ
ド
、
ホ
ワ
イ
ト
ス
ピ

リ
ッ
ト
、
マ
レ
イ
ン
酸
ジ
ブ
チ
ル
、
ミ
リ
ス
チ
ン
酸
メ
チ

ル
、
メ
タ
ノ
ー
ル
、
メ
タ
リ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
メ
チ
ル
ア

ミ
ン
、
七―

メ
チ
ル―

一
・
六―

オ
ク
タ
ジ
エ
ン
、
Ｎ―

メ
チ
ル―

Ｎ
・
Ｎ―
ジ
エ
タ
ノ
ー
ル
ア
ミ
ン
、
メ
チ
ル
シ

ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ン
、
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
、
メ
チ
ル

シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ン
、
一―
メ
チ
ル
ナ
フ
タ
レ
ン
、
メ
チ
ル

ブ
チ
ノ
ー
ル
、
メ
チ
ル
ブ
チ
ル
ケ
ト
ン
、
メ
チ
ル
ブ
テ
ノ

ー
ル
、
二―

メ
チ
ル
ヘ
キ
サ
ン
、
五―
メ
チ
ル
ヘ
キ
サ
ン

―

二―

オ
ン
、
メ
チ
ル
ヘ
キ
シ
ル
ケ
ト
ン
、
メ
チ
ル
ヘ
プ

チ
ル
ケ
ト
ン
、
メ
チ
ル
ペ
ン
タ
ノ
ー
ル
、
二―
メ
チ
ル
ペ

ン
タ
ン
、
メ
チ
ル
ペ
ン
チ
ル
ケ
ト
ン
、
二―

メ
チ
ル―

一
―

ペ
ン
テ
ン
、
四―

メ
チ
ル―

一―

ペ
ン
テ
ン
、
モ
ノ
酢

酸
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
、
ラ
ウ
リ
ン
酸
メ
チ
ル
、
酪

酸
、
酪
酸
エ
チ
ル
、
酪
酸
ビ
ニ
ル
、
酪
酸
ブ
チ
ル
、
酪
酸

メ
チ
ル
、
リ
グ
ロ
イ
ン
、
硫
化
ジ
メ
チ
ル
、
硫
酸
ジ
エ
チ

ル
又
は
硫
酸
ジ
メ
チ
ル
を
〇
・
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
含
む
物 

ロ 

ア
リ
ル
ア
ミ
ン
、
イ
ソ
吉
草
酸
メ
チ
ル
、
イ
ソ
プ
ロ
ペ

ニ
ル
メ
チ
ル
ケ
ト
ン
、
イ
ソ
酪
酸
イ
ソ
ブ
チ
ル
、
イ
ソ
酪

酸
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
、
イ
ソ
酪
酸
エ
チ
ル
、
ウ
ン
デ
カ
ン
、

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
Ｎ―

エ
チ
ル
ト
ル
イ
ジ
ン
、
ぎ
酸

ア
リ
ル
、
ぎ
酸
エ
チ
ル
、
ぎ
酸
プ
ロ
ピ
ル
、
ぎ
酸
ペ
ン
チ

ル
、
酢
酸
ア
リ
ル
、
酢
酸
イ
ソ
プ
ロ
ペ
ニ
ル
、
酢
酸―

ｔ

ｅ
ｒ
ｔ―

ブ
チ
ル
、
ジ
ア
リ
ル
ア
ミ
ン
、
ジ
イ
ソ
プ
ロ
ピ

ル
ケ
ト
ン
、
ジ
エ
チ
ル
ケ
ト
ン
、
ジ
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー

ル
、
シ
ク
ロ
ヘ
キ
セ
ン
、
シ
ク
ロ
ヘ
プ
テ
ン
、
シ
ク
ロ
ペ

ン
タ
ノ
ー
ル
、
シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ノ
ン
、
ジ
プ
ロ
ピ
ル
ケ
ト

ン
、
ジ
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
、
ジ
メ
チ
ル
ス
ル
ホ
キ

サ
イ
ド
、
二
・
三―

ジ
メ
チ
ル
ブ
タ
ン
、
一
・
三―

ジ
メ

チ
ル
ブ
チ
ル
ア
ミ
ン
、
セ
バ
シ
ン
酸
ジ
オ
ク
チ
ル
、
セ
バ

シ
ン
酸
ジ
ブ
チ
ル
、
チ
オ
フ
ェ
ン
、
デ
カ
ン
、
テ
ト
ラ
ヒ

ド
ロ
チ
オ
フ
ェ
ン
、
テ
ル
ピ
ノ
レ
ン
、
ト
リ
ア
リ
ル
ア
ミ

ン
、
ト
リ
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
、
乳
酸
メ
チ
ル
、
二
硫

化
ジ
メ
チ
ル
、
三―

ヒ
ド
ロ
キ
シ
ブ
タ
ン―

二―

オ
ン
、

ビ
ニ
ル
ト
ル
エ
ン
、
ピ
ペ
リ
ジ
ン
、
三―

ブ
タ
ノ
ー
ル
、

ブ
チ
ル
メ
ル
カ
プ
タ
ン
、
一
・
四―

ブ
チ
ン
ジ
オ
ー
ル
、

                                        

プ
ロ
パ
ノ
ー
ル
、
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
イ
ソ
ブ
チ
ル
、
プ
ロ
ピ

オ
ン
酸
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
、
プ
ロ
ピ
レ
ン
カ
ー
ボ
ネ
ー
ト
、

プ
ロ
ピ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン
、
ヘ
キ
シ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
、
ペ

ン
タ
メ
チ
ル
ヘ
プ
タ
ン
、
二
・
四―

ペ
ン
タ
ン
ジ
オ
ン
、

ほ
う
酸
ト
リ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
、
ほ
う
酸
ト
リ
エ
チ
ル
、
ほ

う
酸
ト
リ
メ
チ
ル
、
無
水
酪
酸
、
Ｎ―

メ
チ
ル
ア
ニ
リ

ン
、
二―

メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ー
ル
、
メ
チ
ル
ビ
ニ

ル
ケ
ト
ン
、
Ｎ―

メ
チ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ン
、
メ
チ
ル
プ
ロ
ピ

ル
ケ
ト
ン
、
酪
酸
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
、
酪
酸
イ
ソ
ペ
ン
チ
ル

又
は
酪
酸
ペ
ン
チ
ル
を
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む

物 

ハ 

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
以
外
の
有
機
溶
剤

（
ハ
ロ
ゲ
ン
化
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。）
を
含
む
物 

ニ 

別
表
第
一
の
一
の
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は

同
表
の
二
の
項
第
十
号
に
掲
げ
る
処
分
作
業
を
行
う
た

め
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
物
で
あ
っ
て
次
に

掲
げ
る
物 

⑴ 

固
形
状
で
あ
っ
て
、
土
壌
環
境
基
準
告
示
別
表
の

環
境
上
の
条
件
（
ベ
ン
ゼ
ン
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

に
適
合
し
な
い
物 

⑵ 

液
状
で
あ
っ
て
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
第

六
条
の
二
に
規
定
す
る
要
件
（
ベ
ン
ゼ
ン
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
物 

ホ 
ニ
に
掲
げ
る
処
分
作
業
以
外
の
処
分
作
業
を
行
う
た

め
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
物
で
あ
っ
て
次
に

掲
げ
る
物 

⑴ 

固
形
状
で
あ
っ
て
、
産
業
廃
棄
物
判
定
基
準
令
別

表
第
三
に
掲
げ
る
基
準
（
ベ
ン
ゼ
ン
に
係
る
も
の
に

限
る
。）
に
適
合
し
な
い
物 

⑵ 

液
状
で
あ
っ
て
、
排
水
基
準
令
別
表
第
一
に
掲
げ

る
基
準
（
ベ
ン
ゼ
ン
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
に
適
合

し
な
い
物 

二
十
四 

ポ
リ
塩
化
ジ
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン
類
、
ポ
リ
塩
化
ジ
ベ

ン
ゾ―

パ
ラ―

ジ
オ
キ
シ
ン
類
又
は
コ
プ
ラ
ナ
ー
ポ
リ
塩

化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
類
を
二
・
三
・
七
・
八―

四
塩
化
ジ
ベ
ン
ゾ

―

パ
ラ―

ジ
オ
キ
シ
ン
当
量
濃
度
で
〇
・
〇
〇
三
ｐ
ｐ
ｍ

以
上
含
む
物
（
ポ
リ
塩
化
ジ
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン
類
、
ポ
リ
塩

化
ジ
ベ
ン
ゾ―

パ
ラ―

ジ
オ
キ
シ
ン
類
又
は
コ
プ
ラ
ナ
ー

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
類
の
二
・
三
・
七
・
八―

ポ
リ
塩
化

ジ
ベ
ン
ゾ―

パ
ラ―

ジ
オ
キ
シ
ン
当
量
濃
度
は
、
ダ
イ
オ

                              

Ｙ
一
〇
、

Ｙ
四
三
、

Ｙ
四
四 

       

キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
総

理
府
令
第
六
十
七
号
）
第
三
条
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算

出
し
た
も
の
と
す
る
。） 

二
十
五 

有
機
ハ
ロ
ゲ
ン
化
合
物
（
他
の
号
に
掲
げ
る
物
を

除
く
。）
を
含
む
物
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
物 

イ 

六―

ア
ジ
ド―

五―

オ
キ
ソ―

五
・
六―

ジ
ヒ
ド
ロ

ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

ス
ル
ホ
ニ
ル
＝
ク
ロ
リ
ド
、
一―

（
ア
セ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）―

四―

ブ
ロ
モ
ア
ン
ト
ラ
キ
ノ

ン
、
ア
ト
ラ
ジ
ン
、
三―

ア
ミ
ジ
ノ
チ
オ―

二―

ク
ロ
ロ

プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
メ
チ
ル
＝
塩
酸
塩
、
二―

ア
ミ
ノ―

 

‘

二―

ク
ロ
ロ―

五―

ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゾ
フ
ェ
ノ
ン
、
（
六

Ｒ
・
七
Ｒ
）―

七―

ア
ミ
ノ―

三―

ク
ロ
ロ
メ
チ
ル―

八

―

オ
キ
ソ―

五―

チ
ア―

一―

ア
ザ
ビ
シ
ク
ロ
（
四
・

二
・
〇
）
オ
ク
タ―

二―

エ
ン―

二―

カ
ル
ボ
ン
酸
＝
四

―

メ
ト
キ
シ
ベ
ン
ジ
ル
、（
二
Ｒ
）―

一―

（
六―

ア
ミ

ノ―

二
・
三―

ジ
フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
）―

二―

プ
ロ

パ
ノ
ー
ル
、
一―

ア
ミ
ノ―

二
・
四―

ジ
ブ
ロ
モ
ア
ン
ト

ラ
キ
ノ
ン
、
二―

ア
ミ
ノ―

三
・
五―

ジ
ブ
ロ
モ
チ
オ
ベ

ン
ズ
ア
ミ
ド
、
一―

ア
ミ
ノ―

四―

ブ
ロ
モ―

九
・
十―

ジ
オ
キ
ソ―

二―

ア
ン
ト
ラ
セ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
、
ア
ラ

ク
ロ
ー
ル
、
ア
リ
ド
ク
ロ
ル
、
ア
リ
ル
ト
リ
ク
ロ
ロ
シ
ラ

ン
（
安
定
化
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
量
の
安
定
剤
を
含

有
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
、
ア
ル
ド
リ
ン
、
α―

ヘ
キ

サ
ク
ロ
ロ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
、
β―

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
シ

ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
、
イ
ソ
ド
リ
ン
、
イ
マ
ザ
リ
ル
、
エ
チ
ル

―

三
・
五―

ジ
ク
ロ
ロ―

四―

ヒ
ド
ロ
キ
シ
ベ
ン
ゾ
ア

ー
ト
、
エ
チ
ル―

三
・
五―

ジ
ク
ロ
ロ―

四―

ヘ
キ
サ
デ

シ
ル
オ
キ
シ
カ
ル
ボ
ニ
ル
オ
キ
シ
ベ
ン
ゾ
ア
ー
ト
、
エ

チ
レ
ン
ク
ロ
ロ
ヒ
ド
リ
ン
、
Ｎ
二―

［（
Ｓ
）―

一―

（
エ

ト
キ
シ
カ
ル
ボ
ニ
ル
）―

三―

オ
キ
ソ―

三―

フ
ェ
ニ

ル
プ
ロ
ピ
ル
］―

Ｎ
二―

ト
リ
フ
ル
オ
ロ
ア
セ
チ
ル―

Ｌ―

リ
ジ
ン
、
エ
ピ
ク
ロ
ロ
ヒ
ド
リ
ン
、
塩
化
ア
セ
チ

ル
、
塩
化
ア
ニ
ソ
イ
ル
、
塩
化
ア
リ
ル
、
塩
化
コ
リ
ン
、

塩
化
パ
ラ
フ
ィ
ン
（
炭
素
数
が
十
か
ら
十
三
ま
で
の
も

の
に
限
る
。）
、
塩
化
ベ
ン
ジ
リ
デ
ン
、
塩
化
ベ
ン
ジ
ル
、

塩
化
ベ
ン
ゼ
ン
ス
ル
ホ
ニ
ル
、
塩
化
ベ
ン
ゾ
イ
ル
、
塩
基

性
フ
ク
シ
ン
、
エ
ン
ド
リ
ン
、
カ
プ
タ
ホ
ー
ル
、
カ
ン
フ

ェ
ク
ロ
ル
、
γ―

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
、

ク
マ
ク
ロ
ー
ル
、
ク
リ
ミ
ジ
ン
、
ク
ロ
ラ
ー
ル
、
ク
ロ
ル

ジ
メ
ホ
ル
ム
、
ク
ロ
ル
デ
ン
、
ク
ロ
レ
ン
ド
酸
、
ク
ロ
ロ

 

Ｙ
四
五 

  



 

ア
セ
チ
ル
ク
ロ
ラ
イ
ド
、
ク
ロ
ロ
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
、

ク
ロ
ロ
ア
セ
ト
ン
、
ク
ロ
ロ
ア
ニ
リ
ン
、
四―

ク
ロ
ロ―

二―

ア
ミ
ノ
ト
ル
エ
ン
塩
酸
塩
、
（
二―

ク
ロ
ロ
エ
チ

ル
）
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
＝
ク
ロ
リ
ド
、（
二―

ク
ロ
ロ
エ
チ

ル
）
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
、
四―

ク
ロ
ロ―

三―

エ
チ
ル―

一―

メ
チ
ル―

五―

ピ
ラ
ゾ
ー
ル
カ
ル
ボ
ニ
ル
＝
ク
ロ

リ
ド
、
一―

ク
ロ
ロ
オ
ク
タ
ン
、
ク
ロ
ロ
ぎ
酸―

一―

ク

ロ
ロ
エ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
、
一―

ク
ロ
ロ―

三―

（
四―

ク

ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
ヒ
ド
ラ
ゾ
ノ―

二―

プ
ロ
パ
ノ
ン
、
ク

ロ
ロ
酢
酸
、
ク
ロ
ロ
ジ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、
四―

ク
ロ
ロ

―

一
・
二―

ジ
ヒ
ド
ロ―

三
Ｈ―
二
ａ―

ア
ザ
ア
セ
ナ

フ
チ
レ
ン―

三―

オ
ン
、
三―

ク
ロ
ロ―

一
・
二―

ジ
ブ

ロ
モ
プ
ロ
パ
ン
、
一―

ク
ロ
ロ―

三
・
三―
ジ
メ
チ
ル―

二―

ブ
タ
ノ
ン
、
ク
ロ
ロ
チ
オ
ぎ
酸
エ
チ
ル
、
二―

ク
ロ

ロ―

一
・
一
・
一
・
二―

テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別

名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
二
四
）
、
二―

ク
ロ
ロ―

五―

ト
リ
フ

ル
オ
ロ
メ
チ
ル
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、
ク
ロ
ロ
ト
ル
イ
ジ

ン
、
ク
ロ
ロ
ト
ル
エ
ン
、
二―

ク
ロ
ロ
ニ
コ
チ
ン
酸
、
ク

ロ
ロ
ニ
ト
ロ
ア
ニ
リ
ン
、
四―

ク
ロ
ロ―

二―

ニ
ト
ロ

ト
ル
エ
ン
、
Ｎ―

（
二―

ク
ロ
ロ―

三―

ニ
ト
ロ―

六―

ピ
リ
ジ
ル
）
ア
セ
ト
ア
ミ
ド
、
四―

（
二―

ク
ロ
ロ―

四

―

ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
ア
ゾ
）―

Ｎ―

（
二―

シ
ア
ノ
エ
チ

ル
）―

Ｎ―

フ
ェ
ネ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン
、
ク
ロ
ロ
ニ
ト
ロ
ベ

ン
ゼ
ン
、
ク
ロ
ロ
ピ
ク
リ
ン
、
ク
ロ
ロ
ヒ
ド
リ
ン
、
一―

［
（
‘

六―

ク
ロ
ロ―

‘

三―

ピ
リ
ジ
ル
）
メ
チ
ル
］
イ
ミ

ダ
ゾ
リ
ジ
ン―

二―

（
Ｎ―

ニ
ト
ロ
）
イ
ミ
ン
、
ク
ロ
ロ

フ
ァ
シ
ノ
ン
、
四―

ク
ロ
ロ―

三―

ニ
ト
ロ
安
息
香
酸
、

四―

ク
ロ
ロ―

五
Ｈ―

ピ
ロ
ロ
［
三
・
二―

ｄ
］
ピ
リ
ミ

ジ
ン
、
六―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ナ
ン
ト
リ
ジ
ン
、
四―

（
ｐ―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
カ
ル
ボ
ン
酸
、
一

―

（
四―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

メ
チ
ル―

二―

モ

ル
ホ
リ
ノ
プ
ロ
パ
ン―

一―

オ
ン
、
四―

ク
ロ
ロ―

一
・

三―

フ
ェ
ニ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン
、
四―

ク
ロ
ロ―

ｏ―

フ

ェ
ニ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン
、
三―

ク
ロ
ロ―

二―

フ
ル
オ
ロ

ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、
三―

ク
ロ
ロ―

四―

フ
ル
オ
ロ
ニ

ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、
ク
ロ
ロ
プ
レ
ン
、
三―

ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ

ン―

一―

ス
ル
ホ
ニ
ル
＝
ク
ロ
リ
ド
、
二―

ク
ロ
ロ
プ

ロ
ピ
オ
ン
酸
、
三―

ク
ロ
ロ
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
、
一―

ク
ロ

ロ
ヘ
キ
サ
ン
、
一―

ク
ロ
ロ
ヘ
プ
タ
ン
、
ｐ―

ク
ロ
ロ
ベ

ン
ジ
ル
ク
ロ
ラ
イ
ド
、
四―

ク
ロ
ロ
ベ
ン
ズ
ア
ル
デ
ヒ

ド
オ
キ
シ
ム
、
ｐ―

ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゾ
ト
リ
ク
ロ
ラ
イ
ド
、

一―

ク
ロ
ロ―

二―

ペ
ン
チ
ン
、
二―

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ミ

ル―

一―

ピ
ロ
リ
ジ
ン
カ
ル
ボ
ン
酸
ベ
ン
ジ
ル
、（
ク
ロ

ロ
メ
チ
ル
）
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン
、
三―

（
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
）

―

五
・
五―

ジ
フ
ェ
ニ
ル
ヒ
ダ
ン
ト
イ
ン
、
四―

ク
ロ
ロ

メ
チ
ル―

一
・
三―

チ
ア
ゾ
ー
ル
、
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
＝
ｐ

―

ト
リ
ル
＝
ケ
ト
ン
、
二―

（
四―

ク
ロ
ロ
メ
チ
ル―

四

―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

二―

チ
ア
ゾ
リ
ン―

二―

イ
ル
）
グ

ア
ニ
ジ
ン
＝
塩
酸
塩
、
二―

［（
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
）
フ
ェ

ニ
ル
］
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
メ
チ
ル
、（
二
Ｓ
）―

三―

ク
ロ

ロ―

二―

メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
オ
ニ
ル
＝
ク
ロ
リ
ド
、
（
二

Ｓ
）―

三―

ク
ロ
ロ―

二―

メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
、
二

―

（
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
）
ベ
ン
ズ
ア
ル
デ
ヒ
ド
、
一―

ク
ロ

ロ
メ
チ
ル―

一
Ｈ―

ベ
ン
ゾ
ト
リ
ア
ゾ
ー
ル―

五―

カ

ル
ボ
ン
酸
メ
チ
ル
、（
Ｚ
）―

四―

ク
ロ
ロ―

二―

（
メ

ト
キ
シ
カ
ル
ボ
ニ
ル
メ
ト
キ
シ
イ
ミ
ノ
）―

三―

オ
キ

ソ
酪
酸
、
ク
ロ
ロ
炭
酸
フ
ェ
ニ
ル
エ
ス
テ
ル
、
二―

ク
ロ

ロ
酪
酸
、
ケ
ポ
ン
、
ケ
レ
バ
ン
、
酢
酸
＝
一
ク
ロ
ロ
ホ
ル

ミ
ル―

一―

メ
チ
ル
エ
チ
ル
、
酢
酸
＝
一―

ブ
ロ
モ
ホ

ル
ミ
ル―

一―

メ
チ
ル
エ
チ
ル
、
三
塩
化
ベ
ン
ジ
リ
ジ

ン
、
三
・
五―

ジ
ア
ミ
ノ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、
ジ
ア
レ
ー

ト
、
四
塩
化

珪け

い

素
、
ジ
グ
リ
コ
ー
ル
ク
ロ
ロ
ヒ
ド
リ
ン
、

シ
ク
ロ
ヘ
キ
セ
ニ
ル
ト
リ
ク
ロ
ロ
シ
ラ
ン
、
ジ
ク
ロ
リ

ド
ビ
ス
（η

五―

シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ジ
エ
ニ
ド
）
バ
ナ
ジ
ウ

ム
、
ジ
ク
ロ
ロ
ア
ニ
リ
ン
、
三
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ
ア
ニ
リ

ン
、
四
・
五―

ジ
ク
ロ
ロ―

二―

オ
ク
チ
ル
イ
ソ
チ
ア
ゾ

ル―

三―
オ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
酢
酸
、
ジ
ク
ロ
ロ
酢
酸
メ
チ

ル
、
三
・
‘

三―
ジ
ク
ロ
ロ―

四
・
‘

四―

ジ
ア
ミ
ノ
ジ

フ
ェ
ニ
ル
メ
タ
ン
、
三
・
五―

ジ
ク
ロ
ロ―

四―

（
一
・

一
・
二
・
二―

テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
ト
キ
シ
）
ア
ニ
リ
ン
、

一
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ―

二―
ト
リ
ク
ロ
ロ
シ
リ
ル―

二

―

ブ
テ
ン
、
二
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ―
五―

ト
リ
フ
ル
オ
ロ

メ
チ
ル
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、
一
・
四―
ジ
ク
ロ
ロ―

二―

ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、
二
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ―
一―

ニ
ト
ロ

ベ
ン
ゼ
ン
、
二
・
‘

二―

ジ
ク
ロ
ロ―

五―
ニ
ト
ロ
ベ
ン

ゾ
フ
ェ
ノ
ン
、
二
・
三―

ジ
ク
ロ
ロ
ピ
ラ
ジ
ン
、
二
・
四

―

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
酢
酸
ジ
エ
タ
ノ
ー
ル
ア
ミ
ン

塩
、
二
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
酢
酸
ジ
メ
チ
ル
ア

ミ
ン
塩
、
二
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
酢
酸
ト
リ
イ

ソ
プ
ロ
パ
ノ
ー
ル
ア
ミ
ン
塩
、
二
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ―

三

―

フ
ル
オ
ロ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、
一
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ―

二―

ブ
テ
ン
、
一
・
一―

ジ
ク
ロ
ロ―

一―

フ
ル
オ
ロ
エ

タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

一
四
一
ｂ
）、
一
・
三―

ジ
ク

ロ
ロ―

四―

フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、
二
・
三―

ジ
ク
ロ
ロ

―

一―

プ
ロ
パ
ノ
ー
ル
、
二
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ピ
オ

ン
酸
、
二
・
三―

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
メ
チ
ル
、
ジ

ク
ロ
ロ
ブ
ロ
モ
メ
タ
ン
、
一
・
六―

ジ
ク
ロ
ロ
ヘ
キ
サ

ン
、
二
・
六―

ジ
ク
ロ
ロ―

三―

ペ
ル
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
ト

ル
エ
ン
、
四
・
五―

ジ
ク
ロ
ロ―

二―

ペ
ル
ク
ロ
ロ
メ
チ

ル
ト
ル
エ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ジ
ジ
ン
、
二
・
三―

ジ
ク

ロ
ロ
ベ
ン
ズ
ア
ル
デ
ヒ
ド
、
二
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ―

三―

ペ
ン
タ
ノ
ン
、
二
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ―

三―

ペ
ン
タ
ノ

ン
、
三
・
三―

ジ
ク
ロ
ロ―

一
・
一
・
一
・
二
・
二―

ペ

ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二
二
五

ｃ
ａ
）、
一
・
三―

ジ
ク
ロ
ロ―

一
・
一
・
二
・
二
・
三

―

ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

二

二
五
ｃ
ｂ
）
、
二
・
六―

ジ
フ
ル
オ
ロ
ア
ニ
リ
ン
、
三
・

四―

ジ
フ
ル
オ
ロ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、
ジ
ブ
ロ
ム
酢
酸
、

ジ
ブ
ロ
モ
ア
セ
ト
ニ
ト
リ
ル
、
一
・
二―

ジ
ブ
ロ
モ
エ
チ

レ
ン
、
‘

二―

（
二
・
六―

ジ
ブ
ロ
モ―

四―

ニ
ト
ロ
フ

ェ
ニ
ル
ア
ゾ
）―

五
‘―

ジ
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
ア
セ
ト
ア
ニ

リ
ド
、（
Ｅ
）―

二
・
三―

ジ
ブ
ロ
モ
ブ
タ―

二―

エ
ン

―

一
・
四―

ジ
オ
ー
ル
、
二
・
三―

ジ
ブ
ロ
モ
プ
ロ
パ
ン

―

一―

オ
ー
ル
、
二
・
三―

ジ
ブ
ロ
モ
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
、

ジ
ブ
ロ
モ
メ
タ
ン
、
シ
マ
ジ
ン
、
Ｎ
・
Ｎ―

ジ
メ
チ
ル―

Ｎ
・
Ｎ―

（
ヘ
キ
サ
ン―

一
・
六―

ジ
イ
ル
）
ジ
カ
ル
バ

モ
イ
ル
＝
ジ
ク
ロ
リ
ド
、
臭
化
ア
セ
チ
ル
、
臭
化
ア
リ

ル
、
ス
ル
フ
ァ
レ
ー
ト
、
炭
酸
＝
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
＝
一

―

ヨ
ー
ド
エ
チ
ル
、
Ｄ
Ｄ
Ｔ
、
二
・
四―

Ｄ
Ｂ
、
デ
ィ
ル

ド
リ
ン
、
一
・
一
・
一
・
二
・
三
・
四
・
四
・
五
・
五
・

五―

デ
カ
フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ―

四

三―

一
〇
ｍ
ｅ
ｅ
）
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
二
・
二
・

六
・
六―

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
、
二
・
‘

二
・

四
・
‘

四―

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゾ
フ
ェ
ノ
ン
、
テ
ト
ラ

ナ
ト
リ
ウ
ム
＝
‘

三―

（
一
・
五―

ジ
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト―

二―

ナ
フ
チ
ル
ア
ゾ
）―

‘

五―

｛
六―

フ
ル
オ
ロ―

四

―

｛
三―

［
二―

（
ビ
ニ
ル
ス
ル
ホ
ニ
ル
）
エ
チ
ル
カ
ル

バ
モ
イ
ル
］
ア
ニ
リ
ノ
｝―

一
・
三
・
五―

ト
リ
ア
ジ
ン

―

二―

イ
ル
ア
ミ
ノ
｝―

‘

四―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

‘

二
・

‘

七―

ナ
フ
タ
レ
ン
ジ
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト
、
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ



 
―

五
・
五―

ジ
メ
チ
ル―

二
（
一
Ｈ
）―

ピ
リ
ミ
ジ
ノ
ン

［
ｐ―

（
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
）―

α―

［
ｐ―

（
ト

リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
）
ス
チ
リ
ル
］
シ
ン
ナ
ミ
リ
デ
ン
］

ヒ
ド
ラ
ゾ
ン
、
二
・
二
・
三
・
三―

テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
オ

キ
セ
タ
ン
、
デ
ュ
ー
ロ
ン
、
テ
ロ
ド
リ
ン
、
ト
キ
サ
フ
ェ

ン
、
ト
リ
ア
ジ
メ
ホ
ン
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
ア
セ
チ
ル
ク
ロ
ラ

イ
ド
、
二
・
二
・
二―

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン―

一
・
一―

ジ
オ
ー
ル
（
別
名
ト
リ
ク
ロ
ロ
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
・
一

水
和
物
又
は
抱
水
ク
ロ
ラ
ー
ル
）
、
二
・
二
・
六―

ト
リ

ク
ロ
ロ―

六―

（
一―

ク
ロ
ロ
イ
ソ
ブ
チ
ル
）
シ
ク
ロ
ヘ

キ
サ
ノ
ン
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
酢
酸
、
二
・
四
・
六―

ト
リ
ク

ロ
ロ―

一
・
三
・
五―

ト
リ
ア
ジ
ン
、
二
・
二
・
三―

ト

リ
ク
ロ
ロ―

三―

フ
ェ
ニ
ル―

一
・
一―
プ
ロ
パ
ン
ジ

オ
ー
ル
、
二
・
四
・
五―

ト
リ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
酢
酸
、

ト
リ
ク
ロ
ロ
ブ
テ
ン
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
ス
ル
フ
ェ

ニ
ル
ク
ロ
ラ
イ
ド
、
二―

ト
リ
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル―
五―

（
四―

ヒ
ド
ロ
キ
シ
ス
チ
リ
ル
）―

一
・
三
・
四―

オ
キ

サ
ジ
ア
ゾ
ー
ル
、
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
酢
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
、

二
・
三
・
四―

ト
リ
フ
ル
オ
ロ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、
ト
リ

フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
ス
ル
ホ
ニ
ル
＝
フ
ル
オ
リ
ド
、
ト
リ

フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、
ト
リ
メ
チ
ル
ア

セ
チ
ル
ク
ロ
ラ
イ
ド
、
ト
リ
メ
チ
ル
ク
ロ
ロ
シ
ラ
ン
、
ナ

ト
リ
ウ
ム
＝
一―

ア
ミ
ノ―

四―

ブ
ロ
モ
ア
ン
ト
ラ
キ

ノ
ン―

二―

ス
ル
ホ
ナ
ー
ト
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
＝
四―

（
二
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ―

ｍ―

ト
ル
オ
イ
ル
）―

一
・
三

―

ジ
メ
チ
ル
ピ
ラ
ゾ
ー
ル―

五―

オ
ラ
ー
ト
、
ニ
ト
ロ

フ
ェ
ン
、
パ
ラ
コ
ー
ト
、
‘

五―

［
ビ
ス
（
二―

ア
セ
ト

キ
シ
エ
チ
ル
）
ア
ミ
ノ
］―

‘

二―

（
二―

ク
ロ
ロ―

四

―

ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
ア
ゾ
）
ア
セ
ト
ア
ニ
リ
ド
、
四―

［
ｐ―

ビ
ス
（
二―

ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
ア
ミ
ノ
フ
ェ
ニ

ル
］
酪
酸
、
Ｎ
・
Ｎ―

ビ
ス
（
二―

ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
カ

ル
バ
モ
イ
ル
＝
ク
ロ
リ
ド
、
ビ
ス
（
二―

ク
ロ
ロ
エ
チ
ル

ス
ル
フ
ィ
ド
）（
別
名
マ
ス
タ
ー
ド
ガ
ス
）
、
四
・
‘

四―

ビ
ス
（
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
）
ビ
フ
ェ
ニ
ル
、
ビ
ス
［
三
・
四
・

六―

ト
リ
ク
ロ
ロ―

二―

（
ペ
ン
チ
ル
オ
キ
シ
カ
ル
ボ

ニ
ル
）
フ
ェ
ニ
ル
］
＝
オ
キ
サ
ラ
ー
ト
、
ピ
バ
ル
酸
ヨ
ー

ド
メ
チ
ル
、
ブ
チ
ル
（
ト
リ
ク
ロ
ロ
）
ス
タ
ン
ナ
ン
、
二

―

ｔ
ｅ
ｒ
ｔ―

ブ
チ
ル―

五―

ク
ロ
ロ―

六―

ニ
ト
ロ

ベ
ン
ゾ
オ
キ
サ
ゾ
ー
ル
、
ｏ―

三―

ｔ
ｅ
ｒ
ｔ―

ブ
チ

ル
フ
ェ
ニ
ル―

ク
ロ
ロ
チ
オ
ホ
ル
メ
ー
ト
、
一―

フ
ル

オ
ロ―

四―

（
ト
リ
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
）
ベ
ン
ゼ
ン
、
プ
ロ

ピ
レ
ン
ク
ロ
ロ
ヒ
ド
リ
ン
、
九―

ブ
ロ
モ
ア
ン
ト
ラ
セ

ン
、
一―

（
二―

ブ
ロ
モ
エ
チ
ル
）―

四―

ニ
ト
ロ
ベ
ン

ゼ
ン
、
四―

ブ
ロ
モ―

三―

オ
キ
ソ
ブ
チ
ロ
ア
ニ
リ
ド
、

一―

ブ
ロ
モ―

二―

ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
二―

ブ
ロ
モ―

二―

（
二―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
酢
酸
、
ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ

酢
酸
、
ブ
ロ
モ
酢
酸
、
ブ
ロ
モ
酢
酸
エ
チ
ル
、
二―

（
四

―

ブ
ロ
モ
ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
ル
＝
三―

フ
ェ
ノ
キ
シ
ベ
ン
ジ
ル
＝
エ

ー
テ
ル
、
四―

ブ
ロ
モ
ナ
フ
タ
レ
ン―

一―

ア
ミ
ン
、
Ｎ

―

（
四―

ブ
ロ
モ―

一―

ナ
フ
チ
ル
）
ア
セ
ト
ア
ミ
ド
、

二―

ブ
ロ
モ―

二―

ニ
ト
ロ
プ
ロ
パ
ン―

一
・
三―

ジ

オ
ー
ル
、
Ｎ―

（
四―

ブ
ロ
モ
フ
ェ
ニ
ル
）
ベ
ン
ゼ
ン―

一
・
二―

ジ
ア
ミ
ン
、
Ｎ―

（
四―

ブ
ロ
モ
ブ
チ
ル
）
フ

タ
ル
イ
ミ
ド
、
一―

ブ
ロ
モ
プ
ロ
パ
ン
、
三―

ブ
ロ
モ
プ

ロ
ピ
オ
ン
酸
、
一―

ブ
ロ
モ―

四―

（
ブ
ロ
モ
メ
チ
ル
）

ナ
フ
タ
レ
ン
、
三―

ブ
ロ
モ
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
エ
チ
ル
、
四

―

ブ
ロ
モ
ベ
ン
ゼ
ン―

一
・
二―

ジ
ア
ミ
ン
、
一―

ブ
ロ

モ
ペ
ン
タ―

二―

イ
ン
、
二―

ブ
ロ
モ
メ
チ
ル―

一
・
三

―

ジ
フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
を
含
む
ア
セ
ト
ニ
ト
リ
ル
、

（
Ｅ
）―

三―

［
ｐ―

（
ブ
ロ
モ
メ
チ
ル
）
フ
ェ
ニ
ル
］

ア
ク
リ
ル
酸
、（
Ｅ
）―

三―

［
ｐ―

（
ブ
ロ
モ
メ
チ
ル
）

フ
ェ
ニ
ル
］
ア
ク
リ
ル
酸
エ
チ
ル
、
三―

ブ
ロ
モ―

二―
メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
、
一―

ブ
ロ
モ―

二―

メ
チ
ル

―
プ
ロ
ペ
ン
、
四―

ブ
ロ
モ―

二―

メ
ト
キ
シ
イ
ミ
ノ

―

三―
オ
キ
ソ
ブ
チ
ル
＝
ク
ロ
リ
ド
、
ベ
イ
シ
ッ
ク
グ

リ
ー
ン―
四
、
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
、
ヘ
キ

サ
ク
ロ
ロ
ブ
タ
ジ
エ
ン
、
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、
ヘ

キ
サ
ブ
ロ
モ
シ
ク
ロ
ド
デ
カ
ン
、
ヘ
プ
タ
ク
ロ
ル
、
ペ
ル

フ
ル
オ
ロ
オ
ク
タ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
、
ペ

ル
フ
ル
オ
ロ
オ
ク
タ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
ジ
デ
シ
ル
ジ
メ
チ

ル
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
、
ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
ポ
キ
シ―

一
・

一
・
二―

ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
ベ
ン
ジ
ル
（
ト
リ

メ
チ
ル
）
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
＝
ク
ロ
リ
ド
、
‘

四
・―

ベ
ン

ジ
ル
オ
キ
シ―

‘

三―

ニ
ト
ロ―

二―

ブ
ロ
モ
ア
セ
ト

フ
ェ
ノ
ン
、
一―

ベ
ン
ジ
ル―

二―

（
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
）

イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル
＝
塩
酸
塩
、
ベ
ン
ゾ
エ
ピ
ン
、
Ｎ―
［
β

―

（
ベ
ン
ゾ
ｂ
）
フ
ラ
ン―

二―

イ
ル
］
ア
ク
リ
ロ
イ
ル

―

Ｎ―

ト
リ
ク
ロ
ロ
ア
セ
ト
ヒ
ド
ラ
ジ
ド
、
ペ
ン
タ
ク

ロ
ロ
ナ
フ
タ
レ
ン
、
ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、
ペ
ン
タ

フ
ル
オ
ロ
ヨ
ー
ド
エ
タ
ン
、
マ
イ
レ
ッ
ク
ス
、
メ
タ
ン
ス

ル
ホ
ニ
ル
ク
ロ
リ
ド
、
二―

メ
チ
ル―

四―

ク
ロ
ロ
フ

ェ
ノ
キ
シ
酢
酸
、
メ
チ
ル
ト
リ
ク
ロ
ロ
シ
ラ
ン
、
二―

メ

チ
ル―

三―

ト
リ
フ
ロ
オ
ロ
メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン
、
メ
チ

ル
フ
ェ
ニ
ル
ジ
ク
ロ
ロ
シ
ラ
ン
、
メ
チ
ル
＝
‘

四―

（
ブ

ロ
モ
メ
チ
ル
）
ビ
フ
ェ
ニ
ル―

二―

カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー

ト
、
メ
チ
ル
＝
二―

［
四―

（
ブ
ロ
モ
メ
チ
ル
）
フ
ェ
ニ

ル
］
プ
ロ
パ
ノ
ア
ー
ト
、
メ
ト
ラ
ク
ロ
ー
ル
、
二―

メ
ル

カ
プ
ト
ベ
ン
ゾ
チ
ア
ゾ
ー
ル
、
モ
ノ
フ
ル
オ
ロ
酢
酸
ア

ミ
ド
、
よ
う
化
ア
セ
チ
ル
、
よ
う
化
ア
リ
ル
、
よ
う
化
メ

チ
ル
、
三―

ヨ
ー
ド
ア
ゼ
チ
ジ
ン―

一―

カ
ル
ボ
ン
酸

＝
ｔ
ｅ
ｒ
ｔ―

ブ
チ
ル
又
は
三―

ヨ
ー
ド
プ
ロ
ピ
オ
ン

酸
を
〇
・
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
物 

ロ 

Ｉ
Ｐ
Ｃ
、
エ
ク
ロ
メ
ゾ
ー
ル
、
エ
チ
ク
ロ
ゼ
ー
ト
、
エ

ピ
ブ
ロ
モ
ヒ
ド
リ
ン
、
Ｍ
Ｃ
Ｐ
、
塩
化
イ
ソ
ブ
チ
リ
ル
、

塩
化
ブ
チ
リ
ル
、
塩
化
プ
ロ
ピ
オ
ニ
ル
、
塩
化
ペ
ン
チ

ル
、
塩
酸
ク
ロ
ル
フ
ェ
ナ
ミ
ジ
ン
、
オ
キ
サ
ジ
ア
ゾ
ン
、

カ
ー
バ
ノ
レ
ー
ト
、
ク
ロ
ル
フ
ェ
ナ
ミ
ジ
ン
、
ク
ロ
ル
フ

ル
ア
ズ
ロ
ン
、
ク
ロ
ル
メ
コ
ー
ト
、
ク
ロ
ロ
ア
セ
ト
ニ
ト

リ
ル
、
ク
ロ
ロ
ア
セ
ト
フ
ェ
ノ
ン
、
ｐ―

ク
ロ
ロ―

ｏ―

ア
ニ
シ
ジ
ン
、
ク
ロ
ロ
ぎ
酸
ア
リ
ル
エ
ス
テ
ル
、
ク
ロ
ロ

ぎ
酸
イ
ソ
ブ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
、
ク
ロ
ロ
ぎ
酸
イ
ソ
プ
ロ

ピ
ル
エ
ス
テ
ル
、
ク
ロ
ロ
ぎ
酸
エ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
、
ク
ロ

ロ
ぎ
酸
二―

エ
チ
ル
ヘ
キ
シ
ル
エ
ス
テ
ル
、
ク
ロ
ロ
ぎ

酸
二―

エ
ト
キ
シ
エ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
、
ク
ロ
ロ
ぎ
酸
ク

ロ
ロ
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
、
ク
ロ
ロ
ぎ
酸
シ
ク
ロ
ブ
チ
ル

エ
ス
テ
ル
、
ク
ロ
ロ
ぎ
酸
フ
ェ
ニ
ル
エ
ス
テ
ル
、
ク
ロ
ロ

ぎ
酸
ブ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
、
ク
ロ
ロ
ぎ
酸―

ｓ
ｅ
ｃ―

ブ

チ
ル
エ
ス
テ
ル
、
ク
ロ
ロ
ぎ
酸―

ｔ
ｅ
ｒ
ｔ―

ブ
チ
ル

シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
エ
ス
テ
ル
、
ク
ロ
ロ
ぎ
酸―

二―

ブ

ト
キ
シ
エ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
、
ク
ロ
ロ
ぎ
酸
プ
ロ
ピ
ル
エ

ス
テ
ル
、
ク
ロ
ロ
ぎ
酸
ベ
ン
ジ
ル
エ
ス
テ
ル
、
ク
ロ
ロ
ぎ

酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
、
ク
ロ
ロ
酢
酸
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
、
ク

ロ
ロ
酢
酸
エ
チ
ル
、
ク
ロ
ロ
酢
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
ク
ロ
ロ

酢
酸
ビ
ニ
ル
、
ク
ロ
ロ
酢
酸
メ
チ
ル
、
一―

ク
ロ
ロ―

一
・
二―

ジ
ブ
ロ
モ
エ
タ
ン
、
二―

ク
ロ
ロ
ピ
リ
ジ
ン
、

（
Ｅ
）―

［
（
四
Ｒ
Ｓ
）―

四―

（
二―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ

ル
）―

一
・
三―

ジ
チ
オ
ラ
ン―

二―

イ
リ
デ
ン
］（
一

Ｈ―

イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル―

一―

イ
ル
）
ア
セ
ト
ニ
ト
リ
ル
、

ク
ロ
ロ
プ
タ
ン
、
三―

ク
ロ
ロ―

一―

プ
ロ
パ
ノ
ー
ル
、



 

三―

ク
ロ
ロ―

一
・
二―

プ
ロ
パ
ン
ジ
オ
ー
ル
、
二―

ク

ロ
ロ
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
、
二―

ク
ロ
ロ
プ

ロ
ピ
オ
ン
酸
エ
チ
ル
、
二―

ク
ロ
ロ
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
メ

チ
ル
、
一―

ク
ロ
ロ―

三―

ブ
ロ
モ
プ
ロ
パ
ン
、
ク
ロ
ロ

ベ
ン
ジ
レ
ー
ト
、
ｐ―

ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゾ
イ
ル
ク
ロ
ラ
イ

ド
、
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゾ
ト
リ
フ
ル
オ
ラ
イ
ド
、
ケ
ル
セ
ン
、

ジ
ア
リ
ル
ク
ロ
レ
ン
デ
ー
ト
、
Ｃ
Ｎ
Ｐ
、
ジ
ク
ロ
ル
ジ
ニ

ト
ロ
メ
タ
ン
、
ジ
ク
ロ
ル
ブ
チ
ン
、
一
・
三―

ジ
ク
ロ
ロ

ア
セ
ト
ン
、
二
・
五―
ジ
ク
ロ
ロ
ア
ニ
リ
ン
、
三
・
五―

ジ
ク
ロ
ロ
ア
ニ
リ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
ホ
ル
マ
ー
ル
、

ジ
ク
ワ
ッ
ト
、
ジ
ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
、
一
・
二―

ジ
ブ
ロ
モ―

三―

ブ
タ
ノ
ン
、
ｍ―
ジ
ブ
ロ
モ
ベ
ン
ゼ

ン
、
臭
化
ア
セ
ト
ン
、
臭
化
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
、
臭
化
エ
チ

ル
、
臭
化
キ
シ
リ
ル
、
臭
化
ジ
フ
ェ
ニ
ル
メ
チ
ル
、
臭
化

フ
ェ
ナ
シ
ル
、
臭
化
ブ
チ
ル
、
臭
化―

ｓ
ｅ
ｃ―
ブ
チ

ル
、
臭
化
ベ
ン
ジ
ル
、
チ
オ
ク
ロ
ル
メ
チ
ル
、
一
・
一
・

二
・
二―

テ
ト
ラ
ク
ロ
ル
ニ
ト
ロ
エ
タ
ン
、
二
・
三
・
五
・

六―

テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ―

四―

メ
チ
ル
ベ
ン
ジ
ル
＝

（
Ｚ
）―

（
一
Ｒ
Ｓ
・
三
Ｒ
Ｓ
）―

三
（
二―

ク
ロ
ロ―

三
・
三
・
三―

ト
リ
フ
ル
オ
ロ―

一―

プ
ロ
ペ
ニ
ル
）―

二
・
二―

ジ
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン
カ
ル
ボ
キ
シ
ラ

ー
ト
、
ト
リ
ク
ロ
ル
ニ
ト
ロ
エ
チ
レ
ン
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
酢

酸
メ
チ
ル
、
二
・
四
・
五―

ト
リ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
酢

酸
ブ
ト
キ
シ
エ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
、
二
・
四
・
五―

ト
リ
ク

ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
酢
酸
メ
ト
キ
シ
エ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
、

ト
リ
ニ
ト
ロ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、
ト
リ
ニ
ト
ロ
フ
ル
オ

レ
ノ
ン
、
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
酢
酸
、
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン

ス
ル
ホ
ン
酸
、
二―

ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン
、

三―

ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン
、
ト
リ
ホ
リ
ン
、

ニ
ト
ロ
ブ
ロ
モ
ベ
ン
ゼ
ン
、
バ
レ
リ
ル
ク
ロ
ラ
イ
ド
、
ハ

ロ
フ
ギ
ノ
ン
、
Ｂ
Ａ
Ｂ
、
フ
ェ
ニ
ソ
ブ
ロ
モ
レ
ー
ト
、
Ｎ

―

（
四―

ｔ―

ブ
チ
ル
ベ
ン
ジ
ル
）―

四―

ク
ロ
ロ―

三

―

エ
チ
ル―

一―

メ
チ
ル
ピ
ラ
ゾ
ー
ル―

五―

カ
ル
ボ

キ
サ
ミ
ド
、
フ
ル
オ
ロ
ア
ニ
リ
ン
、
フ
ル
オ
ロ
酢
酸
、
フ

ル
オ
ロ
ト
ル
エ
ン
、
フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、
フ
ル
ス
ル
フ

ァ
ミ
ド
、
ブ
ロ
モ
酢
酸
メ
チ
ル
、
三―

ブ
ロ
モ
プ
ロ
ピ

ン
、
ブ
ロ
モ
ベ
ン
ゼ
ン
、
二―

ブ
ロ
モ
ペ
ン
タ
ン
、
一―

ブ
ロ
モ―

三―

メ
チ
ル
ブ
タ
ン
、
ブ
ロ
モ
メ
チ
ル
プ
ロ

パ
ン
、
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
ア
セ
ト
ン
、
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
シ
ク

ロ
ペ
ン
タ
ジ
エ
ン
、
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ン
、
ヘ
キ
シ
チ

ア
ゾ
ク
ス
、
ペ
ル
メ
ト
リ
ン
、
ベ
ン
ゾ
ト
リ
フ
ル
オ
ラ
イ

ド
、
ベ
ン
ゾ
メ
ー
ト
、
ペ
ン
チ
ル
ト
リ
ク
ロ
ロ
シ
ラ
ン
、

メ
チ
ル
ア
リ
ル
ク
ロ
ラ
イ
ド
、
メ
チ
ル
ブ
ロ
モ
ア
セ
ト

ン
、
モ
ノ
フ
ル
オ
ロ
酢
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
モ
ノ
フ
ル
オ
ロ

酢
酸
パ
ラ
ブ
ロ
ム
ア
ニ
リ
ド
、
モ
ノ
フ
ル
オ
ロ
酢
酸
パ

ラ
ブ
ロ
ム
ベ
ン
ジ
ル
ア
ミ
ド
、
よ
う
化
ブ
チ
ル
、
よ
う
化

ベ
ン
ジ
ル
、
二―

ヨ
ー
ド
ブ
タ
ン
、
ヨ
ー
ド
プ
ロ
パ
ン
、

ヨ
ー
ド
メ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン
又
は
六
ふ
っ
化
ア
セ
ト
ン
を

一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
む
物 

ハ 

Ｐ
Ｃ
Ｂ
、
Ｐ
Ｃ
Ｔ
又
は
Ｐ
Ｂ
Ｂ
を
五
十
ｐ
ｐ
ｍ
以
上

含
む
物 

ニ 

イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
有
機
ハ
ロ
ゲ
ン
化
合
物
以

外
の
有
機
ハ
ロ
ゲ
ン
化
合
物
（
他
の
号
に
掲
げ
る
物
を

除
く
。）
を
含
む
物 

ホ 

別
表
第
一
の
一
の
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は

同
表
の
二
の
項
第
十
号
に
掲
げ
る
処
分
作
業
を
行
う
た

め
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
次

に
掲
げ
る
物 

⑴ 

固
形
状
で
あ
っ
て
、
土
壌
環
境
基
準
告
示
別
表
の

環
境
上
の
条
件
（
シ
マ
ジ
ン
、
チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ
又
は

Ｐ
Ｃ
Ｂ
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
に
適
合
し
な
い
物 

⑵ 

液
状
で
あ
っ
て
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
第

六
条
の
二
に
規
定
す
る
要
件
（
シ
マ
ジ
ン
、
チ
オ
ベ
ン

カ
ル
ブ
又
は
Ｐ
Ｃ
Ｂ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
該
当

す
る
物 

ヘ 

ホ
に
掲
げ
る
処
分
作
業
以
外
の
処
分
作
業
を
行
う
た

め
に
輸
出
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
物
で
あ
っ
て
次
に

掲
げ
る
物 

⑴ 

固
形
状
で
あ
っ
て
、
産
業
廃
棄
物
判
定
基
準
令
別

表
第
三
に
掲
げ
る
基
準
（
シ
マ
ジ
ン
、
チ
オ
ベ
ン
カ
ル

ブ
又
は
Ｐ
Ｃ
Ｂ
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
に
適
合
し
な

い
物 

⑵ 

液
状
で
あ
っ
て
、
排
水
基
準
令
別
表
第
一
に
掲
げ

る
基
準
（
シ
マ
ジ
ン
、
チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ
又
は
Ｐ
Ｃ
Ｂ

に
係
る
も
の
に
限
る
。）
に
適
合
し
な
い
物 

備
考 １ 

こ
の
表
に
お
け
る
濃
度
基
準
は
、
分
解
可
能
な
最
小
単
位
に
含
ま
れ

る
有
害
物
質
の
濃
度
基
準
と
す
る
。 

２ 

こ
の
表
に
掲
げ
る
物
に
は
、
第
一
号
ロ
、
第
三
号
ロ
、
第
四
号
ロ
若

し
く
は
ハ
、
第
五
号
ロ
若
し
く
は
ハ
、
第
十
四
号
ロ
若
し
く
は
ハ
、
第

十
五
号
ロ
若
し
く
は
ハ
、
第
十
八
号
ロ
若
し
く
は
ハ
、
第
十
九
号
ロ
若

し
く
は
ハ
、
第
二
十
号
ロ
若
し
く
は
ハ
、
第
二
十
一
号
ロ
若
し
く
は
ハ
、

第
二
十
二
号
ロ
若
し
く
は
ハ
、
第
二
十
三
号
ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
第
二

十
五
号
ロ
若
し
く
は
ニ
に
掲
げ
る
物
で
あ
っ
て
、
別
表
第
七
の
中
欄
に

掲
げ
る
い
ず
れ
の
試
験
に
お
い
て
も
当
該
試
験
の
区
分
に
応
じ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
性
状
を
示
す
こ
と
の
な
い
も
の
を
含
ま
な
い
も
の
と
す

る
。 

 

別
表
第
七 

 

 

試 
 
 

験 

性 
 
 
 
 

状 

一 

付
表
一
に
掲
げ
る
二
・
四

―

ジ
ニ
ト
ロ
ト
ル
エ
ン

及
び
過
酸
化
ベ
ン
ゾ
イ

ル
を
標
準
物
質
と
す
る

熱
分
析
試
験 

発
熱
開
始
温
度
か
ら
二
十
五
度
を
減
じ

た
温
度
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
補
正

温
度
」
と
い
う
。）
の
値
の
常
用
対
数
を

横
軸
と
し
、
発
熱
量
の
値
の
常
用
対
数
を

縦
軸
と
す
る
平
面
直
交
座
標
系
に
試
験

結
果
を
表
示
し
た
場
合
に
お
い
て
、
試
験

物
品
の
発
熱
量
の
値
の
常
用
対
数
を
当

該
試
験
物
品
の
補
正
温
度
の
値
の
常
用

対
数
に
対
し
て
表
示
し
た
点
が
、
標
準
物

質
の
二
・
四―

ジ
ニ
ト
ロ
ト
ル
エ
ン
の
発

熱
量
の
値
に
〇
・
七
を
乗
じ
て
得
た
値
の

常
用
対
数
及
び
標
準
物
質
の
過
酸
化
ベ

ン
ゾ
イ
ル
の
発
熱
量
の
値
に
〇
・
八
を
乗

じ
て
得
た
値
の
常
用
対
数
を
そ
れ
ぞ
れ

の
標
準
物
質
に
係
る
補
正
温
度
の
値
の

常
用
対
数
に
対
し
て
表
示
し
た
点
を
結

ぶ
直
線
上
又
は
こ
れ
よ
り
上
に
あ
る
こ

と
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
試
験
物
品
の

補
正
温
度
が
一
度
未
満
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
補
正
温
度
を
一
度
と
み
な
す
。） 



 

二 

付
表
二
の
第
一
に
掲
げ

る
タ
グ
密
閉
式
引
火
点

測
定
器
に
よ
り
引
火
点

を
測
定
す
る
試
験
（
タ
グ

密
閉
式
引
火
点
測
定
器

に
よ
り
引
火
点
を
測
定

す
る
試
験
に
お
い
て
引

火
点
が
零
度
以
上
八
十

度
以
下
の
温
度
で
測
定

さ
れ
、
か
つ
、
当
該
引
火

点
に
お
け
る
試
験
物
品

の
動
粘
度
が
十
セ
ン
チ

ス
ト
ー
ク
ス
以
上
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
付

表
二
の
第
二
に
掲
げ
る

セ
タ
密
閉
式
引
火
点
測

定
器
に
よ
り
引
火
点
を

測
定
す
る
試
験
） 

引
火
点
が
一
気
圧
に
お
い
て
温
度
六
十
・

五
度
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

三 

付
表
三
の
第
一
に
掲
げ

る
小
ガ
ス
炎
着
火
試
験

及
び
付
表
三
の
第
二
に

掲
げ
る
セ
タ
密
閉
式
引

火
点
測
定
器
に
よ
り
引

火
点
を
測
定
す
る
試
験 

小
ガ
ス
炎
着
火
試
験
に
あ
っ
て
は
試
験

物
品
に
火
炎
を
接
触
さ
せ
て
か
ら
着
火

す
る
ま
で
の
時
間
が
十
秒
以
内
で
あ
り
、

か
つ
、
燃
焼
が
継
続
す
る
こ
と
又
は
セ
タ

密
閉
式
引
火
点
測
定
器
に
よ
り
引
火
点

を
測
定
す
る
試
験
に
あ
っ
て
は
引
火
点

が
一
気
圧
に
お
い
て
温
度
四
十
度
未
満

で
あ
る
こ
と
。 

四 

付
表
四
に
掲
げ
る
自
然

発
火
性
試
験 

試
験
物
品
が
発
火
す
る
こ
と
又
は
ろ
紙

を
焦
が
す
こ
と
。 

五 

付
表
五
に
掲
げ
る
水
と

の
反
応
性
試
験 

水
と
の
反
応
に
よ
り
発
生
す
る
ガ
ス
が

発
火
し
、
若
し
く
は
着
火
す
る
こ
と
又
は

発
生
す
る
ガ
ス
の
量
が
試
験
物
品
一
キ

ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
一
時
間
当
た
り
一
リ

ッ
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
発
生
す
る

ガ
ス
が
可
燃
性
の
成
分
を
含
有
す
る
こ

と
。 

六 

付
表
六
の
第
一
に
掲
げ

る
過
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ

ム
を
標
準
物
質
と
す
る

燃
焼
試
験
（
試
験
物
品
が

固
形
状
の
物
で
あ
る
場

合
に
限
る
。） 

試
験
物
品
を
用
い
た
燃
焼
試
験
の
燃
焼

時
間
が
標
準
物
質
を
用
い
た
燃
焼
試
験

の
燃
焼
時
間
と
等
し
い
か
又
は
こ
れ
よ

り
短
い
こ
と
。 

付
表
六
の
第
二
に
掲
げ

る
硝
酸
の
九
十
パ
ー
セ

ン
ト
水
溶
液
を
標
準
物

質
と
す
る
燃
焼
試
験
（
試

験
物
品
が
液
状
の
物
で

あ
る
場
合
に
限
る
。） 

試
験
物
品
を
用
い
た
燃
焼
試
験
の
燃
焼

時
間
が
標
準
物
質
を
用
い
た
燃
焼
試
験

の
燃
焼
時
間
と
等
し
い
か
又
は
こ
れ
よ

り
短
い
こ
と
。 

七 

付
表
七
の
第
一
に
掲
げ

る
経
口
毒
性
試
験 

イ 

試
験
物
品
が
固
形
状
の
物
で
あ
る

場
合
に
は
半
数
致
死
量
が
二
百
ミ
リ

グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

試
験
物
品
が
液
状
の
物
で
あ
る
場

合
に
は
半
数
致
死
量
が
五
百
ミ
リ
グ

ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

付
表
七
の
第
二
に
掲
げ

る
経
皮
毒
性
試
験 

半
数
致
死
量
が
千
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で

あ
る
こ
と
。 

付
表
七
の
第
三
に
掲
げ

る
吸
入
毒
性
試
験
（
試
験

物
品
が
粉
粒
状
又
は
煙

霧
状
の
物
で
あ
る
場
合

に
限
る
。） 

半
数
致
死
量
が
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で

あ
る
こ
と
。 

八 

付
表
八
に
掲
げ
る
金
属

腐
食
性
試
験 

試
験
片
の
侵
食
度
が
六
・
二
五
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
毎
年
を
超
え
る
こ
と
。 

備
考 １ 

危
険
物
の
運
搬
に
関
す
る
国
連
勧
告
（
千
九
百
八
十
八
年
に
ニ
ュ

ー
・
ヨ
ー
ク
の
国
際
連
合
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
文
書
Ｓ
Ｔ―

Ｓ
Ｇ―

Ａ
Ｃ
・
一
〇―

一 

改
定
第
七
版
。
以
下
「
国
連
勧
告
」
と
い
う
。）

に
規
定
す
る
基
準
に
よ
り
ク
ラ
ス
１
（
火
薬
類
）
及
び
ク
ラ
ス
５
・
２

（
有
機
過
酸
化
物
）
に
該
当
し
な
い
と
判
定
さ
れ
る
試
験
物
品
は
、
一

の
項
中
欄
に
掲
げ
る
試
験
に
お
い
て
同
項
下
欄
に
掲
げ
る
性
状
を
有

し
な
い
も
の
と
み
な
す
。 

２ 

国
連
勧
告
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
り
ク
ラ
ス
３
（
引
火
性
液
体
類
）

に
該
当
し
な
い
と
判
定
さ
れ
る
試
験
物
品
は
、
二
の
項
中
欄
に
掲
げ
る

試
験
に
お
い
て
同
項
下
欄
に
掲
げ
る
性
状
を
有
し
な
い
も
の
と
み
な

す
。 

３ 

国
連
勧
告
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
り
ク
ラ
ス
４
・
１
（
可
燃
性
固
体
）

に
該
当
し
な
い
と
判
定
さ
れ
る
試
験
物
品
は
、
三
の
項
中
欄
に
掲
げ
る

試
験
に
お
い
て
同
項
下
欄
に
掲
げ
る
性
状
を
有
し
な
い
も
の
と
み
な

す
。 

４ 

国
連
勧
告
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
り
ク
ラ
ス
４
・
２
（
自
然
発
火
性

物
質
）
に
該
当
し
な
い
と
判
定
さ
れ
る
試
験
物
品
は
、
四
の
項
中
欄
に

掲
げ
る
試
験
に
お
い
て
同
項
下
欄
に
掲
げ
る
性
状
を
有
し
な
い
も
の

と
み
な
す
。 

５ 

国
連
勧
告
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
り
ク
ラ
ス
４
・
３
（
そ
の
他
の
可

燃
性
物
質
）
に
該
当
し
な
い
と
判
定
さ
れ
る
試
験
物
品
は
、
五
の
項
中

欄
に
掲
げ
る
試
験
に
お
い
て
同
項
下
欄
に
掲
げ
る
性
状
を
有
し
な
い

も
の
と
み
な
す
。 

６ 

国
連
勧
告
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
り
ク
ラ
ス
５
・
１
（
酸
化
性
物
質

類
）
に
該
当
し
な
い
と
判
定
さ
れ
る
固
形
状
の
試
験
物
品
は
、
六
の
項

中
欄
に
掲
げ
る
試
験
（
付
表
六
の
第
一
に
掲
げ
る
過
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ

ム
を
標
準
物
質
と
す
る
燃
焼
試
験
に
限
る
。）
に
お
い
て
同
項
下
欄
に

掲
げ
る
性
状
を
有
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。 

７ 

付
表
七
の
第
四
に
掲
げ
る
規
定
量
投
与
試
験
に
お
い
て
被
験
動
物

に
死
亡
例
が
認
め
ら
れ
な
い
試
験
物
品
は
、
七
の
項
中
欄
の
試
験
に
お

い
て
同
項
下
欄
に
掲
げ
る
性
状
を
有
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。 

８ 

経
済
協
力
開
発
機
構
の
化
学
品
テ
ス
ト
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
規
定
す

る
急
性
毒
性
試
験
は
、
七
の
項
中
欄
に
掲
げ
る
試
験
に
代
替
し
う
る
も

の
と
み
な
す
。 

９ 

国
連
勧
告
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
り
ク
ラ
ス
８
（
腐
食
性
物
質
類
）

に
該
当
し
な
い
と
判
定
さ
れ
る
試
験
物
品
は
、
八
の
項
中
欄
に
掲
げ
る

試
験
に
お
い
て
同
項
下
欄
に
掲
げ
る
性
状
を
有
し
な
い
も
の
と
み
な

す
。 

 

付
表
一  

 

二
・
四―

ジ
ニ
ト
ロ
ト
ル
エ
ン
及
び
過
酸
化
ベ
ン
ゾ
イ
ル
を
標
準
物
質

と
す
る
熱
分
析
試
験
は
、
一
に
規
定
す
る
装
置
を
用
い
、
二
に
規
定
す

る
試
験
の
実
施
手
順
に
よ
り
標
準
物
質
及
び
試
験
物
品
を
加
熱
し
た

場
合
に
お
け
る
発
熱
開
始
温
度
及
び
発
熱
量
を
測
定
す
る
も
の
と
す

る
。  

一 

装
置 



 

装
置
は
、
基
準
物
質
と
し
て
酸
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
（α

）
を
用
い
た
示
差
走

査
熱
量
測
定
装
置
又
は
示
差
熱
分
析
装
置
と
す
る
。 

二 
試
験
の
実
施
手
順 

イ 

二
・
四―

ジ
ニ
ト
ロ
ト
ル
エ
ン
に
係
る
実
施
手
順 

（
１
） 

二
・
四―
ジ
ニ
ト
ロ
ト
ル
エ
ン
及
び
基
準
物
質
そ
れ
ぞ
れ
一
ミ
リ

グ
ラ
ム
を
そ
れ
ぞ
れ
破
裂
圧
力
が
四
・
九
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
ス

テ
ン
レ
ス
鋼
製
の
耐
圧
性
の
セ
ル
に
密
封
し
た
も
の
を
装
置
に
装
て

ん
し
、
二
・
四―

ジ
ニ
ト
ロ
ト
ル
エ
ン
及
び
基
準
物
質
の
温
度
が
六
十

秒
間
に
十
度
の
割
合
で
上
昇
す
る
よ
う
に
加
熱
す
る
。 

（
２
） 

発
熱
開
始
温
度
及
び
発
熱
量
を
測
定
す
る
。 

ロ 

過
酸
化
ベ
ン
ゾ
イ
ル
に
係
る
実
施
手
順 

イ
（
１
）
及
び
（
２
）
と
同
様
の
手
順
に
よ
り
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
過
酸

化
ベ
ン
ゾ
イ
ル
及
び
基
準
物
質
の
量
は
そ
れ
ぞ
れ
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
と

す
る
。 

ハ 

試
験
物
品
に
係
る
実
施
手
順 

イ
（
１
）
及
び
（
２
）
と
同
様
の
手
順
に
よ
り
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
試
験

物
品
及
び
基
準
物
質
の
量
は
そ
れ
ぞ
れ
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
と
す
る
。 

 

付
表
二  

第
一 

タ
グ
密
閉
式
引
火
点
測
定
器
に
よ
る
引
火
点
測
定
試
験  

 

タ
グ
密
閉
式
引
火
点
測
定
器
に
よ
る
引
火
点
測
定
試
験
は
、
一
に
規
定

す
る
装
置
を
用
い
、
二
に
規
定
す
る
試
験
場
所
で
、
三
に
規
定
す
る
試

験
の
実
施
手
順
に
よ
り
試
験
物
品
の
引
火
点
を
測
定
す
る
も
の
と
す

る
。  

一 

装
置 

装
置
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
二
六
五
（
一
九
九
六
）「
原
油
及
び
石
油
製
品

引
火
点
試
験
方
法
」
四
・
二
・
二
に
規
定
す
る
タ
グ
密
閉
式
引
火
点
試

験
器
と
す
る
。 

二 

試
験
場
所 

試
験
場
所
は
、
気
圧
一
気
圧
の
無
風
の
場
所
と
す
る
。 

三 

試
験
の
実
施
手
順 

イ 

試
験
物
品
五
十
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
試
料
カ
ッ
プ
に
入
れ
、
ふ

た
を
す
る
。 

ロ 

試
験
炎
を
点
火
し
、
火
炎
の
大
き
さ
を
直
径
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
な

る
よ
う
に
調
整
す
る
。 

ハ 

試
験
物
品
の
温
度
が
六
十
秒
間
に
一
度
の
割
合
で
上
昇
す
る
よ
う
に

液
浴
の
加
熱
を
調
節
し
、
試
験
物
品
の
温
度
が
設
定
温
度
（
試
験
物
品

が
引
火
す
る
か
否
か
を
確
認
す
る
温
度
。
以
下
同
じ
。）
の
五
度
下
の

温
度
に
達
し
た
な
ら
ば
、
開
閉
器
を
作
動
し
て
試
験
炎
を
試
料
カ
ッ

プ
に
の
ぞ
か
せ
元
に
戻
す
こ
と
を
一
秒
間
で
行
う
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
試
験
炎
を
急
激
に
上
下
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

ニ 

ハ
で
引
火
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
試
験
物
品
の
温
度
が
〇
・
五
度
上

昇
す
る
ご
と
に
開
閉
器
を
作
動
し
て
試
験
炎
を
試
料
カ
ッ
プ
に
の
ぞ

か
せ
元
に
戻
す
こ
と
を
一
秒
間
で
行
う
操
作
を
引
火
す
る
ま
で
繰
り

返
す
。 

ホ 

ニ
で
引
火
し
た
温
度
が
六
十
度
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
設
定
温
度
と
の

差
が
二
度
を
超
え
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
を
引
火
点
と
す
る
。 

ヘ 

ハ
で
引
火
し
た
場
合
及
び
ニ
で
引
火
し
た
温
度
と
設
定
温
度
と
の
差

が
二
度
を
超
え
た
場
合
に
は
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
と
同
様
の
手
順
に
よ

り
繰
り
返
し
、
実
施
す
る
。 

ト 

ニ
及
び
ヘ
で
引
火
し
た
温
度
が
六
十
度
未
満
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て

は
、
チ
か
ら
ヲ
ま
で
の
手
順
に
よ
り
実
施
す
る
。 

チ 

イ
及
び
ロ
と
同
様
の
手
順
に
よ
り
実
施
す
る
。 

リ 

試
験
物
品
の
温
度
が
六
十
秒
間
に
三
度
の
割
合
で
上
昇
す
る
よ
う
に

液
浴
の
加
熱
を
調
節
し
、
試
験
物
品
の
温
度
が
設
定
温
度
の
五
度
下

の
温
度
に
達
し
た
な
ら
ば
、
開
閉
器
を
作
動
し
て
試
験
炎
を
試
料
カ

ッ
プ
に
の
ぞ
か
せ
元
に
戻
す
こ
と
を
一
秒
間
で
行
う
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
試
験
炎
を
急
激
に
上
下
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

ヌ 

リ
で
引
火
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
試
験
物
品
の
温
度
が
一
度
上
昇

す
る
ご
と
に
開
閉
器
を
作
動
し
て
試
験
炎
を
試
料
カ
ッ
プ
に
の
ぞ
か

せ
元
に
戻
す
こ
と
を
一
秒
間
で
行
う
操
作
を
引
火
す
る
ま
で
繰
り
返

す
。 

ル 

ヌ
で
引
火
し
た
温
度
と
設
定
温
度
と
の
差
が
二
度
を
超
え
な
い
場
合

に
は
、
ヌ
で
引
火
し
た
温
度
を
引
火
点
と
す
る
。 

ヲ 

リ
で
引
火
し
た
場
合
及
び
ヌ
で
引
火
し
た
温
度
と
設
定
温
度
と
の
差

が
二
度
を
超
え
た
場
合
に
は
、
チ
、
リ
及
び
ヌ
と
同
様
の
手
順
に
よ
り

繰
り
返
し
、
実
施
す
る
。 

第
二 

セ
タ
密
閉
式
引
火
点
測
定
器
に
よ
る
引
火
点
測
定
試
験  

 

セ
タ
密
閉
式
引
火
点
測
定
器
に
よ
る
引
火
点
測
定
試
験
は
、
一
に
規
定

す
る
装
置
を
用
い
、
二
に
規
定
す
る
試
験
場
所
に
お
い
て
、
三
に
規
定

す
る
試
験
の
実
施
手
順
に
よ
り
試
験
物
品
の
引
火
点
を
測
定
す
る
も

の
と
す
る
。  

一 

装
置 

装
置
は
、
セ
タ
密
閉
式
引
火
点
試
験
器
と
す
る
。 

二 

試
験
場
所 

試
験
場
所
は
、
気
圧
一
気
圧
の
無
風
の
場
所
と
す
る
。 

三 

試
験
の
実
施
手
順 

イ 

図
に
示
す
試
料
カ
ッ
プ
を
設
定
温
度
ま
で
加
熱
又
は
冷
却
し
、
試
験

物
品
（
設
定
温
度
が
常
温
よ
り
低
い
温
度
の
場
合
に
は
、
設
定
温
度
ま

で
冷
却
し
た
も
の
）
二
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
を
試
料
カ
ッ
プ
に
入
れ
、
直
ち

に
ふ
た
及
び
開
閉
器
を
閉
じ
る
。 

 

 

 

ロ 

試
料
カ
ッ
プ
の
温
度
を
一
分
間
設
定
温
度
に
保
持
す
る
。 

ハ 

試
験
炎
を
点
火
し
、
直
径
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
な
る
よ
う
に
調
整
す

る
。 

ニ 

一
分
経
過
後
、
開
閉
器
を
作
動
し
て
試
験
炎
を
試
料
カ
ッ
プ
に
の
ぞ

か
せ
元
に
戻
す
こ
と
を
二
・
五
秒
間
で
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

試
験
炎
を
急
激
に
上
下
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 



 

ホ 

ニ
で
引
火
し
た
場
合
に
は
引
火
し
な
く
な
る
ま
で
設
定
温
度
を
下

げ
、
引
火
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
引
火
す
る
ま
で
設
定
温
度
を
上
げ
、

イ
か
ら
ニ
ま
で
の
操
作
を
繰
り
返
し
、
引
火
点
を
測
定
す
る
。 

付
表
三  

第
一 

小
ガ
ス
炎
着
火
試
験  

 

小
ガ
ス
炎
着
火
試
験
は
、
一
に
規
定
す
る
試
験
場
所
に
お
い
て
、
二
に
規

定
す
る
試
験
の
実
施
手
順
で
、
試
験
物
品
に
火
炎
を
接
触
さ
せ
て
か

ら
着
火
す
る
ま
で
の
時
間
を
測
定
し
、
燃
焼
の
状
況
を
観
察
す
る
も

の
と
す
る
。  

一 

試
験
場
所 

試
験
場
所
は
、
温
度
二
十
度
、
湿
度
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
気
圧
一
気
圧
の
無

風
の
場
所
と
す
る
。 

二 

試
験
の
実
施
手
順 

イ 

厚
さ
が
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
無
機
質
の
断
熱
板
の
上
に
試
験
物

品
（
乾
燥
用
シ
リ
カ
ゲ
ル
を
入
れ
た
デ
シ
ケ
ー
タ
中
に
温
度
二
十
度

で
二
十
四
時
間
以
上
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
）
三
立
方
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
を
置
く
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
試
験
物
品
が
粉
状
又
は
粒
状
の

も
の
に
あ
っ
て
は
、
無
機
質
の
断
熱
板
の
上
に
半
球
状
に
置
く
も
の

と
す
る
。 

ロ 

液
化
石
油
ガ
ス
の
火
炎
（
先
端
が
棒
状
の
着
火
器
具
の
拡
散
炎
と
し
、

火
炎
の
長
さ
が
当
該
着
火
器
具
の
口
を
上
に
向
け
た
状
態
で
七
十
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
と
な
る
よ
う
に
調
節
し
た
も
の
）
を
試
験
物
品
に
十
秒

間
接
触
（
火
炎
と
試
験
物
品
の
接
触
面
積
は
二
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
と
し
、
接
触
角
度
は
三
十
度
と
す
る
。）
さ
せ
る
。 

ハ 

火
炎
を
試
験
物
品
に
接
触
さ
せ
て
か
ら
試
験
物
品
が
着
火
す
る
ま
で

の
時
間
を
測
定
し
、
試
験
物
品
が
燃
焼
（
炎
を
上
げ
ず
に
燃
焼
す
る
状

態
を
含
む
。）
を
継
続
す
る
か
否
か
を
観
察
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
火
炎
を
試
験
物
品
に
接
触
さ
せ
て
い
る
間
に
試
験
物
品
の
全
て

が
燃
焼
し
た
場
合
、
火
炎
を
離
し
た
後
十
秒
経
過
す
る
ま
で
の
間
に

試
験
物
品
の
全
て
が
燃
焼
し
た
場
合
又
は
火
炎
を
離
し
た
後
十
秒
以

上
継
続
し
て
試
験
物
品
が
燃
焼
し
た
場
合
に
は
、
燃
焼
を
継
続
し
た

も
の
と
す
る
。 

第
二 

セ
タ
密
閉
式
引
火
点
測
定
器
に
よ
る
引
火
点
測
定
試
験  

 

セ
タ
密
閉
式
引
火
点
測
定
器
に
よ
る
引
火
点
測
定
試
験
は
、
一
に
規
定

す
る
装
置
を
用
い
、
二
に
規
定
す
る
試
験
場
所
に
お
い
て
、
三
に
規
定

す
る
試
験
の
実
施
手
順
に
よ
り
試
験
物
品
の
引
火
点
を
測
定
す
る
も

の
と
す
る
。  

一 

装
置 

装
置
は
、
セ
タ
密
閉
式
引
火
点
測
定
器
と
す
る
。 

二 

試
験
場
所 

試
験
場
所
は
、
気
圧
一
気
圧
の
無
風
の
場
所
と
す
る
。 

三 

試
験
の
実
施
手
順 

イ 

付
表
二
の
第
二
の
図
に
示
す
試
料
カ
ッ
プ
を
設
定
温
度
ま
で
加
熱
又

は
冷
却
し
、
試
験
物
品
（
設
定
温
度
が
常
温
よ
り
低
い
温
度
の
場
合
に

は
、
設
定
温
度
ま
で
冷
却
し
た
も
の
）
二
グ
ラ
ム
を
試
料
カ
ッ
プ
に
入

れ
、
直
ち
に
ふ
た
及
び
開
閉
器
を
閉
じ
る
。 

ロ 

試
料
カ
ッ
プ
の
温
度
を
五
分
間
設
定
温
度
に
保
持
す
る
。 

ハ 

試
験
炎
を
点
火
し
、
直
径
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
な
る
よ
う
に
調
整
す

る
。 

ニ 

五
分
経
過
後
、
開
閉
器
を
作
動
し
て
試
験
炎
を
試
料
カ
ッ
プ
に
の
ぞ

か
せ
元
に
戻
す
こ
と
を
二
・
五
秒
間
で
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

試
験
炎
を
急
激
に
上
下
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

ホ 

ニ
で
引
火
し
た
場
合
に
は
引
火
し
な
く
な
る
ま
で
設
定
温
度
を
下

げ
、
引
火
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
引
火
す
る
ま
で
設
定
温
度
を
上
げ
、

イ
か
ら
ニ
ま
で
の
操
作
を
繰
り
返
し
、
引
火
点
を
測
定
す
る
。 

 

付
表
四  

 

自
然
発
火
性
試
験
は
、
一
に
規
定
す
る
試
験
場
所
に
お
い
て
、
二
に
規
定

す
る
試
験
の
実
施
手
順
で
試
験
物
品
が
空
気
と
接
触
し
て
発
火
す
る

か
否
か
又
は
ろ
紙
を
焦
が
す
か
否
か
を
観
察
す
る
も
の
と
す
る
。  

一 

試
験
場
所 

試
験
場
所
は
、
温
度
二
十
度
、
湿
度
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
気
圧
一
気
圧
の
無

風
の
場
所
と
す
る
。 

二 

試
験
の
実
施
手
順 

イ 

固
形
状
の
試
験
物
品
に
係
る
実
施
手
順 

（
１
） 

試
験
物
品
二
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
無
機
質
の
断
熱
板
（
温
度

零
度
に
お
け
る
熱
伝
導
率
が
〇
・
一
ワ
ッ
ト
毎
メ
ー
ト
ル
毎
度
以
下

の
も
の
。）
上
に
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
、
落
下
中
又
は

落
下
後
五
分
以
内
に
自
然
発
火
す
る
か
否
か
を
観
察
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
目
開
き
が
〇
・
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
網
ふ
る
い
を
通
過

し
な
い
試
験
物
品
に
つ
い
て
は
、
粉
砕
し
て
当
該
ふ
る
い
を
通
過
す

る
も
の
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。 

（
２
） 

（
１
）
に
お
い
て
自
然
発
火
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
新
た
な

試
験
物
品
を
用
い
て
（
１
）
の
操
作
を
計
六
回
繰
り
返
す
。 

ロ 

液
体
の
試
験
物
品
に
係
る
実
施
手
順 

（
１
） 

直
径
七
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
磁
器
（
日
本
産
業
規
格
Ｒ
一
三
〇
五

（
一
九
八
〇
）「
化
学
分
析
用
磁
器
カ
ッ
セ
ロ
ー
ル
」
に
規
定
す
る
カ

ッ
プ
と
す
る
。）
に
珪
け
い
藻
又
は
シ
リ
カ
ゲ
ル
を
高
さ
五
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
ま
で
充
て
ん
す
る
。 

（
２
） 

試
験
物
品
五
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
直
径
七
十
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
の
磁
器
の
底
の
上
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
全
量
を
三
十

秒
間
均
一
な
速
度
で
注
射
器
を
用
い
て
滴
下
し
、
最
初
の
滴
下
か
ら

五
分
以
内
に
自
然
発
火
す
る
か
否
か
を
観
察
す
る
。 

（
３
） 

（
２
）
に
お
い
て
自
然
発
火
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
新
た
な

試
験
物
品
を
用
い
て
（
２
）
の
操
作
を
計
六
回
繰
り
返
す
。
六
回
と
も

自
然
発
火
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
引
き
続
き
（
４
）
以
下
の
試
験

を
行
う
。 

（
４
） 

試
験
物
品
〇
・
五
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
、
直
径
七
十
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
の
磁
器
の
上
に
直
径
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
ろ
紙
（
日
本
産

業
規
格
Ｐ
三
八
〇
一
（
一
九
七
八
）「
ろ
紙
（
化
学
分
析
用
）」
に
規
定

す
る
定
量
分
析
用
の
ろ
紙
で
、
乾
燥
用
シ
リ
カ
ゲ
ル
を
入
れ
た
デ
シ

ケ
ー
タ
中
に
温
度
二
十
度
で
二
十
四
時
間
以
上
保
存
さ
れ
て
い
る
も

の
。）
を
置
き
、
ろ
紙
の
上
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
全
量
を

三
十
秒
間
均
一
な
速
度
で
注
射
器
を
用
い
て
滴
下
し
、
五
分
以
内
に

自
然
発
火
す
る
か
否
か
、
又
は
ろ
紙
を
焦
が
す
か
否
か
を
観
察
す
る
。 

 

付
表
五  

 

水
と
の
反
応
性
試
験
は
、
一
に
規
定
す
る
試
験
場
所
に
お
い
て
、
二
に
規

定
す
る
試
験
の
実
施
手
順
で
、
試
験
物
品
が
純
水
と
反
応
し
て
発
生

ず
る
ガ
ス
が
発
火
す
る
か
否
か
、
若
し
く
は
発
生
す
る
ガ
ス
に
火
炎

を
近
づ
け
た
場
合
に
着
火
す
る
か
否
か
を
観
察
し
、
又
は
試
験
物
品

に
純
水
を
加
え
、
発
生
す
る
ガ
ス
の
量
を
測
定
す
る
と
と
も
に
発
生

す
る
ガ
ス
の
成
分
を
分
析
す
る
も
の
と
す
る
。  

一 

試
験
場
所 

試
験
場
所
は
、
温
度
二
十
度
、
湿
度
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
気
圧
一
気
圧
の
無



 

風
の
場
所
と
す
る
。 

二 
試
験
の
実
施
手
順 

イ 
温
度
二
十
度
の
純
水
を
蒸
発
皿
又
は
ビ
ー
カ
ー
に
入
れ
、
直
径
二
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
の
量
の
試
験
物
品
（
液
状
の
試
験
物
品
に
あ
っ
て
は
、
五

立
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
純
水
中
に
投
入
し
、
ガ
ス
の
発
生
の
有
無
及

び
発
生
す
る
ガ
ス
が
自
然
発
火
す
る
か
否
か
を
観
察
す
る
。
発
生
す

る
ガ
ス
が
自
然
発
火
し
た
場
合
に
は
、
ロ
か
ら
ト
ま
で
の
操
作
を
省

略
す
る
。 

ロ 

円
筒
（
内
径
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も

の
）
を
用
い
て
、
直
径
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
蒸
発
皿
の
中
に
試
験
物

品
の
円
柱
型
の
た
い
積
物
を
作
り
、
た
い
積
物
の
上
面
に
く
ぼ
み
を

つ
け
、
温
度
二
十
度
の
純
水
数
滴
を
滴
下
し
、
ガ
ス
の
発
生
の
有
無
及

び
発
生
す
る
ガ
ス
が
自
然
発
火
す
る
か
否
か
を
観
察
す
る
。
発
生
す

る
ガ
ス
が
自
然
発
火
し
た
場
合
に
は
、
ハ
か
ら
ト
ま
で
の
操
作
を
省

略
す
る
。 

ハ 

容
量
五
百
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
ビ
ー
カ
ー
の
底
に
ろ
紙
が
沈
下

し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
台
を
置
き
、
当
該
台
の
上
に
直
径
七
十

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
ろ
紙
を
載
せ
、
ろ
紙
が
水
面
に
浮
い
た
状
態
に
な

る
よ
う
に
温
度
二
十
度
の
純
水
を
入
れ
た
後
、
試
験
物
品
五
十
立
方

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
ろ
紙
の
中
央
に
置
き
（
液
状
の
試
験
物
品
に
あ
っ

て
は
、
ろ
紙
の
中
央
に
注
ぎ
）、
発
生
す
る
ガ
ス
が
自
然
発
火
す
る
か

否
か
を
観
察
す
る
。 

ニ 

ハ
で
発
生
す
る
ガ
ス
が
自
然
発
火
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
ガ
ス
に

火
炎
を
近
づ
け
て
着
火
す
る
か
否
か
を
観
察
す
る
。 

ホ 

ハ
で
発
生
す
る
ガ
ス
が
自
然
発
火
し
な
い
場
合
若
し
く
は
ガ
ス
の
発

生
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
又
は
ニ
で
発
生
す
る
ガ
ス
が
着
火
し
な
い

場
合
に
は
、
試
験
物
品
二
グ
ラ
ム
を
容
量
百
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

の
丸
底
の
フ
ラ
ス
コ
に
入
れ
、
こ
れ
を
温
度
四
十
度
に
保
っ
た
水
槽

に
浸
漬
せ
き
さ
せ
、
温
度
四
十
度
の
純
水
五
十
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
を
速
や
か
に
加
え
る
。
直
径
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
球
形
の
か
く

は
ん
子
及
び
磁
器
か
く
は
ん
機
を
用
い
て
フ
ラ
ス
コ
内
を
か
く
は
ん

し
な
が
ら
、
一
時
間
当
た
り
の
ガ
ス
の
発
生
量
を
判
定
す
る
。 

ヘ 

試
験
物
品
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
一
時
間
当
た
り
の
ガ
ス
の
発
生
量

が
最
大
と
な
る
も
の
を
当
該
物
品
の
ガ
ス
の
発
生
量
と
す
る
。 

ト 

発
生
す
る
ガ
ス
に
可
燃
性
の
成
分
が
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
を
分
析

す
る
。 

 

付
表
六  

第
一 

過
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
を
標
準
物
質
と
す
る
燃
焼
試
験  

 

過
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
を
標
準
物
質
と
す
る
燃
焼
試
験
は
、
三
に
規
定

す
る
試
験
場
所
に
お
い
て
、
四
に
規
定
す
る
試
験
の
実
施
手
順
で
、
一

に
規
定
す
る
標
準
物
質
と
二
に
規
定
す
る
木
粉
と
の
混
合
物
及
び
試

験
物
品
と
二
に
規
定
す
る
木
粉
と
の
混
合
物
を
そ
れ
ぞ
れ
燃
焼
さ
せ

た
場
合
の
燃
焼
時
間
を
測
定
す
る
も
の
と
す
る
。  

一 

標
準
物
質 

標
準
物
質
は
、
目
開
き
が
三
百
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
の
網
ふ
る
い
を
通
過

し
、
百
五
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
の
網
ふ
る
い
を
通
過
し
な
い
も
の

と
す
る
。 

二 

木
粉 

イ 

木
粉
の
材
質
は
日
本
杉
の
辺
材
と
す
る
。 

ロ 

木
粉
は
、
目
開
き
が
五
百
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
の
網
ふ
る
い
を
通
過

し
、
二
百
五
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
の
網
ふ
る
い
を
通
過
し
な
い
も

の
と
す
る
。 

三 

試
験
場
所 

試
験
場
所
は
、
温
度
二
十
度
、
湿
度
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
気
圧
一
気
圧
の
無

風
の
場
所
と
す
る
。 

四 

試
験
の
実
施
手
順 

イ 

標
準
物
質
に
係
る
実
施
手
順 

（
１
） 

標
準
物
質
（
乾
燥
用
シ
リ
カ
ゲ
ル
を
入
れ
た
デ
シ
ケ
ー
タ
中
に
温

度
二
十
度
で
二
十
四
時
間
以
上
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
）
と
木
粉
（
温

度
百
五
度
で
四
時
間
乾
燥
し
、
乾
燥
用
シ
リ
カ
ゲ
ル
を
入
れ
た
デ
シ

ケ
ー
タ
中
に
温
度
二
十
度
で
二
十
四
時
間
以
上
保
存
さ
れ
て
い
る
も

の
。
ロ
（
１
）
並
び
に
第
二
の
一
イ
（
１
）
及
び
ロ
（
１
）
に
お
い
て

同
じ
。）
と
を
重
量
比
一
対
一
で
合
計
が
三
十
グ
ラ
ム
に
な
る
よ
う
に

採
り
、
均
一
に
混
合
す
る
。 

（
２
） 

厚
さ
が
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
無
機
質
の
断
熱
板
（
温
度
零
度

に
お
け
る
熱
伝
導
率
が
〇
・
一
ワ
ッ
ト
毎
メ
ー
ト
ル
毎
度
以
下
の
も

の
と
す
る
。
以
下
同
じ
。）
の
上
に
、（
１
）
の
混
合
物
を
高
さ
と
底
面

の
直
径
と
の
比
が
一
対
一
・
七
五
と
な
る
よ
う
に
円
錐
形
に
た
い
積

さ
せ
、
こ
れ
を
一
時
間
放
置
す
る
。 

（
３
） 

点
火
源
（
円
輪
状
に
し
た
直
径
が
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
ニ
ク
ロ
ム

線
で
温
度
千
度
に
加
熱
さ
れ
て
い
る
も
の
。
以
下
同
じ
。）
を
上
方
か

ら
（
２
）
の
円
錐
形
の
た
い
積
の
基
部
に
、
当
該
基
部
の
全
周
が
着
火

す
る
ま
で
接
触
さ
せ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
点
火
源
の
当
該
基
部

へ
の
接
触
時
間
は
十
秒
ま
で
と
す
る
。 

（
４
） 

燃
焼
時
間
（
混
合
物
に
点
火
し
た
場
合
に
お
い
て
、（
２
）
の
円

錐
形
の
た
い
積
の
基
部
の
全
周
が
着
火
し
て
か
ら
発
炎
し
な
く
な
る

ま
で
の
時
間
を
い
い
、
間
欠
的
に
発
炎
す
る
場
合
に
は
、
最
後
の
発
炎

が
終
了
す
る
ま
で
の
時
間
と
す
る
。
以
下
同
じ
。）
を
測
定
す
る
。 

ロ 

試
験
物
品
に
係
る
実
施
手
順 

（
１
） 

試
験
物
品
（
目
開
き
が
一
・
一
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
網
ふ
る
い
を

通
過
す
る
成
分
で
あ
っ
て
、
乾
燥
用
シ
リ
カ
ゲ
ル
を
入
れ
た
デ
シ
ケ

ー
タ
中
に
温
度
二
十
度
で
二
十
四
時
間
以
上
保
存
さ
れ
て
い
る
も

の
）
と
木
粉
と
を
重
量
比
一
対
一
及
び
四
対
一
で
そ
れ
ぞ
れ
合
計
が

三
十
グ
ラ
ム
に
な
る
よ
う
に
採
り
、
均
一
に
混
合
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
目
開
き
が
一
・
一
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
網
ふ
る
い
を
通
過
す

る
成
分
を
有
し
な
い
試
験
物
品
に
あ
っ
て
は
、
粉
砕
し
て
当
該
網
ふ

る
い
を
通
過
す
る
も
の
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。 

（
２
） 

重
量
比
一
対
一
及
び
四
対
一
の
混
合
物
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
イ

（
２
）、（
３
）
及
び
（
４
）
と
同
様
の
手
順
に
よ
り
実
施
す
る
。 

（
３
） 

試
験
物
品
と
木
粉
と
の
混
合
物
の
燃
焼
時
間
は
、（
２
）
で
測
定

し
た
燃
焼
時
間
の
う
ち
時
間
の
短
い
方
の
燃
焼
時
間
と
す
る
。 

第
二 

硝
酸
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
水
溶
液
を
標
準
物
質
と
す
る
燃
焼
試
験  

 

硝
酸
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
水
溶
液
を
標
準
物
質
と
す
る
燃
焼
試
験
は
、

第
一
の
三
に
規
定
す
る
試
験
場
所
に
お
い
て
、
一
に
規
定
す
る
試
験

の
実
施
手
順
で
、
硝
酸
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
水
溶
液
と
木
粉
と
の
混

合
物
及
び
試
験
物
品
と
木
粉
と
の
混
合
物
を
そ
れ
ぞ
れ
燃
焼
さ
せ
た

場
合
の
燃
焼
時
間
を
測
定
す
る
も
の
と
す
る
。  

一 

試
験
の
実
施
手
順 

イ 

硝
酸
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
水
溶
液
に
係
る
実
施
手
順 

（
１
） 

外
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
平
底
蒸
発
皿
（
日
本
産
業
規
格
Ｒ

一
三
〇
二
（
一
九
八
〇
）「
化
学
分
析
用
磁
器
蒸
発
ざ
ら
」
に
規
定
す

る
も
の
）
の
上
に
木
粉
十
五
グ
ラ
ム
を
高
さ
と
底
面
の
直
径
と
の
比

が
一
対
一
・
七
五
と
な
る
よ
う
に
円
錐
形
に
た
い
積
さ
せ
、
こ
れ
を
一

時
間
放
置
す
る
。 



 

（
２
） 

（
１
）
の
円
錐
形
の
た
い
積
に
硝
酸
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
水
溶
液

十
五
グ
ラ
ム
を
注
射
器
で
上
部
か
ら
均
一
に
注
ぐ
こ
と
に
よ
り
、
木

粉
と
混
合
す
る
。 

（
３
） 
点
火
源
を
上
方
か
ら
（
２
）
の
円
錐
形
の
た
い
積
の
基
部
に
、
当

該
基
部
の
全
周
が
着
火
す
る
ま
で
接
触
さ
せ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
点
火
源
の
当
該
基
部
へ
の
接
触
時
間
は
十
秒
ま
で
と
す
る
。 

（
４
） 

燃
焼
時
間
を
測
定
す
る
。 

ロ 

試
験
物
品
に
係
る
実
施
手
順 

（
１
） 

外
径
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
及
び
外
径
八
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
そ

れ
ぞ
れ
の
平
底
蒸
発
皿
の
上
に
、
そ
れ
ぞ
れ
木
粉
十
五
グ
ラ
ム
及
び

六
グ
ラ
ム
を
高
さ
と
底
面
の
直
径
と
の
比
が
一
対
一
・
七
五
と
な
る

よ
う
に
円
錐
形
に
た
い
積
さ
せ
、
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
一
時
間
放
置
す

る
。 

（
２
） 

（
１
）
の
木
粉
十
五
グ
ラ
ム
及
び
六
グ
ラ
ム
の
円
錐
形
の
た
い
積

に
、
そ
れ
ぞ
れ
試
験
物
品
十
五
グ
ラ
ム
及
び
二
十
四
グ
ラ
ム
を
注
射

器
で
上
部
か
ら
均
一
に
注
ぐ
こ
と
に
よ
り
、
木
粉
と
混
合
す
る
。 

（
３
） 

（
２
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
混
合
物
に
つ
い
て
、
イ
（
３
）
及
び
（
４
）

の
手
順
に
よ
り
実
施
す
る
。 

（
４
） 

試
験
物
品
と
木
粉
と
の
混
合
物
の
燃
焼
時
間
は
、（
３
）
で
測
定

し
た
燃
焼
時
間
の
う
ち
時
間
の
短
い
方
の
燃
焼
時
間
と
す
る
。 

 

付
表
七  

第
一 

経
口
毒
性
試
験  

 

経
口
毒
性
試
験
は
、
一
に
規
定
す
る
被
験
動
物
を
用
い
、
二
に
規
定
す
る

試
験
の
実
施
手
順
で
、
経
口
投
与
に
よ
る
半
数
致
死
量
を
測
定
す
る

も
の
と
す
る
。  

一 

被
験
動
物 

被
験
動
物
は
、
一
般
に
用
い
ら
れ
る
系
の
六
週
齢
前
後
の
ラ
ッ
ト
と
し
、
用

量
群
ご
と
に
ラ
ッ
ト
十
匹
（
雌
雄
各
五
匹
）
と
す
る
。
な
お
、
ラ
ッ
ト

は
健
康
な
も
の
を
選
び
、
順
化
の
た
め
少
な
く
と
も
五
日
間
試
験
用

ゲ
ー
ジ
で
飼
育
す
る
こ
と
。
な
お
、
ラ
ッ
ト
の
体
重
差
は
平
均
体
重
の

±

二
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。 

二 

試
験
の
実
施
手
順 

イ 

試
験
物
品
の
調
整
を
行
う
。
試
験
物
品
が
固
形
状
の
場
合
は
、
水
に
溶

解
す
る
か
、
又
は
微
粒
子
と
し
て
適
当
に
懸
濁
す
る
。
懸
濁
化
剤
等
を

使
用
す
る
場
合
は
、
投
与
す
る
対
照
群
を
置
く
こ
と
。
ま
た
、
試
験
物

品
が
高
粘
性
の
液
状
の
も
の
で
あ
っ
て
投
与
が
困
難
な
場
合
も
同
様

と
す
る
。 

ロ 

胃
管
を
付
け
た
注
射
筒
を
用
い
て
試
験
物
品
を
強
制
経
口
投
与
す

る
。
な
お
、
用
量
段
階
は
三
段
階
以
上
と
し
、
試
験
群
に
毒
性
及
び
死

亡
例
が
現
れ
る
よ
う
に
適
当
な
用
量
を
設
定
す
る
こ
と
。 

ハ 

投
与
後
十
四
日
間
被
験
動
物
を
観
察
し
、
そ
の
生
死
を
確
認
す
る
。 

ニ 

十
四
日
以
内
の
死
亡
数
を
基
に
統
計
的
手
法
を
用
い
て
半
数
致
死
量

を
算
出
す
る
。 

第
二 

経
皮
毒
性
試
験  

 

経
皮
毒
性
試
験
は
、
一
に
規
定
す
る
被
験
動
物
を
用
い
、
二
に
規
定
す
る

試
験
の
実
施
手
順
で
、
経
皮
投
与
に
よ
る
半
数
致
死
量
を
測
定
す
る

も
の
と
す
る
。  

一 

被
験
動
物 

被
験
動
物
は
、
一
般
に
用
い
ら
れ
る
系
の
六
週
齢
前
後
の
ラ
ッ
ト
と
し
、
用

量
群
ご
と
に
ラ
ッ
ト
十
匹
（
雌
雄
各
五
匹
）
と
す
る
。
な
お
、
ラ
ッ
ト

は
健
康
な
も
の
を
選
び
、
順
化
の
た
め
少
な
く
と
も
五
日
間
試
験
用

ゲ
ー
ジ
で
飼
育
す
る
こ
と
。
な
お
、
ラ
ッ
ト
の
体
重
差
は
平
均
体
重
の

±

二
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。 

二 
試
験
の
実
施
手
順 

イ 
試
験
物
品
の
調
整
を
行
う
。
試
験
物
品
が
固
形
状
の
場
合
は
、
適
当
に

粉
砕
し
、
皮
膚
と
の
接
触
を
良
く
す
る
た
め
水
又
は
適
当
な
溶
剤
等

で
湿
潤
さ
せ
る
。
な
お
、
溶
剤
等
を
用
い
る
場
合
は
、
溶
剤
等
の
み
を

投
与
す
る
対
照
群
を
置
く
こ
と
。 

ロ 

投
与
の
約
二
十
四
時
間
前
に
、
被
験
動
物
の
軀
く
幹
背
部
の
被
毛
を

刈
毛
又
は
剪
せ
ん
毛
に
よ
り
皮
膚
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
注
意
し
て
取

り
除
く
。
取
り
除
く
面
積
は
総
体
表
面
積
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と

す
る
こ
と
。 

ハ 

被
毛
を
取
り
除
い
た
部
位
に
試
験
物
品
を
均
一
に
接
触
さ
せ
、
そ
の

状
態
を
二
十
四
時
間
保
持
す
る
。
な
お
、
用
量
段
階
は
三
段
階
以
上
と

し
、
試
験
群
に
毒
性
及
び
死
亡
例
が
現
れ
る
よ
う
適
当
な
用
量
を
設

定
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
、
接
触
部
位
を
多
孔
性
の
ガ
ー
ゼ
で
覆
い
、

さ
ら
に
非
刺
激
テ
ー
プ
を
用
い
て
固
定
す
る
等
適
当
な
方
法
で
試
験

物
品
を
接
種
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

ニ 

投
与
後
十
四
日
間
被
験
動
物
を
観
察
し
、
そ
の
生
死
を
確
認
す
る
。 

ホ 

十
四
日
以
内
の
死
亡
数
を
基
に
統
計
的
手
法
を
用
い
て
半
数
致
死
量

を
算
出
す
る
。 

第
三 

吸
入
毒
性
試
験  

 

吸
入
毒
性
試
験
は
、
一
に
規
定
す
る
被
験
動
物
及
び
二
に
規
定
す
る
装

置
を
用
い
、
三
に
規
定
す
る
試
験
の
実
施
手
順
で
、
吸
入
に
よ
る
半
数

致
死
量
を
測
定
す
る
も
の
と
す
る
。  

一 

被
験
動
物 

被
験
動
物
は
、
一
般
に
用
い
ら
れ
る
系
の
六
週
齢
前
後
の
ラ
ッ
ト
と
し
、
用

量
群
ご
と
に
ラ
ッ
ト
十
匹
（
雌
雄
各
五
匹
）
と
す
る
。
な
お
、
ラ
ッ
ト

は
健
康
な
も
の
を
選
び
、
順
化
の
た
め
少
な
く
と
も
五
日
間
試
験
用

ゲ
ー
ジ
で
飼
育
す
る
こ
と
。
な
お
、
ラ
ッ
ト
の
体
重
差
は
平
均
体
重
の

±

二
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。 

二 

装
置 

装
置
は
、
試
験
物
品
を
所
定
濃
度
に
調
整
し
供
給
す
る
装
置
、
被
験
動
物
を

置
く
吸
入
室
、
濃
度
を
連
続
的
に
測
定
す
る
装
置
等
か
ら
構
成
さ
れ

る
吸
入
試
験
装
置
と
す
る
。 

三 

試
験
の
実
施
手
順 

イ 

試
験
物
品
の
気
中
濃
度
が
設
定
濃
度
に
維
持
さ
れ
る
よ
う
に
調
整
さ

れ
た
吸
収
室
内
に
被
験
動
物
を
一
時
間
暴
露
す
る
。
な
お
、
設
定
濃
度

段
階
は
三
段
階
以
上
と
し
、
試
験
群
に
毒
性
及
び
死
亡
例
が
現
れ
る

よ
う
に
適
当
な
気
中
濃
度
を
設
定
す
る
こ
と
。 

ロ 

投
与
後
、
被
験
動
物
を
飼
育
ケ
ー
ジ
に
移
し
、
十
四
日
間
観
察
し
、
そ

の
生
死
を
確
認
す
る
。 

ハ 

十
四
日
以
内
の
死
亡
数
を
基
に
統
計
的
手
法
を
用
い
て
半
数
致
死
量

を
算
出
す
る
。 

第
四 

規
定
量
投
与
試
験  

 

規
定
量
投
与
試
験
は
、
一
に
規
定
す
る
被
験
動
物
を
用
い
、
二
に
規
定
す

る
試
験
の
実
施
手
順
で
、
被
験
動
物
の
死
亡
の
有
無
を
観
察
す
る
も

の
と
す
る
。  

一 

被
験
動
物 

被
験
動
物
は
、
一
般
に
用
い
ら
れ
る
系
の
六
週
齢
前
後
の
ラ
ッ
ト
及
び
マ

ウ
ス
の
雌
雄
各
三
匹
、
合
計
十
二
匹
と
す
る
。 

二 

試
験
の
実
施
手
順 

イ 

試
験
物
品
が
固
形
状
又
は
液
状
の
場
合
に
は
胃
管
を
付
け
た
注
射
筒

を
用
い
て
、
試
験
物
品
を
被
験
動
物
に
強
制
経
口
投
与
す
る
。
こ
の
場



 

合
、
試
験
物
品
が
固
形
状
の
場
合
は
、
水
に
溶
解
す
る
か
、
又
は
微
粒

子
と
し
て
適
当
に
懸
濁
し
て
使
用
す
る
こ
と
。
懸
濁
化
剤
等
を
使
用

す
る
場
合
は
、
投
与
す
る
対
照
群
を
置
く
こ
と
。
ま
た
、
試
験
物
品
が

高
粘
性
の
液
状
の
も
の
で
あ
っ
て
投
与
が
困
難
な
場
合
も
同
様
と
す

る
。
な
お
、
試
験
物
品
の
投
与
用
量
は
、
被
験
動
物
の
体
重
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
当
た
り
二
千
ミ
リ
グ
ラ
ム
と
す
る
。
試
験
物
品
が
粉
じ
ん
又
は

煙
霧
の
場
合
に
は
、
設
定
濃
度
に
維
持
し
た
吸
入
室
内
で
、
被
験
動
物

を
一
時
間
全
身
暴
露
吸
入
さ
せ
る
。
な
お
、
試
験
物
品
の
吸
入
室
内
の

暴
露
濃
度
は
、
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
毎
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。 

ロ 

投
与
後
か
ら
十
四
日
間
、
被
験
動
物
を
観
察
し
、
死
亡
例
の
有
無
を
確

認
す
る
。 

備
考 

１ 

半
数
致
死
量
は
被
験
動
物
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
率
で
致
死
す
る

量
を
被
験
動
物
の
体
重
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
ミ
リ
グ
ラ
ム
で
表

し
た
値
を
い
う
。 

２ 

飽
和
蒸
気
濃
度
は
温
度
二
十
度
及
び
一
気
圧
の
空
気
中
に
お
け
る
試

験
物
品
の
飽
和
状
態
で
の
濃
度
を
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
ミ
リ

リ
ッ
ト
ル
で
表
し
た
値
を
い
う
。 

 

付
表
八  

 

金
属
腐
食
性
試
験
は
、
一
に
規
定
す
る
装
置
及
び
器
具
を
用
い
、
二
に
規

定
す
る
試
験
の
実
施
手
順
に
よ
り
鋼
製
の
試
験
片
を
液
状
の
試
験
物

品
に
浸
漬
せ
き
さ
せ
、
浸
漬
せ
き
後
の
質
量
減
少
量
を
測
定
す
る
も

の
と
す
る
。  

一 

装
置
及
び
器
具 

イ 

浸
漬
せ
き
用
容
器 

十
分
な
冷
却
面
積
を
有
す
る
ガ
ラ
ス
製
の
立
型
逆
流
コ
ン
デ
ン
サ
を
テ
ー

パ
す
り
合
わ
せ
で
結
合
し
た
ガ
ラ
ス
製
の
三
角
フ
ラ
ス
コ
で
容
量
約

千
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
（
以
下
「
浸
漬
せ
き
用
容
器
」
と
い

う
。） 

ロ 

加
熱
装
置 

試
験
物
品
の
試
験
中
温
度
を
五
十
五
度
に
保
持
で
き
る
恒
温
槽
等
（
以
下

「
加
熱
装
置
」
と
い
う
。） 

ハ 

化
学
は
か
り 

一
ミ
リ
グ
ラ
ム
ま
で
量
れ
る
化
学
は
か
り 

ニ 

研
磨
紙 

日
本
産
業
規
格
Ｒ
六
二
五
二
（
一
九
九
四
）「
研
磨
紙
」
に
規
定
す
る
研
磨

紙
で
六
〇
〇
番
の
も
の 

二 

試
験
の
実
施
手
順 

イ 

日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
一
（
一
九
九
五
）「
一
般
構
造
用
圧
延
鋼
材
」

に
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
長
さ
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
一
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
及
び
厚
さ
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
試
験
片
を
研
磨
紙
を

用
い
て
研
磨
し
、
水
洗
後
エ
タ
ノ
ー
ル
等
の
適
当
な
溶
剤
で
脱
脂
す

る
。 

ロ 

化
学
は
か
り
を
用
い
て
試
験
片
の
質
量
を
正
確
に
測
定
す
る
。 

ハ 

液
状
の
試
験
物
品
を
浸
漬
せ
き
用
容
器
に
入
れ
、
適
当
な
ホ
ル
ダ
ー

を
用
い
て
、
試
験
片
を
そ
の
長
さ
の
二
分
の
一
が
試
験
物
品
中
に
浸

漬
せ
き
さ
れ
る
よ
う
に
設
定
す
る
。 

ニ 

加
熱
装
置
を
用
い
て
、
試
験
物
品
の
温
度
が
五
十
五
度
と
な
る
よ
う

加
熱
し
、
こ
の
状
態
を
百
二
十
時
間
保
持
す
る
。 

ホ 

浸
漬
せ
き
終
了
後
、
試
験
片
を
取
り
出
し
、
水
洗
、
脱
脂
後
、
化
学
は

か
り
を
用
い
て
試
験
片
の
質
量
を
正
確
に
測
定
す
る
。 

ヘ 

試
験
物
品
の
浸
食
度
を
以
下
の
式
に
よ
り
算
出
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
Ｗ×

１
０×

３
６
５
） 

Ｘ
＝ 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
 

 
 
 
 
 
 
 

（
ｄ×

Ｓ×

Ｔ
） 

［
Ｘ 
試
験
片
の
浸
食
度
を
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
毎
年
と
し
て
表
し
た
数
値
］ 

［
Ｗ 
試
験
片
の
質
量
減
少
量
を
グ
ラ
ム
で
表
し
た
数
値
］ 

［
ｄ 

試
験
片
の
材
料
の
密
度
を
グ
ラ
ム
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
表

し
た
数
値
］ 

［
Ｓ 

試
験
片
の
浸
漬
せ
き
面
積
を
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
数

値
］ 

［
Ｔ 

試
験
片
の
浸
漬
せ
き
日
数
を
表
し
た
数
値
］ 

  備
考 

試
験
片
の
浸
漬
せ
き
部
分
及
び
非
浸
漬
せ
き
部
分
（
蒸
気
に
接
触
し
た
部

分
）
の
状
態
を
で
き
る
だ
け
詳
細
に
観
察
し
、
記
録
し
て
お
く
こ
と
。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
（
Ｗ
×
１
０
×
３
６
５
）
 

Ｘ
＝
 
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
 

 
 
 
 
 
 
（
ｄ
×
Ｓ
×
Ｔ
）
 



 

           様式第一（第８条関係） 

 

輸入移動書類に係る処分届出書 

 

年  月  日 

  環 境 大 臣 殿 

                      届出者  

                       氏名又は名称及び 

代表者の氏名 ：              

                       住所又は所在地： 
 

                       連絡責任者氏名： 

                          電話番号： 

                         ＦＡＸ番号： 

                                                                      e-mail： 

 

 輸入特定有害廃棄物等の処分を、当該輸入特定有害廃棄物等に係る輸入移動書類に記載された内容に

従って行ったので、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第12条第１項第１号の規定により、

輸入移動書類を添付して、次のとおり届け出ます。 

 

輸入移動書類の交付を受けた番号及び日付 
交付番号 ： 

交付年月日：    年  月  日 

輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付 

（輸入の相手方等へ通知を行った日付） 

    年  月  日 

（   年  月  日） 

輸入特定有害廃棄物等の処分を行った日付 

（輸入の相手方等へ通知を行った日付） 

    年  月  日 

（   年  月  日） 

 
備考 １ 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則第８条第１項及び第２項に定める 
    通知書の写しを添付して提出すること。 
   ２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 



 

          様式第二（第９条、第11条関係） 

 

輸入移動書類

移  動  書  類 に係る届出書 

 

年  月  日 

  環 境 大 臣 殿 

                              届出者  

                       氏名又は名称及び 

代表者の氏名 ：              

                       住所又は所在地： 
 

                       連絡責任者氏名： 

                          電話番号： 

                         ＦＡＸ番号： 

                                                                      e-mail： 

 

        の運搬を行わないこととなった 
  輸入特定有害廃棄物等   の処分を行わないこととなった ので、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制 
        を 失 っ た 

 に関する法律第12条第１項 
第２号

第３号
 （法第16条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定によ 

り、 
輸入移動書類

移  動  書  類
 を添付して、次のとおり届け出ます。 

輸入移動書類の交付を受けた番号及び

日付又は移動書類を作成した日付  

交付番号 ： 

交付年月日又は作成年月日：    年  月  日 

輸入特定有害廃棄物等 
 の運搬を行わないこととなった  
 の処分を行わないこととなった  
 を    失     っ     た  

理由 

 

 

 

輸入特定有害廃棄物等に関する今後  

の計画  
 

        備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 



 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
く
届
出
等
に
関
す
る
省
令 （

平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
一
号
） 

 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
百
八

号
）
第
五
条
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
（
同
法
第
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
並
び
に
同
法
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の

規
制
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
届
出
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 

（
輸
出
移
動
書
類
の
交
付
） 

第
一
条 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
輸
出
移
動
書
類
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式

第
一
に
よ
る
申
請
書
二
通
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
が
輸
出
の
承
認
の
内
容
と
一
致
す
る
こ
と
を
確

認
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
申
請
書
に
そ
の
旨
を
記
入
し
、
輸
出
移
動
書
類

と
し
て
そ
の
う
ち
一
通
を
申
請
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
輸
出
移
動
書
類
等
の
汚
損
等
の
届
出
及
び
再
交
付
の
申
請
） 

第
二
条 

法
第
五
条
第
三
項 

又
は
第
九
条
第
二
項
（
法
第
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
二
に
よ
る
届
出
書
を

経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
輸
出

移
動
書
類
若
し
く
は
輸
入
移
動
書
類
又
は
法
第
十
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者

が
輸
入
す
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
係
る
移
動
書
類
（
以
下
「
輸
出
移
動
書
類
等
」

と
い
う
。
）
が
汚
損
さ
れ
た
た
め
に
届
け
出
る
と
き
は
、
当
該
輸
出
移
動
書
類
等
を
届

出
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

法
第
五
条
第
三
項 

又
は
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
様
式
第
三
に
よ

る
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
紛
失
し
た
輸
出
移
動
書
類
等
の
回
復
の
届
出
） 

第
三
条 

法
第
五
条
第
四
項
又
は
第
九
条
第
三
項
（
法
第
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
届
出
書
に
、

回
復
し
た
輸
出
移
動
書
類
等
を
添
付
し
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

（
輸
入
移
動
書
類
の
交
付
） 

第
四
条 

法
第
九
条
第
一
項
の
輸
入
移
動
書
類
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様

式
第
五
に
よ
る
申
請
書
二
通
に
、
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
係
る
移
動
書
類
及
び

そ
の
写
し
各
一
通
を
添
付
し
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
に
つ
い
て
法
第
九
条
第
一
項
の
確
認
を
し
た
と

き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
申
請
書
に
そ
の
旨
を
記
入
し
、
そ
の
う
ち
一
通
に
前
項
の

移
動
書
類
を
添
付
し
、
輸
入
移
動
書
類
と
し
て
申
請
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

（
輸
入
移
動
書
類
又
は
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
等
が
携
帯
す
る
移
動
書
類
の

記
載
内
容
と
異
な
る
運
搬
の
届
出
） 

第
五
条 

法
第
十
条
第
四
項
（
法
第
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
六
に
よ
る
届
出
書
に
、
輸
入
移
動
書
類

又
は
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
等
が
携
帯
す
る
移
動
書
類
を
添
付
し
、
経
済
産

業
大
臣
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

附 

則 

（
略
） 

 



 

 

   
 
 

   
 
 

   
 
 
 

   
 

   
 

   
 
 

 





 



   

○
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の

規
制
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定

に
基
づ
く
同
条
第
一
号
か
ら
第
四
号

ま
で
に
掲
げ
る
事
項 

平
成
五
・
一
〇
・
七 

環
・
厚
・
通
告
一 

 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律

（
平
成
四
年
法
律
第
百
八
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

同
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
次
の
よ
う

に
定
め
、
同
法
の
施
行
の
日
〔
平
五
・
一
二
・
一
六
〕
か
ら

施
行
す
る
。 

近
年
、
有
害
廃
棄
物
等
が
国
境
を
越
え
て
輸
出
入
さ
れ
、

不
適
正
な
処
分
が
行
わ
れ
、
人
の
健
康
及
び
生
活
環
境
に
影

響
を
も
た
ら
す
事
例
が
多
発
し
、
国
際
的
な
問
題
と
な
っ
て

い
る
。 

こ
の
た
め
、
有
害
廃
棄
物
等
の
越
境
移
動
に
伴
う
環
境
汚

染
問
題
へ
の
対
応
策
が
国
際
的
に
検
討
さ
れ
、
そ
の
結
果
、

平
成
元
年
三
月
に
有
害
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
及
び

そ
の
処
分
の
規
制
に
関
す
る
バ
ー
ゼ
ル
条
約
（
以
下
「
条
約
」

と
い
う
。
）
が
採
択
さ
れ
た
。 

本
事
項
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に

関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
条
約
及
び
条
約
第
十
一
条
に
規
定
す
る
二
国
間
の
、

多
数
国
間
の
又
は
地
域
的
な
協
定
又
は
取
決
め
の
的
確
か
つ

円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
で

あ
る
。 

 

第
一 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
、
輸
入
、
運
搬
及
び
処

分
に
伴
っ
て
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
人
の
健
康
又
は
生
活

環
境
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
の
施
策
の
実
施
に
関

す
る
基
本
的
な
事
項 

１ 

輸
出
及
び
輸
入
の
最
小
化 

国
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
発
生
を
可
能
な
限
り

抑
制
す
る
と
と
も
に
、
発
生
し
た
特
定
有
害
廃
棄
物
等

の
国
内
に
お
け
る
有
効
利
用
及
び
適
正
な
処
分
等
を
推

進
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出

及
び
輸
入
の
最
小
化
に
努
め
る
こ
と
。 

２ 

環
境
の
保
全
上
適
正
な
輸
出
及
び
輸
入 

⑴ 

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
し
な
い
特
定
有
害
廃

棄
物
等
の
輸
出
及
び
輸
入
（
条
約
附
属
書
Ⅳ
Ｂ
に
掲

げ
る
処
分
作
業
を
行
う
た
め
の
特
定
有
害
廃
棄
物
等

の
輸
出
及
び
輸
入
で
あ
っ
て
、
経
済
協
力
開
発
機
構

の
我
が
国
以
外
の
加
盟
国
（
以
下
「
加
盟
国
」
と
い

う
。
）
を
そ
の
相
手
国
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、

条
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
環
境
の
保
全
上
適

正
な
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
。 

イ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
に
つ
い
て
は
、 

① 

次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
。 

（イ） 

輸
出
さ
れ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
環
境

の
保
全
上
適
正
か
つ
効
率
的
な
方
法
で
処
分

す
る
た
め
の
技
術
上
の
能
力
及
び
必
要
な
施

設
、
処
分
能
力
又
は
適
当
な
処
分
場
所
を
我

が
国
が
有
し
な
い
場
合 

（ロ） 

輸
出
さ
れ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が
輸
出

の
相
手
国
に
お
い
て
再
生
利
用
産
業
又
は
回

収
産
業
の
た
め
の
原
材
料
と
し
て
必
要
と
さ

れ
て
い
る
場
合 

（ハ） 

輸
出
さ
れ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
、

輸
入
、
運
搬
及
び
処
分
が
条
約
の
締
約
国

（
以
下
「
締
約
国
」
と
い
う
。
）
全
体
と
し

て
条
約
第
四
条
９
⒞
に
基
づ
き
決
定
す
る
基

準
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
場
合 

② 

非
締
約
国
へ
の
輸
出
で
は
な
い
こ
と
。 

③ 

南
緯
六
十
度
以
南
の
地
域
へ
の
輸
出
で
は
な

い
こ
と
。 

④ 

輸
出
の
相
手
国
が
輸
入
を
禁
止
し
て
い
る
特

定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
で
は
な
い
こ
と
。 

⑤ 

輸
出
に
つ
い
て
輸
出
の
相
手
国
及
び
締
約
国

で
あ
る
通
過
国
（
以
下
「
輸
出
の
相
手
国
等
」

と
い
う
。
）
か
ら
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
て
い

る
こ
と
。
た
だ
し
、
締
約
国
で
あ
る
通
過
国
か

ら
の
同
意
に
関
し
て
は
、
当
該
通
過
国
が
同
意

を
義
務
付
け
な
い
場
合
に
お
い
て
当
該
通
過
国

が
通
告
を
受
領
し
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
我

が
国
が
当
該
通
過
国
の
回
答
を
受
領
し
な
い
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
こ
と
。 

⑥ 

輸
出
さ
れ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
つ
い
て

環
境
の
保
全
上
適
正
な
運
搬
及
び
処
分
が
行
わ

れ
る
こ
と
を
明
記
し
た
契
約
が
輸
出
者
と
処
分

者
の
間
で
締
結
さ
れ
て
い
る
旨
の
確
認
が
輸
出

の
相
手
国
か
ら
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

⑦ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の

範
囲
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
三
十
年
環
境
省

令
第
十
二
号
。
以
下
「
特
定
有
害
廃
棄
物
等
省

令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
措
置

が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

⑧ 

輸
出
さ
れ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が
、
経
済

協
力
開
発
機
構
の
回
収
作
業
が
行
わ
れ
る
廃
棄

物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
の
規
制
に
関
す
る
理

事
会
決
定
（
以
下
「
理
事
会
決
定
」
と
い
う
。
）

第
Ⅱ
章
Ｄ
⑴

（c）
に
基
づ
く
分
析
試
験
（
以
下

「
分
析
試
験
」
と
い
う
。
）
を
行
う
た
め
の
も

の
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
こ
と
。 

（イ） 

輸
出
の
相
手
国
等
に
お
い
て
特
定
有
害
廃

棄
物
等
の
輸
入
、
運
搬
又
は
処
分
に
つ
い
て

保
険
、
供
託
金
そ
の
他
の
保
証
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
必
要
な
措
置
が
講

じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

（ロ） 

輸
出
者
が
、
輸
出
し
よ
う
と
す
る
特
定
有



害
廃
棄
物
等
の
再
輸
入
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず

る
措
置
を
確
実
に
実
施
す
る
に
足
る
経
理
的

基
礎
を
有
す
る
こ
と
。 

⑨ 

そ
の
他
条
約
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実
施
の
た

め
に
必
要
な
事
項
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。
た

だ
し
、
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
外
国
に
お
い
て

有
害
廃
棄
物
と
さ
れ
て
い
る
物
の
輸
出
に
つ
い

て
は
、
輸
出
の
相
手
国
等
か
ら
の
必
要
な
許
可

等
を
受
け
て
い
る
旨
を
確
認
す
る
等
の
特
定
有

害
廃
棄
物
等
に
準
じ
た
扱
い
を
行
う
こ
と
。 

ロ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
に
つ
い
て
は
、 

① 

非
締
約
国
か
ら
の
輸
入
で
は
な
い
こ
と
。 

② 

輸
入
の
承
認
に
先
立
ち
、
当
該
特
定
有
害
廃

棄
物
等
の
輸
入
に
係
る
通
告
が
我
が
国
に
お
い

て
受
領
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
再
生
利

用
等
目
的
輸
入
事
業
者
が
当
該
特
定
有
害
廃
棄

物
等
の
輸
入
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
輸
入
に
係
る
我
が
国
へ
の
通
告
及
び
当
該

通
告
に
対
す
る
我
が
国
か
ら
輸
入
の
相
手
国
に

対
す
る
同
意
が
事
前
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

③ 

輸
入
さ
れ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
つ
い
て

環
境
の
保
全
上
適
正
な
運
搬
及
び
処
分
が
行
わ

れ
る
こ
と
を
明
記
し
た
契
約
が
輸
出
者
と
処
分

者
の
間
で
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

④ 

そ
の
他
条
約
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実
施
の
た

め
に
必
要
な
事
項
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。 

⑵ 

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
し
な
い
特
定
有
害
廃

棄
物
等
の
輸
出
及
び
輸
入
（
条
約
附
属
書
Ⅳ
Ｂ
に
掲

げ
る
処
分
作
業
を
行
う
た
め
の
特
定
有
害
廃
棄
物
等

の
輸
出
及
び
輸
入
で
あ
っ
て
、
加
盟
国
を
そ
の
相
手

国
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
理
事
会
決
定
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
環
境
の
保
全
上
適
正
な
も
の

と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
。 

イ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
（
鉛
蓄
電
池
（
破
砕
さ
れ

て
い
る
か
否
か
を
問
わ
な
い
。
以
下
同
じ
。
）
を

除
く
。
）
の
輸
出
に
つ
い
て
は
、 

① 

輸
出
に
つ
い
て
輸
出
の
相
手
国
等
か
ら
書
面

に
よ
る
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
輸

出
の
相
手
国
等
が
我
が
国
に
対
し
て
行
う
通
告

の
受
領
通
知
の
発
給
の
時
点
か
ら
起
算
し
て
三

十
日
以
内
に
輸
出
の
相
手
国
等
の
権
限
の
あ
る

当
局
か
ら
の
回
答
が
無
い
こ
と
を
も
っ
て
同
意

が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
。 

② 

輸
出
者
、
運
搬
者
、
輸
入
者
及
び
処
分
者
の

間
の
書
面
に
よ
る
契
約
、
又
は
特
定
有
害
廃
棄

物
等
が
一
の
法
人
等
に
よ
り
管
理
さ
れ
て
い
る

事
業
場
の
間
で
運
搬
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
事
業
場
間
に
契
約
に
相
当
す
る
取
決
め

（
以
下
「
輸
出
入
等
に
係
る
契
約
等
」
と
い

う
。
）
が
存
在
す
る
こ
と
。
当
該
契
約
等
に
は
、

輸
出
さ
れ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
又
は

処
分
を
契
約
等
の
内
容
に
従
っ
て
完
了
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
代
替
的
に
運
搬

又
は
処
分
を
行
う
者
及
び
費
用
負
担
に
関
す
る

事
項
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。 

③ 

輸
出
さ
れ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が
、
分
析

試
験
を
行
う
た
め
の
も
の
で
は
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

（イ） 

輸
出
の
相
手
国
等
に
お
い
て
特
定
有
害
廃

棄
物
等
の
輸
入
、
運
搬
又
は
処
分
に
つ
い
て

保
険
、
供
託
金
そ
の
他
の
保
証
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
必
要
な
措
置
が
講

じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

（ロ） 

輸
出
者
が
、
輸
出
し
よ
う
と
す
る
特
定
有

害
廃
棄
物
等
の
再
輸
入
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず

る
措
置
を
確
実
に
実
施
す
る
に
足
る
経
理
的

基
礎
を
有
す
る
こ
と
。 

④ 

そ
の
他
理
事
会
決
定
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実

施
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
適
合
し
て
い
る
こ

と
。 

ロ 

鉛
蓄
電
池
の
輸
出
に
つ
い
て
は
、 

① 

輸
出
に
つ
い
て
輸
出
の
相
手
国
等
か
ら
書
面

に
よ
る
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
輸

出
の
相
手
国
等
が
我
が
国
に
対
し
て
行
う
通
告

の
受
領
通
知
の
発
給
の
時
点
か
ら
起
算
し
て
三

十
日
以
内
に
輸
出
の
相
手
国
等
の
権
限
の
あ
る

当
局
か
ら
の
回
答
が
無
い
こ
と
を
も
っ
て
同
意

が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
。 

② 

輸
出
入
等
に
係
る
契
約
等
が
存
在
す
る
こ
と
。

当
該
契
約
等
に
は
、
環
境
の
保
全
上
適
正
な
運

搬
及
び
処
分
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
明
記
す
る
と

と
も
に
、
輸
出
さ
れ
る
鉛
蓄
電
池
の
運
搬
又
は

処
分
を
契
約
等
の
内
容
に
従
っ
て
完
了
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
代
替
的
に
運
搬

又
は
処
分
を
行
う
者
及
び
費
用
負
担
に
関
す
る

事
項
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。 

③ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
省
令
第
六
条
各
号
に
掲

げ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

④ 

輸
出
さ
れ
る
鉛
蓄
電
池
が
、
分
析
試
験
を
行

う
た
め
の
も
の
で
は
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

（イ） 

輸
出
の
相
手
国
等
に
お
い
て
鉛
蓄
電
池
の

輸
入
、
運
搬
又
は
処
分
に
つ
い
て
保
険
、
供

託
金
そ
の
他
の
保
証
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

る
場
合
に
は
、
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て

い
る
こ
と
。 

（ロ） 

輸
出
者
が
、
輸
出
し
よ
う
と
す
る
鉛
蓄
電

池
の
再
輸
入
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
を

確
実
に
実
施
す
る
に
足
る
経
理
的
基
礎
を
有

す
る
こ
と
。 

⑤ 

そ
の
他
理
事
会
決
定
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実

施
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
適
合
し
て
い
る
こ

と
。 

ハ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
に
つ
い
て
は
、 

① 

輸
出
入
等
に
係
る
契
約
等
が
存
在
す
る
こ
と
。

当
該
契
約
等
に
は
、
輸
入
さ
れ
る
特
定
有
害
廃

棄
物
等
の
運
搬
又
は
処
分
を
契
約
等
の
内
容
に

従
っ
て
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お



い
て
代
替
的
に
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
者
及
び

費
用
負
担
に
関
す
る
事
項
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
。 

② 

輸
入
承
認
に
先
立
ち
、
当
該
特
定
有
害
廃
棄

物
等
の
輸
入
に
係
る
通
告
が
我
が
国
に
お
い
て

受
領
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
再
生
利
用

等
目
的
輸
入
事
業
者
が
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物

等
の
輸
入
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

輸
入
に
係
る
我
が
国
へ
の
通
告
及
び
当
該
通
告

に
対
す
る
我
が
国
か
ら
輸
入
の
相
手
国
に
対
す

る
同
意
が
事
前
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

③ 

そ
の
他
理
事
会
決
定
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実

施
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
適
合
し
て
い
る
こ

と
。 

⑶ 

環
境
大
臣
の
調
査 

そ
の
輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
に

伴
い
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
大
気
の
汚
染
、
水
質
の

汚
濁
そ
の
他
の
環
境
の
汚
染
（
以
下
単
に
「
環
境
の

汚
染
」
と
い
う
。
）
の
発
生
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
環
境
大
臣
は
、

環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
も

の
か
ど
う
か
の
判
断
を
行
う
た
め
法
第
十
八
条
に
基

づ
く
報
告
徴
収
そ
の
他
の
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果

を
経
済
産
業
大
臣
に
通
知
す
る
こ
と
。 

３ 

権
限
の
あ
る
当
局 

我
が
国
の
条
約
及
び
理
事
会
決
定
に
お
け
る
権
限
の

あ
る
当
局
は
、
環
境
省
で
あ
る
こ
と
。 

環
境
省
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
の
相
手
国

等
へ
の
通
告
及
び
輸
出
の
相
手
国
等
か
ら
の
当
該
通
告

に
対
す
る
回
答
の
受
領
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入

に
係
る
輸
出
国
か
ら
の
通
告
の
受
領
及
び
当
該
通
告
に

対
す
る
輸
入
の
相
手
国
へ
の
回
答
等
を
行
う
責
任
を
有

す
る
こ
と
。 

環
境
省
が
輸
出
の
相
手
国
等
へ
の
通
告
を
行
う
た
め
、

経
済
産
業
省
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
四
十
八
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
く
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
の
承

認
に
係
る
申
請
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
申
請
の

写
し
を
環
境
省
に
送
付
す
る
こ
と
。
ま
た
、
環
境
省
は
、

当
該
通
告
に
対
す
る
輸
出
の
相
手
国
等
か
ら
の
回
答
を

受
領
し
た
場
合
に
は
、
当
該
回
答
の
写
し
を
経
済
産
業

省
に
送
付
す
る
こ
と
。 

ま
た
、
環
境
省
は
、
輸
入
の
相
手
国
か
ら
特
定
有
害

廃
棄
物
等
の
輸
入
に
係
る
通
告
を
受
領
し
た
と
き
は
、

当
該
通
告
の
写
し
を
経
済
産
業
省
に
送
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
環
境
省
は
、
輸
入
の
相
手
国
か
ら
法
第
十
四
条

第
一
項
の
認
定
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
に

係
る
通
告
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
再
生
利
用
等
目

的
輸
入
事
業
者
に
対
し
て
、
当
該
通
告
が
当
該
認
定
に

係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
に
係
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
当
該
通
告
に
対
す
る
回

答
の
写
し
を
当
該
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
及
び

経
済
産
業
省
に
送
付
す
る
こ
と
。 

環
境
省
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
、
運
搬
又

は
処
分
に
つ
い
て
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
が
適
正
に
実
施
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
輸
出
の
相
手
国
等
の
権
限
の
あ

る
当
局
に
照
会
す
る
等
の
必
要
な
情
報
収
集
を
行
う
こ

と
。 

４ 
輸
出
、
運
搬
及
び
処
分
に
係
る
手
続 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
、
運
搬
及
び
処
分
に
つ

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
手
続
に
よ
り
行
う
こ
と
。 

⑴ 

輸
出
の
承
認
に
係
る
申
請 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
四
十
八
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
の
輸
出
の
承
認
を
受

け
る
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
。 

な
お
、
当
該
輸
出
が
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
環
境
大
臣
の
確
認

（
同
法
第
十
五
条
の
四
の
六
第
一
項
で
準
用
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
対
象
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
確

認
を
受
け
た
後
に
輸
出
の
承
認
の
申
請
を
行
う
こ
と
。 

⑵ 

通
告 

環
境
大
臣
は
、
輸
出
の
相
手
国
等
の
権
限
の
あ
る

当
局
に
対
し
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
に
つ

い
て
書
面
に
よ
る
通
告
を
行
う
こ
と
。 

な
お
、
通
過
国
が
非
締
約
国
又
は
非
加
盟
国
で
あ

る
場
合
に
は
、
環
境
大
臣
は
当
該
通
過
国
の
適
当
な

政
府
当
局
に
対
し
書
面
に
よ
る
通
告
を
行
う
こ
と
。 

⑶ 

環
境
大
臣
の
確
認 

環
境
大
臣
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
総
理

府
、
厚
生
省
、
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）
第
一
条
に

規
定
す
る
地
域
を
仕
向
地
と
す
る
同
規
則
第
二
条
に

規
定
す
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
係
る
輸
出
の
申
請

が
あ
っ
た
と
き
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
省
令
第
六

条
各
号
に
掲
げ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う

か
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
経
済
産
業
大
臣
に
通
知

す
る
こ
と
。 

⑷ 

経
済
産
業
大
臣
の
輸
出
の
承
認 

経
済
産
業
大
臣
は
、
⑶
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
環

境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
旨
の
環
境
大
臣
の
確
認
の
通
知
を
受
け

た
後
で
な
け
れ
ば
、
輸
出
の
承
認
を
し
て
は
な
ら
な

い
こ
と
。 

⑸ 

輸
出
移
動
書
類
の
交
付 

経
済
産
業
大
臣
は
、
⑷
に
掲
げ
る
輸
出
の
承
認
を

し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
承
認
を
受
け
た
者

に
対
し
、
輸
出
移
動
書
類
を
交
付
す
る
こ
と
。 

⑹ 

運
搬 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
者
は
、
当
該
特
定
有

害
廃
棄
物
等
に
係
る
輸
出
移
動
書
類
に
必
要
な
事
項

の
記
載
及
び
署
名
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
特
定
有

害
廃
棄
物
等
の
運
搬
を
行
う
場
合
は
、
輸
出
移
動
書

類
を
携
帯
し
、
輸
出
移
動
書
類
に
記
載
さ
れ
た
内
容

に
従
っ
て
環
境
の
保
全
上
適
正
な
方
法
で
行
う
必
要

が
あ
る
こ
と
。 



な
お
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が
、
一
般
的
に
受
け

入
れ
ら
れ
、
か
つ
、
認
め
ら
れ
て
い
る
国
際
的
規
則

及
び
基
準
に
従
っ
て
こ
ん
包
さ
れ
、
表
示
さ
れ
、
及

び
運
搬
さ
れ
る
よ
う
関
連
法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
。 

⑺ 

処
分 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
者
は
、
当
該
特
定
有

害
廃
棄
物
等
が
輸
出
の
相
手
国
に
お
い
て
輸
出
移
動

書
類
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
従
っ
て
環
境
の
保
全
上

適
正
な
方
法
で
処
分
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま

た
、
輸
出
者
は
、
当
該
処
分
が
完
了
し
た
場
合
に
は
、

当
該
処
分
を
行
っ
た
旨
の
通
知
を
回
収
す
る
よ
う
努

め
る
こ
と
。 

な
お
、
輸
出
の
相
手
国
に
お
け
る
処
分
者
か
ら
の

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
引
渡
し
を
受
け
た
旨
及
び
処

分
を
行
っ
た
旨
の
通
知
が
環
境
省
に
お
い
て
受
領
さ

れ
な
い
場
合
に
は
、
環
境
大
臣
は
、
輸
出
の
相
手
国

の
権
限
の
あ
る
当
局
に
対
し
そ
の
旨
の
通
知
を
行
う

こ
と
。 

５ 

輸
入
、
運
搬
及
び
処
分
に
係
る
手
続 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
、
運
搬
及
び
処
分
に
つ

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
手
続
に
よ
り
行
う
こ
と
。 

⑴ 

輸
入
の
承
認
に
係
る
申
請 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
五
十
二
条
の
規
定
に

よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
の
輸
入
の
承
認
を
受
け
る
義

務
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
再
生
利
用
等
目

的
輸
入
事
業
者
が
そ
の
認
定
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄

物
等
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
承
認

を
要
し
な
い
こ
と
。 

な
お
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
が
廃
棄
物
の

処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
の
四
の
四

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
環
境
大
臣
の
許
可
の
対
象

と
な
る
場
合
は
、
そ
の
許
可
を
受
け
た
後
に
輸
入
の

承
認
に
係
る
申
請
を
行
う
こ
と
。 

⑵ 

環
境
大
臣
の
意
見
等 

環
境
大
臣
は
、
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
承

認
を
行
う
に
際
し
、
事
前
に
、
経
済
産
業
大
臣
に
対

し
、
必
要
な
説
明
を
求
め
、
及
び
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
。 

⑶ 

経
済
産
業
大
臣
の
輸
入
の
承
認 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
は
、
経
済
産
業
大
臣

の
輸
入
の
承
認
が
行
わ
れ
た
後
に
開
始
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。 

⑷ 

通
告
に
対
す
る
回
答 

環
境
大
臣
は
、
経
済
産
業
大
臣
か
ら
輸
入
の
承
認

又
は
不
承
認
を
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
は
、

当
該
通
知
に
基
づ
き
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入

に
つ
い
て
同
意
を
し
、
又
は
同
意
を
し
な
い
旨
の
回

答
を
、
当
該
通
告
を
し
た
者
及
び
輸
入
の
相
手
国
の

権
限
の
あ
る
当
局
に
送
付
す
る
こ
と
。 

ま
た
、
環
境
大
臣
は
、
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事

業
者
が
行
う
そ
の
認
定
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等

の
輸
入
に
係
る
通
告
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
再

生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
に
確
認
の
上
、
同
意
を

し
、
又
は
同
意
を
し
な
い
旨
の
回
答
を
、
通
告
を
し

た
者
及
び
輸
入
の
相
手
国
に
送
付
す
る
こ
と
。 

⑸ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
該
当
し
な
い
物
の
通
告
に

対
す
る
回
答 

環
境
大
臣
は
、
輸
入
の
相
手
国
に
お
い
て
条
約
第

一
条
１
⒝
の
有
害
廃
棄
物
に
該
当
す
る
物
で
あ
っ
て

特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
該
当
し
な
い
も
の
の
通
告
を

受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
通
告
に
対
し
て
、
特
定
有

害
廃
棄
物
等
に
該
当
し
な
い
旨
の
回
答
を
当
該
通
告

を
し
た
者
及
び
輸
入
の
相
手
国
に
送
付
す
る
こ
と
。 

⑹ 

輸
入
移
動
書
類
の
交
付 

経
済
産
業
大
臣
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入

の
承
認
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
承
認
を
受
け
た
者

か
ら
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
係
る
移
動
書
類
の

提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
移
動
書
類
の
内
容
が

通
告
の
内
容
と
一
致
す
る
こ
と
を
確
認
の
上
、
速
や

か
に
、
輸
入
移
動
書
類
を
交
付
す
る
こ
と
。 

⑺ 

運
搬 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
者
は
、
当
該
特
定
有

害
廃
棄
物
等
に
係
る
輸
入
移
動
書
類
又
は
移
動
書
類

（
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
に
よ
る
そ
の
認
定

に
係
る
輸
入
の
場
合
に
限
る
。
）
（
以
下
「
輸
入
移

動
書
類
等
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
事
項
の
記
載
及

び
署
名
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物

等
の
運
搬
を
行
う
場
合
は
、
輸
入
移
動
書
類
等
を
携

帯
し
、
か
つ
、
輸
入
移
動
書
類
等
に
記
載
さ
れ
た
内

容
に
従
っ
て
環
境
の
保
全
上
適
正
な
方
法
で
行
う
必

要
が
あ
る
こ
と
。 

な
お
、
輸
入
移
動
書
類
等
の
書
換
え
が
行
わ
れ
た

場
合
に
は
、
環
境
大
臣
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
当
該

運
搬
の
方
法
等
の
内
容
を
輸
入
の
相
手
国
の
権
限
の

あ
る
当
局
に
通
知
す
る
こ
と
に
よ
り
、
輸
入
の
相
手

国
と
の
連
携
を
図
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

ま
た
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が
、
一
般
的
に
受
け

入
れ
ら
れ
、
か
つ
、
認
め
ら
れ
て
い
る
国
際
的
規
則

及
び
基
準
に
従
っ
て
こ
ん
包
さ
れ
、
表
示
さ
れ
、
及

び
運
搬
さ
れ
る
よ
う
関
連
法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
。 

⑻ 

処
分 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
者
は
、
当
該
特
定
有

害
廃
棄
物
等
の
処
分
を
行
う
場
合
は
、
輸
入
移
動
書

類
等
を
携
帯
し
、
か
つ
、
輸
入
移
動
書
類
等
に
記
載

さ
れ
た
内
容
に
従
っ
て
環
境
の
保
全
上
適
正
な
方
法

で
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
。 

な
お
、
処
分
者
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
引
渡

し
を
受
け
た
と
き
及
び
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の

処
分
を
行
っ
た
と
き
に
は
、
輸
入
の
相
手
方
、
輸
入

の
相
手
国
及
び
通
過
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
、
そ

の
旨
の
通
知
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
。 

ま
た
、
処
分
者
か
ら
の
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
引

渡
し
を
受
け
た
旨
及
び
処
分
を
行
っ
た
旨
の
通
知
が

輸
入
の
相
手
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
お
い
て
受
領

さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
輸
入
の
相
手
国
の
権
限
の
あ

る
当
局
か
ら
そ
の
旨
の
通
知
が
環
境
省
に
送
付
さ
れ



る
こ
と
。 

⑼ 

仮
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
返
還

に
係
る
手
続 

仮
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
環
境
大
臣
は
、

条
約
第
八
条
又
は
第
九
条
２
の
規
定
に
基
づ
き
、
当

該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
引
取
り
を
行
う
よ
う
輸
出

の
相
手
国
等
と
必
要
な
調
整
を
行
っ
た
上
で
当
該
特

定
有
害
廃
棄
物
等
の
返
還
に
係
る
通
報
を
行
う
こ
と
。

な
お
、
当
該
返
還
の
た
め
の
輸
出
を
行
お
う
と
す
る

者
は
、
当
該
通
報
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
特

定
有
害
廃
棄
物
等
の
移
動
に
当
た
っ
て
、
輸
出
移
動

書
類
と
同
様
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
を
作
成
し
、

携
帯
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

イ 

経
済
産
業
大
臣
の
輸
入
の
承
認
を
受
け
て
い
な

い
場
合 

ロ 

経
済
産
業
大
臣
の
輸
入
の
承
認
を
受
け
て
い
る

場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処

分
が
、
輸
出
入
等
に
係
る
契
約
等
の
内
容
に
従
っ

た
方
法
で
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合 

６ 

不
適
正
な
輸
出
、
輸
入
、
運
搬
又
は
処
分
が
行
わ
れ
た

場
合
の
措
置 

国
は
、
条
約
及
び
理
事
会
決
定
の
規
定
を
踏
ま
え
、

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
、
輸
入
、
運
搬
又
は
処
分

が
適
正
に
行
わ
れ
な
い
場
合
に
は
、
法
第
十
七
条
の
措

置
命
令
の
的
確
か
つ
円
滑
な
発
動
等
を
通
じ
、
人
の
健

康
及
び
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
よ
う
措
置

す
る
こ
と
。 

 

第
二 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
、
輸
入
、
運
搬
又
は
処

分
の
事
業
を
行
う
者
が
そ
の
事
業
を
適
正
に
行
う
た
め
に

配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
本
的
な
事
項 

１ 

輸
出
及
び
輸
入
の
最
小
化 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
、
輸
入
、
運
搬
又
は
処

分
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）

は
、
社
会
的
、
技
術
的
及
び
経
済
的
側
面
を
考
慮
し
た

上
で
、
可
能
な
限
り
国
内
の
適
正
な
処
分
施
設
を
利
用

す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
及
び

輸
入
の
最
小
化
に
努
め
る
こ
と
。 

２ 

収
集
、
運
搬
及
び
処
分
に
伴
っ
て
生
ず
る
被
害
の
最
小

化 

事
業
者
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
収
集
、
運
搬
及

び
処
分
に
伴
っ
て
生
ず
る
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
と

と
も
に
、
環
境
の
汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
人
の
健

康
及
び
生
活
環
境
に
係
る
被
害
の
最
小
化
に
努
め
る
こ

と
。 

３ 

収
集
、
運
搬
及
び
処
分
の
状
況
の
把
握 

事
業
者
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
収
集
、
運
搬
及

び
処
分
の
状
況
を
把
握
す
る
よ
う
努
め
、
当
該
特
定
有

害
廃
棄
物
等
に
つ
い
て
人
の
健
康
及
び
生
活
環
境
に
係

る
被
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
事
故
の
発
生
を
知
る

に
至
っ
た
と
き
に
は
、
速
や
か
に
経
済
産
業
大
臣
及
び

環
境
大
臣
に
対
し
通
報
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

４ 

運
搬
及
び
処
分
に
係
る
契
約
に
関
す
る
事
項 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
者
及
び
処
分
者
は
、
環

境
の
保
全
上
適
正
な
運
搬
及
び
処
分
が
行
わ
れ
る
こ
と

を
明
記
し
た
契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
し
、
当
該
契
約

に
は
、
環
境
の
保
全
上
の
措
置
に
関
す
る
事
項
及
び
契

約
の
内
容
に
従
っ
て
運
搬
及
び
処
分
が
完
了
し
な
い
場

合
の
代
替
措
置
に
関
す
る
事
項
が
含
ま
れ
る
こ
と
。 

５ 

関
係
法
令
の
遵
守 

事
業
者
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
適
正
な
収
集
、

運
搬
及
び
処
分
を
確
保
す
る
た
め
、
法
の
規
定
に
よ
る

ほ
か
、
関
係
法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
。 

６ 

輸
入
に
係
る
処
理
の
適
正
性
及
び
透
明
性
の
確
保
の

た
め
の
事
業
者
及
び
国
の
努
力 

事
業
者
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
省
令
第
二
条
第
一

号
に
掲
げ
る
も
の
の
輸
入
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
適
正

な
収
集
、
運
搬
及
び
処
分
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
ら

の
収
集
、
運
搬
及
び
処
分
の
透
明
性
を
確
保
す
る
よ
う

努
め
る
こ
と
。
こ
の
た
め
、
当
該
輸
入
に
係
る
収
集
、

運
搬
及
び
処
分
を
行
う
者
は
、
当
該
輸
入
に
当
た
っ
て
、

移
動
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
携
帯
等
の
取

組
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
国
は
、
当
該
取

組
に
つ
い
て
、
締
約
国
、
加
盟
国
、
関
係
国
際
機
関
等

に
対
し
て
積
極
的
な
情
報
発
信
に
努
め
る
こ
と
。 

 

第
三 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
発
生
の
抑
制
及
び
適
正
な
処

分
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
国
民
が
配
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
本
的
な
事
項 

１ 

発
生
の
抑
制
及
び
有
害
性
の
最
小
化
の
推
進 

国
民
は
、
国
内
に
お
け
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
発

生
を
可
能
な
限
り
抑
制
し
、
か
つ
、
有
害
性
の
最
小
化

に
努
め
る
こ
と
。 

２ 

国
内
処
分
の
推
進 

国
民
は
、
我
が
国
に
お
い
て
発
生
し
た
特
定
有
害
廃

棄
物
等
を
、
可
能
な
限
り
国
内
に
お
い
て
、
環
境
の
保

全
上
適
正
な
方
法
に
よ
り
処
分
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

第
四 

第
一
か
ら
第
三
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
有
害

廃
棄
物
等
の
輸
出
、
輸
入
、
運
搬
及
び
処
分
が
適
正
に
行

わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
重
要
な
事
項 

１ 

国
際
協
力
の
推
進 

国
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
等
に
関
し
、
締
約
国
、
加

盟
国
、
関
係
国
際
機
関
等
と
の
間
で
国
際
協
力
を
推
進

す
る
こ
と
。 

⑴ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
不
法
取
引
の
監
視
に
関
す

る
事
項 

⑵ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
、
輸
入
、
運
搬
及
び

処
分
が
適
正
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
の
措
置
に
関

す
る
事
項 

⑶ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
収
集
、
運
搬
及
び
処
分
の

方
法
に
係
る
情
報
の
交
換
に
関
す
る
事
項 

⑷ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
収
集
、
運
搬
及
び
処
分
が

人
の
健
康
及
び
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
監
視
に

関
す
る
事
項 

⑸ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
技
術
、
適
正
処



分
技
術
等
の
開
発
（
当
該
技
術
等
が
経
済
、
社
会
及

び
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
研
究
を
含
む
。
）
、

普
及
及
び
移
転
に
関
す
る
事
項 

⑹ 
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
収
集
、
運
搬
及
び
処
分
の

方
法
に
係
る
技
術
上
の
指
針
及
び
実
施
基
準
の
開
発

に
関
す
る
事
項 

２ 

技
術
開
発
の
推
進 

国
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
技
術
、
適

正
処
分
技
術
等
の
開
発
（
当
該
技
術
等
の
経
済
、
社
会

及
び
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
研
究
を
含
む
。
）

及
び
普
及
に
努
め
る
こ
と
。 

３ 

国
内
に
お
け
る
処
分
施
設
の
確
保
の
推
進 

国
は
、
国
内
に
お
け
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
適
正

な
処
分
施
設
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。 

４ 

情
報
の
提
供 

国
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
及
び
輸
入
の
実

績
、
締
約
国
等
の
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
及
び
輸

入
の
規
制
の
状
況
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
発
生
の
抑

制
及
び
適
正
処
分
技
術
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
特
定

有
害
廃
棄
物
等
の
適
正
な
輸
出
、
輸
入
、
運
搬
及
び
処

分
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提
供
に
努
め
る

こ
と
。 

５ 

輸
出
の
最
小
化
等
に
係
る
定
期
的
な
検
討 

国
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
の
最
小
化
の
可

能
性
及
び
輸
出
さ
れ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
有
害
性

の
減
少
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
検
討
す
る
こ

と
。 

６ 

確
認
等
に
関
す
る
書
面
の
交
付 

関
係
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
、
輸
出
者
そ
の
他
の
者

の
求
め
に
応
じ
て
、
環
境
大
臣
は
、
個
々
の
特
定
有
害

廃
棄
物
等
の
輸
出
に
関
し
法
第
四
条
第
三
項
の
確
認
の

結
果
を
証
す
る
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ま
た
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
当
該
輸
出

又
は
輸
入
が
法
の
適
用
を
受
け
な
い
場
合
に
は
、
そ
の

旨
を
証
す
る
書
面
を
共
同
で
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。 

７ 

普
及
及
び
啓
発 

国
は
、
法
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
知
識

に
つ
い
て
、
広
く
国
民
へ
の
普
及
及
び
啓
発
を
図
る
こ

と
。 

  



 

   

○
有
害
廃
棄
物
の
移
動
及
び
そ
の
処
分
の
規
制
に

関
す
る
財
団
法
人
交
流
協
会
と
亜
東
関
係
協
会

と
の
間
の
取
決
め
（
二
千
五
年
十
二
月
一
日
）

の
的
確
か
つ
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
に
必
要

な
事
項 （

平
成
一
七
・
一
二
・
二
六 

経
・
環
告
十
二
） 

   

１ 

環
境
の
保
全
上
適
正
な
輸
出
及
び
輸
入 

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
し
な
い
特
定
有
害

廃
棄
物
等
（
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規

制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
百
八
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
我

が
国
か
ら
台
湾
へ
の
輸
出
及
び
台
湾
か
ら
我
が
国

へ
の
輸
入
は
、
環
境
の
保
全
上
適
正
な
も
の
と
は
認

め
ら
れ
な
い
こ
と
。 

⑴ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出 

イ 

次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
。 

① 

輸
出
さ
れ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
環

境
の
保
全
上
適
正
か
つ
効
率
的
な
方
法
で

処
分
す
る
た
め
の
技
術
上
の
能
力
及
び
必

要
な
施
設
、
処
分
能
力
又
は
適
当
な
処
分
場

所
を
我
が
国
が
有
し
な
い
場
合 

② 

輸
出
さ
れ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が
台

湾
に
お
い
て
再
生
利
用
産
業
又
は
回
収
産

業
の
た
め
の
原
材
料
と
し
て
必
要
と
さ
れ

て
い
る
場
合 

ロ 

当
該
輸
出
に
つ
い
て
台
湾
日
本
関
係
協
会

か
ら
書
面
に
よ
る
同
意
が
得
ら
れ
て
い
る
こ

と
。 

ハ 

輸
出
さ
れ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
つ
い

て
輸
出
さ
れ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
つ
い

て
環
境
の
保
全
上
適
正
な
運
搬
及
び
処
分
が

行
わ
れ
る
こ
と
を
明
記
し
た
契
約
が
輸
出
者

と
処
分
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
て
い
る
旨
の

確
認
が
台
湾
日
本
関
係
協
会
か
ら
得
ら
れ
て

い
る
こ
と
。 

ニ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
定
有
害
廃
棄
物

等
の
範
囲
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
三
十
年
環

境
省
令
第
十
二
号
。
以
下
「
特
定
有
害
廃
棄
物

等
省
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る

措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

ホ 

輸
出
さ
れ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が
、
特
定

有
害
廃
棄
物
等
省
令
第
二
条
第
二
号
の
分
析

試
験
（
以
下
「
分
析
試
験
」
と
い
う
。
）
を
行

う
た
め
の
も
の
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

① 

台
湾
に
お
い
て
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の

輸
入
、
運
搬
又
は
処
分
に
つ
い
て
保
険
、
供

託
金
そ
の
他
の
保
証
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
る
場
合
に
は
、
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ

て
い
る
こ
と
。 

② 

輸
出
者
が
、
輸
出
し
よ
う
と
す
る
特
定
有

害
廃
棄
物
等
の
再
輸
入
そ
の
他
こ
れ
に
準

ず
る
措
置
を
確
実
に
実
施
す
る
に
足
る
経

理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。 

⑵ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入 

イ 

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
五
十
二
条
の
規

定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
に
先
立
ち
、
当
該
特
定

有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
に
係
る
通
告
が
台
湾

日
本
関
係
協
会
か
ら
公
益
財
団
法
人
日
本
台

湾
交
流
協
会
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

た
だ
し
、
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
が
当

該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
を
行
お
う
と

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
輸
入
に
係
る
台
湾
日

本
関
係
協
会
か
ら
公
益
財
団
法
人
日
本
台
湾

交
流
協
会
へ
の
通
告
及
び
当
該
通
告
に
対
す

る
公
益
財
団
法
人
日
本
台
湾
交
流
協
会
か
ら

台
湾
日
本
関
係
協
会
に
対
す
る
同
意
が
事
前

に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

輸
入
さ
れ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
つ
い

て
環
境
の
保
全
上
適
正
な
運
搬
及
び
処
分
が

行
わ
れ
る
こ
と
を
明
記
し
た
契
約
が
輸
出
者

と
処
分
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

２ 

輸
出
、
運
搬
及
び
処
分
に
係
る
手
続 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
、
運
搬
及
び
処
分
に

つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
手
続
に
よ
り
行
う
こ
と
。 

⑴ 

輸
出
の
承
認
に
係
る
申
請 

台
湾
へ
特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
輸
出
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
四

十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣

の
輸
出
の
承
認
を
受
け
る
義
務
を
課
せ
ら
れ
る

こ
と
。 

な
お
、
当
該
輸
出
が
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十

七
号
）
第
十
条
第
一
項
（
同
法
第
十
五
条
の
四
の

六
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
く
環
境
大
臣
の
確
認
の
対
象
と

な
る
場
合
は
、
そ
の
確
認
を
受
け
た
後
に
輸
出
の

承
認
の
申
請
を
行
う
こ
と
。 

⑵ 

通
告 

イ 

環
境
大
臣
は
、
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
申
請
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
と
き

は
、
有
害
廃
棄
物
の
移
動
及
び
そ
の
処
分
の
規

制
に
関
す
る
財
団
法
人
交
流
協
会
と
亜
東
関

係
協
会
と
の
間
の
取
決
め
（
二
千
五
年
十
二
月

一
日
）
（
以
下
「
取
決
め
」
と
い
う
。
）
に
基

づ
き
公
益
財
団
法
人
日
本
台
湾
交
流
協
会
が

行
う
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
に
係
る
通

告
に
必
要
な
書
類
を
公
益
財
団
法
人
日
本
台

湾
交
流
協
会
に
送
付
す
る
こ
と
。 

ロ 

公
益
財
団
法
人
日
本
台
湾
交
流
協
会
は
、
イ

の
規
定
に
よ
り
通
告
に
必
要
な
書
類
の
送
付



 

が
あ
っ
た
と
き
は
、
取
決
め
に
基
づ
き
、
台
湾

日
本
関
係
協
会
に
対
し
特
定
有
害
廃
棄
物
等

の
輸
出
に
つ
い
て
書
面
に
よ
る
通
告
を
行
い
、

当
該
通
告
に
対
す
る
台
湾
日
本
関
係
協
会
か

ら
の
書
面
に
よ
る
回
答
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当

該
回
答
を
環
境
大
臣
に
送
付
す
る
こ
と
。 

ハ 

環
境
省
は
、
ロ
の
規
定
に
よ
り
特
定
有
害
廃

棄
物
等
の
輸
出
に
係
る
回
答
の
送
付
が
あ
っ

た
と
き
は
、
当
該
回
答
の
写
し
を
経
済
産
業
省

に
送
付
す
る
こ
と
。 

⑶ 

環
境
大
臣
の
確
認 

台
湾
へ
の
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
の
申

請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
環
境
大
臣
は
、
特
定
有
害

廃
棄
物
等
省
令
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
措
置
が

講
じ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
そ
の
結

果
を
経
済
産
業
大
臣
に
通
知
す
る
こ
と
。 

⑷ 

経
済
産
業
大
臣
の
輸
出
の
承
認 

経
済
産
業
大
臣
は
、
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る

た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
旨
の

環
境
大
臣
の
確
認
の
通
知
を
受
け
た
後
で
な
け

れ
ば
、
輸
出
の
承
認
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。 

⑸ 

移
動
書
類
の
写
し
の
提
出 

イ 

台
湾
へ
特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
輸
出
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
そ
の
輸
出
に
先
立
ち
、
当
該

特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
係
る
移
動
書
類
（
取
決

め
に
基
づ
く
移
動
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
写
し
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。 

ロ 

経
済
産
業
省
は
、
イ
の
規
定
に
よ
り
移
動
書

類
の
写
し
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
移

動
書
類
の
写
し
を
環
境
省
に
送
付
す
る
こ
と
。 

ハ 

台
湾
へ
特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
輸
出
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
イ
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業

大
臣
に
提
出
し
た
移
動
書
類
に
記
載
し
た
事

項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
変

更
後
の
移
動
書
類
の
写
し
を
経
済
産
業
大
臣

に
提
出
す
る
こ
と
。 

二 

移
動
書
類
の
様
式
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等

の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
に
基
づ

く
届
出
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
五
年
通
商
産

業
省
令
第
六
十
一
号
）
様
式
第
一
に
準
ず
る
も

の
と
す
る
。 

⑹ 

運
搬 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
者
は
、
当
該
特
定

有
害
廃
棄
物
等
に
係
る
移
動
書
類
に
必
要
な
事

項
の
記
載
及
び
署
名
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
特

定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
を
行
う
場
合
は
、
移
動

書
類
を
携
帯
し
、
移
動
書
類
に
記
載
さ
れ
た
内
容

に
従
っ
て
環
境
の
保
全
上
適
正
な
方
法
で
行
う

必
要
が
あ
る
こ
と
。 

ま
た
、
そ
の
運
搬
す
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が
、

一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
か
つ
、
認
め
ら
れ
て

い
る
国
際
的
規
則
及
び
基
準
に
従
っ
て
こ
ん
包

さ
れ
、
表
示
さ
れ
、
及
び
運
搬
さ
れ
る
よ
う
関
連

法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
。 

⑺ 

処
分 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
者
は
、
当
該
特
定

有
害
廃
棄
物
等
が
台
湾
に
お
い
て
移
動
書
類
に

記
載
さ
れ
た
内
容
に
従
っ
て
環
境
の
保
全
上
適

正
な
方
法
で
処
分
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま

た
、
輸
出
者
は
、
当
該
処
分
が
完
了
し
た
場
合
に

は
、
当
該
処
分
を
行
っ
た
旨
の
通
知
を
回
収
す
る

よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

３ 

輸
入
、
運
搬
及
び
処
分
に
係
る
手
続 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
、
運
搬
及
び
処
分
に

つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
手
続
に
よ
り
行
う
こ
と
。 

⑴ 

輸
入
の
承
認
に
係
る
申
請 

台
湾
か
ら
特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
輸
入
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第

五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
の
輸

入
の
承
認
を
受
け
る
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
が
、
そ

の
認
定
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
輸
入
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
承
認
を
要
し
な
い

こ
と
。 

な
お
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
が
廃
棄
物

の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
の

四
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
環
境
大
臣
の

許
可
の
対
象
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
許
可
を
受
け

た
後
に
輸
入
の
承
認
に
係
る
申
請
を
行
う
こ
と
。 

⑵ 

環
境
大
臣
の
意
見
等 

イ 

公
益
財
団
法
人
日
本
台
湾
交
流
協
会
は
、
取

決
め
に
基
づ
き
台
湾
日
本
関
係
協
会
か
ら
特

定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
に
つ
い
て
の
書
面

に
よ
る
通
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
通
告
に

係
る
書
面
の
写
し
を
環
境
大
臣
に
送
付
す
る

こ
と
。 

ロ 

環
境
省
は
、
イ
の
規
定
に
よ
り
通
告
に
係
る

書
面
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の

写
し
を
経
済
産
業
省
に
送
付
す
る
こ
と
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
環
境
大
臣
は
、
環
境
の
汚
染

を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
承
認
を
行
う
に
際
し
、

事
前
に
、
経
済
産
業
大
臣
に
対
し
、
必
要
な
説

明
を
求
め
、
及
び
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
。 

⑶ 

経
済
産
業
大
臣
の
輸
入
の
承
認 

台
湾
か
ら
の
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
は
、

経
済
産
業
大
臣
の
輸
入
の
承
認
が
行
わ
れ
た
後

に
開
始
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

⑷ 

通
告
に
対
す
る
回
答 

環
境
大
臣
は
、
経
済
産
業
大
臣
か
ら
輸
入
の
承

認
又
は
不
承
認
を
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
場

合
に
は
、
当
該
通
知
に
基
づ
き
、
特
定
有
害
廃
棄

物
等
の
輸
入
に
つ
い
て
同
意
を
し
、
又
は
同
意
を

し
な
い
旨
の
回
答
を
公
益
財
団
法
人
日
本
台
湾

交
流
協
会
に
送
付
す
る
こ
と
。 

ま
た
、
環
境
大
臣
は
、
再
生
利
用
等
目
的
輸
入

事
業
者
が
行
う
そ
の
認
定
に
係
る
特
定
有
害
廃

棄
物
等
の
輸
入
に
係
る
通
告
の
送
付
を
受
け
た



 

場
合
に
は
、
当
該
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者

に
確
認
の
上
、
同
意
を
し
、
又
は
同
意
を
し
な
い

旨
の
回
答
を
、
公
益
財
団
法
人
日
本
台
湾
交
流
協

会
に
送
付
す
る
こ
と
。 

⑸ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
該
当
し
な
い
物
の
通

告
に
対
す
る
回
答 

環
境
大
臣
は
、
台
湾
に
お
い
て
有
害
廃
棄
物
の

国
境
を
越
え
る
移
動
及
び
そ
の
処
分
の
規
制
に

関
す
る
バ
ー
ゼ
ル
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）

第
一
条
１
⒝
の
有
害
廃
棄
物
に
該
当
す
る
物
で

あ
っ
て
、
我
が
国
に
お
い
て
は
特
定
有
害
廃
棄
物

等
に
該
当
し
な
い
も
の
の
通
告
を
受
け
た
場
合

に
は
、
当
該
通
告
に
対
し
て
、
特
定
有
害
廃
棄
物

等
に
該
当
し
な
い
旨
の
回
答
を
当
該
通
告
を
し

た
者
及
び
公
益
財
団
法
人
日
本
台
湾
交
流
協
会

に
送
付
す
る
こ
と
。 

⑹ 

移
動
書
類
の
写
し
の
提
出 

イ 

台
湾
か
ら
特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
輸
入
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
輸
入
に
先
立
ち
、
当

該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
係
る
移
動
書
類
の

写
し
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。 

ロ 

経
済
産
業
省
は
、
イ
の
規
定
に
よ
り
移
動
書

類
の
写
し
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
移

動
書
類
の
写
し
を
環
境
省
に
送
付
す
る
こ
と
。 

ハ 

台
湾
か
ら
特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
輸
入
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
イ
の
規
定
に
よ
り
経
済
産

業
大
臣
に
提
出
し
た
移
動
書
類
に
記
載
し
た

事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

変
更
後
の
移
動
書
類
の
写
し
を
経
済
産
業
大

臣
に
提
出
す
る
こ
と
。 

⑺ 

運
搬 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
者
は
、
当
該
特

定
有
害
廃
棄
物
等
に
係
る
移
動
書
類
（
再
生
利
用

等
目
的
輸
入
事
業
者
に
よ
る
当
該
認
定
に
係
る

輸
入
の
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
必
要
な

事
項
の
記
載
及
び
署
名
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
を
行
う
場
合
は
、
移

動
書
類
を
携
帯
し
、
か
つ
、
移
動
書
類
に
記
載
さ

れ
た
内
容
に
従
っ
て
環
境
の
保
全
上
適
正
な
方

法
で
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
。 

ま
た
、
そ
の
運
搬
す
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が
、

一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
か
つ
、
認
め
ら
れ
て

い
る
国
際
的
規
則
及
び
基
準
に
従
っ
て
こ
ん
包

さ
れ
、
表
示
さ
れ
、
及
び
運
搬
さ
れ
る
よ
う
関
連

法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
。 

ま
た
、
そ
の
運
搬
す
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が
、

一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
か
つ
、
認
め
ら
れ
て

い
る
国
際
的
規
則
及
び
基
準
に
従
っ
て
こ
ん
包

さ
れ
、
表
示
さ
れ
、
及
び
運
搬
さ
れ
る
よ
う
関
連

法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
。 

⑻ 

処
分 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
者
は
、
当
該
特
定

有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
を
行
う
場
合
は
、
移
動
書

類
を
携
帯
し
、
か
つ
、
移
動
書
類
に
記
載
さ
れ
た

内
容
に
従
っ
て
環
境
の
保
全
上
適
正
な
方
法
で

行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
。 

ま
た
、
台
湾
か
ら
特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
輸
入

し
た
者
は
、
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
が

完
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
特
定
有
害

廃
棄
物
等
の
処
分
を
行
っ
た
日
付
、
処
分
の
場
所

及
び
処
分
の
方
法
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境

大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。 

⑼ 

仮
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の

返
還
に
係
る
手
続 

仮
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
環
境
大

臣
は
、
条
約
第
八
条
又
は
第
九
条
２
の
規
定
に
基

づ
き
、
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
引
取
り
を
行

う
よ
う
公
益
財
団
法
人
日
本
台
湾
交
流
協
会
を

通
じ
て
台
湾
日
本
関
係
協
会
と
必
要
な
調
整
を

行
っ
た
上
で
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
返
還

に
係
る
通
報
を
行
う
こ
と
。
な
お
、
当
該
返
還
の

た
め
の
輸
出
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
当
該
通
報

が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物

等
の
移
動
に
当
た
っ
て
、
輸
出
移
動
書
類
と
同
様

の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
を
作
成
し
、
携
帯
す
る

よ
う
努
め
る
こ
と
。 

イ 

経
済
産
業
大
臣
の
輸
入
の
承
認
を
受
け
て

い
な
い
場
合 

ロ 

経
済
産
業
大
臣
の
輸
入
の
承
認
を
受
け
て

い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物

等
の
処
分
が
、
輸
出
入
等
に
係
る
契
約
等
の
内

容
に
従
っ
た
方
法
で
完
了
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

 

４ 

不
適
正
な
輸
出
、
輸
入
、
運
搬
又
は
処
分
が
行
わ

れ
た
場
合
の
措
置 

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
特
定
有
害
廃

棄
物
等
の
輸
出
、
輸
入
、
運
搬
又
は
処
分
が
適
正
に

行
わ
れ
な
い
場
合
に
は
、
法
第
十
七
条
の
措
置
命
令

の
的
確
か
つ
円
滑
な
発
動
等
を
通
じ
、
人
の
健
康
及

び
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
よ
う
措
置

す
る
こ
と
。 

 



 

金
属
等
を
含
む
産
業
廃
棄
物
に
係
る
判
定
基
準
を
定
め
る
省
令 

（
昭
和
四
十
八
年
総
理
府
令
第
五
号
） 

 

別
表
第
三
（
第
二
条
関
係
） 

一
九 

一
八 

一
七 

一
六 

一
五 

一
四 

一
三 

一
二 

一
一 

一
〇 

九 

チ
ウ
ラ
ム 

一
・
三―

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ

ン 一
・
一
・
二―

ト
リ
ク
ロ
ロ

エ
タ
ン 

一
・
一
・
一―

ト
リ
ク
ロ
ロ

エ
タ
ン 

シ
ス―

一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ

エ
チ
レ
ン 

一
・
一―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

ン 一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン 

四
塩
化
炭
素 

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン 

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
チ
ウ
ラ
ム
〇
・
〇
〇

六
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
・
三―

ジ
ク
ロ
ロ

プ
ロ
ペ
ン
〇
・
〇
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
・
一
・
二―

ト
リ

ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
〇
・
〇
〇
六
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
・
一
・
一―

ト
リ

ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
シ
ス―

一
・
二―

ジ

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
〇
・
〇
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
・
一―

ジ
ク
ロ
ロ

エ
チ
レ
ン
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ

エ
タ
ン
〇
・
〇
〇
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
四
塩
化
炭
素
〇
・
〇

〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ

チ
レ
ン
〇
・
〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ

レ
ン
〇
・
〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

八 七 六 五 四 三 二 一 

 

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル 

シ
ア
ン
化
合
物 

砒
素
又
は
そ
の
化
合
物 

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物 

有
機
燐
化
合
物 

鉛
又
は
そ
の
化
合
物 

カ
ド
ミ
ウ
ム
又
は
そ
の
化

合
物 

水
銀
又
は
そ
の
化
合
物 

ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物 

第
一
欄 

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
に
つ
き
検
出
さ
れ
な

い
こ
と
。 

シ
ア
ン
化
合
物
に
つ
き
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
砒
素
〇
・
〇
一
ミ
リ

グ
ラ
ム
以
下 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
六
価
ク
ロ
ム
〇
・
〇

五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

有
機
燐
化
合
物
に
つ
き
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
鉛
〇
・
〇
一
ミ
リ
グ

ラ
ム
以
下 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
カ
ド
ミ
ウ
ム
〇
・
〇

〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
水
銀
〇
・
〇
〇
〇
五

ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物
に
つ
き
検
出
さ
れ
な

い
こ
と
。 

第
二
欄 



 

 

  

三
〇 

二
九 

二
八 

二
七 

二
六 

二
五 

二
四 

二
三 

二
二 

二
一 

二
〇 

ニ
ッ
ケ
ル
又
は
そ
の
化
合
物 

ク
ロ
ム
又
は
そ
の
化
合
物 

ベ
リ
リ
ウ
ム
又
は
そ
の
化
合
物 

弗
化
物 

亜
鉛
又
は
そ
の
化
合
物 

銅
又
は
そ
の
化
合
物 

令
別
表
第
三
の
三
第
二
十
四
号

に
掲
げ
る
有
機
塩
素
化
合
物 

セ
レ
ン
又
は
そ
の
化
合
物 

ベ
ン
ゼ
ン 

チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ 

シ
マ
ジ
ン 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
一
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ク
ロ
ム

〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ベ
リ
リ
ウ

ム
〇
・
二
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
弗
素
三
ミ

リ
グ
ラ
ム
以
下 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
亜
鉛
〇
・

八
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
銅
〇
・
一

四
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
塩
素
一
ミ

リ
グ
ラ
ム
以
下 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
セ
レ
ン

〇
・
〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ベ
ン
ゼ
ン

〇
・
〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
チ
オ
ベ
ン

カ
ル
ブ
〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
シ
マ
ジ
ン

〇
・
〇
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

備
考 １ 

こ
の
表
に
掲
げ
る
基
準
は
、
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
定
め
る
方 

法
に
よ
り
令
別
表
第
三
の
二
の
二
の
項
に
掲
げ
る
施
設
に
お
い
て
生
じ
た
汚
泥

又
は
建
設
工
事
に
伴
つ
て
生
じ
た
汚
泥
に
含
ま
れ
る
こ
の
表
の
各
項
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
物
質
を
溶
出
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る

物
質
の
濃
度
と
し
て
表
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。 

２ 

別
表
第
一
の
備
考
３
の
規
定
は
、
こ
の
表
の
一
の
項
、
四
の
項
、
七
の
項
及
び 

八
の
項
に
掲
げ
る
基
準
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

三
三 

三
二 

三
一 

一
・
四―

ジ
オ
キ
サ
ン 

フ
ェ
ノ
ー
ル
類 

バ
ナ
ジ
ウ
ム
又
は
そ
の
化

合
物 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
・
四―

ジ
オ
キ
サ

ン
〇
・
〇
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
フ
ェ
ノ
ー
ル
〇
・

二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
バ
ナ
ジ
ウ
ム
〇
・

一
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 



 

廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出入規制等について 

 

 

国内処理の原則：第２条の２ 

１ 国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。 

２ 国外において生じた廃棄物は、その輸入により国内における廃棄物の適正な処理に支障が生

じないよう、その輸入が抑制されなければならない。 

輸  入 
 
廃棄物の輸入の許可：第15条の４の５ 

○廃棄物の輸入には環境大臣の許可が必要 

 許可の基準 

・国内における廃棄物の処理に関する設備及

び技術に照らし、適正に処理されること 

・申請者が当該廃棄物を自ら又は他人に委託

して適正に処理することができること 

・申請者が当該廃棄物の処分を他人に委託す

る場合、当該廃棄物の国内において処分す

ることにつき相当の理由があること 
 

輸入廃棄物の区分：第２条第４項第２号 

・輸入廃棄物は産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を

含む。）とする 

輸入者の特例：第15条の４の６ 

・廃棄物を輸入した者は当該廃棄物の排出事業者と

みなす 

→第 12 条、第 12 条の２等の規定に基づき事業者と

して処理 

輸  出 
 
一般廃棄物の輸出の確認：第10条 

産業廃棄物の輸出の確認：第15条の４の７ 

○廃棄物の輸出には環境大臣の確認が必要 

 確認の基準（①～③が必要。） 

①以下のいずれかに該当すること 

・国内における当該廃棄物の処理に関す

る設備及び技術に照らし、適正な国内

処理が困難であること 

・輸出の相手国において再生利用される

ことが確実であること 

・分析試験の用に供すること 

②国内の処理基準を下回らない方法で処理

されることが確実であること 

③申請者が法的な処理責任を持った者 

（一般廃棄物：市町村又は排出事業者、

産業廃棄物：排出事業者又は、都道府県

及び市町村）であること 

報告の徴収：第18条第２項 

 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、（略）国外廃棄物若しくは国外廃棄物であ

ることの疑いのある物を輸入しようとする者若しくは輸入した者若しくは廃棄物若しくは廃棄物

であることの疑いのある物を輸出しようとする者若しくは輸出した者に対し、（略）国外廃棄物若

しくは国外廃棄物であることの疑いのある物の輸入若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの

疑いのある物の輸出に関し、必要な報告を求めることができる。 

立入検査：第19条第２項 

 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、（略）国外廃棄物若しくは国

外廃棄物であることの疑いのある物を輸入しようとする者若しくは輸入した者若しくは廃棄物若

しくは廃棄物であることの疑いのある物を輸出しようとする者若しくは輸出した者の事務所、事業

場その他の場所に立ち入り、（略）国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物の輸

入若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出に関し、帳簿書類その他の物件

を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑

いのある物を無償で収去させることができる。 

※ 輸入廃棄物の処理については、国内発生産業廃棄物と同じく、処理基準に適合しない処理が行

われた場合の改善命令、生活環境の保全上の支障の除去等を命ずる措置命令、さらには罰則の規

定が適用される。 



 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
抜
粋
） 

（
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日 

法
律
第
百
三
十
七
号
） 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
廃
棄
物
の
排
出
を
抑
制
し
、
及
び
廃
棄
物
の
適
正
な
分
別
、

保
管
、
収
集
、
運
搬
、
再
生
、
処
分
等
の
処
理
を
し
、
並
び
に
生
活
環
境
を
清
潔
に

す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
環
境
の
保
全
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
廃
棄
物
」
と
は
、
ご
み
、
粗
大
ご
み
、
燃
え
殻
、
汚

泥
、
ふ
ん
尿
、
廃
油
、
廃
酸
、
廃
ア
ル
カ
リ
、
動
物
の
死
体
そ
の
他
の
汚
物
又
は
不

要
物
で
あ
つ
て
、
固
形
状
又
は
液
状
の
も
の
（
放
射
性
物
質
及
び
こ
れ
に
よ
つ
て
汚

染
さ
れ
た
物
を
除
く
。
）
を
い
う
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て｢

一
般
廃
棄
物｣

と
は
、
産
業
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
を
い
う
。 

３ 

（
略
） 

４ 

こ
の
法
律
に
お
い
て｢

産
業
廃
棄
物｣

と
は
、
次
に
掲
げ
る
廃
棄
物
を
い
う
。 

一 

事
業
活
動
に
伴
っ
て
生
じ
た
廃
棄
物
の
う
ち
、
燃
え
殻
、
汚
泥
、
廃
油
、
廃
酸
、

廃
ア
ル
カ
リ
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
廃
棄
物 

二 

輸
入
さ
れ
た
廃
棄
物
（
前
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
、
船
舶
及
び
航
空
機
の
航
行
に

伴
い
生
ず
る
廃
棄
物
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
第
十
五
条
の
四
の
五
第
一

項
に
お
い
て
「
航
行
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
並
び
に
本
邦
に
入
国
す
る
者
が
携
帯

す
る
廃
棄
物
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
同
項
に
お
い
て
「
携
帯
廃
棄
物
」

と
い
う
。
）
を
除
く
。
） 

５
・
６ 

（
略
） 

 

（
国
内
の
処
理
等
の
原
則
） 

第
二
条
の
二 

国
内
に
お
い
て
生
じ
た
廃
棄
物
は
、
な
る
べ
く
国
内
に
お
い
て
適
正
に

処
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

国
外
に
お
い
て
生
じ
た
廃
棄
物
は
、
そ
の
輸
入
に
よ
り
国
内
に
お
け
る
廃
棄
物
の

適
正
な
処
理
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
、
そ
の
輸
入
が
抑
制
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

第
十
条 

一
般
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
一
般
廃
棄
物
の
輸
出
が
次

の
各
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
環
境
大
臣
の
確
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

国
内
に
お
け
る
そ
の
一
般
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
設
備
及
び
技
術
に
照
ら
し
、

国
内
に
お
い
て
は
適
正
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
一

般
廃
棄
物
の
輸
出
で
あ
る
こ
と
。 

二 

前
号
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
以
外
の
一
般
廃
棄
物
に
あ
つ
て
は
、
国
内
に
お

け
る
一
般
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
し
て
環
境
省

令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
一
般
廃
棄
物
の
輸
出
で
あ
る
こ
と
。 

 

三 

そ
の
輸
出
に
係
る
一
般
廃
棄
物
が
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
（
特
別
管
理
一
般
廃

棄
物
に
あ
つ
て
は
、
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
）
を
下
回
ら
な
い
方
法

に
よ
り
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

四 

申
請
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

市
町
村 

ロ 

そ
の
他
環
境
省
令
で
定
め
る
者 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

一 

本
邦
か
ら
出
国
す
る
者
の
う
ち
、
一
般
廃
棄
物
を
携
帯
し
て
輸
出
す
る
者
で
あ

つ
て
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の 

 

二 

国
そ
の
他
の
環
境
省
令
で
定
め
る
者 

 

（
輸
入
の
許
可
） 

第
十
五
条
の
四
の
五 

廃
棄
物
（
航
行
廃
棄
物
及
び
携
帯
廃
棄
物
を
除
く
。
第
三
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
環
境
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
国
そ
の
他
の
環
境
省
令
で
定
め
る
者
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

３ 

環
境
大
臣
は
、
第
一
項
の
許
可
の
申
請
が
次
の
各
号
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る



 

と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

一 
そ
の
輸
入
に
係
る
廃
棄
物
（
以
下
「
国
外
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
が
国
内
に
お
け

る
そ
の
国
外
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
設
備
及
び
技
術
に
照
ら
し
、
国
内
に
お
い

て
適
正
に
処
理
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

申
請
者
が
そ
の
国
外
廃
棄
物
を
自
ら
又
は
他
人
に
委
託
し
て
適
正
に
処
理
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

三 

申
請
者
が
そ
の
国
外
廃
棄
物
の
処
分
を
他
人
に
委
託
し
て
行
お
う
と
す
る
者
で

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
国
外
廃
棄
物
を
国
内
に
お
い
て
処
分
す
る
こ
と
に

つ
き
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

４ 

第
一
項
の
許
可
に
は
、
生
活
環
境
の
保
全
上
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

 

（
国
外
廃
棄
物
を
輸
入
し
た
者
の
特
例
） 

 

第
十
五
条
の
四
の
六 

 

国
外
廃
棄
物
を
輸
入
し
た
者
（
事
業
者
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

は
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
十
二
条
の
二
第

一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係

る
罰
則
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
と
み
な
す
。 

 

（
準
用
） 

第
十
五
条
の
四
の
七 

第
十
条
の
規
定
は
、
産
業
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
四
号
中
「
市
町
村
」
と

あ
る
の
は
、「
事
業
者
（
自
ら
そ
の
産
業
廃
棄
物
を
輸
出
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
と
読

み
替
え
る
ほ
か
、
同
条
の
規
定
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

       

   

              ２ 

（
略
） 

 

（
報
告
の
徴
収
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

２ 

環
境
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
第
九
条
の
八
第
一

項
若
し
く
は
第
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
次
条
第
二
項
に
お

い
て
「
再
生
利
用
認
定
業
者
」
と
い
う
。
）
、
第
九
条
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五

条
の
四
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
広
域
的
処
理

認
定
業
者
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
第
九
条
の
十
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
条
の
四
の

四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
次
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
の
三
に
お
い
て
「
無

害
化
処
理
認
定
業
者
」
と
い
う
。
）
又
は
国
外
廃
棄
物
若
し
く
は
国
外
廃
棄
物
で
あ
る

こ
と
の
疑
い
の
あ
る
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
輸
入
し
た
者
若
し
く
は

廃
棄
物
若
し
く
は
廃
棄
物
で
あ
る
こ
と
の
疑
い
の
あ
る
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者

第
十
条
第
二
項 

第
十
条
第
一
項 

法
の
規
定
中
読

み
替
え
る
規
定 

一
般
廃
棄
物 

特
別
管
理
一
般
廃
棄
物

処
理
基
準 

特
別
管
理
一
般
廃
棄
物 

一
般
廃
棄
物
処
理
基
準 

一
般
廃
棄
物 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

産
業
廃
棄
物 

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

処
理
基
準 

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物 

産
業
廃
棄
物
処
理
基
準 

産
業
廃
棄
物 

読
み
替
え
る
字
句 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抜
粋
） 

（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
） 

（
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
の
確
認
に
関
す
る
読
替
え
） 

第
七
条
の
十
一 

法
第
十
五
条
の
四
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読

替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 



 

若
し
く
は
輸
出
し
た
者
に
対
し
、
当
該
認
定
に
係
る
収
集
、
運
搬
若
し
く
は
処
分
若

し
く
は
当
該
認
定
に
係
る
施
設
の
構
造
若
し
く
は
維
持
管
理
又
は
国
外
廃
棄
物
若
し

く
は
国
外
廃
棄
物
で
あ
る
こ
と
の
疑
い
の
あ
る
物
の
輸
入
若
し
く
は
廃
棄
物
若
し
く

は
廃
棄
物
で
あ
る
こ
と
の
疑
い
の
あ
る
物
の
輸
出
に
関
し
、
必
要
な
報
告
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
立
入
検
査
） 

第
十
九
条 

（
略
） 

２ 

環
境
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
に
、
再

生
利
用
認
定
業
者
、
広
域
的
処
理
認
定
業
者
若
し
く
は
無
害
化
処
理
認
定
業
者
の
事

務
所
、
事
業
場
、
車
両
、
船
舶
そ
の
他
の
場
所
若
し
く
は
第
九
条
の
八
第
一
項
若
し

く
は
第
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項
、
第
九
条
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
条
の
四

の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
九
条
の
十
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
条
の
四
の
四
第
一
項

の
認
定
に
係
る
施
設
の
あ
る
土
地
若
し
く
は
建
物
若
し
く
は
国
外
廃
棄
物
若
し
く
は

国
外
廃
棄
物
で
あ
る
こ
と
の
疑
い
の
あ
る
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
輸

入
し
た
者
若
し
く
は
廃
棄
物
若
し
く
は
廃
棄
物
で
あ
る
こ
と
の
疑
い
の
あ
る
物
を
輸

出
し
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
輸
出
し
た
者
の
事
務
所
、
事
業
場
そ
の
他
の
場
所
に

立
ち
入
り
、
当
該
認
定
に
係
る
収
集
、
運
搬
若
し
く
は
処
分
若
し
く
は
当
該
認
定
に

係
る
施
設
の
構
造
若
し
く
は
維
持
管
理
若
し
く
は
国
外
廃
棄
物
若
し
く
は
国
外
廃
棄

物
で
あ
る
こ
と
の
疑
い
の
あ
る
物
の
輸
入
若
し
く
は
廃
棄
物
若
し
く
は
廃
棄
物
で
あ

る
こ
と
の
疑
い
の
あ
る
物
の
輸
出
に
関
し
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、

又
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
廃
棄
物
若
し
く
は
廃
棄
物
で

あ
る
こ
と
の
疑
い
の
あ
る
物
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
手
数
料
） 

第
二
十
四
条 

第
十
条
第
一
項
（
第
十
五
条
の
四
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
確
認
又
は
第
十
五
条
の
四
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

       

第
二
十
五
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く

は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。 

 

一
～
十
一 

（
略
） 

十
二 

第
十
条
第
一
項
（
第
十
五
条
の
四
の
七
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
、
一
般
廃
棄
物
又
は
産
業
廃
棄
物
を

輸
出
し
た
者 

十
三
～
十
六 

（
略
） 

２ 

前
項
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
の
罪
の
未
遂
は
、
罰
す
る
。 

 

第
二
十
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
若
し
く

は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

四 

第
十
五
条
の
四
の
五
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
国
外
廃
棄
物
を
輸
入
し
た

者 

五 

第
十
五
条
の
四
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
に
付
せ
ら
れ
た
条
件
に
違
反

し
た
者 

六 

（
略
） 

 第
二
十
七
条 

第
二
十
五
条
第
一
項
第
十
二
号
の
罪
を
犯
す
目
的
で
そ
の
予
備
を
し
た

者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
二
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を

併
科
す
る
。 

 

第
三
十
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抜
粋
） 

（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
） 

（
手
数
料
） 

第
二
十
六
条 

法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

手
数
料
の
額
は
、
三
万
八
百
円
と
す
る
。 



 

す
る
。 

 

一
～
五 

（
略
） 

七 
第
十
八
条
第
一
項
（
第
十
七
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
に
係
る
も
の
を

除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者 

八
・
九 

（
略
） 

 第
三
十
二
条 

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の

従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
違
反

行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
当
該
各
号
に

定
め
る
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。 

一 

第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
若
し

く
は
第
十
五
号
又
は
第
二
項 

三
億
円
以
下
の
罰
金
刑 

二 

第
二
十
五
条
第
一
項
（
前
号
の
場
合
を
除
く
。
）
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
、

条
、
第
二
十
七
条
の
二
、
第
二
十
八
条
第
二
号
、
第
二
十
九
条
又
は
第
三
十
条 

各

本
条
の
罰
金
刑 

２ 

（
略
） 

 



 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抜
粋
） 

（
昭
和
四
十
六
年
九
月
二
十
三
日 

厚
生
省
令
第
三
十
五
号
） 

 

（
一
般
廃
棄
物
の
輸
出
に
係
る
基
準
） 

第
六
条
の
二
十
五 
法
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基

準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
基
準
と
す

る
。 

一 

一
般
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
） 

当
該
一
般
廃
棄
物
が
輸
出
の
相
手
国
に
お
い
て
再
生
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
確
実

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

二 

廃
棄
物
の
物
理
的
若
し
く
は
化
学
的
性
質
を
評
価
し
、
又
は
適
正
な
処
理
の
方

法
を
決
定
す
る
た
め
の
分
析
試
験
（
以
下
「
分
析
試
験
」
と
い
う
。
）
の
用
に
供

す
る
一
般
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

こ
と
。 

イ 

当
該
一
般
廃
棄
物
が
輸
出
の
相
手
国
に
お
い
て
分
析
試
験
の
用
に
供
さ
れ

る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

ロ 

分
析
試
験
が
、
一
般
廃
棄
物
の
発
生
を
最
小
化
す
る
観
点
か
ら
の
、
再
生
利

用
等
に
よ
る
廃
棄
物
の
減
量
そ
の
他
そ
の
適
正
な
処
理
に
関
す
る
技
術
の
開

発
又
は
体
制
の
整
備
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

ハ 

当
該
一
般
廃
棄
物
の
量
が
、
当
該
分
析
試
験
に
必
要
な
最
小
限
度
の
も
の
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

 

（
一
般
廃
棄
物
の
輸
出
の
確
認
を
申
請
で
き
る
者
） 

第
六
条
の
二
十
六 

法
第
十
条
第
一
項
第
四
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る

者
は
、
事
業
者
（
自
ら
そ
の
事
業
活
動
に
伴
つ
て
生
じ
た
一
般
廃
棄
物
を
輸
出
す
る

も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

 

（
一
般
廃
棄
物
の
輸
出
の
確
認
の
申
請
等
） 

第
六
条
の
二
十
七 

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
廃
棄
物
の
輸
出
の
確
認
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
号
に
よ
る
申
請

書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
分
析
試
験
の
用
に
供
す

る
一
般
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項

の
う
ち
、
処
分
を
行
う
た
め
の
施
設
の
処
理
能
力
、
処
理
方
式
並
び
に
構
造
及
び
設

備
の
概
要
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

二 

当
該
一
般
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
一
般
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又
は

水
銀
処
理
物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
性
状 

三 

当
該
一
般
廃
棄
物
の
数
量
（
当
該
一
般
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又
は

水
銀
処
理
物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
数
量
を
含
む
。
） 

四 

申
請
者
が
市
町
村
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
一
般
廃
棄
物
を
生
じ
た

事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
施
設
の
種
類 

五 

当
該
一
般
廃
棄
物
又
は
当
該
一
般
廃
棄
物
を
輸
出
の
相
手
国
に
お
い
て
処
分
す

る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
の
運
搬
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び

に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

六 

運
搬
施
設
の
種
類
及
び
運
搬
経
路 

七 

当
該
一
般
廃
棄
物
又
は
当
該
一
般
廃
棄
物
を
輸
出
の
相
手
国
に
お
い
て
処
分
す

る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
の
処
分
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び

に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

八 

前
号
の
処
分
を
行
う
た
め
の
施
設
の
種
類
、
設
置
場
所
、
処
理
能
力
（
当
該
施

設
が
最
終
処
分
場
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
場
所

の
面
積
及
び
埋
立
容
量
）
、
処
理
方
式
並
び
に
構
造
及
び
設
備
の
概
要 

九 

前
号
に
規
定
す
る
施
設
に
お
け
る
処
分
に
伴
い
生
ず
る
排
ガ
ス
、
排
水
及
び
残

さ
の
処
理
方
法 

十 

第
八
号
に
規
定
す
る
施
設
に
係
る
放
流
水
の
水
質
及
び
水
量
、
放
流
方
法
並
び

に
放
流
先
の
概
況 

十
一 
輸
出
予
定
年
月
日 

２ 

前
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

同
一
の
内
容
の
一
般
廃
棄
物
（
分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
輸
出
を



 

一
年
間
に
二
回
以
上
行
お
う
と
す
る
者
又
は
三
年
間
に
二
回
以
上
行
お
う
と
す
る
者

（
そ
の
輸
出
が
経
済
協
力
開
発
機
構
の
回
収
作
業
が
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
国
境
を
越

え
る
移
動
の
規
制
に
関
す
る
理
事
会
決
定
第
Ⅱ
章
Ｄ
⑵
の
ケ
ー
ス
２
に
規
定
す
る

事
前
の
同
意
が
与
え
ら
れ
て
い
る
施
設
へ
の
越
境
移
動
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。

第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
一
般
廃
棄
物
の
輸
出
の
一
括
確
認
（
以
下
こ
の
条
及

び
次
条
に
お
い
て
「
輸
出
の
一
括
確
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
様
式
第
二
号
に
よ
る
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

前
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項 

二 

当
該
一
般
廃
棄
物
の
輸
出
の
開
始
予
定
年
月
日 

三 

当
該
一
般
廃
棄
物
の
輸
出
を
行
う
期
間
（
前
号
に
掲
げ
る
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
（
当
該
一
般
廃
棄
物
の
輸
出
を
三
年
間
に
二
回
以
上
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
つ

て
は
、
三
年
）
を
超
え
な
い
期
間
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
確

認
の
有
効
期
間
」
と
い
う
。
） 

四 

確
認
の
有
効
期
間
内
の
当
該
一
般
廃
棄
物
の
輸
出
の
回
数 

五 

確
認
の
有
効
期
間
内
に
輸
出
す
る
当
該
一
般
廃
棄
物
の
数
量
の
上
限 

３ 

前
二
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
一
般
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
第
四
号
、
第
五
号
（
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
運
搬
施
設
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
、
第
六
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

申
請
者
が
市
町
村
以
外
の
者
（
個
人
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
定
款
又
は

寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書 

二 

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
住
民
票
の
写
し 

三 

当
該
一
般
廃
棄
物
の
性
状
を
明
ら
か
に
す
る
書
類 

四 

当
該
一
般
廃
棄
物
を
生
じ
た
施
設
の
排
出
工
程
図 

五 

第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
運
搬
施
設
及
び
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る
施
設
に

お
け
る
当
該
一
般
廃
棄
物
の
処
理
の
概
要 

六 

第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
運
搬
施
設
及
び
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る
施
設
の

構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
、
構
造
図
、
設
計
計
算
書
及

び
当
該
施
設
の
年
間
処
理
計
画
並
び
に
当
該
施
設
が
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
で

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
周
囲
の
地
形
、
地
質
及
び
地
下
水
の
状
況
を
明
ら
か
に

す
る
書
類
及
び
図
面 

七 

第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
施
設
（
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
を
除
く
。
）
の
処
理

工
程
図
及
び
直
前
三
年
間
の
処
理
実
績 

八 

第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
施
設
の
付
近
の
見
取
図 

九 

分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
一
般
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
分
析
試
験
の
概
要 

十 

分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
一
般
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
一
般
廃
棄
物
の
量
が
分
析
試
験
を
行
う
た
め
に
必
要
な
最
小
限
度
の
量

で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類 

十
一 

そ
の
他
参
考
と
な
る
書
類
又
は
図
面 

４ 

輸
出
の
一
括
確
認
を
受
け
た
者
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
当
該
確
認
に
係

る
事
項
の
変
更
（
確
認
の
有
効
期
間
の
変
更
（
変
更
後
の
確
認
の
有
効
期
間
が
第
二

項
第
二
号
に
規
定
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
、
確
認

の
有
効
期
間
内
の
当
該
一
般
廃
棄
物
の
輸
出
の
回
数
の
変
更
又
は
輸
出
す
る
当
該
一

般
廃
棄
物
の
数
量
の
上
限
の
変
更
で
あ
つ
て
、
当
該
上
限
に
つ
い
て
十
パ
ー
セ
ン
ト

未
満
の
増
減
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
号
の
二
に
よ
る
届
出
書
を
環
境
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

二 

当
該
確
認
の
年
月
日
及
び
確
認
番
号 

三 

変
更
の
内
容 

四 

変
更
の
理
由 

５ 

分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
一
般
廃
棄
物
（
そ
の
重
量
が
二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下

で
あ
る
も
の
（
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
及
び

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

第
一
項
各
号
（
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
処
分
を
行
う
た
め
の
施
設
の

処
理
能
力
、
処
理
方
式
並
び
に
構
造
及
び
設
備
の
概
要
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
号
の
二
の
二
に
よ
る
届
出
書
及
び
第
三
項
各
号

（
同
項
第
四
号
、
第
五
号
（
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
運
搬
施
設
に
係
る
も
の
に



 

限
る
。
）
、
第
六
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類
を
環
境
大

臣
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
報
告
） 

第
六
条
の
二
十
八 

法
第
十
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
確
認
に
係
る
一

般
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
と
き
（
輸
出
の
一
括
確
認
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、

個
別
の
輸
出
ご
と
に
当
該
輸
出
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
と
き
）
は
、

遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
号
の
三
に
よ
る
報
告
書
を
環

境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

二 

当
該
確
認
の
年
月
日
及
び
確
認
番
号 

三 

当
該
一
般
廃
棄
物
を
生
じ
た
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地 

四 

当
該
一
般
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
一
般
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
又
は

水
銀
処
理
物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
性
状
並
び
に
輸
出

し
た
数
量
（
輸
出
の
一
括
確
認
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
確
認
の
有
効
期

間
内
に
行
つ
た
一
般
廃
棄
物
の
個
別
の
輸
出
ご
と
の
輸
出
し
た
数
量
及
び
そ
の

合
計
） 

五 

当
該
一
般
廃
棄
物
を
輸
出
し
た
年
月
日
（
輸
出
の
一
括
確
認
を
受
け
た
者
に
あ

つ
て
は
、
当
該
確
認
の
有
効
期
間
内
に
行
つ
た
一
般
廃
棄
物
の
個
別
の
輸
出
ご
と

の
輸
出
し
た
年
月
日
） 

六 

当
該
一
般
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
年
月
日
（
輸
出
の
一
括
確
認
を
受
け
た

者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
確
認
の
有
効
期
間
内
に
行
つ
た
一
般
廃
棄
物
の
個
別
の
輸

出
ご
と
の
当
該
輸
出
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
年
月
日
） 

２ 

前
項
の
報
告
書
に
は
、
当
該
一
般
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書

面
（
輸
出
の
一
括
確
認
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
確
認
の
有
効
期
間
内
に
行

つ
た
一
般
廃
棄
物
の
個
別
の
輸
出
ご
と
の
当
該
輸
出
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
処
分
が

終
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

一
般
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
（
次
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
及
び
環
境
大
臣
の
確
認
を
受
け
て
一
般
廃
棄
物
を
輸
出
し
た

者
は
、
当
該
輸
出
に
係
る
施
設
に
お
い
て
破
損
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
、
当
該
輸

出
に
係
る
一
般
廃
棄
物
又
は
こ
れ
ら
の
処
理
に
伴
つ
て
生
じ
た
汚
水
若
し
く
は
気
体

が
飛
散
し
、
流
出
し
、
地
下
に
浸
透
し
、
又
は
発
散
し
た
こ
と
に
よ
り
生
活
環
境
の

保
全
上
の
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
に
は
、

直
ち
に
、
引
き
続
く
そ
の
支
障
の
除
去
又
は
発
生
の
防
止
の
た
め
の
応
急
の
措
置
を

講
ず
る
と
と
も
に
、
速
や
か
に
そ
の
事
故
の
状
況
及
び
講
じ
た
措
置
の
概
要
を
環
境

大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
一
般
廃
棄
物
の
輸
出
の
確
認
を
要
し
な
い
者
） 

第
七
条 

法
第
十
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
自
ら

の
日
常
生
活
に
伴
つ
て
生
じ
た
ご
み
そ
の
他
の
一
般
廃
棄
物
を
携
帯
し
て
輸
出
す
る

者
と
す
る
。 

２ 

法
第
十
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。 

一 

国 

二 

都
道
府
県
警
察 

三 

本
邦
か
ら
外
国
ま
で
船
舶
又
は
航
空
機
の
航
行
を
行
う
者
（
当
該
航
行
に
伴
い

生
ず
る
一
般
廃
棄
物
を
輸
出
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

四 

第
六
条
の
二
十
七
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者

で
あ
つ
て
、
同
項
で
定
め
る
届
出
書
及
び
同
条
第
三
項
各
号
（
同
項
第
四
号
、
第

五
号
（
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
運
搬
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
六
号

及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類
を
環
境
大
臣
に
提
出
し

た
者 



 

（
廃
棄
物
の
輸
入
の
許
可
の
申
請
等
） 

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十 

法
第
十
五
条
の
四
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
物
の

輸
入
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二

十
九
号
に
よ
る
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

二 

当
該
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製

品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含

む
。
）
及
び
性
状 

三 

当
該
廃
棄
物
の
数
量
（
当
該
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製

品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
数
量
を

含
む
。
） 

四 

当
該
廃
棄
物
を
生
じ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

五 

当
該
廃
棄
物
を
生
じ
た
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
施
設
の
種
類 

六 

当
該
廃
棄
物
の
輸
入
の
相
手
国
か
ら
本
邦
ま
で
の
運
搬
を
行
う
者
及
び
国
内
に

お
け
る
運
搬
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
当
該
者
が
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
特
別

管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
許
可
番
号 

七 

運
搬
施
設
の
種
類
及
び
運
搬
経
路 

八 

当
該
廃
棄
物
の
国
内
に
お
け
る
処
分
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並

び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

九 

前
号
の
処
分
を
行
う
者
が
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

処
分
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
許
可
番
号 

十 

当
該
廃
棄
物
の
国
内
に
お
け
る
処
分
を
行
う
た
め
の
施
設
の
種
類
及
び
設
置
場

所
並
び
に
当
該
施
設
が
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
施
設
に

つ
い
て
の
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
許
可
番
号 

十
一 

申
請
者
が
当
該
廃
棄
物
の
国
内
に
お
け
る
処
分
を
他
人
に
委
託
し
て
行
お
う

と
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
廃
棄
物
を
国
内
に
お
い
て
処
分
す
る

理
由 

十
二 

輸
入
予
定
年
月
日 

２ 

前
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
同
一
の
内
容
の
廃
棄
物
の
輸
入
を
一
年
間
に
二
回
以
上
行
お
う
と
す
る
者
は
、
廃

棄
物
の
輸
入
の
一
括
許
可
（
以
下
「
輸
入
の
一
括
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
代
え
て
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
十
九
号
に
よ
る
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

前
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項 

二 

当
該
廃
棄
物
の
輸
入
の
開
始
予
定
年
月
日 

三 

当
該
廃
棄
物
の
輸
入
を
行
う
期
間
（
前
号
に
規
定
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

を
超
え
な
い
期
間
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
許
可
の
有
効
期

間
」
と
い
う
。
） 

四 

許
可
の
有
効
期
間
内
の
当
該
廃
棄
物
の
輸
入
の
回
数 

五 

許
可
の
有
効
期
間
内
に
輸
入
す
る
当
該
廃
棄
物
の
数
量
の
上
限 

３ 

前
二
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
廃
棄
物
の
輸
入
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

一 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明

書 

二 

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
住
民
票
の
写
し 

三 

当
該
廃
棄
物
の
国
内
に
お
け
る
処
分
を
行
う
者
が
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
十
条
の
六
又
は
第
十
条

の
十
八
に
規
定
す
る
許
可
証
の
写
し 

四 

第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
施
設
が
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
施
設
に
つ
い
て
の
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
第
十
二
条
の
五
に

規
定
す
る
許
可
証
の
写
し 

五 
当
該
廃
棄
物
の
性
状
を
明
ら
か
に
す
る
書
類 

六 

当
該
廃
棄
物
を
生
じ
た
施
設
の
排
出
工
程
図 

七 

輸
入
の
相
手
国
か
ら
本
邦
ま
で
の
運
搬
を
行
う
た
め
の
施
設
の
構
造
を
明
ら
か

に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
、
構
造
図
及
び
設
計
計
算
書 



 

八 

分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
廃
棄
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
分
析
試
験
の
概
要 

九 
分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
廃
棄
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
廃
棄
物
の
量
が
分
析
試
験
を
行
う
た
め
に
必
要
な
最
小
限
度
の
量
で
あ
る

こ
と
を
示
す
書
類 

十 

そ
の
他
必
要
な
書
類 

４ 

輸
入
の
一
括
許
可
を
受
け
た
者
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
当
該
許
可
に
係

る
事
項
の
変
更
（
許
可
の
有
効
期
間
の
変
更
（
変
更
後
の
許
可
の
有
効
期
間
が
第
二

項
第
二
号
に
規
定
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
、
許

可
の
有
効
期
間
内
の
当
該
廃
棄
物
の
輸
入
の
回
数
の
変
更
又
は
輸
入
す
る
当
該
廃
棄

物
の
数
量
の
上
限
の
変
更
で
あ
つ
て
、
当
該
上
限
に
つ
い
て
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の

増
減
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
十
九
号
の
二
に
よ
る
届
出
書
を
環
境
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

二 

当
該
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

三 

変
更
の
内
容 

四 

変
更
の
理
由 

５ 

分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
廃
棄
物
（
そ
の
重
量
が
二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ

る
も
の
（
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
及
び
ポ
リ

塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
十
九
号
の
三
に
よ
る
届
出
書
及

び
第
三
項
各
号
（
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

書
類
を
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
報
告
） 

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
一 

法
第
十
五
条
の
四
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、

当
該
許
可
に
係
る
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
と
き
（
輸
入
の
一
括
許
可
を
受
け
た

者
に
あ
つ
て
は
、
個
別
の
輸
入
ご
と
に
当
該
輸
入
に
係
る
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し

た
と
き
）
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
十
九
号
の
四

に
よ
る
報
告
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
許
可

に
係
る
廃
棄
物
が
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

二 

当
該
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

三 

当
該
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製

品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含

む
。
）
及
び
性
状
並
び
に
輸
入
し
た
数
量
（
輸
入
の
一
括
許
可
を
受
け
た
者
に
あ

つ
て
は
、
当
該
許
可
の
有
効
期
間
内
に
行
つ
た
廃
棄
物
の
個
別
の
輸
入
ご
と
の
輸

入
し
た
数
量
及
び
そ
の
合
計
） 

四 

当
該
廃
棄
物
の
輸
入
の
相
手
国
か
ら
本
邦
ま
で
の
運
搬
を
行
つ
た
者
及
び
当
該

廃
棄
物
の
国
内
に
お
け
る
運
搬
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び

に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
当
該
者
が
産
業
廃
棄
物
収
集

運
搬
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の

許
可
番
号 

五 

当
該
廃
棄
物
の
国
内
に
お
け
る
処
分
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
当
該
者
が
産
業
廃
棄
物

処
分
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
許
可

番
号 

六 

当
該
廃
棄
物
の
国
内
に
お
け
る
処
分
を
行
つ
た
施
設
の
種
類
及
び
設
置
場
所 

七 

当
該
廃
棄
物
を
輸
入
し
た
年
月
日
（
輸
入
の
一
括
許
可
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て

は
、
当
該
許
可
の
有
効
期
間
内
に
行
つ
た
廃
棄
物
の
個
別
の
輸
入
ご
と
の
輸
入
し

た
年
月
日
） 

八 

当
該
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
年
月
日
（
輸
入
の
一
括
許
可
を
受
け
た
者
に

あ
つ
て
は
、
当
該
許
可
の
有
効
期
間
内
に
行
つ
た
廃
棄
物
の
個
別
の
輸
入
ご
と
の

当
該
輸
入
に
係
る
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
年
月
日
） 

２ 
前
項
の
報
告
書
に
は
、
当
該
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
輸

入
の
一
括
許
可
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
許
可
の
有
効
期
間
内
に
行
わ
れ
た

廃
棄
物
の
個
別
の
輸
入
ご
と
の
当
該
輸
入
に
係
る
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
こ
と

を
証
す
る
書
面
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

３ 

廃
棄
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
（
次
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者

を
除
く
。
）
及
び
環
境
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
廃
棄
物
を
輸
入
し
た
者
は
、
当
該
輸

入
に
係
る
施
設
に
お
い
て
破
損
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
、
当
該
輸
入
に
係
る
廃
棄

物
又
は
こ
れ
ら
の
処
理
に
伴
つ
て
生
じ
た
汚
水
若
し
く
は
気
体
が
飛
散
し
、
流
出
し
、

地
下
に
浸
透
し
、
又
は
発
散
し
た
こ
と
に
よ
り
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
、

又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
、
引
き
続
く
そ

の
支
障
の
除
去
又
は
発
生
の
防
止
の
た
め
の
応
急
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
速

や
か
に
そ
の
事
故
の
状
況
及
び
講
じ
た
措
置
の
概
要
を
環
境
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

（
廃
棄
物
の
輸
入
の
許
可
を
要
し
な
い
者
） 

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
二 

法
第
十
五
条
の
四
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
省

令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

国 

二 

都
道
府
県
警
察 

三 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
で
あ
る
廃
棄
物

の
輸
入
を
命
じ
ら
れ
た
者
（
当
該
廃
棄
物
を
輸
入
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

四 

外
国
か
ら
本
邦
ま
で
船
舶
又
は
航
空
機
の
航
行
を
行
う
者
（
当
該
航
行
に
伴
い

生
ず
る
産
業
廃
棄
物
を
輸
入
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

五 

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
第
五
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る

者
で
あ
つ
て
、
同
項
で
定
め
る
届
出
書
及
び
同
条
第
三
項
各
号
（
同
項
第
六
号
及

び
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
た

者 

六 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
及

び
第
十
五
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
れ
ら
の
認
定
に
係
る
廃
棄
物
を
輸

入
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

 

（
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
に
係
る
基
準
） 

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
三 

法
第
十
五
条
の
四
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。 

一 

産
業
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
） 

当
該
産
業
廃
棄
物
が
輸
出
の
相
手
国
に
お
い
て
再
生
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
確
実

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

二 

分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
産
業
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合 

次
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。 

イ 

当
該
産
業
廃
棄
物
が
輸
出
の
相
手
国
に
お
い
て
分
析
試
験
の
用
に
供
さ
れ

る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

ロ 

分
析
試
験
が
、
産
業
廃
棄
物
の
発
生
を
最
小
化
す
る
観
点
か
ら
の
、
再
生
利

用
等
に
よ
る
廃
棄
物
の
減
量
そ
の
他
そ
の
適
正
な
処
理
に
関
す
る
技
術
の
開

発
又
は
体
制
の
整
備
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

ハ 

当
該
産
業
廃
棄
物
の
量
が
、
当
該
分
析
試
験
に
必
要
な
最
小
限
度
の
も
の
で

あ
る
こ
と
。 

 

（
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
の
確
認
を
申
請
で
き
る
者
） 

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
四 

法
第
十
五
条
の
四
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
条
第
一
項
第
四
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
都
道
府
県
及

び
市
町
村
並
び
に
産
業
廃
棄
物
（
輸
入
さ
れ
た
廃
棄
物
で
あ
つ
て
仮
に
陸
揚
げ
さ
れ

た
も
の
に
限
る
。
）
を
、
当
該
輸
入
の
相
手
国
に
返
還
す
る
た
め
に
輸
出
し
よ
う
と

す
る
者
と
す
る
。 

 

（
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
の
確
認
の
申
請
等
） 

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
五 

法
第
十
五
条
の
四
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
三
十
号
に
よ
る
申
請
書
を
環
境
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
産
業
廃
棄
物
を

輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
処
分
を



 

行
う
た
め
の
施
設
の
処
理
能
力
、
処
理
方
式
並
び
に
構
造
及
び
設
備
の
概
要
の
記
載

を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

二 

当
該
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水

銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ

の
旨
を
含
む
。
）
及
び
性
状 

三 

当
該
産
業
廃
棄
物
の
数
量
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水

銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ

の
数
量
を
含
む
。
） 

四 

申
請
者
が
都
道
府
県
又
は
市
町
村
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
産
業
廃

棄
物
を
生
じ
た
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
施
設
の
種
類 

五 

当
該
産
業
廃
棄
物
又
は
当
該
産
業
廃
棄
物
を
輸
出
の
相
手
国
に
お
い
て
処
分
す

る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
の
運
搬
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び

に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

六 

運
搬
施
設
の
種
類
及
び
運
搬
経
路 

七 

当
該
産
業
廃
棄
物
又
は
当
該
産
業
廃
棄
物
を
輸
出
の
相
手
国
に
お
い
て
処
分
す

る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
の
処
分
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び

に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

八 

前
号
の
処
分
を
行
う
た
め
の
施
設
の
種
類
、
設
置
場
所
、
処
理
能
力
（
当
該
施

設
が
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ

れ
る
場
所
の
面
積
及
び
埋
立
容
量
）
、
処
理
方
式
並
び
に
構
造
及
び
設
備
の
概
要 

九 

前
号
に
規
定
す
る
施
設
に
お
け
る
処
分
に
伴
い
生
ず
る
排
ガ
ス
、
排
水
及
び
残

さ
の
処
理
方
法 

十 

第
八
号
に
規
定
す
る
施
設
に
係
る
放
流
水
の
水
質
及
び
水
量
、
放
流
方
法
並
び

に
放
流
先
の
概
況 

十
一 

輸
出
予
定
年
月
日 

２ 

前
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

同
一
の
内
容
の
産
業
廃
棄
物
（
分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
輸
出

を
一
年
間
に
二
回
以
上
行
お
う
と
す
る
者
又
は
三
年
間
に
二
回
以
上
行
お
う
と
す
る

者
（
そ
の
輸
出
が
経
済
協
力
開
発
機
構
の
回
収
作
業
が
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
国
境
を

越
え
る
移
動
の
規
制
に
関
す
る
理
事
会
決
定
第
Ⅱ
章
Ｄ
⑵
の
ケ
ー
ス
２
に
規
定
す

る
事
前
の
同
意
が
与
え
ら
れ
て
い
る
施
設
へ
の
越
境
移
動
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。

第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
の
一
括
確
認
（
以
下
こ
の
条

及
び
次
条
に
お
い
て
「
輸
出
の
一
括
確
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
様
式
第
三
十
号
に
よ
る
申
請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一 

前
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項 

二 

当
該
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
の
開
始
予
定
年
月
日 

三 

当
該
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
を
行
う
期
間
（
前
号
に
規
定
す
る
日
か
ら
起
算
し
て

一
年
（
当
該
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
を
三
年
間
に
二
回
以
上
行
お
う
と
す
る
者
に
あ

つ
て
は
、
三
年
）
を
超
え
な
い
期
間
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

「
確
認
の
有
効
期
間
」
と
い
う
。
） 

四 

確
認
の
有
効
期
間
内
の
当
該
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
の
回
数 

五 

確
認
の
有
効
期
間
内
に
輸
出
す
る
当
該
産
業
廃
棄
物
の
数
量
の
上
限 

３ 

前
二
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
産
業
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
第
四
号
、
第
五
号
（
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
運
搬
施
設
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
、
第
六
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

申
請
者
が
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
（
個
人
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に

は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書 

二 

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
住
民
票
の
写
し 

三 

当
該
産
業
廃
棄
物
の
性
状
を
明
ら
か
に
す
る
書
類 

四 

当
該
産
業
廃
棄
物
を
生
じ
た
施
設
の
排
出
工
程
図 

五 

第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
運
搬
施
設
及
び
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る
施
設
に

お
け
る
当
該
産
業
廃
棄
物
の
処
理
の
概
要 

六 
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
運
搬
施
設
及
び
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る
施
設
の

構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
、
構
造
図
、
設
計
計
算
書
及

び
年
間
処
理
計
画
並
び
に
当
該
施
設
が
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
で
あ
る
場
合
に



 

あ
つ
て
は
、
周
囲
の
地
形
、
地
質
及
び
地
下
水
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
及

び
図
面 

七 
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
施
設
（
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
を
除
く
。
）
の
処

理
工
程
図
及
び
直
前
三
年
間
の
処
理
実
績 

八 

第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
施
設
の
付
近
の
見
取
図 

九 

分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
産
業
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
分
析
試
験
の
概
要 

十 

分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
産
業
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
の
量
が
分
析
試
験
を
行
う
た
め
に
必
要
な
最
小
限
度
の
量

で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類 

十
一 

そ
の
他
参
考
と
な
る
書
類
又
は
図
面 

４ 

輸
出
の
一
括
確
認
を
受
け
た
者
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
当
該
確
認
に
係

る
事
項
の
変
更
（
確
認
の
有
効
期
間
の
変
更
（
変
更
後
の
確
認
の
有
効
期
間
が
第
二

項
第
二
号
に
規
定
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
、
確

認
の
有
効
期
間
内
の
当
該
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
の
回
数
の
変
更
又
は
輸
出
す
る
当
該

産
業
廃
棄
物
の
数
量
の
上
限
の
変
更
で
あ
つ
て
、
当
該
上
限
に
つ
い
て
十
パ
ー
セ
ン

ト
未
満
の
増
減
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
三
十
一
号
に
よ
る
届
出
書
を
環
境
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

二 

当
該
確
認
の
年
月
日
及
び
確
認
番
号 

三 

変
更
の
内
容 

四 

変
更
の
理
由 

５ 

分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
産
業
廃
棄
物
（
そ
の
重
量
が
二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下

で
あ
る
も
の
（
廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
及
び

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
第
一
項
各
号
（
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
処
分
を
行
う
た
め
の
施

設
の
処
理
能
力
、
処
理
方
式
並
び
に
構
造
及
び
設
備
の
概
要
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
三
十
一
号
の
二
に
よ
る
届
出
書
及
び
第
三
項
各

号
（
同
項
第
四
号
、
第
五
号
（
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
運
搬
施
設
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
、
第
六
号
及
び
第
八
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類
を
環
境
大
臣
に
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

産
業
廃
棄
物
（
輸
入
さ
れ
た
廃
棄
物
で
あ
つ
て
仮
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
も
の
に
限

る
。
）
を
当
該
輸
入
の
相
手
国
に
返
還
す
る
た
め
に
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
三
十
一
の
三
に
よ
る
届
出
書
を
環
境
大
臣
に
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

二 

当
該
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
廃
棄
物
又
は
水
銀

処
理
物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
性
状 

三 

当
該
産
業
廃
棄
物
の
数
量
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
廃
棄
物
又
は
水
銀

処
理
物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
数
量
を
含
む
。
） 

四 

運
搬
施
設
の
種
類
及
び
運
搬
経
路 

五 

当
該
産
業
廃
棄
物
が
仮
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
年
月
日
及
び
輸
出
予
定
年
月 

六 

当
該
産
業
廃
棄
物
の
返
還
を
行
う
理
由
及
び
輸
出
の
相
手
国
に
お
け
る
当
該
産

業
廃
棄
物
の
輸
入
者
と
の
返
還
に
係
る
調
整
状
況
の
概
要 

 

（
報
告
） 

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
六 

法
第
十
五
条
の
四
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
確
認
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
が

終
了
し
た
と
き
（
輸
出
の
一
括
確
認
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
個
別
の
輸
出
ご
と

に
当
該
輸
出
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
と
き
）
は
、
遅
滞
な
く
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
三
十
二
号
に
よ
る
報
告
書
を
環
境
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

二 

当
該
確
認
の
年
月
日
及
び
確
認
番
号 

三 

当
該
産
業
廃
棄
物
を
生
じ
た
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地 

四 
当
該
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水

銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ

の
旨
を
含
む
。
）
及
び
性
状
並
び
に
輸
出
し
た
数
量
（
輸
出
の
一
括
確
認
を
受
け



 

た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
確
認
の
有
効
期
間
内
に
行
つ
た
産
業
廃
棄
物
の
個
別
の

輸
出
ご
と
の
輸
出
し
た
数
量
及
び
そ
の
合
計
） 

五 
当
該
産
業
廃
棄
物
を
輸
出
し
た
年
月
日
（
輸
出
の
一
括
確
認
を
受
け
た
者
に
あ

つ
て
は
、
当
該
確
認
の
有
効
期
間
内
に
行
つ
た
産
業
廃
棄
物
の
個
別
の
輸
出
ご
と

の
輸
出
し
た
年
月
日
） 

六 

当
該
産
業
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
年
月
日
（
輸
出
の
一
括
確
認
を
受
け
た

者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
確
認
の
有
効
期
間
内
に
行
つ
た
産
業
廃
棄
物
の
個
別
の
輸

出
ご
と
の
当
該
輸
出
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
年
月
日
） 

２ 

前
項
の
報
告
書
に
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書

面
（
輸
出
の
一
括
確
認
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
確
認
の
有
効
期
間
内
に
行

つ
た
産
業
廃
棄
物
の
個
別
の
輸
出
ご
と
の
当
該
輸
出
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
が

終
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

産
業
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
（
次
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。
）
及
び
環
境
大
臣
の
確
認
を
受
け
て
産
業
廃
棄
物
を
輸
出
し
た
者
は
、

当
該
輸
出
に
係
る
施
設
に
お
い
て
破
損
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
、
当
該
輸
出
に
係

る
産
業
廃
棄
物
又
は
こ
れ
ら
の
処
理
に
伴
つ
て
生
じ
た
汚
水
若
し
く
は
気
体
が
飛
散

し
、
流
出
し
、
地
下
に
浸
透
し
、
又
は
発
散
し
た
こ
と
に
よ
り
生
活
環
境
の
保
全
上

の
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
に
は
、
直
ち

に
、
引
き
続
く
そ
の
支
障
の
除
去
又
は
発
生
の
防
止
の
た
め
の
応
急
の
措
置
を
講
ず

る
と
と
も
に
、
速
や
か
に
そ
の
事
故
の
状
況
及
び
講
じ
た
措
置
の
概
要
を
環
境
大
臣

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
の
確
認
を
要
し
な
い
者
） 

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
七 

法
第
十
五
条
の
四
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。 

一 

国 

二 

都
道
府
県
警
察 

三 

法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
産

業
廃
棄
物
の
輸
出
を
命
じ
ら
れ
た
者
（
当
該
産
業
廃
棄
物
を
輸
出
す
る
場
合
に
限

る
。
） 

四 

本
邦
か
ら
外
国
ま
で
船
舶
又
は
航
空
機
の
航
行
を
行
う
者
（
当
該
航
行
に
伴
い

生
ず
る
産
業
廃
棄
物
を
輸
出
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

五 

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
五
第
五
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
を
輸
出
し
よ
う

と
す
る
者
で
あ
つ
て
、
同
項
で
定
め
る
届
出
書
及
び
同
条
第
三
項
各
号
（
同
項
第

四
号
、
第
五
号
（
同
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
運
搬
施
設
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
、
第
六
号
及
び
第
八
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類
を
環
境
大
臣
に
提
出
し

た
者 

六 

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
五
第
六
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
を
当
該
輸
入
の

相
手
国
に
返
還
す
る
た
め
に
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
つ
て
、
同
項
で
定
め
る

届
出
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
た
者
（
当
該
産
業
廃
棄
物
を
返
還
す
る
た
め
に
輸

出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

 

（
手
数
料
の
納
付
方
法
） 

第
十
九
条 

法
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
は
、
申
請
書
に
そ
の
申
請
に

係
る
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
収
入
印
紙
を
は
つ
て
、
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

（
権
限
の
委
任
） 

第
二
十
条 

法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

も
の
は
、
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
環
境
大
臣
が
自
ら
そ
の
権

限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
（
同
項
の
確
認
に
係
る
第
六
条
の
二
十
七

第
一
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
が
、
過

去
に
な
さ
れ
た
法
第
十
条
第
一
項
の
確
認
に
係
る
当
該
事
項
と
同
等
で
あ
る
場

合
に
限
る
。
） 



 

三 

第
六
条
の
二
十
七
第
四
項
に
規
定
す
る
権
限
（
当
該
地
方
環
境
事
務
所
長
が
し

た
輸
出
の
確
認
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

四 
第
六
条
の
二
十
八
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限
（
当
該
地
方
環
境
事

務
所
長
が
し
た
輸
出
の
確
認
及
び
当
該
地
方
環
境
事
務
所
長
に
対
し
て
提
出
さ

れ
た
輸
出
の
届
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

五 

第
六
条
の
二
十
七
第
五
項
に
規
定
す
る
権
限 

六 

第
八
条
の
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
（
当
該
地
方
環
境
事
務
所
長
が
し

た
輸
入
の
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

七 

（
略
） 

八 

法
第
十
五
条
の
四
の
五
第
一
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
権
限
（
法
第
十
五
条

の
四
の
五
第
一
項
の
許
可
に
係
る
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
第
一
項
第
二
号
、
第

五
号
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
が
、
過
去
に
な
さ
れ
た
法

第
十
五
条
の
四
の
五
第
一
項
の
許
可
に
係
る
当
該
事
項
と
同
等
で
あ
る
場
合
に

限
る
。
） 

九 

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
第
四
項
に
規
定
す
る
権
限
（
当
該
地
方
環
境
事
務
所

長
が
し
た
輸
入
の
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

十 

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
一
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限
（
当
該
地

方
環
境
事
務
所
長
が
し
た
輸
入
の
許
可
及
び
当
該
地
方
環
境
事
務
所
長
に
対
し

て
提
出
さ
れ
た
輸
入
の
届
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

十
一 

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
第
五
項
に
規
定
す
る
権
限 

十
二 

法
第
十
五
条
の
四
の
七
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
条

第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
（
同
項
の
確
認
に
係
る
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
五
第

一
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
が
、
過
去

に
な
さ
れ
た
法
第
十
五
条
の
四
の
七
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

法
第
十
条
第
一
項
の
確
認
に
係
る
当
該
事
項
と
同
等
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

十
三 

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
五
第
四
項
に
規
定
す
る
権
限
（
当
該
地
方
環
境
事

務
所
長
が
し
た
輸
出
の
確
認
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

十
四 

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
六
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限
（
当
該

地
方
環
境
事
務
所
長
が
し
た
輸
出
の
確
認
及
び
当
該
地
方
環
境
事
務
所
長
に
対

し
て
提
出
さ
れ
た
輸
出
の
届
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

十
五 

第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
五
第
五
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
権
限 

十
六
～
十
八 

（
略
） 

  
 

附 

則 

（
略
） 

 













 

 

    

▽
一
般
廃
棄
物
又
は
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
の 

確
認
に
係
る
審
査
基
準
等 

 

平
成
三
十
・
八
・
二
〇 

環
循
規
発
一
八
〇
八

二
〇
二 

環
境
省
環
境
再
生
・
資
源
循
環
局
長
通
知 

  

第
一 

廃
棄
物
の
輸
出
確
認
の
趣
旨 

廃
棄
物
の
輸
出
に
つ
い
て
は
環
境
大
臣
の
確
認
が
必
要

と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
廃
棄
物
の
国
内
処
理
の
原
則

を
具
体
化
す
る
と
と
も
に
、
国
外
で
の
安
易
な
処
理
が
行
わ

れ
る
こ
と
に
よ
り
国
内
の
排
出
事
業
者
責
任
が
空
洞
化
し
、

国
内
で
の
適
正
処
理
に
支
障
を
来
す
こ
と
を
防
止
す
る
観

点
か
ら
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

な
お
、
廃
棄
物
の
輸
出
と
は
、
本
邦
か
ら
廃
棄
物
を
外
国

に
向
け
て
送
り
出
す
こ
と
（
公
海
に
お
い
て
日
本
の
船
舶
、

航
空
機
内
で
発
生
し
た
廃
棄
物
を
外
国
に
向
け
て
送
り
出

す
こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
こ

こ
で
、
外
国
と
は
本
邦
以
外
の
国
又
は
地
域
を
い
い
、
公
海

は
含
ま
な
い
こ
と
。 

 

第
二 

適
合
性
の
確
認
に
つ
い
て 

１ 

国
内
に
お
い
て
は
適
正
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
廃
棄
物
の
輸
出
で
あ
る
こ
と 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

十
条
第
一
項
第
一
号
（
法
第
十
五
条
の
四
の
七
第
一
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

中
、「
国
内
に
お
け
る
そ
の
一
般
廃
棄
物
（
産
業
廃
棄
物
）

の
処
理
に
関
す
る
設
備
及
び
技
術
に
照
ら
し
、
国
内
に
お

い
て
は
適
正
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
一
般
廃
棄
物
（
産
業
廃
棄
物
）
」
と
は
、
例
え

ば
特
許
等
の
関
係
で
国
内
に
お
い
て
処
理
が
で
き
な
い

廃
棄
物
を
い
い
、
処
理
費
用
が
高
価
で
あ
る
こ
と
等
は
こ

の
要
件
を
充
足
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

１
で
規
定
す
る
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
（
廃
棄
物
の
物

理
的
若
し
く
は
化
学
的
性
質
を
評
価
し
、
又
は
適
正
な
処

理
の
方
法
を
決
定
す
る
た
め
の
分
析
試
験
（
以
下
「
分
析

試
験
」
と
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る
廃
棄
物
を
除
く
。
）
に

あ
っ
て
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
。
以
下

「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
二
十
五
第
一
号
に
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
廃
棄
物
の
輸
出
で
あ
る
こ
と
。 

⑴ 

適
合
性
の
確
認 

法
第
十
条
第
一
項
第
二
号
（
法
第
十
五
条
の
四
の
七

第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
係
る
適
合
性
の
確
認
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

の
適
否
を
審
査
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

① 

再
生
に
よ
っ
て
得
よ
う
と
す
る
物
（
以
下
「
再
生

品
」
と
い
う
。
）
の
性
状
を
適
合
さ
せ
る
べ
き
標
準

的
な
規
格
が
あ
る
こ
と
等
当
該
再
生
品
の
性
状
が

利
用
者
の
需
要
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
判
断
す

る
に
足
り
る
条
件
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

り
、
輸
出
の
相
手
国
等
に
お
い
て
再
生
品
の
利
用
が

確
実
に
見
込
ま
れ
る
こ
と
。 

② 

輸
出
の
相
手
国
等
に
お
け
る
同
一
の
種
類
及
び

同
等
の
性
能
の
物
の
価
格
、
利
用
の
実
績
、
需
要
の

状
況
等
と
比
較
し
て
、
輸
出
の
相
手
国
等
に
お
い
て

再
生
品
の
利
用
が
確
実
に
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。 

③ 

得
ら
れ
る
再
生
品
の
性
状
が
①
に
掲
げ
る
条
件

に
適
合
し
た
も
の
と
な
る
よ
う
、
当
該
廃
棄
物
の
性

状
の
分
析
及
び
管
理
、
当
該
再
生
利
用
の
用
に
供
す

る
施
設
の
運
転
管
理
並
び
に
再
生
品
の
性
状
の
分

析
及
び
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

④ 

当
該
廃
棄
物
の
全
部
又
は
大
部
分
を
再
生
品
の

原
材
料
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
。 

⑤ 

当
該
廃
棄
物
又
は
当
該
廃
棄
物
を
輸
出
の
相
手

国
に
お
い
て
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
の

再
生
を
行
う
者
（
以
下
「
処
分
者
」
と
い
う
。
）
が
、

当
該
廃
棄
物
の
処
理
及
び
再
生
品
と
し
て
製
造
し

た
物
の
販
売
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と

が
事
業
の
実
績
又
は
事
業
計
画
（
当
該
事
業
の
開
始

に
必
要
な
資
金
の
調
達
及
び
技
術
的
能
力
の
確
保

に
関
す
る
計
画
を
含
む
。
）
に
照
ら
し
て
明
ら
か
で

あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

⑥ 

処
分
者
か
ら
輸
出
者
に
対
し
、
当
該
廃
棄
物
の
受

入
時
及
び
処
理
が
終
了
し
た
時
点
で
そ
の
旨
が
報

告
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
確
実
に
再
生

利
用
さ
れ
た
こ
と
の
確
認
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。 

⑦ 

処
理
又
は
再
生
品
の
販
売
を
適
切
に
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
事
情
が
生
じ
た
場
合
や
契
約
を
解
除

し
た
場
合
等
に
お
い
て
、
処
理
さ
れ
な
い
当
該
廃
棄

物
及
び
再
生
品
の
取
扱
い
が
あ
ら
か
じ
め
輸
出
者

と
処
分
者
の
間
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
が

法
の
目
的
に
照
ら
し
て
不
適
当
な
も
の
で
な
い
こ

と
。 

⑧ 

当
該
廃
棄
物
を
主
と
し
て
燃
料
と
し
て
使
用
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。 

⑨ 

燃
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
再
生
品
を
得
る
た
め

の
も
の
で
な
い
こ
と
。 

⑩ 

通
常
の
使
用
に
伴
っ
て
生
活
環
境
の
保
全
上
支

障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
再
生
品
を
得
る
た
め

の
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

⑪ 

一
般
廃
棄
物
の
輸
出
に
つ
い
て
は
、
法
第
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
ほ
か
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

ば
い
じ
ん
又
は
焼
却
灰
で
あ
っ
て
、
一
般
廃
棄

物
の
焼
却
に
伴
っ
て
生
じ
た
も
の
そ
の
他
の
生



 

 

活
環
境
保
全
上
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る

も
の
。 

ロ 

通
常
の
保
管
状
況
の
下
で
腐
敗
し
、
又
は
揮
発

す
る
等
そ
の
性
状
が
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が

あ
る
も
の
。 

⑵ 

参
考
と
な
る
書
類
等
の
添
付 

⑴
の
適
合
性
を
確
認
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、

規
則
第
六
条
の
二
十
七
第
三
項
第
十
一
号
又
は
第
十

二
条
の
十
二
の
二
十
五
第
三
項
第
十
一
号
の
「
そ
の
他

参
考
と
な
る
書
類
又
は
図
面
」
と
し
て
、
⑴
の
事
項
に

適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
の
添
付
を
求

め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
な
お
、
添
付
書
類
に
つ
い
て

は
、
必
要
に
応
じ
て
和
訳
を
併
せ
て
添
付
す
る
こ
と
。 

３ 

１
で
規
定
す
る
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
（
分
析
試
験
の

用
に
供
す
る
廃
棄
物
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
規
則
第

六
条
の
二
十
五
第
二
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
廃

棄
物
の
輸
出
で
あ
る
こ
と
。 

⑴ 

適
合
性
の
確
認 

法
第
十
条
第
一
項
第
二
号
（
法
第
十
五
条
の
四
の
七

第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
係
る
適
合
性
の
確
認
は
、
規
則
第
六
条
の
二

十
五
第
二
号
又
は
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
三
第
二

号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
廃
棄
物
の
輸
出
で
あ

る
こ
と
の
適
否
を
審
査
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
輸
出
の
目
的
に
つ
い
て
、

輸
出
に
係
る
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
係
る
分
析
試

験
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
も
確
認
す
る
こ
と
。 

⑵ 

参
考
と
な
る
書
類
等
の
添
付 

⑴
の
適
合
性
を
確
認
す
る
た
め
、
規
則
第
六
条
の
二

十
七
第
三
項
第
十
号
又
は
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十

五
第
三
項
第
十
号
の
「
そ
の
他
参
考
と
な
る
書
類
又
は

図
面
」
と
し
て
、
⑴
の
事
項
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を

証
明
す
る
資
料
の
添
付
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
添
付
書
類
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
和
訳

を
併
せ
て
添
付
す
る
こ
と
。 

４ 

輸
出
に
係
る
廃
棄
物
（
分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
廃
棄

物
を
除
く
。
）
が
処
理
基
準
を
下
回
ら
な
い
方
法
に
よ
り

処
理
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と 

⑴ 

適
合
性
の
確
認 

法
第
十
条
第
一
項
第
三
号
（
法
第
十
五
条
の
四
の
七

第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
適
合
性
の
審
査
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
適

否
を
確
認
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

① 

予
定
さ
れ
る
収
集
運
搬
及
び
処
分
（
再
生
及
び
再

生
品
の
製
造
に
伴
っ
て
生
ず
る
残
さ
の
処
分
を
含

む
。
）
の
方
法
が
法
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
若
し
く
は
法
第
十
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
（
以
下

「
廃
棄
物
処
理
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
こ

と
又
は
廃
棄
物
処
理
基
準
と
同
等
以
上
と
認
め
ら

れ
る
輸
出
の
相
手
国
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

② 

予
定
さ
れ
る
収
集
運
搬
及
び
処
分
（
再
生
及
び
再

生
品
の
製
造
に
伴
っ
て
生
ず
る
残
さ
の
処
分
並
び

に
こ
れ
ら
に
伴
っ
て
生
ず
る
排
ガ
ス
、
排
水
及
び
残

さ
の
処
理
を
含
む
。
）
が
輸
出
の
相
手
国
の
環
境
法

令
に
適
合
し
、
有
害
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動

及
び
そ
の
処
分
の
規
制
に
関
す
る
バ
ー
ゼ
ル
条
約

（
以
下
「
バ
ー
ゼ
ル
条
約
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す

る
環
境
上
適
正
な
処
理
で
あ
る
こ
と
。 

③ 

処
理
又
は
再
生
品
の
販
売
を
適
切
に
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
事
情
が
生
じ
た
場
合
や
契
約
を
解
除

し
た
場
合
等
に
お
い
て
処
理
さ
れ
な
い
当
該
廃
棄

物
及
び
再
生
品
の
取
扱
い
が
あ
ら
か
じ
め
輸
出
者

と
処
分
者
の
間
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
場
合
の

処
理
の
方
法
が
廃
棄
物
処
理
基
準
に
適
合
す
る
こ

と
又
は
廃
棄
物
処
理
基
準
と
同
等
以
上
と
認
め
ら

れ
る
輸
出
の
相
手
国
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

④ 

生
活
環
境
保
全
上
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
、
支
障
の
除
去

又
は
発
生
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
（
こ
れ
に

必
要
な
資
金
の
確
保
を
含
む
。
）
が
講
じ
ら
れ
る
こ

と
。 

⑤ 

処
分
者
が
当
該
廃
棄
物
の
処
分
を
行
う
に
当
た

り
、
輸
出
の
相
手
国
に
お
い
て
必
要
な
許
可
、
認
可
、

承
認
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
以
下
「
許
可

等
」
と
い
う
。
）
を
得
て
い
る
こ
と
。 

⑥ 

そ
の
他
輸
出
に
係
る
廃
棄
物
の
処
理
に
関
し
、
処

分
者
及
び
輸
出
者
が
不
正
又
は
不
誠
実
な
行
為
を

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の

理
由
が
無
い
こ
と
。 

⑵ 

参
考
と
な
る
書
類
等
の
添
付 

⑴
の
適
合
性
を
確
認
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、

規
則
第
六
条
の
二
十
七
第
三
項
第
十
一
号
又
は
第
十

二
条
の
十
二
の
二
十
五
第
三
項
第
十
一
号
の
「
そ
の
他

参
考
と
な
る
書
類
又
は
図
面
」
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る

内
容
を
記
載
し
た
書
類
等
の
添
付
を
求
め
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。
な
お
、
添
付
書
類
に
つ
い
て
は
、
必
要
に

応
じ
て
和
訳
を
併
せ
て
添
付
す
る
こ
と
。 

① 

廃
棄
物
処
理
基
準
と
同
等
以
上
と
認
め
ら
れ
る

輸
出
の
相
手
国
の
基
準
の
概
要 

② 

想
定
さ
れ
る
保
管
期
間
（
算
定
根
拠
を
含
む
。） 

③ 

処
分
施
設
が
、
廃
棄
物
処
理
基
準
又
は
輸
出
の
相

手
国
の
環
境
法
令
に
適
合
し
た
処
理
を
行
う
上
で

必
要
と
な
る
分
析
・
計
量
設
備
の
有
無 

④ 

処
分
施
設
に
適
用
さ
れ
る
輸
出
の
相
手
国
の
法

令
の
概
要 

⑤ 

処
分
施
設
が
許
可
等
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
輸

出
の
相
手
国
の
法
令
に
よ
り
求
め
ら
れ
て
い
る
場

合
、
当
該
許
可
等
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書

面
の
写
し 

⑥ 

処
分
者
が
輸
出
の
相
手
国
に
お
い
て
禁
錮
以
上

の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
環
境
関
連
法
令
の
規
定
に

よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を

経
過
し
て
い
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面 

⑦ 

処
分
者
が
直
前
五
年
間
で
輸
出
の
相
手
国
に
お



 

 

け
る
環
境
関
連
法
令
に
関
す
る
違
反
又
は
他
の
法

令
の
重
大
な
違
反
が
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面 

⑧ 

輸
出
者
及
び
輸
出
に
係
る
廃
棄
物
の
処
分
を
行

お
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三

年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
及
び
損

益
計
算
書 

⑨ 

輸
出
者
及
び
輸
出
に
係
る
廃
棄
物
の
処
分
を
行

お
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
資
産
に

関
す
る
調
書 

⑩ 

契
約
書
の
写
し 

⑪ 

一
括
申
請
の
場
合
、
輸
出
を
行
う
期
間
に
お
け
る

個
別
の
輸
出
計
画
（
輸
出
年
月
、
数
量
等
） 

⑫ 

規
則
第
六
条
の
二
十
七
第
二
項
及
び
第
十
二
条

の
十
二
の
二
十
五
第
二
項
に
掲
げ
る
同
一
の
内
容

の
廃
棄
物
の
輸
出
を
三
年
間
に
二
回
以
上
廃
棄
物

の
輸
出
を
行
お
う
と
す
る
者
（
経
済
協
力
開
発
機
構

の
回
収
作
業
が
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え

る
移
動
の
規
制
に
関
す
る
理
事
会
決
定
第
Ⅱ
章
Ｄ

⑵
の
ケ
ー
ス
２
に
規
定
す
る
事
前
の
同
意
が
与
え

ら
れ
て
い
る
施
設
へ
の
越
境
移
動
に
該
当
す
る
場

合
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
輸
出
の
相
手
国
に
お

い
て
事
前
の
同
意
が
得
ら
れ
て
い
る
施
設
で
あ
る

こ
と
を
示
す
書
類 

⑬ 

そ
の
他
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実

施
及
び
輸
出
の
相
手
国
に
お
け
る
人
の
健
康
の
保

護
及
び
生
活
環
境
の
保
全
の
観
点
か
ら
必
要
な
措

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類 

⑭ 

そ
の
他
必
要
な
書
類 

５ 

輸
出
に
係
る
廃
棄
物
（
分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
廃
棄

物
に
限
る
。
）
が
処
理
基
準
を
下
回
ら
な
い
方
法
に
よ
り

処
理
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と 

⑴ 

適
合
性
の
確
認 

法
第
十
条
第
一
項
第
三
号
（
法
第
十
五
条
の
四
の
七

第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
適
合
性
の
審
査
は
、
４
の
⑴
②
か
ら
⑥
ま
で

に
掲
げ
る
事
項
の
適
否
を
確
認
し
て
行
う
も
の
で
あ

る
こ
と
。 

⑵ 

参
考
と
な
る
書
類
等
の
添
付 

⑴
の
適
合
性
を
確
認
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、

規
則
第
六
条
の
二
十
七
第
三
項
第
十
一
号
又
は
第
十

二
条
の
十
二
の
二
十
五
第
三
項
第
十
一
号
の
「
そ
の
他

参
考
と
な
る
書
類
又
は
図
面
」
と
し
て
、
４
の
⑵
⑤
か

ら
⑦
ま
で
並
び
に
⑩
、
⑬
及
び
⑭
に
掲
げ
る
内
容
を
記

載
し
た
書
類
等
の
添
付
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
添
付
書
類
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
和
訳

を
併
せ
て
添
付
す
る
こ
と
。 

６ 

申
請
者 

⑴ 

一
般
廃
棄
物 

法
第
十
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
廃

棄
物
の
輸
出
を
申
請
で
き
る
者
は
、
一
般
廃
棄
物
の
処

理
責
任
を
負
う
べ
き
者
、
す
な
わ
ち
市
町
村
及
び
事
業

者
（
自
ら
そ
の
事
業
活
動
に
伴
っ
て
生
じ
た
一
般
廃
棄

物
を
輸
出
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
、
本
号
の
適
合
性
の
審
査
は
、
事
業
者
の
場
合
、
そ

の
業
務
内
容
を
聴
取
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
事
業
者
」
に
は
、
中
間
処
理

業
者
（
廃
棄
物
の
発
生
か
ら
最
終
処
分
が
終
了
す
る
ま

で
の
一
連
の
処
理
の
行
程
の
中
途
に
お
い
て
廃
棄
物

を
処
理
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
含
ま
れ
な

い
こ
と
。 

⑵ 

産
業
廃
棄
物 

法
第
十
五
条
の
四
の
七
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に

よ
り
、
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
を
申
請
で
き
る
者
は
、
廃

棄
物
の
処
理
責
任
を
負
う
べ
き
者
た
る
事
業
者
（
自
ら

そ
の
事
業
活
動
に
伴
っ
て
生
じ
た
産
業
廃
棄
物
を
輸

出
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
都
道
府
県
及
び
市
町

村
に
限
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
本
号
の

適
合
性
の
審
査
は
、
事
業
者
の
場
合
そ
の
業
務
内
容
を

聴
取
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
事
業
者
」
に
は
、
⑴
と
同
様
、

中
間
処
理
業
者
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
。 

 

第
三 

そ
の
他 

１ 

国
内
に
お
け
る
法
の
遵
守 

廃
棄
物
が
輸
出
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
廃
棄
物
が
本
邦

の
領
域
内
に
あ
る
場
合
に
は
当
然
に
国
内
に
お
け
る

法
令
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
か
ら
、
法
に
基
づ
く
廃
棄

物
処
理
基
準
で
あ
る
法
第
十
二
条
第
二
項
、
第
五
項
及

び
第
六
項
に
規
定
す
る
保
管
基
準
及
び
委
託
基
準
の

遵
守
並
び
に
法
第
十
二
条
の
三
に
規
定
す
る
産
業
廃

棄
物
管
理
票
の
交
付
等
の
法
の
規
定
を
遵
守
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
を
行
う

場
合
で
あ
っ
て
も
国
内
（
領
海
内
を
含
む
。
）
に
お
け

る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
自
ら
行
う
場
合
を
除
き
、
法
に

基
づ
く
委
託
基
準
に
適
合
し
た
委
託
が
行
わ
れ
る
必

要
が
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
規
則
第
二
条
第
六
号
及
び
第

九
条
第
九
号
に
お
い
て
、
廃
棄
物
の
輸
出
に
係
る
運
搬

を
行
う
者
（
自
ら
本
邦
か
ら
輸
出
の
相
手
国
ま
で
の
廃

棄
物
の
運
搬
を
行
う
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
産
業

廃
棄
物
収
集
運
搬
業
等
の
許
可
を
要
し
な
い
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す

る
委
託
に
つ
い
て
も
委
託
基
準
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
。 

な
お
、
こ
こ
で
、
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
等
の
許

可
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
者
は
、
本
邦
の
港
又
は

空
港
か
ら
外
国
へ
仕
向
け
ら
れ
た
船
舶
又
は
航
空
機

に
最
後
に
積
み
替
え
ら
れ
た
以
降
の
も
の
を
運
搬
す

る
者
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

確
認
を
不
要
と
す
る
者 

規
則
第
七
条
及
び
規
則
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十

七
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
廃
棄
物
の
不
適
正
処

理
、
処
理
責
任
の
空
洞
化
の
お
そ
れ
が
少
な
い
こ
と
か

ら
、
例
外
と
し
て
確
認
が
不
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
。 

３ 

分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
廃
棄
物
の
輸
出
に
関
す
る

環
境
大
臣
へ
の
届
出
の
規
定 

規
則
第
六
条
の
二
十
七
第
五
項
及
び
第
十
二
条
の



 

 

十
二
の
二
十
五
第
五
項
に
規
定
す
る
「
そ
の
重
量
が
二

十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
も
の
」
と
は
、
二
十
五

キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
同

一
の
廃
棄
物
を
複
数
回
に
分
け
て
輸
出
す
る
場
合
を

含
む
も
の
で
は
な
い
こ
と
。 

４ 

事
故
時
の
報
告 

規
則
第
六
条
の
二
十
八
第
三
項
及
び
第
十
二
条
の

十
二
の
二
十
六
第
三
項
に
規
定
す
る
当
該
輸
出
に
係

る
施
設
と
は
、
当
該
輸
出
に
係
る
廃
棄
物
の
運
搬
車
、

運
搬
船
、
運
搬
容
器
そ
の
他
の
運
搬
施
設
及
び
処
分
施

設
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
同
項
の
応
急
の
措
置
と
は
、

当
該
輸
出
の
相
手
国
に
お
い
て
当
該
廃
棄
物
の
処
理

の
委
託
を
受
け
た
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
も
差
し
支
え
な
い
こ
と
。
さ
ら
に
、
同
項
の
事
故

の
状
況
及
び
講
じ
た
措
置
の
概
要
の
報
告
は
、
生
活
環

境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
時
に
速
や
か
に
行
わ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、
迅
速
性
の
観
点

か
ら
は
、
確
認
さ
れ
た
範
囲
の
事
故
の
状
況
等
に
つ
い

て
、
電
話
・
電
子
メ
ー
ル
等
で
環
境
省
（
地
方
環
境
事

務
所
を
含
む
。
）
に
速
や
か
に
報
告
し
、
そ
の
後
、
当

該
確
認
が
十
分
に
な
さ
れ
た
時
点
で
、
任
意
の
様
式
で

文
書
に
て
報
告
す
る
こ
と
。 

５ 

仮
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
廃
棄
物
の
返
還
を
行
う
た
め
の

輸
出
に
係
る
手
続 

規
則
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
五
第
六
項
に
お
い

て
規
定
す
る
「
輸
入
さ
れ
る
廃
棄
物
で
あ
っ
て
仮
に
陸

揚
げ
さ
れ
た
も
の
」
と
は
、
輸
入
さ
れ
た
廃
棄
物
で
あ

っ
て
、
当
該
廃
棄
物
の
輸
入
に
係
る
通
関
手
続
き
が
終

了
し
て
い
な
い
も
の
を
い
う
こ
と
。
当
該
廃
棄
物
の
輸

出
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
七
第

六
号
に
規
定
す
る
届
出
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
た

場
合
に
限
り
、
環
境
大
臣
の
確
認
を
不
要
と
す
る
こ
と
。 

６ 

そ
の
他 

個
別
の
輸
出
確
認
の
申
請
に
お
い
て
記
載
さ
れ
た

輸
出
予
定
年
月
日
を
正
当
な
理
由
な
く
超
過
し
た
場

合
に
は
、
改
め
て
環
境
大
臣
に
よ
る
確
認
の
申
請
を
行

う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。 

 

第
四 

標
準
処
理
期
間 

標
準
処
理
期
間
は
、
六
〇
日
と
す
る
こ
と
。 



 

 

 

    

▽
廃
棄
物
の
輸
入
の
許
可
に
係
る
審
査
基
準
等 
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成
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境
省
環
境
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・
資
源
循
環
局
長
通
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第
一 

廃
棄
物
の
輸
入
許
可
の
趣
旨 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五

年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五

条
の
四
の
五
第
一
項
に
お
い
て
、
廃
棄
物
の
輸
入
に
つ
い
て

は
、
環
境
大
臣
の
許
可
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

国
外
に
お
い
て
生
じ
た
廃
棄
物
は
、
そ
の
輸
入
に
よ
り
国
内

廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
、
そ
の
輸

入
が
抑
制
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
輸
入
に
係

る
廃
棄
物
（
以
下
「
国
外
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
が
国
内
に

お
い
て
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
認
す

る
観
点
か
ら
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
国
内
に
お
け
る
廃
棄
物
の
処
理
技
術
の
向
上
、
日

本
企
業
の
国
際
展
開
の
拡
大
及
び
社
会
的
責
任
に
基
づ
く

環
境
配
慮
の
取
組
の
推
進
を
受
け
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清

掃
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二

年
法
律
第
三
十
四
号
）
に
よ
り
、
国
内
に
お
け
る
適
正
な
処

理
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
国
外
廃
棄
物
を
国

内
に
お
い
て
処
分
す
る
こ
と
に
つ
き
相
当
の
理
由
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
国
外
廃
棄
物
を
他
人
に
委
託

し
て
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者

も
、
新
た
に
輸
入
許
可
の
対
象
者
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

途
上
国
で
は
適
正
な
処
理
が
困
難
で
あ
る
が
国
内
で
は
処

理
可
能
な
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
国
内
に
お
い
て
対
応
可
能
な

範
囲
内
で
受
け
入
れ
て
適
正
に
処
理
す
る
取
組
が
推
進
さ

れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。 

な
お
、
廃
棄
物
の
輸
入
と
は
、
外
国
か
ら
本
邦
に
向
け
ら

れ
た
廃
棄
物
を
本
邦
に
持
ち
込
む
こ
と
を
い
う
。
こ
こ
で
、

外
国
と
は
本
邦
以
外
の
国
又
は
地
域
を
い
い
、
公
海
は
含
ま

な
い
。 

 

第
二 

適
合
性
の
確
認
に
つ
い
て 

１ 

法
第
十
五
条
の
四
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
輸
入
の

許
可
（
以
下｢

輸
入
許
可｣

と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
十
五

条
の
四
の
五
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
に
規
定
す
る

適
合
性
の
確
認
は
、
次
の
⑴
～
⑶
に
掲
げ
る
事
項
の
適
否

を
審
査
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

⑴ 

輸
入
に
係
る
廃
棄
物
が
、
国
内
に
お
け
る
そ
の
国
外

廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
設
備
及
び
技
術
に
照
ら
し
、

国
内
に
お
い
て
適
正
に
処
理
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
（
法
第
十
五
条
の
四
の
五
第
三
項
第

一
号
） 

① 

適
合
性
の
確
認 

イ 

予
定
さ
れ
る
収
集
運
搬
及
び
処
分
（
再
生
及
び

再
生
品
の
製
造
に
伴
っ
て
生
ず
る
残
さ
の
処
分

を
含
む
。
）
の
方
法
が
、
法
第
十
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
（
当
該
国
外
廃

棄
物
が
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
該
当
す
る
場

合
に
は
、
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
）
に
適
合
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

予
定
さ
れ
る
国
外
廃
棄
物
の
処
理
施
設
が
、
当

該
産
業
廃
棄
物
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の

処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

予
定
さ
れ
る
収
集
運
搬
に
係
る
車
両
の
運
搬

計
画
及
び
処
分
に
係
る
施
設
の
処
理
能
力
が
、
輸

入
量
に
照
ら
し
て
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 

廃
棄
物
の
物
理
的
若
し
く
は
化
学
的
特
性
を

評
価
し
、
又
は
適
正
な
処
理
の
方
法
を
決
定
す
る

た
め
の
分
析
試
験
（
以
下
「
分
析
試
験
」
と
い
う
。
）

の
用
に
供
す
る
廃
棄
物
の
輸
入
に
当
た
っ
て
は
、

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

(ⅰ) 

輸
入
に
係
る
廃
棄
物
が
、
国
内
に
お
い
て
予

定
さ
れ
る
分
析
試
験
の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と

が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

（ⅱ） 

予
定
さ
れ
る
分
析
試
験
が
、
廃
棄
物
の
発
生

を
最
小
化
す
る
観
点
か
ら
の
、
再
生
利
用
等
に

よ
る
廃
棄
物
の
減
量
そ
の
他
そ
の
適
正
な
処

理
に
関
す
る
技
術
の
開
発
又
は
体
制
の
整
備

に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

（ⅲ） 

予
定
さ
れ
る
分
析
試
験
を
行
お
う
と
す
る

区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
（
廃
棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十

六
年
政
令
第
三
百
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。）

第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
市
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
か
ら
、
予
定
さ
れ
る
分
析
試
験
の
方
法

及
び
施
設
が
適
正
な
も
の
で
あ
る
旨
の
判
断

が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

（ⅳ） 

輸
入
に
係
る
廃
棄
物
の
量
が
、
予
定
さ
れ
る

分
析
試
験
に
必
要
な
最
小
限
度
の
も
の
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

② 

参
考
と
な
る
書
類
の
添
付 

①
の
適
合
性
を
確
認
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
。
以
下

｢

規
則｣

と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
第
三

項
第
十
号
「
そ
の
他
必
要
な
書
類
」
と
し
て
、
予
定

さ
れ
る
分
析
試
験
の
方
法
及
び
施
設
が
適
正
な
も

の
で
あ
る
旨
の
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
書
面
又
は
誓
約
書
等
の
添
付
を
求
め
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。 

⑵ 

申
請
者
が
そ
の
国
外
廃
棄
物
を
自
ら
又
は
他
人
に

委
託
し
て
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め

ら
れ
る
こ
と
（
法
第
十
五
条
の
四
の
五
第
三
項
第
二

号
） 



 

 

 

① 

適
合
性
の
確
認 

イ 

申
請
者
等
（
申
請
者
が
そ
の
国
外
廃
棄
物
を
他

人
に
委
託
し
て
処
理
す
る
場
合
に
は
、
申
請
者
及

び
当
該
委
託
を
受
け
る
者
。
以
下
、
ロ
か
ら
ニ
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、

又
は
環
境
関
連
法
令
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑

に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る

こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
て

い
る
こ
と
。 

ロ 

申
請
者
等
が
輸
入
に
係
る
廃
棄
物
の
処
分
を

行
う
に
当
た
り
、
必
要
な
許
可
、
認
可
、
承
認
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
受
け
て
い
る
こ

と
。 

ハ 

申
請
者
等
が
、
過
去
五
年
間
、
生
活
環
境
の
保

全
を
目
的
と
す
る
法
令
（
法
、
浄
化
槽
法
（
昭
和

五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
そ
の
他
令
第
四
条

の
六
に
定
め
る
法
令
）
に
違
反
し
、
処
罰
さ
れ
た

者
で
な
い
こ
と
。 

ニ 

申
請
者
等
が
輸
入
に
係
る
廃
棄
物
の
処
分
に

関
し
、
不
正
又
は
不
誠
実
な
行
為
を
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ

る
者
で
な
い
こ
と
。 

ホ 

申
請
者
が
そ
の
国
外
廃
棄
物
を
自
ら
処
理
す

る
場
合
に
は
、
申
請
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

(ⅰ) 

産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
特
別
管
理
産

業
廃
棄
物
処
分
業
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
国
外
廃

棄
物
の
処
分
を
そ
の
事
業
の
範
囲
に
含
む
も

の 

（ⅱ） 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
っ
て
、
そ
の
国

外
廃
棄
物
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

を
有
す
る
者
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。） 

（ⅲ） 

分
析
試
験
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
予
定
さ
れ

る
分
析
試
験
を
行
お
う
と
す
る
区
域
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
か
ら
、
予
定
さ
れ
る
分
析
試
験

が
適
正
な
も
の
で
あ
る
旨
の
判
断
が
な
さ
れ

て
い
る
も
の 

ヘ 

申
請
者
が
そ
の
国
外
廃
棄
物
を
他
人
に
委
託

し
て
処
理
す
る
場
合
に
は
、
令
第
六
条
の
二
に
規

定
す
る
産
業
廃
棄
物
委
託
基
準
（
当
該
国
外
廃
棄

物
が
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
該
当
す
る
場
合

に
は
、
令
第
六
条
の
六
に
規
定
す
る
特
別
管
理
産

業
廃
棄
物
委
託
基
準
）
に
従
っ
た
委
託
契
約
が
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ト 

申
請
者
が
そ
の
国
外
廃
棄
物
を
他
人
に
委
託

し
て
分
析
試
験
を
行
う
場
合
に
は
、
適
正
な
委
託

契
約
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
ヘ
に
代

え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

チ 

申
請
者
が
そ
の
国
外
廃
棄
物
を
他
人
に
委
託

し
て
処
理
す
る
場
合
に
は
、
申
請
者
が
、
そ
の
業

務
に
関
し
不
正
又
は
不
誠
実
な
行
為
を
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由

が
あ
る
者
で
な
い
こ
と
。
具
体
的
に
は
、
そ
の
者

の
資
質
及
び
社
会
的
信
用
性
等
の
面
か
ら
、
将
来
、

そ
の
業
務
に
関
し
て
不
正
又
は
不
誠
実
な
行
為

を
す
る
こ
と
が
相
当
程
度
の
蓋
然
性
を
も
っ
て

予
想
さ
れ
る
者
と
し
て
、
「
行
政
処
分
の
指
針
に

つ
い
て
」
（
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
環
循
規
発

第
一
八
〇
三
三
〇
二
八
号
環
境
省
環
境
再
生
・
資

源
循
環
局
廃
棄
物
規
制
課
長
通
知
）
第
二
の
⑷
③

に
該
当
す
る
者
で
は
な
い
こ
と
。 

② 

参
考
と
な
る
書
類
等
の
添
付 

①
の
適
合
性
を
確
認
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、

規
則
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
第
三
項
第
十
号
の

「
そ
の
他
必
要
な
書
類
」
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
内

容
を
記
載
し
た
書
類
等
の
添
付
を
求
め
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。 

イ 

申
請
者
等
が
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又

は
環
境
関
連
法
令
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に

処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ

と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
て
い

る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面 

ロ 

申
請
者
等
が
過
去
五
年
間
で
生
活
環
境
の
保

全
を
目
的
と
す
る
法
令
に
違
反
し
、
処
分
さ
れ
た

者
で
は
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面 

ハ 

契
約
書
の
写
し 

⑶ 

申
請
者
が
そ
の
国
外
廃
棄
物
の
処
分
を
他
人
に
委

託
し
て
行
お
う
と
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
国
外
廃
棄
物
を
国
内
に
お
い
て
処
分
す
る
こ
と

に
つ
き
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
（
法

第
十
五
条
の
四
の
五
第
三
項
第
三
号
） 

以
下
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、

「
相
当
の
理
由
」
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る

こ
と
。 

① 

適
合
性
の
確
認 

イ 

そ
の
国
外
廃
棄
物
が
、
輸
入
の
相
手
国
に
お
い

て
は
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
が
、

国
内
に
お
い
て
は
適
正
に
処
理
さ
れ
る
場
合 

ロ 

そ
の
国
外
廃
棄
物
が
、
輸
入
の
相
手
国
に
お
い

て
は
再
生
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
が
、
国

内
に
お
い
て
は
再
生
利
用
さ
れ
る
場
合 

ハ 

国
外
に
お
け
る
自
社
、
親
会
社
又
は
子
会
社
等

の
物
の
製
造
、
加
工
、
販
売
等
の
事
業
活
動
に
伴

い
生
じ
た
国
外
廃
棄
物
を
国
内
処
理
す
る
場
合 

ニ 

自
社
、
親
会
社
又
は
子
会
社
等
の
生
産
又
は
使

用
し
た
製
品
、
容
器
等
が
国
外
廃
棄
物
と
な
っ
た

も
の
を
国
内
処
理
す
る
場
合 

ホ 

輸
入
の
相
手
国
の
法
令
等
に
よ
り
、
廃
棄
物
と

な
っ
た
製
品
の
生
産
国
で
あ
る
我
が
国
で
の
処

理
が
求
め
ら
れ
る
場
合 

ヘ 

そ
の
国
外
廃
棄
物
を
分
析
試
験
の
用
に
供
す

る
場
合
で
あ
っ
て
、
予
定
さ
れ
る
分
析
試
験
を
行

お
う
と
す
る
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
か
ら
、

予
定
さ
れ
る
分
析
試
験
が
適
正
な
も
の
で
あ
る

旨
の
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と 

② 

参
考
と
な
る
書
類
等
の
添
付 



 

 

 

①
の
適
合
性
を
確
認
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、

規
則
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
第
三
項
第
十
号
の

「
そ
の
他
必
要
な
書
類
」
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

２ 

生
活
環
境
の
保
全
上
必
要
な
条
件 

輸
入
許
可
を
す
る
際
の
法
第
十
五
条
の
四
の
五
第
四

項
に
規
定
す
る
生
活
環
境
の
保
全
上
必
要
な
条
件
に
つ

い
て
は
、
申
請
者
に
対
し
、
法
に
規
定
す
る
基
準
を
遵
守

さ
せ
、
か
つ
、
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
を
生
じ
さ
せ

る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
必
要
な
具
体
的
な
手
段
、
方
法
等

に
つ
い
て
付
す
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
法
令
上
既
に
そ
の

遵
守
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
事
項
を
、
輸
入
許
可
に
際

し
て
の
条
件
と
し
て
付
す
こ
と
は
要
し
な
い
こ
と
か
ら
、

輸
入
許
可
に
際
し
て
付
す
る
条
件
は
、
法
令
上
明
示
的
に

そ
の
遵
守
が
義
務
付
け
ら
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
生
活

環
境
の
保
全
上
必
要
な
も
の
と
し
て
条
件
と
し
て
追
加

的
に
付
す
も
の
で
あ
る
。 

具
体
的
に
は
、
個
別
の
事
例
に
応
じ
て
、
輸
入
す
る
廃

棄
物
が
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
特
に
生
じ
や
す

い
性
状
を
有
し
て
い
る
、
又
は
輸
入
量
が
処
理
能
力
や
現

在
の
処
理
実
績
に
比
し
て
多
量
で
あ
る
等
の
場
合
に
、
以

下
の
条
件
を
付
す
こ
と
等
が
考
え
ら
れ
る
。 

・ 

輸
入
す
る
廃
棄
物
の
処
分
に
当
た
っ
て
生
活
環
境
保

全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
、
処
理
施
設
に
お
け
る

単
位
時
間
当
た
り
の
受
入
量
や
処
分
量
を
制
限
す
る

条
件 

・ 

輸
入
物
の
保
管
中
に
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が

生
じ
な
い
よ
う
、
一
定
面
積
以
上
の
保
管
場
所
を
確
保

す
る
こ
と
、
保
管
期
間
を
一
定
以
下
に
抑
制
す
る
こ
と

等
の
条
件 

・ 

交
通
量
が
著
し
く
増
加
し
て
大
気
環
境
の
著
し
い
悪

化
を
招
く
こ
と
が
な
い
よ
う
、
運
搬
経
路
又
は
搬
入
時

間
帯
を
指
定
す
る
条
件 

・ 

そ
の
他
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実
施
及

び
人
の
健
康
の
保
護
及
び
生
活
環
境
の
保
全
上
の
観

点
か
ら
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
条
件 

 

第
三 

輸
入
さ
れ
た
廃
棄
物
の
委
託 

輸
入
さ
れ
た
廃
棄
物
の
委
託
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
十
二

条
第
六
項
及
び
令
第
六
条
の
二
第
三
号
に
お
い
て
、
当
該
廃

棄
物
を
輸
入
し
た
者
が
自
ら
そ
の
処
分
又
は
再
生
を
行
う

も
の
と
し
て
輸
入
許
可
を
受
け
て
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
つ

い
て
は
処
分
又
は
再
生
を
委
託
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
災

害
そ
の
他
の
特
別
な
事
情
に
よ
り
適
正
な
処
分
又
は
再
生

が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
環
境
大
臣
の
確
認
を
受
け

た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
、
と
し
て
い
る
。 

下
記
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
輸
入

さ
れ
た
廃
棄
物
の
委
託
基
準
に
お
け
る
「
災
害
そ
の
他
特
別

な
事
情
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

・
自
然
災
害
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
処
理
施
設
の
稼
働
が

困
難
と
な
っ
た
場
合 

・
通
常
の
使
用
に
伴
う
故
障
、
破
損
又
は
事
故
の
発
生
に
よ

り
、
処
理
施
設
の
稼
働
が
困
難
と
な
っ
た
場
合 

・
そ
の
他
委
託
す
る
こ
と
が
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
観
点

か
ら
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

 

第
四 
輸
入
許
可
等
の
手
続 

廃
棄
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
輸
入
に
用
い
る

港
の
所
在
地
を
所
管
す
る
地
方
環
境
事
務
所
に
対
し
て
、
規

則
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
に
規
定
す
る
様
式
第
二
十
九

号
の
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
。
な
お
、
添

付
書
類
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
和
訳
を
添
付
す
る
こ

と
。 ま

た
、
規
則
第
十
二
条
十
二
の
二
十
第
二
項
に
規
定
す
る

輸
入
の
一
括
許
可
を
受
け
た
者
で
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に

よ
り
当
該
許
可
に
係
る
事
項
の
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
、
様

式
第
二
十
九
号
の
二
に
よ
る
届
出
書
を
所
定
の
地
方
環
境

事
務
所
に
提
出
す
る
こ
と
。 

さ
ら
に
、
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
と
き
（
輸
入
の
一

括
許
可
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
、
個
別
の
輸
入
ご
と
に
当

該
輸
入
に
係
る
廃
棄
物
の
処
分
が
終
了
し
た
と
き
）
は
、
規

則
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
一
に
規
定
す
る
様
式
二
十
九

号
の
四
の
報
告
書
を
所
定
の
地
方
環
境
事
務
所
に
提
出
す

る
こ
と
。 

規
則
第
八
条
の
三
の
二
に
基
づ
き
、
輸
入
さ
れ
た
廃
棄
物

の
適
正
な
処
分
又
は
再
生
が
困
難
で
あ
る
旨
の
環
境
大
臣

の
確
認
を
申
請
す
る
場
合
は
、
様
式
第
二
号
の
七
の
申
請
書

を
所
定
の
地
方
環
境
事
務
所
に
提
出
す
る
こ
と
。 

 

第
五 

そ
の
他
留
意
事
項 

１ 

国
内
に
お
け
る
法
の
遵
守 

国
外
廃
棄
物
を
輸
入
し
た
者
は
、
事
業
者
と
し
て
の
産

業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
責
務
が
課
せ
ら
れ
る
。
（
法
第

十
五
条
の
四
の
六
及
び
法
第
十
五
条
の
四
の
七
第
二
項
） 

２ 

許
可
を
不
要
と
す
る
者 

規
則
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
二
に
規
定
さ
れ
る
者

に
つ
い
て
は
、
例
外
と
し
て
許
可
が
不
要
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
同
条
第
六
号
に
掲
げ
る
者
は
、
自
ら

国
外
廃
棄
物
を
処
理
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
り
、
国
外
廃

棄
物
を
他
人
に
委
託
し
て
処
理
し
よ
う
と
す
る
者
は
該

当
し
な
い
。 

３ 

分
析
試
験
の
用
に
供
す
る
廃
棄
物
の
輸
入
に
関
す
る

環
境
大
臣
へ
の
届
出
の
規
定 

規
則
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
第
五
項
に
規
定
す
る

「
そ
の
重
量
が
二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
も
の
」

と
は
、
二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
分
析
試
験
の
用
に

供
す
る
同
一
の
廃
棄
物
を
複
数
回
に
分
け
て
輸
出
す
る

場
合
を
含
む
も
の
で
は
な
い
こ
と
。 

４ 

許
可
の
対
象
と
な
ら
な
い
廃
棄
物 

環
境
大
臣
の
輸
入
の
許
可
が
必
要
と
さ
れ
る
廃
棄
物

に
、
航
行
廃
棄
物
及
び
携
帯
廃
棄
物
は
含
ま
な
い
こ
と
。

（
法
第
十
五
条
の
四
の
五
） 

５ 

再
委
託
の
禁
止 

再
委
託
は
、
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て
の
責
任
の

所
在
を
不
明
確
に
し
、
不
法
投
棄
等
の
不
適
正
な
処
理
を

誘
発
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
輸
入
許
可
を
受
け

て
輸
入
さ
れ
た
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
に
つ
い
て
、
再

委
託
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
法
第
十
四
条
第
十
六
項



 

 

 

及
び
令
第
六
条
の
十
二
第
三
号
） 

６ 
事
故
時
の
報
告 

規
則
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
一
第
三
項
に
規
定
す

る
当
該
輸
入
に
係
る
施
設
と
は
、
当
該
輸
入
に
係
る
産
業

廃
棄
物
の
運
搬
車
、
運
搬
船
、
運
搬
容
器
そ
の
他
の
運
搬

施
設
及
び
処
分
施
設
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
同
項
の
応
急

の
措
置
と
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
の
処
理
の
委
託
を
受
け

た
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
差
し
支
え

な
い
こ
と
。
さ
ら
に
、
同
項
の
事
故
の
状
況
及
び
講
じ
た

措
置
の
概
要
の
報
告
は
、
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が

生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
時

に
速
や
か
に
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。
し
た
が

っ
て
、
迅
速
性
の
観
点
か
ら
、
確
認
さ
れ
た
範
囲
の
事
故

の
状
況
等
に
つ
い
て
、
電
話
・
電
子
メ
ー
ル
等
で
環
境
省

（
地
方
環
境
事
務
所
を
含
む
。
）
に
速
や
か
に
報
告
し
、

そ
の
後
、
当
該
確
認
が
十
分
に
な
さ
れ
た
時
点
で
、
任
意

の
様
式
で
文
書
に
て
報
告
す
る
こ
と
。 

７ 

そ
の
他 

個
別
の
輸
入
許
可
の
申
請
に
お
い
て
記
載
さ
れ
た
輸

入
予
定
年
月
日
を
正
当
な
理
由
な
く
超
過
し
た
場
合
に

は
、
改
め
て
環
境
大
臣
に
よ
る
輸
入
許
可
を
申
請
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
。 

 

第
六 

標
準
処
理
期
間 

標
準
処
理
期
間
は
、
六
〇
日
と
す
る
こ
と
。 

      

 



 

関
税
法
（
抜
粋
） 

（
昭
和
二
十
九
年
四
月
二
日 

法
律
第
六
十
一
号
） 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
関
税
の
確
定
、
納
付
、
徴
収
及
び
還
付
並
び
に
貨
物
の
輸
出
及

び
輸
入
に
つ
い
て
の
税
関
手
続
の
適
正
な
処
理
を
図
る
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。 

 
 

（
輸
出
又
は
輸
入
の
許
可
） 

 

第
六
十
七
条 

貨
物
を
輸
出
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
貨
物
の
品
名
並
び
に
数
量
及
び
価
格
（
輸
入
貨
物
（
特
例
申
告
貨
物

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
数
量
及
び
価
格
）
そ
の
他
必
要
な

事
項
を
税
関
長
に
申
告
し
、
貨
物
に
つ
き
必
要
な
検
査
を
経
て
、
そ
の
許
可
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
輸
出
申
告
又
は
輸
入
申
告
の
手
続
） 

 

第
六
十
七
条
の
二 

輸
出
申
告
又
は
輸
入
申
告
は
、
輸
出
又
は
輸
入
の
許
可
を
受
け
る
た

め
に
そ
の
申
告
に
係
る
貨
物
を
入
れ
る
保
税
地
域
等
（
保
税
地
域
又
は
第
三
十
条
第
一

項
第
二
号
（
外
国
貨
物
を
置
く
場
所
の
制
限
）
の
規
定
に
よ
り
税
関
長
が
指
定
し
た
場

所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
対
し
て
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

２ 

外
国
貿
易
船
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
船
舶
を
含
む
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
積
み
込
ん
だ
状
態
で
輸
出
申
告
又
は
輸
入
申
告
を
す
る
こ

と
が
必
要
な
貨
物
を
輸
出
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
税
関
長
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
外
国
貿
易

船
の
係
留
場
所
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
対
し
て
輸
出
申
告
又
は
輸
入
申
告
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

３ 

輸
入
申
告
は
、
そ
の
申
告
に
係
る
貨
物
を
保
税
地
域
等
に
入
れ
た
後
に
す
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。  

 

一 

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
場
合 

二 

当
該
貨
物
を
保
税
地
域
等
に
入
れ
な
い
で
申
告
を
す
る
こ
と
に
つ
き
、
政
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
税
関
長
の
承
認
を
受
け
た
場
合 

 

三 

当
該
貨
物
に
つ
き
、
特
例
輸
入
者
又
は
特
例
委
託
輸
入
者
が
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
輸
入
申
告
を
行
う
場
合 

 

４ 

前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
輸
入
申
告
は
、
当
該
貨
物
に
係

る
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
項
（
入
港
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
積
荷
に
関
す
る

事
項
が
税
関
に
報
告
さ
れ
、
又
は
同
条
第
二
項
若
し
く
は
第
十
項
若
し
く
は
第
十
八
条

第
四
項
（
入
出
港
の
簡
易
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
積
荷
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書

面
が
税
関
に
提
出
さ
れ
た
後
に
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
輸
出
申
告
又
は
輸
入
申
告
に
際
し
て
の
提
出
書
類
） 

 

第
六
十
八
条 

税
関
長
は
、
第
六
十
七
条
（
輸
出
又
は
輸
入
の
許
可
）
の
規
定
に
よ
る
申

告
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
輸
出
若
し
く
は
輸
入
の
許
可
の
判
断
の
た
め
に
必
要
が

あ
る
と
き
、
又
は
関
税
に
つ
い
て
の
条
約
の
特
別
の
規
定
に
よ
る
便
益
（
こ
れ
に
相
当

す
る
便
益
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
）
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ

る
と
き
は
、
契
約
書
、
仕
入
書
そ
の
他
の
申
告
の
内
容
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
書

類
又
は
当
該
便
益
を
適
用
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
提
出

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
証
明
又
は
確
認
） 

 

第
七
十
条 

他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
輸
出
又
は
輸
入
に
関
し
て
許
可
、
承
認
そ
の
他
の

行
政
機
関
の
処
分
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
許
可
、
承
認

等
」
と
い
う
。
）
を
必
要
と
す
る
貨
物
に
つ
い
て
は
、
輸
出
申
告
又
は
輸
入
申
告
の
際
、

当
該
許
可
、
承
認
等
を
受
け
て
い
る
旨
を
税
関
に
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
２ 
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
輸
出
又
は
輸
入
に
関
し
て
検
査
又
は
条
件
の
具
備
を
必

要
と
す
る
貨
物
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
七
条
（
輸
出
又
は
輸
入
の
許
可
）
の
検
査
そ
の

他
輸
出
申
告
又
は
輸
入
申
告
に
係
る
税
関
の
審
査
の
際
、
当
該
法
令
の
規
定
に
よ
る
検

査
の
完
了
又
は
条
件
の
具
備
を
税
関
に
証
明
し
、
そ
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 



 

３ 

第
一
項
の
証
明
が
さ
れ
ず
、
又
は
前
項
の
確
認
を
受
け
ら
れ
な
い
貨
物
に
つ
い
て
は
、

輸
出
又
は
輸
入
を
許
可
し
な
い
。 

 

   



 

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
抜
粋
） 

（
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
一
日 

法
律
第
二
百
二
十
八
号
） 

 

（
輸
出
の
原
則
） 

第
四
十
七
条 
貨
物
の
輸
出
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
に
合
致
す
る
限
り
、
最
少
限
度
の
制

限
の
下
に
、
許
容
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
輸
出
の
許
可
等
） 

 

第
四
十
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
二
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
特
定
の
種
類
の
若
し
く
は
特

定
の
地
域
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
特
定
の
取
引
に
よ

り
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
国
際
収
支
の
均
衡
の
維
持
の
た
め
、
外
国

貿
易
及
び
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
の
た
め
、
我
が
国
が
締
結
し
た
条
約
そ
の
他
の
国

際
約
束
を
誠
実
に
履
行
す
る
た
め
、
国
際
平
和
の
た
め
の
国
際
的
な
努
力
に
我
が
国
と

し
て
寄
与
す
る
た
め
、
又
は
第
十
条
第
一
項
の
閣
議
決
定
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な

範
囲
内
で
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
承
認
を
受
け
る
義
務
を
課
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 

 

（
輸
入
の
承
認
） 

 

第
五
十
二
条 

外
国
貿
易
及
び
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
を
図
る
た
め
、
我
が
国
が
締
結

し
た
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
を
誠
実
に
履
行
す
る
た
め
、
国
際
平
和
の
た
め
の
国
際

的
な
努
力
に
我
が
国
と
し
て
寄
与
す
る
た
め
、
又
は
第
十
条
第
一
項
の
閣
議
決
定
を
実

施
す
る
た
め
、
貨
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

輸
入
の
承
認
を
受
け
る
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。 

 

（
制
裁
） 
 

第
五
十
三
条 

（
略
） 

 

２ 

経
済
産
業
大
臣
は
、
貨
物
の
輸
出
又
は
輸
入
に
関
し
、
こ
の
法
律
、
こ
の
法
律
に
基

づ
く
命
令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
者
（
前
項
に
規
定
す
る
者
を
除

く
。
）
に
対
し
、
一
年
（
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
応
措
置
（
第
四
十
八
条
第
三

項
又
は
前
条
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
違
反
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
三
年
）
以
内
の

期
間
を
限
り
、
輸
出
又
は
輸
入
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
は
、

違
反
者
（
第
一
項
に
規
定
す
る
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
な
い

で
同
項
に
規
定
す
る
貨
物
の
輸
出
を
し
た
者
又
は
前
項
に
規
定
す
る
貨
物
の
輸
出
若

し
く
は
輸
入
に
関
し
、
こ
の
法
律
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
基

づ
く
処
分
に
違
反
し
た
者
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
個
人
で
あ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
当
該
禁
止
に
係
る
期
間
と
同
一
の
期
間
を
定
め
て
、

当
該
禁
止
に
係
る
範
囲
の
業
務
を
営
む
法
人
（
人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者

又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
当
該
業
務
を
担
当
す
る
役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
、
代
表

者
、
管
理
人
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名

称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、

執
行
役
、
代
表
者
、
管
理
人
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す

る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
る
こ
と
を
禁
止
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
経
済
産
業
大
臣

は
、
違
反
者
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

者
が
当
該
禁
止
の
理
由
と
な
つ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
に
関
し
て
そ
の
者
が
有
し
て

い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
当
該
禁
止
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
そ
の
者
に

よ
る
当
該
禁
止
に
係
る
業
務
を
制
限
す
る
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
者
と
し
て
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
当
該
禁
止
に
係

る
期
間
と
同
一
の
期
間
を
定
め
て
、
当
該
禁
止
に
係
る
範
囲
の
業
務
を
新
た
に
開
始
す

る
こ
と
（
当
該
業
務
を
営
む
法
人
の
当
該
業
務
を
担
当
す
る
役
員
と
な
る
こ
と
を
含

む
。
）
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 
当
該
違
反
者
が
法
人
で
あ
る
場
合 

そ
の
役
員
及
び
当
該
禁
止
に
係
る
処
分
の
日

前
六
十
日
以
内
に
お
い
て
そ
の
役
員
で
あ
つ
た
者
並
び
に
そ
の
営
業
所
の
業
務
を

統
括
す
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て



 

単
に
「
使
用
人
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
禁
止
に
係
る
処
分
の
日
前
六
十
日
以
内
に

お
い
て
そ
の
使
用
人
で
あ
つ
た
者 

 

二 
当
該
違
反
者
が
個
人
で
あ
る
場
合 

そ
の
使
用
人
及
び
当
該
禁
止
に
係
る
処
分
の

日
前
六
十
日
以
内
に
お
い
て
そ
の
使
用
人
で
あ
つ
た
者 

 

（
罰
則
） 

 

第
六
十
九
条
の
七 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
若

し
く
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
違
反

行
為
の
目
的
物
の
価
格
の
五
倍
が
千
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
罰
金
は
、
当
該
価
格
の

五
倍
以
下
と
す
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

第
四
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
な
い
で

貨
物
の
輸
出
を
し
た
と
き 

 

五 

第
五
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
な
い
で
貨
物
の

輸
入
を
し
た
と
き 

２ 

（
略
） 

 

第
七
十
二
条 

法
人
（
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
、
第
二
十
七

条
第
十
四
項
、
第
二
十
七
条
の
二
第
七
項
、
第
二
十
八
条
第
九
項
、
第
二
十
八
条
の
二

第
七
項
並
び
に
第
五
十
五
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
団
体
に
該
当
す
る
も
の
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用

人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
又
は
財
産
に
関
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
規
定
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対

し
て
当
該
各
号
に
定
め
る
罰
金
刑
を
、そ
の
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

第
六
十
九
条
の
七 

五
億
円
以
下
（
当
該
違
反
行
為
の
目
的
物
の
価
格
の
五
倍
が

五
億
円
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
価
格
の
五
倍
以
下
）
の
罰
金
刑 

四
・
五 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

  



 

輸
出
貿
易
管
理
令
（
抜
粋
） 

（
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
一
日 

政
令
第
三
百
七
十
八
号
）  

（
輸
出
の
承
認
） 

第
二
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
の
輸
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一 

別
表
第
二
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
の
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
地
域
を
仕
向
地
と
す
る
輸

出 

一
の
二
・
二 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
特
例
） 

第
四
条 

（
略
） 

３ 

第
二
条
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
別
表
第
二

の
三
七
か
ら
四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

仮
に
陸
揚
げ
し
た
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
一
、

三
五
及
び
三
五
の
二
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
同
表
の
一
の
項
の
中
欄
及
び
三

五
の
二
の
項
（
一
）
に
掲
げ
る
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め

る
も
の
を
除
く
。）
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。 

 

二
～
四 

（
略
） 

４
・
５ 

（
略
） 

 

（
税
関
の
確
認
等
） 

第
五
条 

税
関
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
指
示
に
従
い
、
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
が

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
若
し
く
は
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

承
認
を
受
け
て
い
る
こ
と
又
は
当
該
許
可
若
し
く
は
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い

こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
四
条
、
第
十
二
条
関
係
） 

             

 

三

五

の
二 

（
二
） 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
（
（
一
）

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

（
一
） 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制

に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
百
八

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
有
害

廃
棄
物
等
（
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正

な
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律

第
六
十
一
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
特
定
日
本
船
舶
で
あ
っ
て
、
そ
の
輸
出

に
つ
き
同
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
有
害
廃

棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法

律
第
四
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と

さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
） 

全
地
域
（
南
緯

六
十
度
線
以
北

の

公

海

を

除

く
。
） 

 



 

輸
入
貿
易
管
理
令
（
抜
粋
） 

（
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
二
十
九
日 

政
令
第
四
百
十
四
号
） 

 

（
輸
入
に
関
す
る
事
項
の
公
表
） 

 

第
三
条 

経
済
産
業
大
臣
は
、
輸
入
割
当
て
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
品
目
、
輸
入
の
承
認

を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
原
産
地
又
は
船
積
地
域
そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
つ
い
て
必
要
な

事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
適
当
で
な
い
と
認
め

る
事
項
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

２ 

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
輸
入
割
当
て
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
品
目

を
定
め
る
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
貨
物
に
つ
い
て
の
主
務
大
臣
の
同
意
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
輸
入
の
承
認
） 

第
四
条 

貨
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

当
該
貨
物
の
品
目
に
つ
い
て
、
貨
物
の
原
産
地
又
は
船
積
地
域
が
前
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
原
産
地
を
原
産
地
と
す
る
貨
物
を

輸
入
し
、
又
は
そ
の
船
積
地
域
か
ら
貨
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

三 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
税
関
の
確
認
等
） 
 

第
十
五
条 

税
関
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
指
示
に
従
い
、
通
関
に
際
し
、
貨
物
を
輸
入
し

よ
う
と
す
る
者
が
輸
入
の
承
認
を
受
け
て
い
る
こ
と
又
は
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
を
要
し

な
い
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

（
略
） 

  

輸
出
貿
易
管
理
令
第
四
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

別
表
第
二
の
一
の
項
の
中
欄
及
び
三
五
の
二
の
項
（
一
）
に
掲

げ
る
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
仮
に
陸
揚

げ
し
た
貨
物
か
ら
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
除
く
も
の 

（
平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
二
日 

経
済
産
業
省
告
示
二
百
六
十
三
号
） 

 

輸
出
貿
易
管
理
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
別
表
第
二
の
一
の
項
の
中
欄
及
び
三
五
の
二
の
項
（
一
）
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸

出
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
仮
に
陸
揚
げ
し
た
貨
物
か
ら
経
済
産
業
大
臣
が
告

示
で
除
く
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

令
別
表
第
二
の
三
五
の
二
の
項
（
一
）
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
有
害
廃
棄
物
の

国
境
を
越
え
る
移
動
及
び
そ
の
処
分
の
規
制
に
関
す
る
バ
ー
ゼ
ル
条
約
第
八
条
又
は
第

九
条
２
の
規
定
に
基
づ
き
我
が
国
が
通
報
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
通
報

を
受
け
た
地
域
を
仕
向
地
と
す
る
も
の（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、

同
法
第
十
条
第
二
項
（
同
法
第
十
五
条
の
四
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
に
規
定
す
る
者
が
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
） 
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（別紙様式） 
Notification document for transboundary movements/shipments of waste  

1. Exporter - notifier Registration No:  3. Notification No:  
Name:  Notification concerning  
Address:  A.(i) Individual shipment: ☐ (ii) Multiple shipments: ☐ 
 B.(i) Disposal (1): ☐ (ii) Recovery : ☐ 
Contact person:  C. Pre-consented recovery facility (2;3) Yes ☐ No ☐ 
Tel:  Fax:  4. Total intended number of shipments:  
E-mail:  5. Total intended quantity Tonnes (Mg):m3: (4):  
2. Importer - consignee Registration No:  6. Intended period of time for shipment(s) (4): 

Start date            Last date: Name:  
Address:  7. Packaging type(s) (5):  

Special handling requirements (6): Yes: ☐   No: ☐  
Contact person:  11. Disposal / recovery operation(s) (2) 
Tel:  Fax:  D-code / R-code (5): 
E-mail:  Technology employed (6): 
8. Intended carrier(s) Registration No:   
Name(7):  Reason for export (1;6): 
Address:    
Contact person:  12. Designation and composition of the waste (6): 
Tel:  Fax:   E-mail:  
Means of transport (5):  

 9. Waste generator(s) - producer(s) (7) Registration No:  
Name:  
Address:  
 13. Physical characteristics (5):  
Contact person:   
Tel:  Fax:  14. Waste identification (fill in relevant codes. *required to state) 
E-mail:  (i) Basel Annex VIII (or IX if applicable)*: 
Site of generation (6)  (ii) OECD code (if different from (i)): *  
Process of generation (6) (iii) EC list of wastes:  
10. Disposal facility (2): ☐ or recovery facility (2): ☐ (iv) National code in country of export:  
Registration No:  (v) National code in country of import:  
Name:  (vi) Other (specify):  
Address:  (vii) Y-code*:  
 (viii) H-code* (5):  
Contact person:  (ix) UN class (5):  
Tel:  Fax:  (x) UN Number:  
E-mail:  (xi) UN Shipping name:  
Actual site of disposal/recovery (other than above): (xii) Customs code(s) (HS)*:  
15. (a) Countries/States concerned, (b) Name and Code no. of competent authorities where applicable, (c) Specific points of exit or entry (border crossing or port) 

State of export - dispatch State(s) of transit (entry and exit)(6) State of import - destination 
(a)JAPAN   
(b)MINISTRY OF THE ENVIRONMENT   
(c)    
16.Customs offices of entry and/or exit and/or export (European Community): 
Entry:  Exit:  Export:  
17. Exporter's - notifier's / generator's - producer's (1) declaration:  
I certify that the information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally enforceable written contractual obligations have been 
entered into and that any applicable insurance or other financial guarantee is or shall be in force covering the transboundary movement. 18. Number of 
Exporter's - notifier's name:  Date:  Signature: 

(Printed name) 
                      
（        ） 

annexes attached 

Generator's - producer's name:  Date:  Signature: 
(Printed name) 

                      
（        ） 

FOR USE BY COMPETENT AUTHORITIES(Optionally, other forms are also acceptable) 
19. Acknowledgement from the relevant competent authority of 
countries of import - destination / transit (1) : 

20. Written consent (1;8) to the movement provided by the  
competent authority of (country):  

Country:  Consent given on:  
Notification received on:  Consent valid from:  until:  
Acknowledgement sent on:  Specific conditions: No: ☐ If Yes, see block 21 (6): ☐ 
Name of competent authority:  Name of competent authority: 
Stamp and/or signature:                            Stamp and/or signature:                            
21. Specific conditions on consenting to the movement document or reasons for objecting 
 
 
(1) Required by the Basel Convention 
(2) In the case of an R12/R13 or D13-D15 operation, also attach corresponding information on any subsequent 
     R12/R13 or D13-D15 facilities and on the subsequent R1-R11 or D1-D12 facilit(y)ies when required 
(3) To be completed for movements within the OECD area and only if B(ii) applies 
(4) Attach detailed list if multiple shipments 

(5) See list of abbreviations and codes on the next page 
(6) Attach details if necessary 
(7) Attach list if more than one 
(8) If required by national legislation 
 



List of abbreviations and codes used in the notification document 
DISPOSAL OPERATIONS (block 11) 
D1 Deposit into or onto land, (e.g., landfill, etc.) 
D2 Land treatment, (e.g., biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.) 
D3 Deep injection, (e.g., injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.) 
D4 Surface impoundment, (e.g., placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.) 
D5 Specially engineered landfill, (e.g., placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment, 

etc.) 
D6 Release into a water body except seas/oceans 
D7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion 
D8 Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the 

operations in this list 
D9 Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of 

any of the operations in this list (e.g., evaporation, drying, calcination, neutralization, precipitation, etc.) 
D10 Incineration on land 
D11 Incineration at sea 
D12 Permanent storage, (e.g., emplacement of containers in a mine, etc.) 
D13 Blending or mixing prior to submission to any of the operations in this list 
D14 Repackaging prior to submission to any of the operations in this list 
D15 Storage pending any of the operations in this list 

RECOVERY OPERATIONS (block 11)  
R1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy (Basel/OECD) - Use principally as a fuel or other means to 

generate energy (EU) 
R2 Solvent reclamation/regeneration 
R3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents 
R4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds 
R5 Recycling/reclamation of other inorganic materials 
R6 Regeneration of acids or bases 
R7 Recovery of components used for pollution abatement 
R8 Recovery of components from catalysts 
R9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil 
R10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement 
R11 Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R1-R10 
R12 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R1-R11 
R13 Accumulation of material intended for any operation in this list. 

PACKAGING TYPES (block 7) 
1. Drum 
2. Wooden barrel 
3. Jerrican 
4. Box 
5. Bag 
6. Composite packaging 
7. Pressure receptacle 
8. Bulk 
9. Other (specify) 

H-CODE AND UN CLASS (block 14)  
 
UN Class H-code Characteristics 
 
1 H1 Explosive 
3 H3 Flammable liquids 
4.1 H4.1 Flammable solids 
4.2 H4.2 Substances or wastes liable to spontaneous combustion 
4.3 H4.3 Substances or wastes which, in contact with water, emit flammable 

gases 
5.1 H5.1 Oxidizing 
5.2 H5.2 Organic peroxides 
6.1 H6.1 Poisonous (acute) 
6.2 H6.2 Infectious substances 
8 H8 Corrosives 
9 H10 Liberation of toxic gases in contact with air or water 
9 H11 Toxic (delayed or chronic) 
9 H12 Ecotoxic 
9 H13 Capable, by any means, after disposal of yielding another material, 

e. g., leachate, which possesses any of the characteristics listed 
above 

MEANS OF TRANSPORT (block 8)  
R = Road 
T = Train/rail 
S = Sea 
A = Air 
W = Inland waterways 

PHYSICAL CHARACTERISTICS (block 13)  
1. Powdery/powder 
2. Solid  
3. Viscous/paste 
4. Sludgy 
5. Liquid 
6. Gaseous 
7. Other (specify) 

Further information, in particular related to waste identification (block 14), i.e. on Basel Annexes VIII and IX codes, OECD codes and Y-codes, can be found 
in a Guidance/Instruction Manual available from the OECD and the Secretariat of the Basel Convention. 



参考（和訳版） 
（別紙様式） 

特定有害廃棄物等の越境移動のための通告書 
1． 輸出者 
氏名又は名称： 
住所又は所在地： 
連絡責任者氏名： 
電話番号：    ファックス番号： 
電子メールアドレス： 

3．通告番号： 
通告内容 
A(ⅰ)1 回の移動：  □ (ⅱ)複数回の移動： □ 
B(ⅰ)処分(1)：    □ (ⅱ)回収：     □ 
C．事前承認が与えられている回収施設(2；3) 

あり □  なし □ 
2．輸入者  
氏名又は名称： 
住所又は所在地： 
連絡責任者氏名： 
電話番号：    ファックス番号： 
電子メールアドレス： 

4．予定総移動回数： 
5．予定総移動量(4)：  
トン（メガグラム）： 
立方メートル： 
6．予定運搬期間(4)：  
移動開始日：    移動完了日： 

8．予定されている全ての運搬者  
氏名又は名称(7)： 
住所又は所在地： 
連絡責任者氏名： 
電話番号：    ファックス番号： 
電子メールアドレス： 
運搬手段(5)：  

7．全てのこん包の形態(5)：  
特別な取扱の指示(6)   あり： □  なし： □ 
11．全ての処分又は回収作業(2)  
分類記号 D／分類記号 R(5)： 
適用技術(6)：  
輸出の理由(1；6)：  
12．廃棄物の名称及び組成(6)：  

9．全ての発生者(7)  
氏名又は名称： 
住所又は所在地： 
連絡責任者氏名： 
電話番号：    ファックス番号： 
電子メールアドレス： 
発生場所(6)： 
発生過程(6)： 

13．物理的特性(5)：  
14．廃棄物の同定 

（関連する分類記号欄に記入すること。＊印は必須項目） 
(ⅰ)バーゼル条約附属書Ⅷ（又は該当する場合Ⅸ）*： 
(ⅱ)OECD 分類記号（(ⅰ)に該当しない場合）*： 
(ⅲ)EC 廃棄物一覧： 
(ⅳ)輸出国の法規による分類記号： 
(ⅴ)輸入国の法規による分類記号： 
(ⅵ)その他（明細を記述すること）： 
(ⅶ)Y 番号*：  
(ⅷ)H 番号*(5)：  
(ⅸ)国際連合分類区分(5)：  
(ⅹ)国際連合番号：  
(ⅺ)国際連合品名： 
(ⅻ)輸出統計品目番号（HS コード）*： 

10．処分施設(2)： □ 又は回収施設(2)： □ 
施設名： 
住所又は所在地： 
連絡責任者氏名： 
電話番号：    ファックス番号： 
電子メールアドレス： 
実際の処分又は回収の場所（上記内容と異なる場合）： 
15．(a)関係国、(b)該当する場合は権限のある当局の名称及びコード番号、(c)特定の出入国地点（国境検問所又は港）(1) 
 

輸出国 通過国（出入国）(6) 輸入国－最終仕向地 
(a)日本   
(b)環境省 
 

  

(c)    
16．入国及び／又は出国及び／又は輸出に関わる税関（欧州共同体）： 
入国：                出国：              輸出： 



17．輸出者及び発生者(1)による申告：  
上記の情報は私の知る限りにおいて完全かつ正確であることを証明します。また、法的効力のある書面による契約義務

条項が締結されていること、並びに、越境移動に対して適用される保険又は金銭的保証が現に有効であること及び将来

発効することを証明します。 
輸出者名：       日付：     署名：         
                 署名者の氏名（ローマ字表記）：                                          
発生者名：       日付：     署名： 

署名者の氏名（ローマ字表記）： 

18．添付資料の数 
 

権限のある当局使用欄 
（以下欄の使用は任意。レターでの回答でも可） 

19．輸入国／通過国（1）の権限のある関連当局による受

領確認： 
国： 
通告受領日： 
受領確認送付日： 
権限のある当局の名称： 
押印及び／又は署名： 
署名者の氏名（ローマ字表記）： 

20．移動に対し権限のある当局（国）が回答した書面によ

る同意（1；8）： 
同意日： 
同意発効日：      失効日： 
特定条件：なし：□ ありの場合第 21 欄を参照（6）：□ 
権限のある当局の名称： 
押印及び／又は署名： 
署名者の氏名（ローマ字表記）： 

21．同意に付された特定条件又は拒否の理由 

(1) OECD 非加盟国向け輸出の際の必要事項。 
(2) R12／R13 又は D13－D15 のいずれかの作業の場合、R12／R13 又は D13－D15 のいずれかの作業を行う施設に続

く施設、及び R1－R11 又は D1－D12 の作業を行う 1 つ又は 2 つ以上の施設に続く施設に関する情報を添付するこ

と。 
(3) OECD 域内の移動及び第 3 欄の B(ⅱ)に該当する場合のみ、記入すること。 
(4) 複数回の移動の場合、詳細を添付すること。 
(5) 次ページの略語及び分類記号一覧を参照のこと。 
(6) 必要な場合、詳細を添付のこと。 
(7) 複数業者の場合、一覧を添付のこと。 
(8) 関係国の法令により必要とされている場合。 
 

 
 
 
 
 
 
 



通告書で使用する略語及び分類記号一覧 
処分作業（第 11 欄） 

D1  地中又は地上への投棄（例えば、埋立て） 

D2  土壌処理（例えば、液状又は泥状の廃棄物の土中における生物分解） 

D3  地中の深部への注入（例えば、井戸、岩塩ドーム又は天然の貯留場所へのポンプ注送が可能な廃棄物の注入） 

D4  表面貯留（例えば、液状又は泥状の廃棄物をくぼ地、池又は潟に貯留すること） 

D5  特別に設計された処分場における埋立て（例えば、ふたをされ、かつ、相互に及び周囲から隔離されている遮水

された区画群に埋め立てること） 

D6  海洋を除く水域への放出 

D7  海洋への放出（海底下への挿入を含む） 

D8  この一覧において他に規定されていない生物学的処理であって、その結果生ずる最終的な化合物又は混合物がこ

の一覧に掲げるいずれかの作業方法によって廃棄されることとなるもの 

D9  この一覧において他に規定されていない物理化学的処理であって、その結果生ずる最終的な化合物又は混合物が

この一覧に掲げるいずれかの作業方法によって廃棄されることとなるもの（例えば、蒸発、乾燥、煆焼、中和、

沈殿） 

D10 陸上における焼却 

D11 海洋における焼却 

D12 永久保管（例えば、容器に入れ鉱坑において保管すること） 

D13 この一覧に掲げるいずれかの作業に先立つ調合又は混合 

D14 この一覧に掲げるいずれかの作業に先立つこん包 

D15 この一覧に掲げるいずれかの作業が行われるまでの間の保管 

回収作業（第 11 欄） 

R1  燃料としての利用（直接焼却を除く。）又はエネルギーを得るための他の手段としての利用（バーゼル条約及び

OECD 決定）－主として燃料としての利用又はエネルギーを得るための他の手段としての利用（EU） 

R2  溶剤の回収利用又は再生 

R3  溶剤として使用しない有機物の再生利用又は回収利用 

R4  金属及び金属化合物の再生利用又は回収利用 

R5  その他の無機物の再生利用又は回収利用 

R6  酸又は塩基の再生 

R7  汚染の除去のために使用した成分の回収 

R8  触媒からの成分の回収 

R9  使用済みの油の精製又はその他の再利用 

R10 農業又は生態系の改良に役立つ土壌処理 

R11 R1 から R10 までに掲げる作業から得られた残滓の利用 

R12 R1 から R11 までに掲げる作業に提供するための廃棄物の交換 

R13 この一覧に掲げるいずれかの作業のための物の集積 

こん包の形態（第 7 欄） 

1．ドラム缶 
2．木樽 
3．ジェリー缶 
4．箱 
5．袋 
6．混合こん包 
7．圧縮容器 
8．ばら積み 
9．その他（明細を記入すること） 

H 番号及び国際連合分類区分（第 14 欄） 

国際連合分

類区分 
H 番号 特性 

1 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
 
 

H1 
H3 
H4.1 
H4.2 
H4.3 
 
 

爆発性 
引火性の液体 
可燃性の固体 
自然発火しやすい物質又は廃棄物 
水と作用して引火性のガスを発生する物質又は廃棄

物 
 



運搬手段（第 8 欄） 

R=道路 
T=鉄道 
S=海路 
A=空路 
W=内水航路 

 
5.1 
5.2 
6.1 
6.2 
8 
9 
 
9 
9 
9 

 
H5.1 
H5.2 
H6.1 
H6.2 
H8 
H10 
 
H11 
H12 
H13 

前ページからの続き 
酸化性 
有機過酸化物 
毒性（急性） 
病毒をうつしやすい物質 
腐食性 
空気又は水と作用することによる毒性ガスの発生 
毒性（遅発性又は慢性） 
生態毒性 
処分の後、何らかの方法により、上記に掲げる特性

を有する他の物（例えば、浸出液）を生成すること

が可能な物 
 

物理的特性（第 13 欄） 

1．粉状又は粉 
2．固形物 
3．高粘着性又は糊状 
4．泥状 
5．液状 
6．ガス状 
7．その他（明細を記入すること） 

詳細に関して、特に廃棄物の同定（第 14 欄）に関連するバーゼル条約附属書Ⅷ及びⅨの分類記号、OECD 決定の分類

記号及び Y 番号については、OECD 及びバーゼル条約事務局のガイダンス又は手引書で見ることができる。 
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�� ���������	�
����������

����������������������������������������� !"�#$����%����$��&'����&����(������&������#���  )"�
($����%����������������&����(������&�����������*+,�-./0,�1,/2345,1�46�0+4/�789,7,60�182:7,60�;,<0�0+,�28:603=�86>��?4@6.0:3,>���?0.7A>� *+,�-./0,�1,/2345,1�46�0+4/�789,7,60�182:7,60�,60,3,1�0+,�28:603=�86>�BCDE�?4@6.0:3,>��?0.7A>�F�������G����H������������
��������������'����H�(����I�&�(����I
�J��GF��J��G�
�K������&L�))��MN� OPQROSTUVWBXYZ[\]^EM,A8/40�4608�83�8608�;.61_�̀,a@a_�;.61<4;;_�,02ab�Mc� defgBXYZ[hiQRjiUkWlUdPmnopqlrsEt.61�03,.07,60_�̀,a@a�5481,@3.1.0486�8<�;4u:41�83�/;:1@=�14/2.31/�46�/84;/_�,02ab��Mv� OPUwxTUyzBXYZ[{|[}~���QR��U����TU���y�����kWlUyzEM,,A�46�,20486_�̀,a@a_�46�,20486�8<�A:7A.5;,�14/2.31/�4608�-,;;/_�/.;0�187,/�83�6.0:3.;;=�822:3346@�3,A8/40834,/_�,02ab�M��������BXYZ[hiQRjiUkWl���O[�QR�m���p��E?:3<.2,�47A8:617,60_�̀,a@a_�A;.2,7,60�8<�;4u:41�83�/;:1@,�14/2.31/�4608�A40/_�A861/�83�;.@886/_�,02ab�M�� ��m� ¡¢£fr�mnop\] B̂XYZ[¤£�¡¢[¥¦[§¨m©ª«¬¥­®¯¡¢^°p±²¡¢£³´µm\¶]^p��E?A,24.;;=�,6@46,,3,1�;.61<4;;_�̀,a@a_�A;.2,7,60�4608�;46,1�14/23,0,�2,;;/�-+42+�.3,�2.AA,1�.61�4/8;.0,1�<387�86,�.680+,3�.61�0+,�,6943867,60b_�,02a�M·� ¸¹�º�²»TU¼½¾,;,./,�4608�.�-.0,3�581=�,¿2,A0�/,./À82,.6/�MÁ� ¸¹TU¼½B¸ÂÃTUÄz�ÅÆE¾,;,./,�4608�/,./À82,.6/�462;:146@�/,.Ç5,1�46/,30486�MÈ� �UÉÊmn°^ËmÌÍ¡¢^°�°qlÎÏfgÐÑÒ^[ÓUÔÕqÖp×ØÏ�ÙÚlQRÛÚl��UÉÊmÜÝp°Ö¢¥UÞßàámâÒ^kW¡¢p����pãU ä48;8@42.;�03,.07,60�680�/A,24<4,1�,;/,-+,3,�46�0+4/�;4/0�-+42+�3,/:;0/�46�<46.;�287A8:61/�83�74¿0:3,/�-+42+�.3,�14/2.31,1�5=�7,.6/�8<�.6=�8<�0+,�8A,3.0486/�46�0+4/�;4/0�Må� �UÉÊmn°^ËmÌÍ¡¢^°�°lgÙÎÏfgÐÑÒ^[ÓUÔÕqÖp×ØÏ�ÙÚlQRÛÚl��UÉÊmÜÝp°Ö¢¥UÞßàámâÒ^kW¡¢p����pãUBXYZ[æç[èé[êë[Pì[íîEï+=/428Ç2+,742.;�03,.07,60�680�/A,24<4,1�,;/,-+,3,�46�0+4/�;4/0�-+42+�3,/:;0/�46�<46.;�287A8:61/�83�74¿0:3,/�-+42+�.3,�14/2.31,1�5=�7,.6/�8<�.6=�8<�0+,�8A,3.0486/�46�0+4/�;4/0�̀,a@a_�,9.A83.0486_�13=46@_�2.;246.0486_�6,:03.;4ð.0486_�A3,24A40.0486_�,02ab�MNñ� òSmnopëóô6246,3.0486�86�;.61�MNN� ¸¹mnopëóô6246,3.0486�.0�/,.�MNc� õö÷øBXYZ[ùúmz¢ûümn°^÷ø�p��Eï,37.6,60�/083.@,_�̀,a@a_�,7A;.2,7,60�8<�2860.46,3/�46�.�746,_�,02ab�MNv� �UÉÊmÜÝp°Ö¢¥UÞßm�]¦�ÚQRÛÚä;,6146@�83�74¿46@�A3483�08�/:574//486�08�.6=�8<�0+,�8A,3.0486/�46�0+4/�;4/0�MN�� �UÉÊmÜÝp°Ö¢¥UÞßm�]¦���¾,A.2�.@46@�A3483�08�/:574//486�08�.6=�8<�0+,�8A,3.0486/�46�0+4/�;4/0�MN�� �UÉÊmÜÝp°Ö¢¥UÞß���¢p�ÐU	U÷ø?083.@,�A,6146@�.6=�8<�0+,�8A,3.0486/�46�0+4/�;4/0�� ��
�
��	��J��G�
�K������&L�))���¾N� ���
^U��B��ëó�º��EQR�������p£¶UËU���
^U��B������©ª�� !"ÍE#$�
^���
^U��QR�������p£¶UËU���
^U��B�%E&/,�./�.�<:,;�̀80+,3�0+.6�46�143,20�46246,3.0486b�83�80+,3�7,.6/�08�@,6,3.0,�,6,3@=�̀ä./,;À'()Mb�Ç�&/,�A34624A.;;=�./�.�<:,;�83�80+,3�7,.6/�08�@,6,3.0,�,6,3@=�̀(&b�¾c� *+U,-��QR.q?8;9,60�3,2;.7.0486À3,@,6,3.0486�¾v� *+�
^/�
�°01lU.q��QR,-��¾,2=2;46@À3,2;.7.0486�8<�83@.642�/:5/0.62,/�-+42+�.3,�680�:/,1�./�/8;9,60/�¾�� 23©ª23ÙÚlU.q��QR,-��¾,2=2;46@À3,2;.7.0486�8<�7,0.;/�.61�7,0.;�287A8:61/�¾�� ÓUËU41lU.q��QR,-��¾,2=2;46@À3,2;.7.0486�8<�80+,3�4683@.642�7.0,34.;/�¾·� 5QR~6U.q¾,@,6,3.0486�8<�.241/�83�5./,/�¾Á� 78Uº9U£¶m/�
£:rU,-¾,289,3=�8<�287A86,60/�:/,1�<83�A8;;:0486�.5.0,7,60�¾È� ;<¥­U:rU,-¾,289,3=�8<�287A86,60/�<387�2.0.;=/0/�¾å� /�=>U?U@AQRÓUËU.��&/,1�84;�3,Ç3,<4646@�83�80+,3�3,:/,/�8<�A3,948:/;=�:/,1�84;�¾Nñ� BßQRqCDUEFmG]¦defgt.61�03,.07,60�3,/:;046@�46�5,6,<40�08�.@342:;0:3,�83�,28;8@42.;�47A389,7,60�¾NN� HI¥­HIJ�ÐmÜÝpÞß¥­�­¢£KLU��&/,/�8<�3,/41:.;�7.0,34.;/�850.46,1�<387�.6=�8<�0+,�8A,3.0486/�6:75,3,1�¾NÇ¾Nñ�¾Nc� HI¥­HII�ÐmÜÝpÞßmMN�p£¶UkWlUOP(¿2+.6@,�8<�-./0,/�<83�/:574//486�08�.6=�8<�0+,�8A,3.0486/�6:75,3,1�¾NÇ¾NN�¾Nv� �UÉÊmÜÝp°Ö¢¥UÞßU£¶UlUQRS22:7:;.0486�8<�7.0,34.;�460,61,1�<83�.6=�8A,3.0486�46�0+4/�;4/0�JG
TGU
KU��	J�������&L�V��Na��W�XM3:7��ca�YZ[881,6�5.33,;�va�\]^�X_,3342.6��a�̀ ä8¿��a�aä.@�·a�ÛÚ���)87A8/40,�A.2�.@46@�Áa�bcùúï3,//:3,�3,2,A0.2;,�Èa�Z­R>ä:;����åa�ÓUËBde�fz�p��E'0+,3�̀/A,24<=b�� ��GK�������GK�J��������&L�g��¾�h�ij¾8.1��*�hki*3.46À3.4;�?�ḩj?,.�S�h�ljS43��[�hm²njô6;.61�-.0,3-.=/�Jo	�

GF�
oG�G
���
��

������&L�)p���NaqiQRqï8-1,3=�À�A8-1,3�carsi?8;41�vatuvwxyiz4/28:/�À�A./0,���aji?;:1@=��ahit4u:41�·a�{|i}./,8:/�ÁaÓUËBde�fz�p��E'0+,3�̀/A,24<=b�a�o%
�I��GKI��K�
FG�������&L�)~����K�&�������������� �o%&���������������� 
'���&�������&��N�v��aN��ac��av��aN��ac�·aN�·ac�È�å�å�å�å�
�N��v���aN���ac���av���aN���ac��·aN��·ac��È��Nñ��NN��Nc��Nv�

�çw(¿A;8/49,���wUhs�;.77.5;,�;4u:41/���wUrs�;.77.5;,�/8;41/���ç�
��°l�QRkWl?:5/0.62,/�83�-./0,/�;4.5;,�08�/A860.6,8:/�2875:/0486�²�Þ�
^��wU{|�çq�pl�QRkWl?:5/0.62,/�83�-./0,/�-+42+_�46�2860.20�-40+�-.0,3_�,740�<;.77.5;,�@./,/�5Ùw'¿414ð46@�01�5Ùl'3@.642�A,38¿41,/��wB�wEï84/868:/�̀.2:0,b�����¦
��°l�ô6<,2048:/�/:5/0.62,/���w)8338/49,/�l�QR²�Þ��p��mâp�w{|Uçqt45,3.0486�8<�08¿42�@./,/�46�2860.20�-40+�.43�83�-.0,3��wB�çwQR�wE*8¿42�̀1,;.=,1�83�2+38642b�qC�w(2808¿42�frU�[�­¥Uàámâ�[SfmÜÝp�w�0�pËUlBXYZ[�½hE�q:�p������l�).A.5;,_�5=�.6=�7,.6/_�.<0,3�14/A8/.;�8<�=4,;146@�.680+,3�7.0,34.;_�,a�@a_�;,.2+.0,_�-+42+�A8//,//,/�.6=�8<�0+,�2+.3.20,34/042/�;4/0,1�.589,���em�
^[�mkWlU�ÍB�I��Em���p�������3��©ª Ur¡f¢[�� !"ÍUr¡f¢©ª£¤¢m¦°^R[�� !©ª������¥¦§U{¨©�|QR���Ðªp���Ð«p��:30+,3�46<837.0486_�46�A.3042:;.3�3,;.0,1�08�-./0,�41,604<42.0486�̀5;82��N�b_�4a,a�86�ä./,;�S66,¿,/�zôôô�.61�ô¬�281,/_�'()M�281,/�.61�­Ç281,/_�2.6�5,�<8:61�46�.�}:41.62,Àô6/03:20486�®.6:.;�.9.4;.5;,�<387�0+,�'()M�.61�0+,�?,23,0.34.0�8<�0+,�ä./,;�)869,60486��



廃棄物の輸出承認について 
 

     輸出注意事項５第４２号（５貿局第３９８号)（平成５年１２月１４日） 
最終改正：輸出注意事項２０２4 第１2 号(令和 6 年 6 月 2８日公布、同年 7 月１日施行) 

 
 輸出貿易管理令（昭和２４年政令第３７８号）別表第２の３５の２の項（２）に掲げる廃棄物の輸出の

承認については、「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け６２貿局第３２２号・

輸出注意事項６２第１１号）によるほか、平成５年１２月１５日から下記により行います。 
 なお、当該廃棄物が同表同項（１）に掲げる特定有害廃棄物等にも該当する場合の輸出の承認

の取扱いは「特定有害廃棄物等の輸出承認について」（平成５年１２月１４日付け５貿局第３９８号・

輸出注意事項５第４１号）に基づき行います。 
 

記 
 
１ 適用地域 
  適用地域は、全地域（南緯６０度の線以北の公海を除く。）とする。 
 
２ 適用品目 

適用品目は、輸出貿易管理令別表第２の３５の２の項（２）に掲げる貨物であって、次に掲げる

ものとする。 
  廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃掃法」という。）２条第

１項に規定する廃棄物であって、同法第１０条第１項（同法第１５条の４の７第１項において準用

する場合を含む。）の規定に基づき環境大臣による輸出の確認を受けなければならないもの。た

だし、同法第１０条第２項（同法第１５条の４の７第１項において準用する場合を含む。）に規定す

る者が輸出しようとする場合を除く。 
 
３ 輸出承認の申請 
（１） 輸出承認申請書の提出先 
    輸出承認の申請をしようとする者は、廃掃法第１０条第１項（同法第１５条の４の７第１項で準

用される場合を含む。）の規定により輸出についてあらかじめ、廃掃法に基づき環境大臣の

確認を受けた輸出確認証（以下「廃棄物輸出確認証」という。）を取得のうえ、輸出承認申

請書２通を経済産業局（通商事務所を含む。）又は沖縄総合事務局の商品輸出担当課（以

下「申請窓口」という。）に提出するものとする。 
（２） 輸出承認申請の際の添付書類 
  ① 申請理由書 １通 
  ② 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し １通 
  ③ 廃掃法第１０条第１項（同法第１５条の４の７第１項で準用する場合を含む。）の規定により輸

出についてあらかじめ、環境大臣の確認を受けた廃棄物輸出確認証の写し １通 
  ④ その他の必要と認められる書類 
 
４ 輪出の承認 
  輸出の承認は、当該申請が上記３に従って行われたものであることを確認のうえ、以下の条件

を付して、承認を行うものとする。 
（条件文） 
１．この承認証については、  年  月  日付け環   号の廃棄物輸出確認証に基づく輸

出であること。 
２．廃棄物輸出確認証の内容に変更があった場合は、経済産業大臣に届け出てその指示に

従うこと。 



３．この承認証に係る貨物の全部又は一部を輸出しなくなったときは、遅滞なく、この承認証

を経済産業大臣に提出しなければならない。 
 
５ その他の事項 
（１）廃棄物輸出確認証の内容変更に伴う手続について 

上記４に規定する承認条件に従って行う届出の様式は任意とする。また、当該届出の内

容に応じて、輸出承認証の内容変更又は新たな輸出承認申請を要する場合がある。 
（２）輸出承認証の有効期間について 

 原則として、廃棄物輸出確認証の「輸出予定年月日」欄の「輸出を行う期間」の最終日を輸

出承認証の有効期間とする。 



 
廃棄物の輸入の承認について 

 
輸入注意事項19第10号（19.3.6） 

最終改正：令和2年12月28日付け・輸入注意事項2020第21号 
 

平成１９年３月５日付け経済産業省告示第４９号（輸入公表の一部を改正する告示）により、下記１に掲げ

る廃棄物の輸入に係る二の二号承認（輸入貿易管理令第４条第１項第２号の規定による輸入の承認（全地

域を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る承認に限る。）をいう。）については、平成１９年４月１日

以降は、下記により行います。 
なお、当該廃棄物が特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第２条第１項に規定する特定有

害廃棄物等にも該当する場合の輸入の承認については、「特定有害廃棄物等の輸入の承認について｣(平
成１９年３月６日付け輸入注意事項１９第１１号）又は「台湾を船積地域とする特定有害廃棄物等の輸入の承

認について」（平成１９年３月６日付け輸入注意事項１９第１２号）に基づいて行います。 
また、平成５年１２月１４日付け輸入注意事項５第１６号（廃棄物の輸入の承認について）は平成１９年３月

３１日限りで廃止します。 
 

記 
 
１ 対象品目 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃掃法」という。）第２条第１項に規

定する廃棄物（同条第４項第二号に掲げる船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物並びに本邦に入国

する者が携帯する廃棄物を除く。） 
２ 書面申請手続  
（１） 提出書類 

① 輸入承認申請書（輸入貿易管理規則別表第一 T２０１０）２通  
② 申請理由書（別紙の様式によるもの）１通 
③ 輸入契約書の写し１通 
④ 廃掃法第１５条の４の５第１項の規定による環境大臣の輸入許可証（以下「廃棄物輸入許可証」とい

う。）の写し１通 
⑤ その他必要と認められる書類 
※提出書類は原則として返還しない。 

（２） 申請書の提出先 
貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課 

（３） 申請書の受付時間 
毎週月曜日から金曜日までの午前１０時から午前１１時４５分まで及び午後１時３０分から午後３時３０分

まで。ただし、行政機関の休日（行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条第１項各

号に掲げる日。以下同じ。）を除く。 



 
３ 輸入の承認 

当該輸入申請が上記２に従って行われたものであることを確認の上、審査の結果適当と認められた場合

に、申請のあった貨物の数量の範囲内で以下の条件を付して、承認を行うものとする。 
なお、廃掃法第１５条の４の５第２項に定める国その他の環境省令で定める者が輸入を行う場合は、輸入

の承認を要しないものとする。 
（条件文） 
１．この承認証については、   年   月   日付け環     号の廃棄物輸入許可証 に基づく輸入

であること。 
２．廃棄物輸入許可証の内容に変更があった場合は、経済産業大臣に届け出てその指示に従うこと。 
３．この承認証に係る貨物の全部又は一部を輸入しなくなったときは、遅滞なく、この承認証を経済産業

大臣に提出しなけれなばならない。 
 

４．その他事項 
（１） 廃棄物輸入許可証の内容変更に伴う手続について 

上記３に規定する承認条件に従って行う届出の様式は任意とする。また、当該届出の内容に応じて、

輸入承認証の内容変更又は新たな輸入承認申請を要する場合がある。 
（２） 輸入承認証の有効期間について 

原則として、廃棄物輸入許可証の「輸入予定年月日」欄の「輸入を行う期間」の最終日を輸入承認証の

有効期間とする。 



 
[別 紙] 

廃棄物の輸入に係る輸入承認申請理由書 

 

                  申請年月日 

 

経済産業大臣 殿 

                      

申 請 者 

      氏 名 又 は名 称 

      及び代表者の氏名 

                      住所（電話番号） 

 

 

 輸入貿易管理令第４条第１項２号の規定に基づき、下記貨物の輸入について輸入承認を申

請します。 

 

記 

 
(1) 商品名 

(2) 型及び銘柄 

(3) 数量及び単価 

(4) 価格条件及び単価 

(5) 外国為替金額の総計 

(6) 原産地 

(7) 船積地域及び船積港 

(8) 到着予定年月日 

(9) 商品の説明及び用途 

 

（注）用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 



 
バーゼル法及び廃棄物処理法に係る輸出入に関する 

お問い合わせについて 
 

 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（以下「バーゼル法」という。）に

規定する特定有害廃棄物等の輸出入については、外国為替及び外国貿易法（以下「外為

法」という。）に基づく承認申請が必要となります。 

また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）に規定

する廃棄物の輸出入には、廃棄物処理法に基づく環境大臣の確認又は許可及び外為法に

基づく承認申請が必要となります。 

 これらに関するお問い合わせについては、環境省及び経済産業省（委託先を含む）に

おいて、下述のとおり受け付けています。 

 

 

１．事前相談（規制対象物であるかどうかの該非判断・手続きの相談） 
 
   輸出入しようと考えている貨物が、 

    ① バーゼル法に規定する特定有害廃棄物等に該当するか否か 

    ② 廃棄物処理法に規定する廃棄物に該当するか否か 

  について、次のとおり事前相談を受け付けています。 

 

  ＜事前相談の位置付け＞ 

   この事前相談は、送付された書類に記載されている内容について、上述の該非について行政サ

ービスとして助言を行うものでありますが、輸出又は輸入する際の関係法規遵守の義務を緩和す

るものではありませんし、現実に輸出入される貨物そのものについて関係法規適合を証明するも

のでないことを、予めご承知おきください。 

   また、この事前相談は、あくまでも行政サービスであることから、輸出入される方に強制する

ものではありません。 

 

  ＜事前相談のメリット等＞ 

   環境省及び経済産業省の助言は、書類審査を踏まえ口頭でいたしますが、その助言した内容に

ついては、環境省が管理する「廃棄物等輸出入管理システム」に登録され、その内容は、環境省

及び経済産業省の他、財務省の関係税関等の間で情報共有されます。そのため、輸出入される方

による税関への説明の一助として利用されることが可能です。 

   なお、必要に応じて、港湾等を管理する関係省庁に情報を提供する場合もあることを、ご承知

おきください。 

 

（１）相談窓口 

輸出入されようとする貨物の内容に応じて、以下のいずれかの機関へご相談いただくことが

できます。 

経済産業省（委託先を含む）では、廃棄物処理法に規定する廃棄物の該非の助言はできませ

んので、この廃棄物の該非については、環境省の地方環境事務所にご相談ください。地方環境

事務所にご相談の際には、原則的に、輸出入に用いる港等の所在地にある各地方環境事務所に

お問い合わせください。 

なお、お問い合わせは、各機関の業務日の業務開始時間から、終了時間の概ね１時間前まで（個別に

お知らせする場合は、その時間内）に限らせていただきます。 

 

相談内容（貨物内容） 相談先 連絡先 

バーゼル法・廃棄物

処理法 

 

 

 

北海道地方環境事務所 

（管轄区） 

北海道 

 

 

〒060-0808 

札幌市北区北８条西２丁目 札幌第１合同庁

舎３階 

（電話）011-299-3738 

（電子メール）REO-HOKKAIDO@env.go.jp 



東北地方環境事務所 

（管轄区） 

青森県、岩手県、宮城県、

秋田県、山形県及び福島県 

〒980-0014 

仙台市青葉区本町３－２－２３ 仙台第２合

同庁舎６階 

（電話）022-722-2871 

（電子メール）REO-TOHOKU@env.go.jp 

関東地方環境事務所 

（管轄区） 

茨城県、栃木県、群馬県、

埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、新潟県、山梨県

及び静岡県 

〒330-9720 

さいたま市中央区新都心１－１ さいたま新

都心合同庁舎１号館６階 

（電話）048-600-0814 

（電子メール）HAIRI-KANTO@env.go.jp 

中部地方環境事務所 

（管轄区） 

富山県、石川県、福井県、

長野県、岐阜県、愛知県及

び三重県 

〒460-0001 

名古屋市中区三の丸２－５－２ 

（電話）052-955-2132 

（電子メール）REO-CHUBU@env.go.jp 

近畿地方環境事務所 

（管轄区） 

滋賀県、京都府、大阪府、

兵庫県、奈良県及び和歌山

県 

〒530-0042 

大阪市北区天満橋１－８－７５ 桜ノ宮合同

庁舎４階 

（電話）06-6881-6502 

（電子メール）kinki-junkan@env.go.jp 

中国四国地方環境事務所 

（管轄区） 

鳥取県、島根県、岡山県、

広島県及び山口県 

〒700-0907 

岡山市北区下石井１－４－１ 岡山第２合同

庁舎１１階 

（電話）086-223-1584 

（電子メール）REO-CHUSHIKOKU@env.go.jp 

 〃 四国事務所 

（管轄区） 

徳島県、香川県、愛媛県及

び高知県 

〒760-0019 

高松市サンポート３－３３ 高松サンポート

合同庁舎南館２階 

（電話）087-811-7240 

（電子メール）MOE-SHIKOKU@env.go.jp 

九州地方環境事務所 

（管轄区） 

福岡県、佐賀県、長崎県、

熊本県、大分県、宮崎県、

鹿児島県及び沖縄県 

〒860-0047 

熊本県熊本市西区春日２－１０－１ 熊本地

方合同庁舎 B 棟４階 

（電話）096-322-2410 

（電子メール）REO-KYUSHU@env.go.jp 

バーゼル法のみ 

メタルスクラップ

(注１)、プラスチ

ックスクラップ

(注２)、使用済バ

ッテリー(鉛バッ

テリーを除く)、使

用済遊技機、廃触

媒及び中古品（家

電・自動車部品等） 

公益財団法人産業廃棄物

処理事業振興財団 

〒105-0001 

東京都港区虎ノ門１－１－１８ 

（電子メール）basel@sanpainet.or.jp 

上記以外 

経済産業省 

GX グループ 

資源循環経済課 

〒100-8901 

東京都千代田区霞が関１－３－１ 

（電話）03-3501-4978 

（電子メール）bzl-basel@meti.go.jp 

（注１）メタルスクラップとは、鉄、アルミ、銅等の単体金属（合金を含む）及びこれらが複

合されたミックスメタルで、自動車部品、電気・電子部品の屑等を含む。 

（注２）プラスチックスクラップとは、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル等。 



 

（２）相談方法等 

添付の事前相談書に、記入要領に従って必要事項を記入し、必要な書類を添付のうえ、上述の

相談窓口に電子メール又は郵送により事前に送付の上、ご相談ください。 

地方環境事務所へ送付された場合は、その旨、送付した相談窓口に電話にてご連絡ください。

ご連絡がない場合は、原則として事前相談を受け付けませんので、ご注意ください。 

なお、事前相談は、原則として輸出又は輸入しようとするご本人が行ってください。 

事前相談のほか、次の資料又はその写しの提出をお願いしています。 

＜基本的に提出が必須のもの＞ 

  ① インボイス （管理システムは、このインボイス番号で管理されています。） 

  ② 輸出入契約書 

  ③ 国内取引伝票（契約書、仕切書、納品書、受領書等） 

     ④ 貨物全体の写真（異なる貨物や種類が異なる物は、それごとの写真で鮮明なもの。） 

     ⑤ 貨物のフロー図 

    ＜必要に応じて提出いただくもの＞ 

     ⑥ 成分分析表 

     ⑦ 分析サンプルの写真 

     ⑧ 企業概要 

     ⑨ その他 

 

事前相談をお受けした場合にも、質問をし、必要な追加書類の提出をお願いする場合があり、

相談の助言には、ある程度の日数を要します。時間的な余裕をもって、ご相談ください。ご相談

日にインボイス番号が確定していない場合もあり得ますが、この場合、相談窓口にお問い合わせ

ください。 

    参考：公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団の場合           
提出書類の不足等がない場合やセンターからの質問に対し回答をいただいた場合、ご相

談を受けた日（質問の回答を得た日）から原則１週間以内に助言するよう努めています。
管理システムには、その助言した日の次の業務日の午前中に登録するよう努力しています。
ただし、書類等が不足している、相談内容に不明な点があるといった場合は、日数を要す
ることになります。なお、税関申告予定日（当日）のご相談は、基本的にお受けできませ
ん。 

        
環境省 地方環境事務所、経済産業省の場合 

          両省では、上記相談窓口で受け付けている貨物以外の、比較的、該非判断が難しい貨物
等のご相談を受け付けており、確認させていただく点が多いことから、審査にあたり日数
を要することにご留意ください。（貨物の内容によっては、環境省（本省）と経済産業省
で調整、協議するものもあります。） 

 

   なお、事前相談の助言は、原則地方環境事務所からは口頭で、経済産業省（委託先を含む）か

らはメールでいたします。また、ご提出いただいた資料は、原則返却いたしません。 

 

   経済産業省の当該事前相談に係る委託事業は、年度が変わると受託者が変更となる場合もあり
ますので、ご注意ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

２．外為法に基づく手続きの窓口 

 
   バーゼル法に規定する特定有害廃棄物等、廃棄物処理法に規定する廃棄物に該当すると判断さ

れたものを輸出又は輸入しようとする場合は、外為法に基づく承認申請が必要となります。その

際は、下述窓口にて申請手続を行ってください。 

   なお、廃棄物処理法に規定する廃棄物に該当すると判断されるものを輸出又は輸入しようとす

る場合は、外為法に基づく手続きの前に、廃棄物処理法に基づく環境大臣の確認又は許可が必要

となります。その際は、各地方環境事務所に申請手続を行ってください。 

 

 

相談内容 相談先 連絡先 

バーゼル法規制対象物 

 （輸出・輸入） 

 

 

経済産業省 

貿易経済安全保障局 

貿易管理部 

貿易審査課 

〒100-8901 

東京都千代田区霞が関１－３－１ 

（電話）03-3501-1659 （直通） 

     注意）外為法に係る申請や手続き等のお問い合わせ窓口であり、規制対象物であるか否かのお問

い合わせは、先述の「１．事前相談」に記載している窓口にお願いします。 

 

  

相談内容 相談先 連絡先 

廃棄物処理法 

規制対象物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道経済産業局 

総務企画部  

国際課 

 

 

〒060-0808 

札幌市北区北８条西２丁目１ 札幌第１合同

庁舎 

（電話）011-709-1752 

東北経済産業局 

総務企画部 

国際課 

〒980-8403 

仙台市青葉区本町３－３－１ 仙台合同庁舎 

（電話）022-221-4907 

関東経済産業局 

総務企画部国際課貿易管

理室  

 

〒330-9715 

さいたま市中央区新都心 1 番地 1 さいたま

新都心合同庁舎 1 号館 

（電話）048-600-0261 

関東経済産業局 

横浜通商事務所  

 

 

 

〒231-0021 

横浜市中区新港 1丁目 6番 1号 よこはま新港

合同庁舎 

（電話）045-212-1105 

中部経済産業局 

地域経済部 

国際課 

 

〒460-8510 

名古屋市中区三の丸２－５－２ 

（電話）052-951-4091 

近畿経済産業局 

通商部 

通商課 

 

〒540-8535 

大阪市中央区大手前１－５－４４ 

（電話）06-6966-6034 

近畿経済産業局 

神戸通商事務所 

 

〒650-0024 

神戸市中央区海岸通２９番地 神戸地方合同

庁舎 

（電話）078-393-2682 

 



中国経済産業局 

産業部 

国際課 

 

〒730-8531 

広島市中区上八丁堀６－３０ 広島合同庁舎

２号館 

（電話）082-224-5638 

四国経済産業局 

産業部 

産業振興課 

 

 

〒760-8512 

高松市サンポート３番３３号 高松サンポー

ト合同庁舎 

（電話）087-811-8525 

九州経済産業局 

国際部 

国際課 

〒812-8546 

福岡市博多区博多駅東２－１１－１ 福岡合

同庁舎本館 

（電話）092-482-5425 

 

沖縄総合事務局 

経済産業部 

商務通商課 

〒900-0006 

那覇市おもろまち２－１－１ 那覇第２地方

合同庁舎２号館 

（電話）098-866-1731 

 

輸入 経済産業省 

貿易経済安全保障局 

貿易管理部 

貿易審査課 

〒100-8901 

東京都千代田区霞が関１－３－１ 

（電話）03-3501-1659 （直通） 

 

注意）外為法に係る申請や手続き等のお問い合わせ窓口であり、規制対象物であるか否かのお

問い合わせは、先述の「１．事前相談」に記載している窓口にお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
次ページ以降に、「１．事前相談（規制対象物であるかどうかの該非判断）」

用の提出資料の様式を記載しています。 
相談窓口により、相談できる貨物が違いますし、様式も違います。 
「１．事前相談」で確認の上、ご相談ください。 

 



 
事前相談資料 
 

バーゼル法規制に係る事前相談書（中古品以外） 
 

【インボイスＮＯ．               】   
記入日：     年   月   日 

相談者 ①会社名：              （輸出者・輸入者・通関業者・その他（      ）） 

②住所： 

③担当者 １）氏名：          , ２）所属・役職： 

④電話     －     － ⑤ＦＡＸ    －     － 

⑥事前に税関に相談した場合は次を記入してください。 

 １）税関の名称：          ２）担当官名： 

 ３）税関の指示内容：           (電話) 

輸出者 ⑦会社名：                 

⑧住所： 

⑨担当者 １）氏名：          , ２）所属・役職： 

⑩電話     －     － ⑪ＦＡＸ    －     － 

輸入者 ⑫会社名：  

⑬住所 

⑭担当者 １）氏名：          , ２）所属・役職： 

⑮電話     －     － ⑯ＦＡＸ    －     － 

輸出入 ⑰ 輸出 

輸入 

⑱ 申告の予定日：  年  月  日 

  申告予定税関（港）： 

⑲ 取引量：       トン 

(ｺﾝﾃﾅ  本、ﾌﾚｺﾝ   袋、ﾊﾞﾗ積) 

⑳ 相手国：            （バーゼル条約締約国・非締約国・ＯＥＣＤ加盟国） 

○21  取引形態（例：FOB YOKOHAMA US$100/t）： 

貨物 ○22  品目内容（全ての品目の具体的な名称、発生事由、数量、貨物の性状）： 

 

 

○23  発生元の名称及び所在地（本貨物の第一次発生もと、例えば、○○工場、○○商事）： 

 

○24  発生元から仲介者を経て輸出者に渡るまでの経路： 

 

処理 ○25  取引の目的： 

○26  輸出入後の処理方法： 

○27  輸出入後の運搬経路（輸入者から仲介者を経て処理業者に渡るまでの経路）： 

 

 

○28  処理事業者名及び作業場所の住所： 

 

実績 ○29  過去の輸出入実績： 新規 ・ 実績有り 

実績有りの場合は、その内容（時期、品目、数量）： 

 

 

この事前相談は、送付された書類に記載されている内容について、バーゼル法規制対象

に該当するか否かについての助言を行うものでありますが、輸出又は輸入する際の関係

法規遵守の義務を緩和するものではありませんし、実際に輸出入される貨物そのものに

ついて関係法規適合を証明するものではないことを予めご承知おき下さい。 



（記入要領） 

 

１．相談者の欄 

(1) ①会社名の欄には、相談者が法人の場合はその名称を記入し、個人の場合は記入不要です。また、

相談者が輸出者・輸入者・通関業者・その他のいずれか該当するものを○で囲んでください。 

(2) ③担当者の欄には、問い合わせ担当者の氏名・所属・役職を記入してください。 

(3) 事前に税関に相談した場合は、⑥の欄に税関の名称（支署、出張所まで）、担当官名（電話番号）、

税関の指示内容を記入してください。 

 

２．輸出者・輸入者の欄  

(1) 相談者と輸出入者が異なる場合に記入してください。 

(2) 記入の要領は１と同じです。 

 

 

３．輸出入～実績の欄 

(1) ⑰輸出・輸入の欄には、いずれか該当する方を○で囲み、⑱～⑳の欄に申告の予定日、申告予定

港、取引量、輸出国又は輸入国名を記入し、当該国がバーゼル条約の締約国、ＯＥＣＤ加盟国又

はバーゼル条約の非締約国のいずれかに該当するものを〇で囲んでください。 

(2) ㉑取引形態の欄には、輸出入者との引渡し条件・取引単価とその単位を記入してください。貨物

が複数ある場合の取引単価については、その中で最も低い貨物の単価を記入してください。 

(3) ㉒品目内容の欄には、全ての品目の具体的な名称ごとに発生事由、数量、及び性状を記入してく

ださい。 

(4) ㉓発生元の欄には、本貨物の第一次発生元（〇〇工場、〇〇商事等）を記入してください。 

(5) ㉔輸出者に渡るまでの経路の欄には、発生元から仲介者を経て輸出者に渡るまでの経路をなるべ

く詳しく記入してください。 

(6) ㉕取引の目的の欄には、当該貨物を輸出又は輸入した後、どのような用途に使用するのかを具体

的に記入してください。 

(7) ㉖輸出入後の処理方法には、前記(6)の用途に使用するため、どのような方法で処理を行うかを具

体的に記入してください。 

(8) ㉗輸出入後の運搬経路には、輸入者から仲介者を経て処理業者に渡るまでの経路をなるべく詳し

く記入してください。 

(9) ㉘処理事業者及び作業場所の住所の欄には、前記(7)の作業を実施する事業者名、住所を記入して

ください。 

(10) ㉙過去の輸出入実績の欄には、同様の貨物の過去の輸出入実績について、いずれか該当する方を

〇で囲み、「実績有り」の場合はその内容（時期、品目、数量）を記入してください。 

 



（事前相談に関する注意事項） 

 

１．添付いただく関係資料等 

   事前相談にあたっては、事前相談書の他、以下の資料またはその写しの提出をお願いいたします。 

①～⑤については、事前相談書とともに提出をしてください。 

また⑥～⑨については、必要に応じて提出していただくことがあります。 

 

① インボイス（※必須） 

② 輸出入契約書（※必須） 

③ 国内取引伝票（契約書、仕切書、納品書、受領書等）（※必須） 

④ 貨物全体の写真（※必須 電子メールで送付ください） 

貨物が廃プラスチックの場合には、廃プラスチック類の概要説明書 

⑤ 貨物のフロー図 

⑥ 成分分析表 

⑦ 分析サンプルの写真 

⑧ 企業概要 

⑨ その他 

 

 

２．事前相談の位置付け 

この事前相談は、送付された書類に記載されている内容について、バーゼル法規制対象に該当する

か否かについての助言を行うものでありますが、輸出又は輸入をする際の関係法規遵守の義務を緩和

するものではありませんし、実際に輸出入される貨物そのものについて関係法規適合を証明するもの

ではないことを予めご承知おき下さい。 

 近年、バーゼル法規制対象に該当しない貨物であることが容易に判断できるにも関わらず、繰り返

し事前相談を行う方がおられますが、本事前相談サービスは事業者側で判断が困難なケースに対する

行政支援であることをご理解の上、不必要な相談依頼はお控えいただきますようお願い致します。 

  

 

３．その他の注意事項 

事前相談をお受けする際には、相談内容によっては更なる資料の提出や分析試験等、追加作業を依

頼することがございますので、時間に十分な余裕を持って（1週間程度）ご相談ください。該否判断を

する上での資料不足等があった場合、税関への申告予定日まで（事前）に助言や該否判断ができない

場合がございます。ご注意ください。 

提出いただいた書類は、「廃棄物等輸出入管理システム」に登録いたしますので、ご了承のほど願

い致します。廃棄物等輸出入管理システムとは、事前相談の内容やこれに対する助言等を登録したシ

ステムであり、その内容については、環境省（地方環境事務所を含む）、経済産業省、税関が閲覧可

能となっています。 

 

 



  
 
 
 

バーゼル法規制に係る事前相談書 （中古品） 
 

【インボイスＮＯ．               】  記入日：     年   月   日 

相談者 ① 会社名：                    （輸出者・輸入者・通関業者・その他(      )） 

② 担当者 １）氏名：        ,  ２）所属・役職： 

③ 電話        －         － ④ ＦＡＸ        －         － 

⑤ 事前に税関に相談した場合は次を記入して下さい。 

   １）税関の名称：            ２）担当官名： 

   ３）税関の指示内容：                        （電話） 

貨 物 ⑥ 輸 出 

  輸 入 

⑦ 申告の予定日：   年   月   日 

   申告予定税関名（港）： 

⑧ 取引量：    トン 

 （ｺﾝﾃﾅ  本、ﾌﾚｺﾝ  袋、ﾊﾞﾗ積） 

⑨ 相手国：                 （ 締約国 ・ ＯＥＣＤ ・ 非締約国 ） 

⑩ 過去の中古品の輸出入実績： 新 規 ・ 実績有り 

   実績有りの場合はその内容（時期、品目、数量）： 

⑪ 中古品の内容（全ての品目の具体的な中古品（製品）種名、数量）： 

  製品種名（数量） 

  製品種名（数量）        

            輸出入する中古品毎に記載。 

⑫ 破損、汚れ等の確認：確認済み（破損、汚れ等 無、 有（→⑯へ）） 

  確認者の会社名、氏名 ： 

（通電等による正常作動検査結果）：          輸出入する中古品毎に記載。 
⑬ 荷姿（運搬中の破損等防止策を踏まえ、梱包の方法を、品種毎に記載。）： 

 

                                 

⑭ 発生（購入）元（輸出の場合は、発生元から仲介者を経て輸出者に渡るまでの経路。

仕入元の古物営業法に基づく古物商の許可の有無。）： 

            

  

発生元から輸出時までの保管状況 ： 建屋内  、 その他（      ） 

⑮ 輸出入後の用途 ： 輸出入国での販売 、 再輸出 、その他（      ） 

 （販売等事業者名、住所） 

 

⑯ 輸出入後、軽微な修繕がある場合は、その内容： 

⑰ 輸出先国で、許可等ライセンスを義務づけている場合は、その 有、 無  

この事前相談は、送付された書類に記載されている内容について、バーゼル法規制対

象に該当するか否かについての助言を行うものでありますが、輸出又は輸入する際の

関係法規遵守の義務を緩和するものではありませんし、実際に輸出入される貨物その

ものについて関係法規適合を証明するものではないことを予めご承知おき下さい。 



 
 ⑱貨物及び本相談に係る確認事項（内容を確認の上、レ〔チェック〕をお願いします。） 

はい いいえ 

・今回輸出入する貨物は、相談貨物が全てであり、他の物は、無い。     □  □ 

 （“いいえ”の場合には、本相談では、他の物については承っておりませんので、御認

識願います。） 

 

⑳事前相談にあたり、次の点についてご了承願います。確認しましたら、チェックを 

 お願いします。 

                                     同意 

・提出頂いた書類は、「廃棄物等輸出入管理システム」に登録させていただきます 

ので、ご了承願います。                          □ 

 

（注）「廃棄物等輸出入管理システム」とは、事前相談の内容やこれに対する助言等を登録したシステムであり、その内容

については、環境省（地方環境事務所を含む）、経済産業省、税関が閲覧可能となっています。  

 

⑳ 以下の資料又はその写しの提出が必須です。 

1)インボイス、2)輸出入契約書、3)国内取引伝票（請求書、領収書等）、4)品目ごとの写

真（梱包前、後）、5)輸出入国での販売店舗の写真、6)企業概要、（必要に応じ、輸出先

国のライセンス（写し）」等）。なお、欄内に記載できない場合は、別添を添付ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委託先使用欄） 

助言と同時に、「本助言については、輸出又は輸入する際の関係法規遵守の義務を緩和するものでは

なく、現実に輸出入される貨物そのものについて関係法規適合を証明するものではない。」ということ

について伝達を実施（実施したら、レ〔チェック〕する→□） 



 

 

（記入要領） 

 
１．相談者の欄 

 (1) ①会社名の欄には、相談者が法人の場合はその名称を記入し、個人の場合は記入不要です。ま

た、相談者が輸出者・輸入者・通関業者・その他のいずれか該当するものを○で囲んで下さい。 

 (2) ②担当者の欄には、問い合わせ担当者の氏名・所属・役職を記入してください。 

  (3) 事前に税関に相談した場合は、⑤の欄に税関の名称（支署、出張所まで）、担当官名（電話番

号）、税関の指示内容を記入して下さい。 

 

２．貨物の欄 

 (1) ⑦～⑨の欄に申告予定税関名（港）、申告の予定日、取引量、輸出国名を記入し、当該国がバ

ーゼル条約の締約国、ＯＥＣＤ加盟国又はバーゼル条約の非締約国のいずれか該当するものを○

で囲んでください。 

(2) ⑩過去の輸出実績の欄には、同様の貨物の過去の輸出実績について、有又は無のいずれか該当

するものを○で囲み、有りの場合はその内容（時期、品目、数量）を記入してください。 

 (3) ⑪中古品の内容の欄には、全ての品種（製品種）名ごとに数量を記入してください。 

 (4) ⑫欄については、破損、汚れ等の確認は、確認済みであることが前提です。未確認であれば、

確認後、提出してください。確認した結果、破損・汚れ等について、該当するものを○で囲んで

ください。仮に、有に○をした場合、⑯を確実に記載してください。 

中古品の種類に応じては、個別製品ごとに製造年・型式・メーカーと通電等による正常作動検

査結果を記載した別添資料を添付してください。 

 (5) ⑬荷姿の欄には、品目ごとに、個々に段ボール、ビニル包装等を実施しているか否か、その梱

包方法等を記載してください。（必要に応じて、別添資料として記載いただいても結構です。） 

また、液晶テレビ等の画面部等、運搬中に破損する恐れのある箇所には、画面等の保護を実施

しているかを記載してください。これら保護が実施されていない場合や、個々の中古品に包装を

せずフレコン袋等にまとめて積み込む場合等は、運搬中の破損の恐れがあり荷姿が不適切として、

中古品とみなせない場合があることに、ご留意ください。 

(6) ⑭発生（購入）元の欄には、輸出の場合にあたっては、発生元から仲介者を経て輸出者に渡る

までの経路をなるべく詳しく記入してください。また、古物商の許可・届出者である場合は、そ

の旨、記載してください。保管状況は、該当するものを○で囲ってください。 

 (7) ⑮輸出後の用途の欄には、輸出相手国において、当該中古品をどのような用途に使用するかに

ついて、「販売」、「再輸出」、「その他」のいずれかに該当するものに○で囲み、「その他」

の場合にあっては、具体的な内容を記入してください。また、事業者等名、住所は、それを販売

する者を具体的に記載してください。（これは、輸出にあたっては、中古品の市場があり、それ

を適切に販売等する事業者の存在を確認するためのものです。） 

 (8) ⑯軽微な修繕の有無の欄には、軽微な修繕の内容を記載してください。修繕がない場合は、「無

し」と記載してください。なお、軽微な修理でない主要部の部品交換等を実施する場合は、交換

したものが廃棄物等に該当する懸念がありますので、この場合は、環境省の各地方環境事務所に

お問い合わせください。 

 (9) ⑰輸出先国のライセンスの欄には、ライセンスを義務づけの有無を記載してください。義務づ

けている場合は、そのライセンスの概要を記載するとともに、ライセンスの写しを添付すること

とし、英語以外の言語で記載されている場合は、日本語訳（又は、英語訳）を添付してください。 

 

３．添付写真について 

(1) 中古品の品目ごとの写真 

① 品目毎に、梱包前の写真と、梱包後の写真を提出してください。 

② 複数の品目が同一貨物で輸出する場合は、その品目毎に、梱包前・後が必要です。 

③ また、同一品目であっても、その中古品の大きさや形状が大きく異なるものや、梱包の方

法が違うものは、それ毎の写真が必要です。 

(2) 輸入国での販売店舗の写真 

    ① 輸入国で市場があることを確認するための写真で、販売店舗（店舗全景（店舗名が確認で



きるもの）と商品陳列等の様子が分かるもの）の写真を提出してください。 

    ② 再輸出が予定されている場合は、再輸出されるまでの保管場所の写真を提出してください。 

 

４．その他 

 (1) 記載内容が多く、事前相談書（１枚）に記載できない場合は、別紙○として記載し、添付して

ください。 

 (2) 中古品取引の事実関係が確認できる輸出者と輸入者との間の契約書等を提出してください。な

お、当該契約書等には、「使用済み電気・電子機器の中古品の販売に関する内容（取引価格に関

する情報を含む）」及び「部品取りされない」旨が少なくとも記載されていることが必要です。 

(3) 廃棄物処理法上の廃棄物の該非については、本事前相談で受け付けておりません。 

廃棄物処理法に規定する廃棄物に、「該当」と相談者が判断される場合や、「該当」となる恐

れがある場合には、輸出入に用いる港等の所在地にある環境省地方環境事務所にご相談ください。 

 

 

 



種類（名称） 形状 色

発生元
（製造工場・リ
サイクル工場
等）

選別・調整・加
工状況

汚れ・異物混
入の状況

備考
リサイクル工程
フロー

利用用途
排水等環境対
策

廃棄物発生状
況、処理方法

備考

種類（名称） 形状 色

発生元
（製造工場・リ
サイクル工場
等）

選別・調整・加
工状況

汚れ・異物混
入の状況

備考
リサイクル工程
フロー

利用用途
排水等環境対
策

廃棄物発生状
況、処理方法

備考

①廃プラの種類別（形状や色が異なる貨物毎）に番号を変えて写真添付、記載してください。（例：色が３色ある場合には、No.1:赤、No.2:青、No.3:ﾐｯｸｽｶﾗｰ、等）

②必要に応じてシートを増やして下さい。

2

貨物写真

輸出前 輸出後

写真を張り付けて下さい 写真を張り付けて下さい 写真を張り付けて下さい

廃プラスチックの概要説明書(NO.1～2)

貨物写真

1

写真を張り付けて下さい 写真を張り付けて下さい 写真を張り付けて下さい

輸出後輸出前

博文 田中
ノート注釈
PDFのタイトルに日環センターとあります。
委託先変更後も、様式は変更が無いのでしょうか？

明子 圓尾
ノート注釈
＞変更しない認識ですが、なにかあればどなたかコメントお願いします。
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 環境省では、バーゼル法・廃棄物処理法の該非について、原則的に、輸出

入に用いる港等の所在地にある各地方環境事務所で、事前相談を受け付けて

います。 

（経済産業省（委託先を含む）では、廃棄物処理法に規定する廃棄物の該非の助言はでき

ません。） 

 次に、各地方環境事務所への事前相談に必要な書類、その様式等を記載し

ます。 
 
 

別紙１：事前相談に必要な書類 

 

１．必ずご提出いただく書類 

  以下の書類は、事前相談を行う際に、最低限必要な書類です。必ずご用意くだ

さい。 

 （ア）輸出案件用確認事項（輸出の場合のみ、別紙２にご記入ください） 

 （イ）廃棄物処理法・バーゼル法規制に係る事前相談書（別紙３を参照し別紙４

にご記入ください） 

 （ウ）貨物と金銭フロー図（別紙５を参照し作成してください） 

 （エ）発生者、輸出者、輸入者、処分者等の間で行われる金銭の授受を示す書類

（契約書、インボイスなど） 

 （オ）貨物のカラー写真（貨物の状態がはっきりわかるもの） 

（カ）発生工程及び処理工程を示す書類（工程図、施設の写真、企業概要など） 

 

２．必要に応じてご提出いただく書類 

（ア）廃棄物処理法に基づく許可書（いずれかの過程で廃棄物の収集運搬、中間

処理を行う場合） 

（イ）成分分析表 

（ウ）分析サンプル写真 

（エ）相手国における許可書 

（オ）その他 

   

  ※ 別紙１の書類を全てご提出いただいても、廃棄物、特定有害廃棄物等の該非判断がで

きない場合もあります。ご承知おきください。 
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別紙２：輸出案件用確認事項 
 

記入される方へ： 
以下の事項は、今回相談の輸出が廃棄物の不適正な輸出に該当しないことを確認するために必

要なものです。記載いただいた内容については、電話で追加説明を伺う場合がありますので、記
入に際し不明な点がある場合には、あらかじめ輸出者等に内容を確認するようお願いします。 

 
１．国内において廃棄物処理法等に違反して排出されたものでないことを確認するため、輸出物の発

生経路に関して、以下の３つのうちいずれか該当するものにレ点を付してください。 
発生元の事業場の了承の下で資源・材料として輸出するものである。 
中間処理を経て再生されたものを資源・材料として輸出するものである。 
収集運搬業者等が回収、手選別したものを資源・材料として輸出するものである。 

 
 

※国内において廃棄物処理法等に違反して排出されたものでないこと。 

２．再生利用のため調整されたものであって、不要物でないことを確認するため、輸出物の性状に関
し、次の点のそれぞれについて適合している場合にはレ点を付してください。 

相手側の要求する規格又は条件に合致している。 
相手側の要求する物品以外の物品を含まない。 
回収工程への投入に先立ち洗浄等の前処理を要するものでないこと。 
専ら分別作業のためにだけ輸出されるものでないこと。 

 
 

３．国内において禁止されている野外焼却等の廃棄物処理基準に適合しない再生利用を行うものでな

いことを確認するため、輸出物の再生工程に関して、次の点のそれぞれについて適合している場合
にはレ点を付してください。 

野外又は簡易な炉での焼却を伴わないこと。 
長期間放置されるおそれがないこと。 
残さを多量に生じるものでないこと。 
発生した残さは適正に処理されること。 
その他、生活環境保全上の支障を生じるものでないこと。 

 
 

４．引き渡し後における運搬に関する事項（いずれか該当するものにレ点を付してください。） 
輸送に特別な配慮を要するものでないことを確認している。 
輸送に特別の配慮を要するが、相手国にその旨伝達している。 

 
 

５．万一相手国で入管できなかった場合の対応（いずれか該当するものにレ点を付してください。） 
輸出者の責任において日本に再輸入する。 
保険会社が引き取る。 

 
 

令和  年  月  日 

 
記入者所属：                
 
記入者氏名：                
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別紙３：事前相談書記入要領 
 
１．相談者の欄 

（１）①会社名の欄には、相談者が法人の場合はその名称を記入し、個人の場合には記入は不要で 
す。また、相談者が輸出者・輸入者・通関業者・その他のいずれか該当するものを○で囲んで 
ください。 

（２）③担当者の欄には、問い合わせ担当者の氏名・所属・役職を記入してください。 
（３）事前に税関に相談した場合は、⑥の欄に税関の名称（支署、出張所まで）、担当官名（電話 

番号）、税関の指示内容を記入してください。 
 
２．輸出者・輸入者の欄 

（１）相談者と輸出入者が異なる場合にお書きください。 
（２）記入の要領は１と同様です。 
 
３．輸出入～実績の欄 

（１）⑰輸出・輸入の欄には、いずれか該当する方を○で囲み、⑱～⑳の欄に申告の予定日、申告 
  予定港、取引量、輸出国又は輸入国名を記入し、当該国がバーゼル条約の締約国、ＯＥＣＤ加 

盟国又はバーゼル条約の非締約国のいずれかに該当するものを○で囲んでください。 

（２）○22 品目内容の欄には、全ての品目の具体的な名称ごとに発生事由、数量、及び性状を記入し 

てください。 

（３）○23 発生元の欄には、本貨物の第一次発生元（○○工場、○○商事等）を記入してください。 

（４）○24 の欄には、発生元から仲介者を経て輸出者に渡るまでの経路をなるべく詳しく記入してく 

ださい。また、仕入先が産業廃棄物処理業者の許可証等を持っている場合はその写しを添付し 
てください。 

（５）○25 取引の目的の欄には、当該物質を輸出又は輸入した後、どのような用途に使用するのかを 

具体的に記入してください。 

（６）○26 輸出入後の処理方法の欄には、前記(５)の用途に使用するため、どのような方法で処理を 

行うかを具体的に記入してください。 

（７）○27 輸出入後の運搬経路には、輸入者から仲介者を経て処理業者に渡るまでの経路をなるべく 

詳しく記入してください。 

（８）○28 処理事業者及び作業場所の住所の欄には、前記(６)の作業を実施する事業者名、住所を記入 

してください。 

（９）○29 過去の輸出入実績の欄には、同様の貨物の過去の輸出入実績について、有又は無のいずれ 

か該当するほうを○で囲み、有りの場合はその内容（時期、品目、数量）を記入してください。 
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別紙４：廃棄物処理法・バーゼル法規制に係る事前相談書 
  

記入日：令和   年   月   日 

相談者 ①会社名：              （輸出者・輸入者・通関業者・その他（      ）） 

②住所： 

③担当者 １）氏名：          , ２）所属・役職： 

④電話     －     － ⑤ＦＡＸ    －     － 

⑥事前に税関に相談した場合は次を記入してください。 

 １）税関の名称：          ２）担当官名： 

 ３）税関の指示内容：           (電話) 

輸出者 ⑦会社名：                 

⑧住所： 

⑨担当者 １）氏名：          , ２）所属・役職： 

⑩電話     －     － ⑪ＦＡＸ    －     － 

輸入者 ⑫会社名：  

⑬住所 

⑭担当者 １）氏名：          , ２）所属・役職： 

⑮電話     －     － ⑯ＦＡＸ    －     － 

輸出入 ⑰ 輸出 

輸入 

⑱ 申告の予定日：  年  月  日 

  申告予定税関（港）： 

⑲ 取引量：       トン 

(ｺﾝﾃﾅ  本、ﾌﾚｺﾝ   袋、ﾊﾞﾗ積) 

⑳ 相手国：            （バーゼル条約締約国・非締約国・ＯＥＣＤ加盟国） 

○21  取引形態（例：FOB YOKOHAMA US$100/t）： 

貨物 ○22  品目内容（全ての品目の具体的な名称、発生事由、数量、貨物の性状）： 

 

 

○23  発生元の名称及び所在地（本貨物の第一次発生もと、例えば、○○工場、○○商事）： 

 

○24  発生元から仲介者を経て輸出者に渡るまでの経路： 

 

処理 ○25  取引の目的： 

○26  輸出入後の処理方法： 

○27  輸出入後の運搬経路（輸入者から仲介者を経て処理業者に渡るまでの経路）： 

 

 

○28  処理事業者名及び作業場所の住所： 

 

実績 ○29  過去の輸出入実績： 新規 ・ 実績有り 

実績有りの場合は、その内容（時期、品目、数量）： 

 

 



環境省事前相談用資料 

  
別紙５：貨物と金銭のフロー図 

金銭の流れ： 

貨物の流れ： 

＜輸入の一例＞ 

（Ａ社がＸ社の貨物を購入するに当たり、Ａ社の当該輸入に係る取引をＢ社が代行する場合） 

 

                     横浜港 

                                     （○○国） 

Ａ社（エンドユーザー）                       Ｘ社（輸出者） 

 

             国内諸経費￥○○ 

  購入費用￥○○ 

 

Ｂ社（輸入者）    

                             CIF横浜港＄○○ 

 

 注１）国内諸経費は、港の倉庫借料、港からＡ社までの輸送費、通関費用等を含む。 

 注２）CIF横浜港価格は、海上輸送費を含む。 

 

 

＜輸出の一例＞ 

（Ａ社が鉄スクラップをＢ社に売却し、Ｂ社が当該貨物をＸ社に売却する場合） 

 

処理依頼      購入￥○○／ｔ        名古屋港 

                                   （○○国） 

  Ａ社（中間処理業者）     Ｂ社（輸出者）          Ｘ社（輸入者） 

       国内諸経費￥○○／ｔ           海上運賃￥○○／ｔ 

 

 

                                                        FOB名古屋港￥○○／ｔ 

 

  注）FOB名古屋港価格は、国内諸経費（港までの輸送費、港の倉庫借料、通関費用、船への 

   積み込み費用等）を含む。 

 

※ これらのフロー図の例のように、貨物と金銭の流れを介在する業者ごとに矢印で結び、 

その金額についても漏れなく記載するようお願いします。 

※ 必要に応じて補足説明もご記入ください。 

 

 



 
 
 

◇ ホームページ情報 ◇ 

 
○ バーゼル条約事務局ホームページ 

http://www.basel.int/ 
・各締約国の権限ある当局の一覧 

http://www.basel.int/Countries/CountryContacts/tabid/1342/Defa
ult.aspx 

 
○ ＯＥＣＤホームページ（理事会決定の閲覧） 

https://www.oecd.org/ 
 

○ e-Gov 法令検索（関係法令の閲覧） 
   https://elaws.e-gov.go.jp/ 

 
○ 環境省ホームページ（廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入関連ページ） 

https://www.env.go.jp/recycle/yugai/index.html 
 

○ 経済産業省ホームページ（バーゼル条約・バーゼル法関連ページ） 
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/b
asel/index.html 

 
○ 経済産業省ホームページ（特定有害廃棄物等の輸出入管理関連ペー

ジ） 
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02
_exandim/01_basel/index.html 

 

リサイクル適性の表示：印刷用の紙にリサイクルできます 

この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にし

たがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料［Ａランク］のみを用いて作製しています。 

http://www.basel.int/
http://www.basel.int/Countries/CountryContacts/tabid/1342/Default.aspx
http://www.basel.int/Countries/CountryContacts/tabid/1342/Default.aspx
https://www.oecd.org/
https://elaws.e-gov.go.jp/
https://www.env.go.jp/recycle/yugai/index.html
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/basel/index.html
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/basel/index.html
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/01_basel/index.html
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/01_basel/index.html
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